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◎ 開 会

○坂口博美議長 これより平成20年６月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員45名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○坂口博美議長 会議録署名議員に、十屋幸平

議員、河野哲也議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○坂口博美議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、丸山裕次郎委員長。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕 御報告いたしま

す。

去る６月６日に閉会中の議会運営委員会を開

き、本日招集された平成20年６月定例県議会の

会期日程等について協議いたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は、

合計12件、その内訳は、条例７件、条例以外２

件、報告承認３件であります。このほか５件の

報告が提出されております。また、人事案件３

件が追加提案される予定であります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査いたしました結果、会期に

ついては、本日から７月１日までの19日間とす

ることに決定いたしました。日程は、お手元に

配付されております日程表のとおりでありま

す。

今期定例会は、６月18日から５日間の日程で

一般質問を行います。質問人数は合計20名以内

とし、質問順序は、16日の通告締め切り後に行

う抽せんにより決定いたします。質問時間は、

１人30分以内とすることを確認決定いたしたと

ころであります。

一般質問終了の後、議案・請願の所管常任委

員会への付託を行います。６月25日、26日の２

日間で各常任委員会を開催していただき、７月

１日の最終日に、付託された議案・請願の審査

結果報告をお願いいたします。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

また、環境農林水産常任委員会から、エコク

リーンプラザみやざきの調整池破損問題に関す

る調査経過等の報告を行いたいとの申し出があ

りましたので、本日のこの本会議において報告

を行っていただくことといたしました。

以上で当委員会の報告を終わりますが、議員

各位におかれましては、議会運営に特段の御協

力をお願いいたします。以上でございます。

〔降壇〕

○坂口博美議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○坂口博美議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より７月１日まで

の19日間とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

平成20年６月13日(金)
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◎ 環境農林水産常任委員長報告

○坂口博美議長 次に、環境農林水産常任委員

会から報告をしたいとの申し出がありますの

で、これを議題といたします。

お諮りいたします。

本件は、申し出のとおり報告を受けることに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。環境農林水産常任委

員会、宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕 発言の許可をいただ

きましたので、御報告をさせていただきます。

当委員会では、エコクリーンプラザみやざき

の浸出水調整池が開業以来破損していたことに

端を発する一連の問題について、早急な解決へ

の対応を図るため、問題が公表された４月17日

から現在までの２カ月の間に異例とも言える５

回の委員会を開催し、当局への質疑、資料要

求、財団法人宮崎県環境整備公社理事長ほかの

参考人招致、知事の出席要請等を行ってきたと

ころであります。

この間、多くの委員外議員の皆様が委員会へ

出席されるなど、多くの県民からも関心の高い

問題であり、また、この件に関する具体的な県

の対応策など一定の方向性も示されましたの

で、これまでの審議の経過等について御報告を

申し上げます。

エコクリーンプラザみやざきは、県央部の11

市町村で発生する一般廃棄物と県内で発生する

産業廃棄物の処理を行うため、約348億円をか

け、県央市町村と宮崎県環境整備公社が整備し

た廃棄物処理施設であり、平成17年11月から本

格稼働しております。管理運営を行う宮崎県環

境整備公社は、現在、県ＯＢの理事長を含め、

県から５名、宮崎市から７名、川南町から１

名、嘱託等９名の合計22名の組織であり、財団

の出捐金１億110万円のうち約45.6％を県が出捐

しております。

まず、４月17日にエコクリーンプラザみやざ

きの浸出水調整池が破損していたことが明らか

になったことを受け、４日後の４月21日に緊急

の委員会を招集いたしました。この中で当局よ

り、「汚水を一時ためる浸出水調整池が地盤沈

下のため破損し、開業以来３分の２が使用不能

である。現在使用している第３水槽については

補強工事を実施しており、構造上安全が確保さ

れている。周辺の地下水等の継続的な水質調査

の結果からは漏水はないと考えている」との報

告がありました。

これに対し、委員からは、「現在に至るまで

なぜ報告がなされなかったのか」「稼働してい

る部分の補強工事はだれが負担したのか」「調

整池のどの部分にクラックが入っているのか」

などについて質疑があり、当局より、「平成18

年７月に担当課に最初の報告がなされたが、大

変な状況であるとの認識を持ったのは、現在の

理事長から平成19年５月に報告を受けてからで

ある。副知事には19年11月に、知事には20年２

月に報告を行った。何の方策もなく公表するこ

とは混乱を来すおそれがあったため、発表がお

くれた。新聞報道される直前まで地元にも報告

はなされていない。また、稼働している部分の

補強工事については、公社、施工監理会社、Ｊ

Ｖが負担しており、負担割合は話し合いにより

決定されている。さらに、クラックの箇所につ

いては把握していない」等の答弁がありまし

た。当委員会といたしましては、当局に対し、

補修費用の負担割合を決定した協議簿等の資料

の提出を要求いたしました。

平成20年６月13日(金)
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次に、４月25日の委員会では、要求資料の一

部の提出及び説明を受け、委員会終了後、現地

調査を行いました。現地は沢筋で、切り土、盛

り土の多い地形であり、破損している浸出水調

整池は盛り土上に位置しており、委員からは、

「調整池の設置箇所について適切であったのか

疑問である」などの意見が出されました。当委

員会といたしましては、早急に対応すべき状況

であるとの認識から、公社の組織に関する資

料、建設に至るまでの経緯、浸出水調整池に関

する図面、塩化化合物の処理能力について等の

資料の提出及び説明を求めるため、５月14日に

委員会を開催することといたしました。

しかしながら、環境整備公社が第３水槽以外

の水槽も使用していたこと、浸出水の塩化物イ

オン濃度の上昇により、計画していた量が処理

できない状況にあること、過去にマンホール等

から計６回の漏水が起きていたことなどが５月

１日に公表され、この内容は、これまでの委員

会における当局の説明と異なることから、５月

７日に緊急の委員会を招集するとともに、環境

整備公社田中理事長ほか５名を参考人として招

致いたしました。

この中で公社より、「対外的な説明において

内容等にそごを来しており、不信感を招く結果

となった。信頼を失墜させたことに対し責任を

痛感している。浸出水調整池の一部が機能不全

を起こしていること、及び浸出水の塩化物イオ

ン濃度上昇による水処理が十分に行えないとい

う大きな課題を現在抱えている。過去の漏水に

ついては、多くの緊急避難的な代替策を繰り返

しながら運営を続けてきた。極めて危うい事業

の展開を行ってきたと思っている」との説明が

ありました。

委員からは、「漏水に対する対応について、

どこからどこに報告があり、最終的にどこが判

断して対応を決めたのか」「浸出水を市の下水

道へ持ち込むことについて、塩化物イオン濃度

など問題はなかったのか」「第三者の専門家に

よる委員会を設立し、徹底的に原因を究明する

とともに、今後の対策について取り組むべきで

はないか」「当局、公社の危機感が足りない。

知事の政治判断で早急な対応をすべきではない

か」などの質疑や要望が出されました。また、

この委員会の中で、補修工事等について、協議

過程や意思決定を示すような書類がない、組織

としての報告、連絡、協議がなされていない、

理事会に諮られていないなど、公社の内部組織

体制の問題も明らかになりました。当局から

は、「事実をすべて明らかにし、今後の対策を

含めて、現在、関係部局と協議を行っている。

できるだけ早急に対応できるようにしたい」と

の答弁がありました。

次に、要求していた資料の提出と説明を求め

るため、５月14日に再び環境整備公社田中理事

長ほか５名を参考人として招致し、委員会を開

催いたしました。

なお、前日13日の定例記者会見において知事

より、エコクリーンプラザみやざき問題への対

応を一両日中に発表する旨の発言があったこと

から、あわせて知事に出席を要請し説明を求め

ました。

この中で知事より、「地元住民の不安解消と

一刻も早い機能回復のため、周辺地域の早急な

環境調査の実施、原因等究明のための外部調査

委員会の設置、第３水槽の安全性の検証とその

他の水槽の早急な工事の実施、調査結果の速や

かな公表の４つを基本方針として対策を実施す

る」との説明がありました。

このことについて委員より、「地元住民に正

平成20年６月13日(金)
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確な情報公開がなされていない。十分に伝わる

ようお願いしたい」「宮崎市と県の責任の所在

があいまいである。問題解決のためには市と積

極的に協議を行っていただきたい」「最終的な

責任の所在があいまいになるおそれがあるの

で、計画段階からのあらゆる意思決定について

検証していただきたい」との要望がありまし

た。当委員会といたしましては、これまでのよ

うに後から事実が明らかになることがないよ

う、速やかな議会への報告を要望いたしまし

た。

次に、県の基本方針が示されてから現在まで

の対応状況について報告を求めるため、６月４

日に委員会を開催いたしました。当局からは、

「知事をトップとする対策本部、副知事をトッ

プとする連絡調整会議、及び専門家から成る外

部調査委員会を設置した。外部調査委員会は、

地盤工学、環境工学、コンクリート工学の専門

家、公認会計士、弁護士で構成し、それぞれの

専門的立場から検討をお願いする」との説明が

ありました。また、環境整備公社からは、エコ

クリーンプラザみやざきの施設内外での環境調

査の実施状況等について説明がありました。

このことについて、委員より、「協議簿など

の関係資料がないことや契約の流れに不透明な

部分があることについても、外部調査委員会で

調査をしていくのか」「外部調査委員会の設置

要綱における所掌事務には、責任の所在の究明

についての文言がない。原因を究明しても責任

の所在を明確にしないと意味がない。外部調査

委員会では責任の所在まで究明していくのか」

など、外部調査委員会に関して質疑があり、当

局より、「予算執行に係る意思決定などすべて

の段階ごとの手続について究明していきたい。

知事も公の場で発言しているとおり、徹底的に

行っていきたい」との答弁がありました。ま

た、他の委員より、「責任のなすり合いをして

いる場合ではない。県及び関係市町村は、自分

たちの問題として取り組んでいただきたい」と

の意見がありました。

以上のように、当委員会では、エコクリーン

プラザみやざきに関する一連の問題について積

極的に取り組んでまいりました。その結果、県

の基本方針が示され、外部調査委員会の設置な

ど解決に向け動き出したところであります。

最後に、当委員会といたしましては、今後も

この問題については議会に対して十分な報告を

行っていただくとともに、一日も早い県民、地

域住民の安心・安全が確保されるよう、特に外

部調査委員会においては、徹底した原因究明と

責任の所在の明確化、抜本的な対策の検討、ま

た梅雨や台風時期に備えた早急な対策の検討が

なされるよう、強く要望をいたします。

なお、知事は、２月に報告を受け、３月に現

地を視察しているにもかかわらず、正式に報告

を受けたのが４月17日であったと公の場で発言

されておられます。実際には、事態の緊急性、

重大性を認識したのが４月17日の報告を受けて

からであったということのようですが、解決へ

向け動き出している中、県民に誤解を与えるお

それもありますので、知事を初め執行部におか

れましては、意思の疎通を図られるなど十分注

意していただくよう要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。〔降壇〕

○坂口博美議長 環境農林水産常任委員長の報

告は終わりました。

委員長の報告に対する質疑の通告はありませ

ん。

平成20年６月13日(金)



- 8 -

◎ 議案第１号から第９号まで及び

報告第１号から第３号まで上程

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第９号まで及び報

告第１号から第３号の各号議案の送付を受けま

したので、これらを一括上程いたします。〔巻

末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成20年６

月定例県議会の開会に当たりまして、まず冒頭

に、エコクリーンプラザみやざき問題に関しま

して、地元を初め、県議会並びに県民の皆様に

御心配をおかけしておりますことを深くおわび

申し上げます。

今回、エコクリーンプラザみやざきを運営す

る財団法人宮崎県環境整備公社の発表により、

浸出水調整池の一部が、稼働の当初から破損し

使用できない状態であったことや、数回にわた

り漏水事故があったこと、そして何よりも、こ

うした問題を地元の皆様を初め関係者に対して

適時適切に説明してこなかったことなど、問題

が次々と明らかになりました。

県といたしましては、地元住民の皆様の不安

解消と施設の一刻も早い機能回復が重要な課題

であるとの認識から、周辺地域の環境調査を早

急に実施すること、原因等の調査を行うため、

外部調査委員会を設置すること、浸出水調整池

第３水槽の安全性の検証とその他の水槽の工事

を早期に実施すること、調査結果等については

速やかに公表することの４つを基本方針に、県

がリーダーシップを発揮し、関係市町村並びに

公社と十分に連携をとりながら、スピード感を

持って対応することといたしました。

こうした中、５月には、私が本部長を務め、

全庁的に対策を検討する対策本部を立ち上げる

とともに、副知事が議長を務め、関係市町村や

地元の対策協議会、公社との意見調整等を行う

連絡調整会議を設置し、それぞれ第１回会議を

開催したところであります。

また、恒久的な安全対策に加え、緊急的な対

応策を早急に検討するほか、原因の究明や責任

の所在を明らかにするため、法律や土木工学等

の専門家で構成する外部調査委員会を設置し、

今月４日に現地調査を、昨日は第１回会議を開

催し、梅雨・台風対策について検証していただ

き、既に一部について着手したところでありま

す。

県といたしましても、外部委員による調査を

円滑に進めるため、専任職員を配置したところ

であり、引き続き一日も早い問題の解決に向け

て全力を挙げて取り組んでまいりますので、皆

様の御支援、御協力をお願い申し上げます。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

御説明に先立ち、２点ほど御報告させていただ

きます。

第１点は、宮崎―台北間の国際定期便の就航

についてであります。

本県の国際線としては宮崎―ソウル線に次い

で２路線目となる宮崎―台北線が去る６月１日

に就航いたしました。これも、県議会を初め、

関係団体や県民の皆様の積極的な御支援と長年

の取り組みの成果であり、深く感謝を申し上げ

たいと思います。

この宮崎―台北線の就航を記念し、県議会や

関係団体の代表者、また多くの県民の皆様と一

緒に、本県と台湾との一層の交流拡大を図るた

め、６月１日から４日までの日程で台湾を訪

平成20年６月13日(金)
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れ、政府関係機関やエバー航空を表敬訪問して

定期便開設のお礼を申し上げるとともに、観光

・物産フェアなどを開催して、宮崎のＰＲを

行ってまいりました。また、これにあわせた特

別企画として、独身男女による「台北出会いの

旅」を実施し、一定の成果を得たところであり

ます。宮崎空港の国際線の充実により、本県と

東アジアとの交流の拡大や地域の活性化が一層

促進されることを期待しますとともに、県とい

たしましても、宮崎―台北線の利用促進に全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

第２点は、高速道路の整備についてでありま

す。

去る４月26日に、国道218号北方延岡道路北方

―舞野間の開通式が延岡市において開催されま

した。これにより、東九州自動車道及び九州横

断自動車道延岡線の早期完成に一層の弾みがつ

くものと期待しているところであります。

こうした中、先月、改正道路整備費財源特例

法が成立し、本年度の道路整備財源はほぼ確保

される見通しとなりましたが、一方で、道路特

定財源の平成21年度からの一般財源化が閣議決

定されたところであります。今後は、今般の暫

定税率の失効に伴い発生した歳入欠陥に対し

て、速やかに国の責任において適切な補てん措

置を講じていただくとともに、東九州自動車道

などの高速道路を初めとする県内道路網の早期

整備を図るため、道路整備のおくれている地方

に配慮した公平・透明な基準づくりや整備財源

の重点配分を、国に強く求めてまいりたいと存

じます。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第６号「宮崎県小児科専門医師研修資金

貸与条例」は、小児医療の現場を支える医師の

育成と安定的な確保を図るため、県内の小児科

で専門研修を受けている医師に対して研修資金

を貸与する条例の制定であります。

議案第８号「日南市と南那珂郡北郷町及び同

郡南郷町の廃置分合」は、各市町の議会におい

て、日南市、南那珂郡北郷町及び同郡南郷町を

廃し、その区域をもって日南市を設置する旨の

議決が行われたことを踏まえ、地方自治法の規

定に基づき、議会の議決に付するものでありま

す。

このほか、議案第１号「県税の課税免除等の

特例に関する条例の一部を改正する条例」外６

件でありますが、説明は省略させていただきま

す。

次に、報告第１号は、一般国道448号道路災害

復旧関連事業小崎トンネル１期工事の工事請負

契約の変更についての専決報告であります。

報告第２号は、県税の増収及び地方交付税の

確定並びに退職手当の確定等に伴う平成19年度

宮崎県一般会計補正予算（第６号）の専決報告

であります。補正額は10億9,535万5,000円で、

歳出予算の主な内容は、退職手当の減額２

億9,200万円余、県債管理基金への積立金13

億7,500万円余であります。この結果、平成19年

度一般会計歳入歳出予算の規模は5,489億9,980

万8,000円となります。

報告第３号は、地方税法の一部改正により、

住宅の用に供する土地の不動産取得税の減額措

置が延長されたこと等に伴い、関係規定の所要

の整備を行うための宮崎県税条例の一部を改正

する条例の専決報告であります。

これらの専決につきましては、いずれも時間

的制約から専決を余儀なくされたものでありま

す。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

平成20年６月13日(金)
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いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の提案理由説明は終わり

ました。

あすからの日程をお知らせします。

あす14日から17日までは、議案調査等のため

に本会議を休会いたします。

なお、次の本会議は、６月18日午前10時開

会、一般質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午前10時28分散会

平成20年６月13日(金)



６月18日（水）
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平 成 2 0 年 ６ 月 1 8 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 高 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 田 原 新 一

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 桑 山 秀 彦

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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○坂口博美議長 ただいまの出席議員44名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

なお、議事に先立ちまして一言申し上げま

す。

先日の岩手・宮城内陸地震におきましては、

たくさんの方々が被災されました。また、この

地震によりまして、多くの方がとうとい命を落

とされました。本県議会は、この地震に際して

お亡くなりになられました方々に、心から哀悼

の意を表するとともに、被災された皆様に、心

からお見舞いを申し上げるものであります。ま

た同時に、一日も早い復興を願うものでありま

す。

◎ 議案第10号から第12号まで追加上程

○坂口博美議長 それでは、ただいまから一般

質問に入りますが、お手元に配付されておりま

すように、知事から、議案第10号から第12号ま

での送付を受けましたので、各号議案を日程に

追加し、議題とすることに御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定をいたしました。

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案の御説明に先立ち、今回の

岩手・宮城内陸地震により、不幸にも亡くなら

れた方々とその御遺族に対しまして、衷心より

お悔やみを申し上げますとともに、被害に遭わ

れました皆様に、心からお見舞いを申し上げた

いと思っております。

それでは、ただいま提案いたしました議案

第10号から第12号について御説明申し上げま

す。

まず、議案第10号は、公安委員会委員佐々木

龍彦氏が平成20年８月７日をもって任期満了と

なりますので、その後任委員として野中玄雄氏

を任命いたしたく、警察法第39条第１項の規定

により、県議会の同意を求めるというものであ

ります。

次に、議案第11号及び第12号は、収用委員会

委員野﨑義弘氏及び近藤日出夫氏が平成20年７

月18日をもって任期満了となりますので、その

後任委員として同じく野﨑義弘氏及び近藤日出

夫氏を任命いたしたく、土地収用法第52条第３

項の規定により、県議会の同意を求めるという

ものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○坂口博美議長 それでは、ただいまから一般

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。梅雨の合間でどんよりとした雲の一

面ですけれども、何となく自分の心をあらわし

ているような気がいたしまして、どうも質問に

乗らないような気分だったんでありますけれど

平成20年６月18日（水）
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も、きょうは傍聴席に私より大先輩の方もい

らっしゃいますし、先人の教えなども交えなが

ら質問をしてまいりたいと考えております。

先人の教えに、「きょうでも遅過ぎるという

のに、あしたやろうというしれものがいる。賢

者は、機を見るに敏ゆえに、きょうから始めて

いる」という教えがあります。遅いということ

では、ここに居並ぶ知事を初め、行政当局、役

人の仕事が遅いと、よく言われます。民間は競

争社会に生きているわけですから、非常に機を

見るに敏であります。そういうことも含めなが

ら、質問に入らせていただきたいと存じます。

つい数年前まで、県下には44市町村ありまし

た。平成の大合併で現在は30、やがて日南、南

郷、北郷が一つになりますから、28の市町村に

なろうかと存じます。統計調査課の調査では、

日本一、世界一じゃありませんけれども、県内

一も、すべてですけれども、そういう統計調査

が大変莫大な資料で出ております。これで調べ

ていきますと、なかなか大変でありまして、28

になるであろう市町村の、おらが町の日本一、

おらが町の世界一、あるいはここにしかない、

俗に言うオンリーワン。オンリーワン、ナンバ

ー１という、県民がひとしくわかるような一覧

表をつくってはどうかなというふうに考えま

す。

なぜそういうことを言うかといいますと、最

近ＤＳＩと知事は言っております、「どげんか

せんといかん」と。であれば、そのＤＳＩのた

めには、県民総力戦と知事が言いますように、

それぞれの地域に住む人たちが、自分たちのふ

るさとには、自分たちの市町村にはこういうも

のがあるんだという意識を持っていただく必要

があるんじゃないか、そう思っております。質

問するに当たって、担当部課といろいろ、一言

で言えばすり合わせ、打ち合わせをしている中

で、いや、統計調査はあるんですよ、こうおっ

しゃいますけれども、それはごく一部の人で

あって、県民ひとしく情報の公開、また一番わ

かりやすい方法でそういう意識を持つ必要があ

るんじゃないかと。数字というのは、農産物だ

とか畜産物だとか、水産物もそうですけれど

も、数字に出るんですが、ほかに工業製品、い

わゆる誘致企業とかそういうものもたくさんあ

りますけれども、宮崎県にしかないという品物

もあるはずでありますので、ひとつ調べていた

だければありがたい。それから、自然、環境、

人物、そういうたぐいも、ナンバー１、オンリ

ーワンを調査した上で、一覧表をつくって県民

に広く知らしめる必要があるんじゃないかと思

いますから、検討していただいて実行していた

だきたいと思います。

次に、教育長にお尋ねをいたします。

総務部長から教育長に、これは栄転という

か、御就任といいますか、すばらしい人材が教

育長になられたわけですが、今から４年間やっ

ていかれるわけですから、教育長に就任された

抱負と教育長の考えを伺いたいと存じます。

同時に、教育長と私とは７つか８つぐらい違

うんだろうと思いますけれども、私どもの世代

は―余りじいさんの私が言うとどうかと思い

ますけれども、昔のことを言うなと言われるか

もしれませんが―非常に競い合う場面が多く

ありました。学問の成績によっても競い合う、

スポーツによっても競い合う、あらゆる面で競

い合う場面が教育の現場にありました。具体的

に言いますと、最近はどういうわけか、人権な

のか、情報公開なのか、平等でなきゃいけない

という意味なのか、成績表を全く張り出さない

ような状況であります。かつては、ベスト30と

平成20年６月18日（水）
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かあるいは全員の成績を張り出して、自分のク

ラスの中で、あるいは学年の中でよきライバル

をつくって、競い合うものでありました。学問

で１位だから、それではスポーツで１位かとい

うことではないわけでありまして、それぞれ得

意の分野があるわけです。図工のすばらしい

人、音楽にたけた人、学問に秀でた人、それぞ

れの中で、そういう挫折感を味わったり屈辱感

を味わうことで、私は、たくましい心、たくま

しい身体、そして秀でた知識が出ていくんじゃ

ないかと。結局その延長線上に、自分も勝者に

なったり敗者になったりしますから、思いやり

の心も自然とわき出でてくる。そういう競い合

う教育が、最近はとみに少ないんじゃないかと

いうふうに思っております。

例えば運動会等に行きますと、競い合うじゃ

なくて、みんな仲よく走っているというところ

が、非常に最近多くなっております。昔のこと

を言うわけじゃありませんが、結局、そういう

競い合う中から、お互いがお互いを思いやり、

勝者が敗者を思いやるという気持ちがはぐくま

れていって、いずれ成人になりましたら競争社

会に出るわけですから、そういうたくましい

心、たくましい体、秀でた学問を身につける、

そういうことをたくさん重ねることが、私は一

番大事じゃないかと思いますから、その考え方

について教育長に見解を伺いたいと思います。

次に、知事にお伺いいたしますが―現在さ

れていらっしゃるようですが―企業誘致を宮

崎県が始めて30数年になると思いますけれど

も、誘致された企業に出向いていく、あるいは

誘致企業の親会社のほうに出向いていくという

トップセールスは、これまでどの程度されたの

か、今後どのようにお考えなのかをお伺いいた

します。

次に、警察本部長にお伺いいたします。

最近は、秋葉原の事件を初め、次から次に事

件が、言うならば、事実は小説より奇なりと言

いますけれども、小説にも書けないような残酷

で悲惨な事件が多発しております。こういう中

で、宮崎県の不審者・変質者あるいは声かけ事

案等の情報はどの程度入っているのか、どのぐ

らいの地区から上がっているのか、それに対す

る警察の対応はどのようにされているのか、お

伺いいたしたいと存じます。

後は自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県が本格的に誘致活動を始めた昭和36年か

らこれまで、524件を誘致しておるそうです。そ

のうち、本社や親会社等が東証一部に上場して

いる誘致件数というのは90件余りあるそうで

す。企業誘致というのは、御案内のように、県

外からの新規誘致と同様に、本県に立地した企

業が工場等の新・増設をしていただくことはも

とより、関連企業等も進出していただくこと

が、本県の地域経済の活性化、あるいは新たな

雇用の確保にもつながる大変重要なことである

ということは認識しております。このため、私

自身、昨年度は、大手を初めとする県内外の企

業14社を訪問しまして、本県への立地や企業拡

大等を直接働きかけるとともに、企業立地セミ

ナーなどにおきまして、本県の立地環境のよさ

といったものを広くアピールしたところでござ

います。今後とも、私が先頭に立って積極的に

企業訪問を行い、新たな立地や事業の拡大等の

実現について努めてまいりたいと思っておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 県内

市町村の一番をまとめた一覧表の作成について

平成20年６月18日（水）
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であります。現在、県では、各種統計調査結果

の公表データをもとにした「統計からみた宮崎

県のすがた」を作成し、全国における本県の位

置、あるいは市町村の現状などを広く紹介して

いるところであります。県民の方々に、それぞ

れの市町村における日本一あるいは世界一を

知っていただくことは、そこに暮らす地域住民

にとって大きな自信となるものであり、地域が

元気となる一助にもなると考えております。今

後、歴史や自然、人物等も含めた市町村ごとの

一覧表の作成につきまして、各市町村や国、関

係機関等の協力をいただきながら、掲載できる

データや項目等について調査してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

教育長としての抱負についてであります。教

育には、人格の完成を目指すという崇高な理念

と重大な使命があると考えております。今、教

育界は、教育基本法の改正を初め、まさに大き

な変革の時期を迎えており、このような節目の

時期に教育長を拝命いたしましたことに、身の

引き締まる思いをいたしているところでござい

ます。私は、子供たちの健やかな成長の源は、

まずは家庭にあるというふうに考えておりま

す。子供を慈しみ、親や祖父母を敬うなどのき

ずなを大切にした家庭での営みの中で、子供た

ちは、人を思いやる心や規範意識など人として

生きる基礎を学び、この基礎は、学校教育を経

て社会において花開き、実を結んでいくものと

いうふうに考えております。

県教育委員会におきましては、本年度から

「のびよ！宮崎の子どもたち」をスローガン

に、学校・家庭・地域社会が一体となった、三

者のきずなを基盤とする第２期戦略プロジェク

トに取り組むことといたしましたが、これは私

の思いと基軸を同じくするものでございます。

この取り組みを通し、あすの宮崎や我が国を担

う子供たちが、いかなる試練や困難に直面しよ

うとも決してくじけることなく、自信と誇りを

持って乗り越えていけるよう、県民総ぐるみ

で、子供たちの人間力をはぐくむ教育の推進に

全力で取り組んでまいりたいと存じます。

次に、切磋琢磨の教育についてであります。

子供たち一人一人が、将来にわたって集団の中

で、個性豊かに、しかもたくましく生きていく

ためには、子供たちの発達段階や教育活動のね

らいに応じ、切磋琢磨させることや、鍛えるべ

きときには徹底して鍛えていくことが必要であ

ると思います。そのためにも、子供を指導する

立場にある教職員自身が、絶えず研修に励むと

ともに、みずからを磨き、信念を持って子供た

ちを教育していくことが大事であるというふう

に考えております。県教育委員会といたしまし

ては、未来を切り開く、たくましい子供たちの

育成に、今後とも積極的に取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 子供に

対する声かけ事案の現状と対応状況についてで

あります。本県における不審者等の子供への声

かけ事案の届け出につきましては、平成19年中

は過去最高の333件でありまして、本年の５月末

の統計を見ますと、前年度と比較して29件の減

少で119件となっておりますが、質問にもありま

したとおり、全国的に子供さんが被害に遭う凶

悪事件の発生が相次ぐ状況下で、緊張感を持っ

て対応する必要があると考えております。現

在、県下では、約300の防犯ボランティア団体、

そして300台のいわゆる青パトによりまして、各

地区で、地域の住民の方々によります子供の見

平成20年６月18日（水）
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守り活動を初めとする、自主的な防犯活動が活

発に行われているところでございます。警察に

おきましても、これらの活動と連携を図りつ

つ、子供の登下校時間帯等にあわせまして、通

学路を中心に街頭活動を強化しているところで

ございます。

また、こうした声かけ事案等に関する情報

を、地域の住民の方、場合によっては広く県民

にタイムリーに提供することが、被害の再発防

止、そして不審者情報の通報の促進を図る上で

大変重要でございますので、被害者のプライバ

シーの保護に十分配意しつつ、防犯メール、

ファクス、報道機関等を通じての積極的な情報

提供に努めているところであります。さらに、

学校との連携という面では、学校関係者や保護

者に対するこうした情報の連絡通報にも留意し

ているところでございます。警察といたしまし

ては、引き続き、関係機関・団体、そして地域

住民の方々と連携をしながら、子供の安全確保

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上です。〔降壇〕

○萩原耕三議員 商工観光労働部長、さっき知

事が、今まで546社、30何年間で企業誘致してお

るということですが、委員会でちょっと出たと

思ったんですけれども、そのうち撤退した企業

は何社ぐらいあって、その撤退した企業の主な

る原因は何なのか。それは、県の職員ですか

ら、３年ぐらいで異動していくでしょうけれど

も、そういうファイルみたいなのは残っていて

調査もされていると思いますから、その辺もお

知らせいただきたいと存じます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業誘致

は昭和36年から本格的に始めているんですけれ

ども、その企業は524社ございまして、そのうち

閉鎖に至ったものが136件となっております。そ

のうち主なものは、繊維関係企業が53件、一般

機械器具と電気機械器具の製造業がそれぞれ９

件などとなっております。閉鎖に至った理由と

いたしましては、技術革新でありますとか、海

外とのコスト競争の激化に伴いまして産業構造

の変化でありますとか、消費者ニーズの変化な

どによるものというふうに考えております。

○萩原耕三議員 私は、いろいろ考え方もある

と思うんですけれども、誘致した企業の製品が

広く県民に―誘致企業ですから、これを使っ

てくださいというのはなかなか難しいと思うん

です。しかし、行政が、せっかく一生懸命上げ

ぜん据えぜんで誘致したわけですから、そこで

できる製品等を行政がある意味積極的に購入し

て、販売促進の一助にもなるというようなこと

を考えたり、あるいはされたことはあります

か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 優先的に

県が、行政が発注するということだと思います

けれども、具体的に、例えば県の場合は入札関

係とか、そこら辺がいろいろ制約がございまし

て難しいことがございますが、昨年から始めま

したトライアル発注制度、これは新製品とか新

技術を優先的に購入しようという制度でありま

すから、そういったものを活用していただくこ

とになろうかというふうに思っております。

○萩原耕三議員 県内で需要がありそうな商品

というのは、やっぱり県も誘致する以上はその

手助けをする、あるいは直接口に出してやらな

いと、誘致はしたけれども、何もその後なかっ

たじゃ、お話にならぬ。我が家の女房と一緒

で、釣り上げるまではいろいろやったけれど

も、釣り上げてから何もしないじゃ、やっぱり

女房も腹かくわけでありますから、それは全く

心情的に一緒じゃないかと私は思いますので、
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その辺もひとつ十分考慮していただきたいと思

います。

次に、知事にお尋ねします。先ほどオンリー

ワン、ナンバー１の話をしましたけれども、ち

なみに私は都城出身です。都城で全国一という

のは結構多いんです。例えば牛・豚・鶏の生産

は日本一。肉の三冠王とよく言いますけれど

も。それから大弓・木刀の生産も日本一。人物

的には田鍋友時さんが男性長寿世界一。それか

ら、これはオンリーワンになるんだろうと思う

けれども、例えば関之尾の甌穴群、これは恐ら

く世界にも類を見ないというオンリーワンで

す。そういうふうにして調べると、それぞれの

地域には結構あると思うんです。そのことで地

域の皆さん方が自分の地元に愛着を持つだろう

し、子供たちの学校の教材にもなる。士気の高

揚にもつながる。統計調査課がいろいろ出して

いる書類は、小冊子でまとめてありますけど、

発行部数なんていうのは知れたものです。です

から、県下の皆さんに、我が町は、我が村はこ

ういうこともあるんだ、あるいは、これから伸

ばしたら、ひょっとしたら日本一になるんじゃ

ないだろうか、県下一になるんじゃないだろう

かという意識の高揚にもなると思うんですが、

その辺は知事としてどう考えますか。

○知事（東国原英夫君） 私は、皆さん御存じ

かどうかわかりませんが、「日本一」という称

号が好きでございまして、マニフェストにも

「おもてなし日本一」とか、ああいったものを

使わせてもらっているんです。いろんな産物と

かいろんな局面で、私は職員の方々に、日本で

宮崎は何位ですか、何位ですか、何位ですか

と、いつも聞くんです。経常収支は何位です

か、実質公債費比率は何位ですか、何とかは何

位ですか、自殺率は―ちょっと悪いですけれ

ども―何位ですかと、いつも順位を非常に気

にします。これは多分、昭和30年代から40年代

ぐらいの教育は、萩原耕三議員がおっしゃった

ように、我々は競争というような、順位を非常

に重んじられたとか、成績なんかも何位、何位

というふうにつけられた、それの功罪じゃない

かと思っているところなんです。でも、この順

位をつけるというのは、萩原議員もおっしゃっ

たように、非常に切磋琢磨のインセンティブに

なりますね。いいライバルを設定して、彼より

は勝つんだとか、今度は彼に負けたから次は頑

張るんだというような、非常にモチベーション

のもとになったような気がします。と同時に、

大切だったのは、負けた側の気持ちを想像する

ということを鍛えられたような気がします。宮

崎にはキンカンとかスイートピー、あるいは杉

の生産量、あるいは近海一本釣りのカツオ、そ

ういった日本一がいっぱいあります。例えば去

年、宮崎牛が共進会で１位になりましたが、私

は非常にうれしかったですね。そういったもの

をもっともっとＰＲして、皆さんに周知してい

ただければ、皆さんの生きる誇りというか、宮

崎に生まれてよかったという、そんな自信にも

つながると思うんです。ですから、私はちょっ

とほかにはないぐらい順位にこだわっているん

ですけれども、私も知事になった以上は、知事

で日本一になろうと思っていますし、皆さんも

議会として日本一を目指していらっしゃると思

います。そういった意味でも、スポーツでもそ

うだし、学芸でもそうだし、芸術でもそうだ

し、そういった切磋琢磨、日本一になろうじゃ

ないかという気持ちというのは非常に大切にし

たいし、そういったものも今後、皆さんに広く

周知していただいて、全国に、あるいは世界に

周知していただいて、この宮崎のポテンシャル
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といったものをＰＲしてまいりたいと思ってお

ります。

○萩原耕三議員 知事をよいしょするわけじゃ

ありませんけれども、恐らく47都道府県で支持

率の高さは日本一でしょう。私は、市町村の日

本一だけじゃなくて、県として全国47都道府県

の中で日本一はこういうのがあるんですよとい

うのも、今、知事がおっしゃったように、そう

いうのを目指すことが県下の、いわゆるモチベ

ーションとか士気とかそういうものに、あるい

は教育の現場にも、すべての分野に広がってい

くと思いますので、ひとつ頑張っていただきた

いし、それを県民に広く知らしめる対策を、県

民政策部だったですか、進めていただくように

お願いをいたしておきます。

次に、教育長に競い合う切磋琢磨の教育につ

いて伺います。いつのころからかわかりません

が、例えば子供にげんこつをあげる、ほっぺた

をたたく、いわゆるしかると怒るの違いです

ね、永久にこの論争は難しいと思うんですけれ

ども、私たちの時代は、学校の先生から怒られ

たなんて家に帰って言おうものなら、おやじか

ら倍返しでたたかれたものでしたよ。そのぐら

い先生に対しての尊敬の念が非常に高かった。

最近は、情報の世界になったのか、平等がはび

こり過ぎたのか、わかりませんけれども、家庭

でも少子化の関係なんでしょう、それと同時

に、先ほど教育長が、家庭で親子三代できずな

をはぐくむとおっしゃいましたけれども、実態

は親子三代の家庭というのは少なくなったんで

すね。お父さん、お母さんと子供が１人か２

人。お父さん、お母さんは共働きで働いてい

る。子供は家に帰っても、ふき掃除とか家の掃

除をするとか、そういうことを指導する人もい

ない。我々の時代は、じいちゃん、ばあちゃん

がいて、人としての行いをいろいろ注意してく

れたものであります。あるいは自分の家族のじ

いちゃん、ばあちゃんが指導するだけでなく

て、隣近所の年配の方々も、我が子も人の子も

世の中の宝という感覚で、よく指導したり、げ

んこつをもらったものであります。子供心に、

くそじじい、くそばばあと言って逃げた記憶が

あります。そういう環境が今はなくなった。こ

れは、原因をひもとくというのはなかなか難し

いんですね。例えば、この前の秋葉原の殺人事

件にしても―私どもの時代は小刀を筆箱に

持っているのは当たり前だった。小刀で鉛筆も

削らにゃいかんし、工作もしなきゃいけない。

そうすることで、指を切ったり、手足を切った

りするものでした。それで痛みもわかった。わ

かるから、痛いから、人を刺すということはし

ない。そういう体の五感、いわゆる視覚、聴

覚、嗅覚、触覚、味覚、そういう五感で本当に

自分がどうあるべきかということの体験が少な

過ぎる。私はぜひそういう教育を現場で取り入

れてほしいんだけれども、なかなか難しいと思

うんですよ、今の世界は。

競い合うということが、ただ記録をつくるた

めに競い合うのか、ライバルと勝ったり負けた

りしながら競い合うのか、その競い合うでもい

ろいろ意味があると思うんですね。その辺を教

育長、どう考えていらっしゃいますか。

○教育長（渡辺義人君） 今、萩原議員、私と

年齢が５～６歳違うというふうに質問でありま

したけれども、年齢的には５～６歳違いますけ

れども、私も共有した体験を持った世代である

と思います。ナイフで自分の指を切って血を流

して、その痛みで、こんな痛い目に遭えば人に

もやりたくないなとか、げんこつをもらえば、

こんな痛いことであれば人にはげんこつを食ら
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わせたくないなとか、そういった共通の経験

は、実はお話をお伺いしながら、私は大変共鳴

感を持ってお話を伺っておりました。

今、確かに、家庭の問題いろいろと御所見ご

ざいましたけれども、そういう中で家庭の教育

力というのは非常に低下をしているということ

は、つとに指摘をされております。そういう中

で、子供たちを一個の人格的な存在として立派

に育て上げていくために、やはり体感教育とい

うものは、大事なことではないかと私は思いま

す。そういう中で、学校現場におきましては、

例えば小学校の理科の５年生だったと思います

けれども、川の学習なんかにおきましては、川

の中に足を入れさせて、冷たいということを実

感させたり、あるいは流れのあるところに連れ

ていって、流れがあれば足をとられるかもしれ

ない、そういったことを教えたり、そういった

場面を取り入れたりしているようであります。

それから、部活動あるいは学校行事等がありま

すけれども、スポーツは、まさしく鍛え抜くと

いう意味では切磋琢磨の典型ではないかと思い

ますけれども、そういった部活動等も力を入れ

ているところであります。それから、スポーツ

系ではありませんけれども、合唱コンクール等

では、クラスごとに競わせて、そのために朝早

くから夕方まで一生懸命練習をして、ほかのク

ラスを何とか負かしたいというふうに子供たち

を燃えさせるとか、そういった今に合った形で

五感教育というか切磋琢磨教育というのは現場

で行われると思いますので、今後ともいろんな

創意工夫を重ねながら、御趣旨を体してしっか

りと現場に根づかせたい、このように考えてお

ります。以上であります。

○萩原耕三議員 教育の世界もドクターの世界

と一緒で、白い巨塔と言われましたけれども、

教育は教育の巨塔だと思っております。例え

ば、総務部長から教育長に行くと、教育のその

道の方々からすると、ある意味、色眼鏡で見ら

れたり……。いや、そうなんですよ。運用の妙

は人にありなんです。自分の経験、物差しでは

かるわけですから。教育を余り知らんくせにと

か、現場をよく知らないのにと、教育長の一挙

手一投足を、学校の校長経験が長いとか、教育

に自信を持っているというか、おごりがあると

言っちゃいけませんけれども、そういう人たち

はそういう目で見ていると思うんです。それゆ

えに教育長はやりにくかろうと考えておりま

す。

だけれども、今の教育が、いつごろからこう

いう教育になったのかわかりませんけれども、

田中角栄総理が教職員の給与を高くした。結

局、教職というのは聖職なんだ、労働者じゃな

いんだという意味で、故人となられた田中角栄

総理がされたようですけれども、私もやっぱり

聖職だと思うんです。給料をもらうとか報酬と

か、それは労働者としての考え方かもしれない

けれども、先生方は引退されても終生先生なん

です。私もことしは67歳になります。しか

し、80歳前後の先生から、やっぱり昔のとおり

呼び捨てで、「おい、萩原、こっちに来い」と

か、同窓会なんかに行って言われます。やっぱ

り先生の前に行くと直立不動です。それも、同

窓会には優しい先生だった人はほとんど来ない

んです。よく学生時代に食らわせて、厳しいけ

れども温かい心の先生は非常に記憶にあるし、

同窓会にも出てくるんです。だから、私は、食

らわすと言いましたけれども、教育というのは

五感で覚えなきゃいけない。憎しみでたたく

と、これは「怒る」です。教え育てるとなった

ら、これは「しかる」です。やっぱりそういう
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ところの分け隔てを―まあ難しいですけれど

も、その尺度は。

何年か前でしたか、宮崎県のどこかの高校の

監督が、保護者の―昔は父兄、今は保護者と

言わにゃいかんそうですけれども―生徒がま

ずかったものだから平手でたたいた。それは、

その子供のためにたたいたんです。ところが、

それが問題になって監督をやめざるを得なかっ

た。最近は一事が万事、何かどこか狂っている

のじゃないか。給食費だってそうです。払える

のに給食費を払わないという世の中になってい

る。だから、そういうところの現場の長ですか

ら、教育長は大変だろうと思うけれども、もっ

と競い合う機会をたくさんつくる。そのことが

いずれ―この子らは非常に厳しい競争社会に

行くわけです。個人の競争であり、県の競争で

あり、国としての競争社会なんです、現実は。

生きていかなきゃいけないから。そういうたく

ましい心、たくましい体、秀でた知性をしんか

らつくるためには、やっぱり競争ですよ。競争

させなければ―本当に挫折感を味わったり悲

哀を感じたりする中から、相手を思いやる気持

ち、自分がいつも勝者じゃないわけですから、

自分はいつか敗者になるわけですから。そうい

う気持ちを育てる現場を教育長に期待したいん

ですけれども、教育長いかがですか。

○教育長（渡辺義人君） 私は、競い合うとい

うことは、人間社会において必要不可欠なこと

であろうと思います。ですから、先ほど申し上

げましたように、現代の感覚にマッチしたとい

うと語弊があるかもしれませんけれども、適切

な形で、そういった必要な競争のあり方という

ものは現場にしっかりと根づかせていくべきで

あろうと思います。そういう中で、御所見にあ

りましたように、まさしく教育の世界というの

はマンパワーの世界であります。教師の力一つ

でありますから、その教師たちがしっかりとそ

のことを肝に銘じて、子供たちを指導・育成し

ていかなければならないと思います。その場合

の一番基本にすべきは、これも御所見にありま

したけれども、憎しみがあれば怒ると、育てよ

うという気持ちがあればしかると。言葉を変え

れば、怒（いか）るのは感情が優先するから怒

（いか）るのであって、理性が勝てばしかるわ

けですから、私は、現場の教師がしっかりと理

性を持って、子供たちをしかってしっかり伸ば

すように、なるべく現場に出ていってそのこと

を伝えたい、このように考えております。以上

であります。

○萩原耕三議員 教育長は、教育庁の長になら

れたわけですから、教育委員会の。十分おわか

りと思いますけれども。私は、今の世の中は、

平等の不平等がはびこっているんじゃないか

と、こう思っているものです。すべてが平等、

平等という名前でもって不平等があってはなら

ない、そう思いますので、ひとつその辺も十分

に頭に入れながらやっていただければありがた

いなと。

私は、以前もお話ししたことがありますけれ

ども、伸びる子の教育は伸びゆく者が指導しな

ければ意味がないんです。ですから、子供を伸

ばそうと思ったら、昔から言われるように、我

が子も他人の子も社会の宝ですから、伸びる子

たちを育てるのだったら、学校の先生たち、も

ちろん親もそうですけれども、やっぱり伸びゆ

く者が携わるべきだと思いますので、ひとつ教

育長頑張っていただきたいと思います。

知事、知事も大分人生、苦労されていました

ね。中学校、高校、大学、苦労されていました

けれども、先ほどほんの一端を述べられました
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が、どうですか、そういう競争する社会、社会

というか、競争する学校の現場、いわゆる切磋

琢磨する現場を、知事としてどういうふうにお

考えか、ひとつ伺いたいです。

○知事（東国原英夫君） 自分を磨いて、学問

や学力あるいは技芸を修練していくといった意

味で、切磋琢磨という言葉を受けとめるなら、

私は、それは非常に正しい考え方だと思いま

す。ただ、競争というのが過当競争になってし

まうと、競争至上主義、そこにドロップアウト

とか落ちこぼれというような概念が生まれてく

ると思うんです。例えば、競争の中で日本が、

メディアもそうなんですけれども、一番いけな

かったことというのは、「勝ち組」と「負け

組」というのをボーダーしたところだと僕は思

います。一体、勝ち組とは何なんだ、負け組と

いうのは何なんだと。この前の秋葉原の事件の

犯人も負け組だったと言いますね。私は、この

概念の二分化というのが、今の人間形成におい

て非常にマイナスになっているんじゃないかと

思います。萩原議員がおっしゃるように、競争

を保ちながら、負けた側の気持ち、負けた側が

もう一度頑張るぞというような気持ち、そう

いったものをはぐくむことが、競争というもの

が持っている真の意味だと思うんです。萩原さ

んがおっしゃったように、私もこれまで人生、

負け越しております。人生というのは大体50

勝50敗だと思うんです。51勝49敗、勝ち越した

人というのは幸運だなと思っています。今のと

ころ私は負け越しておりますので、また今後の

人生を勝ち越せるように切磋琢磨していこうと

考えております。

○萩原耕三議員 知事は大分謙遜されて―知

事は中学校、高校時代は割とうちの近所だった

んですね。300メーターぐらいしか離れていな

かったわけですけれども。そのころは別に注目

しておったわけじゃないですよ。私は、負け

組、勝ち組と今話が出ましたけれども、教育と

いうのを、前にも話しました、知・徳・体じゃ

なくて徳・知・体じゃないかと。私は人間の根

幹はやっぱり徳にありだと思うんです。教育で

も事業でも何でもそうですけれども、人間の根

幹はやっぱり徳にあり。というのは、勝ち組、

負け組という表現の裏に、勝者の責任というこ

とを自覚していないんですね。勝った人は、負

けた人の立場のことを十分におもんぱかってや

らなきゃいけない。例えば、今そこに居並ぶ、

知事を初め部長の皆さんがいらっしゃいます。

県庁に入れました。皆さんが県庁に入ったとい

うことは、我々議員でもそうですけど、当選し

たということですから、必ず県庁に入れなかっ

た人がたくさんいらっしゃるわけです。学校の

先生になったという人がおれば、学校の先生を

何回も受けたけれども、なれなかった人もたく

さんいるわけです。我々議員でもそうですけれ

ども、それが勝者の責任。負けた人の気持ちま

でおもんぱかって、立場まで十分理解しながら

勝ち組に、いわゆる当選したり合格したら、そ

の人たちが合格できなかった人の分までやると

いうのが、広い意味で思いやりではないかとい

うふうに思っております。そういう教育という

のか、何というんですか、論語的な発想かもし

れませんけれども、そういうことがもっと必要

じゃないかというふうに思っております。この

話はやり出すと切りがありませんので、次に、

商工観光労働部長にお尋ねします。

知事もよく出席し、あなたたちも出席すると

思いますが、関東県人会とか近畿県人会とかい

ろいろあると思います。その県人会を取り仕切

るといいますか催すのは、その地区の県人会の
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皆さんだろうと思いますが、そこに出席する方

々は、県のほうには御相談がないのか、県人会

がありますから、ぜひ出てきてくださいという

お願いなのか、今度は県人会にはこういう方々

も呼びたいと思いますが、何かほかにありませ

んかとか、そういう御相談があったり……。県

人会の活用の仕方について、部長、お尋ねしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県人会の

活用ということでありますが、私どもにもそう

ですけれども、各県人会のお考えにもよると思

うんですけれども、県人会からは、知事に直接

御案内が来たりとか、私どもにも御案内が来る

場合もございます。そういった意味で、いろい

ろ県人会の皆様とはおつき合いをさせていただ

いているということでございます。例えば、私

どもの商工観光行政でいきますと、一番関係が

あるのは誘致関係でありますが、そういった形

で、県人会の会員の皆様にいろいろと情報等を

いただきながら、企業誘致関係に活用させてい

ただく、アドバイスいただきながら活動してい

るという状況でございます。

○萩原耕三議員 実は、私のおいが鹿児島の県

議をしているんですけれども、鹿児島県人会と

いうのは、全国でも鹿児島県人会と沖縄県人会

が一番活発で、情報網がしっかりしているそう

なんです。なぜなんだろう、こう思うんですけ

れども、以前、私はこの議会でも話したりしま

したが、一藩一県、いわゆる島津藩というので

鹿児島県が１つできた。宮崎県は、延岡から

下ってきて、日南、串間、都城まで小藩で１つ

の県ができた。どうも深層心理の中に、一つに

まとまるというのがどこか難しいのかな、こう

思ったりするんです。というのは、鹿児島県人

会は、例えば関東であれば、関東で事業で成功

した、あるいは大きな会社の重要なポストにお

る人、それから国の役人になっている人たち、

大学の教授になっている人たち、そういう人た

ちが一堂に会したら、一つのおきてみたいなの

がありまして、ここでやるときにはみんな鹿児

島弁でしゃべるんだというようなことで、そこ

に入るとタイムカプセルですぐ鹿児島弁になっ

て、そして名刺を取り交わして、後日伺いま

しょうとか、そういうのが企業誘致とかいろん

な意味で、企業誘致だけじゃなくて、あらゆる

面で非常に活用されているそうであります。そ

ういう情報を駆使しながら、企業誘致にもう少

し活用できないかなと思うんです。以前は、宮

崎県出身の事務次官が２人おったり、あるいは

厚生の局長がおったりとかいうのをよく耳にし

ていましたけれども、国の役人の中にはそうい

う方々はいらっしゃらないのか、そういうとこ

ろの活用はどうなっているのか、お尋ねしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 宮崎県で

も、県人会もありますし、各市町村ごとの町友

会等ありましたり、同窓会とかありましたり、

いろいろするわけでございます。先ほどちょっ

と申し上げましたけれども、県人会に参加して

いる皆様方には、私ども直接お会いしたりし

て、積極的に御協力をいただいているというこ

とでございます。例えば、企業誘致に関してで

ありますけれども、県外の企業動向などの情報

を提供いただいたり、大手企業につながりがあ

る方につきましては、キーマンの紹介をしてい

ただいたりとか、あるいは県内企業を直接訪問

いただいて、人材育成とか技術開発に対する御

提言などをいただいております。例えば、中部

地区の県人会の皆様におきましては、向こうの

企業が何社かまとめてこちらに一緒に訪問いた
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だいて、県内の企業を見ていただいたり、ある

いは県内の工業団地を見ていただいたり、そう

いった活動をしていただいているような状況で

あります。また、国の、県出身の東京はまゆう

会という会がありますけれども、そういうとこ

ろにつきましても、新しい国の施策等について

直接、この事業については具体的にはどういっ

た動きをすればいいでしょうかとか、そういっ

た御相談などをして情報提供いただいている、

御相談に応じていただいている状況でございま

す。

○萩原耕三議員 これは、小さな親切大きなお

世話かもしれませんけれども、企業はやっぱり

生き物ですから、そういう意味で機を見るに敏

に行動していただきたいと思います。後日伺い

ますでは、１週間、10日じゃ後日ではないわけ

で、ひょっとしたらひょっとして企業誘致がで

きるかもしれない、いい人を紹介してくれるか

もしれないとなったら、間髪入れずにぽっと行

くというような体制をぜひとっていただきたい

と思っております。

質問が長くなりましたので、次は、警察本部

長にお伺いします。この前、チラシを見ており

ましたら、社団法人宮崎犯罪被害者支援センタ

ーの一行詩「生命のこえ」というのを見ること

ができました。小学校の部、中学校の部、高校

の部、一般の部の最優秀作を２～３御紹介して

みたいと思います。小学校の部では、日向市の

子供さんですが、一行詩で「命をつなぐリレー

にはアンカーなんていない。永遠にバトンを渡

していく。命ある限り私もその一人」、これが

最優秀作です。中学校は、「会いたいけど、も

う会えない。言いたいこと、いっぱいあるの

に。大好きだよ、もう一度会いたいよ」、これ

は友人を亡くしたときの切実な思いだと思いま

す。高校になると、ちょっと冷静になってきま

すね。「『また明日』、そう言い、別れた我が

友に『明日』という日はこなかった。だから、

私はきょうを生きる」というのが最優秀作で

す。一般の部では、「人は皆、きっと誰かの大

切な人。一人でも多くの人が犯罪被害の悲しみ

を知ることがありませんように」。

今の世の中は、加害者のほうには国選弁護士

とかいろいろついて、加害者のほうが何か大事

にされているようで、最近、ここ半年ぐらいの

間ですか、被害者にもそういう温かい手が伸べ

られそうになってきております。本当は被害者

を、もっと行政も警察も、あるいは国のほうも

面倒を見てやらなきゃいけないわけでありま

す。この前の秋葉原の事件なんかでも、車でひ

かれた、トラックがばんとひいたですね、あれ

は自賠責で保険が何千万か、1,000万か幾らか出

る。刺し殺されたほうは国のほうの賠償で300万

しか出ない。言うならば一つの理不尽な話なん

ですね。

そういうときに、被害者の家族とかそういう

人たちは、どこに相談に行ってどういうふうに

対応したらいいかというのは、非常に迷ってい

らっしゃる。実際、私ども県議の中でも、相談

を受けた方がおると思います。例えば、「どこ

か弁護士を御存じないですか」とか、あるいは

「もっと詳しいところはどこがありましょう

か」とか。社団法人の犯罪被害者支援センター

も活動されていらっしゃるんだけれども、どう

も受ける県民のほうが、あすは我が身というこ

とを真剣に考えない。私もその一人ですけれど

も……。人のことだと思っているから目にとま

らない。だから、その辺をもう少し広く県民

に、「あすは我が身で、自分がそういう当事者

になった場合は、こういう犯罪被害者支援セン
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ターというのがあるんですよ。ここに御相談し

てください」というような広報はあるかない

か、あるいはどういうふうに考えていらっしゃ

るか、本部長にお尋ねします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

御質問にありました支援センターの紹介、も

ちろん一般的には犯罪被害者になられるという

のは、一般の方は直接機会がございませんの

で、不幸にしてそういうお立場になられれば、

まず私どもが最初に被害者になられた方とお会

いすることになり、警察で、支援センターの御

紹介や民事的なバックアップができるような関

係弁護士さん、弁護士会の御紹介については努

めておりますし、今後ともやっていきたいと

思っています。

また、今、御質問の中にもありましたよう

に、被害者支援センター、全国に、ほぼすべて

の県にこうした組織があるんですが、当県のセ

ンターは大変活発に活動しておりまして、かな

り全国でも上位に入るようなすばらしい活動を

していただいている団体でございます。こうい

う組織があってこういう活動をしているという

ことを県民の方に広く知っていただくというこ

とは、大変結構なことであります。そういう観

点から、当然、ポスターやリーフレットの掲示

等も行っておりますし、例えば、路線バスの車

体に掲げるラッピング広告、これは200万程度予

算が要るんですが、これも１月間ほど、県下で

地域的なバランスを見ながら７台ほど選びまし

て、被害者支援センターでの活動についても目

で見てわかりやすそうな形での広報にも努めて

おります。

また、御質問にもありました例の一行詩のコ

ンテストというのも、昨年から始めているんで

すけれども、心に響く、非常に重要な行事でご

ざいますので、報道機関の方々にも、このコン

テストを大きく取り上げていただいて、命の大

切さということについて、平素から県民の方が

気づいていただくような契機になればというふ

うに思っております。センターも、そういう観

点で、今後とも引き続き、広報啓発には留意し

ていきたいというふうに考えているものと承知

しております。よろしくお願いしたいと思いま

す。以上です。

○萩原耕三議員 実は、先般、私の家に電話が

ありまして、「都城の本駅の北側で不審者がう

ろうろしている。何とかならんか。一回現場を

見にきてくれんか」と。行ったんですけれど

も、行ったときはもういませんよね、不審者で

すから。その地元の皆さんがこうおっしゃった

んです。「こういう不審者がおる場合は、パト

カーなり、あるいは交通指導員の車のスピーカ

ーで地域の皆さんに、『最近この辺は不審者が

出没しておりますから、十分気をつけてくださ

い』、あるいは、『長くとまっている車がある

ときにはナンバーを覚えておいてください』、

そういう広報をしてほしい」と。そうすること

で結局、地域の皆さんもよく注意するし、警察

本部はＰＴＡとかそういう方々にもやるんです

けれども、それを都城警察署の椎署長に申し上

げましたら、それは大事なことだということ

で、「みんながみんな警察で回り切らんから、

そういうことも大事だということで、明くる日

には朝礼で言って、そういう場所があったとき

には、広域にやる必要はないから、その地域に

は、最近は不審者、変質者が出没しております

から、ひとつ注意してくださいということを呼

びかけるようにしました」ということだったん

ですが、そういう対応を本部長としてどうお考

平成20年６月18日（水）



- 27 -

えなのか、お伺いします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

都城署長の言ったとおりでございまして、大

変有効な手段であるというふうに考えておりま

す。ただ、場所的な問題とか、頻度の問題と

か、どういうバランスでどういうふうにやった

らいいのか、それと、捜査との関係とか、捜査

と防犯のバランスとか、いろんな問題がありま

すので、個々具体的にはどういうタイミングで

どの辺でやるのかというのは、十分に検討した

上でやる必要があると思いますけれども、警察

のパトカーもございますし、地区防犯協会も広

報車を持っております。また、交通安全の関係

でございますので―直接的には交通安全協会

は関係ないんですが―広く安全・安心の確保

という観点で、交通安全の広報啓発活動とあわ

せて、そうした地域防犯に関する情報について

も御協力をいただいているというふうに承知し

ております。今おっしゃった視点からは、私も

そのとおりだと思っていますので、引き続き

しっかりと取り組んでいきたいと思っておりま

す。以上です。

○萩原耕三議員 本部長、警察署長会議がある

でしょうから、そういうところで提案をしてい

ただきたいと思うし、だからといって、今度は

不安をあおり過ぎるのもいけないし、難しいん

ですよ。何かをするには難しいものがあると思

いますが、不安をあおらない方法もあるわけで

すから。例えば、まず、ちょっと問題があるな

というところは青パトをしょっちゅう走らせる

とか、これは拡声器でやったほうがいいなとい

うときには拡声器でやるとか、その辺を臨機応

変にやっていただきたいと思います。いろいろ

皆さんに質問いたしましたけれども、これで終

わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い質問させていただきたいと思いま

す。たくさんの傍聴の方もおいでです。ありが

とうございます。

先ほどもありましたように、東北地方で大地

震が発生しました。山間部、多くの交通遮断が

起こりまして孤立し、ヘリコプターが毎日たく

さん飛んで救出するのをテレビで見せていただ

きました。また、日本じゅうのＤＭＡＴが、要

請もないままドクターヘリで岩手、宮城に入っ

ている状況にあります。また同じ日、土曜日で

したけれども、宮崎では、高千穂町でＵＭＫの

アナウンサーが頸椎の損傷で、高千穂町立病

院、そして熊本の医療センターに運ばれまし

た。日赤の熊本医療センターではヘリポートが

２基あるんです。本当に充実した施設でありま

す。ぜひまた次の機会に、ドクターヘリについ

ては訴えていきたいなと思っておるところで

す。本当に災害時には非常に有効な手段だとい

うことを認識しました。

それでは、音楽祭についてであります。

「宮崎には音楽の咲く季節があります」をキ

ャッチフレーズに、ことしで13回になる宮崎国

際音楽祭に、私も観客の一員として参加をさせ

ていただきました。ことしも盛大に開催され、

感動的な最終日の様子は、毎日新聞支局長のコ

ラムに載っておりましたので、見られた方も多

かろうと思います。本当に感動的なフィナーレ

でありました。昨今のクラシック音楽は、若い

世代が背を向けて危機的な状況だとも言われま

すが、この音楽祭は、妥協を許さないプログラ

ムと第一級の演奏を提供していると、高い評価

をいただいています。ことしのオーケストラコ
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ンサートは、ベートーベンの「英雄」など、芸

術監督で世界的な指揮者デュトワ氏の得意とす

る曲目が並び、開幕前から期待されていまし

た。

宮崎音楽祭は、アイザック・スターン氏を中

心とした室内楽の音楽祭で始まりました。スタ

ーン氏没後、2004年の第９回から、シャルル・

デュトワ氏と国内外の演奏家で音楽祭のために

編成された宮崎国際音楽祭管弦楽団約120名の活

動と、大がかりな形に発展してまいりました。

シャルル・デュトワ氏の指揮する宮崎国際音楽

祭管弦楽団は、各パートとも正真正銘、国内外

ともに一流のアーチストで、海外からの参加希

望者が多く、断るのに困っているということも

聞いています。デュトワ氏が、欧州の各都市で

見られるような、市民に親しまれサポートされ

る音楽祭にしたいと発案した、野外音楽祭のア

イデアから実現したストリート音楽祭は、こと

しで３回目です。過去２回とも雨にたたられ、

本当の意味の野外公演となったのは、ことしが

初めてでありました。橘通りを歩行者天国とし

て、約１キロにわたる大通りには８つのステー

ジを設け、発表では４万人を超す大変な人出

だったと報道されています。ことしから音楽祭

公式ブログも開設され、雨天時の日程変更など

が大変便利になりました。また、舞台裏での表

情がかいま見られ、ファンとしては興味津々

で、その更新を楽しみにしていました。指定管

理者となった芸術劇場の熱意を感じます。

昨年の６月議会でも、今後の音楽祭の支援の

あり方について知事に質問をしています。昨年

の音楽祭閉幕会見で知事は、「質を落とさない

よう節約してほしい。身の丈に合った開催の仕

方もある」とコメントされ、このことについて

私は知事に、「宮崎国際音楽祭は今後も継続発

展していただきたい。しかし、これだけの一流

のメンバーを集めるとなると、やはり運営費が

ネックとなる。音楽祭などの文化事業は公的支

援なしには存続が困難なので、今後の支援のあ

り方について慎重に検討いただきたい」との趣

旨で質問をしました。知事の発言に触発された

感もありますが、今回は昨年以上に運営費にも

知恵を絞り、支出の削減に加え、収入増に努力

されたようであります。昨年から企業、個人の

支援も広がっています。昨年は協賛企業59社か

ら3,700万円の協賛金を集め、ことしもメーンプ

ログラムの５演奏会のうち４演奏会がスポンサ

ー企業名を冠したコンサートとなり、協賛企

業54社から3,400万円の協賛金になっています。

財団法人県立芸術劇場の涙ぐましい努力を大変

評価するとともに、今後の県の積極的な支援の

あり方について引き続き検討を加えるべきと考

えますが、知事の見解をお聞きします。

次に、地域医療の充実についてであります。

県の医師会長が、会報の新年号に次のように

述べておられました。「国民の生命と健康を守

る安全保障である医療を、医療制度改革という

名の下に、国庫負担を減らし医療費の抑制を進

め、課題解決のために競争原理を導入するとい

うのは、まさにアメリカの医療制度に追随する

政策的な誤りである。難病患者や障がい者の切

り捨て、介護難民・医療難民などが現実のもの

となってきている。立ち去り型サボタージュで

表現されるように、過酷な労働条件のもと、病

院勤務医が開業していく。地域の病院から新臨

床研修制度の影響により医師が立ち去り、７対

１看護により看護師が立ち去り、やむなく診療

科が閉鎖するなどのドミノ倒し現象が始まって

いる。まさに本県でも、地域医療の崩壊がとう

とう現実のものとなってきた。安心・安全を追
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求する医療にはコストがかかる事は事実」と述

べておられます。医療制度改革ではなく医療制

度改悪そのものともおっしゃっておられまし

た。

医師不足等により、宮崎県はより早く医療の

崩壊が始まっています。特に２次・３次救急医

療体制での診療科の休止や縮小、勤務医の疲弊

など、危機的な状況であります。これらの状況

を受けて、社民党は県議団を中心に、地域医療

体制確保についての政策提言を目的とする地域

医療対策本部を設置し、県内各地域の医師会、

県立病院などと意見交換をさせていただいてお

ります。特に、県医師会や地域の医師会の役員

の皆さんにおいては、多忙な中、夜の時間設定

にかかわらず出席いただき、感謝申し上げてお

ります。それぞれの団体から、せっぱ詰まった

現状と課題や、率直な行政に対する要望などを

いただきました。ここで、その一部を紹介させ

ていただきたいと思います。

病院局に対しては、病院局の組織体制や予算

配分のあり方について不満が出されておりまし

た。必要な機材（備品）が購入できない。診療

に支障を来している。病院局に現場の声が届い

ているのか疑問。意見交換会もしていない。医

師確保は大学医局に大きく依存しており、県み

ずから医師の養成をやっていない。自治医大卒

業生の確保も重要である。勤務医の処遇も定着

率に大きなウエートを占めている。こういった

意見もありました。これらを受けて質問に入り

たいと思います。

まず、医師確保、臨床研修医確保についてで

あります。昨年、地域医療対策特別委員会で、

千葉県立東金病院の調査を行いました。病院長

から具体的なアドバイスをもらいました。千葉

県東部に位置する東金病院も、千葉大学付属病

院から医師の派遣を受けていましたが、平成16

年から始まった新臨床研修制度によって若手医

師が研修先を自由に選択できるようになったこ

とで、大学医局で研修を受ける医師が激減し、

病院に派遣してもらうことができなくなった。

これまでの大学医局からの医師派遣に依存して

いた医師供給システムの見直しを迫られること

になり、平井院長は、今の若手の医師は学位取

得よりも認定医・専門医のライセンスを取れる

病院が大前提であることに注目し、医師を病院

で育てる時代になったと、千葉県立の医療施設

８病院から成る県立病院群方式で研修指定の認

定を取得し、さらに18年度からは後期研修医の

教育研修体制も立ち上げておられます。これま

での初期研修医の受け入れ実績は、平成17年

度15名、18年度12名、19年度７名となっていま

す。医師を病院で育てる時代、臨床研修病院と

して教育機能を充実させることが地域中核病院

としての必須の要件であり、県病院のネットワ

ークを生かした研修医師の確保を呼びかけてお

られました。本県では、各病院がそれぞれ研修

医を募集しておりますが、本県でも取り組むべ

き課題ではないかと考えます。担当部長並びに

病院局長に見解をお伺いいたします。

次に、消防の広域化についてであります。

市町村消防広域化につきましては、平成18年

６月の消防組織法の一部改正で、「消防の体制

整備及び確立を図ることを旨として行わなけれ

ばならない。広域化によって消防本部の対応力

が低下することはあってはならない」と明記さ

れました。この法改正を受け、「市町村の消防

の広域化に関する基本指針」が、総務省消防庁

から出されております。その内容は、「小規模

な消防本部においては、消防の体制は必ずしも

十分でない場合がある。これを克服するために
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は、市町村の消防の広域化により、行財政上の

さまざまなスケールメリットを実現することが

極めて有効である」とうたってあります。

ことし３月、宮崎県は「宮崎県市町村消防広

域化推進計画」を策定しています。消防庁の発

表によれば、本年４月１日現在で30都道府県が

計画策定済みとなっています。30のうち８県が

県の全域を管轄区域とする１つの消防本部体制

とすることになっています。宮崎県も、消防庁

のホームページを見る限りでは、全県１つの消

防本部体制に再編することになっています。し

かし、本県は県北部の７町村にいまだ常備消防

体制がありません。私も幾度となく非常備町村

の解消を訴えてまいりました。県土の面積の約

３分の１を占める非常備消防町村を一挙に加え

た全県１つの広域消防体制で、本当に住民サー

ビスが低下しないのか、スケールメリットを生

かした行財政改革となるのか、甚だ疑問であり

ます。消防の広域化について担当部長の見解を

お聞きします。

次に、ＩＴ調達についてであります。

ＩＴ調達につきましては、平成17年４月よ

り、情報政策課に情報技術に精通した任期付職

員を採用いただきました。それまで、システム

の企画、開発、保守は90％以上が随意契約、業

者丸投げの状況でありました。専門家を採用し

て真に必要な開発費などが精査できるようにな

り、大幅な経費削減となっているはずでありま

す。17年度、18年度、19年度の決算をお尋ね申

し上げます。

最後に、交番のパトカー設置基準についてお

尋ねいたします。

またもや東京秋葉原で通り魔殺人事件が起こ

りました。本当に日本の治安も危うくなってま

いりました。日々現場で私たち住民を守る防犯

対策に尽力されている関係者の皆さんに、感謝

を申し上げております。犯罪の予防には、警察

官がパトロールをするなどの露出そのものが大

きな抑止力になります。制服での巡回やパトカ

ーの警らをふやしてほしいと願うものでありま

す。さて、地域の防犯ボランティアから私に要

望がありました。「近くの交番にパトカーを設

置してほしい。パトカーがあれば、パトロール

などの防犯活動や警察官の機動性も高まり、ま

た、事件事故の対応も早まる」という要望であ

りました。警察本部長に、交番のパトカー設置

基準についてお尋ねを申し上げます。

以上で壇上の質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ことしの音

楽祭につきましては、私もメーンプログラムを

鑑賞させていただきました。また「子どものた

めの音楽会」にも出演させていただきました

が、子供たちが本物の演奏に触れることができ

る機会として、情操教育の面でも非常に大切で

あると痛感したところでございます。さらに、

ことしは、県民との協働で開催した「みやざき

国際ストリート音楽祭」などの野外演奏会を含

めますと、県内外から５万人の方々が御参加い

ただいたと伺っております。開かれた音楽の祭

典として、大きな成果が得られたのではないか

と考えております。この音楽祭の企画・実施と

いうのは、御案内のように、財団法人宮崎県立

芸術劇場に委託しているところでございます

が、財団におかれましては、県からの委託料に

加え、入場料収入や企業協賛金収入等を確保

し、より充実した内容の音楽祭開催に努めてお

られるところでございます。県といたしまして

も、これまでの成果を踏まえまして、県民の御

意見等を十分伺いながら、より一層支援が得ら
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れ、質の高い、そして親しまれる音楽祭を目指

してまいりたいと考えております。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 ＩＴ

調達における経費の削減についてであります。

本県におきましては、情報通信技術に精通した

任期付職員を中心に、予算の作成前から業者の

選定、システム開発及び運用保守までのそれぞ

れの段階で、仕様内容の確認や費用のチェック

を全庁的に行っております。これらの取り組み

によりまして、17年度は約５億2,000万円、18年

度は約３億4,000万円、19年度は約４億1,000万

円、合計いたしまして、３カ年で計約12億7,000

万円の経費削減を見たところであります。今後

とも、ＩＴ調達のさらなる経費削減に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

消防の広域化についてでございます。近年、

災害や事故の形態が大規模化・多様化している

一方で、人口減少あるいは高齢化の進展により

まして、地域における防災力の低下が懸念をさ

れているところであります。このため国は、行

財政上のさまざまなスケールメリットが期待で

きる市町村消防の広域化を推進し、消防体制の

効率化や基盤強化を図ることとしたところであ

ります。本県におきましても、小規模な消防本

部が多く、初動体制あるいは専門要員の確保等

に限界がありますことから、将来の見通しを踏

まえました、先ほど議員も御指摘の「宮崎県市

町村消防広域化推進計画」を、昨年度末に策定

したところでございます。広域化によりまし

て、本部要員の効率化等による現場の消防力の

増強と財政基盤の強化が図られるものと考えて

おります。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

臨床研修医の確保についてであります。新臨

床研修制度の導入を契機といたしまして、地方

で研修を行う臨床研修医が減少し、医師不足の

大きな要因となっておりますことから、臨床研

修医の確保は極めて重要な課題であると認識し

ております。このため、県といたしましては、

臨床研修医が本県での研修に魅力を感じられる

よう、研修指導医養成講座を開催し、臨床研修

医の指導に当たる医師の資質の向上に努めてお

ります。また、宮崎大学における卒後臨床研修

センターの設置や臨床研修病院による説明会の

実施など、県内関係機関が、それぞれ臨床研修

医の確保に向けたさまざまな取り組みを行って

いただいているところであります。県といたし

ましても、今後とも、関係機関との連携を図り

ながら、研修医の確保に取り組んでまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

臨床研修医の確保についてであります。臨床

研修医を積極的に確保することは、優秀な医師

を必要とする県立病院にとりまして、将来に向

けて重要な取り組みであると認識をいたしてお

ります。現在、宮崎、延岡、日南の３病院が管

理型臨床研修病院に指定されておりまして、こ

のうち宮崎病院及び延岡病院において、臨床研

修医を受け入れているところであります。その

際、単独で実施できない精神科や僻地医療など

につきましては、県立富養園を初め、県内自治

体病院などと連携をいたしまして、さまざまな

医療施設を活用しながら研修を実施していると

ころでございます。今後とも、それぞれの県立

病院の特性を生かしながら、臨床研修医の希望
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に応じた研修内容の充実や指導医の育成を図る

とともに、県立病院間での連携についても取り

組むなど、臨床研修医の確保に引き続き努力し

てまいりたいと存じます。以上です。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 交番等

へのパトカーの配備基準についてであります。

交番等におけるパトカーにつきましては、実態

として、そのほとんどが国から配分されている

車両という現状にございますけれども、その配

備に当たりましては、まず、受け持ち区域内の

事件・事故等の発生状況、そして受け持ち区域

内の広さ等を総合的に勘案しながら、治安維持

のための機動力確保の観点から、必要性が高い

と認められる施設を優先して配備している現状

にございます。現在、県下の交番・駐在所の総

数が1 7 1ございますけれども、これらのう

ち107、パーセントでいいますと62.6％でござい

ますが、この107カ所に配備をいたしまして、所

要の警察活動を行っているところでございま

す。

一方で、パトカーの運用につきましては、本

部関係の部隊や署直轄での運用ということで、

広域・機動的な運用にも留意しております関係

上、交番等に配備可能なパトカー台数について

は限りがある中で、現在最も効果の高い配備を

心がけているという現状にございます。今後と

も、台数拡充の検討や国への増強要望等に努め

るということはもちろんでありますけれども、

引き続き、治安情勢の変化に応じて柔軟かつ適

切な配備に留意をしていきたい、このように考

えております。以上です。〔降壇〕

○満行潤一議員 それぞれ答弁いただきました

けれども、再質問させていただきます。

まず、今、本部長からパトカーの設置基準に

ついていただきました。62.6％という数字とい

うのを知りませんでした。あと４割近くは配備

がないということですね。ただ、今、本部長が

おっしゃった中で、物すごく気になったんです

けれども、事件事故の多さとかが勘案されると

いうことなんです。我が地域は一生懸命、住民

団体で防犯組織を組織してやっているわけで

す。まじめにやっていて犯罪が少ないところは

パトカーがないよという話なので、それをやっ

ていないところにパトカーが行って、地域で一

生懸命防犯をやっているほうが何か割を食って

いるような感じがしましたので、ぜひ配慮いた

だきたいと思っております。

知事から、音楽祭についてコメントいただき

ましたけれども、ことしもすごくすばらしい、

多くの方々からよかったという意見を聞いてい

るんですけれども、宮崎国際音楽祭と、鹿児島

には霧島国際音楽祭というのがあります。南九

州には２つ代表する音楽祭があるんですけれど

も、去年から両者で交歓演奏会も行われてきま

した。どんどん充実する音楽祭、来年はもっと

楽しみだなと今から期待をしているところなん

ですが、１つ問題なのは、駐車場の問題です。

これは前にも質問しているんですけれども、私

も行きましたが、最終日だったんですけれど

も、その日、45分前に行きましたが、もう駐車

場はいっぱいで、ガードマンから誘導されて公

立大学の駐車場に行きました。45分前でもあい

ていないんだなと思ったんですけれども、日ご

ろからこの駐車場はあいていないんですね。図

書館とか公園とかと共同利用になっているとい

うことですけれども、駐車場管理のあり方を抜

本的に見直す必要があるんじゃないのかと思っ

て前回も質問しましたけれども、今回も早目に

駐車場がいっぱいだと。私が質問して以降、対

策をとられているのかどうか、担当部長にお尋
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ねをしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 総合文化公園

の駐車場につきましては、今、御質問ございま

したように、メディキット県民文化センター、

県立図書館、あるいは美術館、それから県民広

場等の各施設の共有施設として、従来、公園内

に531台分のスペースが確保されておりました。

催し物等の重なる休日などに活用ができるよ

う、19年３月に新たに215台分のスペースが、公

園の北側に整備・確保されたところでありま

す。音楽祭期間中における県民文化センター利

用者の駐車場対策につきましては、できる限り

公共交通機関の利用をお願いしておりますけれ

ども、近隣における臨時駐車場の確保、あるい

は係員の適切な誘導などにより、県民の皆様が

利用しやすい環境づくりに努めているところで

あります。以上であります。

○満行潤一議員 担当部でも努力いただいてい

るのはわかります。国の土地を借りて整備をし

て駐車場にしているというのは―私もきのう

見てきました。言っている手前、今の状況はど

うかなと思いまして、きのう行ったんですけ

ど、きのうは平日の梅雨空の日ですね。午後１

時半ごろ行ったんですけれども、もういっぱい

なんです。南側の駐車場は半分以上埋まってい

ました。362台だそうですけれども、半分以上も

ういっぱい。北側の図書館側は169台あるとなっ

ていますけれども、満杯なんです。日常的に駐

車場がいっぱい。公園に遊びに来ている人は、

梅雨空で平日ですからいないですね。歩いてい

る人ぐらいしかいませんでした。それだけ図書

館にたくさん来ているのかなと思ったりしま

す。結局、毎日いっぱい。隣近所の人が使って

いらっしゃるのだろうと思うんですけれども、

日常的にいっぱいなわけですから、イベントの

ときには最初からあっぷあっぷで、そのほかの

神宮とか公立大とかを借りている。これでは問

題の解決になっていないんじゃないかと思うん

ですけれども、そのあたりは、所管する県土整

備部長、いかがなんでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 総合文化公園

の駐車場でございますけれども、先ほど県民政

策部長のほうから答弁ございましたように、で

きるだけ公園施設の利用を総合的に勘案した形

で、可能な限りのスペースをとらせていただい

ていて、現在531台の駐車が可能になっていると

いう状況でございます。平成17年と19年に駐車

の実態調査を行いました。その結果、目的外と

思われます長時間の利用、あるいは恒常的な利

用というものが一部に見られました。現在、文

化施設管理者と協力しながら、目的外駐車など

への注意喚起や悪質な車両への張り紙、自治会

へのチラシ配布、イベント時の交通整理員の配

置などの駐車対策を行っているところでござい

ます。今後とも、これらの対策を徹底いたしま

して、本来の駐車場としての利用が守られます

よう努めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 私たちもしょっちゅうあそこ

を使うわけじゃないんです。年に１回しか使わ

ない駐車場ですけど、これも県民の共有財産で

すから、本来の目的に使えるように、やはり日

ごろから対策を打っていただきたいと、都城の

私からすると切にお願いを申し上げたいと思っ

ています。

次に行きます。地域医療について質問をさせ

ていただきましたけれども、私は、医師確保を

直接、各病院でやっているのはわかるんですけ

れども、県立病院群方式とか、県立病院をネッ

トワークしてやれないかということを提案して

おりますので、各病院でやっているよりは、
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もっとネットワークを広げたほうが、たくさん

研修先も広がるし、魅力的な研修先じゃないか

と思いますので、御検討いただきたいと思って

います。

それと、もう一つ提案なんですが、県独自の

医局を設置してはいかがかという提案を申し上

げたいと思っています。今、宮崎大学の医学部

の卒業生、定数100名ですから、100名前後が毎

年卒業をしているわけですけれども、前期研修

終了後の宮崎大学医学部医局の定着率、定数100

に対して30人前後だと思います。これでは、宮

崎大学自体も医師不足で、医者を出せる状況に

ないと思うんです。しかし、そういっても、市

町村も医師が確保できる状況にはないんです

ね。とても市町村立病院が確保できる状況には

ないと思うんです。前にも申し上げました。県

が医師を確保し、採用して、県立病院、市町村

立病院に派遣してはどうかと申し上げておりま

すが、もっと一歩進んで、きょうは具体的に、

知事部局に市町村立の病院に対する地域医療専

門医師の医局を、県立病院局に県病院に派遣す

る医師の医局を配置してはどうかと思います

が、福祉保健部長、病院局長、見解をお尋ねい

たします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） お話にありま

したように、大学からの医師派遣が大変困難と

なっておりまして、僻地の公立病院等における

医師不足というのが深刻化しております。こう

いう中、県におきましては、医師を県職員とし

て採用して医療機関に派遣する「医師派遣シス

テム」を19年度から始めまして、県立宮崎病院

及び延岡病院に「地域医療科」という実質的な

医局を新しく設置し、ここから現在、西米良診

療所に１名派遣しているところでございます。

今後、このシステムにより、平成22年度までに

合計６名の医師を確保することとしておりまし

て、全国的な医師不足の中で医師の確保は大変

困難な状況でありますが、義務年限明けの自治

医大卒医師に働きかけるなどいたしまして、全

力で取り組んでまいりたいと考えております。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立病院におけ

る医師の確保につきましては、これまで、宮崎

大学を初め各大学の医局から派遣をしていただ

いているところでありまして、近年の全国的な

医師不足の中で、医師の確保が非常に厳しい状

況となっております。こうした中で、これまで

の大学からの派遣とあわせまして、最近は、県

出身の医師あるいは臨床研修医への個別の働き

かけなど、さまざまな手段で医師確保に努めて

いく必要があるということで、現にこの取り組

みを始めているところでございます。今後と

も、大学とのこれまでの関係―こういったも

のにも非常にデリケートなものがございまして

―にも十分配慮しながらそれぞれの病院長と

もども、医師の確保に積極的に取り組んでいき

たいというふうに考えているところでございま

す。

○満行潤一議員 医局を置くということは、各

大学の医局との関係がやっぱりありますね。う

ちの大学は要らんのかと言われたら、またこれ

は困るので、そういうことじゃなくて、大学の

医局ももちろん大事にしながら、大学の医局と

切れた方々、医師の確保も企業誘致と一緒だと

思うんです。やっぱり縁のある人じゃないと、

東京から北海道まで探したって、宮崎に縁があ

る、そういう縁故関係じゃないと企業も来な

い。医者も一緒だと思うんです。そういうふう

に頑張って当たっていただきたいと思っていま

す。

もう一つ、地域医療についてお尋ねしたいの
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ですが、きょう資料をお配りしていますけれど

も、県医師会、各市郡の医師会から、看護専門

学校への補助金増額の要望があります。「県は

県立看護大には６億以上支出をしていながら、

卒業生90人のうち半分ぐらいしか県内定着をし

ない。半分以上が県外に出ている。それで６億

も使っているんだ。我が地域の看護学校はほ

ぼ100％の地域定着率。もっと地域の専門学校の

補助金をふやしてほしい」という趣旨なんで

す。表を見ていただければわかるんですが、国

・県の補助金は定数に応じての額だと思うんで

すけれども、市町村の補助金と、かなり差があ

りますね。赤字補てん前の収支差というのが、

下から４段目にあるんですけれども、都城以外

は大幅な赤字です。宮崎1,200万マイナス、都城

はプラス、延岡1,800万マイナス、日向800万マ

イナス、児湯500万マイナス、西諸4,200万のマ

イナス、こういうふうになっているわけです。

何で都城はプラスかというと、都城の看護学校

の土地建物は市が無償で貸与していますから、

その分がかかっていないということで、経営は

非常に安定をしているということですけれど

も、その他の繰入金、各医師会が物すごく負担

をして、どうにか地域の看護学校は維持をして

いるという現状なんです。医師不足もそうです

が、看護師不足の状況にあって、医師会として

は、ぜひこの看護学校を残したいという思いな

んですけれども、この増額について県としては

どうお考えなのか、担当部長、お願いいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県では、医師

会立の看護師養成所３校と准看護師養成所６校

に対しまして、20年度予算で約１億600万円の補

助を行うことにしております。この運営費補助

金につきましては、県内の看護師等の安定的な

確保と教育内容の充実を図る上で大変重要な事

業でありますことから、県の財政状況が大変厳

しい中、補助額の維持が図られるよう、最大限

の努力をしているところであります。今後と

も、運営費補助事業を通して、看護職員の育成

確保に努めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 厳しい財政状況でありますけ

れども、看護師養成も大変重要な課題ですの

で、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

消防の広域化について、かなりたくさん質問

を考えているんですけれども、あと７分しかあ

りませんので、できる限り質問させていただき

ます。

1970年代、財政力の弱い市町村は、一部事務

組合とか、宮崎市みたいな委託方式で消防の広

域化を図って、非常備の市町村はかなり減りま

した。宮崎も減ったんですけれども、しかし、

県内７町村が今日まで常備化できていません。

今まで県はこの７町村にどういう指導をされて

きのたか、ここで再度お伺いしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 消防非常備町村の

件ですけれども、従来から検討会を開催するな

ど働きかけを行ってきたところでございます。

その結果、実績としては、現在は延岡市に合併

されておりますけれども、北方町、北川町、北

浦町、こういったところが常備化されたという

実績はございます。ただ、御指摘のように、本

県はまだ７つ非常備町村が残っておりまして、

これは全国的に見ても―もちろん離島とかそ

ういったところはありますけれども―非常に

高い率で残っているというのが実情でございま

す。したがいまして、これは先取りするかもし

れませんけれども、今回、広域化に伴いまし
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て、ぜひこの非常備のところも常備化というこ

との働きかけを、あわせて行っていきたいとい

うふうに考えております。

○満行潤一議員 かなり無理がある全県１区だ

と思っているんですが、県内消防職員の充足率

は57.6％という数字です。全国平均は76.7％、

本県はかなり大きく下回っている現状がある。

消防車両の充足率は87％ですから、車両に人が

追いついていない現状があるわけです。この現

状を知りながら１つの消防本部にできるのか、

本当に私は疑問なんです。ただでさえ足りない

資機材と人員を、その７町村含めて全県下にば

らまけば、今の消防本部の体制は低下するのは

当たり前じゃないのかなと考えるわけです。市

町村の財政状況は日々厳しさを増して、消防費

も削減される状況です。ここで、果たして広域

化のメリットで市町村の財政負担が軽減される

見通しがあるのか、もう一回お尋ねいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 私どもが考えてお

りますのは、やはり広域化によりまして重複投

資の回避が可能になるのではないかと。つま

り、それぞれの消防本部で個別に資機材をそろ

えるといった重複投資の回避が可能になるので

はないかということでは、市町村の財政負担は

軽減できるのではないかというのが一つでござ

います。

また、あわせまして、御指摘の人員等の問題

も含め、広域化することによって効率的な運用

が可能になるのではないかと。当然、職員の質

も上げられるのではないかということで、高度

規格車両あるいは通信設備、こういったことも

計画的な整備が可能になるのではないかという

ふうに、私どもは考えております。

○満行潤一議員 国がスケールメリットという

のを７項目示しています。その中で、今おっ

しゃった広域化で特殊車両の重複投資の回避が

できるとか言われているんですけど、今、特殊

車両もほとんど重複していませんね。宮崎市以

外はほとんどない。重複をしない。今の計画で

いくと、署所は減らさないということなので、

どうやって今の体制を維持するのかなと、非常

に疑問なんです。結局、先ほど申し上げたよう

に、市町村にばらまけば、一番質の高い宮崎市

に合わせるのか、平均に合わせるのか、という

ことは宮崎市は下げろという意味ですね。宮崎

市が全県１つの広域化に同意をしないわけで

す。私はそういうふうに理解をしています。国

が広域化に当たり配慮すべき点として、消防の

一元化の確保に、「広域化した場合、一元的な

組織編成や出動態勢が求められる。現状では消

防本部ごとに消防体制の格差があるから、一番

高いところに合わせればかなりの人員増が要

る。人員増なしに県内一円を同一水準とすると

なれば、宮崎市の人材や財政をほかに流出させ

る」。そういうことが、宮崎市がこの広域化に

反対をしている要因だろうと思うんですけれど

も、このことについては、いかがお考えでしょ

うか。

○総務部長（山下健次君） 確かに御指摘のよ

うに、宮崎市は、全県を１広域消防ということ

については異論があるようでございます。した

がいまして、先ほどの広域化計画の中では、基

本的には、国の示す30万人単位ということでい

けば３つの本部体制というのも考えられるとい

うことで、言うならば両論併記をしております

けれども、やはり、最終的には全体をまとめる

ことが、結局は全体の利益になるのではないか

というふうに私どもは考えております。いずれ

にしましても、市町村と今後さらに協議を重ね
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てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 大分私と認識が違うんですけ

ど、このまま宮崎市が同意しないままこれを進

めたって進まないですね。これは無理なんです

よ。宮崎市のことを考えると、とても次に進め

る状況にないと思うんです。国が広域化に当た

り配慮するべき事項の２番目に、消防団との連

携・協力体制は維持しなさいと言われていま

す。消防は広域化しなさいと言って、消防団は

広域化しないわけですね。市町村に残ります。

そうすると、消防団事務は消防本部から市町村

の役場に移るわけです。従前よりも関係が希薄

になるんじゃないかという心配もありますが、

その点はいかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 消防団との関係で

ございますけれども、確かに御指摘のように、

全県１つあるいは３つということになります

と、これまでのそれぞれの消防本部体制と消防

団との結びつきという意味では希薄化が懸念さ

れますが、基本的には消防団というのは、消防

活動はもとよりですけれども、災害の対応と

か、言うならば地域の防災力のかなめになって

おります。したがって、当然一元化に当たって

は、そことの結びつきをどう果たしていくかと

いうことも、十分検討する必要があるというふ

うに考えております。

○満行潤一議員 ぜひ今後、検討いただきたい

と思うんです。これまで県の対応というか考え

方は、「消防は市町村の固有業務」と、助言に

徹していると言われているんですけれども、今

回、県主導で組織改編を行うということは、ま

さに今問題になっていますごみの広域化計画に

本当にうり二つになってしまっているな、こう

映るんですね。

今回の広域化計画も、財政の効率化だけが先

行しているように思えてなりません。国は、10

万ぐらいの人口の消防本部が多いので30万ぐら

いの単位に再編しよう、そういうふうにしてい

るんですが、これはあくまでも机上の理論です

し、都会の管轄面積が小さいところならスケー

ルメリットも出てくるかもしれませんけれど

も、宮崎県には当てはまらないと思うんです。

もう既に宮崎県では広域化は進んでいま

す。1970年代に広域化をやっているわけなんで

すけど、やっていないのは串間とかそういった

ところしかない。あと７町村をどうするかとい

う部分が残されて、今日まで来ています。国が

地方交付税を減らしたいがための広域化じゃな

いのかと思えてならないのです。消防無線のデ

ジタル化も迫られています。それには大変な財

源が要る。小さな市町村では対応できない。そ

れでどうするか。国は、今ある900の消防本部に

引き続き支援をするのか、それとも30万単位に

ひっくるめて300ぐらいに集約をして、そこに負

担をするか。国からすると、300の広域化された

消防本部になったほうが負担は非常に少なくて

済む。それが根本にあるんじゃないかと思えて

なりません。

ごみの広域化計画も、県の当初の提案は３ブ

ロックでした。ごみも、一般廃棄物は市町村の

固有業務と言いながら、県は強い指導力をもっ

て県内のごみ広域化を進めました。最初３ブ

ロックでしたけれども、我々はおかしいと、地

域完結型でいかなきゃならないということで６

ブロックになりました。しかし、残ったのが宮

崎、西都児湯のブロックなんです。それで今の

大瀬町の問題が起こっているんです。多くの自

治体が遠くで、大瀬町でやってもらう。ほかの

ところは、あとはお金を出せばごみはあそこに

行ってしまう。地域完結型じゃないから、責任
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がどんどん遠ざかってしまう。

消防も、30市町村、こんな広いところを１つ

にしたら、一体だれが責任をとるのか。また同

じような問題が起こるんじゃないのかと、非常

に心配をしています。最小の経費で最大の効果

を得るためには、経費負担が少ない生活圏、地

理的条件、管轄面積などを勘案すると、県内７

ブロック、県北、日向入郷、西都児湯、宮崎中

央、北諸、西諸、南那珂の７ブロックの広域化

が一番現実的じゃないのかなと思うんです。こ

れは地域医療圏とも一緒です。宮崎県の示して

いる合併のモデルとも合うんです。これは歴史

的、地理的にそれが大事じゃないのかなと僕は

思うんです。またぞろ県が公社か何かつくっ

て、理事長に県の副知事とかが入ってしまう。

これでは問題の解決にはならんだろうと思いま

す。ぜひそこのところは、もっと慎重に考える

必要があると思うんですけれども、部長、いか

がでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 今後さらに、引き

続き市町村と協議していく必要があるというこ

とが大前提でございますけれども、私はごみ問

題についての統合ということを述べる立場にご

ざいませんが、基本的に、重複投資といいます

か、個別の市町村でフルセットをそろえていく

というのは、やはり財政的にも、住民にとって

も負担であろうということで、恐らくこういう

一部事務組合方式とか、あるいは委託方式とい

うことで、そういう制度があるんだろうと思い

ます。もちろん消防の広域化計画も、そういっ

た前提での話でございます。ただ、基本は―

これは消防庁が言っておるわけですけれども

―消防力は落とさないということが大前提で

ございますので、より財政の効率化、つまり、

それによって合理化して金額を落としたいとい

うことが基本ではないということは御理解いた

だきたいと思います。

○満行潤一議員 やっぱり県民も議会も、絶

対、全県１区が正しいと思っていないと思うん

です。今、広域化をやっているわけです。なぜ

広域化をやっているかというと、財政力が乏し

い市町村で独自じゃ持てない、だから、今もう

広域化を進めているわけです。財政力の弱い基

盤の宮崎県の30市町村がどれだけ頑張ったっ

て、財政規模は変わらんわけです。一緒にし

たって……。これは、財政のあり方を抜本的に

見直さないと、財源の捻出方法、あり方を見直

さないと、全県１区にしても、この広域化の問

題は解決しない、そのように考えています。こ

の問題、たくさんまだありますので、今後とも

引き続き私も質問させていただきたいと思いま

すが、県当局におかれては、真摯に受けとめて

当たってほしいと思います。時間が来ました。

終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時46分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い､

順次一般質問を行います。知事を初めとして、

関係各部長、教育長、警察本部長に答弁をお願

いいたします。

初めに、行政財産の活用についてお伺いをい

たします。
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地方自治法第238条以下には公有財産に関して

の規定があります。それによれば、公有財産は

行政財産と普通財産に分類される。そして行政

財産は、「普通地方公共団体において公用又は

公共用に供し、又は供することと決定した財

産」、一方の普通財産は、「行政財産以外の一

切の公有財産」というふうに定義をされており

ます。また、普通財産は、貸し付けや交換、売

り払い、譲与や私権の設定などができるもの

の、行政財産については、従前は、原則として

貸し付けや交換、売り払い等をすることはでき

ないとされていたところでありました。

県においては以前から、未利用県有地の利活

用や処分について種々取り組んでおられます

が、県有財産のうち行政財産については、その

利用を廃止して、普通財産にしてからの取り扱

いとされていたようであります。

そのような中、昨年３月の地方自治法の一部

改正によって、行政財産についても、幾つかの

特定された場合に、「その用途又は目的を妨げ

ない限度において、貸し付け、又は私権を設定

することができる」というふうになっておりま

す。これを受け、一部の自治体においては、施

設の利活用の促進、また歳入確保を目的に民間

への貸し付けをスタートさせているようであり

ます。地方自治法の一部改正から既に１年以上

経過しておりますが、この間、行政財産の活用

について、本県ではどのような取り組みをなさ

れてきたのか、総務部長にお伺いをいたしま

す。

次は、エコクリーンプラザみやざきについて

であります。

この施設は、県が策定した宮崎県ごみ処理広

域化計画に基づいて、県央の11市町村で発生す

る一般廃棄物、それと県内で発生する産業廃棄

物の処理を行うために整備された廃棄物処理施

設であり、その本格稼働は平成17年の11月から

であります。御案内のとおりであります。所在

地は宮崎市大瀬町倉谷、廃棄物処理施設は迷惑

施設でもあり、地域の住民にとっては、当初は

受け入れがたいものであったことは想像にかた

くありません。しかしながら、周辺11市町村に

加え、管理運営を行う宮崎県環境整備公社の理

事長には当時の副知事が就任するなど、県と市

町村がかかわる、いわゆる公共関与の廃棄物処

理施設であるということを信頼して、また、法

的拘束力はないというものの、公害防止協定を

締結した上で受け入れに同意したところであり

ました。

しかるに、浸出水調整池が開業以来破損して

いたことに端を発した一連の信じがたい問題、

これによって、その信頼は根底から覆されたと

言っても過言ではありません。調整池が試験段

階から破損しており、梅雨や大雨時に必要とさ

れる４万立方メートルの貯水量を確保できるど

ころか、１万3,000立方メートルの貯水能力しか

ない第３水槽のみの、まさしく見切り発車で操

業に踏み切ったということは、環境の汚染、地

域住民の安全・安心の確保、風評被害の及ぼす

深刻さ、これらを全く顧みない暴挙でありま

す。しかも、公害防止協定が守られることな

く、地域住民には全く知らされていなかった。

本来なら、操業継続の存否にかかわる極めて重

大な事件であります。公共関与であることをか

んがみれば、公社はもちろんのこと、県、関係

市町村は直ちに周辺住民に謝罪するとともに、

一致協力して問題解決に取り組み、住民の安心

・安全の確保、信頼回復に努めることが重要で

あります。県はこの問題をどのように受けとめ

ているのか。また、どのように今後解決してい
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こうとしているのか。まずは知事にお伺いをい

たします。

次に、携帯電話のリサイクルについて、何点

か伺いたいと思います。

今や日本国内に１億台以上も普及していると

言われる携帯電話、まさにあふれ返っている時

代であります。私の自宅もそうですが、買いか

えによって使わなくなり、机の引き出しの中で

何台か眠っております。孫のおもちゃになって

いるものもあります。今、この使われなくなっ

た携帯電話に注目が集まり、回収・リサイクル

に取り組もうとする動きが加速しております。

その大きな目的は、日本の産業競争力のかなめ

とも言われるリチウムやインジウムなどのレア

メタル、いわゆる希少金属が携帯電話内部に多

く使われているからであります。また、金や銀

といった貴金属も使われております。ちなみ

に、天然の金鉱石１トンには金が５グラム程度

含有されているのに対して、１トン分の携帯電

話には400グラムの金が含まれているとも言われ

ておりまして、この電子機器からの貴金属回収

が進められている一方で、レアメタルのほうは

ほとんど未回収のままとなっている現状がある

ようであります。まさしく、このレアメタルの

安定確保は喫緊の課題となっており、３つの

Ｒ、リデュース、リユース、リサイクルの観点

からも、適切な処理、そして有用資源の回収、

これらに大きな期待が寄せられているところで

あります。

しかしながら、携帯電話のリサイクル活動を

推進するモバイル・リサイクル・ネットワーク

というのがあるんですが、ここがことしの２月

にまとめた「携帯電話・ＰＨＳのリサイクル状

況」という報告書によれば、回収実績が2000年

は約1,362万台あったそうですが、これをピーク

に減少しており、2006年は約662万台と半減して

いるようであります。このままでは、貴重なレ

アメタルが無駄に眠ってしまうことになりま

す。そこで、回収に協力することイコール環境

保護へ貢献することにつながるということを実

感できるような施策を講じるとともに、県とし

ても、この携帯電話の回収・リサイクルに積極

的にかかわっていくべきであると考えますが、

取り組みと効果について、環境森林部長に見解

を伺いたいと思います。

ところで、拾得物、遺失の携帯電話の数も相

当数に上るのではないかと思いますが、どれぐ

らいあるものなのか。うち、最終的に本来の所

有者の手元に戻らなかった携帯電話端末は、ど

のように処分されているのか。この点について

は警察本部長に伺います。

次に、中小企業、ベンチャー企業への支援に

ついて、何点か伺いたいと思います。

まずは、トライアル購入事業者認定制度につ

いてであります。この制度は昨年度に創設さ

れ、将来性がありながら販売ルートが限られて

いる県内中小企業の製品の販路開拓を支援する

ために導入されたものであります。県のホーム

ページによりますと、昨年の11月、12月にかけ

て募集をかけ、18事業者20製品の応募があった

ようですが、本年２月18日付で７事業者７製品

を認定したというふうにありました。認定を受

ければ、県の機関に随契で購入してもらうとい

うこともできますし、企業にとっては活路を開

くチャンスを得ることになります。そこで伺い

ますが、認定されるための必須条件は何か。裏

返せば、認定されなかった事業者、製品には何

が足りなかったのか。商工観光労働部長にお尋

ねをいたします。

ところで、県内には、技術力はあるけれど
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も、経営手腕、また営業力など何かが不足して

いるために活路を見出せない中小企業、ベンチ

ャー企業も存在しているのではないかと思いま

す。そのような企業に対して、県として情報提

供や経営指導など、どのような体制で支援して

いるのか。この点に関しても、商工観光労働部

長にお伺いをいたします。

次は、新技術活用促進システムについてであ

ります。これは、民間で開発された有用な新技

術の活用促進を図るために、新技術に係る情報

の収集、また新技術の公共事業への適用性など

に係る評価を行って、その特性や活路の適否の

情報を容易に収集できるように登録するシステ

ムのようでありますが、気になるのは評価・登

録された後どうなるのかということでありま

す。あっせんや紹介など、県として具体的に支

援することができるのか。これについては県土

整備部長にお伺いをいたします。

次は、学校裏サイトといじめについてであり

ます。

インターネット上のフリー百科事典ウィキペ

ディアによりますと、「学校裏サイトとは、あ

る特定の学校の話題のみを扱う非公式の匿名掲

示板である」というふうに記述がなされており

ます。そのほとんどが、部外者が入れないよう

にパスワードを設定していたり、携帯電話から

のアクセスしかできないようになっていると

か、学校名で検索してもヒットしないように

なっていると、なかなか探し出すのは容易では

ないようであります。この学校裏サイトが最近

問題視されるのは、深刻ないじめの温床になっ

ているという現実もあるからであります。文部

科学省は、本年１月から３月にかけて初めての

全国的な実態調査を行って、先般、その結果を

公表しております。今回は、学校管理者が公式

に運営しているホームページ以外の、携帯電話

やインターネットを通じて閲覧、書き込み、管

理運営などを行うことができる公開型の各種サ

イトやスレッドといったものを学校裏サイトと

いうふうに定義した上で調査を行ったようであ

りますが、それによりますと、学校裏サイトの

数は全国で３万8,260件、全国の中学・高校の学

校総数の２倍を超えていたというふうに報道が

ありました。その中には、個人を中傷する言

葉、わいせつな言葉や画像、青少年にとって有

害な広告などもあったようであり、いじめの温

床となる下地が散見されたようであります。そ

こでまずは、学校裏サイトの本県の実態をどの

ように把握しておられるのか、教育長にお伺い

をいたします。

次は、不登校問題について、同じく教育長に

お伺いをいたします。

この問題については、過去に２回ほど質問で

取り上げたことがあります。スクールカウンセ

ラーの配置による児童生徒や保護者の悩みの相

談に応じる体制づくり、あるいは適応指導教

室、こういったものの配置によって、本県にお

ける不登校の児童生徒の割合は、全国的には低

い水準にあるというふうに認識はしておりま

す。ここでまずは、本県における不登校の実態

は現在どのような状況になっているのか。あわ

せて、適応指導教室の設置状況及び活動状況は

どうなっているかについて伺っておきたいと思

います。

次に、交通事故の防止について、警察本部長

にお伺いをいたします。

今月１日から、交通環境の安全性向上を目指

しての改正道路交通法が施行されております。

自動車や自転車の交通ルールが大きく変わって

きております。自動車に関する変更点として

平成20年６月18日（水）



- 42 -

は、後部座席のシートベルト着用の義務化、75

歳以上の高齢者が運転する際の高齢運転者標識

表示の義務化、そして重度聴覚障がい者の運転

免許取得が可能になったということなどであり

ますけれども、ここでは、高齢者を事故の加害

者にしないという観点からお伺いをいたしま

す。道路交通法の改正とは直接的には関係はな

いものの、高齢者の交通事故防止を推進するた

めに、この４月から新しい制度がスタートして

いるようであります。高齢者の運転免許証の自

主的な返納を勧めるために、返納した高齢者を

支援する「高齢者運転免許証返納メリット制

度」というものであります。名称はいろいろ異

なるものの、同様なサービスは他県でも実施し

ているようでありますが、本県におけるこの制

度、周知にどのように取り組んでこられたの

か。また、現在までの実績はどうなっているの

か、お伺いをいたします。

さらには、同メリット制度の拡充に向け取り

組みを加速するべきであると考えますが、どの

ように取り組んでおられるのか、お示しをいた

だきたいと思います。

次に、自転車事故防止への新たな取り組みと

いう観点から伺いたいと思います。道路交通法

の改正に伴う自転車に関する変更点、これは通

行区分の見直し、子供や高齢者らの歩道通行を

可能にしたということなどであります。先月は

「自転車月間」というふうになっておりました

が、改正道路交通法の施行を目前に控えてどの

ような取り組みをされたのか、お伺いをいたし

ます。

また、事故防止に向けての今後の取り組みに

ついても、あわせてお伺いをいたします。

最後になりますが、県の職員宿舎と県営住宅

の駐車場に関して伺いたいと思います。

料金についてであります。これは県民の方か

らの素朴な声であります。「県営住宅は駐車場

代を取られるけれども、県職員の住宅は取られ

ているのだろうか」というものでありました。

宮崎市内の県営住宅については、８月１日の入

居に向け、現在募集をかけているところであり

ます。説明会及び申込用紙の配布は既に終了し

て、これから申込書の受け付け、そして７月上

旬の抽せんというふうに続いていくわけであり

ますが、その募集チラシを見てみると、団地ご

とに駐車場料金はばらばらになっております。

一番安いところで1,350円、一番高いところで

は2,720円というふうになっております。一方

で、気になる職員宿舎のほうはと言えば、ちゃ

んと料金は設定はされておりますけれども、宮

崎市内においては、独身寮を除くとすべての宿

舎において一律1,510円、その他の市町村におい

ては、これも独身寮を除けばすべての宿舎が一

律1,250円となっております。両者の一覧表を並

べて見比べてみると、少々違和感を覚えてしま

うところであります。そこで、県営住宅の駐車

場料金はどのような基準で算定されているの

か。また、有料化スタート後、料金の改定はな

されているのか。まずは県土整備部長にお伺い

をいたします。

同様に、職員宿舎の駐車場料金については総

務部長にお伺いをいたします。

通告しておりました、「助産婦の活躍の場の

確保について」でありますが、今回は割愛し、

壇上からの質問は以上で終わります。後は自席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 エコクリー

ンプラザみやざき問題についてであります。私

は、地元の皆様の不安を解消することと施設の

一刻も早い機能回復が大変重要であると考えて
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おります。このため、①周辺地域の環境調査を

早急に実施すること、②原因等の調査を行うた

め、専門家による外部調査委員会を設置するこ

と、③浸出水調整池第３水槽の安全性の検証と

その他の水槽の工事を早急に実施すること、④

調査結果については速やかに公表することの４

つを基本方針に定め、スピード感を持って対応

することといたしました。既に敷地内や周辺地

域の環境調査を実施するとともに、６月12日に

開催しました第１回外部調査委員会で、梅雨・

台風対策について検討していただき、一部着手

したところでございます。また、私が本部長を

務め全庁的に対策を検討する「対策本部」を立

ち上げるとともに、関係市町村や地元の対策協

議会、公社との意見調整等を行う「連絡調整会

議」を設置し、問題解決に向け取り組んでいる

ところでございます。今後とも、県がリーダー

シップを発揮し、関係市町村や公社等と十分連

携をとりながら全力で取り組んでまいりたいと

考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

行政財産の活用についてでございます。御質

問にございましたように、平成18年度の地方自

治法の一部改正によりまして、これまで原則禁

止とされておりました行政財産の貸し付けにつ

いて、地方公共団体の事務や事業の用に供しな

い行政財産、わかりやすく言えば、市町村合併

等で発生する庁舎敷地あるいは事務室、こう

いった空きスペース等について貸し付けができ

ることとされたところでございます。現在のと

ころ、本県におきましては適用事例はございま

せんが、庁舎等の用途または目的を妨げない範

囲におきまして、使用しないことが確実に見込

まれるスペース等があれば、地方自治法改正の

趣旨を踏まえながら対応してまいりたいと考え

ております。

次に、職員宿舎の駐車場につきましては、平

成14年７月から有料化をしておりまして、その

際は国家公務員宿舎の算定基準を参考に積算を

したところでございます。有料化後の料金改定

につきましては、昨年４月に宮崎市内の駐車場

につきまして、民間賃貸料との差を縮める観点

もございまして、地域による貸付料の調整を行

う地域係数を導入いたしまして改定を行ったと

ころでございます。以上でございます。〔降

壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

携帯電話のリサイクルについてでございま

す。使用済みの携帯電話につきましては、通信

事業者と製造メーカーが共同で回収システムを

構築し、全国の携帯電話の店舗で回収が行われ

ておりますが、電話として使わなくなったもの

でも、デジタルカメラとして保有する利用者が

ふえたことなどから、回収台数は平成12年度を

ピークに年々減少いたしております。携帯電話

には、鉄、アルミニウムのほか、お話にありま

したように金や銀も含まれており、これを回収

して再利用することは、資源の有効活用及び環

境保全の観点から大変重要であります。このた

め県といたしましては、市町村とも連携しなが

ら、今後とも、携帯電話を含め有効活用できる

資源の一層のリサイクル促進につきまして、県

民の皆様への啓発に努めたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、トライアル購入事業者認定制度につい

てであります。この事業は、県内の中小企業が
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開発しました新規性や利用効果が高い製品等に

つきまして、県の業務での活用が見込まれる場

合に、県が認定を行って試行的に購入すること

ができるようにするもので、中小企業の販路開

拓等を支援するものであります。認定の条件は

３つございまして、まず１つ目が、新規性、先

進性、独自性があるもの。２つ目が、事務の能

率向上やサービス向上など、社会的有用性が認

められるもの。３つ目が、県の機関でこれまで

購入実績のないもので、今後購入が見込まれる

ものの３つでございます。これらのすべてに該

当するものを認定しているところであります。

昨年11月の第１回公募におきましては、18事業

者から20製品の応募がありましたが、審査を

行った結果、それらの条件をすべて満たした７

事業者の７つの製品を本年２月に認定したとこ

ろであります。

次に、中小企業、ベンチャー企業に対する対

応についてであります。本県におきましては、

財団法人宮崎県産業支援財団を「中小企業新事

業活動促進法」に基づく中核的支援機関として

認定いたしまして、関係機関と連携しながら、

新製品の開発や新分野進出等に対する支援策を

一元的に実施しているところであります。同財

団では、総合相談窓口として専門性の高い経験

豊富なコーディネーター等を配置し、中小企

業、ベンチャー企業のさまざまなニーズに応じ

た適切なアドバイスを行っております。さら

に、コーディネーターのアドバイス等をもと

に、経営相談を初め新商品の研究開発や販路開

拓への助成、設備の導入に対する支援や資金の

調達など、各企業の経営内容や事業化の段階に

応じた各種の支援を行っているところでありま

す。今後とも、産業支援財団と連携を図りなが

ら、意欲ある中小企業、ベンチャー企業の育成

を図ってまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

新技術活用促進システムについてでありま

す。県土整備部では、平成17年度から新技術活

用促進システムを運用し、民間企業が開発した

新技術の公共工事への活用促進を図っていると

ころであります。このシステムでは、一般の公

共工事で活用可能な技術や、モデル工事で活用

効果を検証する技術など、これまで208の新技術

を登録しております。新技術活用促進システム

に登録いたしました新技術につきましては、発

注機関へ周知するとともに県庁ホームページで

紹介し、活用促進を図っているところでござい

ます。

次に、県営住宅の駐車場についてでございま

す。県営住宅の駐車場使用料につきましては、

「宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例」

第69条の規定に基づきまして、償却費、修繕

費、管理事務費及び地代相当額の合計額の月割

り額を限度といたしまして、近傍同種の民間駐

車場の料金を勘案して定めているところでござ

います。なお、使用料改定につきましては、平

成13年４月の有料化以後行っておりません。以

上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、学校裏サイトについてであります。い

わゆる学校裏サイトの実態につきましては、文

部科学省が３月に発表した報告書によります

と、九州・沖縄ブロックでは5,018サイトとなっ

ておりますが、県別の数はわかっておりませ

ん。そこで本県として、中学校の前段階であり

ます小学校６年生から高校３年生までを対象
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に、おおむね150校程度の学校を抽出して、本年

度中にその実態を調査する予定であります。

次に、不登校の実態と適応指導教室の活動状

況についてであります。平成18年度における本

県の公立小中学校の不登校児童生徒数は、小学

校108名、中学校771名で、児童生徒数に占める

割合で見ますと、全国的には低い水準でありま

す。また、適応指導教室の平成19年度の設置状

況は、県内15市町に合わせて19カ所で、利用し

た人数は、小学生17人、中学生156人でありま

す。各適応指導教室においては、学習指導を初

め創作活動や体験活動など、児童生徒の実態に

応じたカリキュラムを編成し、学校復帰に向け

たさまざまな支援が行われているところであり

ます。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 まず、

携帯電話の拾得処理状況についてであります。

過去３年間の統計データを御紹介させていただ

きますと、平成17年度が拾得台数1,348台、うち

最終的に遺失者に返還できずに処分した台数

が162台でございます。同様に、18年度が拾得台

数1,581台、返還できずに処分した台数が178

台、19年度が拾得台数1,583台、返還できずに処

分した台数が100台となっており、ここ３年間を

見ますと、毎年度1,500台前後の拾得取り扱いが

ありまして、100～200台の間程度で最終的に処

分をしている台数があると。これくらいの台数

で推移をいたしています。

次に、処分方法でございますが、県下の警察

署のうち、宮崎北警察署、そして串間警察署の

両署におきましては、個人情報を完全に消去し

た上で携帯電話会社に引き取らせる形でリサイ

クルを行っております。しかしながら、県下全

体では、循環型社会への寄与という面での処理

方法の徹底を欠いていたという面が確かにござ

いましたので、今後は、残りのすべての警察署

でも同様の措置をとり、積極的なリサイクルに

努めてまいりたいと考えております。

次に、高齢者運転免許証返納メリット制度を

周知するための取り組み状況についてでござい

ます。この制度は、運転に不安を有します高齢

者の方々に支援を行いまして、免許証を返納し

やすい環境をつくり、高齢運転者による交通事

故の減少に多少なりとも寄与していこうという

ものでございまして、当県では本年４月から実

施をしております。テレビ・新聞等マスコミを

通じての広報はもちろん、各市町村を訪問して

首長の皆さんにいろいろなお願いをする中で、

この点についてもお願いをしたり、あるいは各

種の交通安全教室や講習会、個別の高齢者宅訪

問等を通じても、こういう制度があることをお

話しして、制度の周知を図っているところでご

ざいます。

具体的な返納者の数についてでございます

が、過去を見ますと、平成18年、一昨年が年間

合計で67人でございました。昨年、平成19年

が78人でございました。いずれも２けたでござ

いますけれども、４月から本制度を開始しまし

た後は、４月、５月の２カ月間で341人、５月末

の累計で本年が420人ということで、昨年、一昨

年に比べますと大幅に増加しておりまして、制

度の周知について相応の効果があったものと考

えております。現在、具体的には警察本部と７

警察署管内で各種のメリット制度を構築してお

りますが、今後とも、関係機関・団体に積極的

に働きかけを行い、制度の充実を行って、こう

した方向でさらに取り組みを進めてまいりたい

と考えております。

次に、改正道交法の施行を控えて、自転車月

間推進協議会の主催する「自転車月間」である
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５月をとらえた広報啓発活動の取り組みについ

てでございます。昨年、県内の自転車が関係す

る交通事故は合計で1,446件―これは全事故

の14.7％を占めておりますが―約1,500件程度

発生をしておりまして、残念ながら亡くなられ

た方が６人おられます。特に小学校、中学校、

高校生の事故が多く、約半数（全体の46％）を

占めております。「自転車月間」中の取り組み

につきましては、各種メディアを活用した広

報、各種の自治体発行の広報誌等への掲載はも

ちろんでありますけれども、これ以外にも、児

童生徒、学生を対象とした警察官らによる具体

的な交通安全教育、延べ人数で２万5,170人、機

会・回数で言いますと127回実施をしております

が、こうしたものや、18回に及びます街頭指導

・キャンペーン等を通じて、この期間の広報啓

発に努めたところであります。今後とも、児童

・幼児の自転車乗用時における乗車用ヘルメッ

ト着用促進のほか、交通ルールの遵守啓発、自

転車通行帯のカラー舗装化など、自転車通行環

境の整備等について取り組みを行ってまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁いただきまし

た。ありがとうございました。

何点か再質問をしたいと思います。まず、行

政財産の活用についてでありますが、行政財産

の貸し付けについて、現時点では本県における

適用事例はないということでありました。た

だ、新たな活用の可能性がある施設が皆無とい

うことではないのではないかというふうに思い

ます。各部局が持っている行政財産の調査、こ

れも行う必要があるのではないかと考えますけ

れども、本県ではどのようにしてこの状況の把

握を行っているのか。総務部長にお伺いをいた

します。

○総務部長（山下健次君） 県有財産の状況で

ございますけれども、毎年度当初に各部局のヒ

アリングを実施いたしまして、現況の把握に努

めておるところでございます。その際は、今後

の利活用の方策についても、当然協議をすると

いうことで進めているところでございます。歳

入確保ということが求められておりますので、

当然、こういった方向で積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 誘致企業のオフィス等にも活

用できるのではないかと思います。今おっ

しゃった歳入確保という観点からも、ぜひとも

前向きに取り組んでいただきたいというふうに

要望しておきます。

次に、県営住宅、職員宿舎の駐車場料金につ

いてでありますが、まずお願いしたいのは、県

営住宅の駐車場料金、県民に目線を当てて、職

員宿舎と同じレベルまで値下げすることはでき

ないか。県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県営住宅の駐

車場の使用料は、先ほど答弁いたしましたよう

に、条例の規定に基づいて算出しているところ

でございまして、近傍にございます民間駐車場

料金のおおむね２分の１程度になっておりま

す。そういうことなので、現段階では妥当な料

金であると考えております。

○新見昌安議員 それでは逆に、収入増を図る

という観点から、職員宿舎の駐車場料金を値上

げすることは考えられないか。総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（山下健次君） 料金改定につきま

しては、先ほどもお答え申し上げましたよう

に、19年の３月に見直したところでございま

す。３年ごとには見直すということで予定して
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おりますので、そういった方向で考えてまいり

たいと思います。

○新見昌安議員 では、３年後を期待しており

ます。

次に、エコクリーンプラザみやざきについて

であります。ここの管理型最終処分場には、焼

却施設の集じん機で集められたばいじん、焼却

灰、溶融化した廃棄物を初めとして、毒性の強

いもの、飛散性が高く、人体に重大な被害を生

じさせるおそれのあるもの、有害なダイオキシ

ンや重金属など、大変危険なものも埋められて

いるところであります。これらを雨水で洗い流

して濃度を薄めていくということが、最終処分

場には求められているわけであります。また、

その浸出水を処理することが重要であります。

しかるに、そのような危険きわまりないものが

入っている処理前の浸出水、これを一時貯留す

る調整池が破損していたにもかかわらず使用さ

れた。そして漏水を起こした。既に周辺環境が

汚染されてしまったのではないかとも思われま

す。また、浸出水を集める排水管のマンホール

からも浸出水が漏れたということは、本当に深

刻な問題じゃないかというふうに思います。水

は当然、高いほうから低いほうに流れていくわ

けであります。農業用水を確保するための防災

調整池、この汚染も懸念されるところでありま

す。また、地下水の汚染、これも絶対あっては

ならないことであります。繰り返しますけれど

も、浸出水調整池の破損、漏水問題、これはエ

コクリーンプラザみやざきそのものの存廃にか

かわる重要な問題じゃないかと思っておりま

す。失われた信頼の回復、地域住民の不安の解

消、安全の確保、環境汚染の防止、これら、小

手先ではなく二度とこのような事故を起こさな

いという、抜本的かつ万全の改修が求められる

のではないかというふうに思います。県は、こ

の問題の解決に向けてどのように取り組んでい

かれるのか、具体策を環境森林部長に伺いたい

と思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） エコクリーン

プラザみやざきにつきましては、浸出水調整池

の機能不全に加えまして、浸出水の脱塩処理な

どの課題がございます。このため、地盤工学、

環境工学、コンクリート工学などの専門家で構

成される外部調査委員会におきまして、浸出水

調整池第３水槽の安全性の検証とその他の水槽

の工事の工法等の検討、及び脱塩処理の検討な

どを行うことといたしております。今後、これ

らの検討結果を踏まえた適切な対応を行うこと

によりまして、住民の皆様の信頼回復と施設の

安定的な運営に努めてまいりたいというふうに

考えております。

○新見昌安議員 今、梅雨の真っ最中でありま

す。また、これから台風も襲ってきて大雨が降

ることになりますが、それらに対する当面の策

として、埋め立てた部分にブルーシートをかけ

るという手法で今、対応されているようであり

ますけれども、これだけではだめであります。

また、本格的な大雨シーズンを前にして早急な

対策が急がれると思いますが、今後どのように

対処されていくのか。同じく環境森林部長に答

弁をお願いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 浸出水調整池

の能力が当初計画の３分の１しかないという現

状で、梅雨や台風により増加します浸出水の処

理というのは、早急に対応すべき課題でありま

す。そのため、外部調査委員会の専門家に梅雨

・台風対策の検討を依頼し、６月12日に開催を

されました委員会で、その対策案が了承された

ところでございます。この中で、過去最大の雨
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量を想定した浸出水の量をシミュレーションす

ることにより、適切な対応ができるようにした

こと、浸出水の発生を抑制するため劣化してい

るブルーシートの張りかえを早急に行うこと、

調整池の貯留量に応じてタンクローリーにより

場外搬出を行うこと、緊急避難的措置として、

使っていない最終処分場Ｄ区画へ一時貯留する

ことなどの提案がなされたところでございま

す。公社では、委員会の提案を踏まえまして、

劣化しているシートの取りかえを行いますとと

もに、緊急時の人員体制や連絡体制の整備など

の対策を講じているところでございます。ま

た、これらの措置は管理型最終処分場の本来の

あり方ではございませんので、県としまして

は、浸出水調整池の機能回復のための工事を早

急に実施してまいる必要があるというふうに考

えております。

○新見昌安議員 この問題、もう一点だけ伺い

たいと思います。塩化物イオン処理施設の処理

能力の問題についてでありますけれども、当初

の設備の能力が劣っていたのか、あるいは、フ

ル回転で処理しても追いつけないほどの濃度の

塩化物イオンを発生させるごみの質そのものに

問題があるのか、これらについては専門家の調

査が必要になってくると思います。どっちにし

ても、この問題が解決されない限り、クローズ

ドシステムそのものが成り立たないわけであり

ますが、この点についてはどのように対処され

るのか。同じく部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成17年の台

風14号によります災害ごみを大量に焼却したこ

とや、当初埋め立て予定であった、資源となら

ないプラスチックを焼却することとしたことな

どによりまして、浸出水の塩化物イオン濃度が

高くなっているものと考えられ、現在の脱塩処

理施設では十分対応できず、脱塩できる量は当

初予定の３分の１程度にとどまっているところ

であります。このため、外部調査委員会におき

まして、クローズドシステムや塩処理対策につ

いて検証・検討をしていただくことといたして

おります。

○新見昌安議員 時間がありませんので、次に

行きたいと思います。

トライアル購入事業者認定制度についてであ

りますけれども、認定されることによって、県

は随契で購入することができるということに

なっているわけですが、企業にとって、そのほ

かにどんなメリットがあるのか。また、この制

度は今後も継続されていくのかどうか。商工観

光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） トライア

ル購入制度での認定のメリットとしましては、

県の認定によりますＰＲ効果と、それに伴って

販路拡大が見込まれることに加えまして、購入

した部署におきまして、製品の使い勝手とか改

善すべき点などの評価を行って、事業者にフィ

ードバックすることにしておりまして、それに

よって製品の品質向上に生かしていただけると

いうことが挙げられると思っております。ま

た、この制度につきましては、県内中小企業の

活性化につながることが期待されますので、継

続的に取り組んでいきたいと考えておりまし

て、現在、今年度の第１回目の募集を行ってい

るところでございます。

○新見昌安議員 それと別で、もう一つです

が、壇上での質問の答弁で、中小・ベンチャー

企業に対する支援について、県の産業支援財団

が中核となって一元的に実施しているというこ

とでありました。また、専門性の高い経験豊富

なコーディネーターを配置してアドバイスを
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行っているということも、答弁でありました。

しかしながら、以前、「相談に行ったけど、知

りたいことに的確に答えてくれる担当者ではな

かった」というような声も聞いたことがありま

す。今の人的配置では対応し切れていないので

はないか、コーディネーターの数が足りないの

ではないかという感じがするんですが、この点

について見解をお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 産業支援

財団のコーディネーター等につきましては、従

来は５名体制であったんですけれども、平成17

年度に１名増員いたしまして、さらに平成19年

度には、知的財産に関する相談ニーズに対応す

るため特許流通アドバイザーとして１名配置し

まして、現在、都合７名でやるように体制の充

実を図ったところでございます。また、財団の

ホームページでコーディネーター等の勤務スケ

ジュールを公開しておりまして、事前予約を受

け付けるなど、利用者の利便性の向上にも努め

ているところでございます。その辺を踏まえな

がら、今後とも中小企業のニーズ等踏まえて適

切に対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○新見昌安議員 もう一点、新技術活用促進シ

ステムについてお伺いをいたします。このシス

テムに登録されたことによって活路が開けた、

具体的な実績に結びついたという実例等があれ

ば、御紹介をいただきたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 新技術活用促

進システムに登録した新技術についてでござい

ますけれども、これまでに25の技術で50件の工

事での活用実績があるところでございます。主

なものといたしましては、県産材を利用いたし

ました木製のガードレールですとか、汚泥や焼

却灰などを利用した歩道用の「れんが」などが

あります。以上でございます。

○新見昌安議員 次に、学校裏サイトといじめ

に関連して何点か、お伺いをしたいと思いま

す。本県における学校裏サイトの実態、これに

ついては、先ほど答弁であったように、実態調

査の結果を待つということになると思うんです

けれども、裏サイトの存在にかかわらず、本県

独自にアンケート形式でもネットいじめの実態

調査をする必要があるのではないかと思うんで

すが、教育長に見解を伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、本年１月に小・中・高校生を対象にした携

帯電話及びコンピューター利用に関する抽出調

査を実施いたしております。その中で、小学校

３年生から高校３年生に対してはネットいじめ

の実態調査を行っておりますが、これによりま

すと、「悪口を書かれたり嫌がらせをされたり

したことがある」と回答したのは、携帯電話を

利用している児童生徒の場合、小学生が4.5％、

中学生が7.9％、高校生が7.5％であります。ま

た、家庭でコンピューターを利用している児童

生徒の場合ですと、小学生で1.4％、中学生

で5.8％、高校生で4.5％であります。

○新見昌安議員 ネットいじめの実態調査、こ

れは既にされているということで評価いたしま

すけれども、今のお話を聞く限りでは、やはり

携帯電話を使用してのいじめが多いという思い

がいたします。これについて対応を急ぐべきだ

と考えますけれども、保護者や子供自身の相談

への対応、また、関係機関との連携といったも

のを含めて、ネットいじめの対応にどのように

取り組んでおられるのか伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） ネットいじめの対応

についてでありますが、県教育委員会といたし

ましては、ただいま申し上げました、１月に実
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施した調査結果の公表や啓発資料の配布により

まして、保護者への注意を促しますとともに、

被害に遭った場合の対応等につきまして、市町

村教育委員会とも連携しながら、学校に対し指

導・支援をしているところであります。ネット

いじめにつきましては、匿名性が高く、その根

絶にはなかなか厳しいものがございますが、今

後とも、学校や警察等と緊密な連携を図りなが

ら、情報モラル教育の充実やフィルタリング機

能の利用促進など、未然防止に力点を置いて、

可能な限りの対応を図ってまいりたいというふ

うに考えております。以上であります。

○新見昌安議員 ネットいじめに対する直接的

な対応、これも本当に大事なんですが、今の答

弁でも触れられておりましたけれども、いわゆ

る情報モラル教育をきちんとやっていくこと

が、本当に大事になってくるのではないかと思

います。この情報モラル教育についてはどのよ

うに取り組んでおられるのか、お伺いをいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 小・中・高等学校の

学校現場では、総合的な学習の時間などにおい

て、人権・プライバシーの保護や情報セキュリ

ティー、ネット利用における危険性など、情報

モラル教育を児童生徒の発達段階に応じて推進

しているところであります。県教育委員会にお

きましても、親子でのインターネット講座を開

催したり、教職員等に対して情報モラルやサイ

バー犯罪等に関する研修会を開催したりするな

ど、児童生徒の適切な情報活用能力の向上を

図ってきたところであります。ＩＴ社会に生き

る子供たちが、情報モラルをきちんと身につけ

ることができますように、今後とも指導を徹底

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。

○新見昌安議員 教育長に、不登校問題につい

て再度お尋ねをいたします。過去の質問におい

て私は、ＩＴ等を活用した在宅学習を出席扱い

にする取り組みをお願いしたことがあります。

この取り扱い、その後どのようになっているの

か、お伺いをいたしたいと思います。

また、今年度からは、今までは小中学校だけ

でしたけれども、高校の全日制課程に在籍して

いて不登校になった高校生、この子たちのイン

ターネットを活用した自宅学習でも卒業に必要

な単位を認めるという特区事業があるんです

が、これを全国展開するとなっているようであ

ります。義務教育の小中学校と異なって、高校

の場合、中退してしまうと行き場がないわけで

あります。中退後、ニートやフリーターになっ

てしまう若者も多く、自宅学習を単位として認

めてもらえる仕組みは、高校生の学習支援とと

もに就労支援にもつながるのじゃないかという

ふうに思います。この点も含めて、本県ではこ

の取り扱いをどのように考えておられるのか、

お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） ＩＴ等を活用しまし

た学習活動の取り組みにつきましては、これま

でのところ、本県においてはその事例がござい

ません。平成18年度の調査では、全国的に見ま

すと、小学校57名、中学校で216名という結果が

出ております。この対策は、不登校児童生徒一

人一人の状況に応じて学習支援を行うことので

きる一つの手段であるというふうに考えられ、

またとらえておりますけれども、定期的に教師

がついて対面指導に当たることや、それぞれの

学習状況に応じたプログラムづくりなど、難し

い課題がありますので、児童生徒一人一人の多

様性に留意しながら、引き続き研究してまいり

たいと考えております。以上であります。
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○新見昌安議員 ぜひとも前向きに研究してい

ただきたいと思います。

最後に、現在の高齢運転者標識、通称「もみ

じマーク」、俗には「枯れ葉マーク」とも言い

ますけれども、デザイン的に本当に年寄りじみ

て好きじゃないという高齢者もいるんですね。

そういった声もございます。先般、そういった

方の一人から要望を受けたところであります。

「今、宮崎は知事を先頭に本当に全国にいろん

な情報を発信している。ぜひとも、もみじマー

クにかわる、斬新で、高齢者からもすてきだと

言われるような新しいマークを全国に発信する

ように知事に言うてくれ。国で採用するように

頑張ってくれ」という声を受けております。こ

の場で知事にその要望をお伝えいたしまして、

私のすべての質問を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 河野哲也で

ございます。公明党２番バッター、早くも２番

バッターということで、よろしくお願いしま

す。

まずは価格高騰対策でございます。６月、つ

いにガソリンが170円を超えてしまいました。16

日のニューヨーク商業取引所の原油先物相場

は、米原油在庫が市場予想をはるかに上回る減

少、また、ドル安傾向を材料に急反発、米国産

標準油種（ＷＴＩ）の７月渡しが、前週末値

比3.77ドル高の１バレル138.63ドルと報じられ

てしまいました。そうかと思えば、サウジアラ

ビアが７月から日量20万バレルの増産を計画

中、「サウジは、現在の原油価格は異常だと認

識している」とし、「適正な価格に戻す用意が

ある」とも報道されております。日本は今、毎

日こんなニュースに翻弄されているところでご

ざいます。原油高騰は確実に今、原材料費の値

上げとなって多くの企業の利益を圧迫し、消費

者への影響も大きく、多くの商品が値上げと

なっております。確かに、国は昨年度末より、

原油高騰・下請中小企業に関する緊急対策を打

ち、中小企業、各業種、国民生活への対策強化

を打ち出しております。例えば、運送業者に対

する高速道路料金の引き下げや農・漁業者への

経営支援のほか、省エネ、新エネの開発・導入

の促進策、国際原油市場の安定化に向けたエネ

ルギー外交や、便乗値上げを許さない石油製品

等の価格監視などであります。しかし、現場は

悲鳴しか聞こえてきておりません。手の打ちよ

うのない緊迫した状況になっております。

そこで、このような状況下での価格高騰対策

についてお伺いいたします。先日、地元の運送

会社の社長とお話しする中で、「05年、軽油70

円の時代から少燃の経営努力を行ってきた。こ

とし値上げによって軽油120円。トラック所有台

数50台、従業員63名、１カ月で9.7万リット

ル、1,164万円。リストラはできない。役員報酬

減、賃金アップなし、やることはすべてやっ

た。もう限界である。他の業者では社会保険も

確保できない」という声をお聞きしました。知

事、このような中小零細の運送業者の現状をど

う認識していますか、お伺いをいたします。

続いて、温暖化対策についてお伺いします。

今、新聞やテレビでは毎日のように、地球温

暖化にどのように立ち向かうべきかと、報道が

繰り返されております。ことし、京都議定書の

第一約束期間を迎えることや、７月７日の洞爺

湖サミットが、地球温暖化対策を初め環境問題

を大きなテーマにしていることも要因となって

いるようです。

６月６日に地球温暖化対策推進法改正案が成

立いたしました。御案内のとおりこの法律
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は、97年の京都議定書の採択を受け、国、地方

公共団体、事業者、国民が一体となって、地球

温暖化対策に取り組むための枠組みを決めた環

境施策の基本となるものです。ＣＯ２をどのよ

うに削減し地球温暖化を防止していくのか、世

界が直面する課題であります。ＩＰＣＣ（気候

変動に関する政府間パネル）は、人類が適応で

きる温度上昇を２度台と言っております。その

ためには、先進国は2050年までにＣＯ２を60

～80％削減する必要があるとしております。日

本は、2008年から2012年にかけてＣＯ２を６％

削減する目標となっております。

国際温暖化防止会議が昨年度末バリ島で開催

され、2009年末までに2012年以降の削減目標を

決定する「バリロードマップ」が採択されまし

たが、当初、議長提案として、2020年まで

に1990年比で25～40％の地球温暖化ガスの排出

削減、2050年までに半減させるという数値目標

を盛り込んだロードマップが示されましたが、

アメリカ、日本などの反対によって数値目標は

削除され、具体的な目標は先送りになりまし

た。そこで、今回のサミットでの日本は、議長

国として強い意志を示さなければいけなくなり

ました。長期的視点に立った具体的な目標、取

り組みについて、世界が注目しているところで

ございます。

今回の地球温暖化対策推進法改正案の強化点

として、「地方公共団体実行計画の充実」が挙

げられております。今回の計画には、自然エネ

ルギーの導入や、企業、住民による省エネを初

めとした排出抑制策の強化、公共交通機関の整

備・改善といった、地域の実情に応じた、より

きめ細やかな内容を盛り込むとなっておりま

す。そこでまず、地球温暖化防止対策につい

て、宮崎の現状と取り組みを知事にお伺いいた

します。

学校におけるアレルギー疾患対策についてで

あります。

文部科学省の報告によると、かゆみやじんま

疹の症状が出る食物アレルギーの児童生徒は、

全国に約33万人、腹痛や呼吸困難等のアナフィ

ラキシー症状を起こす子供は１万8,300人。ま

た、全国学校栄養士協議会などが行った調査に

よると、02、03年度の２年間で、学校給食が原

因でアレルギー症状を起こしたケースは637例、

そのうち約50例が、命を脅かす可能性のあった

アナフィラキシーショックまで起こしたと報告

されております。

アレルギー疾患のある子供たちを学校や園で

どう支えるかという視点での取り組みを推進す

る「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガ

イドライン」が配布されたとお聞きしました。

これは、文部科学省の「アレルギー疾患に関す

る調査検討委員会」が、07年４月、全国の公立

小中高を対象として行った調査をもとに作成さ

れたものでございます。

その中で、アレルギー医療の現状を患者の視

点から、「医療機関を選択する情報もなく、た

またま受診した医師の資質によって治療やその

後の生活が大きく左右され、学校生活などでは

著しいＱＯＬ（生活の質）の格差を生んでい

る」とされています。「医療機関でぜんそくの

治療を受けているにもかかわらず、たびたび呼

吸困難発作を起こす。いつまでも体育の授業に

参加できない、学校行事に参加できない」「医

療機関を受診しているにもかかわらず、アトピ

ー性皮膚炎が好転しない。増悪、軽快を繰り返

す」「食物アレルギーで食べられるものがほと

んどない」「食物アレルギーで重い症状、アナ

フィラキシーを繰り返す」など、適切とは言え
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ない医療を受けている子供たちを専門医療機関

につなげるシステム構築の必要性を、県、市町

村、関係機関の連携のもとでと提言しておりま

す。

具体的にどう取り組むかとして、学校、幼稚

園、保育所などでの健康診断や、学校を中心に

疾患を理解し、自己管理を可能にする健康教育

の実施を提言しております。しかし、このガイ

ドラインが何とか学校現場で実効性のあるもの

にしなければ、意味がないものとなってしまい

ます。そこで、本県の学校におけるアレルギー

疾患の有病率の実態はどうか。それと、中でも

重い症状であるアナフィラキシーを起こす子供

たちはどれぐらいいるのでしょうか。学校など

でどう必要な対応を行っていくか、教育長にお

伺いいたします。

先日、小学校、中学校、私立高校、特別支援

教育学校の管理職、教師集団との懇談を持ち、

現場からの声をストレートにいただきました。

話は、少人数学級の功罪、特別支援教育のシス

テム構築、学校支援の制度と実際のギャップ、

学力向上対策、放課後児童クラブの課題等、多

岐にわたりました。今回、その中で２点、現場

の声として、県の施策を検討していただくため

にお伺いいたします。

まず、少人数学級の効果と課題についてであ

ります。先日、会派で、小学校において少人数

学級を全学年実施している山形県に調査に行か

せていただきました。02年の導入時は変化が見

られたようですが、直近の学年ごとのデータが

不十分で、成果が顕著に出ているかというと、

中・高学年において大きな変化を確認すること

はできませんでした。ただ、子供に向き合う教

師の資質調査を計画的に行い、少人数だけの成

果ではなく、魅力ある教師づくりを行い、子供

に返そうとしている取り組みは評価できるもの

でありました。そこで、本県において少人数学

級に取り組んでこられて６年がたちました、い

ろいろと検証してこられていると思いますが、

どのような効果があったのか、また、どのよう

な課題があったのか。本年度、中学１年にも導

入していますが、どのような効果を期待してい

るのか。教育長にお伺いいたします。

もう一点が、障がい児療育支援体制の強化に

ついてであります。06、07年度に実施された福

祉ゾーンにおける療育支援事業にかかわられた

特別支援学校の教師の声として、個別支援ファ

イルにより支援チームが細やかに子供たちにか

かわっていただいたことに非常に感謝されてお

りました。また、支援チームが福祉・保健・医

療・教育・労働分野の専門家であり、複数の視

点からの助言に説得力があったとして、親自身

の障がい受容にも役立つ等、その効果を高く評

価しておりました。特に、特別支援学校の担任

は、現場レベルでほかの専門機関との連携がよ

り必要であることを、非常に強調されておりま

した。そこで、福祉ゾーンにおける療育支援プ

ログラムの効果をお伺いしたいと思います。ま

た今後、県内全域への普及はどう図ろうとして

いるのか。福祉保健部長にお伺いいたします。

北川ダム問題についてであります。

忘れもしません。97年９月16日、台風19号で

県北の至るところで浸水。特に北川町では、家

族の安否を気遣い濁流の中を帰宅しようとした

方がとうとい命を失う等の大きな浸水被害とな

りました。当時、この台風で生じた浸水被害は

人的被害だと、ダム放流調整の操作責任などを

問うた北川ダム訴訟の裁判が行われるほどのも

のでした。06年に町民らが控訴を取り下げたも

のの、この被害の痛みは今も地元の皆様は感じ
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ておられます。そんな中、前回の議会でも議論

されましたが、来年３月に北川ダム水利権更新

が行われます。許可更新に際して、本県の意見

聴取ができるとされております。そこで、知事

に地元の要望をどう認識されているかお伺い

し、壇上の質問を終わらせていただきます。

後は自席から質問を行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、中小零細の運送業者の現状についてで

あります。最近の世界的な原油価格高騰に伴う

国内軽油価格の大幅な上昇は、本県の経済活動

や県民生活に重要な役割を担っている運送業者

に対して大きな影響を与えており、厳しい経営

状況にあることは十分認識しております。この

ような中、国におきましては本年３月、燃料価

格コストの増減分を別建ての運賃として設定す

る燃料サーチャージ制の導入促進や、荷主によ

る不当に安い運賃設定に対する監視強化等、ト

ラック運送業に対する緊急措置が講じられたと

ころであります。県におきましては、中小企業

相談窓口を設置して相談に応じるとともに、資

金の円滑化のため、本年１月から県中小企業融

資制度の融資要件の緩和を行っているところで

ありますので、引き続き、そういった利活用を

呼びかけてまいりたいと考えております。

続きまして、地球温暖化対策についてであり

ます。平成18年３月に策定いたしました宮崎県

環境基本総合計画では、平成22年度の二酸化炭

素排出量を、基準年の平成２年度と比較して10

％削減するという目標を掲げておりますが、平

成17年度は３％増加しております。地球温暖化

は、人類や生態系に影響を及ぼす大変重要な問

題であり、本県においても積極的にその対策に

取り組んでいかなければならないと考えており

ます。基本的には、県民一人一人のライフスタ

イルや事業者の事業活動を見直し、二酸化炭素

排出量の少ない低炭素社会の構築に向けて取り

組んでいく必要があると考えております。この

ため県では、新みやざき創造計画に基づき、二

酸化炭素削減のための実践活動の促進や、二酸

化炭素の吸収源となる健全で多様な森林づくり

を推進するとともに、太陽光やバイオマスなど

の新エネルギーの導入促進など、地球温暖化対

策を総合的に展開しているところでございま

す。今後とも、県民、団体、事業者、行政が一

体となって、地球温暖化対策に取り組んでまい

りたいと考えております。

続きまして、北川ダムの地元要望についてで

あります。北川ダムの水利権の更新時期を間近

に控え、平成９年に激甚な災害を受けた地元で

は、さまざまな要望があると承知しておりま

す。北川ダムの発電に係る水利権の許可の更新

は、国土交通大臣が行うことになっておりま

す。許可更新に際し、本県に対する意見聴取は

ありますが、新たな条件を課す場合は、河川法

において、必要最小限度かつ不当なものになら

ない範囲だとされております。しかしながら、

流域住民の不安感は根強いものがありますの

で、県といたしましては、延岡市が設立準備中

である国、大分県、宮崎県、延岡市及び関係団

体で構成する、仮称「北川流域防災会議」の場

を通じてさまざまな意見調整を行い、流域住民

の皆様の不安解消に努めていきたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

福祉ゾーンにおける療育支援プログラムにつ

いてであります。県におきましては、平成17年
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度から官民で構成する検討会を立ち上げ、清武

町の福祉ゾーンにおいて、福祉・保健・医療・

教育・労働の関係機関が連携し、個々の障がい

児のニーズや、就学前、在学中、卒業後という

ライフステージに対応した一貫支援を行うため

の新しい療育支援プログラムの開発・試行を

行ってきたところであります。その成果といた

しましては、関係機関がチームをつくって、情

報を共有したり連携を強化することで、障がい

児のニーズに対応した効率的で効果的な支援が

できたことや、個別の支援ファイルを作成・活

用することにより、ライフステージごとに途切

れることなく継続性のある支援が確保できたこ

となどが挙げられます。今後は、これらの成果

を全県的に普及させていく必要があると考えて

おりまして、本年度は、モデル市町村におい

て、地域資源を活用した支援ネットワークの構

築や、一貫支援を行うための療育支援ツールの

改良などの検討及び実践を行っていきたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、本県児童生徒のアレルギー疾患につい

てであります。本県児童生徒のアレルギー疾患

の有病率は、平成19年３月に文部科学省が公表

いたしました「アレルギー疾患に関する調査研

究報告書」によりますと、アトピー性皮膚炎に

つきましては全国より低い状況でありますが、

ぜんそく、アレルギー性結膜炎については、全

国を上回っている状況であります。また、お話

にありました、アレルギー反応により呼吸困難

など複数の症状が、同時にかつ急激に出現した

状態でありますアナフィラキシーを起こすおそ

れのある児童生徒の割合は、小学校で0.41％、

中学校で0.15％、高等学校で0.04％となってお

ります。これらの状況を踏まえ、学校におきま

しては、個々の児童生徒の実態を把握しますと

ともに、今年４月に文部科学省から通知のあり

ました「学校のアレルギー疾患に対する取り組

みガイドライン」に基づきまして、アレルギー

の原因となる食物の除去などの対応をしていく

ことにいたしております。

なお、特にアナフィラキシーは、急性ショッ

ク症状であり、迅速な処置が求められますの

で、県教育委員会としましても、学校における

緊急時の対応などにつきまして、県医師会等と

緊密な連携に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、少人数学級に関する効果と課題等につ

いてであります。少人数学級につきましては、

平成14年度から小学校１年生、平成16年度から

小学校２年生で30人学級を導入しております。

この制度の導入により、学級全体に目が行き届

き、児童の実態を把握しやすくなるとともに、

きめ細かな指導が展開でき、基礎学力の定着等

が図られております。また、児童の欠席日数が

少なくなるなどの具体的成果もあらわれている

ところであります。一方で、定数の範囲内で少

人数学級を実施していますことから、これまで

理科専科等であった教員が学級担任となり、学

校によっては、専科教員がいないことが課題と

なっております。このため、非常勤講師や理科

支援員の配置を行いますとともに、国に対し引

き続き、少人数学級の実施について、定数の改

善を要望してまいりたいと思います。

次に、中学校１年生における少人数学級につ

いてでありますが、中学校におきましては、特

に１年生で不登校の急増や学力格差の拡大な

ど、いわゆる「中１ギャップ」と言われる課題

があります。これらの改善に向けまして、少人
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数学級を平成20年度から３年間、モデル校６校

を指定して試行することによりまして、少人数

学級の効果、適正な学級規模及び人員配置等に

ついて検証することにいたしております。以上

であります。〔降壇〕

○河野哲也議員 答弁、ありがとうございまし

た。

再質問させていただきます。知事も認識され

ているとおり、物流は宮崎の大きな課題です。

その役割を担い苦労されているこのような運送

業者等に対して、原油高騰に対する支援策、本

県では強化されているというふうに認識してよ

ろしいのでしょうか。県の取り組みを商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 最近の原

油価格の高騰に対しまして、県におきましては

昨年の12月に、中小企業者からのさまざまな経

営相談に応じる相談窓口を設置いたしますとと

もに、商工会議所等にも相談窓口の設置を要請

しまして、各種相談に応じられるような体制を

とっているところでございます。また、金融の

円滑化を図りますために、融資につきまして

は、県制度資金の中で最も有利な「経済変動・

災害対策貸付」におきまして、石油関連経費の

割合が５％以上ある中小企業者も対象とするよ

う要件の大幅な緩和を行いまして対応している

ところでございます。この要件の緩和につきま

しては、６月までとしておりましたけれども、

依然として原油価格の高騰が続いておりますの

で、さらに９月まで期間を延長することといた

しております。今後とも、引き続き、原油高騰

を初めとしまして、経済変動により影響を受け

ている中小企業者に対しまして、的確な支援に

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○河野哲也議員 原油高騰の影響は原材料の値

上げというのにもつながっていると申し上げま

したが、実を言うと、小麦粉の値上げというの

が我々の食卓を直撃しているというふうに言わ

れています。実を言うと、私の行きつけのうど

ん屋さん、大変おいしいところなんですけれど

も、そこの大将が、「小麦粉が昨年度末より30

％上がっている。開業以来値上げしてこなかっ

たが、これ以上は据え置きができない。かと

いってこれ以上借金もできん」と語っておられ

ました。おいしいうどんをつくればつくるほど

赤字になる、そういう状況だと。このような零

細事業所関係は融資されにくい状況にあるので

はないでしょうか。融資制度の緩和策は考えて

おられるか、部長に再度質問したいと思いま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内の中

小企業者の方への融資、金融の円滑化を図るた

めに中小企業融資制度というのを設けておるわ

けですけれども、そのような中小企業者のさま

ざまな資金需要に対応するために、平成７年度

以来となる大幅な制度の改正を行っておりま

す。特に、経営状況が悪化しました中小企業者

向けの運転資金として、一般的な「経営安定貸

付」に加えまして、売り上げ減少等に対応する

「経済変動・災害対策貸付」を設けましたほ

か、小口の運転資金に機動的に対応できる「み

やざき頑張る企業応援貸付」の融資限度額を拡

大するなど、制度の充実を図っているところで

ございます。今後は、制度が一層活用されます

よう、その周知に努めてまいりたいというふう

に思っております。

○河野哲也議員 その周知徹底、どうかよろし

くお願いしたいと思います。

宮崎の基幹産業である農業においても、この

平成20年６月18日（水）



- 57 -

問題は大きくのしかかっています。このことに

関しましては、他の議員が御指摘されてきまし

たので、さまざまな制度を確立していただいて

いると思います。今大事なのは、その制度の有

効利用だと考えます。例えば、トラクター等の

農地使用機械などに対しての軽油引取税免税が

あると思います。申請状況は06年で590だと聞い

ております。戸数比にすると少ないのではない

でしょうか。なぜかというと、例えばトラクタ

ーが道路を通ると免税措置されないとか、手続

の煩雑さとか、周知の不足というのがあると考

えますが、総務部長いかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 軽油引取税の課税

免除を受けるためには、県税・総務事務所へ免

税証等の交付申請を行いまして、その承認を得

る必要がありますけれども、やはり免税証等の

不正受給あるいは不正使用、こういったことを

防止する観点から、法令をもとにして、国の通

知等によりまして申請手続が詳細に規定され

て、厳格な審査が求められているところでござ

います。したがいまして、軽油引取税の免税制

度の運用につきましては、引き続き申請される

方に対して、制度の趣旨、あるいは申請手続等

について十分な説明に努めまして、適正な制度

の運用を図ってまいりたい、このように考えて

おります。

○河野哲也議員 先ほども申し上げましたが、

何のための、だれのための免税措置かというこ

と、少しでも農業従事者の経営努力に報いるこ

とができればと考えて、例えば運用面等の改善

があってよかれと思うのです。窓口に行かれる

方は高齢者じゃないかなと思います。県のホー

ムページでこの軽油引取税の説明とか―結

局、ホームページに掲載されていると、高齢者

は見ません。そういう部分で窓口の丁寧な対

応、それから制度利用促進を望みますが、そこ

ら辺の連携を、農政水産部長、どのように図ら

れていますか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 重油価格の高

騰等によりまして農業経営への影響が懸念され

る中で、軽油引取税免税制度を活用して経費の

節減を図ることは重要なことだというふうに

思っております。その連携のお話でございます

けれども、私どもといたしましても、県税担当

部局、それから市町村、ＪＡ等の関係団体との

連携を図りながら、農業改良普及センター等に

おきまして制度の周知に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○河野哲也議員 １リットル32.1円の特例税率

への免税です。農家の方がもう一踏ん張りして

元気になっていただければ、逆に納税率のアッ

プとなるのではないでしょうか。御一考くださ

い。

温暖化対策について質問させていただきたい

と思います。先ほどの条例の改正点の２点目と

して、地球温暖化防止活動推進センターの見直

しを図るとされております。全国地球温暖化防

止活動推進センターが主催して、２月に、ス

トップ温暖化「一村一品」大作戦というコンテ

ストが行われました。この最優秀賞が、実を言

うと自治体じゃなくて京都府の高校生、高校の

１つの科だったんですね。本当に若い世代が意

欲的に温暖化対策に取り組んでいるということ

で、賞されていました。ちなみに宮崎は優秀賞

でした。内容としては、廃油の回収、バイオ

ディーゼル燃料をつくるための装置の製作、燃

料の精製、使用。副産物にグリセリンがあるん

ですけど、その有効利用の研究等で評価された

ようです。温暖化対策にとって、関係機関にお

ける連携・協力がより実効性のあるものになる
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と考えますが、本県の地球温暖化防止活動推進

センターの実情について、環境森林部長にお伺

いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県では、法律

に基づき指定をしました地球温暖化対策の普及

啓発の拠点であります「地球温暖化防止活動推

進センター」と協働して、広く県民への普及啓

発に努めているところであります。センターで

は、県民からの照会や相談に応じ、必要な助言

を行いますとともに、地球温暖化に関する講演

会や、学校や地域の要請を受けまして出前講座

を開催いたしております。さらに、地域におい

て地球温暖化対策に取り組みます「地球温暖化

防止活動推進員」の資質向上のための研修会を

行っているところであります。今後とも、この

ような普及啓発活動を通じて、地球温暖化防止

活動の輪を県全体に広げてまいりたいと考えて

おります。

○河野哲也議員 クリスマスにセンター主催の

ライトダウンという企画もされていて、本当に

具体的な活動をされているというふうに思って

います。実を言うと、公明党青年局の提言で、

洞爺湖サミット初日の７月７日を「クールアー

ス・デー」、地球温暖化についてみんなで考え

行動する日として決めていただきました。７月

７日は七夕です。ぜひ当日は、県下各家庭、企

業でライトダウンを行い、七夕の夜空を見上げ

ようと呼びかけてはいかがでしょうか。ちなみ

に100万世帯の家庭で２時間ライトダウンを行っ

た場合、200トンのＣＯ２削減ができるそうで

す。また、毎年七夕は、星空のもと、家族と友

人で地球環境について考える日として、ライト

ダウンの推進をしていただきたいと考えます

が、環境森林部長いかがでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 国におきまし

ては、夏至の日の６月21日と、洞爺湖サミット

初日になります７月７日の午後８時から10時ま

での２時間、全国のライトアップ施設に対し、

明かりを一斉に消すライトダウン運動を呼びか

けております。本県におきましても、平成15年

度からライトダウン運動に取り組んでおり、平

成19年度は、県や市町村、民間の67施設に協力

をいただいたところでありますが、本年度にお

きましても積極的に取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。

○河野哲也議員 ぜひ、企業だけじゃなくて各

家庭への啓発もお願いしたいと思います。

新みやざき創造計画の中に、「環境にやさし

い新エネルギー導入の促進」とあります。先

日、知事のインタビューが掲載されている雑誌

を読んでいますと、「世界最大級の太陽光発電

所をつくる」という見出しが飛び込んできまし

た。まず、記事の中は、延岡の紹介をしていた

だいた後、「さらに」ということで、「本県

は、環境にまつわるプロジェクトが期待され、

本県の特徴ある気候風土から、環境関連産業の

集積地として将来、飛躍する可能性を秘めてい

る」として、大臣に太陽光発電所の建設をお願

いしたとありました。何とかチャンスをつかみ

たいと思いますが、太陽光発電所の建設に関す

る知事の考え、お伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるように、

各インタビューの中で、環境問題については自

分なりの考え方を発言させていただいておりま

す。本県が有する資源として、日照時間とか晴

天日数というのが全国でも有数でございます。

ベスト３に入っていると思うんですけれども、

そういったことを生かす新産業の創出というこ

とは、本県の浮揚に対しても重要かなと思って

おります。宮崎は「緑と太陽の国」と言ってお
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りましたが、21世紀の新しい「緑と太陽」とい

う概念は、緑は、ＣＯ２を吸収するような自然

環境に優しい緑ということ。太陽というのは、

太陽エネルギーとか太陽光発電といった、オゾ

ン層に破壊されていない、健全な太陽を利用す

るといったような「太陽と緑の国」、環境の先

進県でありたいと私は思っております。そう

いった意味でも、太陽光発電というのは有効な

アピールにもなるんじゃないかと思いまして、

先日、経産省の甘利大臣のほうに私の考えをお

伝えしたわけでございます。

ただ、宮崎の場合、フリーウェイ工業団地と

いうところが20数ヘクタールあいております。

あそこあたりが土地としては―私の調べた結

果によると、10～15、下手すると20メガワット

ぐらいの太陽光発電所が可能であるというふう

なことでした。今、大阪の堺にあるんですけれ

ども、地元の電力会社と地元の企業が一生懸命

になってくれなきゃいけないと思いますので、

その辺には積極的に働きかけて、環境先進県で

あるというような宮崎県の今後の売り出し方、

アピールの仕方、あるいは浮揚の仕方というも

のを考えていきたいと思っております。

○河野哲也議員 知事は「日本一が大好きだ」

と、先ほど発言されました。世界一の発電所に

挑戦したいということなので、よろしくお願い

します。ちなみに、延岡にもクレアパークとい

う敷地があります。御検討ください。

学校におけるアレルギー疾患対策について、

質問をさせていただきたいと思います。答弁の

中で、ぜんそくとアレルギー性結膜炎の有病率

は全国を上回っているとのことでした。アレル

ギー性結膜炎は、宮崎で多く見られる杉等の花

粉に起因するというふうに考えられますが、な

ぜ、ぜんそくが多いのでしょうか。どうしても

疑問で、インターネットで検索してヒットした

記事の中に、ちょっとショッキングな記事が

あったので読みます。昨年６月の新聞記事に、

「ぜんそく死に最大3.4倍の地域格差、吸入薬使

用率と連動」という見出しで、「気管支ぜんそ

くの発作による死亡率に、都道府県間で最大3.4

倍の医療格差があることが、調査で明らかに

なった」と報じられていました。「気道の炎症

を抑える吸入ステロイド薬の使用率が低い地域

で死亡率が高い傾向がある」と、ドクターの調

査報告がありました。05年の都道府県ごとの統

計をもとに、高齢化による地域差の影響を除い

た死亡率を計算して、死亡率が最も低かったの

が静岡1.34人、富山、新潟と続いて、最も高い

のは宮崎4.54人で、静岡の約3.4倍。以下、沖

縄、徳島の順で、西高東低の傾向を示したとあ

りました。そこで、本県は学童期においてぜん

そくの有病率が高いことについて、教育長どう

思われますか。

○教育長（渡辺義人君） 医学的な見解につき

ましては、私も十分承知をしていないところで

ありますけれども、ぜんそくは重症化しますと

命にかかわるということでありますので、学童

期におけるぜんそくの有病率が高いということ

は、大変懸念をしているところであります。ぜ

んそくの発作の誘発要因や症状につきまして

は、それぞれの児童生徒によって異なりますけ

れども、その背景としましては、例えば、気密

性の高い住宅環境ですとか大気汚染、それから

食生活など児童生徒を取り巻くライフスタイル

の変化などが考えられるのではないかなと思っ

ております。学校におきましては、日常の健康

観察や保護者との情報の共有によりまして、例

えば体育の授業参加や掃除当番での配慮など、

個々に応じた適切な対応をしているところであ
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ります。県の教育委員会といたしましては、今

後とも、学校環境衛生の基準に基づいた環境整

備を図りますとともに、発作の予防と対応の徹

底について、市町村教育委員会など関係機関と

の連携に努めてまいりたいと考えております。

以上であります。

○河野哲也議員 先ほど、ガイドラインのお話

をしましたが、そこには、ぜんそくは今、「我

慢の治療」から「発作を起こさない治療」へ変

わっているというふうに述べられています。と

ころが、教育現場では、先ほどの答弁ではいろ

いろな取り組みをしているというお話だったん

ですけど、こうした適切な医療についての理解

が進んでいないために、ぜんそくの発作が起こ

りそうだから体育は無理だということで見学さ

せる。実を言うとそうじゃなくて、運動する前

の薬の吸入、十分なウオーミングアップ等、予

防しながら運動を続けることによって、運動で

誘発されるぜんそくも起こりにくくなっている

というふうになっています。こうした適切な対

応が学校現場で必要になってくると。

それから、薬関係なんですけど、学校によっ

ては、預かることはできない、学校に持って

いってはいけないなど対応がばらばらになっ

て、適切な自己管理を行う観点から、学校が積

極的にかかわっていただきたいなというふうに

思います。実を言うと、先ほどのアナフィラキ

シーもそうなんですけど、数的には人数が出な

かったんですが、本県の実態は全国の平均の３

倍近い有病率ということで出ています。学校で

治せと言われてもできませんので、病院に着く

前の治療薬としてアドレナリン自己注射、エピ

ペンというのが今後普及していくということで

す。ところが、これはその発作が出たときに使

わなきゃいけませんので、お医者さんとか保護

者は間に合わないということで、学校に任せる

ということが今後多くなってくると思います。

そのときに、本人の意識が薄れていく状況の中

で、だれがどうするのかという対処、養護教諭

だというふうに……。それでは本当に養護教諭

の負担増になっていくということが目に見えて

いますので、校長以下学校全体の取り組みとい

うのが今後大事になってくるということを考え

ていただきたいと思います。該当する児童生徒

がいる学校では、積極的な対応をよろしくお願

いしたいと思います。

少人数学級の効果と課題についてでございま

す。低学年における少人数学級の細やかな指導

について、効果が出ているということはわかり

ました。ただ、課題についても述べていただい

たように、専科教員が学級担任になることに

よって、児童の理科離れとか、理科専科による

指導からそういうことがなくなるということ

で、理科離れとか音楽離れという実態があると

いうふうに、懇談の中で報告がありました。特

に高学年の学級担任は、専科の授業がなくなり

ますので、それだけ授業負担、授業時数の増に

よる負担がふえていくということになります。

これは担任が自分の仕事という部分で非常に苦

労されている部分だと思います。どのようにこ

こら辺対応しているか。教育長よろしくお願い

します。

○教育長（渡辺義人君） 理科等の専科教員が

学級担任になったことへの対応につきまして

は、国の事業を活用しまして、理科が得意な人

材を理科支援員として、平成19年度には30校17

名、平成20年度ベースでは38校に21名配置をい

たしまして、小学校５・６年生の理科教育の充

実を図っているところであります。さらに、市

町村の判断によりまして、非常勤講師を理科専
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科教員として活用しているところであります。

今後とも、少人数学級の導入によりまして理科

教育に影響が生じないように、例えば授業内容

の工夫改善ですとか、研修による教職員の指導

力の向上を図っていくことが大事ではないかな

というふうに考えております。以上でありま

す。

○河野哲也議員 どうかよろしくお願いしま

す。

障がい児療育支援体制の強化ということで、

全県的に広げていく必要性を、非常に私も強く

感じています。福祉ゾーン以外は、支援チーム

も集まりにくい等の人的な不足が今後考えられ

ると思います。拡大するのは結構困難ではない

かと考えますが、先ほどの答弁の中の個別支援

ファイルの作成、非常にこれは効果的じゃない

かなということで、療育支援のツールがかぎと

なると思いますが、福祉保健部長いかがでしょ

うか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 支援ツールと

いいますのは、いわば母子手帳のような情報

ファイルでありまして、個々の障がい児ごと

に、生まれたときからの生育情報とか日常生活

動作の評価、支援の内容等を継続的に記録し

て、将来に向けて一貫した支援に活用できるも

のを想定しておるところであります。清武の福

祉ゾーンにおける事業におきまして、こうした

個別ファイルをつくったわけでありますが、今

後、おっしゃるような全県的な展開に向けて実

用的な改良を重ねていきたいというふうに考え

ております。また、支援の効率化や迅速性の観

点から、いろいろ解決すべき課題もありますけ

れども、インターネットを活用した情報の電子

ファイル化についても、検討してまいりたいと

考えております。

○河野哲也議員 この療育支援システムが県下

に確立できれば、それを未就学期、卒業後の支

援につなげていけるというふうに考えます。ぜ

ひ療育支援の宮崎モデルをつくっていただきた

いなというふうに思います。

最後に要望です。知事の答弁で、北川ダムの

水利権の件ですけど、新たな条件を課す場合

は、河川法において、必要最小限かつ不当なも

のにならない範囲ということで答弁がありまし

た。今、地元では、北川ダム対策検討委員会が

複数回開かれ、この必要最小限の要望を準備さ

れていると伺っております。河川法で、水利権

更新というのは、期限の６カ月前から国土交通

大臣あてに行うこととされています。北川ダム

は、早くてことしの10月ということになります

と、本当に時間がない。そういうことを考えて

いただいて、どうか知事、地元の思いをぜひ国

のほうへ伝えていただきたいというふうに要望

して、すべての質問を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすは午前10時開会、本日に引き続いて一般

質問であります。

きょうはこれにて散会いたします。

午後２時45分散会
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平 成 2 0 年 ６ 月 1 9 日 ( 木 曜 日 )

午前 10時０分開議
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5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）
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12番 坂 口 博 美 （ 同 ）
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22番 押 川 修一郎 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員43名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、きのうに引き続き一般質問で

あります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、武

井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、武井俊輔でございます。今回で３回目の一

般質問になります。今回、この質問に向けてさ

まざまな調査も重ねてまいりましたので、執行

部におかれましては、明瞭な答弁をよろしくお

願いいたします。では、早速質問に移らせてい

ただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

知事が選挙の応援にまで行かれた大阪府の橋

下徹知事ですが、人件費にまで踏み込んだ、ま

さに聖域なき財政改革に取り組んでおられま

す。知事は、その行政姿勢についてどのように

評価しておられるか、お伺いいたします。

続いて、知事の国政転身等についての話でご

ざいます。知事の話は、いろんなことが、あり

とあらゆるところで話題になりますが、その中

には、知事は国政に転身するのではないかと

いったようなことも多く出てまいります。県庁

での定例記者会見でも、県政と同じぐらい国政

の話題や見解が求められております。知事は、

国政転身が県民の中で取りざたされていること

についてどのような認識をお持ちか、見解をお

伺いしたいと思います。

以下、自席で行います。ありがとうございま

した。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

橋下知事の府政への取り組みについてであり

ますが、大阪府の橋下知事におかれましては、

就任以来、市町村長や府職員など関係者と精力

的に対話を重ねる中で、改革の必要性を説き、

先日、財政再建、政策創造、府庁改革を主な内

容とする『大阪維新』プログラム（案）を示さ

れたところでございます。短期間でよくまとめ

られたものと考えておりますが、大阪府の状況

を考慮すれば、あの改革案は必要不可欠であ

り、府民から高く支持されているということ

も、評価に値するものだと考えております。私

自身、就任４カ月余りで、マニフェストを踏ま

えた総合計画並びに新たな行財政改革大綱をま

とめ上げておりまして、スピード感を大事にす

る点や改革の方向性という点においては、相通

ずるものがあると感じております。今後、橋下

知事におかれましては、改革案の実行に当た

り、大変な御苦労に直面されると思いますけれ

ども、同じく改革に取り組む者として、その動

向に注目をしてまいりたいと考えております。

続きまして、私の今後についてであります。

最近の私の国政に関する発言等をとらえ、国政

に転身するのではないかという見方をされる方

もおられるようでありますが、私の行動は、あ

くまでもこの国のあり方を変えることがひいて

は本県の発展に結びつくものと考えてのことで

あります。これまでにもたびたび申し上げてお

りますが、私が知事を志しましたのは、地方の

立場で宮崎の活性化に尽力したいという強い気

持ちからでありました。ちなみに、坂本龍馬、

高杉晋作、西郷隆盛といった方は、あの方たち

は国政なんでしょうかね、地方政治なんでしょ

うかね。今後とも、与えられた任期を県民の皆
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様との約束を果たすために誠心誠意努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○武井俊輔議員 では、続いて自席から質問い

たします。

先ほどの答弁に対して質問していきます。確

かに知事と比べましても、橋下府知事の改革は

非常に急進的な感はありますが、人件費や外郭

団体等へのメスの入れ方は、大阪の府民からも

高い評価を受けているようでございます。知事

は、橋下府知事のような具体的な取り組みをど

んどん進めていきたいというお考えはあります

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） 本県におきまして

も、平成15年12月に第１期の財政改革推進計画

を、平成19年３月には第２期の財政改革推進計

画を策定し、取り組みを進めているところでご

ざいます。この中では、歳出面での対策として

は、義務的経費、投資的経費、一般行政経費、

執行段階での経費節約等を図ることとしており

ます。また、歳入面での対策として、自主財源

や依存財源の確保に努めることとしているな

ど、手法としては大阪と同様でありまして、予

算規模に対する改革の割合は同程度でございま

す。三位一体の改革の影響を初め、地方交付税

や県税収入など予想外の落ち込みなどにより、

引き続き厳しい状況が続いておりますが、財政

改革推進計画を着実に推進して、持続性のある

財政構造へ転換を図りたいと考えております。

○武井俊輔議員 わかりました。人件費等に手

をつけていくというのは、本当になかなか最終

最後の、基本給にということ、手段になります

ので、とにかく今おっしゃったような改革を一

層進めていただきたいと思います。

続いて、先ほどありました国政の件ですが、

歴史上の人物になぞらえてお話しされましたけ

れども、先ほど申し上げましたような県民の不

安の声もあります。２期目以降はもちろん政治

的な判断があると思いますが、少なくともこの

１期は最後まで、任期満了まで務めていただけ

るということでよろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は、宮崎の浮揚と

いうことを大前提に考えて、宮崎の発展という

ことを考えて、一日一日を誠心誠意県政運営に

務めてまいりたいと思っております。

○武井俊輔議員 わかりました。今お約束はな

かったということになるのかなと思いますが、

結構です。

次に進みます。テレビ出演のあり方について

お伺いいたします。テレビ出演のあり方につい

ては、今まで何度か議会でも取り上げられまし

た。県民のもっとＰＲしてほしいという声が多

いというのも、よくわかっております。しか

し、知事として公務を担う性格上、そこには一

定の出演の基準等があるかと思いますが、それ

をお教えください。

○知事（東国原英夫君） 私は、マニフェスト

の中で、宮崎をＰＲするということは宮崎県民

の皆さんとお約束をさせていただいて、そのマ

ニフェストどおりにお約束を果たすべく、これ

まで行動してまいりました。しかし、宮崎をＰ

Ｒするというのは、どこまでＰＲすればいいの

かとかいうようなライン引きというのは、非常

に難しいと思うんです。これで終わりなのか、

もっとするべきなのかというのは、私の判断に

よるところなんですが、宮崎県民の皆さんの意

見も十分お伺いしながら―その番組の内容に

ついては、宮崎県を最大限ＰＲするというのが

前提でございますが―その質等については

やっぱり考慮していかないといけないと。考慮
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しているつもりでおりますが、一部から、出過

ぎとか露出のし過ぎとかいうような御意見も

賜っております。そういった貴重な意見も勘案

しながら、今後、出る番組、ＰＲする番組を選

別していく予定でおります。

○武井俊輔議員 わかりました。ただ、私が見

ている番組でも、中には疑問に感じるようなも

のもありました。例えばあるトーク番組で、

「恥ずかしい」に「事」と書いて「恥事」と呼

ばれるとか……。やはり、こういったものとい

うのは、知事の品格として非常に疑問がありま

す。例えば、事前にプロデューサー等と打ち合

わせをするとか。そういうことはちゃんとされ

ているのか、お伺いします。

○知事（東国原英夫君） 台本等々は事前にい

ただいて、十分な検討はしておるんですが、

「恥事」というのは、私は記憶にないんですけ

れども……。どういった番組か、私は把握して

おりません。できるだけそういった宮崎県のイ

メージダウンにならないように、あるいは本

人、知事の、あるいは行政のイメージダウンに

ならないように心がけているつもりでおりま

す。

○武井俊輔議員 番組は、島田紳助さんの番組

であったと記憶しておりますが、ぜひそういう

ことがないようにお願いをしたいと思います。

知事の上京についてお伺いをいたします。上

京―東京に行くということですね。週末は、

公務、政務を問わず、よく県外に出られており

ます。秘書課に調査を依頼しますと、上京、つ

まり東京に行った回数は、公務が32回、政務

が40回ということでございました。他県や海外

は除いておりますから、計算上は、ほぼ毎週、

県外に出ておられるのではないかということに

なるわけでございます。知事は就任のとき、同

じ選挙に出馬された方を副知事にするという話

が浮上したときに、その方が「毎週、東京に帰

りたい」と言っている、それでは副知事の職は

難しいのじゃないかといって断念されたという

経緯があったかと思うんですが、結局は同じこ

とになっていないかと思うんです。県内でのイ

ベントでも、「きょうは県外」ということも多

いのですが、今後の上京、県外に出られるとい

うことについてどのような見解を持っていらっ

しゃるか、お伺いします。

○知事（東国原英夫君） ちょっとおかしな話

でございまして、その副知事になっていただき

たいと僕が要望した方は、「必ず土日は東京に

帰りたい」とおっしゃったんです。ですが、

「帰りたい」と「行きたい」というのは全然違

うわけです。どちらをふるさとだと思っている

かという話なんです。まず、ここが一つ気に

なったところです。私は、県外に出張すること

を予測しておりませんでした。でも、結果、宮

崎をＰＲしたり、あるいは国から、あるいは政

府・与党、野党さんから地方の意見を聞かせて

くれといったこと、あるいは全国知事会、それ

以外の国政、地方政治にかかわるシンポジウム

等々のリクエストが多うございます。そういっ

たものにできるだけ地方の声を届けたいという

気持ちで県外に出張させていただいた結果が、

そのような数字になったということです。でき

るだけ政務と公務をあわせて行くように、コン

パクトにまとめて行くようにしております。そ

の中で効率というものは重視しておりますの

で、無駄に県外に出張したり、そういったこと

はないと思っております。

○武井俊輔議員 知事に伺いますが、知事は別

に大学の先生とかコンサルタントではないわけ

ですから、一義的には、宮崎にいて宮崎県民の
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声を聞くのが仕事であって、優先順位的には、

地方の声を発信するのはその下ではないかと思

うんですが、その認識をお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 県民の声を聞いてい

ないんじゃないかというようなお声もちょうだ

いするときがありますが、これはデータはござ

いませんが、前の知事さん、その前の知事さん

よりも県内を回っている回数がふえているとい

うのがございます。これは詳しいデータはござ

いませんが、リクエストがあるんだったら、そ

のデータを出します。「県民の声」「県民フォ

ーラム」、あるいは「ひざ詰めトーク」等で、

十分に宮崎県民の皆さんの声を聞いているつも

りではおります。ただ、宮崎県内にずっといる

だけでは、井の中のカワズ、コップの中の議論

になってしまいます。やはり県外から宮崎を見

るという視点も重要かなと、私は考えておりま

す。

○武井俊輔議員 いろいろとこれだけ議論して

いても時間もありませんので、次に移ります。

台湾航空路線の振興についてでございます。

就航時は、お見合いツアーなど大変話題性のあ

るものがありましたが、大事なのは継続性であ

ると思います。今後の台湾路線振興への取り組

みをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 今回、国際定期便を

就航していただいて、台湾政府あるいはエバー

航空、関係各位の方たちには本当に心から感謝

申し上げたいと思っております。今まではチャ

ーター便で非常に実績を残されて、その功績が

また実を結んだ結果じゃないかなと思っており

ます。定期便になりますと、チャーター便より

も便利な部分、あるいは逆にちょっと不便な部

分等々も出てくるかと思いますが、定期便化さ

れたということは、やはり台北と、台湾と宮崎

を結ぶきずなというものが非常に強まったとい

うような認識をしております。今後は、この定

期便をどう増便していくか、あるいはこの定期

便をどう維持していくかが、我々に課せられた

課題だと思っています。そのためには、やはり

台湾から宮崎に来られる方だけではなく、宮崎

から台北に、台湾に行っていただく。あるい

は、宮崎だけではなく、鹿児島や熊本、大分、

近隣の県、九州枠内から台湾に行っていただ

く。それは、観光であったり、ビジネスであっ

たり、学業であったり、修学であったり、さま

ざまなケースがあると思いますけれども、そう

いった方たちが一人でも多く人的な交流を深め

ていく、盛んにしていくということを、我々は

行政として取り組んでいかなければいけないと

認識しております。

○武井俊輔議員 最初は派手でも、続かないと

いうことではいけませんので、ぜひ今のような

取り組みをお願いしたいと思います。

次に移ります。移住促進、マニフェストに掲

げられていたものでございます。知事は100世帯

移住を掲げられまして、取り組んでおられます

が、とりわけ団塊の世代の退職を踏まえ、高齢

者の移住等によるサンシティ構想など、さまざ

まな動きが出ております。このような高齢者移

住等への取り組みをどのようにされようとして

いるか、見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 県では、交流人口の

増加等による地域の活性化を図るため、御質問

のありましたような高齢者を含め、あらゆる世

代を対象として、県内各地域への移住とか二地

域居住を促進する必要があると考えておりま

す。そのために、移住者を実際に受け入れる市

町村の取り組みが重要でありますので、お試し
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滞在とか空き家情報の提供等に積極的に取り組

んでいる市町村を支援するとともに、県といた

しましても、私みずから出席しての大都市圏で

の移住セミナーの開催とか、県外事務所等に相

談窓口を設置するなど、体制整備を行っている

ところであります。今後も、市町村や関係機関

等と連携して、４年間で100世帯の移住というも

のの実現に向けて、鋭意取り組んでいきたいと

考えています。

○武井俊輔議員 次に、エコクリーンプラザみ

やざきの問題に移らせていただきます。

知事は２月の段階で、緊急性は低いと説明を

受けた旨の答弁をされていました。

まず、環境森林部長にお伺いをいたします

が、知事に対して２月の段階ではどのような報

告をされたのか、また知事が結果として高い意

識を持てなかったということについて、どのよ

うにお考えであるかお聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） ２月21日に、

担当課が知事に対しまして、浸出水調整池は第

３水槽のみで賄えているが、想定外の大雨や大

地震も予想されるため、浸出水調整池の補強工

事を速やかに行う必要があること、また、公社

が県や関係市町村に対して浸出水調整池の補強

工事の費用負担を要請していたことから、費用

負担の了解が得られ次第、できるだけ早期に補

強工事を実施したいとの報告を行ったところで

あります。その際、知事からは、できるだけ早

期に補強工事を行うことについての了解を得た

ところであります。

なお、知事報告の時点では、漏水の事実や第

３水槽以外の水槽の使用を把握していなかった

ことから、緊急を要する問題であるとの認識を

持たずに、知事へ報告を行ったものでありま

す。

○武井俊輔議員 知事にお伺いいたします。去

る金曜日の環境農林水産常任委員会の宮原常任

委員長の委員長報告の際に、首をかしげたり、

御不満そうな表情が見てとれましたし、新聞で

も書いてあったんですが、委員長報告について

の御所見をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 不満そうにしていた

かどうかというのは、武井議員の主観でありま

して、一般的に表情でうかがわれるということ

の判断はしかねると思います。

所見でございます。今、環境森林部長からも

答弁がありましたように、２月の時点では、第

３水槽で当分は賄えるという報告がありました

ので、私自身、危機感や早急に対処しなければ

いけないという感は、そこではありませんでし

た。４月17日の報道、そしてその後の21日の報

告により、想定外の災害等々について、第１、

第２の補強工事が必要である、あるいは漏れ

や、第１、第２を使っていたなどというような

報告を受けて、これは緊急を要するという認識

を持ったものでありますので、２月の時点で私

が緊急性を持っていなかった、それを認識して

いなかったことに対して、執行部と私の中で意

見調整あるいは意思の疎通が行われていなかっ

たという指摘に対して、私はどうかなという疑

問を持った次第でございます。

○武井俊輔議員 とにかく、知事は長たるこの

組織を預かっているわけですから、結果として

こういう事態になったということ、これはまた

今後の県庁内での意思疎通に課題を残したのは

事実であると思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

質問を続けます。県は、この問題の解決のた

めに外部調査委員会を設置いたしました。県議

会のみならず、該当市町村の首長さんや議会
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も、この経緯には大変注目しております。私も

先日、第１回を傍聴したんですが、非常に技術

的な観点の専門家が多く、また人数も４人と、

大変少ない印象を受けました。このメンバーは

だれの責任で決まったのか、また当時の経緯を

よく知る住民代表等が入っていないのはなぜ

か、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 外部調査委員

会は、客観的・専門的立場から、事実の調査、

問題点の摘出と整理、責任の所在の調査等を

行っていただくことにしております。このた

め、環境工学、地盤工学、コンクリート工学の

専門家だけでなく、法律や会計の専門家にもお

願いし、技術的な面の検証に加えまして、予算

執行や意思形成過程などを調査、検証していた

だくこととしました。委員の就任につきまして

は、県内の状況にも詳しく、かつ迅速な調査、

検証が求められることから、県内在住のそれぞ

れの分野に精通した方々に、５月27日、知事名

で就任をお願いしたところであります。なお、

地元の住民の皆様の御意見につきましては、意

見調整や情報交換を行うために、関係市町村

長、地元対策協議会長などで組織します連絡調

整会議を設けているところであります。

○武井俊輔議員 部長に伺います。最も切迫感

を持って問題の解決を望む意思を持っているの

は、やっぱり住民の方だと思うんですが、今

後、例えば委員会に追加していくとかいう御予

定はありませんか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 現時点では、

先ほど申し上げました観点でお願いしておりま

す。ただ、今後これを進めていくに当たって、

いろんな要望とか必要性等も出てこようと思い

ますが、それが委員の追加ということになるの

か、あるいは具体的にそれを進めていく場合、

特に土木、地質工学関係で専門的な、例えばワ

ーキングコンサル、あるいはそういった方面で

の詳しい方の意見を聞くとか、そういうことは

今後十分できるように要綱上もしておりますの

で、今後の委員会の審議に沿いまして、必要な

対応というのは考えておるところでございま

す。

○武井俊輔議員 そのあたりでの姿勢というの

を、ぜひよろしくお願いしたいと思うんです。

知事に伺いますが、昨年行われた事業仕分け委

員会では、いろいろ公募などもありましたの

で、今回、対応がちょっと違うなと思っている

んです。また、会議を見ていましても、例え

ば、委員長からスケジュールは４回程度でとい

う発言があって、慌てて副知事が修正をされた

りということがありましたけれども、私は見て

いて、既にもう幕引きへのレールが敷かれてい

るんじゃないかなという懸念を非常に感じたん

ですが、そのようなことはないということでよ

ろしいでしょうか。知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） それは何に対しての

幕引きですか。エコクリーンプラザみやざきの

問題―そういうことはございません。外部調

査委員会に徹底的に調査していただいて、責任

所在を明らかにして、その後、執行部、委員

会、公社、県、任命権者が処分等々のことを検

討するものだと思っております。

○武井俊輔議員 そのようなことはないと期待

をしたいと思います。

同じく外部調査委員会の委員長が、報道の中

で、責任追及等は難しいという旨のコメントを

しておりました。独立した事務局すらなく、ま

た警察権限も持たないこの委員会に、どの程度

まで真相究明が期待できるのか、伺いたいと思

います。
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○知事（東国原英夫君） 重複しますけれど

も、外部調査委員会には、徹底的な原因の究

明、そして責任の所在を明らかに、明確化して

いただくということでございます。

○武井俊輔議員 では、仮に外部調査委員会が

責任者の処分等は難しいという結論を出したと

して、県はその結論は結論として、改めて県と

しての判断で処分ないしは告発等を行うという

ことはあり得るのか伺います。

○知事（東国原英夫君） あくまでも外部調査

委員会の調査結果を見てからの判断になると思

います。

○武井俊輔議員 知事は任命権者ですから、そ

のあたりは調査結果を見て適切な判断をしてい

ただきますよう、切にお願いしたいと思いま

す。

責任問題について、もう一つ重要な問題を指

摘したいと思います。最高責任者でありました

過去の理事長についてお伺いをいたします。ま

ず、この公社が設立されたときから、理事長は

代々、副知事が務めてまいりました。初代は中

里清敏氏、続いて折笠竹千代氏、鈴木良一氏、

三宅義彦氏と続いてまいりました。いずれも総

務省及び旧自治省からの派遣の方です。現在、

田中義信理事長はあらゆる場面で矢面に立って

いらっしゃいます。その逃げない姿勢には、私

は大変評価をし、敬意も表しております。しか

し、考えてみますと、言ってみれば田中理事長

はたまたまこの席にあったということで、ばば

抜きでばばを引いたようなところがあるんじゃ

ないかなと、私は思っております。本来は、こ

れらの方、特に計画策定及び建設時の６年間在

籍をした鈴木、三宅の両氏は、宮崎に来て、県

民に対して経緯、見解を説明する義務があるの

ではないかと思いますが、知事の見解を求めま

す。

○知事（東国原英夫君） 歴代の理事長に関し

ましては、外部調査委員会に、必要に応じて事

情を説明していただくこととなると思います。

○武井俊輔議員 県としては、そういったお話

を聞くという意思はないということでしょう

か。今まで聞かれたこともないということで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 今まで聞いたことも

ございません。この問題は、外部調査委員会に

全面的に付託をしましたので、今はその調査結

果を見守る、その調査結果が出るのを待ってい

るという状況でございます。

○武井俊輔議員 ここは極めて重要なところだ

と思うんですね。外部調査委員会はわかるんで

すよ。しかし、当時は県の外郭団体として県の

指揮下にあって、その人たちは理事長であった

わけですから、それは県として当然責任がある

と私は思っております。国から来て、帰ったら

責任とらなくていいんですか。当時は、副知事

が理事長をするほどの組織だからと言って、住

民に説明をしていたんです。そういう人たちの

結果責任を問うのは当然のことじゃないかと、

私は思います。考えてみてください、皆さん。

皆さんが住民の立場だったとして、「当時の社

長は知らんと言っているので、済みませんね」

ということで納得しますか。

改めて聞きます。知事に伺いますが、鈴木・

三宅両氏に対して、道義的な部分も含めて責任

はないのか、また知事として、宮崎県として話

を聞いたり、宮崎に呼ぶ意思はないのか、改め

て伺います。

○知事（東国原英夫君） 何度も申し上げます

けれども、外部調査委員会の徹底した調査を私

は要求しているわけでございます。当然、その
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中で理事長なり何なりの関係者の情聴取は行わ

れると思います。そしてまた、それはオープン

になると思います。それは県民の皆さんの前に

白日のもとにさらされると、私は思っておりま

す。

○武井俊輔議員 確認ですが、でしたら、今申

し上げたような方々は、いずれ宮崎に来て、県

民に説明する機会があり得ると、知事はお考え

になっているという理解でよろしいですか。

○知事（東国原英夫君） 何度も言いますけれ

ども、外部調査委員会の調査、報告で考えた

い、検討したいと考えております。

○武井俊輔議員 この問題は国と地方自治体の

あり方にも大きく関係することだと、私は思い

ます。

副知事にお伺いをいたします。副知事は調整

会議の議長などを務めておられます。また、例

えば、昨年であれば裏金問題の責任者などもさ

れておりましたが、御自身が受けた役職につい

て、宮崎県副知事として在任中の問題が発生し

た場合、本省に戻られた後であったとしても、

宮崎に戻ってきて県民に対して説明をするとい

う意思はありますか。

○副知事（河野俊嗣君） 仮定の御質問であり

ますが、いずれにせよ、そのときに自分が担っ

ておった責任というものはしっかり重く受けと

めて、その中で自分の果たすべき役割を粛々と

果たしてまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 やはりそれがなければいけな

いと思うんです。

再び知事に伺います。先ほど外部調査委員会

の話もありましたが、国から来られた方は、権

限はあるが責任は問われないということになれ

ば、やはりこれは非常にひどい話だと思うんで

す。ですから、今後、副知事などを総務省から

迎える場合は、今、副知事がおっしゃったよう

なことを確約して迎えるべきじゃないかと思い

ます。この公社の問題はまさに、責任をとるべ

き人がとらない。トップをすげかえて責任の所

在をあいまいにする。公社はまさに責任のロン

ダリング組織になっているんじゃないかと私に

は見えるのですが、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 私自身、就任してか

ら数多くの理事長や顧問や代表というものにつ

かせていただいています。私がその折々に考え

るのは、責任は私にあるのだなということでご

ざいます。それは自覚して、その理事長という

立場につかせていただいております。当然、理

事長あるいは副理事長というところの役職にお

つきになる方は、その責任を自覚されて、その

職責を務められると私は思っております。

○武井俊輔議員 であれば、先ほど申し上げた

ような方々にも、その自覚を知事からも促して

いただきたいと思います。

この問題で特に大事なことは、行政の情報公

開等に対する信頼を大きく損ねてしまったこと

にあると思います。結果として今後、行政が迷

惑施設をつくるということが非常に難しくなっ

たのではないかと感じています。これは、次の

世代の行政マンにも非常に大きな禍根を残すこ

とにもなりかねません。そうならないために、

最後にこの問題について伺います。住民の皆さ

んに対して直接、説明をしたりする意思はある

か、知事及び環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 私が行政を行わせて

いただく上で大前提としていることが、情報公

開と説明責任です。今回も適切な時期を見て検

討させていただきたいと思っております。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 住民の方への
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説明責任、これは当然やらなきゃいけないこと

だと思っております。私は、これまでには地元

対策協議会の会長さんとはお会いしてお話をさ

せていただいておりますが、今後、知事が申し

上げました適切な時期には、そういう誠意を

持って対応することが必要であるというふうに

は考えております。

○武井俊輔議員 知事に伺います。知事は、鳥

インフルエンザのときは、就任初日であるにも

かかわらず、日向まで行かれました。また、昨

年の台風災害でも、日之影に足を運ばれたりさ

れました。このエコクリーンプラザみやざき周

辺の住民の皆さんも、同じように不安を抱えて

生活をしているんです。ましてや、これは県や

公社に起因する問題なんです。そちらにはすぐ

行かれて、こちらにはすぐ行かれないのはなぜ

ですか。

○知事（東国原英夫君） 環境調査等々を今、

行っております。２次調査まで行われると思い

ますが、その結果を受けて、住民の皆様に直接

の被害があったのかどうかといったものを確認

させていただいてから、適宜対応させていただ

きたいと思っておるところでございます。

○武井俊輔議員 鳥インフルエンザのときなん

か、災害でもそうですが、結果なんかわからな

いうちにまず行かれた。その行動力を県民は称

賛したと思います。知事にまた初心に立ち返っ

ていただいて、改めてその行動力に期待したい

と思います。ＰＲももちろん重要ですが、こう

いった県民の安心・安全への取り組みも期待を

して、この問題を終わりたいと思います。

次に移ります。宮崎国際音楽祭についてお伺

いします。

最初に申し上げておきますが、私は、別にこ

の音楽祭をやめろとか、文化芸術にお金を使う

のが無駄だと言いたいのではありません。先

日、私は､34回開催されています「ゆふいん音楽

祭」の実行委員会を訪問してきました。みんな

手弁当で遅くまで作業しております。演奏家も

すべてボランティアと、その姿を見て大変すが

すがしく感じました。翻って、この宮崎国際音

楽祭、県民の皆さんや携わっている方からもい

ろんな声が出ております。開催13回となります

が、それを踏まえて御質問申し上げます。県民

政策部長にお伺いします。まず、県の総予算が

幾らあるかお伺いします。

○県民政策部長（丸山文民君） 国際音楽祭の

県の予算額でありますけれども、平成20年度予

算につきましては、本年度の開催経費とし

て8,000万円余、それから来年度の準備経費とし

て5,000万円余、合計約１億3,100万円となって

おります。以上であります。

○武井俊輔議員 わかりました。文化事業とし

ては、この音楽祭は突出して予算が高いんで

す。いろいろ調べていくんですが、非常に情報

公開に問題があります。いろいろ内訳を求めて

いったんですが、例えば、出演料等9, 1 4 5

万1,000円、以下の内訳は全く出ないんです。も

ちろん滞在費とか旅費、交通費というのは別に

それぞれ1,000万以上の枠を組んでいるんです。

今、私たち議会でも１円からの情報公開を行う

時代です。今回の議会を見ても、さまざまな県

民の方からの切実な要求がある中で、厳しい予

算の中でのこの情報公開のレベルは大変問題が

あると考えますが、いかがでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 国際音楽祭に

つきましては、指定管理業務の一環として財団

法人宮崎県立芸術劇場に、その企画・実施を委

託して実施しているところであります。財団に

おかれましては、県の情報公開条例に準じた情
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報公開実施要綱を策定されております。その規

定にのっとり、可能な限り情報公開に努めてお

られるというふうに考えております。以上であ

ります。

○武井俊輔議員 ところが、開示請求しても、

ほとんどゼロ回答なんです。私が、例えば氏名

は伏せてでもいいから状況を教えてほしいと

言っても、それも全く出ないんです。つまり、

これでは、この経費が適切なのかどうかという

のを判断する指標が全くない。やはり、こう

いったことでは全くもって見直しが進まないの

ではないかと思うんですが、部長、いかがで

しょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 今申し上げま

したように、音楽祭は指定管理業務の一環とし

て財団法人宮崎県立芸術劇場に企画・実施を委

託して実施しているところでありますけれど

も、経費につきましては、指定管理者制度が導

入されたのは平成18年度以降であります。それ

以前に比べますと、経費も1,000万円以上削減さ

れておるという結果になっております。また、

劇場におかれましては、当然ですけれども、県

の支出以外に入場料、それから協賛金等、別途

収入を確保されて、音楽祭を開催していただい

ているところであります。音楽祭、それから施

設の管理運営等につきましては、複数年の準備

等を要しますので、指定管理期間を５年として

いるところであります。基本協定を県と締結し

ておりまして、その中で、固定した指定管理料

の中で音楽祭をお願いしているという状況でご

ざいます。

○武井俊輔議員 知事にお伺いいたします。今

回、私がこの質問をすると新聞に掲載されます

と、ファクスやメールで多くの声が寄せられま

した。具体的なことは避けますが、それを見て

も、滞在費や旅費など大いに見直すべき点があ

るなと感じました。今お話があったとおり、特

定財源じゃないんですけれども、結局、具体的

な情報が非公開な中で、非常に高コスト体質を

生んでいるのではないかと思うんです。私は、

県民からこの音楽祭が愛されるためには、先ほ

どから知事がおっしゃっています、情報公開の

推進が必要であると思っておりますが、知事の

見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） この音楽祭に対して

は非常に意見が分かれるところだと思うんで

す。情操教育のために費用対効果をどうするか

という関係がございます。もちろん県費は安

く、そして音楽祭としての質を高めていただく

と。質はどういうのが高められるのか、世界の

権威であれば質が高いのかといった細かい議論

になってきて、県費をこの出演者たちに、この

企画に、この出し物にどれぐらい使うのがいい

かというのは、非常に意見がセンシティブな、

何か物すごく細かい話になってくると思うんで

す。ですから、その辺を議論するのはちょっと

難しいのかなと思います。ただ、県民の、公

費、血税を使いますものですから、これはきち

んと県民の皆様には説明をしなきゃいけない、

これにこういうふうにかかったというような説

明をしなきゃいけないと、私は思っています。

ただ、個人レベルでだれに幾ら払ったとか、こ

のバイオリンに幾ら払った、チェロに幾ら払っ

たという、そこまでの情報公開というのは可能

なのかなという感じはします。ただ、今、武井

議員御指摘の、グロスでこれぐらい、幾らか

かったという―グロスでというよりもちょっ

と踏み込んだ情報公開というのは必要なのかな

という考えは持っております。

○武井俊輔議員 個人名等は結構なんです。た
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だ、具体的に見えなければ、やはりコスト、例

えば、これを仮に1,000万下げる、2,000万下げ

るといっても、わからないんです。中身がわか

らないと、ブラックボックスになっているとい

うのが現状であるということは御理解いただけ

たと思います。

続いて、プログラムに移りますが、ことし音

楽祭を終了するに当たって、デュトワ氏が、来

年も「兵士の物語」を公演するなどと言って

帰ったんです。プログラムは、オフィシャルで

はアンケートなどに基づいて決めることになっ

ていますし、現に議会でも予算も可決されてい

ないのに、このような発言があるというのは大

変疑問なんです。実際は、既に来年の内容まで

決めてしまっているのではないかと思うんです

が、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（丸山文民君） まず、プログ

ラムの決定の方法でございますけれども、これ

は総監督、総合プロデューサーあるいは芸術監

督、三者一体となって基本的にその中身、コン

セプトを決めているところであります。当然そ

れだけじゃございませんで、それぞれ演奏会を

劇場でメーンプログラム、あるいは外に出て

いって出張演奏会等もしておりますし、その中

でアンケートも、県民の皆さんからちょうだい

しているところであります。それからまた、劇

場には文化事業協議会というのを設置しており

ます。マスコミ、それから学識経験者、音楽

家、演劇家、そういう方たちから構成されてお

りますけれども、その方たちからも御意見等を

拝聴しているところでございます。デュトワさ

んの来年の音楽祭に対する言及ですけれども、

これはデュトワさんがそういう希望を持ってお

られるという話でございますけれども、当然、

ストリート音楽祭実行委員会が実施主体であり

ますので、またその中で検討されていくべき問

題であると認識しております。以上です。

○武井俊輔議員 先ほど出てきました文化事業

協議会のメンバーの方にもお話を聞いたんです

が、およそそこではこんなプログラムの話とか

は全然出てこないということですので、実際的

には、さっき提案とも言われましたが、メーン

のデュトワ氏が言っているわけですから、それ

は一つの方針をそこで決めているということと

同義ではないかと思うんです。つまり、そのあ

たりが、もう既に来年もあるものだという認

識、非常にそのあたりに一種の既得権的な認識

を感じるんですね。宮崎大学教育文化学部の竹

井成美先生、私の親戚じゃないんですけれど

も、この方が宮日新聞のコラム「コンサートの

泉」2007年６月４日の中で、あるスペインのプ

ログラムに言及して、デュトワ氏の実験工房と

化しているのではないかと述べていらっしゃい

ます。プログラムについてもう少し、来年どう

するか、県民の代表も含めたオープンな場で決

定していくということはできないんでしょう

か。

○県民政策部長（丸山文民君） ただいま申し

上げましたように、音楽祭におけるアンケート

の実施結果とか、文化事業協議会、それから県

民の皆様方の御意見等も真摯に拝聴しながら、

課題等を整理いたしまして、より県民に親しま

れる音楽祭にさせていただきたいと考えており

ます。以上であります。

○武井俊輔議員 先ほどから、いろんなお答え

の中に指定管理の話が何度も出てまいります。

財団が指定管理なのはわかるんですが、指定管

理、２期といいますが、今、１期目があと残り

２年あるんです。ということは、改めるのは、

検討は３年後からということになってしまうん
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ですが、指定管理中というのは、例えば来年か

ら検討するというようなことはできないんです

か。指定管理中というのは、一切改められない

ものなんですか。何かそのあたりにも非常に既

得権を感じるんですが。

○県民政策部長（丸山文民君） 指定管理者制

度は、受託者と行政側、県とが協定を結んで指

定管理を行っているところであります。その中

で、今後、音楽祭についてどうするのか、出演

者をどうするのか、プログラムをどうするの

か、それはまた協議をさせていくことは可能だ

と考えております。

○武井俊輔議員 指定管理とはいえ、予算は毎

年、議会で通しているものですから、そういっ

たことは当然改められて、県民のチェックが

入ってしかるべきだと考えております。

続いて、音楽祭の期間中に上がる県民の声

で、練習室が芸術劇場（メディキット県民文化

センター）の中にあるんですが、すべて音楽祭

用にブロックされる。スケジュールが緩い日も

全く県民に開放されない。これについて多くの

クレームが上がっているんですが、例えば、せ

めてあいている日は柔軟に貸し出しをするべき

ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 音楽祭につい

ては、今年度も20日間程度の期間をとって実施

したところであります。演奏家が国内外含め

て100数十名に上ります。その方たちが宮崎に来

られて、当然、毎日何時間も―プロですから

当然ですけれども―練習をされているわけで

あります。ですから、この期間中に限っては、

セキュリティー等の問題もございますし、当

然、楽器なんかは高価なものを持ち込んでこら

れますので、そういうセキュリティーの面等を

勘案して、使いたいときに出演者に使っていた

だくということで、練習室が10室ございますけ

れども、この間、すべてクローズさせているよ

うな状況でございます。

○武井俊輔議員 セキュリティーといいます

が、改める、改善する工夫は幾らでもあると思

うんです。あいている日はあいているわけです

から、その辺でも何か県民は二の次的な感じを

非常に受けるんですね。

その事例をもう一つ挙げたいと思います。講

習会のプログラムについてです。これは、有能

な若手を、宮崎に来る一流の演奏家が指導する

というもので、それ自体は悪いことではないん

ですが、私は、大変驚いたことがあります。こ

のプログラムの受講者は、今までで国内外合わ

せて122人いるんですが、その中で宮崎県民はわ

ずか２人しかいないんですね。これだけ多額の

予算を使っているのに、この実態は一体どうい

うことでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 御指摘のとお

り、県の出身はバイオリンの方が２人だったと

私は記憶しておりますけれども、確かに人数的

に言われると、そうでございます。ただ、この

音楽祭が始まったときの講習会の基本的な考え

方といいますのは、アジアを代表する音楽祭と

してアジアの若手演奏家の育成を図るというこ

とが一つの大きなコンセプトになっておりま

す。ですから、韓国、中国、日本、この３カ国

の受講者を募集して行っているところでありま

す。お話にございましたように、できれば私ど

もも、県内出身者がこれで講習を受けていただ

くことが一番いいわけでありますけれども、い

かんせん、最初にそういう基本的なコンセプト

がございますし、当然応募される方はいらっ

しゃいますけれども、結果として２名の方しか

受講されていないという結果となっておりま
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す。

○武井俊輔議員 その選考はだれが行うんです

か。

○県民政策部長（丸山文民君） これは芸術劇

場で行っております。総監督、それから総合プ

ロデューサーが行っております。

○武井俊輔議員 おかしくないですかね。宮崎

県の予算で１億3,000万もかけてやっているわけ

ですね。アジアに冠たるのは構いませんけれど

も、今の話は、要は、宮崎県民はレベルが低い

から指導するに値しないと言っているようなも

のなんですよ。これは本当に大変なことだと思

うんですね。

知事に伺いますが、宮崎にも音楽を志す若い

人はいっぱいいるんです。原則、こういったも

のは受講者を県民にするということはできない

んでしょうか。

○知事（東国原英夫君） そのコンセプトとか

内容については、恐らく県立芸術劇場を初め、

その方たちが指名した方たちがプログラミング

について細かいことは決めていらっしゃると思

うんです。ですから、私も、できれば宮崎県の

方たち、もうちょっと参加していただきたいと

思いますけれども、そこには規定とか、そうい

うものが恐らくあるんでしょうね。それを超え

られなかったから、結果、宮崎県の方たちが受

講できなかったというように考えられますけれ

ども、今後は、武井議員が御指摘のように、地

域枠とか、そういったものを広げる工夫という

のはあってもいいんじゃないかと思います。

○武井俊輔議員 知事に伺いますが、私は、そ

もそもそういったコンセプトを改めるべきでは

ないかと思うんです。宮崎県の予算を使って98

％ぐらい県外の音楽家を養成して、宮崎の人は

受けられないというのは尋常ではないと思うん

です。本来なら監査で指摘があってもいいぐら

いではないかと思うんですが、知事はいかがで

すか。このコンセプト自体を改めるべきではな

いかということですが、いかがですか。

○知事（東国原英夫君） この音楽祭に関して

は、やっぱり、宮崎県民の皆さんあるいは周辺

の皆さん、県外の皆さんに、より高質な音楽に

接していただくというのが前提だと思うんで

す。そのためには、県内外を問わずというのが

国際音楽祭の大前提にならなければいけないと

思います。武井議員が御指摘のように、もっと

県民に目を向けた、県民の皆さんに受講する

チャンスを与えるということは一理ありますけ

れども、ニュートラルな音楽祭としては、県内

外を広く対象にしているという大前提はあると

思うんです。御指摘のように、そうであって

も、やはり県費を使うので、宮崎県民の皆さん

に目を向けたプログラミングにしていったほう

がいいんじゃないかという意見は重く受けとめ

て、今後の検討課題にさせていただきたいと

思っております。

○武井俊輔議員 宮崎県の県費を使っているわ

けですから、そこはぜひよろしくお願いしたい

と思います。

県民政策部長に伺いますが、例えば、宮崎出

身で県外で活躍されている方が、よく地元に

戻ってコンサートをしたいとかおっしゃること

があるんです。でも、そういう方は一から自前

でやらなきゃいけないんです。本人とか御家族

がチラシをつくって、会場から―非常に苦労

してされていらっしゃいます。例えば、もっと

そういう人を応援するような取り組みがあって

よいのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。

○県民政策部長（丸山文民君） 県内出身で国
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の内外で活躍されている演奏家の方の件だと思

いますが、当然、プログラムが決まった後に、

県内出身者に対しても、日程等調整が可能な方

に対してはお声かけをしております。これは、

従来からずっとやってきております。今後と

も、引き続き積極的にそういう出演交渉をやっ

てまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 ただ、現状は、結局は総指揮

の徳永氏やデュトワ氏のめがねにかなった人と

いうことになっているわけです。彼らが決める

わけですから。つまり、プログラムのあり方自

体を抜本的に見直さなければいけないんじゃな

いかなと思っております。つまり、プログラ

ム、運営等も含めて、公募の、県民の代表も含

めたオープンな形での協議会等をつくって、公

開、透明化して、このあり方を広く県民に問う

ていく必要があるのではないかと思いますが、

県民政策部長の見解をお伺いします。

○星原 透副議長 執行部は簡潔な答弁をお願

いします。

○県民政策部長（丸山文民君） そういう御意

見等もお聞きしまして、今後よりよい音楽祭と

なるよう検討させていただきたいと考えていま

す。

○武井俊輔議員 最後に、知事にお伺いいたし

ます。私は、この音楽祭に対して、果たしてき

た意義、価値は認めるものではあります。しか

し、情報公開のレベルは低い、県民のプログラ

ムへの関与も弱いなど、挙げてきたとおり、さ

まざまな課題があります。私は、このような状

態でこの音楽祭をこのまま続けていくことには

非常に疑問を持っております。また、指定管理

も変わるわけですが、もうちょっと抜本的な見

直しを図っていくべきではないかと思います

が、見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） この音楽祭につきま

しては、今後、県民の皆様の御意見を十分お聞

きしながら、よりよい音楽祭、より県民の皆様

あるいは県外の、全国あるいはアジアを含めた

愛される音楽祭にしていかなければいけないと

考えております。

○武井俊輔議員 アジアも大事なんですけれど

も、まずは宮崎県民があってよかったなと、宮

崎県民が私たちの音楽祭と思えるようなものに

するのが第一義です。芸術家の方々にはいろん

な考えもあるでしょうけれども、まずは県民第

一に、十分あり方を検討していただきたいと思

います。音楽祭、終わります。

次に移ります。スポーツランドみやざきに係

る諸問題について伺います。

今、スポーツランドみやざきといいますと

―県もそれを目指すと言っておりますが―

実際のところは、野球とかサッカーのキャンプ

誘致ということになっていると思います。私

は、県民がスポーツに親しめてこそのスポーツ

ランドだと思っておりますので、以下、県民ス

ポーツに係る諸問題について伺っていきたいと

思います。

先ほどのコンサートとも似ているんですが、

まず、宮崎県出身者及び在住者に対しての県有

施設の減免についてでございます。去る４月19

日、知事も一緒でしたが、県体育館で日本ウェ

ルター級タイトルマッチ―ボクシングでござ

いますが―に行ってまいりました。そこで、

私たちが応援しておりました都城市のジムに所

属するチャンピオンの湯場選手―湯場忠志選

手ですが―残念ながら敗れてしまいました。

負傷もして大変残念だったんですが、ぜひ負傷

を乗り越えて、またリングに立っていただきた

いと願っております。
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ただ、湯場選手を見ていて感じたんですが、

湯場選手は、宮崎に本拠を置いて戦おうという

ことにこだわっていましたが、これが非常に難

しい。湯場選手は、試合の運営資金を捻出する

ために、さまざまな会合に出たり、メディアに

出たり、イベントに参加したりして、チケット

の呼びかけをしなければいけなかった。私もそ

ばで見ておりまして、湯場選手の敗退には、そ

れによる練習不足とか精神的な負担も決して少

なくなかったんではないかと思っております。

県体育館の使用料は、一番高額の席の100倍とい

う規定です。今回であれば、リングサイドが１

万5,000円でしたから、150万円ということにな

ります。やはりこれをペイしていくのは、宮崎

のマーケットでは大変難しい。そこで、補助は

できないにしても、こういった宮崎を本拠とす

るスポーツ選手を、減免という形で応援してい

くことはできないのか、教育長にお伺いしたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 県体育館ということ

でお答えさせていただきたいと思いますが、県

体育館の使用料につきましては、一般的にこう

いう施設全体の共通の考えでありますが、受益

者負担ということがございますけれども、県民

の利用につきましては、利用しやすい料金設定

を心がけているところであります。そういう中

で、使用料の減免ということについてでありま

すけれども、これにつきましては、条例等に基

づきまして、具体的には、「国民の祝日に関す

る法律」に規定する「体育の日」の一般開放で

すとか、あるいは県または県の教育委員会が主

催する事業などを減免の対象として、限定的に

規定をしているところでございまして、お尋ね

のようなケースについては、減免の取り扱いは

できないものというふうに考えております。

○武井俊輔議員 知事にお伺いいたします。難

しいのは、教育長の答弁のとおり、わかりま

す。しかし、これもやはり県民総力戦だと思う

んですね。湯場さんは、東京に行けば幾らでも

楽な環境があるのに、宮崎の皆さんのためにと

いうことで宮崎に残って、厳しい環境の中で、

練習環境も悪い中でやっているわけです。知事

も、このことを御自身のブログに書いておられ

ましたけれども、知事として、教育委員会と積

極的にこういうことを協議していくという御意

思はございませんか。

○知事（東国原英夫君） 県の施設に対して、

特にスポーツ施設に対して、目的外使用だとか

一般の興業目的で使用するときに、非常に高額

な使用料を払わなければいけないという現状は

把握しております。他府県等々も調べさせても

らいましたが、大体横並びでございます。で

も、宮崎県の場合は地理的に条件不利地でござ

いますから、そういったことをカバーするため

に何か手だてはないかなということを常々考え

ております。そういったことは今後、教育関係

の方たちとも十分討議してまいりたいと考えて

おります。

○武井俊輔議員 ぜひよろしくお願いします。

宮崎で頑張ろうという人を応援してこその宮崎

県だと思っております。本当に宮崎県の施設で

す。第一義的に宮崎県民に使ってもらいたいと

思っております。

続きまして、スポーツ施設の予約の重複につ

いて御質問します。県有スポーツ施設はいつも

大人気でございます。それはそれでよいことな

んですが、中には、雨天用に室内を押さえて、

晴れたから使わなかったとか、３日のうち１日

だけ使うつもりで予約したけれども、残りを

キャンセルしないというようなことがあって、
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結局、使いたい人がいっぱいいるにもかかわら

ず、料金を支払われた結果、使えない。いざ当

日はあいているといった現状というのがよくご

ざいます。キャンセルの徹底、またキャンセル

しなかった団体へのペナルティー、また、あい

ている場合は、その場で柔軟に対応するなどの

対応が必要ではないかと思いますが、教育長の

見解を求めます。

○教育長（渡辺義人君） ダブルブッキングへ

の対応等につきましては、利用申請者が利用し

ないことが明らかな場合ですとか、あるいは天

候等の関係で事前に利用しないことが明らかで

ある、こういった場合には、ほかに利用希望団

体があるときには、協議調整を行うことにより

まして、でき得る限りの便宜を図っているとこ

ろでございます。県教育委員会といたしまして

は、御質問にありましたように、一つでも多く

の団体が円滑に利用できるように、指定管理者

に対して留意を促してまいりたいと思います。

○武井俊輔議員 限りある県有施設ですから、

どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、総合型地域スポーツクラブにつ

いてお伺いいたします。この問題は、この議会

でも過去に取り上げられていますから、詳細に

ついては割愛をいたしますが、地域のスポーツ

振興、また健康増進にも大きな役割を担うもの

として、文部科学省も推奨しているものであり

ます。しかし、実際に運営されている皆さんの

お話を伺いますと、多くの種目を運営するに当

たり、体育館などの施設の確保が難しい、結果

としてプログラム確保に大きく苦慮していると

いうような話でございました。文部科学省が各

市町村に１つの設置を目指して対応しています

し、メタボリック対策、生涯スポーツに大きな

効能があると思われます。県としても、これら

のスポーツクラブが持続的に運用が可能なよう

に、例えば体育館の優先使用等ができないの

か、県有施設はもちろん、関係自治体とも積極

的に協議していくべきではないかと考えており

ますが、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 総合型地域スポーツ

クラブでの体育館等の利用につきましては、多

くの利用者、利用希望団体が実際ございますの

で、各施設におきましては、公平公正の視点か

ら、先着順等でその利用決定をしているところ

でございます。そういう中で、総合型地域スポ

ーツクラブの果たす役割は、大変大きなものが

ございます。健康づくり、生きがいづくり等

々、スポーツの効用は、大変大きなものがござ

います。それを健全に育成していくということ

は当然のことでありますので、スポーツクラブ

につきましては、例えば、各県の総合型地域ス

ポーツクラブの運営の実態ですとか、あるいは

活動を円滑に進めるための具体的なアドバイス

等を、そういった形でできるだけ支援を行って

いきたいと思います。ただ、施設の利用につき

ましては、先ほど申し上げましたように、やは

り公平公正という視点がありますので、その点

はきちんと押さえておく必要があると思いま

す。以上です。

○武井俊輔議員 意義、価値が高いということ

はお認めいただきましたので、ぜひ、いろんな

ことができないか、また知恵を出していただき

たいと思います。

続いて、県立の中高一貫校における体育施設

の整備についてでございます。先日、ＰＴＡの

方からお話がありまして―私の母校でもある

んですが、県立宮崎西高校及び附属中学校に

行ってまいりました。学校には大変活気があり

まして、県として非常に力を入れているという
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のがよくわかります。しかし、ちょうど部活動

の時間になりまして、体育館に行ってみて非常

に驚きました。中学生が高校生のすき間、本当

に狭いところで練習をしているんです。中学１

年生と高校３年生というと、体格的には大人と

子供ぐらいの差があるんです。見ていても大変

危なっかしいし、はらはらしますし、学校に話

を聞いても、大変それに苦慮しているというこ

とでございました。今後、都城北諸県地域にも

中高一貫校が開設されることになります。県が

鳴り物入りでつくった中高一貫教育でございま

すが、文武両道というものをうたっているわけ

ですから、肝心の生徒にとりまして、このよう

な環境はちょっと厳し過ぎるなと思っておりま

す。体育館の整備改善等の計画はないのか、お

伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 体育館の整備に限ら

ず、児童生徒によりよい学習環境あるいは活動

環境を提供したいというのは、私も全く同じ思

いでございます。そういう中で、西高の附属中

学校につきましては、本県の厳しい財政事情か

ら、その設置形態を、既存施設の利用を前提と

する併設型とした経緯がございます。また、ほ

かの県立学校の中には、老朽化が進んで改修を

必要としているところも多々ございます。そう

いう中で、御指摘のような実態も踏まえまし

て、どうしたらいいのかということになるわけ

でありますけれども、現在の厳しい財政事情の

もとでは、なかなか新たに建設するということ

は難しいことでありますので、当面、対応策と

しては、例えば、近辺に体育館等の使用ができ

るところはないか、そういったところで利活用

ができないかということを考える必要があるの

かなというふうに思います。

○武井俊輔議員 来年までまだ生徒さんもふえ

ていくわけですから、いよいよ大変な状況にな

ると思います。そのあたりの問題意識は持って

いただいているようですから、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

最後に、職員健康プラザの県民への開放につ

いてであります。職員健康プラザ―皆さんは

御存じかと思うんですが、県民の方はほとんど

御存じないんじゃないかと思います。県庁の

横、自治学院の隣にあるんですが、体育館、ジ

ム、小さいですが武道場なんかもあるスポーツ

施設でございます。これは、県職員向けの施設

として地方職員共済組合から県が借り受けて、

それを宮崎県が毎年8,000万の県費で償還をして

いるという施設でございます。私も先日行って

まいりましたが、健康診断等を除けば平日の昼

間はあいておりまして、使用しない状態にある

わけでございます。県民も大部分は、この場所

にこのような施設があるということを知らない

と思います。しかしながら、市内で最も便利な

場所にある体育施設であるということは間違い

ないと思います。ですから、県もこれだけ大き

な施設ですから、こういった厚生施設があるこ

とは是とするにしても、やはりルールを明確化

し、現実にあいている時間がかなりあるわけで

すから、県職員とうまくすみ分けをすること

で、一般県民の利用にも供していくべきではな

いかと考えておりますが、見解をお伺いしま

す。

○総務部長（山下健次君） 職員健康プラザで

ございますけれども、議員御指摘のように、地

方職員共済組合の所有ということで、県はそれ

に年々償還して、平成27年に所有が移るという

形になっております。そして、契約上は一定の

制約がございまして、原則、職員の使用という

ことになっておりますが、御指摘のように、県
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民への開放ということができるのではないかと

いうことも考えられます。したがいまして、使

用料の徴収とか、あるいは隣接の宮崎小学校へ

の騒音の問題といった課題はありますけれど

も、どのような開放の仕方が可能なのか、今後

検討してまいりたいと考えております。

○武井俊輔議員 ありがとうございました。

○星原 透副議長 次は、福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） 福田作弥で

ございます。

知事の政治姿勢についてでございます。

我が国を代表するある経済誌に、地方議会の

不経済という特集記事がありました。本来、行

政を監視して税金の無駄遣いをやめさせるのが

議会の役割なのに、現実は議会そのものが無駄

遣いの温床になっているとの文面であります。

おもしろくない記事でありますが、私どもは日

ごろ、まじめな議会活動を自負しておりますか

ら、余り気にすることもない、このようにも考

えたのでありますが、有権者にこのように思わ

れているとは、議員の活動は知事の動きのよう

にははっきりと見えず、理解されない点が多

く、残念でなりません。さらに、ある県の知事

経験者の、「全国のほとんどの地方議会は八百

長と学芸会をやっている」との発言には、憤り

さえ覚えたのであります。私どもの宮崎県議会

においては、断じてこのようなことはないので

あります。就任から１年５カ月になられます知

事は、今まで私ども県議会が進めてきた議会改

革についてどのような評価をされているのか、

お尋ねしたいと思います。また、この間、ほぼ

全議員の質問を受けられましたが、就任当初考

えられた執行部と議会の関係のあり方、さらに

一問一答方式による質問など、意図された成果

は手ごたえとして得られているのか、お尋ねし

たいと思います。

後は、一問一答方式により質問者席から行い

たいと思います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

就任以来の感想等についてであります。本当

にあっという間の１年半と申しますが、がむ

しゃらに必死の思いで県政運営に取り組んでき

た、この１年半だったと思います。この間、マ

ニフェストを踏まえた新みやざき創造計画を策

定させていただき、さまざまな施策を展開する

一方、行財政改革にも鋭意努めるとともに、積

極的なＰＲ活動により、宮崎の知名度を飛躍的

に高めることができたと認識しております。し

かしながら、企業誘致や交通網の整備、さらに

は中山間地域対策や、子育て、医療対策など、

課題は山積しておりまして、今後とも、県民総

力戦による新しい宮崎の実現に向けて、日々全

力で取り組んでいかなければいけないと考えて

おります。

また、私は、このような取り組みを進める上

で、県議会の皆様には御理解と御協力を賜り、

心から感謝を申し上げたいと思っております。

県議会におかれましては、昨年来、政務調査費

や費用弁償等を見直されたほか、定数削減の方

針を示されるなど、より県民に信頼される県議

会の確立に向けた改革の取り組みが確実に進ん

でいるのではないかと評価しております。ま

た、議会と執行部との関係におきましては、あ

る一定の距離を置き、緊張感を持った、是々非

々で議論がなされているのではないかと思って

おります。一問一答方式の選択制におきまして

は、多くの方が採用していただき、ある一定の

成果が出ていると認識しております。〔降壇〕

○福田作弥議員 知事の答弁をお聞きします
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と、まずまずの評価をされておるようでありま

すが、県政はこれからが正念場と考えておりま

す。

次から次から難問が登場しておりますが、エ

コクリーンプラザみやざきの問題、きょうで、

もう２議員が質問をいたしておりますから、内

容的には出尽くした感がございます。また、県

議会開会日冒頭に、宮原環境農林水産常任委員

長から、エコクリーンプラザみやざきの一連の

問題について報告を受けましたので、内容を

絞って質問をいたしたいと考えるわけでありま

す。さらに、知事も、「県がリーダーシップを

発揮して、スピード感を持って対応してまいり

たい」、こういうことも発言をされました。外

部調査委員会も設置され、技術的問題や法的な

責任については原因究明を始められたと思いま

す。そこで、私は、今回の質問は、あえて重複

を避けまして、今後の運営問題に絞ってお尋ね

をしたいと思います。その前提条件としてお尋

ねしますが、環境整備公社の役員構成、基本財

産の出捐比率、県出向者の職責等から見て、主

導権は県当局にあったと思われるが、知事はど

のように判断されているのか、これをまずお尋

ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 平成７年３月に公社

を立ち上げたと思うんですけれども、そのとき

には、産業廃棄物の処理施設ということの議論

だったと思いますが、そのときから県が主導的

に、公社に対しても理事会に対しても働きかけ

を行ったということは認識しております。理事

会におきましても、公社におきましても、宮崎

県が非常に重要な立場に位置づけられていたと

いうことは認識しております。

○福田作弥議員 確認がとれましたので、次に

移ります。常任委員長の報告の中に、責任のな

すり合いという表現がありました。「責任の所

在をはっきりするためには、ごみを搬入してい

る11市町村の中から、首長を代表として、多く

公社の理事会に登用する必要がある」という意

見を市町村長が述べておられます。また、現在

の理事は、出捐団体の会長等の充て職ポストが

非常に多いと思われますが、これは何を基準に

選任されたのか、あわせてお尋ねしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） まず、公社を設立す

るに当たり、理事会というものをつくった。こ

の理事会の中でのルールで選ばれたのが理事長

だというふうに、私は認識しております。

○福田作弥議員 きょうの宮日のトップのアン

ケート記事にも、そういう市町村長の意見が出

ておりました。今後、組織の改編等もやられる

と思いますが、第１弾の公社の理事に市町村代

表を多くとるべきではないかという質問への答

弁がなかったと思いますが……。

○知事（東国原英夫君） それに関しまして

は、関係11市町村の方々と、これから十分に議

論を尽くして検討していくべきものではないか

なと考えております。

○福田作弥議員 次であります。市町村の合併

によりまして、宮崎市関係の処理量が80％を上

回っております。そこで、県としては、今回の

調整池や関連施設の補修が終わった段階で、エ

コクリーンプラザみやざきの運営の主体を、宮

崎市を中心とした関係市町村に移譲したほう

が、今後の運営がうまくいくのではないかと思

うのでありますが、知事のお考えをお聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） それに関しても、公

社あるいは関係市町村と十分な協議が必要だと

考えております。
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○福田作弥議員 そういうことを相談すること

になれば、当然、今後の問題も含めて、80％以

上関係しています宮崎市のトップと会談を行

い、今後のスムーズなエコクリーンプラザの運

営ができるようにされる考えはないか、お尋ね

をしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） それに関しまして

も、あくまでも外部調査委員会の調査を踏まえ

た上で、今後検討することになると考えており

ます。

○福田作弥議員 エコクリーンプラザみやざき

に関しては最後でありますが、私は、公社理事

会の議事録を見せてもらいました。この議事録

の中から感じますことは、大変申しわけないん

ですが、先般の県の裏金問題にも似た隠ぺい体

質を感じざるを得なかったのであります。であ

りますから、この件もしっかりと問題の本質を

解明しておかないと、せっかく精魂傾けて県政

改革に取り組んでおられる折でありますから、

その努力が水泡に帰することにもなりかねない

と考えております。知事は議会冒頭に、原因の

徹底究明を約束されておりますから、当然され

ると思いますが、改めて、地域の皆さん方に不

安を与えないような施設の補修、そして原因究

明、これからのこの施設のスムーズな運営、こ

の３点について知事の見解を求めておきたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 浸出水調整池の第３

水槽の安全性とか、第３水槽以外の工事の工法

等につきましては、あわせて外部調査委員会で

徹底的な調査をしていただく。もちろん原因究

明、責任の所在というものを明確化していただ

く。それを踏まえて、その次は、公社あるいは

市、県、任命権者である我々がそれに対して検

討していくということでございます。

○福田作弥議員 以上でエコクリーンプラザみ

やざき関係を終わりますが、何はともあれ、知

事のリーダーシップが大事でありますから、よ

ろしくお願いをしておきたいと思います。

次に、食と農の諸問題についてであります。

まず、調理冷凍食品の原料原産地表示の義務

づけについてお尋ねしたいと思います。この件

に関しましては、中国製の冷凍ギョーザ事件か

ら、食の安全・安心への消費者の関心が一段と

高まりを見せております。国内産、外国産を問

わず、食品の原料である農産物のトレーサビリ

ティーが厳しく管理され、消費者が安心して食

することができる管理体制が要求されておりま

す。幸い、本県においては、トレーサビリティ

ーの徹底、残留農薬の検査体制は食料基地にふ

さわしい内容で、まさに日本一であります。そ

こで質問でありますが、県内工場で生産されて

いる冷凍食品や加工食品でありますが、どの程

度、県内産を含む国内産の原材料が使われてい

るのか、農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 今、そのデー

タを持ち合わせておりませんので、少し時間を

いただきたいと思います。

○福田作弥議員 待ちたいと思いますが……。

本県におきましても、かつてウナギの偽装事件

で消費者の信頼を一時失いました。県当局や関

係者の努力もあり、ようやく回復をしました。

原料や原産地をはっきり正しく表示することに

より、消費者にみずからの判断で購入を決めて

いただく、そういう時代になりました。国内で

生産された冷凍食品や加工食品の原料原産地表

示は、ＪＡＳ法により、原材料に近いカット野

菜、乾シイタケなどの20食品群と、野菜冷凍食

品、農産物漬物など４品目に限られて、それ以

外は義務づけがされておりません。しかし、食
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の安全対策の面から考えますと、調理冷凍食品

についても義務化が必要だと思います。本県に

おいてはどのような対応を、食料基地の農政水

産部長として考えておられるのか、お尋ねした

いと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ただいま議員

御指摘のとおり、食の表示につきましては、Ｊ

ＡＳ法で決められております。そこで、私ども

は、こういったものに対しまして、食品加工業

者の意識啓発を図りますために、各種研修会に

おきまして、この表示の問題につきまして研修

等を進めているところでございます。

○福田作弥議員 この問題は条例の制定を要す

る問題でありますから、知事にお聞きしたいと

思います。義務化は、国産、外国産がわかるわ

けですが、産地には追い風ですね、これは国内

産ですよと出るんですから。消費者にも、国内

産の原料が使われた商品だということで、非常

に安心して食してもらえる。本県は食料供給県

でありますから、イメージアップにもつながる

と思うんですが、その動きのある都道府県もあ

りますが、本県について知事はどのような見解

を持っておられるか、お尋ねをしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 昨年の冷凍ギョーザ

事件や、たび重なる食品表示偽装の問題などに

よりまして、消費者の安全志向とか国産志向は

年々高まっており、加工食品についても広く原

料原産地を表示すべきであるという御意見も増

加しているところでございます。このような

中、東京都が国に先駆けて、原料原産地表示の

義務づけられている食品の中に調理冷凍食品の

みを限定して追加する予定であることは、私も

聞いているところでございます。しかしなが

ら、加工食品が都道府県を越えて流通している

実態を踏まえると、全国的に統一された取り組

みが極めて重要であると考えております。現

在、国におきましては、食品表示制度の拡充に

向けて、調理冷凍食品のみならず、加工食品全

体にわたる原料原産地の表示のあり方や、消費

者への情報提供体制、あるいは積極的に表示に

取り組む事業者の評価制度の創設など、総合的

な検討が進められております。県といたしまし

ては、このような国の動きを注視しながら、適

切に対応してまいりたいと考えております。

○福田作弥議員 まだ準備の段階まで行ってい

ないようでありますが、食料供給県であります

し、日本一を何でも目指そうという知事であり

ますから、ぜひ全国に先駆けた表示の義務化を

お願いしたいと考えております。

次は、米問題でございます。畜産と園芸が主

力の本県の農業におきましては、稲作は年々影

が薄くなってきております。平成18年度で生産

量が10万トン、販売金額で234億円程度でありま

す。最盛期の半分程度以下に落ち込んでおりま

す。しかし、地球環境の保全とか、先祖伝来の

財産である水田を守るという考え、いざという

ときの食料などなどの理由から、採算を度外視

して米つくりは続けられております。他の作物

とは違う、農業の象徴的存在でもあります。ま

た、我が国の農政を左右する、大きく影響を与

える品目でもございます。しかし、幾らそうい

う品目であっても、採算を度外視して、長くは

栽培ができないと思うんです。そこで、私は15

年前、この本会議場で、田植えをしない低コス

ト米つくりの直まき栽培を提案いたしました。

当時はまだそういう状況になかったと思います

し、関心が薄かったようであります。その後、

県としては、どのようにそういう問題について

試験研究をされているのか、農政水産部長にお
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尋ねします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 直まき栽培

は、育苗、田植えが不要で、移植栽培と比較し

て、生産コストで約５％、労働時間で約20％の

削減が可能であるということでございまして、

コスト縮減、規模拡大を推進する上で非常に重

要であると認識しております。現在、県内にお

きまして、直まき栽培が主食用米や飼料用イネ

を含め、約260ヘクタール作付されております

が、発芽が不安定なこと、それから鳥害、雑草

等による収量の低下、こういった課題がござい

まして、栽培面積は伸び悩んでおります。この

ため、県といたしましては、直まき適応性の高

い品種の導入、鳥害防止に有効な資材、効果的

な除草法の検討などの改良技術を進めながら、

導入メリットが生かせる大規模農家等を中心に

普及に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○福田作弥議員 当時から余り進んでいないよ

うでありますが、なぜこういう問題を持ち出し

たかと申しますと、米価が当時のちょうど半分

であります。稲作の立て直しには直まき栽培以

外ないと言われておりまして、ぜひこれによ

り、以下申し上げるような問題を解決してほし

いと思うのであります。

まず、食料より、食べることより、さらに低

コストを求められる畜産の飼料米、飼料用の

稲、これでは即、取り組んでみる価値があると

思います。最近では「こめ育ち」というブラン

ド豚まで登場しております。本県は畜産県であ

ります。牛、豚、鶏の飼料は、多くは海外に

頼っております。水田面積の40％以上で米つく

りをやめているんです。やはり水田で一番つく

りやすい作物は米なんです。しかも、本県は２

回栽培が可能なんです。世界的に食料需給が逼

迫する中、飼料米を低コストで栽培できる技術

を確立し、輸入飼料に頼らない畜産を考える時

期が来たと考えるのであります。また、食料の

自給率向上を同時に解決できる。さらに、米に

よる米の生産調整も可能になります。農政水産

部長の見解をお尋ねします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 議員御指摘の

とおり、米につきましては、基幹的な作物であ

りまして、まことに農家にとりましてはシンボ

リックな作物であるというふうに考えておりま

す。米につきましては、いろいろな経営の問題

等も御指摘ございましたけれども、そういった

問題を踏まえながら、やはり基幹作物としての

位置づけを明確にしながら、今後とも米の消費

拡大等を含めまして、施策推進に取り組んでい

きたいというふうに考えております。

○福田作弥議員 本県は畜産県でありますか

ら、飼料の確保は絶対であります。半分近い水

田が遊んでいるわけでありますから、これを有

効活用する手段を、ぜひ農業試験場等で早急に

開発をお願いしたいと思います。

今度は消費拡大では、やっぱり米を食べなく

ちゃいけません。しかし、御飯だけでは限界が

あります。最近、性能の高い米の製粉機が開発

されまして、米粉によるパンの製造やめんの製

造が今、注目を浴びております。やはり消費の

拡大ですね。消費の拡大といいますと、当然、

地産地消、食の安全・安心から自給率の向上

と、米が多角的な解決をしてくれると思うので

あります。ぜひ、これから学校給食あるいは家

庭に、米粉によるパンやめんの消費拡大を促す

キャンペーンが必要だと思いますが、生産の立

場からは農政水産部長に、学校給食という消費

の立場からは教育長に見解をお願いしたいと思

います。
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○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県では、米

粉につきましては、県と関係団体で構成する宮

崎県米消費拡大推進協議会を中心にしまして、

学校給食における米粉パンの導入支援、米粉製

品の商品化を目指す加工グループ等に対する支

援、県民への啓発など、米粉の普及に向けた取

り組みを現在進めているところであります。し

かしながら、米粉のより一層の消費拡大を図る

上では、原材料価格が高いこと、県内で製粉・

調製できる施設がないこと、こういった課題が

ございます。このため、県といたしましては、

関係機関・団体と連携して、収量の多い品種の

導入や、国等の助成制度による原料米の低価格

化、県内における製粉・調製から利用に至る安

定供給体制の検討などを行いまして、米粉の普

及拡大、定着に向けた取り組みを、今後とも進

めてまいりたいと考えております。

○教育長（渡辺義人君） 学校給食における米

飯の実施につきましては、日本の伝統的な食文

化を継承し、また教育的な意義も大変大きなも

のがあると考えられますので、その推進に努め

ているところでございます。そういう中で、米

粉パンにつきましては、実態として、データを

見てみますと、平成19年度の場合ですが、23の

市町の271の学校で取り入れておりますけれど

も、その頻度は、平均いたしますと、２カ月に

１回程度ということでございます。そういう中

で、米粉パンにつきましては、米飯だけでなく

て、パン食として米を多角的に活用することに

よりまして、新鮮な食感や味覚があり、子供た

ちからも好評だという声が寄せられているよう

でございます。そういう中で、米粉パンの拡大

につきましては、ただいま農政水産部長から答

弁がありましたように、やはりコストが一般の

パンに比べて高いという課題がございます。そ

このところをクリアしなければ、なかなか拡大

というのが難しいと思います。市町村が学校給

食の実施主体でありますので、それらの市町村

の御理解をいただくということが大事なことか

なと、このように認識しております。以上で

す。

○福田作弥議員 米作立て直しのエースであり

ますから、ぜひ関係部署、協力してお願いをし

たいと思います。

次は、園芸ハウス省エネ機器についてであり

ます。今、原油が大高騰いたしまして、本県の

ハウス園芸を直撃いたしております。私は、先

般、清武町で行われました施設園芸の新技術セ

ミナー機器資材展を見てまいりました。新しい

技術に基づく機材がたくさん展示をされておっ

たわけでありますが、どれが本当なのか、しか

もコストが下がるのか、よほどしっかりした実

用試験をしない限り、見きわめが難しいと感じ

ました。生産者も多く、後継者を中心に来場さ

れておりました。そこでお尋ねしますが、今、

ハウス暖房用の省エネ機器として、いわゆる省

エネの名前のもとに販売されている機器の加温

方式としては、どのようなものがあるんでしょ

うか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 加温方式はた

くさんあると思いますけれども、私どもがつか

んでおりますのは、木質ペレットの加温機、ヒ

ートポンプを利用しましたハイブリッド型の加

温機、ガスを利用しました加温機といったよう

なものを、今のところ把握しております。

○福田作弥議員 私は、今、部長から答弁ござ

いましたペレット系、ヒートポンプ方式、両方

とも県の試験データを見せていただきました

が、現場を長く見てきた者としまして、また生

産者の意見等も聞きますと、いま一つ確信が持
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てません。これらの機器に制度資金も使われて

いるわけでありますが、これは県のお墨つきを

意味するわけでありまして、非常に心配をいた

しております。導入を間違いますと、経営破綻

にもつながりかねないのであります。県当局と

しましては、施設の導入に当たっては、省エネ

機器の選定、見きわめを、十分試験されてお進

めいただきますようにお願いをしておきたいと

思います。

次に、物流対策とモーダルシフトについてで

ございます。

本県の物流対策改革は、残念ながら、官民挙

げて取り組んだテクノスーパーライナー以来、

挫折して進んでおりません。当時、鉄道輸送は

過去のものとして見向きもされることなく、ま

た旅客を主体としたカーフェリーは、観光ブー

ムが去った後、運航コストの面で行き詰まりま

した。そこで、この２つの輸送手段の行き詰ま

りを解決するために、テクノスーパーライナー

の夢に我々は飛びつきました。この議会で何回

も何回も、繰り返し繰り返し、議員が質問いた

しました。しかし、結果は御承知のとおりでご

ざいますが、10年ぐらいやりましたから、こ

の10年間、物流改革がほとんど進まなかった。

まさに失われた10年になりました。その後、鉄

道の関係や海運の再利用について、もう一回検

討し直そうという動きが始まりました。時あた

かも、環境問題で世界的にモーダルシフトの風

が吹き始めたところであります。本県におきま

しても、県内の企業やＪＡで組織する県物流問

題懇話会が、活発に議論を展開していると聞い

ております。また、農工商連携の検討組織とし

ては、全国では珍しいと聞いています。県行政

としてはどのようなかかわりを持たれ、指導さ

れているのか、お尋ねをしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 鉄道輸送でご

ざいますけれども、御承知のとおり、平成10

年10月に佐土原駅での列車取り扱いを中止して

おりまして、現在、県内では列車取り扱いは延

岡駅だけとなっております。それはもちろん貨

物取り扱いの減少からなったわけでありますけ

れども、議員がおっしゃいましたように、現

在、県内の産業界を中心に、列車発着再開を目

指した検討が行われているところであります。

当然、県も参加させていただいております。こ

の会議におきましては、再開に向けて、採算に

見合うだけの貨物量の確保が一番必要であり、

そのために、広く県内の産業界の方々に鉄道貨

物を利用していただくということが当然課題と

なっております。県といたしましては、こうい

う課題に対しまして、横断的な対応を行うため

に、庁内関係部局の連携強化を図っているとこ

ろでありまして、今後とも、そういう会議を通

じまして、産業界の皆様とも連携・協力を深め

ながら、本県物流の効率化に取り組んでまいり

たいと考えております。

○福田作弥議員 ようやく取り組みが始まりま

したが、本県で当面、緊急にできる物流対策

は、ＣＯ２排出量がトラックの８分の１と言われ

るＪＲ貨物コンテナ以外にないと思います。海

上もそう簡単にいきません。ディーゼルトラッ

クは燃料が高騰しています。私は、かつて佐土

原でやりました、ＪＲ遊休地等を活用し、物流

の改善を望んでいる農工商の荷主の参加と、県

行政、ＪＲ貨物が一体となって本格的なコンテ

ナ基地を設立する必要があると思います。財政

的には厳しい県でありますから、知恵を出して

もらって、この関係者を束ねる役割を担うだけ

でも、この問題は大きく前進することを、私は

確信いたしております。県民政策部長、商工観
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光労働部長、農政水産部長の見解をお尋ねいた

します。

○県民政策部長（丸山文民君） 議員がおっ

しゃいましたように、現在、民間でそういう取

り組みもされており、議論も深めていただいて

います。当然、県もそういう会議に参加させて

いただいておりますので、その中で課題整理、

分析等を行いまして、県の役割も明らかになる

と思います。そのような方向で取り組みを進め

てまいりたいと考えております。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県の工業

会におきましても、ＪＡ宮崎経済連とか運輸業

界等を交え、本県全体の物流の共同化、効率化

等について研究を進めており、そこに、商工観

光労働部も参加をいたしているところでござい

ます。物流の効率化といいますのは、企業誘致

もそうですけれども、地場産業の振興を図る上

でも大変重要でございますので、今後とも、そ

ういった関係部局とも連携をしながら、このよ

うな取り組みに積極的に参加・協力してまいり

たいというふうに考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農産物にとり

ましても、鉄道貨物は重要な輸送手段であると

考えております。現時点では、農産物の輸送に

は利用しづらい面がございますけれども、県央

部から貨物列車の発着が再開されれば、出発時

間にゆとりが生まれまして、農産物輸送にとっ

ても大きなメリットがあるというふうに考えて

おります。現在行われております産業界を中心

とした会議には、農政水産部も参画して、各種

調査、情報提供等を行いまして、実現に向けた

対応方策等を検討しているところでございま

す。また、現在、「みやざき青果物新輸送ルー

ト実証事業」によりまして、鉄道貨物の利用促

進への具体的取り組みを行っているところでご

ざいます。今後とも、関係機関・団体と連携を

とり、農産物の効率的な輸送に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。以上でござ

います。

○福田作弥議員 関係部長の本腰を入れた動き

に期待をいたしたいと思います。

次に、国際線の定着化対策であります。

既に質問がございましたが、私は、自分の体

験談を提言、質問したいと思います。20年ぐら

いかかりましたから、本当に長年の努力が成果

を上げ、喜ばしい限りであると思います。しか

しながら、ローカルの国際定期便は、いろんな

助成措置等の手当てが切れますと、大体が運航

中止し撤退するケースが、今日まで相次いでま

いりました。知事も、今回の台北線につきまし

ては、維持に並々ならぬ決意をされていると考

えます。エバー航空の社長は、80％の搭乗率を

目標に考えていると記者会見でおっしゃってい

ます。これはかなり高いハードルだと思います

が、知事、どうですか。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおり、

非常に高いハードル、目標だと思っておりま

す。

○福田作弥議員 県民の海外旅行に対するいろ

んな海外旅行のデータを見るのに、出国率と

か、パスポートの所持人口がございますね。出

国率は全国43位、パスポートは39位のようで

す。そこで私は、いろんな助成策をとっておら

れますが、パスポートの所持がやはり海外旅行

に対する動機づけになる、このように考えてお

りまして、かつて地元で実験をしてみました。

そのときは、国際交流課に御協力いただきまし

て、100人単位でパスポートの現地での手続の指

導をお願いしたわけですが、やはり効果はあり

ますね。でありますから、ぜひ県民の皆さん
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に、海外旅行の手始めとしてパスポートの所持

―知事の言葉で申しますとお勧め―をして

もらいたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 国際定期便の定着を

図るためには、やはり多くの県民の皆さんに利

用していただくということが大前提でございま

す。あらかじめパスポートを取得するというこ

とは、海外渡航の誘因となり有効ではないかと

考えております。県では、７月１日から県内で

３カ所、パスポート取得する場所をふやしまし

て、これも非常に財政的に厳しい中、一生懸命

頑張らせてもらっています。県民の皆様が、よ

り身近なところでパスポートを取っていただけ

ればありがたいかなと思っておりますので、こ

の取得の促進に向けて、また今後とも鋭意取り

組んでいきたいと思っております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。

次に、収入証紙についてであります。

平成20年度当初予算額では28億6,800万円余を

計上されております。これにかかる販売、売り

さばき手数料でありますが、印刷費と合わせて

１億800万円余であります。

私は最近、パスポートの更新を行いました。

更新する窓口に使用する印紙や証紙を置けばい

いものを、別室の外郭団体まで購入に行き、そ

れをまた持ち帰り、窓口で貼付して提出する。

社会が電子化、ペーパーレス化する流れの中

で、もう少し合理化して、申請者が１カ所で手

続が完了する方式等はできないものかと思いま

す。またさらに進んで、収入証紙を廃止してペ

ーパーレス化して、経費を１億円ぐらい浮か

す、そういう考えはないか、総務部長にお尋ね

いたします。

○総務部長（山下健次君） 証紙につきまし

て、地方公共団体の歳入の収納は、いろんなや

り方があるんですが、基本的には現金、この例

外として、県民の利便性、県の収入事務の効率

化、こういった観点から口座振替、郵便振替、

証券による収入、こういったもの、そして使用

料、手数料等につきまして、証紙による収入を

行っている。これは地方自治法等によって制度

化をされているということでございます。ま

た、18年度の法改正によりまして、クレジット

カードによる収納も可能になりました。本県で

も早速、昨年度、自動車税から導入したところ

でございます。基本的に、証紙による収納とい

うのは、通常の収入の場合には、調定、納入の

通知、現金の収入、こういった段階を踏んで収

納しておりますので、非常に煩雑だというのが

基本的にございますし、また一方では、県の組

織等で現金を取り扱う危険性というのもござい

ます。そういったこともございまして、この証

紙収入というのは各県それぞれ導入されている

ところでございますが、御指摘のような点も踏

まえまして、各県の動向とか、費用対効果と

か、県民の利便性がどの程度上がるのか、そう

いったことを勘案して研究をしてまいりたいと

存じます。

○福田作弥議員 既に廃止条例案が出ていると

ころもございますから、ぜひ御検討をお願いし

たいと思います。

次に、食の問題で残しておりましたシイタケ

の問題であります。１月末、我が会派の部会で

徳島県のバイオ生シイタケを調査いたしまし

た。徳島県は現在、全国第１位の生シイタケの

生産県です。昨年度6,000トン、売上金額が65億

円程度の数字でありました。京阪神市場の最大

の産地です。10数年前は全く実績のなかった徳

島県が全国ナンバー１の産地に成長したのには
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びっくりいたしました。本県では、かつてピー

ク時は乾シイタケを中心に140億円ありました

が、18年度では乾と生を合わせて31億まで激減

をいたしております。原木か菌床かという論争

もありましたが、もう決着がつきまして、菌床

に軍配が上がり、国内のシェアの61％になって

おります。以前質問したときに、担当部署を生

産者や流通の関係から農政に移行し、積極的に

取り組んだらどうですかと、そして乾のブラン

ドがまだ生きているうちに生シイタケのほうに

つながれたらどうですかと提言いたしました

が、それは実現しませんでした。その結果、こ

のように落ち込んだとは思いませんが、問題点

は何なのか、環境森林部長にお尋ねしたいと思

います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） シイタケの生

産につきましては、議員がおっしゃいますよう

に、かなり落ちてきております。乾シイタケ

は18年度で603トン、生シイタケは1,622トンと

いうことで、今お話にありましたように、約32

億円の産出額でございます。生シイタケの中で

も、特に菌床につきましては、18年度で申し上

げますと、対前年比で1.6倍ということで非常に

伸びておりますが、全体としましては伸びな

い。これはやはり、一つは林家における高齢

化、特に原木シイタケの部分があろうかと思い

ます。それと、外国の、特に中国産のシイタケ

の輸入というのが今までかなりありましたの

で、そういったことで落ちてきておりますが、

昨今は、食の安全・安心という観点で、かなり

また価格等も高騰してきておりますので、今後

は、そういった新規参入あるいは生産体制の整

備に支援をして、シイタケ生産の振興につなげ

ていきたいというふうに考えております。

○福田作弥議員 あえて取り上げましたのは、

建設業者の新規参入の品目として菌床シイタケ

がありましたから、お尋ねをしたのでありま

す。異業種から参入される方もいらっしゃるわ

けでありまして、将来、こういう方々が本県の

シイタケ生産の中枢を担う可能性もあります。

ぜひ御指導をお願いしておきたいと思います。

最後に、林業センターで長年研究されており

ました、乾シイタケの菌からの選抜による菌床

シイタケ種菌の開発は実用化したのでしょう

か。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 議員から平成

８年６月に同じような質問ございまして、その

後の経緯でございますが、菌床シイタケの種と

なる菌、これは種菌と言っておりますが、この

開発につきましては、林業技術センターにおい

て、平成４年度から菌床栽培に適した品種の選

抜に着手をしまして、バイオ技術等を活用しな

がら交配を繰り返し、あわせて、収量あるいは

栽培の適応性等の試験を実施しまして、４つの

種菌を開発したところであります。この種菌に

つきましては、生産現場での実用栽培試験を繰

り返し、最終的には、平成15年度に県内で菌床

シイタケを生産する２社の企業に対しまして、

種菌の管理あるいは栽培技術の移転を行ったと

ころでございます。なお、現在は、そのうちの

１つの種菌が改良を経て実用栽培が行われてい

るところでございます。

○福田作弥議員 ありがとうございました。ぜ

ひ継続をお願いしたいと思います。

最後になりますが、マンゴーについて一言触

れておきたいと思います。「東国原知事と言え

ば、あるいは宮崎と言えばマンゴーと頭に浮か

ぶ」と、東京の友人が言っておりました。その

マンゴーでありますが、最近の価格は、知事登

場以前とほぼ同じような価格に戻っておりま
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す。市況では昨年比60～70％価格でありましょ

うか。しかし、前々年比から見ますと、まだ110

％台ですから、依然として知事効果は持続して

いるんです。ありがたいことであります。しか

し、この季節、雨が多くて、規格外品が加工向

けとして２割ぐらい出ております。これは、単

価の安い商品を出荷することになりますから、

大変問題がある。しかも、栽培農家に技術格差

で大きな収益格差が生まれておりますから、大

変注意を要する時期になったと思います。せっ

かく、知事のトップセールスによりブランド化

に成功した品目であります。大事にしたいと思

います。宮日の読者の欄にも載っておりました

ね、前の県会議員の方が。本県としては、これ

からの後発産地の追い上げに備えて、マンゴー

「太陽のタマゴ」を、名実ともに本県のブラン

ド商品として定着させることが肝要だと思うの

であります。マンゴー「太陽のタマゴ」に消費

の最前線で生命力を吹き込んでいただいた知事

に、今後の対応や今までの思いについて御所見

をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のように、完

熟マンゴーというのは、今や宮崎を代表する農

産品に成長したのではないかと思います。私の

ＰＲは本当に微力だったんですが、これまで20

年間、生産に携わって鋭意努力をされてきた生

産者の方々、そして流通の方々、あるいはＪＡ

関係の方、あるいはその関係各位の方々の長年

にわたる努力、御労苦の成果ではないかと思っ

ております。宮崎県内ではこれはわからないこ

とだと思いますが、県外に出て思いますのは、

全国的に宮崎完熟マンゴー「太陽のタマゴ」は

非常に周知をされております。そして、都市部

の市場では名実ともに日本一になったのではな

いかというような御意見も多数伺っておりま

す。それは、山形のサクランボとか、夕張メロ

ンとか、あるいは二十一世紀梨等々を超える、

日本を代表するブランドに成長したのではない

かと思っております。今後とも、これにあぐら

をかくことなく、技術革新、あるいは技術の向

上、あるいは生産・流通の拡大、販売促進に向

けて、鋭意努力を重ねていきたいと考えており

ます。以上です。

○福田作弥議員 知事初め関係部長の御答弁あ

りがとうございました。

以上をもちまして、私の質問を終わります。

（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

ここで、午前中の福田作弥議員の質問に対す

る農政水産部長の答弁を求めます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 先ほど福田議

員よりございました、県内の食品加工場におい

てどの程度農産品が使われているかという御質

問でございますが、この件に関する調査はこれ

まで実施いたしておりませんので、データがご

ざいません。御理解をお願いいたしたいと思い

ます。以上でございます。

○坂口博美議長 次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

まして、順番どおり一般質問を行おうと思って

おりましたが、午前中の質問、特に福田議員の

質問と重なる部分がかなり出てまいりましたの

で、重ならない部分を探しながら質問させてい
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ただきますので、よろしくお願いいたします。

ことしの梅雨は、非常に降水量が多くて、会

えば「よく降るね」という会話が交わされてお

ります。平年の２倍から３倍の雨量があるとい

うことで、土が多くの水分を含んでおりまし

て、少しの雨でもがけ崩れが起こるような状況

にあるということで、台風や地震等の災害が心

配されるところであります。そこで、自然災

害、特に山地災害の対策についてお伺いをいた

します。

６月14日、岩手・宮城内陸地震が発生しまし

た。その被害の状況をテレビ等で見て、その被

害の大きさと地震の恐ろしさを改めて感じまし

た。まだ何人もの方が行方不明となっておりま

して、一日も早く救出されることを祈るばかり

でございます。海外においては、ことしはミャ

ンマーでのサイクロン、それから中国の四川省

での大地震と、続けざまに大災害が発生、大変

な犠牲者を出し、いまだに多くの方々が行方不

明となっております。本県は大きな地震こそこ

のところないものの、平成16年の台風に始ま

り、17年の台風14号、18年の豪雨や竜巻、昨年

は台風４・５号による土石流被害など、数年連

続して台風・大雨による自然災害を受けていま

す。このところの台風・大雨の被害状況を見て

みますと、山地災害が土石流となり、中・下流

の河川のはんらんを招き、大きな被害をもたら

しているのが特徴として言えると思います。国

内における山地災害の発生状況を見ますと、熊

本、鹿児島、宮崎の九州３県で、山地災害発生

件数の５分の１を占めています。急峻な山地を

多く抱えている上に、台風が強い勢力を持った

まま上陸、接近する地域でもあります。本県に

おいては、治山事業や家屋等のかさ上げ事業な

ど、県民を災害から守るため取り組んでいただ

いており、感謝をしているところであります

が、大災害を未然に防ぐためにも、山地災害対

策が重要であると思います。知事のお考えをお

伺いいたします。

次に、情報網の整備についてであります。

災害時に情報が途切れる、これほど不安なこ

とはありません。平成17年の14号台風のとき停

電し、一番役に立ったのは携帯電話でした。携

帯電話のカバー率は、人口で言えば100％に近い

でしょうが、山間地においては、電波の届かな

い地域がまだかなりあります。山地災害の多い

南九州の山間地、防災上の面からも、また危険

の多い仕事をする林業従事者の安全のために

も、全地域をカバーすることが必要でありま

す。県を初め関係の方々の努力で一歩一歩前進

はしていますが、携帯電話も全地域カバーでき

ない、ラジオ放送も入らない、アナログ放送の

難視聴地域さえある中で、３年後には地上デジ

タル放送に全面移行になろうとしています。ま

だゴールできずに走っているのに、次のレース

がスタートして追い抜かれようとしているよう

なものです。中山間地域の自治体は、必要な事

業を先送りしても難視聴世帯を出さないように

と、地上デジタル化対応に苦慮しています。知

事は記者会見の折にも、国が進めることである

から、国の責任において適切に対応してほしい

旨の発言をされておりますが、この問題につい

てどのように対処されるのか、お伺いをいたし

ます。

続きまして、教育施設の利活用についてお尋

ねをいたします。

宮崎県には、県立の総合博物館、美術館、図

書館等の教育施設が宮崎市にあります。いずれ

も県の誇るすばらしい施設であります。このよ

うな立派な施設、一人でも多くの県民の方に利
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用してもらいたいし、中心部から離れた県民が

利用するためには、何かよい方法はないだろう

かと考えます。せっかくすばらしい企画があっ

ても、知らないということで機会を失っている

人がいるのではないか。最近、これらの施設に

行く機会があるようになって、そう思います。

これらの施設のＰＲ及び利活用の促進について

どのように取り組んでいるのか、教育長にお伺

いします。

次に、観光対策についてであります。

宮崎―台北間の定期便が就航しました。この

件については、午前中に２人の議員から関連の

質問がありましたけれども、本県の観光・宿泊

業にとって大きな刺激であり、さまざまな分野

での交流も期待されております。東アジアの経

済が好調で円安でもあり、日本観光ブームが起

こっておりますが、それを受けて国内の多くの

自治体が外国人観光客誘致に乗り出しておりま

す。観光客を誘致したい国、地域として、９割

以上の自治体が韓国、台湾を挙げているという

調査結果があります。この観光客誘致、宮崎―

台北間の定期便の就航について、知事の思い入

れと期待についてお尋ねをいたします。それか

ら、宮崎の物産フェアを開かれておりますけれ

ども、この物産フェアを通じて、宮崎県の物産

販売、宮崎の産物の何が売れると感じたのか、

知事にお尋ねをいたします。

次に、自殺の対策について福祉保健部長にお

尋ねをいたします。

「太陽と緑の国」と言われる宮崎県が自殺率

全国２位というニュースは、少なからず県民に

とってショックではなかったかと思います。都

道府県別では、秋田、青森、岩手、山形、富山

という冬の厳しい豪雪地帯の県が自殺率が高

く、自殺率が低いのが太平洋側の気候温暖な県

と一般的に見られていますが、宮崎県と高知県

が温暖な太平洋側からはワースト10に入ってお

ります。気候だけではなく、交通の不便な、過

疎と高齢化の進んだ農山村県の自殺率が高いと

言う学者もおりますが、決定的な傾向ではない

と思われます。宮崎県の自殺率が高い理由をど

のように分析されておるのか、お伺いをいたし

ます。

次に、「集落の現状に関する調査」について

お尋ねをいたします。

現在、この調査が公表されて、いろいろなと

ころで話題となっております。調査の結果をど

う見るのか。まだ公表されたばかりですので、

これからの分析になるのだと思いますが、私

は、集落の置かれている現状がやはりそうだっ

たのかと、素直にあらわれているのではないか

と思います。山間集落ほど機能が低下し、耕作

放棄地がふえ、森林が荒廃し、鳥獣害がふえて

いる。これからの存続のためには、雇用の機会

の創出、つまり所得対策、そして医療対策が必

要である。そういうようなことが、この調査に

あらわれていると思います。この調査に当たっ

て、予想された結果どおりなのか、違っていた

のか、思っていたより厳しくなっているのか、

そうでないのか、どういう感想を持っているの

か、県民政策部長にお伺いいたします。

以下の質問は自席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

自然災害への認識と対策についてでありま

す。本県は、毎年のように大雨や台風の被害が

発生しており、特に平成17年の台風14号による

風水害や平成18年の延岡市などで発生した竜巻

は、県内に未曾有の被害をもたらしました。ま
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た先日、岩手県や宮城県で震度６強を記録する

非常に強い地震が発生しましたが、本県におい

ても今後、日向灘や内陸部を震源とする同規模

の地震の発生する可能性が指摘されておるとこ

ろでございます。このようなことから、県で

は、昨年策定した新みやざき創造計画の中で、

「安全で安心な暮らしの確保」を県の主要施策

として位置づけ、宮崎県地域防災計画に基づ

き、災害に対する意識づけや治山・治水対策な

どソフト・ハードの両面から、災害に対する取

り組みを行っているところでございます。特に

中山間地域における災害につきましては、道路

の寸断による孤立化など地域住民に与える影響

も大きいことから、そのことを想定した通信手

段の確保や輸送手段の確保などは大変重要なこ

とであると認識しており、先般の県総合防災訓

練におきましては、孤立地域に電気を回復する

訓練や孤立住民を救助する訓練も実施したとこ

ろでございます。県といたしましては、今後と

も宮崎県防災対策推進条例に基づき、自助、公

助、共助の考えをもとに、県民への啓発や市町

村など関係機関との連携を図りながら、災害に

強い県づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

続きまして、地上デジタル放送についてであ

ります。地上デジタル放送への移行は、国の政

策として推進されているもので、国及び放送事

業者において、円滑な移行のための措置がなさ

れることが必要不可欠であると考えておりま

す。また、県といたしましても、県内の地上デ

ジタル放送を円滑に推進することは、情報通信

格差の拡大を防止する上でも大変重要なことで

あると認識しております。したがいまして、国

に対する「みやざきの提案・要望」において、

支援措置の拡充を初め経済的弱者への対応、さ

らには地上デジタル放送への移行に合わせ、従

来のアナログ放送の難視聴地域の解消への取り

組みなどを要望しているところでございます。

今後とも、私はあらゆる機会をとらえ、国の支

援制度の一層の拡充を要望してまいりたいと考

えております。

続きまして、台北線への思いについてであり

ます。台北線の開設につきましては、チャータ

ー便の実績を積み重ねるとともに、長年にわた

り、県議会や経済団体等と一体となって関係機

関や航空会社に働きかけ、ようやく実現した路

線であり、大変うれしく思っております。今

後、この定期路線を御利用いただくことによ

り、本県と東アジアとのさまざまな交流が拡大

するとともに、地域の活性化が一層促進される

ことを期待しております。また、台湾への県産

品の販路拡大についてでありますが、台湾では

安全・安心な日本の産物に対する評価も高いこ

とから、魅力的な市場であると考えておりま

す。特に農産物では、カンショ、キンカン、加

工品では、乾シイタケ、漬物などが定番化して

おり、今後、有望な産品ではないかと考えてお

ります。今後とも、物産フェアの開催等を通じ

まして、県産品の認知向上と販路拡大に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。以

上です。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 「集

落の現状に関する調査」の結果についてであり

ます。本調査につきましては、県内の過疎地域

等市町村の集落の実態を把握し、今後の集落整

備のあり方に関する検討の基礎資料とするた

め、集落の住民等に対してアンケート調査等を

行ったものであります。集落の厳しい実態につ

きましては、これまでもしばしば言われてきて

おり、私も、県内の集落に直接足を運びなが
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ら、その実態を把握してきたところでありま

す。そのような中におきまして、今回の調査結

果につきましては、私もある程度予想はしてい

たところでありますが、さまざまな角度からそ

の実態が数量的にも明らかになり、改めて集落

の厳しい現状を実感したところであります。以

上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 本県

の自殺死亡率が高い原因についてであります。

本県において、昨年１年間に394名の方がみずか

ら命を絶たれているということは、まことに悲

しい現状であります。一般的に自殺の原因につ

きましては、健康問題、経済問題、家庭問題な

どが挙げられておりますが、本県では自己破産

率や完全失業率、離婚率等が高く、これらと自

殺率との関係があると考えられます。また、平

成17年度に精神保健福祉センターが西諸県地域

５市町村の住民を対象に実施した「こころの健

康アンケート調査」では、自殺願望に影響を与

える要因として、「家庭内ストレス」「自殺に

対する寛容さ」「助けを求めることへの恥ずか

しさ」等が挙げられております。これらの要因

が相まって、本県の自殺死亡率が高くなってい

るのではないかと考えております。以上です。

〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 教育施設の

ＰＲ等についてであります。総合博物館、美術

館、図書館におけるＰＲにつきましては、年間

の展示会等の予定や提供するサービスの内容等

をパンフレットにまとめ、県内市町村や関連文

化施設、学校等に配布するとともに、特別展示

や講座などの開催に当たりましては、テレビ、

新聞等を通じて県民の来館や参加の呼びかけを

行っているところであります。また、各施設に

おきましては、野外講座や移動美術館、コン

ピューターネットワークを活用した図書の貸し

出し等を実施し、広く県民の皆様の利活用が図

られるよう努めているところであります。今後

とも、市町村や関係団体等と十分連携を図りな

がら、各施設のＰＲと利活用の促進に努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○黒木正一議員 防災対策につきまして、総務

部長にお尋ねをいたします。

岩手・宮城内陸地震や、４年前にありました

新潟県中越沖地震は、どちらも中山間地に被害

が集中し、山地崩壊によって道路が寸断され、

集落が孤立しました。本県においても、台風災

害により集落が孤立する事態が起こっておりま

す。このことを想定した通信手段の確保や輸送

手段の確保などは、大変重要であると認識され

ておられるようでありますけれども、このよう

な事態に備えての食料備蓄体制、搬送体制はど

うなっておるのか、お伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 食料備蓄あるいは

輸送手段についてのお尋ねでございますけれど

も、県や市町村で、米、缶詰、毛布などの物資

を、日赤の倉庫あるいは県の出先機関等に備蓄

しているところであります。こういった備蓄で

も不足するような大規模災害発生時には、災害

応援協定に基づきまして、民間の流通在庫備蓄

を活用するとともに、国、九州あるいは山口各

県に対しまして、応援物資の要請を行うことと

しているところでございます。物資の輸送でご

ざいますが、トラック協会等による陸上輸送と

しておりますけれども、中山間地域において、

道路の寸断ということで車両輸送が困難な場合

も想定されますので、防災ヘリの活用、それか

ら自衛隊等への要請によるヘリコプター等によ

り輸送することとしておるところでございま
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す。以上でございます。

○黒木正一議員 今回の岩手・宮城の地震は、

震源が浅くて活断層によるものと言われており

ます。その脅威はすさまじいものがあります。

先ほど知事は、「本県においても今後、日向灘

や内陸部を震源とする岩手・宮城内陸地震と同

規模の地震が発生する可能性があるというよう

な指摘を受けている」という話をされましたけ

れども、本県には活断層があるのかどうか、ま

た地震の発生予測はどう考えているのか、地震

対策にはどう取り組んでいるのかということ

を、総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 一般的に活断層と

いうのは、過去にその地域で大きな地震が発生

した痕跡でございまして、国の地震調査研究推

進本部がことし５月に公表した資料によります

と、発生する地震の規模が大きく、社会的・経

済的影響が大きいとされる主要な活断層は、全

国に110あるということでございますが、その中

に本県は含まれておりません。しかしながら、

本県ではこれまで、御承知のように日向灘ある

いは東南海・南海を震源とする、いわゆるプレ

ート型の地震、さらにはえびの市周辺を震源と

する内陸部の地震が発生している事実がござい

ます。また、今後10年以内には、マグニチュー

ド7.1前後の地震が日向灘で30％から40％の確率

で発生すると予測されているところでございま

す。

こういったことから、昨年３月に、プレート

型地震に加え内陸部の地震も想定した「宮崎県

地震減災計画」を策定したところでございまし

て、その内容は、想定される死者数の半減を目

指し、防災意識の啓発あるいは自主防災組織の

充実、住宅・建築物の耐震化などの取り組みを

行うこととしているところでございます。本年

５月の第４日曜日、「宮崎県防災の日」を中心

として、県総合防災訓練を行いましたし、テレ

ビ、ラジオ等を活用した啓発、それから小中学

生への防災教育の実施、あるいは市町村や防災

機関との連携強化、こういったことに鋭意努め

ているところでございます。今後とも、こう

いった取り組みを推進いたしまして、地震によ

る被害の最小化に努めてまいりたいと存じま

す。

○黒木正一議員 先般、宮崎県総合防災訓練が

行われたということであります。小林市、えび

の市、高原町で行われたということでありま

す。自衛隊や消防団は参加しておりましたけれ

ども、これまで参加していた地元の建設業協会

が今回は参加しなかったというふうに聞いてお

ります。台風、地震等の災害時に、非常に重要

な役割を担ってきたのは建設業者であります。

災害時応援協定を結んで協力関係にある建設業

協会はなぜ訓練に参加しなかったのか、また、

これからの連携をどう考えているのか、総務部

長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

地域における建設産業の役割というのは、大変

重要なものがあると認識しております。県にお

きましては、本年５月に、小林市、えびの市、

高原町において、先ほどの県総合防災訓練を実

施したところでございますけれども、訓練の実

施に当たりましては、昨年12月から関係市町と

調整を始め、本年２月には関係機関を集めた全

体会議を開催し、その後も相当回数にわたって

関係者の連絡会議等を重ねてきたところでござ

います。御質問の建設業協会につきましては、

第１回の全体会議に地元の関係者に御出席をい

ただいたところでございますが、訓練内容等を

考慮され、参加を見送られたものと理解してお
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ります。県といたしましては、災害時における

建設業協会の役割は、御指摘にもありましたよ

うに極めて重要でありますし、さらに災害時応

援協定も締結いたしておりますことから、引き

続き今後とも連携を十分図ってまいりたいと考

えております。

○黒木正一議員 今後とも良好な関係を保って

いきたいということでありますけれども、台風

等で―地震のときもそうでしょうけれども

―道路が寸断されたときには、本当に活躍す

るのが地元の建設業、重機を持っている建設業

でありまして、これからもどうか良好な関係を

保っていかれるように御要望しておきたいとい

うふうに思います。

さきに申しましたとおり、ここ数年、宮崎・

熊本・鹿児島県の南九州に山地災害が集中して

おります。本県においても、数年前から非常に

多くなっておりますが、山地災害の過去５年間

の発生状況、復旧及びその予防対策について、

環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成15年か

ら19年までの５年間の被害は、858カ所、552

億5,000万円となっております。これらの箇所に

つきましては、治山事業により、これまで388カ

所の復旧を終えているところでございまして、

その他の箇所については、緊急性の高い箇所か

ら計画的に復旧することといたしております。

また、山地災害の予防対策を推進することは、

県民の生命や財産を守るとともに、下流域への

被害を軽減する上でも大変重要でありますの

で、県では4,405カ所の「山地災害危険地区」を

指定しまして、危険度の高いところから、治山

ダムや地すべり防止工等の予防対策を計画的に

実施しているところであります。今後とも、市

町村や関係機関との連携を図りながら、山地災

害の未然防止に取り組みまして、災害に強い県

土づくりを推進してまいりたいというふうに考

えております。

○黒木正一議員 ここ５年間で552億を超える被

害額、なお4,400を超える危険箇所があるという

ことであります。台風の襲来、梅雨時の地震な

どが起きますと、下流域にかけて大被害をもた

らす可能性が考えられます。山地災害の未然防

止に対しまして、力強く取り組まれることを期

待いたします。

ここ数年の台風・大雨被害によりまして、河

川に大量の土砂が堆積しており、台風など災害

に対する大きな不安要因となっております。河

川の砂利しゅんせつ、河床の掘削など、災害予

防対策を求める声が非常に大きく上がってきて

おります。県も優先順位を決め、その対策を

とっていただいておりますけれども、追いつか

ないというのが現状であります。県の今後の方

針について、県土整備部長にお尋ねをいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 平成17年の台

風14号を初め、近年の多発する集中豪雨による

山腹崩壊などによりまして、耳川や小丸川、一

ツ瀬川などで土砂が河川に堆積いたしまして、

川の流れが著しく阻害される状況が発生したと

ころでございます。このため県では、治水上、

緊急性が高い箇所を優先的に、災害復旧事業で

すとか県単独事業によりまして、土砂の除去に

努めてまいりました。県が管理する河川の堆積

土砂につきましては、平成17年度から19年度末

までに、おおよそ28億円の予算を投入いたしま

して、約180万立方メートルを除去したところで

ございます。また、本年度も、現在、出水期を

控え対策が必要な県内13カ所におきまして、堆

積土砂の除去を行っているところでございま
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す。県といたしましては、公共事業への活用で

すとか、公募により募集いたしました砂利採取

業者に搬出させる制度の活用というものを図り

ながら、今後とも引き続き、堆積土砂の除去に

努めてまいりたいと存じております。

○黒木正一議員 砂利の利活用の根本的な対策

はないだろうかと、いつも思うのでありますけ

れども、住民の不安が解消されるように、さら

なる取り組みをお願いしておきたいというふう

に思います。

次に、学校の耐震化についてお伺いをいたし

ます。中国・四川省の大地震では、多くの学校

が崩壊いたしました。数多くの子供たちが犠牲

となりました。この地震を受けて、災害時の避

難場所としても利用されている学校の耐震化を

急ぐために、国も早急に法を改正して、その対

策に取り組もうとしております。地方自治体の

負担を軽減する措置がとられるようであります

けれども、耐震化の現状と今後の取り組みにつ

いて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本年４月１日現在の

県内の公立小中学校における耐震診断の実施率

は97.8％であり、耐震化率は71.4％となってお

ります。また、県立学校につきましては、耐震

診断は終了しており、耐震化率は83.0％となっ

ております。こうした中、今、御披瀝になりま

したように、去る６月11日に、地震防災対策特

別措置法改正法が成立したところであります。

この法の成立によりまして、国庫補助特例にお

ける平成22年度までの時限措置は据え置かれた

ままで、大規模地震の際に倒壊等の危険性の高

い公立小中学校等の建物を対象とする耐震補強

事業につきまして、補助率が２分の１から３分

の２に引き上げられるなど、地方負担の軽減が

図られたところでございます。このような国の

積極的な方針を受けまして、県教育委員会とい

たしましては、各市町村に対し、小中学校の耐

震化を一層推進するよう、指導助言にさらに力

を入れてまいりたいと存じます。また、あわせ

まして、県立学校につきましても、耐震化の推

進に一層努めてまいりたいと考えております。

以上であります。

○黒木正一議員 今年度、県は私立学校への耐

震化支援事業を創設して、公立学校に比べおく

れている耐震化促進に取り組み始めたところで

ありますけれども、私立学校の耐震化率と今後

の取り組みについて、県民政策部長にお尋ねい

たします。

○県民政策部長（丸山文民君） 平成19年４月

現在でございますけれども、私立小中学校の耐

震化率は80％、私立高校の耐震化率は59.2％と

いう状況になっております。もとより学校施設

は、児童生徒の学習・生活の場でありますとと

もに、災害時の避難場所ともなりますので、安

全性を確保する観点から、耐震化は極めて重要

な問題だと認識しております。県といたしまし

ては、私立学校における耐震化を促進するた

め、今年度、お話にございましたように、「私

立学校耐震対策緊急支援事業」を創設し、耐震

診断を実施する私立学校に補助を行うこととし

たところであります。また、私立学校が耐震補

強工事等を行う場合には、国の補助制度や私学

事業団の融資制度がございますので、私立学校

に対しまして、これらの支援制度を活用した耐

震化について指導助言を行い、耐震対策を図っ

てまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 こういう機会をとらえて、ぜ

ひ諸学校の耐震化に早急に取り組んでいただく

ようにすべきだというふうに思います。

さて、個人の住宅でありますけれども、この
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耐震化については、現在、耐震化事業が行われ

ておりますが、診断はしても費用が大きいから

改修が進まないというような状況を聞いており

ます。現在、県内には耐震診断の必要な住宅は

どれぐらいあるものなのか、また実施率、今後

の耐震改修に対する考え方について、県土整備

部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 木造住宅の耐

震化の促進を図るために、県におきましては平

成17年度から、木造住宅の耐震診断に取り組む

市町村に対しまして支援を行っているところで

ございます。これまでに20の市町におきまし

て、279戸の耐震診断が実施されたところでござ

います。しかしながら、耐震診断を必要といた

します木造住宅は、県内に約12万戸存在してお

りますので、引き続き、市町村の取り組みを促

進してまいりたいと考えております。また、耐

震改修につきましては、耐震診断の結果ですと

か居住の状況などに応じた改修が望ましいと考

えておりますので、今年度から新たに導入いた

しましたアドバイザー派遣制度を活用しなが

ら、きめ細かな相談の実施など、市町村との連

携を図りながら、木造住宅の耐震化の促進に取

り組んでまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 個人の木造住宅ではあります

けれども、まだまだ耐震診断が進んでいないと

いう状況のようでありますが、市町村の取り組

みをぜひ促進していただきたいというふうに思

います。

続きまして、県民政策部長に、地上デジタル

放送に関してお伺いをいたします。先ほど知事

が、「あらゆる機会をとらえて国の支援制度の

充実を要望していきたい」と力強く言われまし

たので、大変心強く思うところであります。こ

れまでのいろんな要望の結果、国の補助事業も

変わりつつあるようでありますが、どのような

ものでしょうか。それから、現在、各市町村が

どのような取り組み状況なのか。また、他県に

おきましては、県が補助事業を行っているとこ

ろがあるようでありますけれども、他県の動向

についてもお伺いをいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） まず、国の補

助制度についてであります。県では、これまで

国に対して、地上デジタル放送への移行に必要

な支援措置の創設等を要望してきたところであ

ります。その結果、昨年度、中山間地域等にお

ける共同受信施設につきまして、地上デジタル

放送を視聴可能にするための改修等に対する支

援制度が創設され、さらに本年度におきまして

は、補助率の引き上げなど、制度の改善がなさ

れたところであります。次に、現在の市町村の

取り組み状況についてであります。市町村にお

かれましては、共同受信施設の受信点の調査及

び改修等についての住民への説明会を実施さ

れ、啓発に取り組んでおられるところでありま

す。最後に、他県の動向についてであります。

本県と同様に、ほとんどの県が中山間地域等難

視聴地域を抱えてその対策に苦慮し、支援措置

の拡充を求めるなど、国等への要望活動を実施

してきているところであります。なお、４府県

におきましては、国の補助制度とあわせて、県

の補助事業も実施されていると伺っておるとこ

ろであります。以上であります。

○黒木正一議員 昨年12月の議会においても、

地上デジタル化への対応についてお聞きいたし

ました。そのときに、全面移行したときの難視

聴予測世帯は約4,000世帯という答弁でありまし

た。このたびの国に対する「みやざきの提案・

要望」では、5,910世帯となっております。増加

している理由についてお伺いをいたします。
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○県民政策部長（丸山文民君） これまで御説

明申し上げております約4,000世帯の内訳であり

ますけれども、これにつきましては、共同受信

施設の新設等が必要となる世帯が1,780世帯、そ

れから共同受信施設の移設等が必要となる世帯

が2,010世帯であります。この合計の3,790世帯

につきまして、約4,000世帯と申し上げてきたと

ころであります。これらに加えまして、現在の

アナログ放送におきましても難視であり、地上

デジタル放送への移行後も同じく難視となる世

帯が県内で2,120世帯ありますので、これを合計

いたしまして5,910世帯ということになります。

以上であります。

○黒木正一議員 何かちょっとよくわからない

んですけれども、12月のときも5,910世帯はあっ

たというふうに理解してよろしいわけですね。

○坂口博美議長 傍聴者もありますし、質問さ

れている議員にもそこのところは大切ですか

ら、だれにでもわかる説明を再度求めます。

○県民政策部長（丸山文民君） 提案・要望で

は5,910世帯と合計をしております。その中で、

現在の共同受信施設を新設しなければデジタル

放送が見られない世帯が1,780世帯。現在、共同

受信施設はあるんですけれども、それをほかの

場所へ移設しないとデジタル放送が見られない

世帯というのが2,010世帯、これが合計する

と3,790世帯になります。そのことを今まで

約4,000世帯と申し上げてきたところでありま

す。一方では、今でもアナログ放送が見られな

い世帯が2,120世帯あるということであります。

そして、これはデジタルへ移行しても、やっぱ

りそのまま見られないということでありますの

で、この世帯が、今申し上げました2,120世帯と

いうことであります。ですから、結論を申し上

げますと、今までも5,910世帯はあったというこ

とであります。

○黒木正一議員 今年度の県の予算におきまし

ても、アナログの難視聴地域の解消事業という

のがあるわけでありますが、これはなぜかなと

最初の予算の提案のときに思ったんです。３年

後にデジタル化するのに、なぜ今ごろアナログ

の対応―といいますか、もう既にデジタルの

対策の研究費ぐらいはつけるのが本当であっ

て、なぜアナログ放送の解消をするのかなとい

う気がしたんです。聞くところによりますと、

このアナログ放送の難視聴対策事業というの

は、使われることはないだろうというような話

も聞いておるものですから、何かちょっと、そ

ういう人たちが置き去りにされておるというよ

うな感じで、複雑な思いはいたしますけれども

……。ぜひ難視聴世帯がないように、ひとつ御

努力いただきますよう、よろしくお願いを申し

ておきたいというふうに思います。

続きまして、携帯電話についてでありますけ

れども、県土の何％、面積でいうと何％利用で

きないところがあるのだろうかと、いろんな人

に聞くのでありますけれども、なかなか答えが

難しいようであります。この携帯電話の現在の

エリア拡大の状況はどうなっておるのでしょう

か。それからまた、ラジオ放送の受信について

でありますけれども、これまで私ども、山で作

業する人とか、いろんな台風災害とかあったと

きに、ラジオ放送が聞ければいいんだがなと思

いまして、何度も要望してきたわけであります

けれども、これはなかなか難しいという話であ

りまして、本当に不可能だろうかというふう

に、いつも思うんです。夜になりますと、外国

語放送は非常に強く入ってきて、ナイターを聞

いていても、いつの間にか妙な歌謡曲番組に変

わってしまったりということで、電波的にそう
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いう何かの利用ができないものだろうかといつ

も思うんですけれども、要望はしてきました

が、一向に前進はいたしません。特に災害時に

は重要な情報源でもありまして、ラジオの時代

はまだ終わってはいないと思うのでありますけ

れども、可能性があるのかどうかお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（丸山文民君） 携帯電話であ

りますけれども、もちろん日常生活の利便性向

上を初め、災害等の緊急時の連絡手段としても

大変重要な情報手段であると認識をしておりま

す。県におきましては、これまで国の補助事業

や平成18年度に創設した県単独事業を活用しま

して、エリア拡大を図ってきたところでありま

す。その結果、平成６年度から19年度までの14

年間に、約２万世帯のエリア拡大が図られたと

ころであります。県内で携帯電話が１社も使用

できない地域は、平成19年度末現在であります

けれども、約2,300世帯となっております。この

結果、県内全世帯の99.5％で携帯電話のサービ

スを受けることが可能となっております。次

に、ラジオでありますけれども、これにつきま

しては、中継局の整備に要する経費や維持管理

経費が多額に上ることから、放送事業者におい

て事業の見通しが立っていないのが現状でござ

います。しかしながら、県内の情報通信格差の

是正を図ることは必要であると思っております

ので、放送事業者との意見交換などを通じまし

て、今後も粘り強く要望してまいりたいと考え

ております。以上であります。

○黒木正一議員 可能性がゼロではないと思い

ますので、可能性がある限り、ぜひ御努力いた

だきたいというふうに思います。

それから次に移りますが、総合博物館の利用

状況についてお尋ねをいたしたいと思います。

ことしの３月であったでしょうか、博物館で開

かれました「やってきたきた 県北調査展」と

いうのがありました。県北の「北」にかけて

「やってきたきた」というふうに言っているの

かもしれませんけれども、博物館では、県内を

県北、県央、県南、県西の４つのゾーンに分け

て調査を行っており、県北地域の動物、植物、

地質、考古、歴史、民俗に関する資料や情報を

展示したという展示会でありました。私は久し

振りに総合博物館に行って、県北展を見て大変

感動いたしました。そこには、五ヶ瀬町で発見

された県内最大のアンモナイトの化石、それか

ら日之影町で発見された大きな二枚貝のメガロ

ドンの化石―今も博物館の横に置いてありま

すけれども―そういうすばらしいものが展示

されておりました。それからまた、大崩山に自

生していたナガバノキソチドリ、ヨウラクツツ

ジ等重要植物が、シカの食害に遭って減少もし

くは消滅している可能性があるというようなこ

とも、そこでわかりました。この展示会の中

に、次のような説明がありました。「五ヶ瀬川

や五十鈴川の河原を歩くと、まるで岩石の図鑑

を見ているようです」と。この流域に住む子供

たちが、この展示会を見てこの説明を読んだ

ら、恐らく河原に行って石拾いをしたり、岩石

に興味を持ったのではないかなというふうに思

いました。県北の子供たちがこの展示会をどれ

ほど見たのかな、見る機会があったのかなとい

うふうに思ったものでありましたが、この博物

館の利用状況については現在どのようになって

おりますか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 総合博物館におきま

しては、平成17年度の常設展の無料化以降、年

間10万人を超える入館者数を数えておりますけ

れども、特に平成19年度は、過去最多の入館者
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数を記録した「エジプト発掘40年展」が開催さ

れたこともありまして、17万人余りの方々に入

館いただいたところであります。また、総合博

物館では、常設展等の展示事業のほか、県内各

地域におきまして動植物の観察会や化石調査な

どの野外講座を実施するとともに、剥製標本等

を県内の小中学校や市町村の歴史資料館等に貸

し出し、有効に活用していただいているところ

であります。以上であります。

○黒木正一議員 利用状況も非常に好調に推移

しているということであります。いろんな企

画、出張展とか、そういったものをされている

ということでありまして、ますますそういう取

り組みをしていただきたいと思うんです。博物

館の特別展等展示会に行きますと、女性がいろ

いろ紹介したり案内していただくんですけれど

も、非常に熱心で親切に説明していただくもの

ですから、何度もつられてその後も行っており

ます。

そこで展示されていたメガロドンの化石であ

りますけれども、県内では椎葉村、高千穂町、

日之影町、そして博物館の調査で、ことし諸塚

村で発見されたということでありますが、諸塚

で発見されたものは、最近、山の中の作業道か

ら運び出して、諸塚の公民館のそばに置いてお

ります。こんなものが我々の住んでいる山の中

にあったのかなと、そういうのを見ると非常に

感動するんですね。メガロドンという二枚貝

は、熱帯地方の火山島のそばにすんでいた２

億1,000年から２億3,000年前の貝だそうであり

ますけれども、それが長い年月をかけて、海洋

プレートの移動によって長距離運ばれて、海洋

プレートが陸地に潜り込むときに陸にくっつい

た、付加されたと書いてあります。そういう説

明がしてありました。２億年の歴史を経たもの

を目の前にしますと、やっぱり大陸は動いてい

るんだな、長い歴史の中に我々は生かされてお

るんだなというような実感がわいてきて、非常

に感動してロマンを感じるんです。多分、子供

たちもそういう機会に接すると、自分たちが住

んでいるところの地層には日本列島の形成の歴

史が刻まれているんだなと思って、驚き感激す

るのではないかというふうに思います。

宮崎県の教育基本方針には、「郷土に対する

誇りを持つ人間の育成を目指す」というような

ことが書いてありますけれども、地域の歴史、

民俗、風土、そういうものを学ぶことによっ

て、そういうものを体感することによって、ふ

るさとを大切にしようという気になるのではな

いかというふうに思います。こういうすばらし

い財産が博物館にはいっぱいあると思います

し、間違いなくあります。これを有効利活用す

るように、例えば化石を一緒に探しに行くと

か、いろんな岩石を拾って、それのいろんな説

明をするとか、そういう野外での機会というも

のも非常に教育上有効ではないかというふうに

思います。

私は山に住んでおりますから、海のこととか

町のことはよくわからないんですけれども、か

つて、私どもより年上の人たちでしょうか、家

は一応出るけれども、学校に行かずに野山で遊

んで夜帰るというような―「山学校」と言っ

ておりましたけれども、大抵の人が経験してい

ると思いますけれども―教科書にはないもの

をいろいろな勉強をした。勉強になったかどう

かはわからないし、給食のない時代は弁当を

持っていきますから、腹を減らすこともなく、

そういう経験をしたものです。今、諸塚村で

は、諸塚で山学校をしようというエコツーリズ

ムをやって、わざわざ体験させてやるようなこ
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とをやっておりまして、静かなブームになって

おりますけれども、とにかくいろんな自然とか

いろんな文化とかに触れる機会を、総合博物館

を拠点として取り組んでいただきたいというふ

うに思います。

非常に時間が限られてきておりますので、次

に、ここで三たびですけれども、鳥獣害の問題

について質問したいと思います。私もこういう

宮崎の議場に来て、３回連続、何でイノシシと

かシカの話をするのかなと、自分でも非常に不

思議なような気がいたします。そして、私は一

番最初の質問のときに、東臼杵郡内では人間が

おりの中に住んで鳥獣害の対策をしているとい

う話をしましたけれども、この前、高千穂町の

緒嶋先輩議員に聞きますと、西臼杵にもそうい

う地区があるというような話でありました。全

国からの非常に深刻な鳥獣害の声を受けて、２

月に鳥獣害対策特別措置法が施行されまして、

それに基づいて鳥獣被害防止計画がどうなって

いるかという全国の作成状況が明らかになりま

したけれども、本県の状況というのはどうなっ

ておるのでしょうか。それから、それが少ない

という話も聞きますけれども、その理由につい

て、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 市町村におけ

る鳥獣被害防止計画につきましては、現在、３

市町が作成中、それから10市町村が今年度中に

作成する予定となっています。本法律の施行後

間もないことから、市町村の計画作成に対する

取り組みがおくれている面がございますが、県

としましては、鳥獣被害の防止は大変重要な問

題であると認識しておりますので、市町村にお

ける計画作成及び被害防止のための徹底的な取

り組みへの助言指導を行いまして、鳥獣被害防

止を推進してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 シカの緊急捕獲促進事業がス

タートいたしまして、シカの捕獲への補助など

被害対策がとられるようになりました。また、

シカは１カ月猟期が延長されましたが、イノシ

シの猟期は２月15日までと、通常の猟期となっ

ております。隣接する他県では、３月15日まで

延長しているところがあるというふうに聞いて

おります。イノシシは、恐らく自分は熊本のイ

ノシシだとは思っていないんではないか、大分

県のイノシシだとは思っていないと。境が山で

すから、恐らく猟期でないところに入ってくる

という可能性はあると思います。そういう意味

で、被害が出ていなければ問題ないのでありま

すけれども、大変被害があるという話を聞いて

おります。イノシシの猟期の延長はできないの

か、環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） イノシシにつ

きましては、最近、被害額が増加傾向にありま

すことから、本年中に特定鳥獣保護管理計画を

策定いたしまして、狩猟期間の延長などを検討

してまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 ぜひその方向でお願いをした

いと思います。

次に、自殺対策についてお尋ねしたいと思い

ます。

このほど県は、自殺対策推進本部を開

き、2016年までに2005年の自殺率を25％減らす

という目標を設定いたしました。自殺は心の問

題であって、数値目標を立てて実行することは

容易ではないと考えられますけれども、対策の

先進県におきましては、相当な減少を実現して

おります。この問題は、県民それぞれが自分の

問題として取り組む必要があるというふうに思

いますが、その対策について、また25％減の根

拠をお伺いいたします。福祉保健部長にお願い
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いたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 国では、平

成17年の自殺死亡率を基準にしまして、28年ま

でに20％以上減少させるという目標を立ててお

ります。各都道府県が自殺対策を進める上で、

この20％というのが最低ラインであると認識し

ておるところであります。自殺死亡率が全国第

２位になった本県にとりましては、その対策を

進めるために、国よりも厳しい25％減という目

標を設定したところであります。この自殺対策

のために、今年度は、新規事業であります「自

殺ゼロ」プロジェクト推進事業の中で、行動計

画の策定や県民への普及啓発、人材の育成及び

未遂者や遺族に対する支援を行うこととしてお

ります。また、昨年11月に、県庁内に知事を本

部長とする「自殺対策推進本部」を設置いたし

ましたが、この６月には、県内で活動されてい

る諸団体や関係機関で構成する「自殺対策推進

協議会」が発足したところでありまして、官民

一体となって自殺対策に取り組んでまいりたい

と考えております。以上です。

○黒木正一議員 きょう昼のニュースでも、自

殺の問題が取り上げられておりました。自殺者

の動向というグラフが出ておったわけですけれ

ども、これまでの自殺者がふえた時期等を調べ

れば、どういう背景があるのかというので、原

因究明と対策に生かせるというふうに思うわけ

であります。自殺率が高くなった時期というの

は、戦後の経済復興期、それから昭和60年前後

の石油危機後の不況期、そして最近では平成９

年から平成10年にかけて一気に高くなりまし

て、それがずっと今まで継続しております。平

成10年に急に自殺率が高くなった要因をどう考

えるのか、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 御指摘のとお

り、平成９年から10年にかけて、全国的にも、

また本県においても、自殺者数の急増が見られ

たところであります。今回初めて発行されまし

た国の自殺対策白書などによりますと、平成10

年の自殺者急増の要因は、45歳から64歳までの

中高年男性の自殺者の増加によるもので、その

背景には、バブル崩壊後の景気後退局面の中

で、中高年男性の雇用、経済環境の悪化などが

あると分析されております。この年は、都市銀

行や大手証券など企業倒産が増加するととも

に、景気に対する見通しが急速に悪化し、企業

に対する貸し渋りなどが社会問題となった時期

であります。このような状況が働き盛りの世代

の男性に強く影響して、この世代の自殺者が急

増したものと考えられます。以上です。

○黒木正一議員 景気・経済が要因とします

と、平成10年に急に自殺率が高くなって、それ

がずっと推移しているということは、やはりい

まだに景気が悪いといいますか、経済状況が厳

しいということになろうと思います。ちょっと

心配されますのは、前回の自殺率が高くなった

ときがちょうど石油危機後の不況期ということ

で、今、燃料が非常な勢いで上昇しておりまし

て、将来というのが非常に心配されるなという

ふうに考えられるわけでございます。

そこで今回、県はこういう自殺対策をとるわ

けでありますけれども、やはりそれぞれ一人一

人が、みんなが協力し合って、それぞれできる

ことをやらなければならないというふうに思い

ますが、それなら何をやったらいいのかという

ところがあるわけです。知事は日本一が好きだ

と言われましたけれども、これだけは日本一に

するわけにはいかないと思う。そのためには、

みんな一人一人がきょうから対策を考えなけれ

ばならない。そのためには何をしたらいいのか
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というのがわかりません。ですから、早くそう

いう対策、みんなが取り組むべきことというの

を、専門家とか先進地の事例とかそういったも

のを紹介していただいて、みんなで、それこそ

県民総力戦で取り組んで、何とかとうとい命を

取りとめるためにみんなで努力していくよう

に、ぜひそういういろんな資料というか情報を

提供していただきたいと思います。以上、要望

いたしまして、私の質問を終わります。（拍

手）

○坂口博美議長 ここで、答弁者側に一言申し

上げます。答弁の工夫あるいはあり方ですけれ

ども、今の質問に対しての答弁もそうでした、

全く理解できないですよね。傍聴者の皆さんも

わからなかったと思います。今の難視聴予測の

数字の違い、11月議会では同じトーンで黒木正

一議員は質問されております。それに対しての

答えがまるっきり違っているのが一つ問題。そ

れから、今の質問で、建設業者がなぜ訓練に加

わらなかったのかという県の判断を求められた

けれども、それは第１回目の全体会議に出席し

て業者が勝手に必要ないと判断したのだろうと

いう答弁でありました。これもすれ違っており

ます。それから、以前は議案書で上げられてお

りました県の基金の残高、これが答弁と違って

いたいきさつもありました。調整後の数字だと

いうことで弁明されましたけれども、議会は

もっと真剣な場所です。ですから、答弁のあり

方は一貫性を持つべきですし、工夫があるべき

ですし、精いっぱい議員の気持ちに対してこた

えるべきだと感じましたので、今後、検討方を

お願いいたしておきます。

次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

２番手、中継ぎの図師博規でございます。たく

さんの傍聴者の皆様、まことにありがとうござ

います。先日、県議会対抗の野球大会がありま

した。そのとき、先発ピッチャーを務めさせて

いただきましたが、フォアボール連発の的外れ

ばかりで、チームの皆さんには大変な御迷惑を

おかけしました。きょうの一般質問は、的を外

すことなく直球勝負でまいりたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いします。

まず初めに、通告しておりました自治体の税

収格差対策についてお伺いしてまいります。

この税収対策を考える上で、皆様と共通認識

を持っておきたいと思うことがあります。それ

は、国の財政状況は既に破綻状態にあるという

こと、もっと言うならば、中央政府は既に沈没

しています。自治体の財政状況を示す４つの指

標があります。１つは実質赤字比率、もう１つ

が連結実質赤字比率、そして実質公債費比率で

す。４つ目は将来負担比率。国と地方の財政状

況を示す上で、判断していく上で、収入に対す

る赤字の元利支払い分がどれほど大きいかを示

す実質公債費比率で比較をしてみますと、既に

財政破綻して財政再建団体になった北海道夕張

市の数字は38.1％、長野県滝沢村につきまして

は42.2％、そして国は何と80.4％を示している

んです。これはもう驚きの数字です。この数字

が何を示すかと申しますと、中央政府は既にリ

ーダーシップをとる能力は欠落しており、今

後、地方公共団体が護送船団を組んで国を引っ

張っていくような、もしくは地方が沈没船を引

き揚げるような時代になってきているというこ

とを、我々は認識しなくてはいけません。

これから財政改革をしていく上で、国は特殊

法人の切り捨てをし、国会議員も、我々がする

ように大幅な定数削減を図らなくてはいけない

と考えます。不透明な浪費をなくし、今後、健
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全な国、そして地方を築くためにも、今まさに

この税制改革というのは必然なんです。今後、

我々が果たす役割は大きく、そして、国との役

割の割合を変えていく時代でもあります。三位

一体改革では、地方交付税がカットされ、補助

金がカットされ、事務事業だけが押しつけられ

る、そういう状況が目につきます。国と地方の

税源配分を５対５にするということを目指した

地方六団体の地方分権推進決議はどれだけ尊重

されているのか、甚だ疑問です。それでも今後

地方は、足腰の強い自治体運営を目指し、道州

制も視野に入れ、税収確保を図らなければなり

ません。特に現在、地方経済の盛衰で顕著と

なってしまった都市部と地方の税収格差是正

は、あらゆる手段を講じて取り組まなければな

らない一つです。

その一助として考案されたのが「ふるさと納

税制度」ですが、正直言ってこの制度にも、私

はがっかりです。この制度の考案当初は、個人

住民税の部分を自分のふるさと、もしくはみず

から納付先を選定し、都道府県及び市町村に納

められるものになると協議されていたにもかか

わらず、実際の内容は、従来施行されていた寄

附金制度の内容を拡充したものにすぎなくなっ

てしまっているんです。それでも、ふるさとを

思い、宮崎を愛する方からの納付はありがたい

限りで、納税額の大小にはかかわらず、宮崎に

関心を持っていただくことは、宮崎への帰省に

もつながり、県産品の購入にもつながるなどの

相乗効果は大いに期待できます。今後、このふ

るさと納税の促進のため、ＰＲは有効だと考え

ます。そこで、平成20年１月から受け付けが開

始されましたこの「ふるさと納税制度」に、宮

崎県では、今どれぐらいの申し込みがあって、

また総額がどれぐらいになっているのかをお答

えください。

鹿児島県では、鹿児島県出身者を、関西への

出身者が150万人、関東への出身者が100万人、

合計250万人、その250万人の30％の方から１人

１万円ずつ納税いただいたとした場合、75億円

の納税があると試算され、鹿児島県の県外事務

所には、ふるさと納税促進員を特別に配置さ

れ、その活動を強化されております。今後、知

事として、この納税制度にどのように取り組ま

れるのか。また、この納税制度を今どのように

評価されているのか、そのあたりも含めてお答

えください。

以上、残りの質問は自席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 「ふるさと

納税制度」についての御質問でございますが、

この導入に当たりましては、私も地方を代表し

て、都市部の県知事の方たちと御議論もさせて

いただいたところでございます。そのときに、

やっぱり都市部と地方とでは意見の相違がござ

いました。受益者負担等々の問題があって、そ

れは水平調整で、水平的な地方の取り合いでど

うするのかというような議論がございまして、

結局、寄附税制に落ちついたところがありま

す。寄附税制ではやっぱり限界がある、図師議

員が御指摘のように、それは当初からわかって

おりました。10％というですね。それと、寄附

に対する日本人の考え方が、いま一つ諸外国に

比べて薄うございます。これは宗教的な問題も

あったんでしょうけれども、そういう寄附税制

にすることについての限界性というのは感じて

おりました。

しかし、このふるさと納税というのは、地方

にとっては非常に重要な財源となるわけでござ

います。これをＰＲしようじゃないかと、各自
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治体も一生懸命頑張っておりますが、ＰＲする

と同時に、それに対する何かお礼を上げたり、

商品を上げたり、そういったもので過当競争に

なってしまうのもいかがかなという感じがござ

います。鹿児島県におきましては、県外の事務

所に数人、それ専門の方々を置いて、鹿児島県

出身の方々に広く働きかけるというような取り

組みもなされているようでございます。それが

今の段階でどれぐらいバックがあるのか、効果

があるのかということで、具体的な数字は、細

かい数字は出ておりませんが、６月１日現在、

たしか鹿児島は10数件で100数十万ぐらい、本県

は10件でたしか48万だったと思いますけど、そ

れぐらいの効果が出ているわけでございます。

今後、このふるさと納税というのは、重複しま

すけれども、非常に自治体にとっては、財源的

には非常に重要なツールにしなければいけない

と思いますので、県のホームページ等でも「ふ

るさと宮崎応援サイト」を立ち上げるととも

に、県外で開催される県人会とか同窓会などで

ＰＲをしてまいりたいと考えております。私も

機会を通じ、これは全国的に―最初だけ花火

を上げておいて後は知らぬ存ぜず、あるいは、

じり貧になってしまうというか、竜頭蛇尾に

なってしまうようなことのないように―ＰＲ

活動、周知活動に努めてまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○図師博規議員 今の御答弁の中にもありまし

たが、このふるさと納税に関して他県では、１

万円以上の納付者に伝統工芸品や絵葉書、スト

ラップを贈っているところもありますし、ま

た、感謝状を送付しているところもあるようで

す。児湯郡の高鍋町では、担当の職員が直接、

納付者に電話をして、一人一人に感謝の意を伝

えられているようです。ちなみに、高鍋町の第

１号納付申込者は、東京都多摩区の私のおじで

した。おじは、高鍋町職員の非常に丁寧なお礼

のあり方に、ますます今後も寄附します、納付

しますということを言っておりました。このよ

うなきめ細やかな対応こそが、納税額の積み上

げになるのではないかなと考えますが、知事、

御所見をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） ふるさと納税、これ

は鹿児島のように県が一括して窓口を一元化し

て、その後、市町村に配るという方法など、い

ろいろな方法が考えられておりますが、それが

いいのかどうか、福井県とか鹿児島県とか佐賀

県とか、先進的に取り組まれていらっしゃる、

先進的というか力を入れていらっしゃるところ

の状況も、今後検証しなければいけないと思い

ます。

そのきめ細やかなお礼なんでございますが、

新聞等によりますと、どうも綾町は5,000円ぐら

いのマンゴーとか特産品をお礼に差し上げると

いうことで……。このお礼に対する気持ちとい

うのは高く評価するんですけれども、先ほども

申しましたように、このお礼が過当に競争され

て、そういったものでつるとか、そういったの

はどうなのかなと。もっとふるさとを思う気持

ちというものを重視していかなければいけな

い。県の出身者である、あるいは県に住んでい

らっしゃる方や県を思う方が、県に関係ない方

でも、宮崎県に寄附してみたい、宮崎県を応援

したいという気持ちになれるような自治体をつ

くることが大前提じゃないかと考えておりま

す。きめ細やかなお礼と申しますと、その視点

で言いますと、宮崎県はお礼状を書かせていた

だいております。これに今度は私のサインなど

もつけるようにして、きめ細やかなお礼を考え

ていきたい、検討していきたいと思っておりま
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す。

○図師博規議員 大変前向きな御答弁ありがと

うございます。ちなみに、九州・沖縄８県のう

ち、このふるさと納税の受け付け・納付状況を

公表していないのが宮崎県だけなんですけれど

も、これは何か意図的なものがあるのでしょう

か。総務部長、お答えできればお願いいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 特段隠そうと思っ

てやったわけではございませんで、私どもも、

この記事に接したのはきょうが初めてで、特段

取材を受けたということでもございません。先

ほど知事が申し上げたとおり、48万5,000円、10

件ということでございます。

○図師博規議員 それでは続きまして、法人事

業税に関する暫定措置についてお伺いいたしま

す。この措置は、地方税である法人事業税の半

分を、新たな国税として地方法人特別税とした

形で一たん国に集め、自治体間に大きな格差が

生じないよう再分配する仕組みであります。こ

れにより、大多数の道府県では税収が全体

で4,000億円ほど増加する一方、東京などの税収

が同額減少してまいります。地方税の偏在是正

が一定程度進むと評価できますが、実際、この

税制改革で宮崎県にどれほどの歳入増が見込ま

れるのか、この税制の導入効果をお答えくださ

い。総務部長、お願いします。

○総務部長（山下健次君） 御質問にございま

したように、地方と都市の税源の偏在を踏まえ

まして、今年度の税制改正で、偏在性の小さい

地方税体系の構築が行われるまでの暫定措置と

いうことで、地方税でございます法人事業税の

税率を引き下げ、法人事業税の全国税収の約半

分に当たる２兆6,000億円程度を一たん国の税収

といたしまして、それを地方法人特別譲与税と

いうことで、人口と従業者数の割合に応じて各

都道府県に再配分されるという制度でございま

す。本県の歳入への影響でございますが、近年

の法人事業税の税収額、約210億円程度で推移し

ておりますけれども、これをベースに試算いた

しますと、法人事業税は105億円―半分になる

んですが―減収となって、一方、この減収分

が集められて、それを財源として国から配られ

る分が225億円ということになり、差し引き120

億円の増となる予定でございますけれども、地

方交付税への影響も加味した上で、実質的に本

県の歳入増加につながるよう措置される必要が

あるというふうに考えております。ただ、この

地方法人特別税は、ことしの10月に開始します

事業年度から適用されますので、歳入増の効果

が平年度化するのは平成22年度から、フルには

平成22年度からということになります。

○図師博規議員 今の御答弁では、単純計算は

できないにしても、120億円程度の歳入増は見込

まれるというお答えをいただきました。自治体

間の再分配制度、この税制は大変有効と私は考

えます。しかし、今の御答弁でもありましたと

おり、あくまでもこれは暫定措置です。地方交

付税等で調整されて、丸々120億円増額、歳入増

となる可能性がないかもしれません。ただ、こ

れが恒久化されるとするならば、やはり安定的

な歳入増として見込まれるわけですから、知事

として、この制度の恒久化を国のほうへ訴えて

いくようなお考えはないかお伺いします。

○知事（東国原英夫君） この地方法人特別税

及び地方法人特別譲与税は、平成20年度税制改

正において創設され、あくまで税体系の抜本的

改革が行われるまでの間の暫定措置ということ

でございました。地方にとって財源がふえるこ

とはありがたいのですが、地方税である法人事
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業税の一部を国税化するというのは、地方分権

のあり方、先ほどと重複しますけれども、この

地方税の本質、負担分任であるという、受益者

負担であるという、あるいは地方同士の水平的

な取り合いになってしまうということから、適

切ではないと考えております。やはり地方分権

の推進とその基盤となる地方税財源の充実を図

るためには、地方消費税の拡充、つまり水平よ

りも垂直な国とのやりとりということに重きを

置いたほうがいいのではないかということで、

消費税を含む税制の抜本改革というものが必要

であると考えております。

○図師博規議員 ただいまの知事の御答弁は十

分理解できるところであり、全国知事会でもそ

のような内容で国に上申されておるようです。

重複いたしますが、今の御答弁、知事会の内容

とほぼイコールなんですが、知事のお考えも、

その知事会のお考えとほとんど同じ、イコール

としてとらえてよろしいんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） とらえてもらって構

わないと思います。

○図師博規議員 それでは、その知事会の内

容、そして知事の御意向にもありました地方消

費税分、つまり消費税の論議についてお伺いし

たいんですが、今の地方の財政状況や少子高齢

化対策等の社会保障費の増大を考え、日本経団

連は、夏にまとめる税制改革に関する提言の中

で、消費税を10％へ引き上げることを明記する

ことを検討し始めました。たとえ消費税が10％

になったとしても、福祉目的税として確立さ

れ、提供される具体的なサービス内容と運用内

容が明確にされるのならば、国民の理解も得ら

れる、10％でも得られると私は考えます。知事

は、この消費税、何％まで引き上げることが妥

当だと今お考えですか。

○知事（東国原英夫君） 消費税議論、消費税

論議をするときには、必ず前提になることが、

国の無駄、政府の無駄遣いを徹底的になくすと

いうこと、それを前提に、偏在性のない消費税

として国民の皆様方にお願いする段階になるん

じゃないかと思います。全国知事会等も、これ

は数字的に発表しておりますが、平成23年度に

おける地方の財源不足というのが約８兆円とい

う数字が出ております。これを地方消費税に換

算すれば約３％に相当すると試算されておりま

すが、今後こうした試算も勘案しながら、税制

の抜本的改革の議論の中で、税率の検討がなさ

れるべきであると考えております。

○図師博規議員 今できるぎりぎりの御答弁だ

と思います。地方消費税の３％という試算も実

際示されておりますが、今後、そのしのぎ合い

になってくるのかなと思われます。また、この

税制改革につきましては、道州制論議も並行し

て進めていく必要があります。国の動向も踏ま

えた上で、道州制等につきましては、また次回

の質問機会に取り上げたいと思っております。

では、次に参ります。薬害肝炎についてお伺

いいたします。

昭和39年にフィブリノゲン製剤、昭和47年に

は第９因子製剤が日本において製造・販売が開

始され、そして平成６年に至る25年もの間使用

が続けられました。これらの血液製剤は、出産

の出血のときや手術の止血剤に使用されてきた

ことは周知のとおりであります。しかし、これ

らの血液製剤にはＣ型肝炎ウイルスが混入して

おり、多くの母親、あるいは手術を受けた方が

Ｃ型肝炎に感染された可能性があります。ま

た、注射針や採血ホルダーの連続使用でＢ型肝

炎ウイルスに感染したと考えられる方を合わせ

ますと、医原性の感染、つまり医療が原因で感
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染してしまったウイルス性肝炎被害者は、全国

で350万人もいると推計されています。このこと

は、もちろん国及び薬品の製造会社に賠償責任

があるわけですが、県としても、県内にいらっ

しゃる被害者、潜在的な被害者の救済のため

に、積極的に取り組む必要があると考えます。

ここでは、県内の医療機関のうちフィブリノゲ

ン製剤及び第９因子製剤を使用した医療機関が

何施設あったのか、そしてその医療施設でどの

程度その薬剤が使用されたのか、また、その薬

剤によって何人の方が感染された可能性がある

のか、そのあたりをお答えいただきたいと思い

ます。福祉保健部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県内でフィブ

リノゲン製剤などを使用していた施設は、厚生

労働省の公表によりますと69施設であります。

また、メーカーから各医療機関へのフィブリノ

ゲン製剤等の納入数量が不明でありますので、

使用された患者数の推定は困難であります。以

上です。

○図師博規議員 推計困難ということでありま

すが、大ざっぱな試算で申し上げますと、宮崎

県というのは、大体全国の100分の１が該当する

とも言われます。人口もそうです。経済的な歳

入歳出もそうです。このことから考えますと、

やはり３万人を超える方が潜在的な感染者と

なっているとも言えます。先日、薬害肝炎全国

訴訟の弁護団が発表した内容によりますと、

フィブリノゲン製剤使用の確認がとれた方だけ

でも全国で１万人を超え、実際のＣ型肝炎感染

者は少なくとも２倍以上に達するという見解を

発表しています。国は、ことしになりようやく

救済のための特別措置法を制定し、症状に応じ

給付金を支給し始めました。給付内容は、Ｃ型

肝炎ウイルスの無症状キャリアの方、症状が発

症していない方にも1,200万円、Ｃ型肝炎の罹患

者には2,000万円、Ｃ型肝炎が進行し、肝硬変及

び肝がんに罹患した方及び死亡した方には4,000

万円の給付がされます。また、治療のためのイ

ンターフェロン注射に対しても医療費の助成を

設けていただきました。が、給付金の支給を受

けるには、まず国を相手取り訴訟を起こす必要

があります。その際に、製剤投与をカルテなど

の医療記録により証明しなければならないんで

す。しかし、医療機関に義務づけられているカ

ルテ等の保管期間、年数は５年間です。それで

は、再度お聞きしますが、先ほど説明された医

療機関のうち、カルテなど医療記録が残ってい

る医療機関がどれぐらいありますか。福祉保健

部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） カルテ等の何

らかの記録が残っている施設は、21施設であり

ます。

○図師博規議員 69施設のうちの21施設しか

残っていないんですね。つまり３分の１も残っ

ていない。先ほども言いましたが、保管期間が

過ぎておりますので、これを医療機関のほうに

責任を追及するのは酷なことかと思われます。

しかし、薬剤投与の証明はカルテ以外でもでき

るんです。医師、看護師、薬剤師等の投与事実

の証明や本人、家族等による記録、証言までも

裁判手続の中では有効判断されます。ところ

が、被害者の多くは高齢者であり、自身だけで

は訴訟手続を進めていくことは非常に困難で、

実際、私のところにも何件か相談が寄せられま

した。県としては、保健所を中心として、肝炎

感染に関する身体的な相談や、この特別措置法

に対する相談体制をいかにとっていらっしゃる

のかお答えください。福祉保健部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 厚生労働省が
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平成16年12月に、血液製剤が納入されたとされ

る医療機関を公表いたしましたけれども、本年

１月にも再度公表を行い、Ｃ型肝炎ウイルス検

査を受けるように呼びかけておるところであり

ます。県は、平成16年度の公表に伴い、医療薬

務課、健康増進課及び全保健所に肝炎に関する

相談窓口を設置し、検査に関する問い合わせ等

に対応したところであります。今回は、昨年10

月から薬害肝炎に関する問い合わせがふえてき

たことから、10月30日に、同じように医療薬務

課、健康増進課及び全保健所に肝炎に関する相

談窓口を設置して、相談に応じているところで

あります。以上です。

○図師博規議員 相談窓口の設置体制は整って

おるようですが、実際、それらの相談窓口で何

件の相談を受けられておりますか。その数字が

わかっておれば教えてください。福祉保健部

長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 平成16年度で

は、肝炎検査などに関する相談が多く寄せら

れ、1,609人に対応したところであります。今回

につきましては、昨年10月からこの５月末まで

に5,373人の方から相談があり、そのうち1,001

人の方から救済措置に関する相談を受けており

ます。相談者には、フィブリノゲン製剤の投与

を受けてウイルス性肝炎にかかった方が法の救

済の対象であることや、その救済の手続につい

て説明をするとともに、弁護士会を紹介するな

ど、適切な対応に努めているところでありま

す。

○図師博規議員 今の数字、やはり驚くべき数

字です。平成16年の相談者も含めますと、7,000

名を超える方々が窓口に来られておるというこ

とですね。つまり感染のリスク、自分は感染し

ているんじゃないかという不安を抱いている方

々なんです。では、相談の次は検査です。検査

を実施していく必要があると思うんですが、厚

生労働省は、保健所を設置する全国の134自治体

での薬害肝炎のための無料検査実施状況を公表

しています。我が県では、この無料検査実施状

況はどうなっていますか。また、その受診者

数、受診状況をお教えください。福祉保健部

長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県では、平

成19年６月からウイルス性肝炎の無料検査を県

内全保健所で実施しております。さらに、今年

度６月１日から、民間の医療機関でも無料検査

が受けられるよう体制を整え、県民の利便性の

向上を図っているところであります。これまで

に2,168人の方が受診され、そのうちＣ型肝炎が

陽性であった方が39人でありました。これらの

方につきましては、肝炎に関する保健指導を行

うとともに、救済手続の説明や医療機関を紹介

するなどの支援を行っているところでありま

す。以上です。

○図師博規議員 やはり、かなりの感染者がい

らっしゃるようです。しかし、これはあくまで

も相談窓口に、そして無料検査にたどり着けた

方々であります。まだまだ潜在的な対象者は、

救済をしなきゃいけない被害者はいらっしゃる

ものと考えます。特別措置法が制定されたのが

ことしの１月ですから、現時点で県民に広く周

知されているとは言いがたいところもありま

す。特に、その被害者の中でも高齢者の方々で

す。できることなら、保健所から地域に出向

き、検診のときや健康教室のとき、もしくは老

人クラブの集まりのときなどに、この薬害肝炎

に関する一連の説明をしたり、広報みやざき等

を利用して積極的に県民へアプローチされ、被

害者救済に乗り出す積極的な行動が必要かと思
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われますが、今後取り組まれるような内容があ

れば、福祉保健部長、お教えください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県といたしま

しては、薬害肝炎だけでなく、全般的な肝炎対

策といたしまして、無料検診や治療費助成につ

いて、県のホームページあるいは「県広報みや

ざき」、それから新聞各社掲載の県政けいじば

ん等で広報を行っているところであります。ま

た、保健所等の窓口で相談のあった人に対しま

しては、先ほど申し上げましたように、特別措

置法が制定されたことを説明しておるところで

あります。その中で薬害肝炎の可能性のある人

に対しましては、救済を受けるためには国家賠

償請求訴訟を起こす必要があることなどを詳細

に説明しておるところであります。おっしゃる

ように、肝炎の治療費助成制度、それから無料

検査につきましては、今後とも、いろんな機会

を通じて広報に努めてまいりたいと思います。

○図師博規議員 今後も、県としてできる積極

的な救済策を期待しております。

続きまして、医療事故についての質問に参り

ます。

厚生労働省では、日本において2003年度か

ら2005年度の３年間で、入院患者の6.4％に医療

事故または過誤が起こっているということが発

表されました。ここでは、県病院におきまし

て、ここ３年間、医療事故及び過誤が何件起

こったのか、その推移と主な医療事故の内容を

御説明ください。病院局長、お願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 過去３年間に、

県立病院におきまして発生した医療事故でござ

いますけれども、例えば、体位変換の際に骨折

させた事例、あるいは手術中に該当する部位以

外の箇所を傷つけた事例など、平成17年度に４

件、18年度に６件、19年度に３件、合わせて13

件の事例が発生いたしております。

○図師博規議員 全国平均からすると、かなり

低い数字だと思われますが、全く無事故という

わけではないようです。では、その医療事故の

うち、訴訟に至るような重大事故は何件あった

のか。また、訴訟には至らなかったものの、和

解で済んだ件数が何件。また、その和解のとき

に費用がかかった―和解金の支払いが発生し

ているかと思いますが―その金額のここ３年

間の推移を御説明ください。病院局長。

○病院局長（甲斐景早文君） ただいまの、過

去３年間に発生しました13件の医療事故でござ

いますが、訴訟に至った事例はございません。

それから、２点目のお尋ねでございますが、現

在までに、この13件のうち和解が成立したもの

は９件ございまして、その和解金額が、平成17

年度に1,114万円、18年度に4,751万円、19年度

が14万円、この３年度の合計が5,879万円となっ

ております。なお、このうち県議会の議決を必

要とします300万円以上の事例が３件でございま

して、この和解金額が5,541万7,000円ですか

ら、全体の94.3％、これが議会の議決事項とい

うことになります。残りの６件が337万6,000円

となっております。

○図師博規議員 それでは今後もこの医療事故

の減少に鋭意努力してくださいと、質問を次に

移すはずだったんですが、残念ながら、先日、

県病院及び保健所での採血ホルダーの使い回し

が発覚いたしました。この使い回しがいつから

行われ、またその対象となった方が何人いらっ

しゃるのか把握されていますか。また、これに

よりＢ型・Ｃ型肝炎等に感染された方はいらっ

しゃらないと言い切れるのでしょうか。今回の

採血ホルダーの使い回しでは、感染の可能性が

あると言わざるを得ない状況になっておると思
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われますが、そのあたりの見解、病院局長、い

かがでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） ただいま御指摘

のございました今回の件ですけれども、患者の

皆様あるいはその御家族の皆様に大変御心配を

おかけいたしましたことを、まずこの場をおか

りしましておわびを申し上げたいと思います。

ただいま御質問の採血ホルダー再使用の件でご

ざいますが、延岡病院、日南病院、富養園で、

厚生労働省から採血ホルダーの取り扱いの変更

通知が出されました平成17年１月以降、今回中

止しました６月16日までの対象者につきまして

は、正確な把握はできませんけれども、最大で

延べ約21万人というふうに推計をいたしており

ます。なお、これまでの採血ホルダー再使用に

よる感染の報告例等を申しますと、国内あるい

は国外ともに一例もないということでありま

す。また、再使用に当たりましては、採血針は

一人ごとにそれぞれ取りかえた上で、採血ホル

ダーの部分のみを十分な洗浄あるいは消毒をい

たしまして使用しておりますので、利用者への

感染のリスクは極めて低いというふうに考えて

おります。

○図師博規議員 21万人余の方々に使い回しが

行われておったという事実、そして、完璧には

その感染の可能性を否定はできない。やむを得

ないところもあったのかもしれませんが、今後

また、前の質問でも取り上げました薬害肝炎の

ような感染のリスクがあると思われる方が相談

に来た場合には、丁寧な対応をしていただきた

い。福祉保健部長も、あわせてこの件をしっか

りと心にとどめていただきたいと思っておりま

す。

もう一点、三重県伊賀市、谷本整形におきま

しては、薬剤のつくり置きが原因で死者が出る

事態となりました。県内では、このような薬の

つくり置きの実態があるのか否か、これは県の

ほうで把握されていますか。また、谷本整形の

事件以降、県内の医療機関に何らかの指導をさ

れた経緯があるかどうか、福祉保健部長にお伺

いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 三重県の事例

につきましては、明確な原因についてはまだ明

らかにされておりませんが、報道によります

と、院内感染が強く疑われているところであり

ます。県におきましては、院内感染について、

従来から文書による指導や病院等に立入調査を

行う医療監視を通じて、医療機関における防止

体制の徹底を図っているところであります。し

かしながら、今回の事例のような注射薬のつく

り置きに特化した調査については、現在のとこ

ろ行っておりません。また、医療機関に対する

指導につきましては、今回の事案の重大性を踏

まえ、医療機関に対し、医師の管理のもとに適

切な調剤が行われるよう、指導の通知を出した

ところであります。今後、三重県での調査によ

り原因究明が図られるものと考えております

が、それらを踏まえて、さらに適切な指導を

行ってまいりたいと存じます。以上です。

○図師博規議員 県内では類似事象が起きない

ように、また細心の御指導をいただきたいと

思っております。

それでは、続きまして、高鍋町竹鳩橋周辺整

備についてお伺いいたします。この件につきま

しては、昨年の６月議会でも取り上げさせてい

ただきました。その後、新たな情報と新たな地

元自治体の動きがありましたので、再度質問さ

せていただきます。

地元では竹鳩橋と呼ばれているこの橋は、川
だけくばし

が増水すると水没する、いわゆる潜水橋であり
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ます。車両同士の離合はおろか、車両と自転

車、車両と歩行者の離合すら大変危険な橋で、

周辺住民の悲願として、随分前から拡幅、かけ

かえの要望が上がっているところです。橋の北

側には東児湯消防組合が設置され、近く東九州

自動車道の高鍋インターチェンジも整備されま

す。理想的には、この竹鳩橋を含む周辺を県道

に昇格していただき、整備をお願いしたい―

現実的ではないと思います。しかし、あきらめ

られないんです。橋のかけかえをするならば

約60億円の費用がかかり、用地買収の問題もあ

り、整備は困難をきわめるのも事実です。

そこで、きょう、新たな提案です。消防や救

急の緊急車両だけでも対岸へ迅速に駆けつけて

もらうために、隣接する高速道路―今、お手

元の資料、その道路を示していますが―につ

ながる工事用道路があるんです。工事用の車両

が通行する道路を緊急車両が利用可能となれ

ば、対岸への移動時間が大幅に縮小されること

はもちろん、さらに、橋のかけかえに比べれ

ば30分の１程度で整備が済むとも考えられま

す。

国土交通省も昨年８月に、全国700カ所ある高

速道路につながる工事用道路の中から、地元の

要望を踏まえて場所を選び、消防などの車両が

通行できるように整備することを検討し始めま

した。また、地元自治体に対して、地域でつく

る防災計画にこの工事用道路の利用を織り込む

ようにも働きかけてくれています。このような

流れを踏まえ、高鍋町、川南町、木城町の関係

自治体は期成同盟会を立ち上げ、整備に向けて

今、一生懸命汗を流しています。しかし、３町

とこの事業主体である西日本高速道路株式会社

の間には距離があります。交渉が難航している

んです。ぜひとも県のほうに仲介役として入っ

ていただき、整備を支援していただく、そのよ

うなお力添えはいただけないものか、県土整備

部長、お答えください。

○県土整備部長（野口宏一君） 高速道路の事

業者でございます西日本高速道路株式会社によ

りますと、緊急車両用の出口の設置につきまし

ては、地元の自治体からの要望があれば、緊急

活動の円滑化等の有効性について検証し、その

結果を踏まえた上で、具体的な設置箇所等につ

いて協議に着手することとされております。県

といたしましては、地元自治体からの要請がご

ざいましたら、十分に連携を図りながら、西日

本高速道路株式会社等、関係機関との調整に努

めてまいりたいと考えております。

○図師博規議員 前向きな御答弁ありがとうご

ざいます。今言いましたが、この整備は、高速

道路の整備と並行して行わなければ終わってし

まうんです。今動かないといけない時期ですの

で、今後も力になっていただきたいと思ってお

ります。

続きまして、６月１日施行の改正道路交通法

について、県警本部長にお伺いいたします。

この道路交通法の改正により、後部座席シー

トベルトの着用が義務づけられました。この後

部座席シートベルト着用の啓発と取り締まり、

非常に見にくいところのシートベルトで、その

取り締まりも難しいと思われますが、今後どの

ように取り組まれるか、お答えいただきたいと

思います。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

後部座席シートベルト着用義務、これは６月

１日から法施行になりました。これまでも、交

通安全に関する県全体のプロジェクト長、知事

でございますので、知事にも大変お力をおかり
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いたしまして、広報啓発を行ってまいりまし

た。御案内のとおりだと思いますが、法律上、

一応これは義務化されましたけれども、取り締

まりの対象という意味では、いわゆる高速道、

高速自動車国道と自動車専用道路のみが法律上

取り締まり対象となっております。したがいま

して、具体的に挙げますと、九州縦貫自動車道

宮崎線、東九州自動車道、あと自動車専用道路

であります国道10号延岡道路、同じく延岡南道

路、国道218号北方延岡道路の３路線、ここが取

り締まりの対象になります。ただ、これは全国

的な指導取り締まりに関するスタンスというこ

とで当面決まっているのでありますが、まだ後

部座席シートベルトの着用率が十分に徹底して

いない、周知期間を置いたんですけれども、ま

だ十分でないということで、本年「秋の全国交

通安全運動」が終了する９月末までは―特に

悪質で危険なものは除きますけれども―基本

的に指導期間ということで着用促進して、まず

装着率を上げるということに―法は施行され

ておりますけれども―しばらくの間当たるこ

とで、乗っておられる方々の安全のための法制

でございますので、何とか環境が整うようにし

てまいりたいと考えております。

○図師博規議員 あわせて、今回の道路交通法

の改正の大きなポイントの一つに、自転車の歩

道通行要件の明確化があります。歩道通行でき

る自転車は、道路標識等で指定された場合や運

転者が児童等の場合に限られますが、自転車を

通勤、通学に利用する職場や学校へ、どこが走

れてどこが走れないのかの啓発が大切になって

くると思われます。今後、そのような啓発をい

かに行っていかれるのか。また、歩道で自転車

通行が認められるところには、通行を示す標識

が既に完備されていると理解してよろしいの

か、そのあたりの御答弁を、県警本部長、お願

いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 御案内のとおり

自転車は、実は従来から車道原則というのが法

律上のルールでございます。ただ、どちらかと

いうと、現実には自動車を中心としたところで

広報啓発や指導取り締まりを行ってきています

ので、直近の状況を見ますと、いろいろその辺

が徹底されていない事情も見当たるのが現実で

ございます。したがいまして、基本的には、今

回法制を整えましたので、環境の整備も同時に

やっていこうと。おっしゃるとおり、自転車、

歩行者、そして車、この関係三者が、それぞれ

できるだけ安全に通行が確保できるような環境

を整備しながら、法律的な手当ても現実にやっ

ていこうということでございます。

御質問の中にありましたので、ちょっと御紹

介しますと、広報啓発ということでございます

が、まず前提として、自転車が歩道を通行でき

るとの標識は、平均でございますけれども、

約300メートルに１カ所程度というのが現状でご

ざいます。これは少ないんじゃないかと思われ

る方もあろうかと思います。300メートルに１カ

所程度というのが現状。それと、自転車が通行

できる歩道というのは、つまり、自転車が通行

しても、歩行者も安全であるし自転車も安全で

あるということが、ある程度認められる歩道に

限られるわけでございます。ですから、幅員が

余り十分でないとか、あるいは大変な急勾配で

自転車が急にスピードが出るようなところは、

通行可ということはできませんので、そういう

観点で規制をしております。県内全体の歩道を

見ますと、約６割程度が、自転車が歩道を通行

できる歩道になっております。ただ、これは県

内のすべてを対象の分母としての６割でござい
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ますので、例えば自転車利用の大変多い平たん

な市街地、宮崎のど真ん中の平たんな市街地と

かだけに限っていただければ、ちょっと手元に

データがありませんけど、もっとぐっと上がっ

てこようかと思っています。いずれにいたしま

しても、環境整備が非常に重要でございますの

で、御質問にありました趣旨のとおり、今後と

も、特に歩行者と自転車との双方の安全を十分

念頭に置きまして、道路管理者の皆さんと連携

しながら、標識標示のさらなる充実であります

とか、あるいは対象道路の整備に努めてまいり

たいと思っております。

○図師博規議員 丁寧な御答弁、ありがとうご

ざいます。

それでは、最後の項目でありますが、エコク

リーンプラザみやざきについての質問をさせて

いただきます。私の手元に、ことしの５月21日

に宮崎市佐土原町で行われた地区説明会の資料

があります。この内容に関して質問いたしま

す。

地元では説明会が開催されていますが、エコ

クリーンプラザに搬入している関係自治体は11

市町村あるわけであります。今後、地元以外の

自治体にはどのような説明責任を果たされてい

くお考えがあるのか。午前中の武井議員の質問

に、時期を見て誠意ある対応をしていくという

御答弁をされておりましたが、地元だけではな

く、関係自治体にも同様の対応をされると理解

してよろしいか、環境森林部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県では、エコ

クリーンプラザみやざき問題に係る意見調整及

び情報交換のために、副知事を議長とする連絡

調整会議を設置しまして、５月22日に第１回の

会議を開催しまして、関係11市町村長等に、こ

れまでの経緯と今後の対応についての説明を

行ったところでございます。また、環境整備公

社では、従来から、関係市町村との連絡調整の

ための主管課長会議ですとか担当者会議を開催

しております。今後、住民の皆様に対する説明

につきましては、これらの会議において協議し

てまいりたいというふうに考えております。

○図師博規議員 十分納得はしておりません

が、次に参ります。調整池補修のための工事費

が公社側から示されております。５億円程度か

かるということですが、この費用は確定したと

理解していいのか。また、この費用は関係11市

町村に分担させるというふうに理解してよろし

いのか、お答えください。環境森林部長。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 浸出水調整池

の第３水槽以外の水槽の工事につきましては、

今後、外部調査委員会で工法等の検討を行うこ

ととしておりますので、その経費については確

定しておりません。また、費用負担につきまし

ては、エコクリーンプラザみやざきに搬入され

るごみの９割以上が関係市町村から搬入される

一般廃棄物であることや、一般廃棄物の処理責

任が市町村にあることから、関係市町村におい

て応分の負担をしていただくことが適当である

と考えておりますので、今後、関係市町村と協

議してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○図師博規議員 それでは続けて、さらに浸出

水に含まれる塩化物イオン濃度が、この施設が

供用開始される前の段階では3,000ppm以下に処

理されると見込まれていたにもかかわらず、稼

働後は6,000ppmから12,000ppmの状態が続いてい

る、現在の脱塩処理施設では処理が追いついて

いないという状況が明らかになりました。この

状況を解消するために、現在はタンクローリー
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で宮崎市の公共下水処理施設へ搬出されていま

すが、一体その費用は幾らかかっているのか、

年次的にお答えください。また、この搬出は緊

急避難的な対処と思われますが、恒久的な対応

としては、脱塩処理施設の機能を増強するか、

隣接する下水道管へつなぎ込みするかしない

と、恒久的な対応にはならないと思います。施

設整備をした場合、どれほどの費用が発生する

のか、比較検討していく必要もありますので、

概算で構いませんから、その施設整備をした場

合の費用をそれぞれお示しください。環境森林

部長。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境整備公社

によりますと、浸出水の塩処理対策としてタン

クローリーで搬出した処理経費は、平成18年度

は約3,252万円、平成19年度は約4,377万円と

なっておりまして、平成20年度は予算額とし

て5,990万円を計上いたしております。また、恒

久的な対策として、今おっしゃいました方法で

ございますが、公社の試算によりますと、脱塩

処理施設を増設する場合は約15億円、宮崎市の

下水道へ接続する場合は約12億円の費用を見込

んでいるようであります。なお、この塩処理対

策につきましては、外部調査委員会で検討を

行っていただくことにしておりますので、その

検討結果を踏まえて対応することになると考え

ております。

○図師博規議員 タンクローリーでの搬出費用

も年々増大しています。どこまで膨らむので

しょうか。そして、かなり高濃度の塩化物イオ

ンが含まれる浸出水が宮崎市の処理施設に運ば

れているようです。宮崎市の基準によります

と、下水処理施設に運び込める塩素濃度は9,500

ppm以下の浸出水とされています。エコクリーン

プラザから搬出されているこの浸出水は、基準

をクリアしていると言い切れるのでしょうか、

環境森林部長、お願いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境整備公社

によりますと、エコクリーンプラザみやざきか

ら場外搬出される浸出水処理水の公共下水道宮

崎処理場への受け入れ基準が宮崎市から示され

ておりまして、その受け入れ基準を満たしてい

るとのことであります。なお、塩化物イオン濃

度が受け入れ基準を上回る場合には、浸出水処

理水を希釈して、受け入れ基準を満たした上で

搬出していると聞いております。

○図師博規議員 宮崎市の示す基準はクリアし

ている、クリアできていなければ水で薄めてい

るという御答弁ですが、全く抜本的な解決には

なっていないですね。

もう一つ行きます。浸出水の搬入時には、宮

崎市から示された基準は守られているというこ

とですが、守られていますよという確認作業

は、書面か何かでされているのでしょうか。環

境森林部長、お教えください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 宮崎市の定め

る浸出水処理水の受け入れ基準に従いまして、

環境整備公社が、ダイオキシン類濃度は年１

回、ダイオキシン類濃度を除くシアン化合物、

有機燐化合物などの下水排除基準項目は年２

回、それから、塩化物イオン濃度は月１回、そ

れぞれ計測を委託しております財団法人宮崎県

環境科学協会の発行します計量証明書を、宮崎

市上下水道局に提出していると聞いておりま

す。なお、特に塩化物イオン濃度については、

環境整備公社において電気伝導度を常時観測

し、受け入れ基準を満たしていることの確認を

行っているとのことであります。

○図師博規議員 本当に丁寧な御答弁をいただ

いていると思いますが、今の説明での納得は非
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常にまだできかねます。現在、外部調査委員会

の調査も進んでおるようですし、その報告を

待って、今の御答弁内容との整合性は確認させ

ていただきたいと思っております。

以上をもちまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続いて一般質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後３時０分散会
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平 成 2 0 年 ６ 月 2 0 日 ( 金 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 高 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員40名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、きのうに引き続き一般質問で

あります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、松

村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の松村悟郎でございま

す。今回は、３つの点について質問いたしま

す。

まず初めに、本県の鉄道整備のあり方につい

てであります。

戦後60年以上がたち、その間、日豊本線を中

心に人と物を大都市東京・大阪などに運んだ

り、県内を移動する足として重要な働きをして

きました。また、日豊本線から宮崎空港に直接

乗り入れる空港連絡鉄道の整備や、宮崎―延岡

間の高速化も図られてきました。しかし、道路

整備も進み、モータリゼーションの発展に伴

い、妻線・高千穂線の廃止や貨物輸送の減少、

そしてブルートレイン廃止など、その機能は著

しく後退してきています。一方、九州では、既

に九州新幹線鹿児島ルートが一部開業し、全線

開通が目前に迫ってきております。また、長崎

ルートも10年後の開業を目指して整備が開始さ

れております。さらに、複線化の状況を見てみ

ますと、九州で複線化された区間がないのは本

県だけであります。

御案内のとおり、来月開催される北海道洞爺

湖サミットでは、環境問題が主要議題とされて

おります。地球温暖化による環境問題の中心で

ある石油に依存する社会からの改善や、石油高

騰によるあらゆる産業への影響を考えると、今

こそ輸送コストが低く、二酸化炭素排出量も自

動車の10分の１、船に比較しても半分程度の鉄

道輸送が活用されねばならない重要なファクタ

ーになると思います。高速鉄道整備は、東九州

自動車道の平成26年度の供用開始を目指して着

実に進んでおります。一定の方向性をつくり上

げたわけであります。ここで、もう一つの柱と

して、日豊本線を中心とした本県の鉄道整備に

積極的に取り組む必要があるのではないでしょ

うか。そこで、知事にお尋ねします。産業振興

や環境問題、脱石油などの観点から、本県の鉄

道整備のあり方についてどう考えておられる

か、お伺いしたいと思います。

次に、子育て支援についてであります。

核家族化、女性の社会進出、晩婚化など、社

会構造の変化に伴い、子供の出生率が平成17年

には1.26と大きく下がるほどの少子化の影響

で、保育園、小学校の統廃合、地域存続の危機

など、将来の日本を支える人材の確保や社会構

造に大きな影響が出るのではと懸念されており

ます。今まさに、安心して子供たちを生み育て

る社会を構築することが求められております。

積極的な家族政策を進めるフランスでは、一時

出生率が1.65の水準から2005年には2.005と大き

な回復を遂げております。我が国でも少子化対

策は、エンゼルプランから現在の子ども・子育

て応援プランとしてさまざまな対策が打ち出さ

れていますが、それでもフランスの予算の３分

の１であります。ただ、この政策の中で、本県

として最大の効果を上げる支援をしていく必要

があるわけです。

私の住んでいる高鍋町では、放課後児童クラ

ブ、いわゆる学童保育の充実など、子育てに対

する支援を求める声を多く聞きます。知事は、
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新みやざき創造計画の中で、だれもが安心して

子供を生み、健やかに育てられる環境づくりを

進めるとし、こども政策局も新たに設置される

などしております。安心して子育てできる環境

づくりに今後どのように取り組むのか、県の基

本的な考えについてお伺いしたいと思います。

次に、産業と雇用の拡大に大きく寄与してい

る我が県の農業の役割についてであります。

宮崎県は、自他ともに認める、日本の中でも

有数な農業県であります。昨年、鳥取県で開催

された５年に一度の和牛界のオリンピック、全

国和牛能力共進会では、９部門のうち７部門で

優等主席を受賞し、さらには種牛、肉牛の両部

門で最高賞の内閣総理大臣賞を受賞した、名実

ともに日本一の宮崎牛を初め、「太陽のタマ

ゴ」のブランド名で全国に名を広げたマンゴ

ー、完熟キンカン「たまたま」など、全国を代

表する逸品となりました。これもひとえに、こ

れまでの生産農家や関係者のおいしい牛肉やマ

ンゴーなどをつくり上げるために積み重ねてこ

られた地道な努力の成果であると思います。ま

た、知事におかれましても、全国をまたにかけ

たトップセールスや各種マスコミなどを活用し

たＰＲ等により、全国での知名度も一気に上

がってきております。また、相次ぐ台風災害や

口蹄疫、鳥インフルエンザの発生などの本県農

業の存亡の危機に遭遇したときでも、あらゆる

対策が講じられ、それらの苦難を乗り越え、今

や日本の農業の中で、本県農業生産額も全国第

５位まで上り詰め、他県が減少している中で、

これまでの取り組みは大変評価ができると思い

ます。

しかしながら今、生産農家の現場で、重油、

配合飼料などの価格が、かつて経験したことの

ないスピードで上昇しており、農家の経営努力

で解消するには限界に達し、厳しい経営環境に

置かれております。一方、同時に世界的な食料

不足と日本の自給率低下の問題も抱えており、

この苦境をチャンスととらえ宮崎の農業がさら

に飛躍できるのか、大変大事な時期でもあるの

ではないでしょうか。今こそ農業が宮崎の産業

や雇用の拡大に果たす役割が大きいと考えられ

ます。農業が果たす役割の重要性について、知

事の所感をお伺いしたいと思います。

以下、関連する質問については、自席にて行

います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

鉄道の整備についてであります。鉄道は、だ

れもが利用できる定時・大量輸送が可能な交通

機関であり、県民の生活や地域の産業を支える

社会基盤として、さらには、高齢社会の進行や

地球環境問題にも対応する交通手段として、今

後ますますその役割は重要になってくるものと

考えております。そのような中で、本県の鉄道

の状況を見ますと、東九州新幹線の整備、日豊

本線の高速化、車両のリニューアル化など多く

の課題があります。特に東九州新幹線の整備、

日豊本線の高速化は、いずれも多額の費用を要

し、昨今の国、地方の厳しい財政状況、ＪＲ九

州の経営実態、さらに、今後ますます求められ

る費用対効果の視点やコスト意識の中で、具体

化の見通しが立たない状況であります。一方

で、西九州では九州新幹線の整備が進み、まさ

に鉄道に関しては西高東低がより明確になって

きております。私は、このような状況を見たと

き、本県の鉄道整備、特に東九州における幹線

鉄道の整備のあり方、方向性について、具体的

な戦略を固めなければならない時期に来ている

のではないかと考えているところであります。
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いずれにいたしましても、鉄道の整備は、本県

の活性化はもとより、九州の一体的発展を図る

上で重要な課題でありますので、積極的に対応

してまいりたいと考えております。

続きまして、子育て支援対策の基本的な考え

方についてであります。子供は社会全体の宝で

あり、子供を生み、健やかに育てていける環境

づくりは、私の県政運営の大きな柱でありま

す。このため、本年度におきましては、子育て

支援対策を重点施策に位置づけるとともに、福

祉保健部内にこども政策局を設置し、少子化対

策の強化及び施策の総合的な推進を図ることと

したところであります。また、県庁内におきま

して、私を本部長とする子育て応援本部を中心

に、各部局の連携をさらに強化するとともに、

企業や店舗等の協賛を得て取り組んでおります

「みんなで子育て応援運動」の一層の推進を図

るなど、社会全体で子育てを応援する機運や仕

組みづくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。子育て支援につきましては、これらの取り

組みとあわせ、税制の見直しや財源の確保な

ど、国における抜本的な対策が不可欠でありま

すので、引き続き、国に対し強く要望してまい

りたいと考えております。

続きまして、農業が果たす役割の重要性につ

いてであります。農業は、食料の安定供給のみ

ならず、国土・環境の保全など多面的な機能を

有するとともに、地域社会の維持・活性化、さ

らには生産活動に伴う雇用等も含めた他産業へ

の経済波及効果も高く、本県の重要な基幹産業

であると認識しております。しかしながら、農

業を取り巻く情勢は、国内外の産地間競争の激

化や、担い手減少、高齢化の進行などの構造的

な課題に加え、地球温暖化の進行や原油・飼料

価格の高騰など、近年、新たな課題も顕在化し

ております。また一方では、食料自給率や食の

安全・安心の問題など、国民の食に対する関心

は確実に高まってきているところでございま

す。これらの情勢に的確に対応し、食料供給県

としての地位を確固たるものにしていくため

に、私は、「食料と環境の世紀」と言われる今

こそ、これらの変化をビジネスチャンスととら

え、本県農業の強みを生かした農業を展開し、

さらなる発展を図る必要があると考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

○松村悟郎議員 それでは自席から、鉄道整備

についてまず質問したいと思います。

今、知事から、鉄道整備のあり方、方向性に

ついて、具体的な戦略を固めていかないといけ

ない時期に来ているという認識の御発言があり

ました。私も全く同感であります。高速道の整

備活動に関しては、本当に目に見えた活動がな

されてきたと思います。一方、鉄道整備に関し

ては、なかなか見えないものがあったのではな

いかと思いますけれども、これまでどのように

取り組んでこられたのか、県民政策部長にお伺

いします。

○県民政策部長（丸山文民君） これまでの取

り組みについてであります。県では、平成５年

に、県費12億円余を含む総事業費24億円余をか

けまして、日豊本線宮崎―延岡間の高速化を実

施し、また、平成８年には、県費11億円余を含

む総事業費38億円余をかけて、宮崎空港連絡鉄

道を建設するなどの整備を進めてきたところで

あります。また、毎年300万円程度の予算措置を

講じまして、宮崎県鉄道整備促進期成同盟会を

初め、九州、全国の鉄道整備促進協議会や九州

知事会などを通じまして、国及びＪＲ九州に対

して、宮崎と鹿児島及び大分県境間の高速化や

車両更新などの要望を行ってきたところであり
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ます。さらに、機会あるごとに県独自の要望活

動も行っているところでありまして、今後とも

引き続き、日豊本線の利便性向上のために強く

要望してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 今の御答弁で、平成８年の宮

崎空港連絡鉄道整備以降、平成９年以降に関し

ましては、要望活動を引き続き行っていらっ

しゃいますけれども、現在、大きな効果はな

かったというふうにとらえさせていただきたい

と思います。日豊本線の高速化とともに複線化

の推進というのも、鉄道整備促進期成同盟会で

決議をされておりますが、複線化について県の

考え方を、県民政策部長にお伺いしたいと思い

ます。

○県民政策部長（丸山文民君） 複線化につき

ましては、列車すれ違いのための待合をなく

し、増便や利用しやすいダイヤの編成が容易と

なるという効果がございます。また、待合時間

の解消により、時間短縮効果も期待できるもの

であります。御質問にありましたように、県で

は、これまで日豊本線の複線化についても要望

を行ってまいりましたけれども、ＪＲ九州とい

たしましては、現在の利用者の状況では、用地

費や工事費に莫大な費用を要する複線化は困難

との考えを示しておられます。当面、実現は厳

しい状況にあるのかなというふうに考えており

ます。

○松村悟郎議員 鉄道が民営化されてＪＲが運

営しているわけですけれども、現在、採算性ば

かりが表に出て、なかなか事業として日豊本線

には取りかかっていただけないという現状では

ないかと思います。利便性の悪い鉄道にはなか

なか利用者もふえないということで―手元の

資料を見ていただくとおわかりになると思いま

すが、これは本年度の６月の時刻表から抽出し

たものです。ラッシュ時の夕方６時から７時の

１時間の宮崎あるいは各地域を比較した表でご

ざいますが、約30キロをめどに抽出させていた

だきました。宮崎―高鍋間、普通電車２本、特

急１本、普通電車ですと30分待たないといけな

い。博多―鳥栖間は普通が７本、特急６本、13

本です。普通でも10分待たなくて電車が来る。

複線と単線の違い、あるいは人口が集中してい

るかいないかという違いがあると思いますけれ

ども、このように、利便性を高めれば利用客が

ふえるのか、このことも検討していかないとい

けないのではないかと思います。

次に、鉄道利用の拡大と国が進める効率的な

利便性を高める都市づくりの観点から、駅を中

心としたコンパクトシティへの取り組みについ

て、その考え方を商工観光労働部長にお伺いい

たしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 本県に限

らず、全国も同様でありますけれども、人口減

少、少子高齢化が進む中におきましては、商店

とか職場、住まいなどの多様な都市機能を集積

しました、コンパクトでにぎわいにあふれるま

ちづくりというものが求められております。こ

れまで県におきましては、例えば日向市駅周辺

において、土地区画整理などとあわせて実施さ

れました商業集積整備などに対して支援を行っ

てきたところであります。まちづくりを進める

ためには、地域が主体となり、国や関係機関な

どと密接な連携を図って進めていくことが大変

重要でありますので、県におきましては、今後

とも、地域商業づくり総合支援事業などを通じ

て、子供とか高齢者にも暮らしやすい、コンパ

クトなまちづくりへの取り組みを支援してまい

りたいというふうに考えております。

○松村悟郎議員 まちづくりから駅や鉄道を広
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げていくという考えも、コンパクトシティの中

にはあると思います。利用客が少ないから複線

化や駅整備が難しいでは、何の解決にもなりま

せん。環境問題を初め、社会ニーズは大きく変

わろうとしております。複線化や駅を中心とし

た都市整備をすることで利便性が増し、利用の

増加につながります。卵が先か鶏が先か、それ

だけの話であります。知事は、道州制への移行

に当たり、高速道路整備を初め、インフラ整備

が各県同等のものになり、県民の不利益になら

なければと発言をされております。また、昨日

の福田議員の質問の中でも、鉄道貨物のあり方

がやっと話されることになったと発言がありま

した。課題はたくさんありますが、知事の発言

どおり、具体的な戦略を固めていただいて、積

極的に取り組んでいただきたいと思います。

次に、子育て支援対策についてであります。

少子化対策は本当に幅広い分野にわたり、社会

全体で取り組まなければならない課題でありま

す。特に今回は、学童保育についてお伺いしま

す。共稼ぎや女性の社会進出、ライフスタイル

の変化に伴い、学童保育のニーズが高まってお

ります。放課後児童クラブにおける待機児童や

クラブの大規模化への対応が課題となってお

り、これらの課題に対する支援が必要になって

いると思いますが、県の支援策について、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 放課後児童ク

ラブにつきましては、子供の健全育成を図ると

ともに、仕事と子育ての両立支援の役割も担っ

ていることから、設置箇所数の充実や、良好な

環境の確保が重要と考えております。このた

め、県におきましては、国庫補助制度を活用

し、市町村に対して、放課後児童クラブの運営

費助成を行い、クラブの設置を促進するととも

に、厚生労働省が策定した「放課後児童クラブ

ガイドライン」の周知徹底を図るなど、放課後

児童クラブの運営内容の充実に努めているとこ

ろであります。この結果、設置数は、次世代育

成計画を上回るペースで増加しておるところで

あります。今後とも、子育て支援対策のより一

層の推進を図る観点から、放課後児童クラブの

設置や適正な人数規模への移行について、市町

村に働きかけてまいりたいと考えております。

以上です。

○松村悟郎議員 ＰＴＡ活動などで小学校にも

行く機会はあるんです。特に１年生のクラスで

は、そのクラスをまとめるのに先生たちも大変

苦労しているというお話もよく聞きます。放課

後児童クラブを利用する児童には、きめ細かな

指導が必要な障がい者の方も含まれておりま

す。一緒に保育することによるトラブルも発生

しているようです。県の対策について、福祉保

健部長にお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 放課後児童ク

ラブにおける障がい児の受け入れを円滑に行う

ためには、障がい児に適切に対応し得る指導員

を確保することが特に重要であります。このた

め、今年度から、国の制度改正を踏まえ、障が

い児対応に関する専門的な知識を有した指導員

をクラブに配置した場合には、その人件費を助

成するなどの対策を講じているところでありま

す。以上です。

○松村悟郎議員 子育て支援には、きめ細かな

取り組みが必要です。行政のみならず、ＮＰＯ

など民間団体の取り組みが欠かせないと思いま

す。県の認識と民間団体の取り組みに対する支

援について、再度、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 多様化する子
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育て支援ニーズに対応するためには、お話のよ

うに、ＮＰＯ等民間団体の取り組みが不可欠で

あると認識しております。このため、平成20年

度の新規事業として、「地域の絆で子育て支援

事業」を創設しまして、民間団体が行う、例え

ば、ファミリーサポートセンターの立ち上げ

や、子育て支援者の研修・交流、さらには、父

親の育児参加促進事業などを支援することとし

たところであります。また、こうした民間団体

の活動を促進する観点から、新たに表彰制度と

して「夢ふくらむ子育て顕彰事業」を実施いた

しますとともに、ＮＰＯ等民間団体との交流の

場である「みんなで子育て協働推進プラザ」の

充実にも努めてまいりたいと考えております。

以上であります。

○松村悟郎議員 民間の取り組みについては、

さまざまなものがございますけれども、今、御

答弁の中でありましたファミリーサポート事

業、これは非常にいい事業だなと私も思ってお

ります。一昨年、私も、静岡県、神奈川県を視

察してまいりました。先進地の取り組みの現状

でございますが、子育てが終わった御夫妻が、

サポートセンターに里親として登録して、御近

所のお子さんを放課後とか土曜日とかお預かり

する制度でございますが、実の孫のようにかわ

いい、そして、生活に生きがいを感じるように

なったというお話もされておりました。ファミ

リーサポート事業などさまざまな支援に手を差

し伸べる県の政策でございますが、多様化する

子育て支援のニーズに、これからも積極的に取

り組んでいただきたいと思います。

さて、学童保育の現場では、大変苦労しなが

らも、子供たちのために一生懸命取り組んでい

ただいております。一つの例でございますが、

きょうはここに１冊の絵本を持ってまいりまし

た。一人の子供がかいた世界に一つだけの本、

題名は「天才きつつき」というものですけれど

も、小学校１年生の子がかいた絵でございま

す。そして、放課後クラブの先生がアドバイス

しながらお手伝いして、１冊の絵本をつくり上

げた、その絵でございます。クラスが本当にま

とまらなくて、子供たちも先生も悩んでいた。

児童クラブがですね。そのとき、この絵本をか

いた一人の子が、隅っこで絵をかいていた。な

かなかその子もなじめなかった。先生の提案で

絵本をつくることにした。そして、１年生です

ので時間がかかったんでしょうけれども、やっ

と１冊の絵本をつくり上げた。そのつくり上げ

る過程で、周りの子供たちもだんだん興味が出

てきて、児童クラブの運営も非常にうまくいく

ようになった。今、この絵本も何冊かになって

いると思います。それぞれの子が参加し始め

て、児童クラブの運営も本当に楽しいものに

なっていると聞いております。放課後も子供た

ちにとっては社会性を築く大切な一つの場所で

あると、そのとき本当に感動させられました。

世界にたった一つの絵本です。ほかにないんで

すけれども、後で知事にお届けしますので、ぜ

ひ御感想をお聞かせいただいて、それを子供に

届けたいと思いますので、またよろしくお願い

申し上げます。

それでは次に、農業の果たす役割について質

問させていただきます。経済の動きを左右する

ものは、そこにかかわる人材、資源、そして資

金力であります。本県の農業にどれだけ予算措

置をされてきたのか。県全体及び農業部門にお

いて、10年前と現在の予算ベースでどれぐらい

減ってきているのか。また、予算削減の中で、

農業施策についてどのように取り組んでこられ

たのか、農政水産部長にお伺いしたいと思いま
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す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県の一般会計

の当初予算額ベースで平成10年度と本年度を比

較しますと、県全体では、平成10年度が6,582億

円、本年度が5,590億円で、額で992億円の減

額、10年前の85％程度となっております。

一方、農政水産部の予算のうち、農業部門に

おきましては平成10年度が666億円、本年度

が364億円で、額で302億円の減額で、10年前

の55％程度となっております。農業予算の主な

減少の要因といたしましては、公共事業の縮減

とともに、平成10年度に行われていた試験場や

農業改良普及センター等の整備が順次終了した

ことなどによるものでございます。こうした厳

しい財政状況の中で、これまで整備してまいり

ました基盤や培ってきた生産技術等を効率的に

活用し、施策の選択と集中を進めながら、新た

な課題等にも、農政水産部組織一丸となって積

極的に対応し、本県農業の発展に取り組んでま

いったところであります。

○松村悟郎議員 今御答弁いただいたように、

県の予算全体がここ10年間で15％削減をされて

おります。農業予算は３倍に当たる45％が削減

されております。こういう中で、これまで関係

者が本当によく努力されてきたんだなと驚かさ

れます。先ほどもお話をさせていただきました

が、宮崎県の産業を引っ張る農業は、大変健闘

はしておりますが、県の施策、予算の中では大

変厳しいものがあるのではないかと思います。

また、昨今、燃油や配合飼料の高騰対策など、

喫緊の課題も抱えております。自給率を上げ、

世界的な食料難に立ち向かう日本の食料を支え

ていかないといけないと思います。それが、宮

崎県のこれから果たさないといけない役割だと

も思います。この予算の流れの中で宮崎の農業

を支えられるんでしょうかという疑問を持ちな

がら、次の質問をさせていただきます。

次に、人についてちょっとお伺いをいたしま

す。年々進んでおります農業従事者の減少ある

いは高齢化に悩む農業を支える担い手について

でありますが、将来の宮崎の農業を担ってくれ

る新規就農者の確保・育成の現状と今後の取り

組みについて、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 平成17年の農

林業センサスでは、基幹的農業従事者が５年間

で約2,000人減少し、また65歳以上の割合が５割

を超えるなど、担い手の減少や高齢化が進行し

ておりまして、新規就農者の確保・育成は大変

重要な課題であると認識しております。このた

め、県といたしましては、県内外での就農相談

会や、新規就農者等を対象にした農業実践塾を

初め、各種研修、普及センター等による就農後

の重点指導を行うとともに、就農開始に必要な

施設・機械等への補助や無利子資金の貸し付け

を行っております。また、将来の若い担い手を

確保するため、先進農家を農業高校に派遣する

出前授業などを行っております。就農相談件数

は、団塊世代の退職者を含めて増加しておりま

して、関係機関・団体一体となった取り組みに

より、近年、新規就農者数は約200名を確保して

いるところであります。今後とも、県、市町

村、ＪＡ等で構成します担い手育成総合支援協

議会と連携を図り、就農啓発から定着までの総

合的な支援を行ってまいりたいと存じます。

○松村悟郎議員 それでは、次代を担う子供た

ちの教育についてお聞きしますが、夢を持って

農業を職業として選ぶ基盤づくり、これも大切

なことであります。農業高校のあり方、あるい

は農業大学校のあり方、この件についてお聞き
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したいと思いますが、まず、本県の農業高校に

おける担い手育成や今後の農業教育のあり方に

ついて、教育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会におき

ましては、一昨年度から、各地域のＪＡや農林

振興局などと連携をいたしまして、農業の担い

手を育成する事業に取り組んでいるところであ

ります。その中で、学校におきましては、先進

農家での体験実習や就農支援制度に関する研修

などの実践的な学習を取り入れているところで

あります。また、現在、県の産業教育審議会

に、これからの本県農業教育のあり方について

諮問をし、時代の変化に適切に対応する農業教

育や地域の特色を生かす農業教育の推進等の視

点で、御審議をいただいているところでありま

す。この審議会では、委員から、高校の再編整

備や大学との連携等が進む中で、農業高校と農

業大学校とが連携した担い手育成の取り組みが

必要ではないかとの御意見もいただいていると

ころであります。今後とも、地域や関係機関等

との連携を図りながら、本県ならではの農業教

育の推進に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上であります。

○松村悟郎議員 少子化の影響ということで、

学校現場、学校教育も大きな転換期に来ている

と思います。小中高連携や一貫教育あるいは再

編整備など、既に実施されているところもあり

ます。今、教育長からも農業高校と農業大学校

の連携というお話もありましたが、それでは、

農業大学校での取り組みの現状と今後のあり方

について、農政水産部長にお伺いしたいと思い

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業大学校で

は、すぐれた農業後継者及び地域農業を先導す

る指導者を養成するため、農業経営に関する高

度な知識及び技術についての教育を行っており

ます。直近５年間の入学者数は、ほぼ定員を充

足しており、また、卒業生331名の進路は、直ち

に就農した者が136名、それから、研修を経て就

農する者が57名、農業団体や農業関連産業に就

職した者が87名、専攻科進学が24名となってお

ります。このように、卒業生の多くが就農また

は農業関連産業に従事し、地域農業を牽引する

リーダーとして活躍するなど、本県の農業の発

展に大きく貢献していると認識しております。

今後とも、最近の農業情勢の変化を踏まえ、高

度な経営感覚と国際的視野を持ったプロの農家

や地域農業のリーダーを育成するため、実践教

育の充実を図るとともに、さらに魅力ある農業

大学校に向けた取り組みを検討してまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 今、人材育成、担い手育成と

いうことで、高等学校、そして農業大学校につ

いての現状と取り組みについてお話を伺ったと

ころであります。農業高校は、職業系の高等部

ということで、今、再編も進んでおります。専

門性を残しながら農商工をリンクさせた横のつ

ながりといいますか、総合学科的に連携した再

編だと思います。私の地元ですので、高鍋農業

高校についてはよく知っているわけでございま

すが、高鍋農業高校も昨年は肉牛で宮崎県の

チャンピオンになりました。また、地域の青年

の主張とかあるんですけれども、農業高校から

もよく参加されております。その中でもほとん

どいい成績をとられますし、そのお話にも感動

させられます。さらに、通っている高校生の皆

さんも、本当にあいさつもよくできております

し、地域の清掃なんかにも積極的に取り組んで

くれております。すばらしい教育、子供たちの

人材が育成されているなと思っております。た
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だ、これからの農業、より高度な経営感覚、あ

るいは国際的な農業に対応するためには、もっ

ともっとプロの担い手になってもらう必要もあ

るのではないかと思います。例えば、高校をさ

らにパワーアップして、農業大学校とリンクし

た日本で初の農業高専大学校、農業高専として

一貫教育ができるような、夢の持てる農業マイ

スターを育成できる農業大学校になったらいい

のではないか―これは私の考えでありますの

で―私はそのように思ったりもしておりま

す。それだけ農業高校と農業大学校のそれぞれ

が非常によく検討されていると思いますが、

せっかくあるその資源を、これからの宮崎県の

農業のために、夢の持てる農業のために、何と

か県のほうで活用して、パワーアップしてもら

いたいなというのが私の所感であります。

また、農業はすそ野が大変広く、地域の産業

に大きな広がりをもたらしています。食品関連

産業の振興にどのように取り組んでおられるの

か、商工観光労働部長にお伺いしたいと思いま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 本県製造

業の主要な業種である食料品、飲料などの食品

等関連産業の振興を図りますことは、素材とし

て用いられる本県農産物の活用につながるな

ど、第１次産業の振興にも貢献するものであり

まして、大変重要であるというふうに思ってお

ります。このため、県におきましては、食品開

発センターを中心にして、県内の農産物を用い

た食品開発に関する研究や、企業との共同研

究、また、技術指導等により商品開発を支援い

たしておりまして、これまでに、例えば、県産

ブドウを利用したワインとか、日向夏やユズの

リキュール、さらには干し大根のドレッシン

グ、そういったさまざまな商品開発を支援し、

実際に事業化も図られてきているところでござ

います。また、物産展とか商談会を開催します

など、本県農産物を活用した県産品の積極的な

販路開拓・拡大への支援も行っているところで

ございます。今後とも、農政水産部はもとよ

り、関係機関とも連携を図りますとともに、地

域資源の活用や農商工連携などの国の施策も活

用しながら、食品等関連産業の振興への取り組

みを一層進めてまいりたいというふうに思って

おります。

○松村悟郎議員 平成18年度の工業統計調査結

果によりますと、食料品関連の本県の事業所数

は518事業所で、全体の30.5％であります。従事

者数も１万5,790名、全体の26.8％であります。

このように、農業が本県にもたらす効果は大変

大きなものがあります。国の農商工連携を活用

した取り組みも、これをリードしていくのは、

まさに農業だと思います。本県農業へのさらな

る投資を誘発していくためにも、将来を見据え

た上での魅力と夢の持てる農業への展開が必要

だと思いますが、最後に、知事の見解をお伺い

したいと思います。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおりで

ございまして、私は、21世紀は水と空気と食料

の時代になると考えております。そのため、基

幹産業として、これまで先人たち、大先輩たち

が知恵と工夫を駆使して受け継がれてきたこの

本県の農業というのを、大きく花開かせること

が私の一つの役割だと思っております。そのた

めに、この１年半、主に農林水産製品を中心に

ＰＲをさせていただいたところです。それはひ

とえに、生産者の方々の生産意欲を損なわな

い、それを持ってもらうということが私の目的

でありました。農業は生まれ変わろうとしてお

ります。ＩＴ化、集約化、大規模化、そして１
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次産業と２次産業を合わせた３次産業化、ある

いは３次産業も合わせた６次産業化、そういっ

たものに姿を変遷して生き残っていかなければ

いけないと考えております。そういった意味で

は、あらゆる視点に立ち、農業を革新する先進

県であっていただきたいと、私は考えておりま

す。今後とも、本県の食料供給県としての役

割、農業が持つ重要性、そういったものを本県

の方々、あるいは後継者の方々に広く知ってい

ただく、そういった運動もしていかなければい

けないのではないかと考えております。例え

ば、県庁職員、まず隗より始めよではないです

けれども、県庁職員全員が農業に従事する半官

半農運動―例えばですよ―そういったよう

な運動も必要なのではないかと考えておる昨今

でございます。

○松村悟郎議員 ありがとうございます。私

も、半農議員という形で取り組んでみようかな

という気持ちにもなりました。昨年の経済の動

きの中で、宮崎県では、地銀であります宮銀、

宮崎太陽銀行が、一昨年よりも大きな農業投資

をしております。農林中金も昨年より大きな投

資をしております。それは、経済の専門家であ

る彼らが宮崎県の農業に期待をしているからだ

と思います。先ほどもお話ししましたけれど

も、非常に難しい局面には来ておりますけれど

も、今、まさに大きなチャンスだと思います。

知事が日ごろから宮崎県をどげんかせないかん

とおっしゃっているとおりでございますが、本

県の農業も、どげんかせないかん。農業は、宮

崎県が一番得意とする分野でございます。この

得意とする分野に積極的に投資することが大事

だと思います。昔から、「農家が元気が出らん

と商店街も暇でいかんわ」と、よく話が出てき

ます。そのように、農業は地域を支えると思い

ます。この10年間で半分近くになった県の農業

予算、大きなツケが回ってこないことを願って

おります。今こそ農業に積極的に投資すべきだ

と思います。知事の御英断をお願いして、一般

質問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○星原 透副議長 次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。自民党５番バッターの押川修一郎

でございます。実は昨夜、家内と家内の友達に

連れられて、宮崎市民文化ホールに行ってまい

りました。「佐藤竹善＆フレンズ」というコン

サートに行ってみました。宮崎市民文化ホール

にはどのぐらいが入るのか知りませんけれど

も、恐らく2,000名ぐらい入れるのではないかな

と思います。会場はいっぱいでありました。そ

れも私の子供たちぐらいの若い世代がたくさん

出てきておりました。まさしくちょっと前まで

この議場もいっぱいだったということでありま

すけれども、少しずつ議場の人数も少なくなっ

てきております。私も、この佐藤竹善さんのす

ばらしい歌声に私も魅了されましたので、きょ

うも一般質問、一生懸命頑張ってみたい、その

ように思ったところであります。

それでは、財政問題に関して何点か、通告に

従いまして質問させていただきたいと思いま

す。

国は、地方の平成20年度の予算編成に関しま

して、財政制度等審議会において基本的な考え

方を示し、地方はプライマリーバランスと財政

収支が均衡し、債残高は減少し、地方税収は大

幅に増加しているというマクロの数値を根拠

に、地方財政にあっては、歳出に関してさまざ

まな問題を指摘しておられるところでありま

す。基本方針2007で示された歳出改革路線を堅
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持し、地方歳出を厳しく抑制していくこと、ま

た地方向け補助金・負担金の整理合理化に一層

取り組むべきとし、地方、とりわけ本県の実態

とはかなりかけ離れた根拠による地方歳出の抑

制が言及されていることは、地方の実態とはか

なりかけ離れた論拠をもとに地方財政を抑制

し、国の財政再建を推し進めようとするスタン

スだというふうに危惧をするところでありま

す。こうした方針は、基本的には堅持されたと

ころでありますが、地方自治体間の税収格差是

正策や交付税に地方再生、活性化対策として特

別枠の設定など、地方への一定の配慮がなされ

たのは御案内のとおりであります。

こうした中、本県の本年度当初予算は、中山

間地域対策としての森林の未植栽地対策、入札

改革に伴う建設産業対策、少子高齢化対策、医

療構造改革への対応など、さまざまな課題に直

面する中、苦心の編成であったところでありま

す。本県の予算、財政構造の問題点をあえて３

つ挙げれば、経常収支比率と公債費比率が高

い、県税収入が低いことに尽きるのではないか

と思います。したがって、今年度の収支不足

は、中期財政見通しの264億円から386億円に拡

大し、昨年度にも増して厳しい環境になってお

ります。少子高齢化の進展や産業構造の変化の

中で大きく変化し、それに対応すべき課題が山

積をしております。

しかしながら、最近の国の政策の流れを見ま

すと、三位一体改革や新型交付税の導入、道路

特定財源の一般財源化などの税財源の問題を初

め、国民生活に少なからず影響を及ぼす各種の

政策において、地方との認識にギャップがあ

り、そのしわ寄せがすべて地方に回されている

ような気がしてなりません。厳しい財政環境を

打開し、国と地方の認識のギャップを改め、本

県の直面する県民に身近な喫緊の諸課題を解決

していくためには、行政の効率化を図り、無駄

ゼロを進めるさらなる行財政構造改革の推進、

税財源の確保・充実などの徹底した自助努力を

行い、財政の健全化に努めることはもちろんで

すが、地方分権改革推進法によって本格化した

地方分権の第２期改革に当たり、国と地方の役

割分担の見直しや地方税財源の充実に向け、知

事が強力なリーダーシップを発揮し、必要な事

業には予算を積極的に計上していくことが、何

よりも今、強く求められておると思います。そ

こで、知事にお伺いいたします。本県の財政構

造、とりわけ経常収支比率の改善が必要である

と思いますが、改めまして決意及び今後の方針

についてお伺いいたします。

次に、地方分権改革についてお伺いいたしま

す。真の地方分権を推進し地方自治の確立を図

るため、さまざまな議論を経ながら、一応の決

着を見た三位一体の改革の大きな柱である税源

移譲が実施されました。しかし、地方分権に向

かった改革が始まったばかりで、第一次段階に

すぎません。さらなる税源移譲、地方の自由度

を高める視点から、国庫補助負担金改革、地方

交付税における財源の保障機能の充実・確保な

どを図っていくことが必要であると思います。

県、市町村が一体となって、地方税財政の確立

のための改革を国に強く求めていかなければな

らないと思います。このたびの分権委員会の答

申について、知事の考えをお聞かせください。

以上で壇上の質問を終わり、後は自席から質

問させていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

経常収支比率についてであります。平成18年

度普通会計決算ベースで、全国と比較します
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と、財政構造の硬直度をあらわす経常収支比率

は、全国平均が93.6％に対して、本県は92.1％

で全国第11位となっております。しかしなが

ら、柔軟性を失いつつあるとされる80％をはる

かに上回っており、財政構造の硬直化が進んで

いるところでございます。私といたしまして

は、本県が直面するさまざまな政策課題に的確

に対応していくために必要な施策を積極的に展

開できるよう、持続可能な財政構造への転換を

図らなければならないと考えております。その

ためには、人件費、公債費など義務的支出であ

る経常経費を削減するとともに、県税、地方交

付税等の一般財源の確保が必要ですので、引き

続き、第２期財政改革推進計画に基づき、義務

的経費の削減や事務事業の徹底的な見直し、歳

入確保に全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

続きまして、地方分権についてであります。

私は、地方の自主性・自立性を高め、地域の特

性に応じ個性豊かで活力に満ちた地域づくりを

進めていくためには、地方への権限移譲ととも

に税源移譲を積極的に行い、真に実効性のある

地方分権を推進し、分権型社会の構築を図る必

要があると考えております。このため、地方が

担う事務と責任に見合う財源を確保できるよ

う、まずは国と地方の税源配分を５対５にする

ことを目指して、税源移譲を含む税源配分の見

直しを行うとともに、税源の偏在が小さく、安

定性のある地方税体系が確立されることが重要

であり、特に地方消費税の充実強化を図ってい

くことが必要であります。また、地域の財政力

格差解消のためには、財源調整機能と財源保障

機能を有する地方交付税について、総額を確保

するとともに、制度の充実を図っていくことも

必要であると考えております。今後とも、全国

知事会等と連携しながら、さらなる地方分権の

確立につながる地方の税財源の充実強化につい

て要望してまいりたいと考えております。〔降

壇〕

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

地方が担う事務と責任に見合う財源を確保す

る、国と地方の税源配分５対５、まさしく私た

ちもそういうふうに考えておりますし、ただい

ま知事も全国知事会等と連携しながら、さらな

る地方分権の確立につながる地方の財源確保等

に努力されるということであります。そういう

中で知事は、５月24日の自民党県連の総会に際

し、地方分権改革に関連して、知事会のあり方

を強く批判されるような発言をされました。こ

の全国知事会を批判する真意、これはどういう

ものなのかということと、本来、地方六団体と

いう組織の中核的な知事会でありまして、議を

尽くし、ここで一丸となって、国にいろんな要

望なりを取りまとめていくのが知事会かなとい

うふうに私たちは理解しておりましたので、よ

ければ真意をお聞きしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 全国知事会が果たす

べき役割、あるいは果たしてこられた功績や実

績は、私もある一定の評価をさせていただくと

ころでございますが、御存じのように、三位一

体の改革のとき、闘う知事会として、国に要望

・要請を取りまとめました。しかし、御案内の

ように、地方財源というのは、地方交付税とし

て総額5.1兆円減らされております。その結果を

踏まえて、あのときの知事会は一体何ができた

のかというふうに、一抹の疑問と一抹の心もと

なさというか、そういったものを感じておりま

した。ですので、今後の知事会というのは、や

はり一丸となって国に対して物が言える、そう

いった闘う知事会、地方の代弁者として役割を
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大きくする、その権限を大きくしていこうとい

うような期待、目標もあっての発言でありまし

た。

○押川修一郎議員 わかりました。

再度お聞きいたしますが、知事本人、国会に

出て地方分権の代弁者としてさらに力を発揮さ

れる場のほうがいいのか、あるいは、今の県知

事として、宮崎県の代表として、全国知事会の

中の一人として地方分権をされたほうがいいの

か、どちらでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 地方分権というの

は、地方と国が両輪でやらなければいけない政

策だと考えております。そのために、地方から

の分権が有効なのか、あるいは国からの分権が

有効なのか、それは適宜、その場の重要性を勘

案しながら、それに対応してまいりたいと思っ

ております。道州制も視野に入れた地方分権、

この国の統治システムを変えるということが、

私の最終的な目標であります。

○押川修一郎議員 わかりました。できるだけ

我々県民が幸せになるような方向で、知事は、

今の立場にある以上は一生懸命やっていただく

ことが一番いいなと思いますから、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。

次に移ります。経常経費についてであります

が、予算の弾力性を高めるには、経常経費をい

かに圧縮できるかがポイントであるというふう

に思います。約70％強を人件費と公債費が占め

ております。どちらも抑制は難しいのですが、

人件費は既に手をつけておられますし、経常経

費を抑制するために、今後どのような対策を考

えていかれるおつもりなのか、総務部長にお願

いいたします。

○総務部長（山下健次君） 経常経費の削減に

つきましては、先ほど知事が申し上げましたよ

うに、基本的には第２期財政改革推進計画の着

実な実施により取り組んでいくものと考えてお

ります。具体的には、先ほどお話もございまし

たように、引き続き人件費の削減策を実施する

ほか、扶助費につきましては、近年これが増嵩

しているというところがございますが、国の基

準づけがございまして、困難な面はあるもの

の、中長期的な抑制策に取り組みますととも

に、公債費につきましては、県債の新規発行を

可能な限り抑制するということと、借換債の活

用による平準化、こういったことで残高の圧縮

を図ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 先ほど知事もおっしゃいま

したし、今、総務部長のほうからもありまし

た。人件費の改革というのは、１次は多分平

成23年度までだったというふうに思っています

けれども、もう既にそういう人件費あたり、あ

るいは職員の削減等についての議論、そういう

ものがなされておるわけですか。

○総務部長（山下健次君） 本県におきまして

は、従来から、職員数の適正な管理に努めてま

いりました。18年の２月に行政改革大綱2006、

ここでまず総職員数、平成22年度に、17年度と

比べて900人、率にして4.8％純減することと

し、国がこのときには4.6％という基準を示して

おりましたけれども、それを上回る数値目標を

設定したところでありました。その後、知事就

任後の昨年６月にこの大綱を見直し、行財政改

革大綱2007におきまして、期間を１年間、知事

の任期と同じということで延ばしました上で、

さらに削減の100人上積みを行いました。そし

て、平成23年度には、17年度と比べまして

約1,000人、率にして5.4％の純減を行うという

数値目標を掲げたところでございます。県とい

たしましては、組織の簡素合理化あるいは事務
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事業の抜本的な見直し、それから民間委託等を

一層進めることによりまして、当面、この厳し

い数値目標の達成に全力を挙げて取り組んでま

いりたいと考えております。

○押川修一郎議員 職員の皆さん方がやる気が

出ないような人員削減等々には、私は賛成しか

ねる部分があるわけでありますけれども、一方

では、歳入等を上げていかなければならないと

いう中で、そういった工面というものがあるわ

けでありましょうけれども、これは十分検討さ

れながら、最小限のそういった職員減あたりに

は努めてほしいなと。そして、技術職の皆さん

方が削減対象になっているとは思いませんけれ

ども、農業が主体の宮崎県でありますから、そ

ういう現業職あたりが少なくなることはぜひ考

慮の中に入れて、職員の削減等にもまた取り組

んでほしいと思います。

次に、本年度の予算執行方針について、20年

度予算の方針の中で特に強調されたい点があれ

ば、総務部長、お願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度予算の

執行に当たりましては、限られた財源の中で、

新みやざき創造戦略に基づく重要施策など、本

県が抱える政策課題に対応する優先度の高い施

策について積極的に取り組んでいく必要があり

まして、これまで以上に予算の効率的・効果的

な執行を図っていかなければならないと考えて

おります。このため、職員一人一人が本県の厳

しい財政状況及び行財政改革大綱2007を十分理

解して、予算の計画的・効率的な執行に努めて

いただきますとともに、行財政全般にわたり、

さらに徹底した見直しを行う必要があると考え

ております。また、不適正な事務処理に関しま

しては、既に一部実施しておりますけれども、

引き続き職員研修等を実施いたしますととも

に、今年度措置いたしました調整事務費及び予

算流用手続の簡素化といった予算執行システム

の運用見直しにより、再発防止の一層の徹底を

図ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 そういうことでありますけ

れども、私も部長に聞きたかったことが今、出

てきたわけでありますけれども、実は、昨年の

不適正な事務処理の反省に立って、県として

は、対策の一つとして、物品調達事務の執行体

制についてということで、本庁に総務事務セン

ター、出先に県税・総務事務所という体制をと

られておりますよね。この機能について問題点

はなかっただろうかということで、私、聞こう

と思っておったんですけれども、今、答弁の中

にもありましたけれども、改革の中で、そう

いったことを推し進めていくということであり

ますから、現状の中で何かそういう―今３カ

月ぐらいでありますけれども、せっかくこの業

務を立ち上げたけれども―改善するようなこ

とがあるのかないのか。なければ結構でありま

すけれども、あわせてお聞きをしたいと思いま

す。

○総務部長（山下健次君） 総務事務センター

の業務の件でございます。この総務事務センタ

ーを今回設置したというのは、先ほども申し上

げたような経緯で設置をしたわけでございます

けれども、やはり立ち上がり早々の所属という

こともございますし、もちろん従事する職員

も、言うならば初めてのシステムの中での仕事

ということで、まだふなれな点は多々あろうか

と思います。やはり基本的にはルールを守っ

て、諸規定や通知に基づきまして適正な事務処

理をするということが前提でございますけれど

も、より効率的な物品調達を進めていく上で改

善をすべき点があれば、随時見直しをしてまい

平成20年６月20日(金)



- 138 -

りたい、このように考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。地域の中でそういった業者さ

んもいらっしゃいますし、特に出先になります

と、事務所が中心になるというふうに思います

ので、業者の皆さん方が平等に物品等の納入が

できるような入札等々でやっていただければあ

りがたい、そのように思います。

最後に、県税の徴収率ということで、昨年度

の税源移譲は、県民の皆様にはある意味では地

方税の重税感を感じさせるものとなり、新たな

問題も出てくるのではないかと懸念をしており

ます。県民の皆様に、より行政に対する御理解

を得ながら、一方では納税確保対策を進めてい

く必要があると考えます。特に税源移譲の対象

である個人県民税については、これまで以上に

県と市町村が連携して、積極的な対策を進める

必要があります。そこで、県民の皆様の理解と

協力を得ながら、税源移譲額を確実に確保する

ためにどのような対策を講じておられるか、総

務部長にお願いいたします。

○総務部長（山下健次君） お話がございまし

た個人県民税につきましては、平成18年度のデ

ータでございますが、調定額として155億2,100

万円余、一方、収入額が143億3,200万円余、収

入未済額は10億8,900万円余、徴収率が92.3％と

なっておりまして、徴収率は全国平均と同じで

ございます。御指摘にありましたように、平

成19年度の税源移譲に伴いまして、個人県民税

は重要な税目の一つとなっておりますことか

ら、これまで以上に市町村との連携を密にし

て、税収確保を図ることが重要でございます。

この個人県民税は、賦課徴収権が市町村に委任

されておりますことから、市町村との徴収対策

会議を初め、共同徴収あるいは徴収実務研修な

どを実施しておりますが、平成18年度からは、

個人住民税の滞納案件を市町村から引き継ぎを

受けまして、差し押さえあるいはインターネッ

ト公売、こういったものを行う直接徴収を実施

しております。さらに、これに加えまして19年

度からは、税務職員の市町村との併任人事交流

制度をつくり上げまして、財産の差し押さえ等

により、共同して滞納案件の解消に当たるとい

うことで、市町村と一体となった徴収対策を実

施しているところでございます。今後とも、税

収確保を図るため、積極的に取り組んでまいり

たいと存じます。

○押川修一郎議員 平等に徴収されるような方

法の中で、さらに努力していただきますよう

に、お願いをしておきたいと思います。

次に、燃油高騰でありますけれども、ここ数

日の新聞・テレビで、漁業においても大変だと

いうことでありますが、あえて施設園芸にかか

わる重油価格高騰対策についてお伺いいたしま

す。ガソリンの小売価格がリッター170円を超え

ました。重油も、６月16日現在112.1円でありま

す。農家は、ハウスの密閉度を高める管理の徹

底や省エネルギー設備の導入など、燃費コスト

縮減の努力を重ねておりますが、農産物価格が

低迷する中、燃油上昇コストを農業経営の中で

吸収することができず、営農の維持継続さえ危

ぶまれる状況になっております。また、省エネ

設備についても、高額なものについては、多く

の農家は導入できないのが現状であり、支援策

として、中長期的には省エネによる設備投資あ

たりを何とか補助等々で賄っていかなければ大

変だろうと思います。現状、実証ということで

木質ペレット、あるいはファンヒーター等々の

実証もされておりますし、それなりの効果は出

ておりますけれども、余りにも価格が高過ぎる
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ということがあるわけであります。そういうこ

とと、この燃油高騰をしている現状で、どのよ

うな支援というものがあるのか、ないのか、そ

ういったことにつきまして、燃油高騰による現

在の状況をとらえられて、国へのさらなる要望

や県として何ができるかということで、農政水

産部長にお願いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の施設園

芸におきましては、重油価格高騰が継続した場

合、大幅な経費の増大による所得の減少が予想

され、特にピーマン等の暖房費の割合が高い品

目につきましては、再生産が極めて厳しい状況

になるものと認識しております。このため、県

といたしましては、関係団体等と協力しなが

ら、基本的な省エネ対策の徹底並びに高い省エ

ネ効果が期待できる内張二層フィルム等の導入

推進によりまして、重油使用量の大幅な削減を

図るとともに、収量・品質向上対策に取り組

み、生産者の所得確保、ひいては産地の維持に

努めてまいりたいと考えております。また、中

長期的な視点では、さまざまな情勢変化が予想

されることから、今後の本県の施設園芸のあり

方につきまして、関係団体等と協議しながら、

検討を進めてまいりたいと考えております。

なお、お尋ねの中に、国への要請というお話

がございました。あわせて、この点についても

お答えしたいと思いますが、施設園芸に対する

重油価格高騰対策につきましては、本年５月30

日に、関係省庁に対しまして、「みやざきの提

案・要望」の中で、重油価格高騰対策の支援拡

大並びに再生産が可能な野菜経営安定対策の構

築に向けた要望を実施したところであります。

この中で、実用段階に入った代替エネルギー機

器につきましては、開発初期に当たり高価格で

あることから、国の十分な支援の要望を行った

ところであります。県といたしましては、重油

価格高騰による本県施設園芸への影響を最小限

にとどめるため、引き続き、関係農業団体等と

の十分な連携によりまして、国への働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 特に中長期的については、

よろしくお願いを申し上げておきたいと思いま

す。

それから、県でできることということで、こ

れは先ほど松村議員のほうからもありましたけ

れども、特に農業、途中で生産を変えるわけに

もいかないわけでありますから、これだけ施設

園芸においてコストがかかる重油を使う農業

が、果たしてこれから続くのかなということ等

を考えたときには、皆さん方が知り得た情報と

いうものを、出先の普及所初めＪＡあたりと連

携をしながら、現在のいろんな状況というもの

をつないでいただければありがたい、そのよう

に思っております。

次に、中山間地域対策について、国土保全や

水源の涵養、地球温暖化等の防止やいやしの場

の提供など、中山間地域が多くの公益的機能と

多面的な役割を担っておることは御存じのとお

りであります。しかしながら、これらの地域で

は、若年者の流出や高齢化の進行等により、農

林業従事者が減少し、耕作放棄地や植栽未済地

が増加しておるのが現状であります。中山間地

域の機能・役割は、都市部の市民生活や経済活

動を安定的に確保できる基本であり、国におい

て総合的に対策を講じていくべき分野ではない

かというふうに思っております。ところが、残

念ながら、都市部の住民からの反応は鈍く、国

においても本腰を入れた対応が出てきておらな

いのが現実ではないのかな、そのように思って

おります。そこで、知事にお尋ねいたします。
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知事は、中山間地域対策推進本部を設置され、

全部局長を前に、「従来にとらわれない思い

切った発想で事業を展開していただきたい」と

発言されたようですが、具体的にどのような支

援策を念頭に指示をされたのか。また、国に対

し、どのような項目をどう仕掛けていかれるお

つもりなのか、手ごたえ等があれば、あわせて

お伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域対策とい

うものは、地方の再生の根幹をなす重要な施策

だと思っております。また、この中山間地域

は、いろいろな役割、多面的機能・役割を果た

しております。そういった意味でも非常に重要

な位置づけではないかという認識はしておりま

す。この中山間地域の対策なんですが、どこの

地域も、どこの国も、非常に頭を悩ませている

難問ではないかと考えております。私は、中山

間地域対策の活性化、再生に向けてのこれと

いった有効策、起爆剤というのは、実を言う

と、まだ模索中であるという認識をしておりま

す。産業を活性化するのか、医療を充実させる

のか、インフラを充実させるのか、人と人との

交流を活性化するのか、そういった広角的な視

点で総合的に施策を講じなければいけないと

思っております。ですから、この対策室あるい

は対策本部を、あらゆる考え方、あらゆる視点

に立って、中山間地域対策を講じていただきた

いというこの理念のもとに指示をさせていただ

いた、そして、そういった趣旨でこの本部を立

ち上げさせていただいたものでございます。

○押川修一郎議員 昨日も黒木議員のほうから

もあったところでありますけれども、中山間地

というものが我々国土の基本であるし、我々が

生きていく中で、この中山間地をどう守り育て

るかということが、これも大事なことであっ

て、災害等々では即相当の出費等々も要るわけ

でもありますし、中山間地の活力というもの

が、いかに町場に住んでおられる方々に恩恵を

なすかというのは御存じのとおりであります。

知事、そういうような気持ちの中で、せっかく

そういう部屋もつくっていただきましたから、

さらに、そういう人材の方々を地域に派遣して

いただいて、今本当に何が必要なのかというこ

とをつかさどっていただいて、対策を打ってい

ただければありがたいという要望を申し上げて

おきたいと思います。時間がどんどん迫ってき

ますから、急ぎたいと思います。

松村議員と少しかぶるところがありますけれ

ども、今回、農商工等連携というものが法律と

して認められたところであります。地方の基幹

産業であります農林水産業と商業・工業等の連

携が重要であるということで、農林水産省と経

済産業省が連携し、農商工等連携関連２法案が

成立。農水省としては、設備資金の貸付割合の

引き上げができる、事業資金の債務保証を実施

する、農業改良資金等の償還期間・据置期間の

延長ができる。企業立地促進ということで、経

済産業省においては、農林水産関連産業の企業

立地税制の大幅な優遇措置、小規模企業の設備

投資への無利子融資、事業資金の債務保証な

ど、特に税というのが優遇されるというような

ことになっておるわけであります。そこで、知

事にお伺いしたいのですが、農林水産業を基幹

産業とする本県であります。私も絶好のチャン

ス到来だなというふうに思います。100社誘致、

１万人雇用をうたわれておる知事であります。

今回の農商工等連携関連２法の活用について、

どのように理解されておるか、まずお伺いをし

ておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回の国の農商工連
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携施策というのは、農林水産業と商業・工業等

の産業間の壁を越えた連携促進により、地域経

済の活性化を目指すものでありまして、農林水

産業を基幹産業とする本県にとっては、まさに

ふさわしく、大いに活用できる施策ではないか

と考えております。本県では、これまでも豊富

な農林水産物を生かした産業の発展とか集積を

図ってきており、食品開発センターなどを中心

に、企業との共同研究による新商品開発支援等

を行うことによりまして、地場産業、地場企業

の事業拡大や新規事業の創出に努めてきたとこ

ろであります。今後、農商工等連携関連２法の

支援措置を十分活用して、本県の農林水産関連

産業等のさらなる高付加価値化や事業拡大、ひ

いては新規企業の立地、新規雇用の創出が促進

されるよう、積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。そ

ういう方向で、ぜひまたこれからいろんな指示

を出していただければありがたいと思います。

そのことを受けさせていただきまして、商工

観光労働部長へお尋ねいたします。知事のただ

いまの答弁にもありましたとおり、では具体的

にどのように農政水産部や環境森林部と連携を

図りながらこの事業を進めていかれるおつもり

か、もし考えがあればお聞きしたいと思いま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 農商工等

連携促進法におきましては、先ほど御質問、知

事の答弁がありましたように、中小企業と農林

水産業者が共同して行います新たな商品とかサ

ービスの開発等について事業計画を策定して、

国の認定を受けた場合に、先ほど議員の質問に

ありましたような事業資金の貸し付け等の支援

策が受けられるということになっております。

また、本県におきましては、産業支援財団が経

済産業省から委託を受けまして、中小企業や農

林漁業者向けの相談窓口の設置でありますとか

専門家の派遣、あるいは農業法人と中小企業と

のマッチング会の開催、そういった農商工連携

を軸とした取り組みを展開することといたして

おります。県といたしましては、これらの施策

とか取り組みを円滑に行うために、商工観光労

働部、農政水産部、環境森林部の関係課による

連絡会議を今月初めに設置したところでありま

して、関係省庁や各部で行っております関連事

業、連携事例の掘り起こしなどについて、情報

交換を行いますとともに、緊密な協力を行って

いきたいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 ぜひ、縦割りじゃなくて、

横の課の連携のもとに、それぞれ職員の皆さん

方がいろんな情報を集めていただき、その集

まった情報あたりを分析をしながら、どういっ

たものができていくのかということを最優先に

やっていただければありがたい、そのように思

います。

同じく農政水産部長にお尋ねいたしますが、

食品関連では、畜産や園芸分野で的確な現場説

明を行えば、すぐにでも動きが出てくるような

ものがあるのではないかなという感じがいたし

ます。例えば、牛、豚、鶏等、ミヤチクとか地

場食品企業もあるわけでありますから、整備拡

大等を図る上でも、何かそこあたりに考えがあ

ればお聞きをしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 基幹産業でご

ざいます農業と食品加工業、それから卸売・小

売業、飲食業を含めた食品関連産業との連携強

化は、諸産業の振興、それから雇用の拡大、生

産者の所得向上など、さまざまな効果が期待さ

れているところでございます。県では、地域の
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資源を生かし、製造業者、販売業者等を有機的

に結びつけ、魅力ある商品開発や販路開拓を行

う食料産業クラスターの取り組みを現在支援し

ているところであります。一方では、最近の中

国産冷凍野菜の残留農薬問題等に端を発しまし

て、外食・中食・加工産業等からの国内の農産

物に対する期待感や新たな利活用の動きが高

まってきております。こうした状況を踏まえ、

県におきましては、地域における農商工連携の

取り組みを加速させる国の支援策等について、

園芸・畜産分野への関係者へ広く周知を図ると

ともに、関係団体とも連携しながら、農業分野

から食品関連産業等への積極的な働きかけを

行ってまいります。

○押川修一郎議員 なかなか農業現場、家族農

業だけでもかなり資金等がかさむ時代でありま

すから、大変な農業の現状があるわけでありま

す。生産というものはできるわけでありますか

ら、地域の中で生産をし、そこに加工等を入れ

ながら、雇用を求める宮崎県の新しい農業の形

態、こういったものを私はつくっていくべきだ

ということで、実は今回、この質問をさせてい

ただいたところであります。

最後になりますが、建設業等民間の資金を出

して、農林産物の生産加工に取り組みたいとい

う声を特に聞きます。知事の人気によって、県

外の方も、宮崎の農業に出資をしたいという方

がいらっしゃるそうでありまして、本県農業へ

の投資に対して、農政水産部長はどのようにそ

の声に対しておこたえをされるか、あればお聞

きをしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） これまでの本

県農業は、基本的には農業者みずからの生産基

盤と資金、技術により支えてきたところであり

ます。しかしながら、昨今の厳しい農業情勢の

中におきましては、他産業分野からの資金や技

術、ノウハウなどを活用して、農産物の生産や

加工に取り組むことは、新たなビジネスチャン

スの創出にもつながり、これからの本県農業の

振興を図る上で大変有効な手段の一つと考えて

おります。県といたしましては、県庁内部で構

成する農商工連携の連絡会議やさまざまな業界

との情報交換等を行い、他産業からのさまざま

な提案に適切に対応してまいりたいと存じま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

宮崎県の農業に出資したい、そういった方々が

いらっしゃれば、そういうことを受けて、ぜひ

早目にそういった取り組みもしていただければ

ありがたいと思います。

次に、食の安全・安心への取り組みというこ

とでお尋ねをいたします。ことし４月に内閣府

が、社会意識に関する世論調査を発表されまし

た。この発表を見ますと、悪い方向に向かって

進んでいる分野のトップ３として、景気、物

価、食料が挙げられております。この要因とし

て、原油や穀物の値上がり、中国製冷凍ギョー

ザの毒物混入事件や、相次いだ食品偽装が影響

しているものと分析がされております。本県に

おいても、台湾産ウナギを国産として販売して

いた事実や、宮崎地鶏が偽られて販売されてい

た偽装事件が発覚し、消費者の信頼を大きく損

ねたということは記憶に新しいところでありま

す。このような中、つい３日前になりますが、

愛知県の一色産ウナギが、これまた産地偽装と

いったことで報道されております。知事のブロ

グにも載っておりました。ところが、本県にお

いては、昨年のウナギの産地偽装を受け、こと

しの３月25日に社団法人宮崎県シラスウナギ協

議会が、消費者に信頼される安全・安心なウナ
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ギを提供するための６つの取り組み事項を発表

されております。それによりますと、早期に取

り組む事項として、１つ目に安全・安心で消費

者に支持される養鰻生産、２つ目に積極的な情

報提供、３つ目に生産から流通に至る情報管理

体制の整備、次に、長期的な取り組みとして、

１つ目、ブランド化と生産から加工・流通まで

一貫した体制づくり、２つ目にトレーサビリテ

ィーシステムの構築、３つ目に環境に配慮した

生産への取り組みとなっております。

そこでお伺いいたします。３月25日の提言か

らやがて３カ月になろうとしておりますが、具

体的にどうしていこうとされておるのか、目に

見えたものが出てきておりません。提言はシラ

スウナギ協議会ですが、県も「みやざきウナギ

安全安心推進委員会」のメンバーとして提言内

容の策定にかかわっておられるというふうにお

聞きしております。シラスウナギ協議会の指導

的立場にあります県として、協議会にどのよう

な指導をされているか、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県では、シラ

スウナギ協議会に対しまして、流通業者を含め

た関係者間の安全・安心の取り組み強化の合意

形成が図られ、全養鰻業者による信頼回復への

取り組みがなされるよう指導を行っているとこ

ろでございます。具体的には、安全・安心なウ

ナギを生産するために、日々の養殖作業におい

て守るべきルールを明文化した「適正養殖規

範」、いわゆるＧＡＰの導入や、生産情報の伝

達などの取り組みの実施体制が早期に構築され

るよう、同協議会に対して助言をいたしており

ます。また、体制が整い次第、速やかにこの取

り組みの公表が行われるよう指導してまいりた

いと存じます。

○押川修一郎議員 ただいまＧＡＰの導入とい

う話が出たところでありますけれども、シラス

ウナギ協議会ではどういった取り組みがなされ

ているのかということですね。これまでにどの

ような取り組みをされておるのか、指導されて

おるのか、あわせて県の考え方をお聞かせ願い

たいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ＧＡＰにつき

まして、シラスウナギ協議会では、養鰻業界の

全国団体が示したＧＡＰについての講習会を開

催し、さらに会員全員を招集した会議におきま

して、ＧＡＰの本格実施に向けて、全国団体の

基準に基づいて試行するよう、会員に対して指

導を行っております。なお、一部の業者におき

ましては、既に試行に入っているところでござ

います。

○押川修一郎議員 適正養殖規範といったもの

の策定を急ぐ必要があるのではないかというふ

うに思います。規範どおりに実行されているか

どうかをチェックしていく仕組みづくりなどは

考えておられないのか、あわせてお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） このチェック

をする仕組みづくりにつきましては、まずは信

頼回復の取り組みということでございますの

で、シラスウナギ協議会が自発的に行う必要が

ございまして、そのルールを遵守する仕組みを

業界が主体性を持って構築すべきものというふ

うに考えております。今後、取り組みのルール

等を全関係業者が遵守できるように周知させま

して、研修や遵守できない業者等への現地指導

を行う体制の構築など、シラスウナギ協議会と

して適正な対応をとるよう、指導助言を行って

まいりたいというふうに存じております。

○押川修一郎議員 今の部長の話では、まだ
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チェック体制までできていないのかなというふ

うに、私はとらえたところでありますけれど

も、消費者に信頼されることが一番であります

から、やはりそのチェック体制を急ぐべきでは

ないかというふうに思います。

次に、消費者の信頼回復に向けた取り組みに

ついてであります。産地偽装は、一個人の節度

のない、全く自己本位の、他人の迷惑を顧みな

いあるまじき行為であり、まじめに一生懸命生

産活動に励んでおられる多くの健全な生産者ま

で同じ目で見られ、一夜にして消費者の信頼を

なくすことになります。そこで、違反者やルー

ルを守れない、破った人については厳しいペナ

ルティーを与えるのか、対応はどうされるの

か、あれば、この規範に基づく取り組みをお伺

いしておきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 信頼回復に向

けた取り組みでございますけれども、先ほど申

し上げましたとおり、信頼回復への取り組み

は、シラスウナギ協議会が自発的に行う必要が

あり、そのルールを遵守する仕組みを、業界と

して、主体性を持って構築すべきものというふ

うに考えております。このルールに違反した者

に対し、ペナルティーがあるのかという御質問

だと思いますけれども、まずは全業者が守るこ

とができるシステムの構築が重要でございまし

て、違反する者が発生した場合の対応について

も、シラスウナギ協議会において検討すべきも

のと考えております。

○押川修一郎議員 わかりました。安全・安心

でありますから、それぞれそういう方向での対

応を急いでいただきたいというふうに要望を申

し上げたいと思います。

次に、ブランド化の推進について知事にお伺

いいたします。全国第３位の生産量を誇る本県

ウナギが、宮崎県水産物ブランド品として、そ

の認証が受けられていないことに不思議さえ感

じておるところであります。ブランド品になる

ためには、一定の認証基準をクリアすることが

必要であることは当然でありますが、今日、ブ

ランド品として認証されていないことを見れ

ば、生産量は全国３位と誇れますけれども、ウ

ナギの質はブランド品として全国にＰＲできる

だけの要素を持ち合わせていないといった、厳

しい指摘の裏返しになるのかなというふうに思

います。知事は、マンゴー、宮崎地鶏、完熟キ

ンカン等々全国でＰＲされております。この

チャンスに、ウナギもブランド品として、宮崎

産ウナギとして、全国に打って出る仕掛けをし

ていただいたらいかがだろうかというふうに思

うところであります。そのことで勢い県内養鰻

業界に活気がみなぎり、消費者に対する安全・

安心が今以上に強く求められることで、ウナギ

養殖に対する危機管理意識が醸成され、結果的

に業界全体の健全な発展につながるというふう

に思います。今、知事の人気もウナギ登りであ

ります。まさに、知事の人気にあやかって、ウ

ナギもそのウナギ登りであってほしいと願うと

ころであります。みやざきブランドについての

お考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 人気に関しては、今

横ばいでございまして（笑声）、必ずしもウナ

ギ登りではないのでございますが、本県のウナ

ギの養殖業というのは、御案内のように全国３

位でございまして、これは全国的にも余り知ら

れてないことなんですね。そのさらなる振興を

図るためには、宮崎産ウナギとしてのブランド

化を通じた有利販売への取り組みというのは非

常に有効かと考えております。私も先日、シラ

スウナギ協議会に所属するある養鰻業者の、工
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場といいますか養殖場を視察させていただきま

した。すると、やっぱり安全・安心ですね。品

質管理に鋭意取り組んでおられました。宮崎産

の特徴というのは、水とえさらしいですね。ハ

ーブなんかを含めたえさにあるということでご

ざいまして、これはブランド化のツールとして

は非常におもしろいんじゃないかと、私は興味

深く見させていただきました。ブランドづくり

のためには、県内のウナギ養殖業者の自主的な

取り組みによる安全・安心なウナギを安定的に

供給する体制の確保というのが基盤となるもの

でございまして、養殖技術の向上や品質の均質

化などを進める必要があると考えております。

県といたしましても、早期の実現に向けて、ウ

ナギ養殖業界における具体的なブランド規格づ

くりの協議を促進するとともに、適切な助言を

行ってまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 知事のブランドへの熱い思

いを伺いましたし、期待をしているところであ

ります。そこで、先ほども言いましたけれど

も、ブランド化に向けての規格づくりについ

て、担当部長に再度、どういう規格づくり等々

でこのブランド化に向けてやっていかれるか、

お聞きをしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 水産物につき

ましては、このブランドの規格について、「い

きいき宮崎のさかなブランド確立推進協議会」

というものがございまして、こちらでブランド

を認証することになっております。それから、

生産主体になります生産団体との基準につきま

して、いろいろと今後調整されるものというふ

うに考えております。いずれにいたしまして

も、ブランドは宮崎県を代表する品目になって

いるということでございますので、厳格な基準

が必要であろうというふうに考えております。

○押川修一郎議員 よろしくお願いをしておき

たいと思います。

次に、入札制度改革についてであります。

社会資本整備の担い手である建設産業は、災

害時の緊急対応などに大きな役割を果たすとと

もに、中山間地域等における地域経済と雇用を

支える重要な産業であります。県では、平成20

年度の重点施策にこの建設産業対策を掲げ、技

術と経営にすぐれ、地域貢献度の高い業者が伸

びていける環境づくりや、新分野に進出する支

援等を行っているところであります。しかしな

がら、一般競争入札制度導入後、落札率が低下

するとともに、最低価格を追求するために、価

格競争一辺倒になっているのが現状でありま

す。工事を請け負っても、４割の事業が赤字に

なるとも聞いております。入札制度改革が及ぼ

した影響及び事業を請け負っても赤字になると

いう建設業者の悲鳴に対する状況をどのように

考えておられるか。また、どのように対応して

いこうと考えておられるか。県土整備部長にお

願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 本県では、よ

り公正、透明で競争性の高い入札・契約制度を

確立するため、抜本的な改革に取り組んでおり

ますが、並行して改革の検証も随時行っている

ところでございまして、昨年の10月には、最低

制限価格の見直しも行ったところでございま

す。しかし、建設投資が大幅に減少する中、建

設産業については、技術と経営にすぐれた業者

が伸びていける環境づくりが急務となっており

まして、今後、価格と技術力や地域貢献度など

価格以外の要素を評価する総合評価落札方式を

さらに充実することが必要であると考えており

ます。このため本年度は、試行件数の拡大や評

価項目について地域企業に配慮するなど、大幅
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な見直しを行ったところでございます。さらに

は、小規模な工事を念頭に置きまして、入札参

加企業の所在地や災害時の緊急対応など、地域

貢献度の高い業者を評価する地域企業育成型の

総合評価落札方式を創設いたしまして、来年１

月から試行してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 もう時間がありませんので

続けていきます。一般競争入札の全面導入によ

り競争性が増しているが、地元業者育成のた

め、地元業者が受注しやすくなるように、現在

の地域要件を見直すことはできないのか、同じ

く県土整備部長にお願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 一般競争入札

の実施に当たりましては、原則、県内建設業者

に発注するとともに、工事の規模ですとか種

類、事業量等を勘案いたしまして地域要件を設

定しております。この地域要件につきまして

は、県の公共事業費が大幅に減少している中

で、その範囲を狭めてしまいますと、地域に

よっては、応札可能な工事が著しく減少してし

まうことも考えられます。このようなことか

ら、地域企業育成型など総合評価落札方式を大

幅に拡充することによりまして、地域に根差

し、技術力や地域貢献度の高い業者が受注しや

すい環境を整備してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 この要件見直しというの

は、急激に一般競争入札で特Ａ、Ａ３あたり

は、県内全部で入札に入るということでありま

すから、例えば、これを各振興局単位ぐらいに

狭めて、一般競争入札にすることはできないか

ということで考えておるところでありますが、

再度お願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） ただいまの件

でございますけれども、先ほどと繰り返しに

なってしまいますが、やはり地域の公共事業を

支えていくのは地元の建設業者でございます。

そういう点を加味いたしまして、地域内におけ

る営業所等の状況なんかも踏まえるような形の

総合評価落札方式というものを活用していきた

いと考えております。

○押川修一郎議員 今年度拡充される総合評価

落札方式の中で、地域貢献度というのがあるん

ですが、この評価されることについて、再度お

願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 地域貢献度に

つきましては、評価項目といたしまして６項目

を設定しております。具体的には、従来からの

評価項目としているものが４項目ございます。

地域内における本支店、営業所等の有無、ＩＳ

Ｏ等の取得状況、障がい者の雇用状況、ボラン

ティア等の実績及び県との防災協定への加入状

況の４項目でございます。今年度、これに加え

まして、新規学卒者の雇用状況、道路パトロー

ル等の実績及び緊急施工工事の実績という２つ

の項目について新たに追加させていただいたと

ころでございます。

○押川修一郎議員 先ほど部長が言われたとお

り、災害時の対応や防災協定の具体的な取り扱

いは今の答弁でいいんですかね。

○県土整備部長（野口宏一君） 地域貢献度の

評価の中で、ただいま、災害時の対応の取り扱

いでございますとか、防災協定の取り扱いにつ

いて言及させていただきましたけれども、具体

的には、災害時の対応の取り扱いにつきまして

は、災害時における道路パトロール等の契約実

績及び災害時等に県との契約に基づき、緊急に

実施した工事の実績が加点の対象となるところ

です。また、請負契約によらない災害時の活動

等についても、ボランティア等の実績として加
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点の対象としているところでございます。

次に、防災協定の取り扱いでございますけれ

ども、県と建設関連団体との防災協定等に基づ

く被害情報の収集など、協力体制のとれる企業

を加点の対象としているところでございます。

○押川修一郎議員 最後になりますけれども、

建設投資額の大幅な減少や入札・契約制度改革

の影響により、建設業者を取り巻く環境は大変

厳しく、今後、地域の経済や雇用のみならず、

災害時の緊急対応等にも支障を来すおそれもあ

ります。改革に取り組んで１年がたちますが、

入札・契約制度と建設産業はどうあるべきだと

考えておられるか、最後に知事にお伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） このことにつきまし

ては、本日、夜７時半から30分だけ、九州・沖

縄地区でＮＨＫ総合で放送されます特集の中

で、私も出演させていただいてコメントさせて

いただいておりまして、重複しますけれども、

昨今、北海道の開発局でも官製談合ということ

が露呈、表面化いたしました。官製談合という

ものは、県民の皆様の血税あるいは国民の皆様

の大切な税金を搾取する卑劣な行為である、こ

の官製談合というのは根絶しなければいけない

と、これは大前提でございます。このことは、

私もマニフェストの中で10項目挙げて、入札契

約改革については県民の皆様とお約束をさせて

いただき、この改革は粛々としなければいけな

いという認識でおります。しかし、建設産業、

土木産業におかれましては、県の交通インフラ

あるいは産業インフラを整備する大切な産業で

あり、災害時あるいは雇用の受け皿創出の、あ

るいは地域産業の活性化のためにはなくてはな

らない重要な産業だと認識しております。です

から、私といたしましては、公正で透明で自由

な競争を確保されつつ、健全で経営努力あるい

は企業努力をされている、あるいは地域貢献を

されている企業の方に、発展をしていただかな

ければいけないと考えています。ですので、非

常に難しいのですが、公正、透明で競争性の高

い入札・契約制度の確立と建設産業の健全な発

展、この両立というのが私の理想ではありま

す。ですので、そういった透明性を確保した自

由競争の中で、競争性を高めた入札契約の中

で、建設産業の方々が、その実情に応じた維

持、強化・発展をしていただくよう、現場との

意見交換を十分しながら、きめ細かな支援も同

時に行っていかなければいけないと考えており

ます。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

これも大事な産業でありますから、ひとつ今後

もそういうことも配慮していただきながら、建

設関連の皆さん方の事業ができるようにお願い

をしておきたいと思います。

それから、教育問題並びに障がい者支援につ

きましては、今回時間がなくて申しわけありま

せんが、終わらせていただきます。以上をもち

まして、すべての質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

疲れさまです。ちょっと奥歯を痛めておりまし
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て、話しづらい状態でございます。また、目に

は眼鏡をかけております。まだまだ若いんです

けれども、歯、目、何とか症候群を心配してい

るところでございます。

では、通告に従い一般質問をいたします。

全世界の人々が希望と期待を込めて輝かしく

スタートした21世紀、ことしで８年になりま

す。まだわずか８年というのに、20世紀から懸

念されていた、持ち越された食料不足の問題が

早くも顕在化いたしました。理由は、人口の増

大と食料のバイオエネルギー化であります。現

在の世界の飢餓人口は８億5,000万人、世界人口

の実に12.8％を占めております。特に食料自給

率39％の日本が、爆発的に世界の人口が増加す

る中で、ますます飢餓と貧困を増大させている

と言っても過言ではありません。飢餓や貧困は

内乱や戦争を誘発させる危険性があります。先

進国日本の責任は極めて重大であります。世界

の飢餓と貧困を解決するための日本の責任のと

り方は、我が国の食料の自給率を向上させるこ

とであります。そこで、まずは日本の食料供給

基地宮崎県の自給率向上対策について、幾つか

質問していきたいと思います。

自給率向上の手っ取り早い方法は、何といい

ましても耕作放棄地を復元することでありま

す。今、全国でその機運が高まりつつあります

が、宮崎県内の耕作放棄地は何ヘクタールある

のかを、まずは農政水産部長にお尋ねいたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

本県の耕作放棄地面積は、2005年農林業セン

サスでは4,685ヘクタールで、耕作放棄地率

は8.3％となっております。このうち、農家が所

有する耕作放棄地は2,969ヘクタール、非農家が

所有する耕作放棄地は1,716ヘクタールとなって

おり、2000年農林業センサスと比較すると、農

家所有が10ヘクタール、非農家所有が230ヘクタ

ール増加しております。地目別の構成割合を見

ますと、農林業センサスでは３万5,000戸分の販

売農家の数字しかございませんが、水田が47

％、畑が41％、樹園地が12％となっておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○中野一則議員 県内の耕作放棄地面積4,685ヘ

クタール、えびの市の全体の耕作面積が4,164ヘ

クタールですから、この広さがいかに大きいか

がわかります。畑に比べて、水管理を伴う水田

の耕作放棄地の復元、これは大変難しいものが

あると思います。その上に用水路等の管理が必

要であります。そこで、崩壊した用水路あるい

はため池等はないのか、実態の把握、調査等を

していないのかを農政水産部長にお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 用水路やため

池等の農業水利施設につきましては、管理者で

ある土地改良区などにより維持管理されており

ます。県におきましては、ため池等の基幹的な

農業水利施設について調査は行っております

が、用水路等の破損箇所等の把握につきまして

は、土地改良区の日常管理の中で行われている

ところでございます。今後とも、土地改良区や

関係市町村との役割分担のもと、施設の状況把

握を進めまして、農業水利施設の適切な維持管

理に努めてまいりたいと思います。

○中野一則議員 米価のことを考えますと、今

すぐ減反政策の緩和策は賛成しかねるわけであ

ります。しかし、いつでも稲作ができるような

状態に水田を復元しておくこと、あるいは用水

路等の崩壊等の調査、それに計画的な改修をし

ていただきたい。このことを要望して、畜産飼
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料の自給率の向上対策についてお伺いいたしま

す。

和牛子牛の価格、けさもある新聞に載ってお

りましたが、ことしになって大変急落いたして

おります。５月競りの県の荷重平均であります

が、昨年が50万2,400円していたものが、ことし

は42万3,000円であります。実に７万9,400円の

下落であります。パーセントで16％の減、県下

すべての市場がこのように下落しております

が、５月の競りにおいては、宮崎中央の市場が

一番大きく、９万3,000円下落した。また、６月

競りにおいては、都城も前年対比９万円の下落

であった、こういう報道があります。この原因

は、何といいましても飼料価格の高騰、牛の枝

肉価格の低迷であります。肥育農家が子牛を飼

えない状況が発生しているということでござい

まして、子牛価格の急落は、宮崎県の農業に大

変大きな影響を与える。農業生産額が宮崎県

は3,211億円ありますが、そのうち畜産の占める

割合、県全体で57.4％、また、各農林振興局ご

とに調べますと、北諸県管内が81％、東臼杵管

内が72.8％、西諸県管内が70.1％、西臼杵管内

が58.3％であります。諸県地域と東西臼杵地域

が、特に畜産が極めて大きい地域であります。

それで、国、県いろいろと対策を打っており

ます。例えば、畜産の価格対策とか配合飼料価

格安定制度、金融政策、こういうものの対策強

化、もちろん急務でありますから、してもらわ

なきゃなりません。日本の畜産の最大の課題

は、濃厚飼料の自給率が極めて低いということ

でございます。それで、今回は宮崎県の飼料自

給率向上対策に限定して質問させていただきた

いと思います。まずは粗飼料の利用量、県内27

万トンあります。91％が自給とありますが、私

は粗飼料は100％自給が持論でありまして、これ

に対する向上対策と県の取り組み状況を、担当

部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 安定した畜産

経営のためには、飼料自給率の向上が大変重要

であると思います。粗飼料の自給につきまして

は、現在、飼料生産受託組織の育成や飼料用機

械の導入支援等によりまして、粗飼料の生産拡

大を図っており、現在、トウモロコシや牧草等

の飼料作物が３万800ヘクタールと、全国第３位

の作付面積となっております。県といたしまし

ては、飼料価格の高騰も踏まえ、粗飼料作付の

５％アップ運動を展開しておりまして、今年度

から取り組む飼料価格高騰緊急対策事業等によ

り、３年間で1,800ヘクタールの作付拡大を図る

とともに、さらに、里山等を利用した放牧にも

積極的に取り組み、現在91％の粗飼料自給率

を、将来的には100％、当面の目標として95％を

自給することを目指してまいります。

○中野一則議員 ぜひ、将来的には100％必ず達

成できるような政策を続けてほしいと思いま

す。要望しておきます。

次に、濃厚飼料の利用量でありますが、実

に185万トンを利用いたしております。そのうち

の自給率はわずか10％であります。この自給率

の向上を図ることが大変重要な課題であります

が、これに対する取り組みを、担当部長にお尋

ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 濃厚飼料につ

きましては、国の事業も活用しながら、飼料米

やトウモロコシ等の国産飼料の作付拡大を図る

とともに、焼酎かすなどの食品残渣の利用等に

より、自給率の向上に努めているところであり

ます。今後は、飼料価格の高騰の長期化や、飼

料原料そのものが入手困難となる状況も想定さ

れますことから、生産者や関係機関・団体と連
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携して、積極的に濃厚飼料の自給率向上に取り

組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 濃厚資料が入ってくるうちは

いいんですが、高くなって入ってこない時代も

想定しなければならない、こう思っておりま

す。ぜひいろいろと対策を進めてほしいと思い

ます。

次に、食品の残渣についてでありますが、県

内に38万トンあります。また、日本全体で

は2,318万トンの残渣があります。先月の新聞で

ありましたけれども、県の産業支援財団の補助

を受けて、飼料製造会社である株式会社ヨフル

トフィードが、宮崎大学農学部、県の畜産試験

場川南支場の、いわゆる産学官の共同研究で新

しい飼料の開発をしたということが掲載されて

おりました。中身は、里芋の親芋に乳酸菌をま

ぜてつくった飼料の開発ということで、結果

は、「豚肉の肉質もやわらかくなった。畜舎の

悪臭も軽減した。また、その飼料で水の多い食

品の残渣を長期間保存もできる」という記載で

ございました。それで、たくさんあるこの食品

残渣の飼料活用についての取り組みを、農政水

産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 食品残渣の飼

料への利用につきましては、平成17年度に関係

機関とともに「宮崎県食品残さ飼料化推進協議

会」を設置いたしまして、特に本県で発生量の

多い焼酎かすを中心に推進に努めているところ

でございます。また、畜産試験場におきまして

も、焼酎かすを初めとした食品残渣の試験研究

に取り組み、生産現場で実用化が図られている

ところでございます。その結果、現在までに焼

酎かすの飼料化プラントが県内で８カ所整備さ

れており、県内の焼酎かすの約３分の１が飼料

化されております。

さらに、本年度は、焼酎かす、ジュースかす

等の食品残渣の飼料化施設の整備を、県内で２

カ所の大規模養豚場において取り組む計画でご

ざいます。今後とも、関係機関と連携を図りな

がら、食品残渣の飼料化を強く推進してまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 残渣の飼料化、いろいろ課題

もあると思いますが、これからもぜひ研究を続

けてほしい、こう思っております。

次に、農業・畜産・水産試験場の強化につい

て、担当部長に質問したいと思いますが、地球

温暖化対応産地構造改革モデル実証事業によっ

て、農水産業温暖化研究センターの設置をされ

たということでございます。時宜を得た、ある

いは時代を先取りした研究センターであると、

私も大いに評価するものでございます。地球温

暖化現象、これは想像以上に農業への影響が非

常に懸念をされます。宮崎県の農業への影響も

大きいと想定するわけでありますが、これか

ら、新しい防災営農について真剣に研究する必

要があります。農業試験場、畜産試験場、水産

試験場の充実強化は国家の急務と認識すべきで

あると考えております。そこで、各試験場の人

的体制も含めた充実強化への取り組み、あるい

は考え方を、農政水産部長にお聞きしたいと思

います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県農水産業

の競争力の強化を図るためには、消費者のニー

ズに対応した品種の改良、高品質・低コスト化

等の生産技術の開発が求められておりまして、

各試験場の機能強化は重要な課題でございま

す。このため、各試験場におきましては、１つ

には、県内外の企業・大学との産学官連携によ

る共同研究の推進、２つ目には、国等の大規模

な資金の活用によります先端的研究開発、さら
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には、商工分野の試験研究機関等との連携の強

化を進めております。また、試験研究員のレベ

ル向上を図りますために、国の研究機関等での

先端技術の習得や博士号の取得を進めるととも

に、今後、宮崎大学等との人材交流についても

検討してまいりたいと考えております。このよ

うな試験研究機能の強化とあわせまして、農業

改良普及部門を核として、試験研究成果を確実

に生産現場にフィードバックすることにより、

本県農水産業の優位性の確保及び生産者の経営

安定と所得向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 次に、総務部長にお尋ねいた

します。

私の知り合いのある識者の話では、「地球温

暖化で試験研究課題が山積しているんだ。だか

ら、試験場の強化をすべきだ。その陣容は、今

の体制にあと100人から150人は職員の増員が必

要だ」ということでございます。現在、農政水

産部の職員、知事部局に3,916人いる中で1,057

人配置されておりますが、あと100人から150人

の増員は可能かをお尋ねいたします。総務部

長。

○総務部長（山下健次君） 大変難しい御質問

でございますが、午前中にもお答えいたしまし

たように、行財政改革2007で定員の適正化を

図っているところでございます。基本的にはス

クラップ・アンド・ビルドということで対応

し、かつ定数削減の計画は達成したいという、

困難なる目標を目指すわけですけれども、関係

部局と十分協議をしてまいりたいと存じます。

○中野一則議員 増員が難しいような話であり

ました。また、スクラップ・アンド・ビルドで

いくという話でありましたが、その増員が困難

なら―農業改良普及センターに163人の職員が

配置をされております。大変有能な人材であり

ます。思い切って試験場に配置をして、試験場

の強化を図ったら、こう思っているわけであり

ます。確かに農業改良助長法上は指導員を置く

となっておりますが、普及指導センターの設置

の義務づけは、改正でなくなりました。職員を

試験場に配置する形をとっても、普及指導員を

置くことになるのではないかという考え方を、

私は持っております。小手先の再編で、既に本

年度から県庁出先機関の再編がされました。農

業改良普及センターは、県の規則上、行政組織

上は存在をしていないということでございま

す。平成18年度から、農業普及事業交付金も大

幅に削減をされております。また、合併組織再

編等で、市町村の指導員あるいはＪＡ等の営農

指導員の充実強化も図られて、質もかなり向上

いたしております。農家の指導はこれで十分対

応できるのではないかなと考えているところで

ございます。

これから県の普及指導員は、充実強化された

試験場での成果等を、市町村、ＪＡ等の指導員

に指導する普及指導員でよいのではないか。ま

た、ＪＡ等にはその分だけ自主性、責任を持た

せるべきだという考え方を持ったところでござ

います。試験場が中心になって、直接、農家や

農業団体を含めて、いわゆる産学官での温暖

化、あるいは多様化する農業についての共同研

究をどんどんする必要があります。そこで出た

成果を、新防災営農も早目に確立されて、地球

温暖化に対応できる宮崎県農業が確立する、こ

う思っているわけであります。このことが食料

基地宮崎県の農業発展に寄与するのではないか

という考え方を持つものであります。大変厳し

い状況でありますが、忌憚のない御意見を、知

事及び担当である農政水産部長から賜りたいと
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思います。

○知事（東国原英夫君） 御質問、御提案の趣

旨はよくわかります。今後、担当部局とも十分

検討を重ねて、農業供給県としての位置を維持

強化していきたいと思っております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業改良普及

部門は、直接、農業者に対して農業経営のため

の技術や知識を普及するという大変重要な役を

担っておりまして、完熟マンゴー、完熟キンカ

ン、こういったもののブランド確立も、これま

での普及担当職員の地道な取り組みの成果だと

いうふうに考えております。今お話がございま

した試験場との連携ということでございます

が、今回の組織改正におきましては、農業を取

り巻く情勢の厳しさがますます増していること

から、普及部門を行政部門である農林振興局の

内部組織化しまして、行政と普及が一体になっ

た、効率的あるいは効果的な業務の遂行が必要

であるということで、再編をいたしたところで

ございます。

御質問の試験場に普及部門を統合するという

部分につきましては、先ほど知事の御答弁もご

ざいましたが、試験場の強化、あるいはその成

果をまた上げていくということは大変重要なこ

とでございまして、農業改良助長法の趣旨等も

踏まえながら、今後検討してまいりたいという

ふうに考えております。

○中野一則議員 やがてそういう時代が来ると

思いますから、検討課題にしておっていただき

たいと思います。

次に、環境行政について、まずはエコクリー

ンプラザみやざきの件でありますが、浸出水調

整池の破損事故の件については、既に環境農林

水産常任委員会で５回にわたり熱心に協議をし

ていただきました。宮原委員長の報告もありま

した。また、外部調査委員会も発足しました。

きちんとした究明作業を要望して、後は担当部

長に、以下質問していきたいと思います。

まず、エコクリーンプラザみやざきの廃棄物

処理量についてでありますが、18年度処理量15

万9,925トン、うち産業廃棄物が4.6％の7,308ト

ンとあります。この供用開始平成17年度から19

年度末まで産廃処理量が累計で幾らあるかを、

まず環境森林部長にお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 供用開始から

平成19年度末までの廃棄物処理量の累計は約43

万3,000トンであります。その内訳は、一般廃棄

物が約41万5, 0 0 0トン、産業廃棄物が約１

万8,000トンとなっております。なお、このうち

県外の産業廃棄物につきましては約6,900トンと

なっております。

○中野一則議員 県外も6,900トンあるというこ

とであります。当初、エコプラザをつくるとき

の私の認識では、県中央地区の一般廃棄物と県

内全域の産業廃棄物だけを処理するということ

であったと思うんですが、なぜ県外のもの

を6,900トンも処理しておるわけですか、担当部

長。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 財団法人宮崎

県環境整備公社では、平成18年11月に地元の３

つの対策協議会と覚書を結びまして、産業廃棄

物である使用済み自動車の破砕残渣、いわゆる

シュレッダーダストを18年の12月から搬入して

いるところであります。経緯といたしまして

は、使用済みの自動車を処理する事業者が県内

に１者しかなく、そのほとんどが県外で処理さ

れ、その結果生じるシュレッダーダストがその

まま県外で処理されている状況であったため、

公社が、宮崎市からの搬入承認を受けて、焼却

及び埋立処分を行うことになったというふうに
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伺っております。

○中野一則議員 こういう産廃の県外からの持

ち込みについては、何らかの事前協議とか、そ

ういうものが必要ということになると思うんで

すが、この点はどうでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 事前協議につ

いては、先ほど申しましたように、１つは地元

の３つの対策協議会と覚書を結んでおります。

それと、公社が宮崎市からの搬入承認を受けて

行ったというふうに伺っております。

○中野一則議員 これを放置すると、どんどん

拡大する方向にあると思います。それで、こう

いうものも、地元を初めとする県民への説明責

任を果たすべきだ、情報は開示・公開すべきだ

と思いますが、担当部長としてのお考えをお聞

きいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 情報公開につ

いては、基本的には公開すべきだというふうに

思っております。

○中野一則議員 この県外からの搬入につい

て、もっと進めたいと思うんです。このことに

ついては、環境審議会の答申を受けて原則禁止

ではなかったかというふうに、私は理解をいた

しておりますが、担当部長どうでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 申しわけござ

いませんが、環境審議会の手続・内容等につい

ては、今、手持ち資料がございませんので、確

認をさせていただきたいと思います。

○中野一則議員 大変重要なことでありますか

ら、そこのところはきちんと整理して、後で説

明をお願いいたしたいと思います。

原則というものの考え方―原則というの

は、基本的な法則、規則を絶対守るべきことだ

というふうに、私は原則論という認識をしてい

るんです。それからすると、県外からの搬入と

いうものは非常に慎重でなければならない、こ

う思っております。数年前になりますけれど

も、民間の管理型最終処分場の設置の申請が

あったことがあるんです。そのときに、県外か

らの産廃の搬入の懸念を指摘して、設置申請を

拒否されました。時あたかもエコクリーンプラ

ザの建設をしようとするときの話なんです。民

間の設置を抑制して、公共関与型の事業の設置

をした。これが今回のエコプラザの問題にも派

生してきている、こう思っております。そうい

う意味から、県外の産廃搬入は非常に承服しか

ねるわけですけれども、もう一度、担当部長の

御見解をお聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 原則禁止、持

ち込まないということであったということです

が、今後につきましては、今までの経緯等を踏

まえて検討をしてまいりたいというふうに考え

ております。

○中野一則議員 環境審議会というのは、その

都度開催されるもので、いろいろ変化するとき

のためにあるのだと思いますが、最近は開催さ

れていないわけですか。こういう内容の協議は

されていないわけですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 環境審議会は

開催はされておると思いますが、エコクリーン

プラザの県外搬入についての議論は、少なくと

も昨年の４月以降は行っておりません。

○中野一則議員 大変重要なことですから、そ

のあたりは、審議会のきちんとした答申等の整

理を受けて進めてほしいと、要望をしておきた

いと思います。

次に、廃棄物処理施設の監視指導についてお

尋ねいたします。民間の産廃処理施設、安定型

最終処分場あるいは管理型最終処分場いろいろ

ありますが、何カ所ぐらいあるのかということ

平成20年６月20日(金)



- 154 -

と、これに対する監視指導あるいは立入検査は

どこがするのかを、担当部長にお尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、県内の

民間の産業廃棄物最終処分場の数であります

が、本年４月現在で71施設あります。その内訳

は、安定型処分場が63施設、管理型処分場が８

施設となっております。

次に、民間産業廃棄物最終処分場に対する監

視指導でありますが、県、それから中核市であ

る宮崎市―宮崎市の分は中核市である宮崎市

が行い、それ以外は県が行うということですが

―それぞれ担当しておりまして、廃棄物の適

正な処理を確保するため、職員や非常勤の廃棄

物監視員が、施設への立入検査・指導を行って

いるところであります。平成19年度は、県と市

合わせて1,592件の立入検査を実施しまして、廃

棄物の保管や処分状況などについて指導を行っ

ているところでございます。

○中野一則議員 いろいろ立入検査等をしてお

られるようでありますが、この中で指摘、違法

性のあるような事案というものがあったので

しょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 指導について

は行っておりますが、その内容等について詳細

は、今ここに資料は持ち合わせておりません。

申しわけございません。

○中野一則議員 まさか違法性のあるものはな

かったろうと思いますけれども、あれば速やか

に公表していただきたいということを要望して

おきます。

次に、一般廃棄物処理場の施設の件でありま

すが、これはすべて公共の施設として設置して

あるのか。あるいはまた、監視指導はどこがす

るのかをお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県内の一般廃

棄物最終処分場は、公共施設と民間施設合わせ

まして26施設ありますが、このうち公共施設

は22施設であります。

次に、公共の一般廃棄物最終処分場について

ですが、市町村は、施設の設置に関して県への

届け出義務がありますことから、施設の設置状

況については把握いたしておりますが、運営状

況については把握いたしておりません。なお、

事故が発生した場合、市町村は県への報告義務

がありますことから、事故の状況について把握

するとともに、必要に応じて協力及び助言を

行っているところであります。さらに、監視指

導につきましては、公共の一般廃棄物最終処分

場については、市町村みずからの責任において

管理運営することとなっているため、県には監

視指導の権限がございません。

○中野一則議員 市町村みずからがするという

ことでしょうけれども、この公共施設で産業廃

棄物の処理はしていないものでしょうか、一般

廃棄物でしょうか、担当部長にお尋ねいたしま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 一般廃棄物処

理施設で産業廃棄物を処理している例は、県内

ではございません。

○中野一則議員 次に、エコクリーンプラザみ

やざきのことについてでありますが、ここは正

式名称は財団法人宮崎県環境整備公社であるわ

けですけれども、この財団法人の公社、これは

公共施設か民間施設かをお尋ねいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） エコクリーン

プラザみやざきは、財団法人宮崎県環境整備公

社が設置・運営をいたしておりますが、位置づ

けは民間ということになります。

○中野一則議員 民間の施設ということであり

平成20年６月20日(金)



- 155 -

ますが、そうすれば監視指導は、中核市の宮崎

市にあるわけですから宮崎市がするということ

になるわけですね。

○環境森林部長（髙柳憲一君） エコクリーン

プラザみやざきに対する指導監督につきまして

は、中核市である宮崎市が行っております。

○中野一則議員 では、宮崎市の定期的な指導

監査あるいは立ち入りもあっただろうと思いま

すが、今までどういう形でそういう指導あるい

は立入検査等があったのか、回数等も含めてお

聞きしたいと思います。担当部長どうぞ。

○環境森林部長（髙柳憲一君） エコクリーン

プラザみやざきに対する宮崎市の監視指導の実

態でございますが、供用開始から平成19年度ま

でに計16回の立入検査を実施したと伺っており

ます。年度ごとに申しますと、平成17年度に４

回、平成18年度に６回、平成19年度に６回とい

うことで、供用開始から19年度までに計16回の

立入検査を実施いたしております。内容等につ

きましては、今後、外部調査委員会等でお聞き

したいというふうに考えております。

○中野一則議員 大分多く立入検査されている

ようでありますが、県はこの状況というのを把

握しておられるのかどうか。この公社の出捐

は、県が全体の45.6％、市町村はわずか19.8

％。エコプラザは、どう見ても県が親会社とい

うことになりますから、常に情報は共有してお

くべきと、そして県もある程度、監視指導すべ

きではというふうに思っております。担当部長

の御見解をお聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 出捐という点

では、今、議員お話しのとおりでございます。

また、県としては公益法人を許可した立場での

指導監督もございます。また、施設の設置許可

ですとか、監視指導の権限ですとか、いろいろ

それぞれの立場で役割というのがございますの

で、その点については、今後、責任等を明らか

にしていくことになると思いますが、今おっ

しゃいましたように、情報については当然、県

としても指導する立場で把握しておく必要があ

るというふうに思っております。

○中野一則議員 親会社としての役目を果たし

ていただきたいと思います。

まとめとして知事にお尋ねしますが、現在の

監視指導の体制、あるいは立入検査の状況、民

間の施設には厳しく、公共の施設には甘い。だ

から、エコプラザが民間との認識がまたおかし

いと。だから、このエコプラザの事案が発生し

たんじゃなかろうか。いずれこれは事件化する

だろうと思いますが、親元会社としての県の責

任は大変重い。また、公共施設にも厳格な監視

指導が必要だと。市町村は市町村でできるわけ

ですから、外部から入らないわけですので、法

の整備等も必要だと思うんですけれども、知事

の率直な御感想をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） ただいま、こういう

産廃業者に対する、施設に対する、公に対して

は優しい、民に対しては厳しいという御指摘が

ございましたが、あくまでもエコクリーンプラ

ザみやざきというのは民という立場でございま

して、そこに優しいか厳しいかというのは、御

判断等が分かれる、御意見が分かれるものだと

思っております。いずれにしろ、今回のエコク

リーンプラザみやざきの問題に関しましては、

外部調査委員会に徹底的な原因究明と責任の所

在を明確化していただく考えでおりますので、

その調査、検証を今は見守って、それが出た後

に、我々任命権者であり、市であり、県であ

る、そして公社が適切に判断していきたいと考

えております。以上です。
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○中野一則議員 期待をいたしております。ま

た、知事は適切な処置をとっていただくように

要望しておきたいと思います。

次に、不法投棄の監視指導についてでありま

すが、この担当も、一般廃棄物は市町村、産業

廃棄物は県、中核市の分については宮崎市、こ

ういうことになるのでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今おっしゃい

ましたとおりでございます。一般廃棄物は市町

村、産業廃棄物は県と中核市である宮崎市が

行っております。

○中野一則議員 先日の新聞に宮崎市田野町の

産廃処分場のトラブルが載っておりましたが、

現在、こういう不法投棄で何か事案等は発生し

ていないものでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 不法投棄につ

きましては、例えば県内の不法投棄、平成19年

度でいきますと、118件の約4,300トンでござい

ます。そのうち年度内に、89件、約3,500トンを

原因者に適正処理させたところでございます。

なお、現在の事案としましては、産業廃棄物

処理業者が、シラス採取場にコンクリート片な

どを大量に投棄したため、警察に検挙された事

例、あるいは同じく産業廃棄物処理業者が造成

地にアスファルト片を投棄しまして、県が行政

指導を行った事例等がございます。

○中野一則議員 環境対策推進課の職員がエコ

プラザに派遣されているわけですから、同じ課

がいろいろ監視指導するのはやりにくい面もあ

るかもしれませんが、この監視指導を緩める

と、いろんな不法投棄を含めて、あるいはいろ

んな産廃処理場を入れて、いろいろと問題等も

惹起する可能性がありますから、監視指導は毅

然とした姿勢で取り組むように要望しておきた

いと思います。

次に、林業行政について、特に県産材の販路

拡大という面から、同じく環境森林部長に質問

させていただきたいと思います。

本年度の重点施策の一つに、植栽未済地対

策、いわゆる３年間で2,000ヘクタールの未済地

を解消、新たな植栽未済地発生の抑制というの

がありました。植栽未済地の発生の原因は、何

といっても木材価格が安い、この一言に尽きる

と私は思います。そこで、木材の販路拡大につ

いて質問したいと思うんです。林家の手取り増

が期待される中国木材の進出、話を聞いて久し

くなるわけですが、関係団体の最近の報道で

は、進出を容認するとの報道がありました。そ

れで、中国木材は本当に日向に進出するのかな

という気もするわけです。そのことと、ではい

つごろかということがわかれば、担当部長お聞

かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 中国木材株式

会社の進出につきましては、地元の関係者から

成ります「耳川流域の林業・木材産業の健全な

発展を考える会議」で、昨年９月以来、真剣な

議論が重ねられまして、６月11日に行われまし

た第８回目の会議では、進出に際しての条件が

取りまとめられたところであります。また、６

月16日には、宮崎県木材協同組合連合会などの

林業３団体から成ります「中国木材株式会社進

出に関する検討会」に対しまして、地元の意見

として、その提言書が提出されたところであり

ます。今後、検討会では、進出条件を取りまと

めまして、会社等と具体的な協議を行い、最終

的な進出の是非を判断することといたしており

ます。また、会社では、進出が容認されれば、

土地所有者との具体的な交渉に入りたいとして

おります。このため県としましては、業界と会

社との協議が円滑に進みますように、積極的に
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助言・指導を行ってまいりたいというふうに考

えております。

○中野一則議員 積極的な助言・指導を期待い

たしております。頑張ってください。

次に、力強い宮崎スギ県外出荷体制づくり事

業、みやざき材海外輸出拡大推進事業をもっ

て、県産杉材の県外出荷、あるいは海外への輸

出拡大につなげての質問でありますが、この取

り組みの状況について、成果等、あるいは見通

しでもいいですから、お聞かせ願いたいと思い

ます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県産材の県外

出荷につきましては、本県の製材品出荷量の約

６割が、九州各県あるいは首都圏など県外に出

荷されておりますことから、その拡大を図るこ

とは大変重要であると考えております。このた

め、大消費地でのトップセールスや商談会の開

催、あるいは大手住宅メーカーなど大口需要先

の市場開拓、さらには共同集出荷による効率的

な輸送体制の整備等に努めているところでござ

います。そして、その県外出荷の割合は年々増

加傾向を示しております。

また、海外市場につきましては、商談会やサ

ンプル材の輸出等に対し支援を行っているとこ

ろでございまして、韓国への輸出額が平成19年

度は前年度の約２倍になるなど、成果があらわ

れてきております。県としましては、引き続き

関係団体等と一体となりまして、県産材の出荷

拡大に積極的に取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。

○中野一則議員 その取り組みを期待いたした

いと思います。宮崎県の杉丸太材生産量日本

一、これは県内の人は知らない人はいないと思

うんですけれども、県産杉材の販路拡大、大変

難しい問題が山積していると私は思っておりま

す。それで、杉材も、マンゴーや地鶏などの農

畜産物と同じように、あるいは宮崎観光の宣伝

みたいに、知事のトップセールスが必要だと。

もうされているかもしれません。もっともっと

必要だと思います。宮崎のＰＲが必要だと思い

ますから、ぜひ取り組んでいただくように要望

しておきたいと思います。

それと、いろんなチャンスは利用すべきだと

思うんです。先日は東北で大きな地震が発生し

ました。また、５月12日には中国四川省で大地

震が発生しまして、６月14日現在で死者が６

万9,170人、行方不明者が１万7,228人、倒壊家

屋が536万戸以上。これは新華社の報道でありま

す。現在、国際的な支援活動が行われているわ

けでありますが、この地震で私が非常にショッ

クを受けたのは、小学校、中学校の校舎が倒壊

をいたしまして、多くの子供が犠牲になったこ

とです。まことに痛ましい限りであったわけで

すが、この学校再建のために、在日中国人の方

などが一生懸命募金運動をして活動されている

わけです。そこで、知事にぜひ実現してほしい

というふうに提案したいと思うんですが、宮崎

県の生産量日本一の県産杉材を提供して、崩壊

した学校再建の支援をしていただきたい、この

ように思っております。幸いに、県の木材利用

技術センターでは、県産杉材の耐震強度を高め

る技術を確立した。そのことを６月５日の木質

構造国際会議で研究成果を発表されました。今

が支援するにはいいチャンスだ、こう思ってお

ります。このことが実現すれば、生産量日本一

の宮崎杉材が、技術とともに国際的な評価を高

め、あるいは国民にアピールすることになる

と。結果として、県産材の拡大が図られて木材

価格も上昇するのではないか、このように思っ

ております。知事の御見解を承りたいと思いま
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す。

○知事（東国原英夫君） ただいま御提案いた

だいた重要な御提言につきましては、今後の参

考とさせていただきたいと思います。

○中野一則議員 どこの国も教育というのは非

常に大切なことですから、同じくアジアの民族

である中国の人も等しい環境で教育ができるよ

うに、ぜひ杉材を提供していただきたい、この

ように思います。要望しておきます。

次に、道路行政について質問いたしたいと思

います。まず知事にお聞きしたいんですが、知

事はえびの高原には何回となく行かれたと思う

んです。えびの高原には行くのに幾つか道路が

あるんですけれども、えびの市側から行かれた

ことがあるのかを、まずお聞きしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） えびの市側からえび

の高原に行ったことはございます。ですが、就

任後、そこを注目して通ったということはござ

いません。

○中野一則議員 注目していただきたいんです

が……。えびの市からの道路は県道30号えびの

高原小田線という路線であります。これは宮崎

県の重要地方道の一つで、いわゆるえびの高原

の観光道路であります。県外ナンバーの車が大

変多く行き来するところでございます。ところ

で、先月14日、えびの市で開催された県民フォ

ーラムで、男性の方が知事に、「毎年100万人近

くの人が来るえびの高原へ通じる国立公園入り

口の県道はみっともない状況だ。早く改良して

くれ」という質問がありましたよね。私はあの

ときに、知事に現地調査をお願いするというこ

とで、行ってほしいということでお願いしまし

た。その後、現地に行かれたかどうか。行かれ

たのであれば、道路整備の状況がどうであった

のか。必要性を含めてお聞かせ願いたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） あのときは県民フォ

ーラムで行かせていただきましたけれども、時

間がなくて視察ができませんでした。その後、

確認のための現場視察というのは、残念ながら

行えておりません。しかし、担当課から説明を

いただきました。当該区間の90メートルという

のは、写真で見せてもらいましたが、道幅が非

常に狭くなっておりまして、道路整備が必要か

と考えております。県としましては、当該地が

権利関係の確定しない土地であることから、早

期に道路整備に着手できるよう、用地問題の速

やかな解決に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

○中野一則議員 ただいま知事が、早期に道路

整備に着手できるように云々、こう答弁されま

した。私に猜疑心があるわけではないんですけ

れども、担当部長、いいですか、最初の整備か

ら90メートルの部分だけ、26年間も放置されて

いるんです。私も今回で質問が３回目になりま

す。就任してからずっと出先あるいは本課にお

願いをしてきた経緯がございます。この間、県

は本当に何をしておったんだろうか、こう言い

たくもなるわけですね。26年間の土地等に関す

る取り組み状況を、まずは県土整備部長にお尋

ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県の取り組み

でございますけれども、昭和50年代に、この区

間の道路改良に着手し、整備を進めてまいりま

したが、事業実施中に、今お話しの土地につき

まして権利関係が確定していないということが

判明したため、当該地については、現在のとこ

ろ事業を中断しているところでございます。し

かし、先ほど知事から必要性を述べていただき
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ましたけれども、事業再開に向けまして、現

在、権利関係の確定のため、宮崎財務事務所、

宮崎森林管理署、宮崎地方法務局と必要な協議

を行っているところでございます。

○中野一則議員 知事もあるいは担当部長も整

備について言及されておりますが、私に言わせ

れば、いたずらに26年が経過したと思っており

ます。しかし、正しい手続、認識、それに善管

注意義務等、忠実に業務を遂行しておれば、こ

の案件は26年もの年数はかからなかった、数年

で解決できたところだというふうに私は思って

おります。しかし、これはもう過去のこととし

て、部長、これから、今までおくれた分を取り

戻していただきたい。私は、いっときの猶予も

ない、こう思っております。官庁の言葉で申し

わけありませんが、可及的速やかに整備を進め

ていただいて、できたら来年度までには工事着

工を約束していただきたい、こう思っておりま

す。約束の弁を担当部長にお願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 用地問題の解

決に向けまして、可及的速やかに対応させてい

ただきますので、よろしく御理解をお願いいた

します。

○中野一則議員 ありがとうございます。来年

の今ごろはスムーズに道路ができておりますか

ら（「用地が先じゃが」と言う者あり）、工事

も１年後にしてもらわないかん、そう言いまし

たよ。知事、できたら通って、えびの高原まで

行ってほしいと思います。

ところで、県道53号―京町小林線ですが

―について、懇談会ができて一つのまとめが

できております。結論としては、本懇談会の案

として現道案を推奨すると。これは、８年間も

要望したとおりの答申と言ってもいいものが出

ておりますが、その考え方について、部長お願

いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 本路線につき

ましては、中浦地区を含め、国道268号から中浦

橋までの約1.3キロメートル区間が未改良となっ

ているところでございます。当区間につきまし

ては、京町の中心市街地を通り、ＪＲ吉都線と

も交差しておりますので、まちづくりの観点か

ら、都市計画道路も含めた当地区全体の道路網

のあり方につきまして検討する必要があると考

えております。このため、学識者、地元住民、

えびの市、県を委員とする道路懇談会を設立い

たしまして、延べ４回にわたり検討を重ね、懇

談会としての考えを取りまとめたところでござ

います。今後、えびの市におきまして、当懇談

会の意見を考慮しながら、まちづくりの観点で

都市計画道路網の見直しが行われるものと伺っ

ておりますので、県といたしましても、当地区

のまちづくりと一体となった県道整備ができる

よう、地元やえびの市と連携を図っていきたい

と考えております。

○中野一則議員 この路線は駅舎の移動等もあ

ります。かなりのお金と時間がかかると思いま

す。手前のほうから、いわゆる中浦地区から順

次、今のうちから改良していただくように要望

を申し上げまして、一般質問をすべて終わりま

す。（拍手）

○坂口博美議長 ここで、環境森林部長の答弁

の追加を求めます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 申しわけござ

いません。先ほどの環境審議会の件でございま

すが、廃棄物処理計画として、18年２月２日の

環境審議会で諮られております。その中で、県

外産業廃棄物搬入は原則として認めないという

ことを明記しております。それを受けまして、

県外産業廃棄物の搬入原則禁止につきまして
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は、県の廃棄物処理計画の中に明記され、その

要綱を、平成４年に制定された要綱の中で、議

員がおっしゃいますように、「県外産業廃棄物

の搬入は原則禁止とする。搬入する場合は県に

事前協議を行う。また、やむを得ないと判断さ

れる場合に限り県内への搬入を承認する」と。

この「やむを得ないと判断される場合」という

ことで、九州の地域内において排出された産業

廃棄物であって、排出圏内に処理する施設がな

いか、処理施設があっても処理能力が足りない

場合などを承認しているということでございま

す。申しわけございません。

○坂口博美議長 次は、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） うっとうし

い梅雨が続いており、早く晴れてくれるといい

なと思ったりいたしますけれども、普通作を

やっている農家の方々にとってはまた恵みの雨

でございまして、やはり自然というものはこう

やって過ぎていくんだなと思いながら、少しで

も他人のこと、ほかのことを思いやる気持ちを

私たちが持つこと、これがいかに大事かという

ようなことを思うきょうこのごろでございま

す。

それでは、通告に従いまして質問をいたしま

す。

まず、知事の政治姿勢についてでございま

す。

東国原知事は、官製談合事件に伴う知事選挙

で、「そのまんまマニフェスト」を掲げて見事

当選し、お笑い芸人から113万県民の生活の向上

を目指す宮崎県の知事として見事な転身を遂げ

られました。そして、行動力と独特のキャラク

ターで、沈滞した雰囲気を一掃されました。当

選してすぐに鳥インフルエンザ拡大防止対策、

預け金問題への対応、また、マンゴーの販売に

象徴される宮崎のセールスマンとして、毎週上

京してお笑い番組へ出演するなど、本県のイメ

ージチェンジを図るなど、その活躍を高く評価

したいと思います。

しかし一方で、県民の生活は依然として厳し

いものがあります。完全失業率、有効求人倍

率、大型小売店の販売高の推移、建設業を中心

とした倒産、自殺の多発、医療・介護、教育な

ど、どれをとっても県民生活は本当に厳しいも

のとなっています。

このような中で、知事は県政のさまざまな課

題をマニフェストとして掲げ、県政運営に取り

組んでこられましたが、この１年半の県政運営

をどのように評価しておられるのか、お尋ねを

いたします。

私の手元には答弁書がございませんので、

ゆっくりとわかるようにお答えをいただきま

す。以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

御指摘のとおり、宮崎県民の皆様の活力、元

気というか気力というものを鼓舞するために、

私は一生懸命、宮崎県のＰＲ、そして宮崎県の

浮揚に努めてきたつもりでおりますが、御指摘

のとおり、医療・福祉の問題、失業率の問題、

自殺の問題、そういった社会問題は厳しい状況

であるということは認識しております。ただ、

景気といったもの、産業といったものは、地方

の首長一人がこの抜本的対策をできることには

限界があるということも認識しております。

就任以来の日々を振り返ってみますと、マニ

フェストを踏まえた新みやざき創造計画を策定

し、さまざまな施策を展開する一方、行財政改

革にも鋭意努めるとともに、積極的なＰＲ活動
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により、宮崎の知名度はある一定の向上を示し

たのではないかと考えております。まだまだ県

政運営の途中ではありますが、今のところおお

むね順調に務めさせていただいているのではな

いかと感じております。以上です。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 次に、国と地方の関係につい

て、知事の認識をお尋ねいたします。

ことし４月に、ガソリン１リットル当たり

約25円上乗せされている暫定税率が失効し、折

からの物価高、原油高に苦しむ庶民は歓迎しま

した。政府の苦しい立場を擁護するかのよう

に、知事は道路特定財源維持を訴え、再度暫定

税率が復活をいたしました。ところが、政府が

来年度からの道路財源の一般財源化を決定する

と、直ちに姿勢を転換されました。ふるさと納

税制度の議論の際も、総務省の意向に沿う形

で、「地方あっての都市、ふるさとを思う気持

ちの実現を」と訴えられたのであります。私は

聞いていて、地方自治体が進めている地方交付

税復活の動きを封じ込めるものではないかと感

じたのであります。知事はどちらの立場に立っ

ているのだろうか、国の言いなりかと疑問に

思ったのであります。国と地方は対等であり、

もっと県民の立場に立って国と対峙すべきであ

ると思うのですが、国と地方との関係を知事は

どのように理解しておられるのか、お尋ねいた

します。

○知事（東国原英夫君） いわゆる地方分権の

第１期改革におきましては、国と地方は対等・

協力の関係とされたところでありますが、現実

には、現在も多くの分野で法令による義務づけ

などの国の関与が残されるとともに、税財源に

ついても国中心の体系となっているなど、地方

が主体的に権限を行使するにはまだまだ不十分

な状況だと考えております。今でも、全国の地

方自治体が上京し、各省庁へ陳情を行っており

ますが、これこそが現在の国と地方の関係を象

徴しているものだと考えております。このよう

な中、現在、政府の地方分権改革推進委員会に

おいて、いわゆる第２期改革の具体的内容が検

討されており、先月には第１次勧告が内閣総理

大臣あて提出されましたが、報道によります

と、今回の勧告に盛り込まれた見直し項目の多

くが、関係省庁の抵抗に遭っている模様でござ

います。私は、地方の自主性、自立性を高め、

個性豊かで活力に満ちた地域づくりを進めるた

めには、さらなる地方分権の推進が必要であ

り、今回の第２期改革こそ、権限移譲や税源移

譲を伴う真に実効性のあるものにしなければな

らないと考えております。官僚の壁は大変強固

なものでありますが、中央集権からの脱却を目

指して、国と地方とが真に対等の関係となれま

すよう、今後とも議論に議論を重ねながら、精

いっぱい取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 私は、知事がそういうことで

は困ると思っています。そういうシステムがあ

ることは否定をいたしません。しかし、通知通

達行政というものは、一括法のときになくなっ

たわけなんですよね。だから、知事が職員の意

識を変える、その立場に立って行動していかな

くてはならないと、私は思っております。知事

の本にもそんな感じで書いてございますけれど

も、それがトップに立つ者の、地方分権を展開

していく、そういう立場ではないかと思ってお

ります。

それから、今日の地方自治体の厳しい財政運

営というものがありますが、三位一体改革と称

した国のだまし討ちであると、私は思っており

ます。本県の地方交付税削減の影響について、
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総務部長にお尋ねします。

○総務部長（山下健次君） 平成16年度から18

年度にかけて行われました三位一体の改革にお

きまして、本来、税源移譲に伴う財政力格差の

調整の役割を担うべき地方交付税は、その総額

で約5.1兆円減額をされました。その結果、本県

におきましては、３年間で約348億円が削減され

たところでございます。

○鳥飼謙二議員 地方交付税の確保は本当に大

事ですよね。だからこそ知事会で、県民集会を

やって運動を盛り上げようじゃないかというこ

とも申し合わせられたのだろうと思います。復

活への世論を高めるためにも、道路特定財源の

ときのような県民集会、地方交付税の復活を求

める本格的な県民集会を行うべきではないかと

思いますので、知事にお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 道路特定財源の部分

での地方の集会というのは、やはりおくれてい

た本県地域の交通インフラ、社会基盤の整備

上、地方の声を中央に届けるという形で、ある

一定の意義、成果も得られたんじゃないかと

思っております。それと同時に、御指摘の地方

交付税交付金の総額の確保ということに対して

も、地方は大きな声を中央に届けなきゃいけな

いと思っております。御指摘のとおり、中央に

中央に要望を陳情をというのは、ある意味地方

分権に逆行する行動でありますが、今、統治シ

ステムが中央集権でありますゆえに、いたし方

ない部分もあるかなと思います。私は、それと

同時に、地方分権というものも中央に声を強く

届けていかなければならないと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 地方交付税は国の金じゃない

んですよ。地方の独自財源なんですね。これは

はっきりしているんです。国に陳情すること

じゃない。県民に理解をしてもらう、このこと

が大事なんですよ。だから県民集会をやったら

どうか、そう言っているんですね。それに答え

てください。

○知事（東国原英夫君） 地方交付税交付金と

いうのは地方の固有の財産と御指摘がありまし

たが、それを決めるのは国ではないでしょう

か。その計算方法もすべて国が握っておりま

す。（「質問に答えていない」と呼ぶ者あり）

答えております。地方交付税を確保するという

のは大変重要なことでありますが、これは財政

調整機能と財源確保でございます。地方の税収

がふえれば交付税は減るわけでございます。こ

の矛盾もございます。でも、地方交付税交付金

というのは、そういった地方財政をならすとい

う意味で、均一化するという意味では非常に重

要なことだと思いますので、地方からの声を大

にしていきたいと考えております。（「質問に

答えていない」と呼ぶ者あり）地方からの声を

大きくしていきたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 声を大にするんじゃないんで

すね。それは、してもらうのもいいですよ。県

民が理解をする、県民に理解をしてもらう。交

付税がどういう位置にあるのか。今の県の収入

の中で、自治体の収入の中で、それをもっと

もっと理解をしてもらう努力をすべきではない

かということで申し上げたんですが、結構で

す。なかなかわかってもらえぬのが非常に残念

でありますが……。

では、次に移ります。ふるさと納税制度、先

ほど申し上げましたけれども―これは昨

日、10件の48万5,000円、微々たるものですね。

微々たるもの。私は、交付税がいかに大事かと

いうことを、もっともっと頑張って発信してい

ただきたいと思っているんです。
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もう次に移ります。知事は、ブログ「そのま

んま日記」でさまざまな発言をし、多方面に大

きな影響を与えておられますが、ブログは公的

な発言かどうか、県民はどう受け取ればよいの

かと思うんですが、知事の考え方をお聞きしま

す。

○知事（東国原英夫君） 私は以前から、私の

考えやスケジュール、私的な事柄などを、ブロ

グという手段で日記風につづっております。知

事就任後も継続して書いておりますが、その内

容につきましては、県政の課題や政治問題等に

関して自分の言葉で意見を述べることで、読ま

れる方々に、県政や知事というのはどういう仕

事なのか、知事が今どういうふうに考えている

のかというのを、わかりやすく―いわゆる政

治一般について関心を持っていただけるという

意味で―ブログという形で情報発信させてい

ただいております。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。わ

かりました。

そのまんま日記、2004年の４月20日付、「痔

の安全保障」というのがあるんですが、その中

で、「日本は日米同盟を基軸に、武装中立（非

武装中立よりの武装中立）の道しか無いであろ

う。米国の傘下の下、国民の最大幸福と最大利

益を考慮するしかないだろう。それが選択すべ

き現実であろう。（中略）沖縄の米軍基地の本

土移転問題。僕は、個人的に、あくまでも個人

的な考えだが、「米軍の一部宮崎誘致」を議論

すべきだと考えている。まぁ、これ以上突っ込

んだ意見は差し控えることにしよう」と書いて

おられますが、現在、どのように考えておられ

るのかお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 2004年の４月20日と

御指摘でございます。2004年は今から４年前

で、私は学生の時代だと思います。その時代に

議論したこと、雑感として思ったことを日記風

につづったことがその内容でございます。今の

立場としては、私は県知事という立場でござい

ます。国の防衛問題については、知事という立

場からは、国が国防として考えていただくこと

だと思っております。県内には基地もございま

すが、住民の皆様の安全・安心等は確保できる

ように、国に対して十分に要望、要請はしてま

いりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 就任直後、鳥インフルエンザ

対策に、知事を先頭に皆さん頑張っていただき

まして、大変お疲れさまでございました。その

埋却処理などに従事をされ―財政課長も当時

行かれたということを聞いておりますけれども

―被害拡大を食いとめられました。その際、

「自衛隊を出せないか」と、当時の農政水産部

に指示したことはございますか、お尋ねしま

す。

○知事（東国原英夫君） ないと記憶しており

ます。

○鳥飼謙二議員 なければないで結構でござい

ますが、やはり、私が懸念をいたしますのは、

私が聞いている範囲では、自衛隊の派遣を要請

するということは、自衛隊に借りをつくる、米

軍再編の折に日米共同訓練も始まってくる、そ

ういう状況もあるわけですから、それはされな

かったほうがよかっただろうにと思いますが、

知事の答弁では「ない」というふうなことでご

ざいますので、それをそのまま受けとめておき

たいと思います。

次に、議会改革についてお尋ねをいたしま

す。

一問一答については、私もここから―知事

の顔色やら何やら見えるところで―目をぎょ
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ろっとしているところが見えるんですけれど

も、こんなところで発言するようになったの

は、知事がそういうふうな提起をされたからで

ございまして、こういう質問者席をつくるなど

して取り組んできたところであります。しか

し、きょうは別でございますけれども、答弁原

稿の棒読みとか、初心を忘れられているのでは

ないかなという場面がたびたび感じられました

ので、再度、知事の議会改革についての所見を

お尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 今回、一般質問３日

目でございますが、私が原稿を見ている時間が

長いか、原稿を外して答弁をしている時間が長

いか、それをチェックしていただければいいと

思います。

○鳥飼謙二議員 大いに頑張ってやっていただ

きたいと思いますし、それほど事前の意見交換

も―私は、今回は財政課の担当の方が窓口

だったんですけれども、非常にすばらしかった

ですね。原課とは一切やっておりません。ぜひ

そういうことで頑張っていただきたいと思いま

す。

そこで、議会の質問というのが学芸会であっ

てはならない。これも指摘があったわけです

が、答弁書を事前に議員に交付してはいないと

思いますけれども、総務部長、そのような事実

はないですよね。確認しておきます。

○総務部長（山下健次君） ございません。

○鳥飼謙二議員 次に、人事に移ります。

前知事の報復人事の修復というのも新知事の

重要な課題であります。ことし４月の人事異

動、異動規模は昨年度より101名少ない1,447名

となっていますが、今回の人事異動の基本的な

考えをお尋ねします。

また、女性職員の登用について、現状認識と

―計画的登用を図るべきと思います。育てる

意識がないと幹部職員は育たない。ここにず

らっとおられますけれども、なぜ部長職、女性

がいないのだろうかというふうに思ったりする

わけですが、あわせて女性登用についてもお尋

ねします。

○知事（東国原英夫君） ことし４月の定期人

事異動に当たりましては、昨年６月に策定した

新みやざき創造計画の着実な推進を念頭に、少

子化対策や子供に関する施策の総合的な推進、

企業誘致の積極的な推進、観光誘致や交流促進

の強化など、直面する県政の重要課題に積極的

に取り組むための組織体制の見直しを行ったと

ころでございます。こうした新組織を初め、県

の各組織において職員一人一人の意識を刷新し

て、意欲と気概を持って能力を最大限に発揮で

きるよう、適材適所、公平公正を旨として人事

配置を行ったところであります。また、女性職

員の登用や、派遣研修等の人材育成にも積極的

に努めたところでございます。県民総力戦によ

る新しい県づくりを着実に進めてまいりたいと

考えております。

女性職員の登用の現状でございますが、平

成20年４月１日における知事部局の課長級以上

の女性職員は、こども政策局長の次長級１名、

統計調査課長、生活・協働・男女参画課長、こ

ども家庭課長など課長級４名であり、積極的な

女性職員の登用に努めたところでございます。

課長級以上に占める女性職員の割合は1.8％であ

るものの、課長補佐級では7.1％、ポスト係長級

では14.2％となっております。また、年齢別に

いたしましても、一般行政職において女性職員

は、50歳以上では3.1％しかおりませんが、40歳

代では10.3％、30歳代では22.2％、20歳代で

は31.2％を占めており、今後、管理職に占める
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女性職員の比率は確実に増加していくものと考

えております。女性職員の能力の活用というの

は、ますます重要な課題となると思っておりま

すので、今後とも、育成に向けた管理職の意識

啓発や、国、民間企業等への派遣研修などによ

り、女性の人材育成を図りつつ、登用を促進し

てまいる所存でございます。

○鳥飼謙二議員 課長級も数えるぐらいしかお

られないですね。数えるぐらい。やはり意識的

に育てていかなくてはいかんと思うんですね。

実質的な実務は総務部長、あなたのところでや

るわけですから、しっかり心してやっていただ

きたいと思いますし、全職種3,668人のうち661

人、18％、女性の方がおられるようでございま

すけれども、ぜひ頑張っていただきたいという

ふうに思います。

次に進みます。現業職員の任用がえについて

は、昨年もお尋ねをしましたが、退職者とか病

休者が多いようです。また、他県では職種変更

により自殺されたという事例も聞いております

けれども、総務部長、この現状をお尋ねしたい

と思います。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

任命がえ後の新たな事務業務への従事に際しま

して、ある程度年をとってからの業務従事でご

ざいますので、当然不安を抱えていらっしゃる

と思います。そのことは十分認識して、各種の

措置をとっておるわけでございますけれども、

御指摘のように、いわゆる精神疾患により休職

あるいは病気休暇等をとる職員が散見されてい

る状況はございます。そういったことを背景に

して、各所属長に対しましては、面談の実施等

で個々の職員の状況を十分把握してほしいと

いったことを指示しておりますし、職場では個

別に助言指導員というのを、ある意味同僚とい

う形でつけているところがございます。そう

いったことで、担当業務になじめなかったり、

職場への適応に苦労するなど、負担を抱えてい

る職員に対しましては、可能な限り本人の意向

を踏まえ、配置がえ、あるいは担当業務の見直

しを行うなどの配慮を行っているところでござ

います。

○鳥飼謙二議員 18年度、19年度の任用がえ職

員の退職状況及び病休者の状況をお知らせくだ

さい。

○総務部長（山下健次君） 18年度末の現業職

員の退職者８名でございます。同じく19年度末

の退職者23名でございます。このうち任命がえ

に係る職員が10名となっております。病気休業

等の数字でございますけれども、知事部局にお

ける現業職員の傷病休暇、平成18年度で８名、

平成19年度は11名。傷病休暇は90日以内という

ことでございますから、90日を超えて休職とな

るわけですけれども、18年度で４名、19年度で

８名となっております。

○鳥飼謙二議員 決して少ない数字とは私は思

いません。任用がえにならなければずっと働き

続けたであろうと、人生の生活設計を狂わされ

た結果ではないかなというふうに思っておりま

す。そこで、当時の責任者であります副知事

―再度登場で恐縮ですけれども―にお聞き

しますけれども、このような状況、状態を想定

しておられましたか。

○副知事（河野俊嗣君） 新たな業務への就任

で不安を感じる状況があるということで、さま

ざまなサポートを講じたところでございます。

○鳥飼謙二議員 想定していましたかと聞いて

いるんですから、想定していましたとか、して

いませんとか答えるのが筋じゃないですか。副

知事、何かありますか。
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○副知事（河野俊嗣君） 任命がえ後の職員の

さまざまな不安なりというものを想定して、私

どもはさまざまなサポート体制を整えたところ

でございます。

○鳥飼謙二議員 そうしたけれども、結局、や

めてしまった本人が悪かったんだとは、もちろ

ん思っていませんでしょうね。

いいでしょう。次に、行きます。しっかりと

フォローしてもらいたいと思うんですけれども

……。総務部の中でも人事管理部門と定員管理

部門それぞれありまして、先ほどもほかの議員

の方でも議論になりましたが、ここはしっかり

連携をとってフォローしていただかないといけ

ないと思うんですけれども、考え方を担当部長

にお尋ねします。

○総務部長（山下健次君） 任命がえ職員の定

数化につきましては、先ほどありましたような

状況もございまして、すべてを定数に組み込ん

でいく、一挙に定数に組み込んでいくといった

ことはやっておりません。やはり、状況を見な

がら定数化をしていくということで対応してい

るところでございます。

○鳥飼謙二議員 頑張っていただきたいと思う

んですが……。

次に、宮崎県行財政改革大綱2007では、2011

年度には2005年度比で1,000人の純減をするとい

うふうになっております。主に退職不補充とい

う形で進められていますけれども、昨年が126名

の減、ことしが105名の減という実質減になって

おりまして、今お答えがございましたけれど

も、人員の削減が急激過ぎて、職場がぎすぎす

している、他人のことまで手が回らないといい

ますか気が回らない、そんな状況が起きている

と思うんですけれども、現状認識について、知

事、わかればお答えいただけますか。知事がわ

からなければ、ほかの方で結構です。

○知事（東国原英夫君） 一段と厳しさを増す

財政状況の中で、新たな行政需要とか県民ニー

ズに、迅速、かつ的確に対応していくために、

事務事業の見直しとか職員数の削減など、やれ

ることはすべてやらなければいけない状況でご

ざいます。このため、昨年６月に策定いたしま

した行財政改革大綱2007に基づきまして、持続

可能な行財政システムの確立に向けて、スピー

ド感を持って、行財政全般にわたる徹底した改

革に取り組んでおるところでございます。この

改革は、当然ながら私一人の力だけでできるも

のではありません。職員一人一人がその持てる

力を最大限に発揮して、ともに力を合わせて進

めていかなければいけないと考えております。

このようなことから、今後とも、職員が元気で

意欲を持って仕事ができる環境づくりに努めな

がらも、県庁も総力戦で新しい宮崎の創造に取

り組んでいかなければいけないと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 残念ながら、知事の認識と私

の認識はぐるっと違うんですね。職場は沈滞し

ています。県庁職員は萎縮している。私はそん

なふうに思えてならないんです。ですから、任

用がえの人にまで気が回らないというか、回せ

ないんですね。しっかりと現状を見据えていた

だいて、知事は直接そこまではやらないでしょ

うけれども、総務部長、しっかりやっていただ

きたいというふうに思っております。

最後に、週刊誌等でいろいろ報道されており

ますけれども、そういうことがないように、知

事、今後頑張っていただきたいと思います。知

事は常々、「すべての大人は、すべての子ども

の教師たれ」とおっしゃっているわけですか

ら、ぜひ心していただきたいというふうに思っ
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ております。

それでは次に、地域医療の推進についてお尋

ねをいたします。

先月末、社民党議員団で、千葉県印旛村にあ

ります日本医科大学付属千葉北総病院を訪問

し、宮崎出身の金丸勝弘医師からお話を伺い、

同県での救命救急センターでの生々しい実態

や、ドクターヘリの運用状況のすばらしさに圧

倒されたところでございます。崩壊しつつある

宮崎県の地域医療を何とかしなくてはと、頭の

中がいっぱいになり帰ってまいりました。ま

た、県内において、県医師会や市郡の医師会の

皆さんとの懇談などを続けておりますが、悲鳴

にも似た声が上がっております。例えば、延岡

では県病院の循環器科などの医師の退職が大き

な話題となりましたけれども、同市の医師会病

院でも医師が退職し、その運営に非常に支障を

来していることや、看護学校を自前で３億円か

けて建設し、その支払いに大変困っていること

など、挙げれば切りがございません。以下、お

尋ねをいたします。

平成20年度から24年度を推進期間とする県医

療計画が発表されました。「すべての県民が質

の高い医療サービスを受けられる医療体制の確

立」を基本理念としています。７つの２次医療

圏で基準病床数を定めておりますけれども、が

んや脳卒中などの４疾病と僻地医療や救急医療

などの６事業、いわゆる４疾病６事業の医療連

携体制を構築するとしております。がんや急性

心筋梗塞は県北、県央、県南、県西、小児救急

は県北、県央、県西の３医療圏としています。

これまでの１次、２次、３次のピラミッド型の

連携体制が廃止され、拠点から外れた地域住民

の不安を呼んでいます。今回の地域医療計画は

どのような考えのもとに作成されたのか、福祉

保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県の医療を

取り巻く状況は、お話のように医師不足により

大きく変化しておりまして、地域医療の確保が

大きな課題となっております。このような状況

を踏まえまして、新たな医療計画では、切れ目

のない医療提供体制の構築や安心・安全な医療

体制の充実、さらには医療従事者の養成・確保

等を基本方針とし、ことしの３月に策定したも

のであります。また、今回の医療計画におきま

しては、がんや脳卒中、僻地医療や救急医療と

いった４疾病６事業ごとに医療連携体制の構築

を目指すことを新たに記載したところが、新し

いところでもございます。以上であります。

○鳥飼謙二議員 こども医療圏、とりわけ県南

住民にとっては深刻で、さきに行われました県

南地区の医療を考えるシンポジウムに私も行っ

てまいりましたけれども、ぜひ県南地区に小児

科を残してほしいという悲痛な声が出されてお

りました。２月から３月にかけてパブリックコ

メントも徴されたようでございますけれども、

コメントはどのようなもので、計画にどう反映

されたのかお聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） パブリックコ

メントにつきましては、ことしの２月に実施

し、29名の方から合計42件の御意見をいただい

たところであります。主なものとしましては、

今お話にありました、こども医療圏の再編に関

すること、あるいは災害派遣医療チームに関す

ること、また、医療を受ける側のモラルのあり

方など、さまざまな意見があったところであり

ます。これらの意見を参考に、本県の実態に

合った計画を取りまとめたところでございま

す。

○鳥飼謙二議員 パブリックコメント、42件

平成20年６月20日(金)



- 168 -

中22件というのは、県立日南病院から小児科医

療をなくさないでくださいというものでしたよ

ね。半分以上がそういう声を出していた。それ

が反映されていないんですね。何のためにパブ

リックコメントをやっているのかというような

思いがございました。

次に、医師確保についてでございます。この

ことについては、先日、我が党の満行議員が、

県独自に医局を設置して医師確保を図るべきで

はないかというふうに提言を行ったところであ

り、多くは申し上げません。しかし、医師確保

は、国に要望すれば解決するという生易しいも

のではありません。知事は県内医療崩壊の実態

をどのように認識しておられるのか、お尋ねを

いたします。

○知事（東国原英夫君） 医師不足というの

は、本県だけではなくて全国的に、地方が抱え

る難問だと思っております。医師の数というの

は宮崎県の場合は20数位で、全国的には真ん中

ぐらいなんですけれども、御案内のとおり、偏

在というものが問題視されていると思います。

それは地域の偏在であったり、診療科間の偏在

であったり、御指摘の小児科とか産科といった

ものが非常に少なくなっておるのが現状でござ

います。医師確保につきましては、医師修学資

金貸与制度とか医師派遣システム等々を導入し

て対応させていただいているんですけれども、

やっぱり医師総数、絶対数の確保というのは

―御指摘に反論するようなものですけれども

―国の政策によるところが大きいわけでござ

います。ですから私も、地方分権とは相異なる

意見でございますが、国に要望をしていかな

きゃいけない部分が一つはあると思います。

それと同時に、国におきましては、医師数の

抑制方針の転換に向けて動かれているというよ

うなことも伺っておりますので、今後とも、市

町村や県医師会、あるいは宮崎大学等の関係各

位の方々と十分、意見交換、協議をしながら、

医師確保に全力を注いでいきたいと思っており

ます。

○鳥飼謙二議員 確かに一理あります。国の政

策というのもあるんですけれども、それではも

う間に合わないんです。ですから知事、福祉保

健部とか病院局だけに任せておってはだめで

す。医師を確保するために大学病院に行ってく

ださい。宮崎県出身のよそに出ている医師に

会ってください。今、そういう努力を求められ

る時期が来ていると思いますので、ぜひ御検討

いただければというふうに思っております。

次に、看護師確保対策についてであります。

昨年も問題提起をいたしましたけれども、例え

ば、看護大学の卒業生は約60％が県外に就職し

ています。学費免除者の実態、奨学金の受給状

況はどのようになっているのか、お尋ねをいた

します。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 看護大におけ

る授業料免除等の状況でありますけれども、19

年度の後期についてお話をしますと、全額免

除、半額免除とございますが、合計で36名の学

生について免除をしております。

看護大学生に対する奨学金でありますが、平

成19年度の奨学生が、大学の場合は３名でござ

います。

○鳥飼謙二議員 非常に看護師不足も甚だしい

わけで、医師の場合と同じように、修学資金、

奨学資金を返済免除することで県内就職を義務

づけるといいますか、そういう措置も必要なの

ではないかと思うんですけれども、再度お尋ね

します。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今申し上げた
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のは、県立看護大学の生徒に対する奨学金の貸

与状況でありますけれども、そのほかの、いわ

ゆる看護師養成所の学生につきましては、69名

に奨学金を貸与しており、この奨学金の条件と

いたしまして、卒業後は県内の医療機関に一定

期間勤務するということで貸与しております。

そういう意味で、県内の看護師の確保というこ

とに努めておるところでございます。

○鳥飼謙二議員 看護大はどうかと提起をした

んですけれども、どうですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 看護大につき

ましては、修学資金については、先ほど申し上

げたように３名に修学資金を貸与しておりま

す。

○鳥飼謙二議員 返済免除を検討していただい

て、ぜひ義務づけをしていただけたらというこ

とですから、今後検討してください。よろしく

お願いをいたします。

医療機関の未収金対策についてお尋ねをいた

します。先日、宮崎市内のある病院で調査をし

た結果でございますが、この救急病院は昨年度

未収金が3,200万円あり、病院経営を圧迫してい

るとのことでございました。救急車で搬送され

た患者は保険がない場合がありますが、医療を

断るわけにはいかない。ところが、医療保険が

なかったり資格者証の場合、全額負担で払えな

いとなりますと、即未収金となるわけでありま

す。入院と同時に生活保護を適用するなど、生

活保護関係機関との迅速な連携をすることで、

未収金の増加を抑制することができるのではな

いかと思いますので、福祉保健部長にお尋ねし

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 平成19年度に

行われました厚生労働省のアンケート調査によ

りますと、病院の未収金の発生原因といたしま

して、生活困窮のケースが２割、それから払え

るけれども払わないという悪質なケースが約１

割ということであります。生活困窮のケースに

つきましては、おっしゃるように生活保護によ

る対応が考えられますが、その適用に際して

は、本人の病状によっては、職権による生活保

護適用や遡及適用など、各福祉事務所とも状況

に応じた速やかな対応を図っておるところであ

ります。

また、生活保護の決定につきましては、各種

調査を要するものでありますけれども、適時適

切な決定を行うよう、各福祉事務所に対して常

に指導しておりまして、今後とも、生活保護の

適正な運用に努めてまいります。また、厚生労

働省では、保険医療機関の未収金対策として、

未収金の回収だけでなく、国民健康保険の一部

負担金の減免制度の活用など、未収金発生の防

止策についても徹底したいとの考えがあるよう

ですので、県としても、国と連携を図ってまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひ、柔軟、迅速な対応をよ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、公立病院改革プランについてでありま

す。自治体財政健全化法が施行される一方で、

総務省から、公立病院の経済効率化と再編ネッ

トワーク、経営形態の見直しの視点で、「公立

病院ガイドライン」が示されました。しかし、

県内医療は今、崩壊寸前、いや崩壊しつつある

状況の中で、総務省が考えるガイドラインによ

る改革プランが策定されるとなると、地域医療

は完全に崩壊するでしょう。改革プランの策定

に当たっては、住民の地域医療を守るという観

点から進められるべきと思いますが、知事の基

本的考えをお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 公立病院は、地域医
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療とか僻地医療など、地域医療を守るために非

常に貢献していただいておる公的機関でござい

ます。総務省から市町村へあてて改革プランと

いうものが提示されております。経営状況の悪

化とか周囲の環境状況を勘案した改革プランを

策定するようにという指示でございますが、医

師不足等々は、先ほど申し上げませんでした

が、女性の医師で今休業されている方とか、先

ほど鳥飼議員から御指摘のあった、県出身者で

県に関係の深いお医者さん等々、きめ細かな医

師確保の取り組みに邁進していかなきゃいけな

いと思っております。確保もさることながら、

医療機関同士の連携とかネットワーク化という

ものを、効率化の上で図っていかなきゃいけな

いんじゃないかと思っております。この改革プ

ランが地域医療を崩壊させることのないように

十分留意しながら、地域医療を守ることに、県

といたしましても全力で取り組んでいかなけれ

ばいけないと考えております。

○坂口博美議長 答弁者、ちょっと簡潔に…

…。答弁と質問の時間のバランスがとれていな

い。おくれているものですから……。

○鳥飼謙二議員 難しいことではあるんですけ

れども、知事、ひとつそこはよろしくお願いを

申し上げたいと思います。

次に、県立病院関係についてお尋ねしま

す。17年度から22年度までの５年間で３県立病

院すべて単年度黒字化を目標とした、県立病院

中期経営計画が進められておりますが、19年度

決算見込みによります中期経営計画の進捗状況

について、病院局長にお尋ねします。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成19年度決算

見込みでございます。御案内のとおり、平成18

年度に策定をいたしております中期経営計画で

ございますが、19年度の目標値として収支差

を14億1,300万円の赤字としていたところでござ

います。たしか昨年12月の時点では御報告させ

ていただいたかと思うんですけれども、この計

画を上回ります10億6,700万円まで赤字を圧縮で

きるという見込みを立てたところでございま

す。これは19年度において、より高い次元の施

設基準となります入院基本料の通年化ですと

か、新たな診療科の開設による診療機能の充実

などにより収益の確保が図られたこと、あるい

は医薬品の共同購入の推進などによります費用

の削減に努めたことによるものであろうという

ふうに考えております。このようなことで、最

終的には、年度後半においてさらなる収益の確

保、あるいは費用の削減に努めました結果、昨

年12月時点での収支見込みよりもさらに改善が

図られる見通しになっておるということでござ

います。

○鳥飼謙二議員 先日、社民党議員団を中心

に、日南病院で調査と意見交換を行わせていた

だきました。県立病院の今後のあり方に大きな

方向性を示した今の中期経営計画に対しては、

現場スタッフの理解と協力が絶対に欠かせない

というふうに思っておるわけですが、現場との

意見交換がなされていないとの驚くべき事実が

明らかになりました。中期経営計画を成功させ

ていくためにも、現場と病院局幹部との意見交

換を行っていただきたいと思いますので、お尋

ねをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 御意見のとおり

でございますけれども、現在、病院事業の推進

に当たりましては、第一線で勤務する医療ス

タッフの意識の醸成が最も重要であるというふ

うに考えておりまして、職員一人一人が県立病

院の経営状況など関係情報を共有し、共通の理

解と認識を持つことが大変重要であるというふ
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うに考えております。このようなことから、特

にこれまで、院長あるいは事務局長会議をやり

ましたし、また看護部長等連絡会議、あるいは

薬剤長会議、それから管理栄養士長会議など各

分野における連絡会議を随時開催いたしまし

て、これらの会議を通じて、各病院における各

セクションの職員の意見などの把握に努めると

ともに、経営方針の周知徹底に努めているとこ

ろでございます。また、私も就任以来、各県立

病院に直接出向きまして、私の病院経営に関す

る考え方ですとか、中期経営計画の進捗状況に

ついて職員に説明をいたしたところでございま

す。さらに、今年度から、「１人１改善運動」

といたしまして、各職員に、県立病院事業に関

しての効率化やサービス向上策に関するアイデ

アなども提案していただこうといった取り組み

を行うこととしております。御指摘のとおり、

今後とも職員一丸となりまして、より一層、経

営計画参画意識の醸成に取り組みながら、高度

で良質な医療の提供に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひ現場に行かれて、そこ

で、外科部長とか医療連携課長とか、たくさん

現場で一生懸命頑張っておられる方がおられま

すので、いろいろ意見を聞いていただきたい。

できたら知事にも行っていただくと、なおいい

んじゃないかなと思っておりますので、お願い

をしておきます。

次に、医師確保については、先日出されまし

た。要望にとどめたいと思いますが、先日、宮

崎病院の院長、副院長にも個別にお会いをして

まいりまして、医師確保については懸命に取り

組んでおられることを、高く評価いたしたいと

いうふうに思っているところでございますけれ

ども、病院局内の医局設置についても、真剣に

検討をお願い申し上げたいと思っております。

次に、病院事業決算報告に関連してお尋ねを

いたします。収益的収支におきまして欠損金等

が記載されるわけですが、その際、救急医療や

高度医療の不採算部門を再計上すべきではない

かと思うのであります。なぜ病院会計が赤字に

なったのか、具体的に県民に示すことが極めて

重要だと思いますので、お尋ねをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 決算の会計報告

方式であろうと思うんですけれども、御案内の

とおり、特に法律でこの方式の枠組みというも

のが、ある程度示してあります。こういうこと

から、いつも念頭にそういったものを置きなが

ら進めていかないといけないということと、経

営動向を時系列で正確に把握する必要もありま

すことから、裁量の範囲内といえども、計上方

式の変更につきましては、おのずから制約があ

るというような状況でございます。今、御案内

ありましたように、そういう政策医療ですとか

いろいろな医療分野における区分ができればい

いんですけれども、診療におきまして、どうい

う形でやったかとかそういったことが、集計と

いいますか、明確に区分できない部分がござい

まして、なかなか御意見等のようなことはやれ

ないというような状況にございます。

○鳥飼謙二議員 努力してください。でないと

県民の理解は得られないと思います。難しいだ

ろうと思いますけれども、何とか頑張って努力

をお願いしたい、そういうことをやっていただ

きたいと思っております。

１次・２次医療の役割分担については、時間

の関係で省略をいたします。１次救急の方が、

県病院２次救急にかかる比率が６割ぐらいある

んです。これを減らしていくということで、い

ろんな努力をしていかなくてはならないと思い
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ますが、これは省略をいたします。

次に、経費節減についてお尋ねいたします。

宮崎病院では、省エネルギーサービス事業であ

るＥＳＣＯ事業が行われておりますが、公募の

結果、明電舎グループが選定され、事業を進め

られていると聞いております。実施状況につい

て病院局長にお尋ねしますとともに、病院局以

外でＥＳＣＯ事業を検討されているのか、担当

部長にお尋ねします。

○病院局長（甲斐景早文君） ＥＳＣＯ事業で

ございますけれども、実は県立宮崎病院で19年

度に実施をさせていただきました。幸いに建物

が改築後20年以上経過したということもござい

まして、設備の更新時期を迎えて非常にタイミ

ングよかったんですが、これによりまして、特

に熱源機器について―ボイラーなどでござい

ますが―従来の重油からガスを主力としたも

のにするなど、省エネルギー効果が非常に高

く、また、環境負荷の少ない設備に更新したと

ころでございます。この導入によりまして、年

間約7,000万円程度の光熱水費の削減が見込まれ

るということで、御指摘のとおり、病院の経営

改善にも非常に役立っているというような状況

にございます。またもう一つ、ＣＯ２の発生と

いうのが大幅に抑制されます。こういうことか

ら、県庁の地球温暖化対策にも大きく寄与する

のではないかと考えているところでございま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） ただいま病院

局長から御答弁がありましたように、平成17年

度に県有施設の導入可能性について調査を行い

ました。その結果、最も効果が高いと見込まれ

た県立宮崎病院につきまして、平成19年度から

事業実施をしているところであります。その他

の施設につきましては、経済効果あるいは機材

の更新時期等の理由から、現時点では導入の予

定はないところであります。

○鳥飼謙二議員 最後に、業務委託についてで

あります。官製談合事件の反省から、一般競争

入札による業務委託の業者選定が行われていま

す。しかし、安かろう悪かろうでは困るわけ

で、余りにも低価格の入札となりますと、そこ

で働く従業員の処遇に大きく影響するわけであ

ります。委託業務について最低制限価格を設け

るべきと思いますけれども、現状はどのように

なっているのか、病院局長にお尋ねいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、昨年10月から財務規程を改正いたしま

して、一般競争入札により製造その他について

の請負契約を締結しようとする場合において、

当該契約の内容に適合した履行を確保するため

に必要があると認めるときは、最低制限価格を

定めることができると、実はこういう規定を置

いたところでございます。これにより、20年度

におきましては、警備業務について最低制限価

格を設けて入札を実施させていただきました。

なお、今後とも、知事部局との連携を図りなが

ら、こういう企業性、効率性を発揮した経営を

踏まえた上で、最低制限価格を設けることがで

きない、特にＷＴＯといいますか政府調達協定

に基づいたものについてはなかなかでございま

すが、それ以外については検討してまいりたい

という考えでおります。

○鳥飼謙二議員 次に、こども療育センターに

ついてであります。

こども療育センターは県内唯一の肢体不自由

児施設でありますが、入所児童の障がいの重度

化・重複化、発達障がい児童への対応など、障

がいのあり方が大きく変化する中で、体制の整
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備が大きな課題となっています。このため、平

成17年７月に策定されました「宮崎県における

障害児療育支援体制強化に関する報告書」で

は、現行機能の充実強化とあわせて、新たな機

能として、重症心身障がい児施設としての機能

の整備や発達障がい児への対応を強化するなど

としています。これまで前知事や担当部長は、

「報告書は最大限尊重すべきもの」と答弁して

こられましたけれども、障害児支援体制報告書

の県政での位置づけ、認識について、知事にお

尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 平成17年７月にまと

められました「障害児療育支援体制強化に関す

る報告書」において、こども療育センターが果

たすべき役割としては、肢体不自由児、在宅障

がい児及び重症心身障がい児への対応などがあ

ると認識しております。県といたしましては、

この報告書を踏まえ、身近な地域で必要な訓練

を受けられる体制整備や、ショートステイの充

実などに取り組んできたところでございます。

今後も、財政的には非常に厳しい状況でありま

すが、できる限り保護者のニーズにこたえられ

るよう、療育支援体制の充実に取り組んでまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 どうもわかったようなわから

んような感じがいたしますが、ぜひその実現に

向けて頑張っていただきたいと思います。

次に、医師不足によります機能の低下につい

てであります。医師の定員は、整形外科３名、

小児科２名となっていますが、ことし４月に２

名の医師が退職し、現在、整形外科医師２名の

勤務となっています。４月にはＡ医師は当直15

回、Ｂ医師は当直10回となっており、医師が過

労で倒れるのではないかという過酷な勤務を強

いられています。また、常勤の小児科医師が不

在となり、保護者も大きな不安を覚えており、

センター機能の低下が懸念されておりますが、

知事はこの現状をどのように認識しておられる

のか、お尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 本年４月から、こど

も療育センターの医師が２名退職したことによ

りまして、センターを利用されている保護者の

方々には、本当に大変御迷惑をおかけしておる

と思っております。センターの医師は、現在、

常勤医師の２名でありますが、宮崎大学医学部

からの協力をいただいておりまして、診療体制

に支障のないようにしているところでありま

す。また、小児科医につきましては、非常勤医

師３名で対応している状況にありますが、急病

などの緊急時には、宮崎大学医学部や県立宮崎

病院と連携して対応する体制をとるなど、でき

る限り保護者の皆さんが安心してお子様を預け

られるように努めているところでございます。

常勤医師の確保につきましては、依然として大

変厳しい状況がありますが、今後とも宮崎大学

医学部と連携しながら、県外も含めて、その確

保に鋭意取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 非常にセンターは必死で頑

張っているんですね、今言われたとおりなんで

すけれども。しかし、なぜ小児科医がいないの

か。先ほど申し上げた重症心身障がい施設科、

これをやめてしまいました。それを宮崎大学医

学部は非常に期待しておったんです。あそこに

入院している子供さんの受け皿になっていただ

く。しかし、それができない、県がやらない。

だから、日南の愛泉会というところに行ってし

まった。ですから、小児科医師も向こうに行っ

ているんですね。そういうふうになっているん

ですよ。しかし、実態はですね―本当に倒れ
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ますよ。１回行って―１回、去年６月行かれ

たんですけどね―その現状を見ていただきた

いというふうに思っております。

次に、保育士等のスタッフの確保についてで

あります。看護師の産休や育児休業の代替職員

や保育士の確保が極めて困難な状態となってい

ます。例えば、臨時職員は継続雇用ができな

かったり、賃金が余りにも安過ぎるので働いて

くれる人がいないのです。現状をどのように認

識しておられるのか、担当部長にお尋ねしま

す。

○総務部長（山下健次君） 臨時職員の勤務条

件につきまして、通勤手当が支給されない、こ

れを条件に基本的には来ていただいておるんで

すけれども、御指摘のように、非常に採用確保

困難な職種というのがございます。現実にそう

いうことで現場は人材確保に苦労しているとい

う話は十分聞いております。その中でどういっ

た工夫ができるかということで私どもも考えて

おるわけですけれども、県民サービスの低下に

つながることがないように、例えば勤務時間、

あるいは業務内容での工夫、そういったことで

人材確保のための環境整備に努めてまいりたい

と考えております。

○鳥飼謙二議員 働いている人も給料が10万円

を切るんですね。例えば夜に皿洗いなどをして

低収入を補っている。県庁本体でもそうですけ

れども、1,000名の非常勤職員、250名の臨時職

員、こういう人たちがおるわけで、公的機関が

ワーキングプアをつくり出している。これは去

年も申し上げましたけれども、勤務体系の柔軟

化とか、少なくとも通勤手当ぐらいは出すべき

ではないかと思うんですね。知事は答えられな

いでしょうけれどもね。知事に答えていただき

たい気持ちですよ、これは。総務部長。

○総務部長（山下健次君） 財政状況もござい

まして、1,200数名の人たち、1,000名の非常勤

の職員の中には、例えば鳥獣保護員といった方

たちも、もちろんいらっしゃるんですけれど

も、その方たちを含めて通勤手当を支給すると

いうのは、財政的には非常に厳しいというふう

に考えております。

○鳥飼謙二議員 では、人が来なくていいとい

うことですか。

○総務部長（山下健次君） 先ほど申し上げま

したように、そういった条件の中で来ていただ

くということと、採用困難な職種につきまして

は、何か工夫がないかということで考えておる

ところでございます。

○鳥飼謙二議員 実際に人が集まらないんです

よ。もっと考えてもらわないと困るんですよ。

知事、どんげかせんといかんとですよね。知事

はもう答えんでいいけど。だけど、どんげかし

てもらいたい、本当にそんなふうに思います。

保育士の確保についてお尋ねをいたします。

現在、保育士は、こども療育センターとか３児

童相談所、みやざき学園で要保護児童の指導に

当たっております。ところが、保育士を20年近

く採用していなく、保育士は近くいなくなるこ

とになります。保育士を計画的に採用すべきと

思いますので、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 保育士は、お

話のように、こども療育センターにおいては、

肢体不自由児の入所・通所や重症心身障がい児

通園事業、ショートステイなどのさまざまなサ

ービスに従事しているほか、児童福祉の中核機

関であります児童相談所や県立みやざき学園に

おいて、入所児童の保育とか生活指導などの業

務を担っております。児童福祉の分野において

は、さらなるサービスの質の向上が求められて
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おりますので、保育士の役割は重要でありま

す。今後とも、効率的な職員配置に努めてまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 保育士の役割は重要とのお答

えですが、採用試験が行われていないんですけ

れども。人事委員長にお尋ねいたします。

○人事委員長（黒木奉武君） 保育士の採用試

験についてでありますけれども、職員の採用試

験は、毎年、各任命権者の要請に応じて実施し

てきております。保育士につきましては、「職

員の任用に関する規則」というのがございまし

て、「短期大学卒業程度」の試験区分において

実施できることとなっておりますが、平成４年

度以降につきましては、任命権者からの要請が

なかったために実施をいたしておりません。た

だ、人事委員会といたしましては、新たな行政

需要や多様化する県民ニーズにこたえるため

に、今後とも職員採用試験等につきましては、

御意見等の趣旨も踏まえながら、任命権者との

連携を深めてまいりたいというふうに思ってお

ります。以上であります。

○坂口博美議長 再度、答弁者側にお願いしま

す。時間が随分経過していますので、簡単に速

く御答弁をお願いします。

○鳥飼謙二議員 総務部長にお尋ねします。保

育士の必要性についてどのように考えておられ

ますか。なぜ試験を実施しないのか、お尋ねし

ます。

○総務部長（山下健次君） 保育士の重要性は

十分理解しておりますが、基本的には資格を

持った非常勤職員の活用で対応できるというこ

とで考えております。

○鳥飼謙二議員 資格を持った職員の対応で十

分活用できる。こども療育センターの場合です

けれども、保育士14名中２人は再任用職員、２

人は正職員、10人は非常勤職員ですよ。これで

いいんですか。

○総務部長（山下健次君） 特段、非常勤職員

を正規職員にという話は聞いておりません。

○鳥飼謙二議員 県のパイプはどうなっている

んですか。現場では必要と言う。しかし、形と

しては、要求をすれば却下されるから要求をし

ない。預けのときと一緒じゃないですか。今、

ここは必要だと言っているんですよ。正職員に

するのが当たり前でしょうが。それを必要ない

というような答弁は納得できない。再度答弁し

てください。

○総務部長（山下健次君） 基本的には関係部

局と協議をした上で決定してまいりたいと考え

ておりますが、先ほど申し上げましたように、

非常勤職員で現在対応しておるということで、

特段それを正規職員にということでは聞いてお

りません。

○鳥飼謙二議員 納得できません。この答弁で

は納得できません。休憩を求めます。

○坂口博美議長 暫時休憩をいたします。

午後３時６分休憩

午後３時８分再開

○坂口博美議長 会議を再開いたします。

ここで、答弁者、総務部長にもう一度、今の

ことを答弁、説明をいただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 申しわけございま

せん。先ほど福祉保健部長からも答弁がござい

ましたが、現場の必要性について、再度、関係

部局と協議した上で、その必要性について考え

てみたいと思います。

○鳥飼謙二議員 十分検討してください。

最後に、エコクリーンプラザみやざきについ

てお尋ねをいたします。
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これは、ごみ処理広域化計画に従ってつくら

れたわけでありまして、1999年から2013年まで

の15年間を期限として、県内を県北、県央、県

南の３グループ化したごみ処理広域化計画を策

定したわけであります。その後、いろいろ議論

があったんですが、県央地区については、県が

強引にといいますか、私どもからすれば強引に

進めていってしまった。その結果、今こんな事

態が起きている。その他の地域は４グループに

しようということで、その後、方針が変更、転

換されたわけでございますけれども、中央地区

以外でのごみ処理計画は今どのようになってい

るのか、どう進められているのかお尋ねしま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） ごみ処理広域

化計画は、平成10年度、各市町村と協議の上策

定したんですが、その後、17年度までに３度の

改定を行い、全体35施設のうち、19年度まで

に22施設が整備されまして、30年度までの計画

期間において13施設が整備予定でございます。

これに基づきまして、県央地区ではエコクリー

ンプラザみやざき及び西都・児湯クリーンセン

ターが整備され、現在、延岡・西臼杵ブロック

でも、平成21年度からの供用開始に向けて、焼

却施設の整備が進められております。

○鳥飼謙二議員 それは、エコクリーンプラザ

みたいな広域処理ということでよろしいんで

しょうか。延岡と西臼杵を一本化したやつ、日

向と入郷を一本化したやつ、そんな感じです

か。もうちょっと具体的に御説明ください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県北地区で

は、延岡・西臼杵ブロックの焼却施設が、18年

度着工で21年度供用開始予定になっておりま

す。それから、最終処分場が未整備３カ所とい

うことになっております。それから、日向・入

郷ブロックでは焼却施設が１カ所、23年度着工

予定で26年度供用開始予定、リサイクルプラザ

につきましては１カ所で整備時期が未定、最終

処分場につきましては１カ所が未整備という計

画でございます。

○鳥飼謙二議員 社民党中央地区議員団で４

月23日に、エコクリーンプラザみやざきの現場

を調査してまいりました。理事長から話を聞い

たんですけれども、プレキャスト工法をなぜ採

用されたのかなと、疑問は深まるばかりでござ

います。既にこの問題については議論されてお

りますので、１点だけ再度確認をしたい。事実

の解明と責任の明確化、これは大事だと思って

いるんですけれども、再度知事にお答えいただ

きます。

○知事（東国原英夫君） エコクリーンプラザ

みやざきの件に関しましては、外部調査委員会

に、専門的あるいは客観的な判断を仰ぎまし

て、徹底的な原因の究明と責任の所在を追及し

ていただきたいと思っております。県といたし

ましても、このような調査等を円滑に進めるた

めに専任職員を配置したところであります。一

日も早い問題の解決に向けて、全力を挙げてい

きたいと思っております。

○鳥飼謙二議員 環境整備公社は、市町村とか

民間団体も出捐団体になっておるわけですけれ

ども、こういう事態を説明しておくべきではな

いかと思いますので、お尋ねします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 関係11市町村

につきましては、副知事を議長とする連絡調整

会議を５月22日に開催しまして、これまでの経

緯と今後の対応について説明を行ったところで

ございますが、その他の市町村や出捐団体につ

きましても、今後、公社と協議の上、適切に対

応してまいりたいというふうに考えておりま
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す。

○鳥飼謙二議員 よろしくお願いをしておきま

す。

最後に、代表監査委員にお尋ねをいたしま

す。環境整備公社に対して、工事監査を含めた

監査を行っているのか。また、その内容はどの

ようなものなのかお尋ねをいたします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 環境整備公社

につきましては、平成７年３月に設立された

後、８年度と12年度と14年度と17年度に、それ

ぞれ前年度の事業について監査を実施しており

ます。ただし、その中身は、公社の運営状況や

経理事務などの財務面が中心でございました。

なお、お尋ねの16年度事業を監査いたしました

が、17年度に完成した調整池工事については、

技術的な面を含めた監査は実施しておりませ

ん。

○鳥飼謙二議員 事実解明に向けて、監査委員

で監査する予定は、今後ございますか。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 今年度、この

環境整備公社については監査する予定に入って

おりますので、今、議論になっている部分を含

めて監査したいと思っております。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いをしてお

きます。

以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、23日午前10時開会、きょうに

続いて一般質問であります。

本日はこれにて散会をいたします。

午後３時15分散会
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員43名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、山

下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうも私の地元都城からたくさん

の皆さん方が傍聴においでいただきました。感

謝感激であります。

それでは、質問に入ります前に一言申し上げ

たいと思いますが、私は、今月８日、満88歳の

母を亡くしました。天寿を全うし、家族に見守

られながら静かに逝きましたから、悔いは残っ

ておりませんが、つらかったとき、苦しかった

とき、いつも優しく支えてくれた母だったと

思っております。亡くしてわかる親の恩を改め

て感じておりますが、まさに「一億人の人に一

億の母あり。されど我が母は一人なり」、仏法

の教えのとおりであります。ここまで育ててく

れたことに感謝し、母の「千の風」を受けなが

ら、通告に従いまして、順次質問に入らせてい

ただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いしてま

いります。

昨年１月に知事就任以来、超人的な動きの

中、連日マスコミ、テレビ等に出演され、今や

国民で東国原宮崎県知事を知らない人はいない

ほどであります。「無」の中から「有」を生み

出すという発想から、例えば、県庁を観光ス

ポットとして売り出した手法は驚嘆に値するも

のであります。現在では、連日多くの観光客が

県庁を訪れていただいていること、まさにそれ

があかしであります。

今月８日日曜日は、サイパン、テニアンで戦

死された方の全国遺族会の方々が県庁を訪れた

いとのことで、私は案内役をお引き受けいたし

ました。遠くは岩手県、大阪府等からお見えに

なっておられ、知事にお会いできればと、皆さ

ん楽しみにしておられましたが、ちょうど知事

も取材があったということで、タイミングよく

会うことができました。皆さん、大変喜んでお

られました。また、物産館を案内していました

ところ、どこからか笛やかねの音色が聞こえ

て、見てみますと、宮崎市内の「ひょっとこ民

謡会」の方々がひょっとこ踊りを県庁前で披露

されており、観光客の方々を迎えておられまし

た。皆さんもその輪の中に入り、笑顔で一緒に

踊られる姿を見て、私は深く感動し、まさしく

宮崎のよさを満喫していただいたものと思って

おります。代表者の方にお話を伺いましたら、

「知事も頑張っちょっがね。我々も少しでもお

役に立てればと思って、毎週ここで踊っちょっ

とよ」ということでありました。知事が言われ

ている県民総力戦が実践されている場面に遭遇

し、大変感激した次第であります。この県民総

力戦の取り組みは、県内各地において行われて

いると思いますが、就任後の県民総力戦の定着

を知事はどのように評価されておられるのか、

お伺いをいたします。

また、観光客の流れが県内各地にどのような

波及効果をもたらしているのか、お伺いをいた

します。

次に、知事のトップセールスについてお伺い

をいたします。前にも述べましたが、知事は就

任以来、さまざまなマスメディアへの出演をさ

れております。特に道路特定財源の廃止か存続

かの議論においては、道路網の整備がおくれて
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いる地方の代表として、堂々と存続に向けての

討論を行っていただきました。宮崎県産品につ

いては、全国各地で熱心なトップセールスをし

ていただいておりますが、新たな取引や商談が

あったのか、また、実績があったとすればどの

ように評価されているのか、お伺いいたしま

す。

また、取引拡大等に向けたトップセールスの

今後の課題があるとすればどのような点か、お

伺いをいたします。

次に、配合飼料・燃油高騰対策について、農

政水産部長にお伺いしてまいります。地球規模

での温暖化による異常気象や、石油資源等が市

場に不足する中で、代替エネルギーとして、穀

物のバイオエタノール化に拍車がかかっており

ます。このような状況は、生産者のみならず消

費者にも大きな不安を与えるとともに、食料自

給率39％の日本にとって、食料の安定確保の上

で重要な局面に立たされていることは御承知の

とおりであります。６月３日から５日に、ロー

マで開催された、世界の食料安全保障に関する

ハイレベル会合、「食料サミット」では、世界

的に穀物が不足する中、輸出国、輸入国のそれ

ぞれの主張の違いが明確になり、自国が食料危

機にあるときに、みずから飢えてまで食料を輸

出する国はなく、金さえ出せば世界じゅうから

食料を集められるとたかをくくってきた輸入国

は、まさに冷水を浴びせられたように、今回、

その厳しい現実を突きつけられた会合でありま

した。

そのような中、本県農業の中心であります園

芸や畜産経営の悪化が加速しており、本県の農

業の基盤が崩壊しかねない状況にあります。園

芸農家は、収量アップや省エネ対策に取り組

み、畜産農家は、飼料高騰対策として生産性の

向上や自給飼料の増産の取り組みと、日々必死

の努力をしております。しかし、このような生

産現場での取り組みを大きく上回るスピードで

原油、飼料価格は高騰しており、このままでは

本県の経営は危機的状況に陥り、国民の共通課

題である食料自給率の向上どころか、我が国の

農業を崩壊させることにつながるものでありま

す。また、このことは、食料供給基地としての

本県の役割が危ぶまれるところであります。そ

こで、昨年からの厳しい経営環境における園芸

農家、畜産農家の経営状況はどうなのか、ま

た、緊急的な農家経営支援策等は取り組まれて

おられるのか、お伺いをいたします。

次に、枝肉市場でありますが、ことしにな

り、景気低迷による消費の落ち込みもあり、３

月の東京市場の枝肉卸売価格は、和牛去勢Ａ４

でキログラム当たり2,008円、前年比91％、同じ

く和牛去勢Ａ３でキログラム当たり1,714円、前

年比86.8％とかなり値下がりし、４月も同等の

取引であります。また一方では、配合飼料の高

騰も重なっております。そこで、労働費を含め

た生産原価を割ったときに発動される肉用牛肥

育経営安定対策事業、いわゆるマルキン事業の

取り組み状況についてお伺いをいたします。

次に、ハウス農家の現状についてお伺いをい

たします。今日現在、Ａ重油１リットル当た

り112円、昨年は、１リットル当たり86円の価格

でありましたが、ことしの作付までに価格が上

がることはあっても、下がる要素は全くありま

せん。本県の特産でありますピーマン、キュウ

リは作付ができないと、農家から悲鳴が出てお

りますが、御認識のほどをお伺いいたします。

また、代替エネルギー等への取り組みが、今年

度どれほど見通しが立っておるのか、お伺いを

いたします。
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次に、配合飼料の代替穀物として、飼料用米

の取り組みについてお伺いをいたします。既に

本県の取り組みとして、肥育牛の代替飼料とし

て給与試験の結果、良質の肉質が得られまし

た。養豚経営においても、飼料用米の提供の要

望が出ております。また、養鶏については、他

県では、飼料用米を配合して75％まで自給率を

高められたとのことであります。したがって、

水田の利活用につきまして、穀物の代表とし

て、飼料用米の作付が最も期待されておるとこ

ろでありますが、取り組みについてお伺いをい

たします。

次に、後期高齢者医療制度と介護支援につい

て、福祉保健部長にお伺いしてまいります。

2006年、小泉内閣において成立した後期高齢

者医療制度が、本年４月１日に施行されたとこ

ろでありますが、その後、存続、廃止の大議論

となりました。医療現場では、老人医療受給者

証と国保・健康保険証の２枚提出の義務づけか

ら後期高齢者医療受給者証への変更になったこ

となどが浸透しておらず、混乱しているとのこ

とであります。新制度の取り組みが二転三転し

ており、理解が難しいという声をよく聞きます

が、制度及び保険料の負担等がどのように変

わったのか、またどのように周知されるのか、

お伺いをいたします。

次に、介護支援の現状についてお伺いをいた

します。昨年の医療制度改革によって、平成23

年度には、介護保険が適用される療養病床が全

廃、そして医療保険が使えるところも限定され

ることから、この問題が急がれるところであり

ます。昨年、県議会地域医療対策特別委員会に

おきまして、地域ケア整備構想の概要をお示し

いただいたところであります。療養病床の再編

成の対象となるのが、介護療養病床、約2,000床

という数字が示されたところであります。その

方々が、介護施設や在宅医療などへ円滑に移行

できるようにするためには、早急に受け皿の整

備が求められていると考えます。医療の必要性

が低いとされる療養病棟入院基本料が、ことし

の診療報酬改定によって引き下げられたこと

で、実質的に療養病床の削減が進みつつあると

考えます。最近しばしば耳にしますのは、療養

病床に入院されている方が、「退院先を考えて

ほしい」と病院側から言われたため、福祉施設

を探したが、どこもいっぱいで入所できる施設

がなく、どうしたらいいのか困っているといっ

た内容であります。在宅ケアが可能ならよろし

いのですが、そうでない場合、一体どうしたら

よいのでしょうか。そこでお伺いをいたします

が、このような現状を県は把握し、対応ができ

ているのか。

また、老人保健施設、特別養護老人ホーム、

ケアハウスなどの利用状況と、利用を希望して

も利用できず、利用できるまで順番待ちしてい

る、いわゆる待機者の実情と、今後の高齢化の

進行による見通しはいかがなのか、お伺いいた

します。また、地域ケア整備構想の推進に当

たって、県民ニーズの把握はどのようにされる

のか、お伺いをいたします。

次に、介護施設の抱える課題等についてお伺

いしてまいります。先日、厚生常任委員会の現

地視察でお伺いした話でありますが、「以前は

介護士の募集をすると、募集人数をはるかに超

える人数の申し込みがあったが、最近は施設拡

充して募集しても人が集まらない、また来てく

れても長く続かない。デイサービスのほうはよ

いが、夜勤はだめだ」、また、介護職員の皆さ

んからは、「新３Ｋ」のはやり言葉として、

「希望が持てない、結婚ができない、給料が安
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い」といったぐあいで、経営者は大変頭を痛め

ておられました。そこでお伺いいたしますが、

県内の特別養護老人ホームに入所されている方

々の平均要介護度は幾らか。また、平均年齢に

ついてはどのような状況か、お伺いをいたしま

す。

また、介護現場では介護職員の不足が懸念さ

れておりますが、県内の介護福祉士の養成施設

の入学状況や就職状況などを含め、本県の介護

に携わる人材の現況等について、お伺いをいた

します。

また、国の方針では、外国人の介護福祉士の

受け入れを進めようとしておりますが、このよ

うな動きに対して、県としてどのように考えて

おられるのか、お伺いをいたします。

次に、少年犯罪の動向について、警察本部

長、教育長、福祉保健部長にお伺いしてまいり

ます。

最近の少年犯罪におきましては、多方面にわ

たって低年齢化が目立ち、ニュースを見るたび

身震いすることばかりであります。戦後、我が

国は飛躍的な発展を遂げ、物の豊かさに明け暮

れ、バブルに酔いしれた時代でありました。し

かし、それとは裏腹に、子供たちへの心の教育

を忘れ、人への感謝の気持ちを持つことができ

ないなど、豊かさの中で子供たちが犠牲になっ

ているような気がいたしてなりません。そのよ

うな中、平成19年度、全国で特別法犯少年6,339

人が検挙されており、前年同期で901人、16.6％

増加しております。

私は、ことし１月19日、ライオンズクラブ主

催の「薬物乱用防止教育認定講師育成講座」を

受講する機会に恵まれました。そこで驚いたの

が、薬物使用の低年齢化、そして10代の女性が

多いという現実でありました。これは、「簡単

にやせるダイエットの薬」との誘い文句に安易

に手を出してしまうという実態があるようで、

地域での取り組みも必要との認識を持ったとこ

ろであります。そこで、本県における少年犯罪

の実態はどのようになっているのか、薬物乱用

を含めた非行防止対策について、警察本部長に

お伺いをいたします。

また、教育現場における防止策として、どの

ように取り組まれておられるのか、教育長にお

伺いいたします。

また、いつ忍び寄るかわからない魔の手を防

ぐためにも、教育現場だけに頼るのではなく、

目に入れても痛くないと言われる孫のことであ

りますから、ぜひ高齢者クラブ等の組織を使っ

た啓蒙運動は取り組めないのか、福祉保健部長

にお伺いをいたします。

以上、壇上よりの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

県民総力戦についてでありますが、私は、地

方自治の運営というのは、原則、全員直接参画

だと思っております。地方自治は民主主義の学

校だとよく言われますが、その民主主義の実

現、その学校の実現に向けて尽力をさせていた

だいているところでございます。そういった意

味では、条件不利地である宮崎が全国に冠たる

宮崎として戦えるのは、やはり県民総力戦、一

つになること、県民がそれぞれ自覚を持って、

意識を持って、県のために何ができるかという

ことを意識していただくことが、私、行政ある

いは政治がなすべき役割ではないかと考えてお

ります。

日南市の油津中学校の生徒さんたちが、「僕

ら観光隊」として修学旅行先の京都で宮崎の観
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光地や特産品をＰＲしていただいたり、県民総

力戦の趣旨に賛同するＮＰＯの方々が、「まち

づくり」をテーマにフォーラムを県内各地で開

催していただくなど、さまざまな動きが出てい

るところでございます。いずれも県民の皆さん

が、自分たちの宮崎をよくしたい、宮崎をブー

ムから定番へ定着化させたいというような同じ

ベクトルで行動されているあらわれであり、県

民総力戦が少しずつ定着しているのではないか

と考えております。これからも、このような取

り組みが県内各地に広がっていくことを期待し

ているところでございます。

続きまして、県庁を訪れた観光客の県内への

波及効果についてであります。御案内のよう

に、県庁には連日多くの方々に御来庁していた

だいております。昨年４月からの累計で、先

日50万人を超えたということでございました。

もう県庁は、本県の観光地として認知されてき

たのではないかと考えております。県庁を訪れ

た観光客の動向はさまざまでありますが、職員

が案内した県外からの団体旅行客約３万人の主

な行程を見ますと、ほとんどのツアーで、宮崎

市だけでなく綾、飫肥、えびの高原、高千穂峡

など、さまざまな観光地を訪れていただいてお

るようでございます。このように県庁ツアー客

は、県内各地を周遊されておりまして、観光客

が増加したという声も各地でよく聞くところで

ございます。今後とも、県庁への観光が県内の

周遊につながるよう、本県観光のＰＲに努めて

いきたいと考えております。

続きまして、トップセールスに係る評価等に

ついてであります。私は、知事就任以来、宮崎

のセールスマンとして、マニフェストで県民の

皆さんとお約束させていただいたとおり、全国

各地や韓国、台湾において、農畜産物や物産、

観光などのトップセールスを積極的に実施して

まいりました。その結果、宮崎の特産品等への

注目度が高まり、大手量販店との取引拡大や外

食チェーン店等との新規取引、さらに大手コン

ビニエンスストアにおいて初の宮崎フェアが全

国で実施されるなど、新たな取引や商談等が進

展しており、一定の成果を上げられているもの

と考えております。

続きまして、取引拡大に向けた今後の課題に

ついてであります。今後は、取引拡大に向け

て、民間企業や他県とのコラボレーションなど

により、より注目度の高いトップセールスを

行ってまいります。また、商談等におけるさま

ざまな御意見や、量販店や市場等を通じて把握

した消費者ニーズ等を十分に踏まえ、宮崎の特

色や魅力を生かした商品開発、さらには信頼さ

れる産地づくりに積極的に取り組むことが重要

な課題であると考えております。加えて、私が

あえてトップセールスをしなくても、県産品の

販路や需要が高次安定、定番へ向かうことが重

要な課題だと考えております。以上です。〔降

壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、後期高齢者医療制度についてでありま

す。後期高齢者医療制度は、宮崎県後期高齢者

医療広域連合が運営主体となって、現行の老人

保健制度と同様に、原則75歳以上の高齢者に対

して、窓口での原則１割負担で医療の給付を行

うものであり、その財源は、公費で５割、各医

療保険者からの支援金で４割、そして高齢者か

らの保険料で１割をそれぞれ負担し、みんなで

制度を支えていく仕組みになっております。こ

の高齢者の保険料については、従来の国民健康

保険税と比較して負担額に増減が生じますが、
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これは世帯の構成や世帯の所得の状況によって

異なることから、一概にお答えすることができ

ませんが、先月、厚生労働省による全国一斉調

査が行われたところであります。これは、市町

村国民健康保険の平成19年度の国民健康保険税

と、平成20年度の後期高齢者医療制度における

保険料の負担について、県内30市町村ごとに12

のモデルを設定して比較したものであります。

これによりますと、全国では約７割が、本県で

は約８割のケースの保険料負担が減ったという

結果が出ております。今後とも、今回の政府与

党により決定された軽減措置を含め、県民の皆

様が、制度の内容について十分御理解していた

だけますよう、広域連合及び市町村と連携し

て、周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、療養病床の再編成に伴う入所者の受け

皿整備についてであります。療養病床の再編成

に伴う受け皿整備の方向性につきましては、各

医療機関の意向や入所者の状況等を十分に踏ま

えながら、昨年12月に「地域ケア体制整備構

想」として取りまとめたところでございます。

その中で、重度者に対応するため、老人保健施

設や特別養護老人ホームなどを中心に整備し、

転換前の介護療養病床のベッド数を確保するこ

ととしております。また、訪問看護等の在宅

サービスの充実につきましても、重要な課題と

して認識しており、療養病床の入所者が、再編

後の施設や在宅等にスムーズに移行でき、適切

な介護サービスが継続して受けられるよう、十

分配慮してまいりたいと考えております。な

お、これまでも医療機関が介護療養病床を廃止

しようとする場合、入所者が入所先に困ること

がないよう、入所者の受け入れ先を十分確認し

た上で転換を認めるようにしているところであ

ります。

次に、特別養護老人ホームの利用状況等につ

いてであります。利用状況につきましては、こ

とし３月末現在で特別養護老人ホームが定員

の98％、老人保健施設とケアハウスがともに93

％となっております。入所待機者につきまして

は、昨年４月時点で特別養護老人ホームが

約3,200人となっておりますが、そのうちの約４

割は、介護度２以下の比較的軽度な要介護者で

あり、施設等の声を聞きますと、予約的な入所

申し込みも多いようであります。また、今後の

高齢化の進行につきましては、10年後の平成27

年には高齢化率28.8％と、現在よりも約５ポイ

ントの増加が見込まれております。これらの諸

状況を踏まえまして、当該整備構想におきまし

ては、高齢者、中でも中・重度の要介護者の受

け皿の確保を図ることを最重要課題の一つとし

ているところであります。今後は、各市町村や

関係機関との連携により、引き続き利用者ニー

ズの把握等に努めながら、今年度策定する第４

期の介護保険事業支援計画におきまして、その

具体化を図ってまいりたいと考えております。

次に、特別養護老人ホームの入所者の平均介

護度等についてであります。県内における特別

養護老人ホーム79施設の入所者約4,700人の平均

介護度は3.9であり、主に重度の介護を必要とさ

れる方が利用しておられます。また、平均年齢

についての具体的なデータはございませんが、

国の「平成18年度介護サービス施設・事業所調

査」によりますと、年齢区分別では80歳以上の

方が全体の約８割となっており、その中でも90

歳以上の方が全体の約３割を占めております。

次に、本県の介護人材の現状等についてであ

ります。まず平成20年度の県内の介護福祉士養

成施設の入学者数は、大学、短大、専修学校８
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校の定員362名に対して、45.6％の165名となっ

ております。また、就職状況については、19年

度卒業生295名のうち、進学等を除く265名が就

職し、うち約75％の198名が県内の福祉関係につ

いております。次に、介護人材の状況でありま

すが、ことし１月の介護関係職種の有効求人倍

率は、東京都の4.82倍に対して本県では1.14倍

と、現在のところ、都市部に比べて介護人材が

逼迫するような状況にはないと考えております

が、介護需要の増大が見込まれる中、介護人材

の確保が困難になることも懸念されるところで

あります。このため、県といたしましては、本

年５月に成立した「介護従事者等の人材確保の

ための介護従事者等の処遇改善に関する法律」

を受け、今後、国において行われる人材確保に

向けた検討の推移を見守るとともに、福祉人材

センターにおける就業支援により、今後とも人

材の安定的な確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、外国人の介護福祉士の受け入れについ

てであります。国は現在、インドネシアとの経

済連携協定に基づき、約260名の介護福祉士候補

者のことし７月の来日に向けて調整を行ってい

るところであります。外国人の介護福祉士の受

け入れについては、直接、事業者が日本側の仲

介機関である国際厚生事業団に申し込むことに

なっており、基本的には、受け入れを希望する

事業者の判断になるものと考えております。県

といたしましては、こうした国等の動きを注視

していくとともに、介護は人から人へ直接提供

されるサービスでありますので、今後とも、質

の高いサービスの提供に努めてまいりたいと考

えております。

最後に、薬物乱用防止に係る老人クラブ等の

活用についてであります。青少年の健全な育成

のためには、地域全体での取り組みが重要であ

り、地域の高齢者の中心的な団体である老人ク

ラブ等を通じて、薬物乱用防止の啓発等に取り

組むことは意義のあることであります。そのた

め、県といたしましては、それぞれの地域にお

いて開催される老人クラブの研修会等の機会を

とらえ、薬物乱用防止に対する理解を深めてい

ただけるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、農家の経営状況と支援策についてであ

ります。Ａ重油１リットル当たりの県内ＪＡ平

均価格が、平成16年５月の44円に比べ、現在108

円と約2.5倍程度に高騰し、施設園芸経営に多大

な影響を及ぼしております。また、畜産経営に

おきましても、配合飼料価格の高騰により生産

費が20％程度上昇し、畜種によっては家族労働

費も出ないなど、大変厳しい状況になっている

と認識しております。このため、県といたしま

しては、農業普及部門を中心に農家の経営実態

把握に努めるとともに、省エネルギー対策や生

産性向上のための栽培・飼養管理技術、経営改

善策等について、研修会や個別巡回指導を行っ

ているところであります。また、県独自の緊急

支援資金や国の家畜飼料特別支援資金の有効活

用、今般示されました畜産に係る経営安定対策

の追加等による支援も行いながら、農業経営へ

の影響緩和を図ることとしております。今後と

も、関係機関と連携し、国に対し必要な支援策

の構築について働きかけを行うとともに、各種

施策を活用しながら、経営安定に向けたきめ細

やかな対応を行ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、肉用牛肥育経営安定対策事業の取り組
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みについてであります。肉用牛肥育経営安定対

策事業、いわゆるマルキン事業は、肉用牛肥育

農家経営の安定を図るため、枝肉価格が低下

し、収益性が悪化したときに家族労働費を補て

んするものであり、平成19年度は４年ぶりに発

動され、約５億2,000万円が交付されておりま

す。その発動基準及び補てん額の算定方法につ

いては、原則として、全国一律の基準で行われ

ておりますが、本県のような和牛の肥育頭数が

多い県では、地域の経営実態を反映させるた

め、補てん額の算定に当たり、収支に大きくか

かわる子牛価格や枝肉価格などについて、県の

実績値を使用しているところであります。この

ようなことから、都道府県ごとに発動基準が異

なることとなるため、現在、国においては、県

域を越えたブロック単位で統一するよう、見直

しが検討されているところであります。

次に、重油価格高騰が今年作付に及ぼす影響

についてであります。今年の施設野菜の作付に

当たり、経費に占める暖房費の割合が高いピー

マン、キュウリ等においては、重油価格高騰が

継続した場合、大幅な経費の増大による所得の

減少が予想され、再生産が極めて厳しい状況に

なるものと認識しております。このため、県と

いたしましては、関係団体等と協力しながら、

内張二層フィルムの導入など、省エネ対策のさ

らなる推進による大幅な重油使用量の削減を図

るとともに、収量・品質向上対策に取り組み、

生産者の所得確保、ひいては、産地の維持に努

めてまいりたいと考えております。また、県内

農家の代替エネルギーへの取り組みにつきまし

ては、コチョウラン、バラ、マンゴー等につい

て、ＮＥＤＯ事業を活用したヒートポンプ加温

機の導入への取り組みが進められております。

今後とも、代替エネルギーの導入に向けた検討

を進め、関連情報の収集並びに生産者への情報

提供に努めてまいりたいと思います。

最後に、飼料用米の取り組みについてであり

ます。飼料用米につきましては、栽培方法が主

食用米と基本的に同じで、近年の配合飼料価格

高騰への対応や食料自給率の向上、さらには生

産調整の推進を図る上でも重要な品目であると

考えております。このため県では、農業団体等

と連携を図りながら積極的に作付推進を行い、

本年度は、昨年に比べ大幅な増加となる約70ヘ

クタールの作付が見込まれております。またあ

わせて、収量の多い品種の導入検討や実証圃の

設置による低コスト栽培技術の確立に取り組む

とともに、関連制度等も活用した収益性の確保

にも努めているところでございます。さらに、

生産の基本となる種子につきましても、需要に

応じた効率的な種子供給体制を検討することと

いたしております。県といたしましては、関係

団体等と連携しながら、これらの取り組みを進

め、水田の利活用につながる飼料用米の普及・

定着に努めてまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

薬物乱用の防止についてであります。薬物乱

用につきましては、児童生徒の健全な心身の発

達に悪影響を及ぼす重大な問題として受けとめ

ております。学校におきましては、日ごろか

ら、保健体育科の時間はもとより学校の教育活

動全体を通して、「薬物乱用と健康」について

指導しているところであります。また、警察職

員や学校薬剤師等による「薬物乱用防止教室」

を実施するとともに、非行防止の観点から、Ｐ

ＴＡや地域の方々の協力を得て、巡回指導等の

御協力もいただいているところであります。県
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教育委員会といたしましては、児童生徒の発達

段階に応じて的確な指導ができるように、文部

科学省が作成しております「喫煙、飲酒、薬物

乱用防止に関する指導参考資料」やビデオ等を

学校に配布して、指導の充実に努めているとこ

ろであります。今後とも、学校はもとより、家

庭や地域と緊密な連携を図りながら、継続的な

薬物乱用防止教育の推進に努めてまいります。

以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 少年犯

罪の現況と薬物乱用防止を含めた非行防止対策

についてであります。

本年４月末現在の刑法犯少年検挙人員は311人
※

でございまして、昨年と比較しますとプラス６

人と微増しておりますけれども、強盗等の凶悪

犯での検挙があるというわけではございませ

ん。自転車盗や万引きなど初発型非行、これは

単純な動機で比較的容易に行われる形態で、し

かしながら一方で、他の本格的な非行への入り

口ともなり得るものと、こういう非行でござい

ますけれども、これが234人で全体の75％を占め

ております。また、この初発型非行の８割が中

高生によるものでありますことから、特に中高

生を対象にした諸対策の推進がポイントである

と考えております。そこで、１つは、啓発活動

として学校における非行防止教室の開催―こ

れはさまざまな事例を紹介しながら、少年の規

範意識の醸成を図ることを内容とするものでご

ざいますけれども―昨年度は延べにすると

約330回、５万3,000人の児童生徒に対して開催

いたしました。また、２つ目は、具体的な対応

ということでございますが、学校と警察との連

携を特に強化いたしまして、「児童生徒の健全

育成のための学校・警察連絡制度」、あるいは

「スクールサポーター制度」を活用しまして、

具体的な児童生徒にかかわる学校内外の各種問

題の早期解決に努めているところであります。

また、少年のみならず、広く世の中全体の治安

対策として、犯罪の起きにくい環境づくりを進

めておりますけれども、自転車・オートバイ盗

難防止モデル校における二重ロック運動の推進

でありますとか、万引き防止モデル店に指定を

しました量販店の協力のもと、万引きを抑止す

る店舗構造の整備にも配慮するなど、諸施策を

推進しているところでございます。

次に、薬物乱用少年の現況についてでござい

ますが、本年４月末現在、昨年同様で少年３人

の検挙をいたしております。薬物乱用を根絶す

るためには、供給源を絶つことと、需要をなく

すことの両面が重要でありますが、後者の面か

ら、特に乱用の危険性、有害性について広く啓

発を行うことに重点を置いて活動いたしており

ます。お尋ねの小中高生等に対するものとして

は、昨年度は、薬物乱用防止専用の広報・啓発

車を活用いたしまして、各学校において延べ71

回、約9,000人の児童生徒を対象に薬物乱用防止

教室を開催するなどしたところでございます。

警察といたしましては、今後とも、少年補導員

等のボランティアや教育委員会等の関係機関・

団体の方々と連携をしながら、少年の非行防止

に鋭意努めてまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○山下博三議員 それぞれ多岐にわたる御答弁

ありがとうございました。

まず最初に、農政水産部長のほうに農政の取

り組みについてお伺いをしたいと思います。以

前は十年一昔という言葉が言われておりまし

た。十年一昔という言葉の中で、一つのサイク

ルだったと思うのですね。物価が上がったり、

給料が上がったりして、そして自然と我々もい
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ろんな体験の中でそれにならされて、世の中と

いうのは進んできただろうと思うのですが、振

り返ってみますと、もう本当に10年前は大昔の

ことでありまして、１年前が一昔のような感じ

がいたします。それはどういうことかと申しま

すと、ここ１年ですべてのものが、今、我々農

業に携わる者に大変な負荷がかかっているとこ

ろであります。実は、このことに対して農業者

も対応ができない。そしてＪＡ、中央会、経済

連、いわゆる農業を囲む団体も対応することが

できません。そして、企業もそうだろうと思う

のですが、その中で私は、やはり本県のリー

ダーであります県の行政に携わる人たちに、こ

のことを真剣に考えていただかなければならな

い、そういう思いであります。もちろん私たち

も地域のリーダーでありますから、何とかこの

状況を乗り切るためのいろんな知恵をつけてい

くことも大事でありますが、今、その方向が見

えません。その中で本県の農政水産部として、

こういう状況の中で、対策協議会―何とか我

々にそういう方向を示していくべき協議会等の

開催が行われているのか、お伺いをしたいと思

います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業を取り巻

く厳しい情勢の変化に的確に対応するために

は、農畜水産それぞれの分野で関係機関・団体

と連携して取り組むことが重要でございます。

このため、各分野で関係団体等と一緒になって

対策会議等を設置しておりまして、耕種部門で

は、施設園芸の重油代替プラント等の開発・実

証を行う民間を含めた連絡会議を設置しており

ます。また、県の園芸振興協議会におきまして

も、施設園芸における重油高騰対策検討会を設

置しております。畜産部門では、国の機関や大

学、生産者及び消費者代表等も交えた、配合飼

料の価格上昇に対応する生産性向上推進会議が

発足しております。また、水産部門では、漁連

・漁協等と連携し、燃油対策や地域漁業改革の

ための推進協議会が設置されております。さら

に、このような各対策会議等に対する情報収集

や提供を初め、今後の緊急対策等に関する総合

的な調整・推進を図るため、本庁各課及び出先

機関等から成る連絡会議を現在設置いたしてお

ります。

○山下博三議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、そういう協議会の中での結果を我々もまた

御指導いただければありがたいと思っておりま

す。

続きまして、学校給食における地産地消の状

況と中国野菜の使用状況について、教育長にお

伺いをしてまいります。地産地消の運動が始

まって、もう10年近くになるだろうと思うので

すが、このことは、今の子供たちが、ファスト

フード化された子供たち、つまり金さえ出せば

いつでも近くのコンビニで何でも食料品が手に

入る。このことは、どこの産地から供給された

ものか、どこでつくられたものか、全くわかり

ません。また、長期保存剤や香料、着色剤が多

量に使われておりまして、長い間それを使い続

けると必ず体に悪い影響が出るという心配の中

で始まった運動であります。地元でとれた安全

・安心な食材を、学校でも家庭でも使いましょ

うという運動であります。今、県内各地におい

て地域との連携で、その取り組みについては展

開がされておるだろうと思うのですが、その県

内の取り組み状況、具体的に地産地消の運動が

どれほど定着しているのか、そのことをお伺い

したいと思います。

それから、実はことし４月の環境農林水産常

任委員会の席上におきまして、私は質問をさせ
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ていただきましたが、この地産地消の取り組み

の中で、学校給食の中に中国野菜の冷凍食品が

使われておるということをお聞きいたしまし

た。私は大変ショックを受けたのであります

が、その中国野菜の学校給食での利用状況等に

ついてもお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） まず、地産地消の取

り組みについてでありますが、市町村におきま

しては、学校が地元の生産者と協定を結び、地

元でとれる農産物を購入する取り組みですと

か、生産者と児童が一緒に食事をする交流給食

会の実施などにより、地場産物の活用に努めて

いるところであります。また、県教育委員会と

いたしましては、毎月16日の「ひむか地産地消

給食の日」の設定のほか、地場産物を活用した

地産地消給食献立コンクール実施などの「食育

みやざき元気アップ事業」によりまして、市町

村に対して、県内産の食材の活用を働きかけて

いるところであります。

次に、お話のありました原産地が「中国」と

表示されている冷凍野菜についてであります

が、これにつきましては、実態として、季節に

よってほかにかわる野菜がないとか、あるいは

国産の供給量が少ない、こういった理由などか

ら、例えば、インゲンですとかチンゲンサイ、

ニンニクの芽、カリフラワー、ほかにもあろう

かと思いますけれども、こういったものが使用

されているということであります。輸入冷凍野

菜の使用の詳細につきましては、今後、調査を

実施したいと考えております。なお、蛇足にな

りますが、冷凍野菜につきましても、一般家庭

で利用されている食材と同様に、輸入時の検疫

や納入業者等の自主検査に加えまして、保健所

による食品衛生法に基づく検査が実施をされて

いるところであります。以上です。

○警察本部長（相浦勇二君） 済みません、１

点だけ。先ほどの答弁でちょっと手元の資料を

読み間違えまして、訂正させていただきます。

本年４月末現在の刑法犯少年の検挙人員であり

ますが、先ほど311人というふうに言ってしまっ

たようなんですけれども、手元の資料による

と312人でございます。訂正させていただきま

す。

○山下博三議員 教育長に答弁をいただいとこ

ろでありますが、実は、中国産の冷凍野菜を使

われているということ、これは子供たちも知ら

ないでしょうし、親も全く知っておられないだ

ろうと思うのですね。私たちが知らなかったわ

けですから。ことしの１月に、中国冷凍野菜、

ギョーザ問題で大変な社会問題となりました。

私ども日本の農業者というのは、今さまざまな

食品安全についての規制がかかっております。

ポジティブリスト制度、トレーサビリティシス

テム制度、それだけ我々は日本のものは安全・

安心なんだと、そのことで世界一ということを

誇りに思っております。その中で、一番大事な

子供たちに、なぜ国産のそういうものを食べさ

せてあげられないのか、これがまず第１点の私

の不安であります。そして今、全国各地で冷凍

食品をつくっているんです、国産のやつを。そ

れがなぜ対応できないのか、まずそのことが不

思議でたまらないところであります。後ほどま

た伺いたいと思うのですが、これは給食費の関

連も出てくるだろうと思うのですが、私は、や

はり中国産を使う以上は、今の時代はそういう

周りの人たちの理解なくして、これを使える状

況にないと思っております。今後、使用してい

る学校と、そういう品目等についても調査をし

ていただくということでありましたから、ぜひ

そのことについては調査をよろしくお願いした
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いと思います。

それから、もうちょっと触れたいと思うので

すが、１月の中国製の冷凍ギョーザ問題が出ま

したときに、輸入というのは、半分近くまで落

ちてきたんですね。それはもう今、大変な不信

がありますから、私たちも中国産とわかればな

かなか手を出せない。これが今、国民・県民の

偽らざる状況だろうと思っております。その中

で、中国産そのものが問題とされたために―

今、外食産業が大変なブームであります。安い

価格で食事を提供してくれる、そういう外食産

業というのが大変普及しておりますが、その中

でも、一つの食品に対して６割以上外国のもの

を使っていれば、その産地表示をしなさいと、

そういう消費安全局と申しますか、それが指導

して、ことし立ち上げをされたところでありま

す。そのことを考えましても、ぜひこのことに

対しましては、真摯な気持ちで、もう一回検討

していただきますようにお願いを申し上げたい

と存じます。もう答弁は要らないと思うのです

が……。

それから、私はこの実態がわかりましたとき

に―県内には３つの県病院があります。病院

局のほうに今回は質問をしておりませんから、

答弁は要らないのですが、県が運営する病院

局、この中での食材もぜひ調査してほしいと私

は思うのです。外部に委託をされておるかわか

りませんが、今、社会の世論を考えますとき

に、中国産を使っている食材はどういうものが

あるのか、そういう実態をぜひ調べて報告して

いただくとありがたいと思っています。よろし

くお願いしたいと思います。

続きまして、同じく教育長にお伺いしてまい

ります。先ほどから申し上げておりますが、国

内の農業というものに大変な逆風が吹いており

ます。また後ほど触れたいのですが、価格転嫁

をしないと、もう日本農業は展開できません。

その中で、私が一番不安に思うのが、学校給食

費の値上げを来年度から本格的に皆さん方の理

解をもらっていかないと、安全・安心な給食は

提供できないと思うのですが、その取り組みの

御見解をお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） お答えする前に、今

の中国産冷凍野菜の問題ですけれども、これに

つきましては、議員からお話がありましたよう

に、やはり私どもも、顔の見える安全・安心な

ものを提供したいということは―これは給食

の実施主体は市町村でありますから、そこの判

断ということになるんですけれども―その気

持ちは全く一緒でございます。そのネックに

なっているのは、価格の問題じゃないかなと思

うのです。

今からその価格の問題でお答えさせていただ

きますけれども、野菜等の食材に関しまして

は、本年度、県内15市町村で学校給食費の値上

げが実施されておりますが、こういう中で市町

村におきましては、例えば、キャベツを使って

いたものをモヤシに変えたり、ジャガイモの種

類をメークインから男爵に変えたりとか、本当

に涙ぐましい形でいろいろと工夫をされ、でき

るだけ栄養価を変えずに食材の工夫をして、給

食の質の低下がないように、いろいろと努力を

されていると伺っております。県教育委員会と

いたしましては、市町村に対しまして、引き続

き安全で安心な、そして良質なものを子供たち

に供給できるように、そしてまた、一方では、

保護者の経済的負担の増大をなるだけ招かない

ように、この辺の兼ね合いが大変難しいと思う

のですけれども、そういったことにぜひ努力を

していただきたいということをお願いしてまい
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りたいと思います。以上であります。

○山下博三議員 私もいろいろ調べさせていた

だいたのですが、１日の給食数、教職員をひっ

くるめて１日が約11万食というふうにお聞きい

たしました。小学生で3,700円、中学生で4,200

円、これが平均的な給食費だろうと思っており

ます。確かに我々も未納者の実態を理解いたし

ております。未納者が1,061人、金額で2,300

万、これが420校中の172校、41％を占めている

ということでありますから、大変な金額である

ことも理解をいたしております。しかし、私は

取り組み方があると思うのですね。

佐賀県のみやき町という町の取り組みを紹介

したいと思うのですが、ここは、やはり地産地

消の定義上、すべてを米飯に変えていったと。

町長の発案だっただろうと思うのですが、生徒

の皆さん方に、すべて小中学生に同じ弁当を配

布した。そして、御飯は我が家から弁当を持っ

てきなさい、給食はすべておかずだけの提供で

あります。今、子供たちが欠食で学校に来る。

朝飯も食わない、そんな家庭が非常に多くなっ

てきた現実があったんですね。そういうことを

することによって、必ずお母さんは御飯を炊

く。そして、弁当に詰めなければならない。そ

して、必ず御飯も食べさせて出す。そして、給

食費も下げてきたということで、非常にその効

果が評価されている話をお聞きしました。

私は、こういう例もひっくるめて、今回の国

産の食材の値上がりもいたし方ないと思ってお

りますから、給食費の問題も、ぜひ真剣な討議

をして、いい形でＰＴＡの理解が得られるよう

に、お願いを申し上げたいと存じます。

次に、東国原知事に再度、今の農業状況につ

いてお伺いをしてまいります。本当に今、価格

転嫁ができないんですね。外国は、アメリカで

も、ヨーロッパでも、オ－ストラリアでもそう

なんですが、自給率の高いところは、農業が苦

しいときには、その国の合意で保護してくれる

んですね。もちろん日本も、農家の救済という

のはいろんな制度でやってきました。しかし、

現在、価格転嫁がなかなか行われません。ちょ

うど１カ月ぐらい前だっただろうと思うのです

が、ドイツで大変な騒動があったんです。酪農

家が１週間、原乳を工場に運ばなかったんで

す。どうしても採算がとれないということで。

１週間目に30％の乳価値上げが決定したと、そ

ういう話もあります。今、本当にそれだけ今農

家は何らかの対策を講じていかないと、もう農

業継続は無理な状況であります。本県は農業県

でありますから、ぜひ知事が先頭に立って、本

県農業を守る上でも、マスメディアの力をかり

たりして、そのことを訴えていただく、そうい

う方向で展開できないか。知事にお伺いしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 原油の高騰とか配合

飼料の高騰が、本当に過去、歴史に見ないよう

な高騰率でございまして、農業生産者の方た

ち、現場の方たちは本当に限界点に達している

んじゃないかという認識は持っております。た

だ、価格転嫁と簡単に言いますけれども、先ほ

どの給食代ではないですけれども、価格を上げ

れば消費が落ち込むといった現象もございま

す。この辺は慎重に考えなきゃいけないと思い

ますけれども、やっぱり農業供給県として、宮

崎県の農業が今、限界点に来ているということ

は事実でございますから、生産者は限界にいる

んだ、もう努力は最大限やっているんだという

ことは、折に触れて消費者の方々に御理解いた

だくように、私のほうからもＰＲといいます

か、そういった情報の発信はしていきたいと考
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えております。

○山下博三議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。もう時間がないんですが、農政水産

部長にお伺いしてまいります。今までの牛乳の

消費拡大というのは、酪農家が中心になって、

経済連、県の協力をいただきながら、さまざま

な努力をしてまいりました。そのことが、大き

なマンネリ化の中で新たな運動展開をしようと

いうことで、私も今まで生産者、経済連団体、

そしてメーカーの方、いろいろ議論してまいり

ました。今、宮崎県に年間１万人の赤ちゃんが

生まれるそうでありますが、県もことし、東国

原県政の目玉であります「こども政策局」を立

ち上げていただきました。子育て支援をしてい

こうということでありますが、私は、ぜひ農政

サイド、福祉保健部、一緒になって妊婦さんに

１年間牛乳が提供できないか、そのことを今、

相談しているところであります。これはどうい

うことかと申しますと、妊婦さんも、お産をす

るまでに健診に10数回行かれるそうでありま

す。そして、これは保険対象外でありますか

ら、10数万お金がかかるそうなんですが、その

ことがなかなかできなくて、駆け込みお産とか

そういうものも問題になっておるようでありま

すから、大変妊婦の健康にいい牛乳をもう一回

原点に返った消費拡大につなげようということ

で、福祉保健部とも相談していただきながら、

妊婦の方へ、お産をされるまで何とか我々助成

をしながら牛乳を飲んでもらう、その運動を展

開していこうと、今その話し合いをいたしてお

りますが、農政水産部長、その取り組みについ

ての御所見を賜りたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県の牛乳消費

拡大対策につきましては、学校給食での牛乳の

利用推進を初め、牛乳普及協議会を核として、

職場での牛乳飲用拡大や酪農フェスティバル等

の各種イベントを通じたＰＲを実施するなど、

消費拡大に努めているところであります。御指

摘の子育て支援の一環としての牛乳の提供につ

きましては、消費拡大の視点も踏まえ、窓口で

あります福祉保健部はもとより、市町村とも連

携を図りながら、牛乳普及協会などの関係機関

とも実施の可能性について検討してまいりたい

と存じます。

○山下博三議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。ぜひ福祉保健部と連携をとって進めてい

ただきますようにお願い申し上げ、今回の質問

を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。（拍手）

○星原 透副議長 次は、十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは、傍聴席のほうに日向の高

齢者クラブの方も多数おいでいただいて、本当

にありがとうございます。一生懸命質問させて

いただきたいというふうに思います。

最初に、外国人観光客の誘致と交流人口拡大

の取り組みについてお伺いしたいと思います。

ようやくことし６月１日に、長年の御苦労の

結果、宮崎―台北線定期路線がスタートしまし

た。関係者の皆様の御苦労に敬意を表します。

そして、台湾訪問団の一員として、知事や市町

村及び民間経済団体の関係者並びに県議会を代

表して同行させていただきました。本当にあり

がとうございました。台北市内のデパートでの

「宮崎の観光と物産フェア」の記念イベントを

皮切りに、総統府シャオ副総統やエバー航空会

社等を表敬訪問いたしました。東国原知事は、

「東東さん」の愛称で人気が高く、連日テレビ
とんとん

や新聞で大きく取り上げられていました。シャ

オ副総統も、「台湾での宮崎県の認知度がぐん
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とアップした。国民も宮崎に興味を持つだろ

う」と言われていました。また、「知事が来

て、これほど宣伝効果があるのは初めてだ」と

も言われました。私も、宮崎の情報発信は大成

功であったと感じております。そして、表敬訪

問の行く先々で、台湾と宮崎双方の経済、観

光、文化、若者や学生等の幅広い交流を希望さ

れていました。そこで、知事は今回の台湾訪問

にどのような感想をお持ちでしょうか、お伺い

いたします。

次に、教育長の基本姿勢についてお尋ねいた

します。

先日の萩原議員の質問で、「教育はまず家庭

にある。きずなを大切にした営みの中ではぐく

まれる」というようなことを述べられました。

私も、人を育てるのは基本的に家庭が中心であ

るべきだと考えております。その中で、教育基

本法改正や新学習指導要領の改訂が行われ、教

育環境や社会が大きな節目を迎えています。教

育長は、宮日の「ひと」の欄で「若竹の 伸び

ゆくごとく 子ども等よ 真直ぐにのばせ 身

をたましひを」と若山牧水の歌を引用されて、

教育現場へのメッセージとしています。宮崎の

宝である子供たちの教育について、この歌の意

味するところ、また新学習指導要領の基本理念

「生きる力」や、教育長としての基本的な考え

をお聞かせいただきたいと思います。

これで壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 台湾訪問の

感想についてであります。今回は、台北線開設

を記念して、県議会や市町村及び経済団体の代

表者の皆様方と訪問させていただいたところで

あります。改めて、台湾はエネルギッシュで親

しみやすく、新しいものと歴史的なものが混在

した大変魅力的なところだと感じたところでご

ざいます。表敬訪問先では、どちらでも温かく

迎えていただきましたが、特に総統府でシャオ

副総統から、「宮崎と台湾は地理的に近く、親

しみを感じている。定期路線の開設により、今

後さらに交流が深まることを願っている」とい

うお言葉をいただきまして、台湾との相互交流

とお互いの活性化に全力で努力していきたいと

考えた次第でございます。今回、定期便が就航

したことで、宮崎からおよそ２時間で直接、台

湾に行くことが可能になりましたので、台湾と

宮崎・南九州の間で、観光だけではなく、人、

物、産業、経済の交流がますます盛んになるこ

とを期待しているところでございます。〔降

壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

教育長としての思いについてであります。私

は、これからの社会の発展や本県の未来を切り

開くには、子供たちの健やかな成長がその原動

力であると認識をいたしております。教育長に

就任して２カ月余りが過ぎようとしております

が、教育に対する価値観が多様化していること

や、子供たちを取り巻く環境の厳しさなどを改

めて痛感しているところであります。また、教

育基本法の改正を初めとする我が国の教育の大

きな変革に伴い、今後は、新たな学習指導要領

による学校教育が進められ、これまで以上に生

きる力の育成が求められることになります。こ

のような中、本県教育行政の推進に当たりまし

て、私は、人と人とのきずなを大切にしなが

ら、学校、家庭、地域社会が一体となって、地

域の宝、国家の宝である本県の子供たちに、課

題を見出し解決する力、他人を思いやる心、健

康や体力など、これからの社会を力強く生き抜
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くための力を身につけさせることが大切である

と考えております。先ほど議員が読まれました

郷土の歌人、若山牧水の短歌にありますよう

に、子供たちがすくすくと育ち、一人一人の個

性や能力が最大限に伸びるよう、県民総ぐるみ

による教育を一層推進してまいります。以上で

あります。〔降壇〕

○十屋幸平議員 ありがとうございました。台

湾には、副議長と私と外山衛総務政策常任委員

長も同行いたしましたので、その御報告もさせ

ていただきたいと思います。先ほど知事のほう

からありました。私も行きまして本当に親近感

を覚えまして、非常に交流を深めなければいけ

ないなというふうに思っております。そして、

シャオ副総統が、外国の要人と会うのは東国原

知事が初めてだということもありまして、本当

に宮崎に対する期待も大きいのではないかな、

そういうふうに思っております。知事はよく、

宮崎を外から見るということで、県内外もそう

でしょうが、外国からも宮崎というものを見て

の、先ほどのようなお言葉だったと思います。

我々も含めまして、職員も宮崎県人も全部、

やっぱりもう一度、外から県を見直すというこ

とも大事ではないかなというふうに思っており

ます。これは答弁は要りません。

それから、教育長、本当に「生きる力」、基

本理念です。これは知・徳・体ということであ

らわせば簡単に済むんでしょうけれども、学校

と我々保護者と地域の方々が、この一つの理念

について共通の理解をしているかどうかという

ところが非常に難しいのではないかなと思うの

です。概念的に頭では知識としてはわかるので

すけれども、では実際何をどうしたらいいのか

というところで非常に悩むのではないかなとい

うふうに思っております。生きる力ということ

は何なのだということで、共有できる取り組み

も、ぜひ教育長のほうにお願いしたいというふ

うに思っております。

それでは、次の質問に移らせていただきま

す。地方財政健全化法の成立の背景には、夕張

市の不適正な事務処理によって、赤字の実態が

公表されず拡大しました。旧法の欠陥が引き金

であったというふうにも考えます。そして、平

成19年度から地方自治体には、実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担

比率、以上の４つの指標が義務づけられまし

た。この目的は、地方自治体の破綻を未然に防

ぎ、財政状況の改善を強く促すのが目的である

というふうに言われております。地方財政健全

化法の趣旨にのっとり、住民や議会への情報開

示、これが最も大事だと思うのです。これにつ

いて、県民に対して、この法律の意味と内容を

わかりやすく説明いただきたいと思います。総

務部長にお願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 今の議員の御質問

で大概説明になったかと思うのですが、それ以

上に私、わかりやすく説明できるかどうかわか

りません。比喩が適当かどうかわかりませんけ

れども、これを20年度から始まりました特定健

康診査になぞらえますと、特定健康診査の場合

は、健康な方と通常いいますメタボな方、それ

から病気の方、大きく３つに分かれると思いま

す。これはそれぞれ幾つかの指標があるのです

が、今おっしゃった４つの指標でそれぞれ各地

方公共団体、数字を出しまして、それぞれの指

標が３つの区分の中のどれに当てはまるかとい

うことで判断していくというものでございま

す。言うならば、メタボになっているかなとい

うのが早期健全化基準、黄色信号がともった状

態ということでございますけれども、ここは財
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政健全化計画をつくる必要があると。赤信号、

病気の状態ということでございますが、この団

体については、財政再生計画をつくる必要があ

るということで、それぞれ健全化に取り組んで

いく必要がうたわれておるところでございま

す。

従来、財政再建制度というのがございまし

て、これは一つだけの指標でいきなり赤信号と

いう状態を出した。御指摘にありましたよう

に、夕張市の状態がそういった状態だったと。

そのようなことがわからないという状態だった

のを改める理由もありまして、今回は複数の指

標をもとに、その手前でも注意を喚起したいと

いうのがございました。４つの指標の中に、普

通会計のほかに特別会計あるいは病院等の公営

企業、さらには公社や第三セクター等まで含め

まして、財政状況をあらわす指標がございま

す。フロー、それからストック、この両面から

自治体の実質的な財政状況を開示することが求

められますので、それぞれの自治体の台所事情

が、よりわかりやすいものとなるというふうに

考えております。

○十屋幸平議員 総務部長は、前病院局次長

だっただけに、健康診断になぞらえて非常にう

まい答弁をされたな、わかりやすかったという

ふうに思いますが、それで県内の市町村が夕張

問題のような心配はないのか。財政状況をどの

ように把握して、健全化法に照らしてどうなの

か、再度、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県市町村は、御

承知のように、自主財源に乏しく地方交付税に

大きく依存する財政構造にありますとともに、

経常収支比率が平均で90％を超えるということ

で、硬直化が進んでいる状況にございます。こ

のため、近年の地方交付税の削減等の影響もあ

りまして、非常に厳しい財政状況となってお

り、各市町村とも普通建設事業費や人件費の削

減など、徹底した行財政改革により対応してい

るところでございます。こういった状況の中

で、財政健全化法に基づく先ほどの４指標でご

ざいますが、19年度決算からの算定ということ

で、現時点でどうなるかというのを申し上げる

のは困難なところもございますが、18年度の決

算データで見てみますと、実質収支あるいは実

質公債費比率が早期健全化基準以上となる団

体、黄色の信号となる状態、こういったものは

まだございません。そういったことから、現段

階で財政健全化団体、あるいは財政再生団体、

赤信号の状態、こういったことになる市町村は

ないものと見込んでいるところでございます。

○十屋幸平議員 一応、一安心というようなこ

とでございますが、そうならないように、それ

ぞれの地方自治体で頑張っていただきたいと思

います。それで、県として法の施行を受けまし

てどのように取り組んでいくのか、再度総務部

長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 法による健全化判

断比率のうち、新たに設けられた指標として、

特別会計あるいは公営企業を加えた県の全会計

を対象としたり、また、普通会計が将来負担す

べき公営企業あるいは出資法人等の負債も含む

実質的な負債の状況を明らかにするものがござ

います。したがいまして、今後とも、県全体と

しての財政の健全な運営を推進するためには、

基金あるいは地方債残高の状況のほか、普通会

計のみならず、関係する他の会計まで見据えた

非常に幅広い財政的な対応を行う必要があると

考えております。なお、指標の算定は、決算の

取りまとめ作業と並行して行うこととなります

けれども、関係機関との連携により、数値の正
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確な把握に努めるということはもちろんでござ

いますが、指標の公表に当たりましては、財政

状況について一層の説明責任を果たしてまいり

たいと存じます。

○十屋幸平議員 まさに今、御答弁いただいた

ように、これから法に基づく数字を合わせてい

くときに、監査部門も、それから会計も、財政

課も含めてきちんと運営を行っていただきたい

というふうに思っています。そして、何よりも

住民への情報公開と、我々議会のチェック機能

もきちんとやっていかなければいけないという

ことを認識しております。そういうことも含め

て、財政運営のほうをお願いしたいというふう

に思います。

次に移ります。2007年問題、団塊世代の大量

の退職者が出ることは社会問題でありまして、

民間企業では団塊世代の技術や経験、ノウハウ

などがうまく継承できないのではないかなとい

うふうな心配もございます。県庁も例外ではな

くて、現場の技術者の大量退職が考えられま

す。そこで、公共三部におきまして、技術の継

承を図る観点から、20年度末の退職者数及び新

規採用者数をお伺いしたいと思います。また、

今後、どのようにして定員管理をしていくの

か、総務部長に再度お願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 公共三部の技術職

員退職予定者数につきましては、20年度末の定

年退職者分、また21年度の採用予定者数は、既

に採用試験の公告を大卒程度分でしております

けれども、それについて申し上げますと、環境

森林部の林業職が退職予定６人、採用予定が２

人、それから農政水産部の農業職、これは農業

職のほかに畜産職とか幾つかの職がございます

けれども、退職予定が15人、採用予定が17人、

また県土整備部の土木職等は、退職予定が20

人、採用予定が13人となっておるところでござ

います。現在、行財政改革大綱2007に基づきま

して職員数の純減を進めているところではござ

いますけれども、一方で、御指摘にありました

ように、技術職員の退職が非常に多いという状

況の中で、こういった職員の持つ豊富な経験あ

るいは技術の継承を図っていくことは、県民

サービスを維持していく上で非常に大切なこと

だというふうに考えております。県といたしま

しては、退職者数あるいは業務量等を勘案いた

しまして、再任用制度等の活用を図るととも

に、計画的な人材の育成あるいは執行体制の効

率化等に努めまして、技術水準の維持に努めて

まいりたいと存じます。

○十屋幸平議員 それでは、それぞれ環境森林

部、農政水産部、県土整備部の技術者の経験や

ノウハウをどのように継承していくのか、お答

えをお願いしたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） お話のよう

に、団塊世代が大量に退職する中にありまし

て、経験豊富な職員の有する技術やノウハウを

確実に引き継いでいくことは重要な課題でござ

います。このため、経験豊富な技術職員を各職

場にバランスよく配置をし、若手職員を養成す

ることにより、長年培った技術の継承に努めま

すとともに、再任用制度等の活用も図ることと

しております。また、国や民間の研究機関等へ

の派遣研修や、部内での専門研修を実施するこ

とにより、技術職員の能力開発にも努めており

ます。今後とも、多様化・高度化する県民ニー

ズに的確に対応できるよう、技術の継承を図り

まして、人材の育成に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の基幹産

業であります農水産業の振興を図る上で、職員
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が幅広い知識やしっかりした技術、情熱を有す

ることは極めて重要であると思います。農政水

産部におきましては、ベテラン職員の豊富な技

術や経験を生かし、また継承するため、退職し

た技術者の試験研究機関等での再任用、あるい

は非常勤職員としての任用等を行っておりま

す。また、国等が主催する研修への積極的な参

加や、品目ごとの広域での講習会の実施等によ

りまして、技術力の向上に努めております。さ

らに、本年４月、普及部門を農林振興局等の内

部組織としたところでございまして、行政、普

及等さまざまな経験や技術を有する職員が連携

して業務を推進することにより、今後とも、技

術の継承と人材育成に努めてまいりたいと存じ

ます。

○県土整備部長（野口宏一君） 県土整備部で

ございますが、今後３年間で70名程度の技術職

員の定年退職が見込まれております。今後とも

良質な社会資本の整備を継続していくために

は、ベテラン職員の技術や経験を若手職員にう

まく継承していくことが大変重要であると認識

しております。技術職員の育成につきまして

は、国等が主催する研修等への積極的派遣でご

ざいますとか、建設技術センターでの階層別研

修、災害工事等の実務研修を実施しております

が、今後、ベテラン職員の技術や経験を生かし

た研修カリキュラムの再編等も必要ではないか

と考えております。また、建設技術推進機構で

は、昨年度から、退職いたしました技術職員を

施工体制監視員として採用しておりまして、そ

の専門性の活用も図っているところでございま

す。今後とも、再任用制度等の活用を図りなが

ら、退職職員やベテラン職員の専門性を生か

し、世代間における技術や経験の継承を促進い

たしまして、県土整備部全体の技術力の向上に

努めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。当

然、行革大綱の中で、事務量の減だったり財政

的な節約も含めて職員さんの数が減るというの

は計画されておりますけれども、切れ目のない

技術の継承をぜひお願いしたいというふうに思

います。これは要望であります。

次に、観光行政についてお尋ねをしたいと思

います。国際定期便、先ほど言いましたよう

に、台湾線が開設されまして大変喜ばしいこと

でありますが、さきに開設しました韓国のソウ

ル線でも搭乗率が伸びないで、特に乗客が韓国

側と日本側ではかなり差があると。そういうと

ころの課題もあるようでありますので、今後、

国際定期便、韓国・台湾線を活用した観光また

は経済、そして人的交流をどのように図るの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 台湾・韓

国との相互交流の拡大ということであります

が、まずこちらから行くほうですけれども、こ

れは県民の皆様に、定期便の利便性であります

とか台湾・韓国の魅力をＰＲして、促進を図っ

ていく必要がございますし、また、こちらに来

ていただく分につきましては、台湾・韓国の方

々のニーズを踏まえた観光商品の開発でありま

すとか、県内の施設等での外国語表記の充実な

ど、受け入れ体制の整備に努めまして、県内へ

の誘客を図っていく必要があるというふうに

思っております。また、鹿児島等の隣県とか九

州観光推進機構と連携いたしました周遊ルート

の開発や共同でのセールスを充実するなど、広

域的な観光客の誘致活動を積極的に展開する必

要があるというふうに考えております。またさ

らに、このような観光だけにとどまりません

で、農産物を含めた県産品の一層の販路拡大や
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経済分野での交流拡大、また、修学旅行を通じ

た学校交流とか文化・スポーツ交流など、さま

ざまな分野で定期便を活用した交流の促進に努

めてまいりたいというふうに考えております。

○十屋幸平議員 先日、福田議員もパスポート

の件で質問されました。10万人単位で言います

と、宮崎が全国で42位、鹿児島が43位、熊本

が32位、大分が29位、辛うじて福岡が14位とい

う統計が出ております。これはパスポートがな

ければ外国に行けませんので、非常に密接に絡

んでくると思うのですね。ですから、隣県とい

うことでよく言われるんですけれども、それぞ

れの県でやるんではなくて、３県なら３県でき

ちんと取り組みをしないと、この率は上がって

こないし、観光も経済もこれからアジアに目を

向けていくので、そういう点も踏まえて、しっ

かりとこの点も取り組んでいただきたいなとい

うふうに思っております。

向こうに行かせていただいて、お土産の話を

しました。台湾から来られた観光客の方は大分

産のシイタケをたくさん買って帰るということ

を聞きまして、宮崎に来て何で大分のというふ

うな思いもしましたので、そのあたりの取り組

みもまた、ぜひお願いしたいと思います。そし

て、台湾では焼酎は余り飲まれないそうですけ

れども、せっかくどこかの会社の「東国原焼

酎」というのがありますから、台湾で「東東焼
とんとん

酎」で売り出してはどうかなというふうにも

思っております。これは余談になりますけれど

も、そういう意味で、台湾のデパートの方だっ

たんですが、ある民間の方にお話を聞くと、何

でも売れますよという話で、非常に前向きなお

話をさせてもらいましたので、そういう取り組

みもぜひお願いしたいというふうに思います。

次に、入札制度改革に移らせていただきたい

と思います。御案内のとおり、宮崎の産業構造

は依然として建設産業への依存度が高いと。５

月の倒産件数13件中８件が建設業。これは公共

工事の縮減、また急激な入札制度の改革による

影響が考えられると思います。これから夏枯れ

と言われる時期に入りまして、完全失業率全国

第16位、有効求人倍率全国37位、そして雇用保

険受給率全国５位、非常に高いです。この点

が、やっぱり宮崎の経済が低迷している、そし

て建設産業が倒産していっているということを

あらわしているのではないかなというふうに思

います。先日、ＮＨＫ放送の「宮崎熱時間」

「脱談合はどこへ向かうのか」が放送され、知

事も出ておられまして、いろいろお話をされて

おりました。その中で、「大なたを振るっ

て」、それから「大まかにふるいにかけた」、

そして「改革というのは大体実験ですよ」とい

うような発言をされていました。私もその場面

は見ました。当然番組ですから、前後の文脈に

関係なく、そこの部分だけがカットされて流さ

れたのだというふうに思いますが、テレビを見

た視聴者のほうは、やっぱりいろんな考え、受

け取り方をされると思うのですね。率直に言っ

て、言葉だけを見ると非常に冷たい感じがする

んですよ。ですから、３つの点につきまして、

知事の真意のほどをお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおりテレ

ビというものは、あるフレーズをカットして、

そこだけを象徴的に流すものですから、ややも

すると視聴者に間違った印象を与えてしまうと

いうのはいたし方ないのかなという感じがしま

す。「大なたを振るう」ということ、「大まか

にふるいにかける」ということ、私は、改革と

いうのは大なたを振るうことが改革だと思って

いるんですね―例えば、大阪の財政改革。地
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方分権がいま一つ進まないのは、大なたを振る

う人がいないからだと思っているんですね。で

すから、改革というのは、それこそが改革だと

思っているんです。その一連の言葉が、冷た

く、あるいは何か突き放すような印象で皆さん

に聞こえてしまったのなら、それは私の不徳の

いたすところで、謝らなければいけないと思っ

ておりますが、編集の関係もありまして、そう

いったふうに印象づけられた部分もあるという

ことは御理解いただければと思います。それ

で、「実験である」という言葉なんですけれど

も、私は、改革は、改革をやると同時に検証し

ていかなければいけないと、いつも思っている

んですね。その改革が本当によい方向に進んで

いるのか、悪い方向に進んでいるのかというの

は、現場の皆さん、あるいは関係各位の皆さん

が十分に検証に検証を重ねていく、そういった

意味で実験の意味合いがあるということで使わ

せていただいたということでございます。今後

とも、この入札・契約改革というのを―さき

の官製談合、この意味で談合は根絶しなきゃい

けない。県民の皆さんの大切な血税を無駄に使

うことになりますから、それは粛々としていか

なければいけない。これはマニフェストで県民

の皆さんとお約束させていただいたとおりでご

ざいますが、十分な検証を重ねることも、また

同時にやっていかなければいけないという認識

でおります。

○十屋幸平議員 それで大体真意はわかりまし

た。先日も質問がありましたが、現在の建設産

業に対する状況をどのように知事は思ってい

らっしゃいますか。御答弁をお願いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 建設業界を取り巻く

環境というのは非常に厳しい状況となっておる

ことは認識しております。しかし、もとより社

会資本整備の担い手であります建設産業は、災

害時の緊急対応などに大きな役割を果たしてい

ただいていることも認識しております。また、

地域経済と雇用を支える重要な産業の一つとし

ても、私は理解しておるつもりでございます。

このため、平成20年度の重点施策の一つとして

建設産業対策を位置づけさせていただきまし

て、技術と経営にすぐれた建設業者が伸びてい

ける環境づくりなど、建設業者の実情に応じた

きめ細かい支援、対応に今後も努めていきたい

と考えております

○十屋幸平議員 ２つの質問で、建設業者に言

わせると、実験ではたまらぬという声もあるこ

とも御認識いただきたいというふうに思ってお

ります。

それでは、次に移らせていただきます。入札

・契約監視委員会の審議内容等について、細か

く質問させていただきます。「予定価格の公表

のあり方について、積算能力等の条件などもあ

り、慎重に検討するように」と、委員会でも意

見が出されています。全国的には、事前公表

が29団体、事後公表が８団体、金額による事前

事後の併用型が10団体となっております。ま

た、国のほうから３月に、事後公表にするよう

に要請があったとも聞きますが、本県におい

て、工事のランク別に併用型を取り入れること

はできないか、県土整備部長にお願いいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 予定価格につ

いてでございますけれども、本年３月末に、事

前公表の見直しに係る国からの通知がございま

して、現在、本県を初め26の都道府県が、事前

漏えいや入札不調による工期のおくれ等を防止

する観点から事前公表としているところでござ
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います。本県では、昨年10月に最低制限価格の

引き上げを行いまして、また、この６月には公

共三部における公共工事入札・契約事務の綱紀

保持マニュアルを作成し、周知を図っていると

ころでございます。したがいまして、予定価格

の公表時期につきましては、入札・契約制度改

革全般の十分な検証と情報漏えい防止の徹底を

図った上で、議員から御提案のありましたこと

も含め検討してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 先ほど知事も必ず検証が必要

だと言われておりますので、情報漏えいという

のは官製談合であったということは御認識いた

だいているものと思います。

次に、最低制限価格についてでありますが、

「最低制限価格の引き上げ後に品質は確保され

ているのか。また、落札率が85％で採算がとれ

ているのか」という質問に対しまして、事務局

は、「工事ごとに赤字の工事と黒字の工事があ

るが、一般的に現在の最低制限価格であれば、

現場レベルであれば採算は成り立つようであ

る。しかし、企業経営としては厳しいと聞いて

いる」、そういうふうに答えていらっしゃるわ

けです。ですから、十分に認識されているとい

うのはわかりますが、再度の見直しについてど

のように考えているか、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 最低制限価格

についてでございますが、「入札・契約制度改

革に関する実施方針」に基づき、また、昨年９

月には県議会の決議もございましたけれども、

これを踏まえ、工事の品質確保や健全かつ継続

的な企業経営を考慮いたしまして、昨年10月

に、この最低制限価格を引き上げたものでござ

います。引き上げ後の最低制限価格において

も、企業の経営には厳しいという意見を承って

おりますが、これにつきましても、入札・契約

制度改革全般の検証の中で十分な検討を行って

いきたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に、国土交通省が、現在の

燃料や鋼材の高騰によって、28年ぶりに単品ス

ライド条項を発動いたしました。県としては、

いつから適用するのか、そして、件数とか金額

とかがわかりましたら、お知らせいただきたい

と思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 単品スライド

条項につきましては、６月13日付で、国から的

確な運用を要請する旨の通知があったところで

ございます。これを受けまして、本県におきま

しても、６月25日から本条項を発動していきた

いと考えております。この単品スライドでござ

いますけれども、特別な要因によりまして、主

要な工事材料の価格が工期内に著しい変動を生

じた際に、請負代金の変更ができるという措置

でございます。今回の条項発動に際しまして

は、６月25日以降に完了いたします工事及び今

後発注する工事を対象といたしまして、変動額

が請負代金の１％を超える場合に適用すること

としております。また、対象となる工事材料で

ございますけれども、鉄筋や鉄骨などの鋼材

類、軽油・ガソリンなどの燃料油の２つの資材

を予定しております。対象となる工事の件数や

金額でございますけれども、県土整備部では、

現段階で約50件、9,000万円程度と試算している

ところでございます。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。

それでは、次に移りたいと思いますが、公共

工事に係る業務委託について、これも委員の発

言を引用させていただきます。「一連の官製談

合事件は、まだ一般競争入札に移行していない

建設コンサルタント業務においてであった。そ
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の経緯を踏まえると、県民にとってこの分野が

後回しにならないように改革を進めていくこと

が求められている」と述べられております。建

設関連業務委託のうちに、まだ指名競争入札が

残っているのは何があるのか。そしてまた、そ

れらの業務について、一般競争入札に向けての

取り組みについて、県土整備部長にお伺いいた

します。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設関連業務

委託には、測量を初めといたしまして、補償コ

ンサルタント、建設コンサルタント、建築設

計、地質調査の５つの業務がございます。この

うち、測量と補償コンサルタント業務につきま

しては、昨年10月から条件付き一般競争入札を

導入したところでございます。残る建設コンサ

ルタント、建築設計及び地質調査業務、これら

の３業務につきましては、現在、指名競争入札

を行っているところでございます。これら３業

務につきましては、技術的難易度が低い業務か

ら高い業務までさまざまであること、必要とな

る専門知識も多岐に分かれていることなど、多

様な業務内容を踏まえまして、現在、一般競争

入札における入札参加資格要件の検討を行って

いるところでございます。県土整備部では、で

きれば本年８月から、これらの業務のうち50件

程度を抽出いたしまして、一般競争入札を試行

し、設定した入札参加資格要件等の検証を行っ

ていきたいと考えております。

○十屋幸平議員 それでは、総合評価落札制度

について３項目ほど続けて御質問します。

まず１点目は、企業の技術力の項目で、ＶＥ

提案の採用実績について、これまで対象事業件

数が少なかったのではないかと思っております

が、その課題はないのか。

２点目は、地域社会への貢献度の一つで、過

去２年間の新規学卒者の雇用は、技術系卒業者

ということですけれども、これだけ景気が悪く

て、建設産業にあっては経営計画が立てられな

い状況の中で、技術者を新規採用する余裕があ

る企業は限られてくるんじゃないかというふう

に思います。その雇用も、事務職の採用も条件

に入れるべきではないかというふうに思ってお

ります。

３点目、障がい者の雇用については、法律で

決められております。実際、雇用率が上がらな

い難しい現状であります。その点について課題

等はないのか。以上３点について、県土整備部

長にお伺いいたします。

○星原 透副議長 執行部、答弁を簡潔にお願

いします。

○県土整備部長（野口宏一君） ３点の評価項

目のうち、まずＶＥ提案の採用実績についてで

ございます。ＶＥ提案対象工事につきまして

は、平成16年度から19年度までに県土整備部が

発注したもので83件実施しており、その結果、

ＶＥ提案が採用された県内企業は35社になって

おります。また、現在試行中の総合評価落札方

式による工事につきましても、すべてＶＥ提案

対象工事としているところでございまして、企

業の技術力の向上に対する意欲を高めること

で、技術と経営にすぐれた企業が伸びていく環

境づくりに努めているところでございます。

次に、２つ目の項目、新規学卒者の雇用状況

でございます。建設業を取り巻く経営環境は大

変厳しい状況であり、新規雇用を図ることにつ

いては容易ではないものと承知しております。

しかし、建設産業における技術の伝承のため、

若手技術者を育成することは急務でございまし

て、技術系の新規学卒者の雇用について、評価

の対象としているところでございます。
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３点目、障がい者の雇用についてでございま

す。同様の状況にあると認識しておりますが、

地域における社会貢献度を幅広い観点から評価

するため、評価の対象としているところでござ

います。総合評価落札方式の評価項目につきま

しては、今後とも、試行結果を検証しながら、

随時、見直しをしていきたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 今、いろいろと聞きました。

最終的にまた知事に、そのことについて最後の

ほうでお聞きしたいと思います。

次に、県道の整備について、日向に土々呂日

向線というのがありまして、中町地区というの

があります。これは常任委員会でも現地調査を

していただきました。この地区は、200メートル

の区間の前後が区画整理事業で整備が進んでお

ります。その間だけすっぽり何もないんです。

この整備について、地元の方々も早く整備して

いただきたいというふうに思っておられますの

で、今後の取り組みについて、県土整備部長に

お伺いしたいと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 中町地区の未

改良区間についてでございますけれども、議員

のお話にございましたように、現在、隣接して

整備が進められている日向市駅周辺地区と日向

南町地区の区画整理事業を行っておりまして、

これと同様、まちづくりの観点から、区画整理

事業等の面的整備と一体となりました道路整備

が望ましいと考えております。このため、地元

の日向市とともに、その整備手法等について検

討してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 検討されて、市とも協議しな

がらやっていただきたいというふうに―これ

は要望であります。

次は、教育長のほうにお尋ねしたいと思いま

す。学校の耐震化なんですが、先週も新聞に大

々的に出ていましたので、数字的なものはあれ

と全く一緒です。皆さんにお配りしているの

は、その前に準備したものですが、これがそっ

くり出ていましたので、今さら質問することも

ないのかなと思うのですが、私の思いは、文科

省が今まで出してきた耐震化診断率というもの

の中に、いささか疑問点があります。そういう

ことも含めて、私個人は、国の宝である子供の

生命と安全は、やっぱり国が全責任を持ってや

るべきだというふうに思っているんです。です

から、そういうことも踏まえまして、耐震診断

実施率の内容と、公立小中学校の耐震化の今後

の取り組みについて、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 学校を対象とする耐

震診断の種別には、今お話のありました優先度

調査、それから１次診断、２次診断等がござい

ます。先週末、文部科学省が公表いたしました

耐震診断実施率は、これらすべての種別による

診断を合わせたときのものでございます。本県

の公立小中学校につきましては、97.8％となっ

ておりますが、この数値から、簡易な調査であ

ります、ただいまの優先度調査分を除きます

と、76.4％ということになります。

次に、小中学校の耐震化の今後の取り組みに

ついてでありますが、今回、いろいろな働きか

けの結果、地震防災対策特別措置法改正法の成

立を見たところでありますけれども、この法律

におきましては、大規模地震の際に、倒壊等の

危険性が高い建物を対象とする補強事業につい

て、補助率が２分の１から３分の２に引き上げ

られるなど、地方負担の軽減が図られていると

ころであります。県教育委員会といたしまして

は、こうした法改正の趣旨を受け、優先度調査
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だけにとどまっている学校につきましては、よ

り詳細な耐震診断の早期実施について指導を行

うなど、耐震化の促進に向け、市町村への働き

かけにさらに力を入れてまいりたい、このよう

に考えております。以上であります。

○十屋幸平議員 簡単にこの表（配付資料）を

説明したいと思います。Ｃの昭和56年以前の棟

数で1,134、その下の1,109、この開きが25あり

ます。これはＮＨＫが出されたと思うのです

が、改築や取り壊すところもあります。それか

ら、全く何もやらないところもあります。そし

て、ずっと下のほうを見ていただきますと、

今、教育長が言われたように優先度調査、これ

は耐震診断をどれから先にやるかという調査も

含めて耐震診断実施率、この言葉に、今まで私

たちも97％あるんだなと思っておりましたら、

実際はそうではなかったということがわかりま

して、非常に驚いております。最終的に、右端

のほう、手書きしてあります。最大513棟、28.5

％、これと25を合わせると、約３割がまだ済ん

でいないということですので、市町村のことで

はありますけれども、ぜひ御指導のほどお願い

したいと思います。そして、知事、教育長、

やっぱり子供の生命と安全ですから、きちんと

国のほうに言っていただきたい、そのように要

望申し上げておきたいと思います。

次に移りたいと思います。特別支援教育につ

いてお尋ねしたいと思います。これは、私、毎

回質問させていただいておりまして、本当に高

等部設置についてはもう待ち切れません。保護

者の、子供が入学したときの作文をひとつ読ま

せてもらいます。「笑顔」という題ですが、

「４月11日、延岡たいよう支援学校入学式。我

が家の三男「純」は大き目の制服を着て、少し

照れながら高校生になった。式典後の写真撮影

も笑顔だった」（中略）ずっとありまして、小

中学校の苦労されたこともありました。結びに

―ここからなんですけれども―「まだス

タートしたばかりの高校生活だが、たくさんの

ことを吸収して、伸ばせる力を持っていると信

じている。そして、笑顔で過ごせる日がずっと

続くことを願っている」。これはまさに親の気

持ちだと思います。ですから、苦労と成長、そ

して未来への願いを込めての母親としての作文

だと思いますが、それぞれ県内高等部設置を要

望されております。その取り組みについて教育

長にお尋ねをしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 高等部設置につきま

しては、これまで全県的・総合的な視点に立っ

て、計画的に整備を進めたところでございま

す。今後の高等部の設置につきましても、今年

度中に策定を予定しております「宮崎県特別支

援学校総合整備計画」を策定する中で検討して

まいりたいと考えております。以上でありま

す。

○十屋幸平議員 私が質問するたびに同じ答え

なんですが、整備計画策定委員会で最終報告を

出されまして、「すべての高等部未設置校で高

等学校の余裕教室を有効活用した高等部設置に

ついて検討すべきである」と出されています。

本当にこの件については進展がないので、親と

しての気持ちが、もう待ち切れない状態が正直

なところなんですよ。財政的な負担もかなりあ

ると思います。教育長、いつ計画は策定される

のか、御答弁をお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 今、議員からお話が

ありました策定委員会の報告は私も当然のこと

ながら了知しているわけでありまして、これを

受け、本県としての計画策定につきましては、

今年度の早い時期に策定をしたいと、このよう
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に考えております。以上です。

○十屋幸平議員 勝手に解釈しますと、今年度

ですから、ことしじゅうにはできるのかなとい

うふうに思いますが、それを受けても、やっぱ

りまだ実施するまでには時間がかかります。そ

れで、高千穂高校の「延岡わかあゆ支援学校」

が開設されたのですが、そのときの保護者とか

関係者の声をちょっとお聞かせいただきたいと

思います。教育長にお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） わかあゆ支援学校高

千穂校の生徒の保護者からは、自宅から通学と

なり、我が子の成長する姿を間近で感じること

ができる喜びの声、それから高千穂高等学校内

に設置をしておりますので、ここの高校の生徒

の思いやりに感謝する声が寄せられておりま

す。それから、地域内の小中学校からは、特別

支援教育センターとしての果たす役割について

非常に期待が大きいということでございます。

○十屋幸平議員 知事、お聞きになったとおり

です。その障がいを持つ、特別支援教育を受け

る生徒以外にもいろんな波及効果が出てくると

いうことで、非常に財政は厳しいんですけれど

も、ぜひお願いしたいというふうに思います。

教育長のほうにも、計画を策定して実施するま

で、できるだけ短い期間でやっていただくよう

に要望しておきたいというふうに思います。

今、御答弁いただきましたように、思いやり

という言葉も出ました。次に、学習指導要領の

内容について３点ほど質問させていただきま

す。

まず、道徳の時間数についてであります。戦

後、失われてきた日本のアイデンティティー

―という言葉を使いましたが―本来、日本

人が日本人であるべき姿にようやく立ち返るこ

とに気づいたというふうに思います。その大き

な方向が、新学習指導要領の道徳教育の充実

や、伝統や文化に関する教育の充実ではないか

というふうに思います。道徳の時間が１週間で

１時間しか組まれていません。個人的には、そ

れでは少ないんじゃないかなというふうに思っ

ております。道徳教育の充実をどのように図っ

ていくのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 新学習指導要領にお

きましては、「道徳教育は、道徳の時間を「か

なめ」として、学校の教育活動全体を通じて行

うこと」と明確にしているところであります。

中でも、道徳の時間で学んだことを日々の生活

の中で実践できるようにすることや、道徳性を

育成するために、体験活動の推進を一層重視し

ているところであります。県内の多くの学校で

は、既に保護者や地域の方々などを外部講師と

して招いたり、校長を初め、学級担任以外の教

職員も道徳の時間の指導にかかわるなど、積極

的な取り組みを行っているところであります。

また、高齢者クラブや年齢の異なる子供たちと

の交流活動を初め、職場体験や福祉体験といっ

た体験活動を実施しながら、地域ぐるみで道徳

教育の推進に取り組んでいるところでございま

す。なお、今回の新学習指導要領によりまし

て、「道徳教育推進教師」を各学校に位置づけ

ることが示されておりますけれども、本県にお

きましては、既に各学校に「道徳主任」という

形で位置づけているところでありまして、今後

とも、道徳教育の推進役となる教師のさらなる

資質向上、さらにはシニアパワーやコミュニテ

ィパワーの積極的な活用等に努めてまいりたい

と思います。以上であります。

○十屋幸平議員 道徳につきましては、高校で

必修化している学校があったり、素手でトイレ

を掃除する学校があったり、作法の先生に外部
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講師として来ていただいて取り組んでいる学校

があったり、そしてまた、究極は、保護者の道

徳教育をしているところもあるというぐらい大

事に思っている学校が多いと。本県におきまし

ては、先ほど言われましたように、既に先生を

きちんと配置されているということであります

ので、しっかり取り組んでいただきたいという

ふうに思います。

次に、外国語についてです。これは、小学校

５～６年生に週１時間程度義務づけられまし

た。日向市においては、小学校１年生から取り

組んでおりますが、これからの地方分権を踏ま

えて、道州制も視野に入れるときに、九州の進

むべき方向として、アジアとの経済交流を初

め、歴史的な背景も視野に入れ、文化的な交流

も含めて、中国語や韓国語なども重要になって

くるのではないかなというふうに考えます。宮

崎の外国語教育として英語だけでいいのか、英

語以外の言語はどうするのか、教育長にお伺い

したいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 今回、小学校５～６

年生に外国語活動が新設されまして、週当たり

１時間、原則として英語を履修することになっ

ております。英語以外の言語の取り扱いにつき

ましては、近隣のアジア諸国を初め、さまざま

な国の言語を取り入れ、異なる国の文化に対す

る理解を深めさせながら、英語と関連づけて指

導することになっております。文部科学省が現

在準備を進めております補助教材―「英語

ノート」とか言われておりますけれども―を

見てみますと、世界各国のあいさつや食事、数

の数え方、行事などが盛り込まれております。

中には、例えば南半球でサンタクロースがサー

フィンをしているとか、そういった児童生徒が

非常に関心が持て、親しみやすく、意外性を

持って接してもらえるような工夫も講じながら

つくられているようであります。そういった形

で、英語以外の言語や文化もたくさん取り入れ

た構成になっているところであります。教育委

員会といたしましては、外国語活動が新学習指

導要領の趣旨に沿って円滑に実施されるよう

に、市町村教育委員会や学校への支援を行って

まいりたいと考えております。以上でありま

す。

○十屋幸平議員 英語は、ＡＬＴの方がたくさ

んいらっしゃって学びやすいのですけれども、

ほかの言語ということになりますと、そういう

ものも少ないのかなというふうにも思っており

ます。ぜひ、身につく英語を学ばせていただき

たいというふうに思います。

次に、武道についてです。中学１～２年生で

武道が必修化されまして―ダンスもですけれ

ども―柔道、剣道、空手、合気道、相撲、な

ぎなた、いろいろあるんですが、改めて今回、

必修化された武道で何を習得、学習させようと

するのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 武道につきまして

は、我が国固有の伝統と文化に、より一層触れ

ることができるように、今回の学習指導要領の

改訂におきまして、今お話がありましたよう

に、中学校１～２年生で男女ともに必修とされ

たところであります。その内容につきまして

は、種目としては柔道、剣道、それから相撲、

この３つの中から１つを選択するという形にな

ります。私が申し上げるまでもないと思います

けれども、武道とは、礼節を重んじ、心とわざ

を鍛えることで、困難にくじけない強靭な体力

と精神力を持つ人間の育成を目指すことという

ふうに考えております。県教育委員会といたし

ましては、この武道の必修化のねらいが達成さ
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れますように、その趣旨の徹底を図ってまいり

たいと考えております。以上であります。

○十屋幸平議員 再度確認ですけれども、柔

道、剣道、相撲、この３つだけなんでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） それ以外に、地域や

学校の実態に応じまして、例えばなぎなたな

ど、その他の武道についても履修させることが

できるということであります。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。なぎ

なたも非常に私は気に入っておりまして、学校

が取り入れればの話なんですが、ぜひそのあた

りにも取り組んでいただきたいというふうに

思っております。

最後に知事、ちょっと時間がありますから

―先ほど総合評価落札制度、入札制度改革、

いろいろと言わせていただきました。その中で

すべて出てくるのが、検証―先ほど知事も言

われました、検証が大事なんだということで。

その中で随時見直すことについて答弁もいただ

いたように思います。入札制度改革について、

テレビでも知事は発言されていました。柔軟性

を持ってということでありますので、制度の検

証をした後に、制度も、それから予算も含めて

柔軟に対応されるのか、知事の御答弁をお願い

したいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のように、今

後とも、改革の十分な検証を行いつつ、必要な

見直しを行ってまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 ありがとうございました。本

当に宮崎県経済は大変厳しい中にありますの

で、検証もスピーディーにやっていただきます

ようにお願いを申し上げまして、私の質問を終

わります。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

正午休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

中山間地域対策について、まず知事にお尋ね

をいたします。

豊かな自然に恵まれた宮崎県の中山間地域

は、そこに暮らす人たちにとって大切な、かけ

がえのない生活の場でありますと同時に、食料

や木材の生産を初め、国土の保全、水源の涵

養、さらには二酸化炭素吸収源としての地球温

暖化の防止など、多面的で公益的な役割を果た

しています。また、そこに暮らす人々の中から

長年にわたって受け継がれてきた伝承文化や、

もう都市部では忘れられつつある四季折々の行

事、伝統工芸、素朴で工夫された郷土料理、温

かな人情など、個性豊かな文化がはぐくまれた

ところでもあります。まさに日本のふるさとの

原風景がここにあります。

しかしながら、本県の中山間地域は、人口減

少と高齢化の進行に歯どめがかからず、農林水

産業や建設業など人々の暮らしを支えてきた産

業の低迷で、より一層、集落の維持すら懸念さ

れる状況となっています。また、近年の大型台

風、集中豪雨等の災害による大きな打撃で、過

疎に拍車がかかる事態となっています。県当局

におかれては、これまでも、現状を直視しつ

つ、基礎的条件の厳しい中山間地域に対し多く

の施策がとられてきました。しかしながら残念
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にも、多額の費用を投じながらもその効果が得

られていないことは、県議会としても真摯に受

けとめられていると言えます。中山間地域が持

つ多面的で公益的な機能の維持が困難となるこ

とが大いに懸念をされます。中山間地域の衰退

は、本県全体の衰退につながります。この課題

こそ、県民総力戦で立ち向かうにふさわしい課

題であると言えます。平成19年６月に県が策定

した新みやざき創造計画には、中山間地域はも

とより、エリアを設定した計画はありません。

内閣府が2005年８月に行った調査では、県内

の内陸部で、地震や災害で発生した土砂災害に

より孤立する可能性のある集落は549カ所、その

うち耐震性が確認された避難施設がある集落

は8.2％の45カ所にとどまっています。非常電源

の確保、水や食料の備蓄、ヘリ駐機用スペース

がある集落も各10％以下です。連絡手段となる

衛星携帯電話の整備は12.2％だったと、調査結

果は報告をしています。

県は、今回のような地震での孤立集落対策と

して、第１段階で通信網の確保を目指すとして

います。2005年の台風14号で椎葉村などで集落

が孤立した苦い経験が生かされているというふ

うに思っています。台風14号で連絡手段に衛星

携帯電話が有効だったことを受け、同年から２

年間、購入代金の半分を補助する事業を展開し

ています。そこで、壇上では、災害時の避難場

所の確保についてと、災害時における孤立集落

対策のための衛星携帯電話の整備状況について

お伺いをします。

次に、サイバー犯罪について警察本部長にお

尋ねをいたします。

内閣府世論調査結果で、国民が犯罪に対して

不安になる場所として、１、路上60.2％、２、

繁華街44.7％、３、インターネット空間40.1

％、４、公園37.9％を挙げています。また、取

り締まり強化の要望が高まった犯罪としては、

飲酒運転が19ポイントアップ、続いて、イン

ターネット利用犯罪16ポイント、振り込め詐

欺13ポイントアップとなっています。コン

ピューター技術や高度情報通信技術を悪用した

犯罪は、宮崎県においても例外なく増加傾向に

あり、県民はつかみどころのないサイバー空間

に不安を持っています。また、東京秋葉原での

事件を見るまでもなく、残念ながら、必ず模倣

犯が世間を騒がせ、不安をあおっています。サ

イバー空間の広さは、個人ではつかみ切れない

ものですし、まして、その空間を利用しての犯

罪では、取り締まりに限りがあることは明らか

です。ネット上の掲示板のチェック等、多くの

県民からの情報の提供が必要だと思いますが、

サイバー犯罪対策の現状と今後の取り組みにつ

いて、お尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、残りについ

ては質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 中山間地域

における避難所の確保についてであります。避

難所は、災害発生時に地域住民が一時的に避難

したり、住居を失った被災者を応急的に収容、

保護する施設であり、その確保は非常に重要な

ことであると認識しております。避難所の指定

につきましては、各市町村の地域防災計画に基

づき、市町村長が行うこととなっております。

現在、県内で約1,500カ所が指定されておりま

す。このうち中山間地域では、主として小学校

や中学校の体育館、公民館などの集会施設が避

難所として指定されているところであります。

県といたしましては、避難場所や避難路の確

保、住民への広報・周知、避難所の耐震化な

ど、安全性の確保は大変重要なことであると認
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識しておりますので、今後とも、市町村に対し

指導助言を行ってまいりたいと考えておりま

す。

中山間地域における衛星携帯電話の整備状況

についてであります。中山間地域は、地震など

の災害発生時に、道路の寸断により集落が孤立

化するおそれがあることから、そのことを想定

した通信手段の確保は重要なことであると認識

しております。お尋ねのありました衛星携帯電

話は、災害時の通信手段として非常に有効であ

ることから、これまで椎葉村や諸塚村、美郷

町、日之影町など11の市町村で54台の衛星携帯

電話が整備されているところであります。一

方、県におきましては、現在、防災ヘリや西米

良駐在所において衛星携帯電話を活用している

ところですが、今年度は、さらに災害対策本部

の地方支部である出先機関９カ所にも配備し、

災害発生時の通信手段として活用することとい

たしております。今後とも、衛星携帯電話の活

用について、市町村など関係機関に周知を図っ

てまいりたいと考えております。以上です。

〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 サイ

バー犯罪対策についてであります。情報通信技

術を利用する犯罪でありますサイバー犯罪は、

匿名性が高く、証拠隠滅が容易な上、近年の急

速な技術発達に伴いまして、手口は年々、悪質

・巧妙・多様化が進んでおります。インター

ネット上の情報量も今や膨大な量になりますこ

とから、事案の解明には相当困難な捜査を強い

られるというのが実情となっております。

相談、検挙の現況について触れますと、昨年

の相談件数で916件、これは対前年比でプラ

ス261件でございます。また、検挙件数は昨年１

年間で過去最高の18件、これはその前の年と比

較すると２件の増加でございました。ことしも

５月末現在で９件、前年同期比でプラス２件と

いうことで推移をいたしております。本県警察

といたしましては、難しくなっております捜査

の実態に加え、相談も急増しているということ

で、本年度、警察本部のサイバー犯罪対策室と

いう組織を新たに立ち上げ、人員もふやしまし

て、サイバーパトロールを強化してネット上を

不断にチェックするとともに、全国警察と連携

をとりながら、徹底した取り締まりに努めてい

るところであります。

しかしながら、ネット上にはんらんしている

違法有害情報に対しましては、我々だけの体制

で的確に対応することは困難であるため、県内

のプロバイダーで構成するセキュリティ懇話会

の協力を得ているところでございます。最近で

は、硫化水素自殺誘因事案に関する情報提供と

削除の要請、秋葉原事件を受けての殺人・爆破

予告等についての情報提供等をお願いいたして

おります。また、県警ホームページでも、一般

県民からの情報提供を呼びかけまして、違法・

有害情報の収集に努めているところでございま

す。これも最近の実例を触れますと、県庁前で

全裸になった女性の写真が出ているよという情

報提供を受けまして、最終的には、県内の各地

の名所で公然とヌード撮影をしていたという事

案の事件検挙に至った、このような実例がござ

います。

また、実態としてネットを広く利用していま

す中高生を対象に、サイバー犯罪による被害防

止や違法・有害情報の提供を求める観点から、

学校等への出前形式によりますサイバーセキュ

リティカレッジを、昨年中に36回、約8,000人、

本年は５月末現在で42回、約9,000人―もう去

年を上回っておりますけれども―こうしたも
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のを開催しているところでございます。今後

も、サイバーパトロール等、取り締まりを徹底

するとともに、関係機関・団体との連携を一層

深めまして、サイバー空間の安全確保に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○井上紀代子議員 サイバー空間というのは、

私どもではしっかりとつかみどころのないとこ

ろに非常な問題点があると思いますので、これ

からの対策をよろしくお願いしておきたいと思

います。

次に、子供たちの考える力の育成についてお

尋ねしていきたいと思います。

平成19年全国学力・学習状況調査の結果によ

りますと、全国的に、今後の学習に影響がある

Ａ問題の正答率は高く、知識、技能等を実生活

のさまざまな場面に活用する力や、さまざまな

課題解決のための構想を立てて実践する力のＢ

問題の正答率は、低い状況になっています。こ

の調査結果ですべてを規定することはできませ

んが、情報のあふれ返った時代に生きる子供た

ちには、インテリジェンスも大切ですが、その

知識を正しく活用できて処理できる力が必要で

あることは否定できないと考えています。子供

たちに、創造力とともに考えて対処できる力を

醸成できればと思いますが、一つの方法として

読書は大切だと思いますので、取り組み状況を

お尋ねいたします。また、県内の学校の図書購

入は十分な状況か、教育長にお伺いをしておき

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 読書についてであり

ますが、まず、子供たちにとって読書は、言葉

を学び、感性を磨き、表現力を高め、また創造

力を豊かにするなど、考える力を育成する上で

欠かすことのできないものであり、今後ますま

す重要になってくると思っております。

そういう中で、昨年５月に本県が実施をいた

しました読書量の調査によりますと、１カ月の

平均読書冊数は、小学生が12冊、中学生が３

冊、高校生が２冊となっており、平成18年の同

時期の調査と比較いたしますと、小学生では1.5

冊、中学生では0.5冊、高校生では0.6冊、それ

ぞれふえてきているところであります。

現在、県の教育委員会では、平成16年度に策

定をいたしました「宮崎県子ども読書活動推進

計画」に沿って、総合的な読書活動の推進を

図っているところであり、特に平成18年度から

は、「学校における読書活動推進モデル事業」

や、読書活動推進校の指定を行い、司書の資格

を有する地域の人材を活用した図書館先生や、

専任の司書教諭の配置に取り組んでいるところ

であります。それらの学校では、子供たちの読

書量がふえてきたことはもちろん、魅力的で利

用しやすい学校図書館づくりですとか、学校図

書館の授業への効果的な活用などの取り組みが

行われ、学校の読書活動の充実が図られてきて

おります。今後とも、市町村教育委員会と連携

を図りながら、学校において、より一層読書活

動が充実し、子供たちの考える力を高めていけ

るように取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

それから次に、学校の図書購入の状況であり

ますけれども、学校の図書館に備える図書の冊

数は、文部科学省通知により、学校の種類や規

模によって標準が示されております。文部科学

省が実施しました「学校図書館の現状に関する

調査」で、平成18年度の状況で申し上げます

と、本県において標準を満たしている公立の小

中学校は、小学校で75校で全小学校数の28.2

％、中学校は42校で全中学校数の30.2％となっ
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ております。平成17年度の同じ調査よりも、小

学校では約４ポイント、中学校では約３ポイン

ト上昇しているところでありますが、小中学校

ともに、全国の平均には届いていない状況にあ

ります。なお、高等学校につきましては、平

成13年３月に、先ほど申し上げました図書の標

準というものが廃止されましたけれども、その

当時、すべての学校が標準を十分に満たしてお

り、現在も当時の標準を上回っている、こうい

う状況でございます。以上であります。

○井上紀代子議員 図書購入につきましては、

十分な配慮をいただくように要望しておきたい

と思います。

今一般質問の初日の、萩原耕三議員の競い合

う切磋琢磨の教育に対する知事の答弁に、大変

共感を持ちました。競い合い、勝ったとして

も、負けた人への思いやりと気配りを持つ人で

あってほしいとの答弁であったと記憶をしてい

ます。私がいつ思い出しても吐き気にとらわれ

るのは、神戸で起きた酒鬼薔薇聖斗事件です。

今回の秋葉原の事件の加害者は、神戸の加害者

と同世代です。近年、さまざまな猟奇的事件が

起こるたびに、その両親の気持ちを思うとやる

せなくなります。ただ必死に働き、食事の支度

に明け暮れ、子供たちの動きに一喜一憂した私

のような親は、いまだに子育てに自信など持て

ずにいます。産めば親になるものではなく、子

育てしながら親に育っていくとも思っていま

す。愛していること、愛されていることが、な

かなか体にしみていかないことに不安を感じて

います。秋葉原の加害者が親は他人だと証言し

たやみのような部分が、子供たちに伝染しない

ことを願ってやみません。

親も子も不安な時代に生きていかなくてはな

りませんが、平成17年１月の中教審の答申など

を受けて、幼児教育推進指針が出ました。他県

では、ここから一歩進めて、親学等の取り組み

をしているところもあるようです。しかし、行

政がそこまでと疑問もわきますが、これが現状

なのでしょうか。時間が解決していくこともあ

るのに、すぐ答えを求めるのはいかがかとも思

いますし、またインターネット空間の中でしか

自分を表現できないのも大いに問題があると

思っています。マニュアル世代の子育ての落と

し穴とも思いますし、情報が多過ぎる時代の厳

しさとも考えますが、知事の幼児教育について

の取り組みと所見をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の幼児教育につ

きましては、中央教育審議会の答申や、国の

「幼児教育振興アクションプログラム」を踏ま

え、県内の幼稚園、保育所、行政等が取り組む

就学前教育の指針として、「宮崎の就学前教育

すくすくプラン」を平成18年10月に策定し、推

進しているところであります。子供の心身の健

やかな成長を促す上で、人間形成の基礎がはぐ

くまれる幼児期の教育は大変重要な意義がある

と思います。このプランの推進により、就学前

の子供たちに、生きる力の基礎となる豊かな感

性や探求心、考える力などを身につけてもら

い、プランのキャッチフレーズにあります「夢

いっぱい 笑顔きらきら 元気な子ども」に育

つよう、幼稚園、保育所、地域等と連携し、精

いっぱい取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 余り気持ちの伝わらない答

弁をいただき、ありがとうございました。

次は、中山間地域対策についてお伺いをした

いと思います。

総務政策常任委員会で、美郷町におけるデジ

タルディバイドの現状と情報化計画について調
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査をさせていただきました。美郷町は、農水省

の事業活用がうまくいっておりますので、成功

例となりそうだというふうに私も思っておりま

すが、すべての中山間地域が農水省の事業と合

致できる状況にはありません。中山間地域の生

活の質の向上と情報格差を縮小するために、携

帯電話、地デジ、ブロードバンドと、基礎整備

を含む情報化の推進について、県民政策部長に

お尋ねをしておきます。

○県民政策部長（丸山文民君） 情報化の推進

であります。県はこれまで、国の事業等を活用

しまして、中山間地域の情報化に努めてきたと

ころであります。まず、携帯電話についてであ

りますが、平成６年度から平成19年度までの14

年間に、約２万世帯のエリア拡大を図ってきた

ところであります。現在では、多くの中山間地

域でも利用が可能となったところであります。

また次に、ブロードバンドサービスでございま

すけれども、平成19年９月現在、世帯カバー率

が95.7％となっており、中山間地域の市町村に

おきましても、その中心地においては、利用が

可能となっているところであります。また、地

上デジタル放送とブロードバンドの基盤整備が

一体的に図られるケーブルテレビについても整

備が進んでおりまして、一例として、今、議員

の御質問にありましたように、美郷町では、既

に整備をされている北郷区に加え、町内全域に

これを拡大されると伺っているところでありま

す。今後とも引き続き、中山間地域の情報化に

積極的に取り組んでまいる所存であります。

○井上紀代子議員 次に、中山間地域の物すご

く大きな不安の材料の一つでもあります医療問

題について、福祉保健部長にお尋ねをしておき

たいと思います。これは中山間地域だけではな

いんですけれども、療養病床の再編によって受

ける影響というのは、宮崎県内に大きく広がっ

ていますし、不安を持たれている方も大変多い

というふうに思っています。ただ、特に中山間

地域の医療に対する療養病床再編の影響という

のは大きいというふうに考えておりますが、福

祉保健部長はどのようにお考えなのか、またこ

れにどのような対策をとっていかれるおつもり

か、お伺いしておきたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 中山間地域に

おきましては、都市部に比較して医療機関その

ものが少ないことから、療養病床を縮減すると

いう国の方針のもとにおきましては、地域医療

が衰退しないよう、医療的なケアを受けること

のできるベッドをいかに確保するかということ

が大変重要であります。このため、昨年度策定

いたしました地域ケア体制整備構想におきまし

て、現在入院されている方が療養病床の再編後

も引き続き適切な医療・介護サービスが受けら

れるよう、医師配置のある介護老人保健施設や

特別養護老人ホーム等を中心に、長期療養が可

能な受け皿の確保を図ることとしたところであ

ります。今後とも、医療機関や市町村と具体的

な転換について十分協議の上、中山間地域にお

ける医療・介護サービスの提供に支障が生じな

いよう進めてまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 先ほど壇上でも申し上げま

したが、中山間地域の産業の衰退というのは、

本当に目に余るものがあるという状況になって

います。ですから、そこに暮らすということが

なかなか厳しい状況になっていくわけですけれ

ども……。実は平成15年度に創設されました緑

の雇用担い手対策、これは国土保全、山を守る

ということと、新たな雇用の拡大を目指してと

いうことで、非常に注目を浴びた事業でした。

緑の雇用担い手対策事業の現状と今後の取り組
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みについて、環境森林部長にお尋ねをしておき

ます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 緑の雇用担い

手対策は、今お話にありましたように、平成15

年度に創設されまして、森林整備の担い手等を

育成することを目的に始められた事業でござい

ますが、林業への就業希望者を対象に現場中心

の研修を実施して、これを本格雇用へとつなげ

るものであります。研修内容としましては、林

業技術や労働安全等の基礎知識の習得や、植栽

や間伐等の実地研修を、年間200日程度行うもの

でございます。本県では、森林組合や素材生産

事業体等の37事業体が取り組み、昨年度までの

５年間で677人が研修を受講しまして、現在、約

６割、398人が本格雇用されているところであり

ます。県といたしましては、この事業が新たな

林業担い手の確保育成に非常に有効な手段であ

ることから、今後とも、十分な活用が図られる

よう関係団体との連携に努めますとともに、事

業内容の一層の充実について、国にも要望して

まいりたいというふうに考えております。

○井上紀代子議員 この事業は、今後とも積極

的にＰＲと事業内容の工夫をしていただいて、

効果が拡大するように取り扱っていただきた

い、それを要望しておきたいというふうに思い

ます。

次に、教育長に再度お尋ねいたしますが、中

山間地域における避難施設として位置づけられ

ている公立小中学校及び県立学校の耐震化の状

況と今後の取り組みについて、お尋ねをしたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） お尋ねの地域は中山

間地域ということでありますので、過疎法と山

村振興法の適用地域―20市町村ございますけ

れども―の状況として申し上げさせていただ

きます。それらの市町村には、小中学校で281

校、棟数で1,119棟、県立学校では37校、408棟

の校舎等があります。これらの学校の耐震化の

状況ですが、本年４月１日現在、小中学校につ

きましては、県全体が71.4％であるのに対し66

％、県立学校につきましては、県全体が83％で

あるのに対して83.1％となっております。御指

摘のように、学校は災害時における避難場所と

もなる施設でありますので、県教育委員会とい

たしましては、県立学校についての耐震化の推

進を図ることはもとよりでありますが、市町村

の教育委員会に対しましても、今回の地震防災

対策特別措置法改正法の施行に伴う補助率の特

例等を活用しながら、耐震化を一層進めていた

だくように指導助言に努めてまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 過疎地域における公立学校

の統廃合の状況というのは、平成10年度から19

年度までの過去10年間で、県内では小学校が17

校、中学校８校の計25校が廃校または休校と

なっています。そのうち過疎地域の小学校が14

校、中学校は８校すべての計22校と、そのほと

んどを過疎地域の小中学校が占めています。一

たん廃校・休校となった小中学校が再び開校さ

れた例はないと思っています。Ｕターンでふる

さとに帰ってきてほしい、そういう願いをＰＲ

しても、そこに小中学校の設置や廃止がそのま

ま重い一つのネックとして残ってしまうという

ことになると思います。地域の学校を今後も維

持していくことができるような具体的な対策は

ないのか、お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校は地域の中核的

な存在であり、文化や教養の拠点でもありま

す。子供はもちろんのこと、すべての地域の方

々にとっても、母校に対する尽きせぬ思いとい
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うものが当然ございます。それだけに、学校の

統廃合につきましては、それぞれの市町村にお

いて、保護者や地域の方々との協議を重ねなが

ら、長期的展望に立って慎重に検討されていく

ものであります。現在、県内におきましては、

少子化により小規模化がだんだん進んできてお

りますけれども、そういう中でも何とか地域の

学校を維持していこうと、幾つかの独自の取り

組みが行われております。例えば、豊かな自然

や親密な人間関係など地域のよさを生かし、都

市部から留学生を受け入れる山村留学制度を活

用し、児童生徒を確保しているところもござい

ます。また、大規模な学校から小規模の学校に

就学することのできる小規模特認校制度を活用

している市町村もございます。県教育委員会と

いたしましては、このような学校の取り組みや

市町村教育委員会の意向を十分尊重しながら、

子供たちに質の高い教育環境が提供できるよ

う、情報提供や必要な支援に努めてまいりたい

と考えております。以上であります。

○井上紀代子議員 先日、新聞に、本県16集落

消滅のおそれというのが出ておりました。本当

に衝撃的な記事であったというふうに思ってい

ます。実は、「撤退の農村計画」という名の研

究グループがあるということが、またこれも新

聞記事に載っておりました。農村計画学会の会

員有志が設立をしたと。研究対象は中山間地域

で、中でも条件の不利な限界集落であると。限

界集落とは、大野晃長野大教授が1991年に提唱

したもので、65歳以上の住民が半数を超えた集

落のことを意味するというふうに、新聞でも

言っております。限界集落という言葉は知事も

使いたくないというふうに新聞で言っておられ

ましたが、本当に私も共感を持ってそのことに

ついては新聞記事を読ませていただきました。

中山間地域の農林業の重要性とか共同体の価値

は高く評価をしていると、この学会の有志の人

たちも言っております。だが、集落の実態を直

視するならば、すべての集落を永遠に維持する

のは不可能だと、そこで一つの選択肢として、

計画的な撤退の手法を研究しよう、そういうこ

とでこの研究グループというのが立ち上がった

そうです。私は、これに対しては抵抗勢力にな

りたいというふうに思っています。集落という

か中山間地域をどうとらえるかというのは、新

みやざき創造計画の中にもはっきりとしたエリ

アの指定はされていませんけれども、私たちの

頭の中には、大体あの地域だろう、この地域だ

ろうというのはあるわけです。ですけれども、

その地域がなくなっていく。その地域がなく

なっていくことを私どもがじっと見ていて、そ

れでいいというふうにはとても思えないんで

す。

先ほど私は再三再四、中山間地域の持つ公益

的役割、そのことについても訴えさせていただ

きましたが、今度は、私たちは何ができるの

か、これこそ県民総力戦でやるべき内容ではな

いかというふうに私は思っているところです。

教育の現場で言えば―先ほど考える力のこと

についても皆さん方に御提起をいたしましたが

―実はふるさとの原風景であるという中山間

地域にこそ、私どもの子供たちが行ったとき

に、そして今、育とうとしている子供たちが

行ったときに、大きな学びのものがあるのでは

ないかというふうに思います。わざわざフォレ

ストピア学びの森というのを、宮崎県は中高一

貫校をつくりましたが、そのことも大変大事だ

というふうに思いますけれども、今ある教育の

原点をここに見出して、子供たちが、やっぱり

出ていって、中山間地域の中でもう一度、教育
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とは何なのか、考えていく力というのはどうい

うことなのか、生きるというのはどういうこと

なのかというのを、知恵の塊である、その地域

に住んでいらっしゃる高齢者の皆さんのお力も

かりて、学び取ることが必要ではないかという

ふうに思っているところです。改めて教育長に

お伺いをいたしたいと思いますが、その取り組

みを市町村教育委員会とともにやっていくお考

えがおありかどうか、お尋ねをしておきたいと

思います。

○教育長（渡辺義人君） 実は、答弁では触れ

ませんでしたけれども、中央教育審議会で、学

校の小規模化が進んでいる状況を踏まえて、来

年の夏ぐらいを目途に、小規模校のあり方につ

いて答申をというようなことが、先日報道され

ておりましたけれども、一方でそういう流れが

ございます。そういう中で今、井上議員がおっ

しゃったように、やはり集落がだんだん衰退し

ていく中で、学校というのはその地域のシンボ

ルでありますから、これを何とか残したい、こ

ういうふうな取り組みがあるところでございま

す。ただ、これは、先ほど来、集落の存続の話

が出ておりますけれども、県教委のほうでどれ

だけの取り組みというか、支援ができるのかと

いうことはもちろんあるわけでありますが、基

本的には、それぞれの学校の設置者である市町

村が、地域の方々あるいはＯＢの方々を含め

て、十分に協議を重ねていただくのが適当であ

ろうと私は思います。そういう中で何とか、先

ほど言いましたような山村留学制度とか、小規

模特認校制度ですとか、そういうところで、県

教委として地元の意向を十分尊重した形の中

で、何かしら御支援なりができるものがあれ

ば、その点については十分に勘案したい、この

ように考えます。

○井上紀代子議員 私よりか先に登壇された皆

さんの中にも、中山間地対策というのを取り上

げて発言がありました。そのとき知事が、どれ

が有効な対策なのかというのはまだ本当に模索

状態であるということをおっしゃっておりまし

たし、交流人口をふやすこと、そのことがいい

のかどうかということについても、まだ検討し

ていきたいというふうに答弁をされたと私も

思っています。私は、宮崎というところが本当

にすばらしく、中山間地域があるだけではな

く、この中山間地があることによって、宮崎県

という地域がもっともっと豊かに―私たちが

生活していくときに大きな力をもらっていると

いうことについては否めないと思いますし、こ

れは本当に私たちの大きな力になっているとい

うふうに思っています。

スローフードが非常に注目されています。イ

タリアなどでスローフードの発祥地だとか言わ

れていますが、逆に言えば、私どもは常にス

ローフードというものの原点のところにいたと

いうふうに私は思っているわけです。スロー

フードというのは、ゆっくり食べるとか、特殊

な食事としてとるということではなくて、その

地域でできたものを大切に食べていく、味わっ

て食べるということが大事だというふうに思っ

ているわけです。そのせっかくある私どもの教

育資源というのをどう生かすかということが大

事だというふうに思いますが、宮崎県内の状況

というのを本当に子供たちがしっかりと受けと

めるのには、やはり中山間地域に出ていって、

そこでみんなと交流しながら、知恵に学びなが

ら、それを力にしていくということが本当に大

事なのではないかというふうに思っています。

子供のときに得た体験、体で覚えたことという

のは、決して忘れることなく、そこの中に残っ
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ていく、たまっていくというふうに思っていま

す。これには、高齢者の皆さんのお力をかりな

ければいけませんし、地域の皆さんのお力をか

りなければいけませんが、これこそ県民総力戦

で取り組む課題であるというふうに私は認識を

しているわけです。ですから、知事がもっと中

山間地の問題について積極的に県民に語りかけ

ていただくということは、とても大事なことで

はないかなというふうに思っております。知事

の所見をお伺いしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、小さいころ、

中山間地域、山歩きというのが非常に好きでご

ざいまして、それは私の小説あるいはドラマの

中でも表現させていただいたとおりでございま

す。この中山間地域が持つ多面的な機能と公益

的な機能というのは、言わずもがなでございま

す。その中に教育の材料、資材というのがたく

さん存在しているということも十分認識してお

ります。私は、中山間地域が滅びれば国土が滅

びると再三申し上げております。中山間地域対

策に対して、抜本的な、あるいは起爆剤になる

ような、あるいはそういった対策が―今のと

ころ本当に試行錯誤して、国の緊急な課題に

なっていることも認識しております。そういっ

た視点で―中山間地域にもっともっと視点

を、あるいは視線を集中してもらうために、中

山間地域のブームあるいは集落ブームというの

はできないか、そういったものを含めて多面的

に中山間地域を見詰めてもらう、交流してもら

う、考えてもらうという運動を、ますます私を

中心にして行政はやっていかなきゃいけないと

考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ県議会も一体となっ

て、本当にこれこそ県民総力戦で、中山間地域

が光り輝くような地域になり、そして宮崎県が

輝くように、ともに頑張ってまいりたいという

ふうに思っているところです。

次に、医師確保対策について何点かお尋ねを

したいというふうに思います。

まず、病院局長に、県立病院の医師確保対策

として処遇改善が大変必要と思いますが、具体

策をどのように考えておられるのか、お聞きし

ておきたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 医師の確保でご

ざいますけれども、県立病院が高度で良質な医

療を提供する上で、また経営の健全化を着実に

進めていく上からも、極めて重要なものである

と認識しております。県立病院の医師の給与改

善につきましては、地方公務員である以上、法

律上一定の制約がございますので、制度の枠内

での検討となってまいりますけれども、給与以

外の処遇あるいは労働環境等の改善を含めまし

て、医師の意見等も参考にしながら、総合的に

検討を行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

○井上紀代子議員 実は、私どもの宮崎県も医

師数はある程度確保されているんです。問題は

偏在なのかとか聞かれるんですけれども、今、

私どもが問題点は何かということを整理すると

きに、これは福田首相と舛添要一厚生労働大臣

が首相官邸で会談をしたという記事なんですけ

れども、「地方で深刻な医師不足の解消に向

け、医師数抑制のため大学医学部の定員削減を

決めた1997年の閣議決定を事実上撤回し、医師

の増員などの対策を検討していく方針で一致し

た」という新聞記事があります。偏在が問題だ

というふうに言われてきたんですけれども、現

実はそうではなくて、週にすごい時間働かなく

てはいけない勤務医の普通の労働条件に戻せな

いような現実というのが……。だから、勤務医
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が疲弊していくのをじっと見ていなければなら

ないような状況、この状況こそ大変問題なのだ

というふうに思っています。ただ、この会談で

残念なのは―決してこれに対して予算がつく

ということになっていないので、これが実現可

能なのかどうかというのは本当に疑問視する内

容になっています。

実は昨年１年間、特別委員会でこの医師の問

題についてもずっと議論をしてまいりました。

この１年間の議論というのは、私は大変有意義

だったというふうに思っています。宮崎県内の

医師の状況、それから、何に私たちが今後取り

組まなければならないかということについて、

明確に１年間、皆さんと一緒に検証ができたと

いうふうに思っています。そのときに千葉県の

東金病院で学んだことの一つに、こういうもの

があります。まず発想の転換が必要であるとい

うことで、ポイント１、地域医療にとっての顧

客は患者ではなく、若手の医師とその指導医で

ある。ポイント２、宮崎県には、若手医師が望

むよい研修プログラムとその指導医が必要であ

り、そのための施策を組むことが必要である。

ポイント３、宮崎県は、専門医ライセンスの取

得可能な認定研修病院に転換するために県費を

投入すべきである。ポイント４、宮崎県では、

地域医療で一番重要な総合医を育てるライセン

スを早く取得すること。全国で４番目の県立病

院、千葉県、福島県、沖縄県を目指してほし

い、そして県議会からぜひ提言をしてほしいと

いうことを、この東金病院で学ばせていただき

ました。それで、病院局長に改めてまたお伺い

させていただきますが、県立宮崎病院で地域医

療を支える総合医を養成するシステムをつくり

上げたらいかがかと思いますが、病院局長の見

解をお聞きいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 総合医の養成の

件でございますけれども、現在、医師の専門化

といいますか、専門分化が非常に進んでおりま

す。こうした中で、かかりつけ医といいます

か、そういった形で総合的に患者を診察する総

合医の育成というのは、地域医療の提供体制を

充実させるために大変重要な課題であるという

ふうに認識をいたしております。これは、宮崎

県の地域医療のあり方全体の問題として検討さ

れることが必要であるというふうに考えており

ますけれども、県立病院といたしましても、自

治体病院等で勤務することとなる医師に対し

て、専門性を生かした助言あるいは研修等の支

援など、必要な協力は行ってまいりたいという

ふうに考えております。

○井上紀代子議員 次に、県立病院で臨床研修

医を積極的に受け入れるための具体策について

はどのように考えておられるのか、病院局長に

お尋ねいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 臨床研修医の確

保でございますけれども、優秀な医師を必要と

する県立病院にとりまして、将来に向けて重要

な取り組みでございます。現在、宮崎、延岡、

日南の３病院が管理型臨床研修病院に指定をさ

れておりまして、現時点で宮崎病院に10名、延

岡病院に１名、合計11名の臨床研修医を受け入

れているところでございます。病院局といたし

ましては、臨床研修医の一層の確保を図るため

に、今年度から、研修医の報酬単価を大幅に引

き上げるなど改善措置を講じたところでありま

す。また、医学生を対象とした合同説明会を開

催するとともに、各大学を個別に訪問いたしま

して説明を行うなど、積極的なＰＲに努めてい

るところでございます。今後とも、それぞれの

県立病院の特性を生かしながら、臨床研修医の
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希望に応じた研修内容の充実や指導医の育成を

図るとともに、県立病院間での連携についても

取り組むなど、臨床研修医の確保に向けて引き

続き努力をしてまいりたいというふうに存じま

す。

○井上紀代子議員 次に、福祉保健部長にお尋

ねをしておきたいと思いますが、医大生を見て

もおわかりだとは思うんですけれども、非常に

女性が多くなってきています。そしてまた、研

修医の方ももちろん女性の方が多くなっている

わけですけれども、女性医師を活用するための

支援策というのは、福祉保健部ではどのように

お考えなのでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 女性医師の支

援策についてでありますが、今、県内の女性医

師の数は、平成18年12月末の調査で360人、医師

総数の14.1％となっております。県におきまし

ては、現在、女性医師の就労継続に大きな役割

を果たす病院内保育所の運営費の助成を行って

おるところであります。おっしゃるように、女

性医師の割合が上昇している中で、働きやすい

就業環境を整備充実していくことは、今後ます

ます重要になってまいりますので、国におきま

しても、今後、出産・育児等に配慮した勤務環

境の導入・普及や復職研修の充実など、仕事と

家庭の両立を行うことができる環境整備を進め

ることとしております。県といたしましては、

これら国の施策の動向を踏まえながら、女性医

師が働きやすい勤務環境の整備について十分検

討してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 実は、女性医師が勤務でき

るようにしていくには、たくさんの支援プログ

ラムというのが必要になります。現実に、医師

として生きることだけを女性医師に求めるの

か、それとも、普通に生活しながら医師として

の力を発揮していただくようにしていくかとい

うことは、物すごく大きな、周りの環境の整備

というのが大変重要になってきています。他県

の例を見てみますと、女性医師が現実に復帰し

ていくための研修プログラムというのもきちん

とつくられているんですが、それと同時に、働

き続けていくためのプログラム、その病院にお

いてどんな役割を果たしていくのかということ

についても、具体的なシステムをつくり上げて

いる県もあります。現実に、せっかく資格を

持っていらっしゃる女性医師の方が、また力を

発揮できるような状況をつくり上げていくとい

うことは、きめ細かなプログラムを作成しなけ

ればいけないというふうに思っております。知

事はこのことについては、どのように女性医師

が勤務できる支援策を検討されているのか、そ

こをお尋ねしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） このことについて

は、先週の土曜日、宮崎の市郡医師会の奥様方

あるいは女性の医師の会がございまして、その

場でも話をさせていただいたんですけれども、

医師不足を解消するのに、今、休業されている

女性医師の確保というのも非常に有効な手段か

と存じ上げております。女性医師数というの

は、平成18年12月末現在で360人で医師総数

の14.1％、今、宮崎大学の医学部は、女性の学

生が40％を超えているということで、近い将

来、女性の医師数が非常に多くなるという予想

がされております。そういったことを勘案し

て、これからは女性医師が職場復帰しやすいよ

うな、あるいは働きやすいような環境を整えて

まいることが重要な施策だと思っております。

今、井上議員が御指摘の他府県の状況等も今後

勘案しながら、十分検証させていただきなが

ら、女性医師が本県で働きやすい職場の環境と
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いうものを充実させるように検討していきたい

と考えております。

○井上紀代子議員 ぜひどうぞよろしくお願い

をいたします。先ほども申し上げましたが、昨

年１年、特別委員会で議論をさせていただきま

した。そして、あらゆる機会を通じて、今の医

師確保の現状というのを議論もさせていただき

ました。また、ちょうど道路特定財源の関係が

ありまして、民主党の衆議院議員が宮崎に大挙

して押しかけてきたという経過もありましたの

で、その折に公聴会も行われました。そのとき

の衆議院議員６名は、宮崎県の医師会に出向い

ておりまして、そこでいろいろな細かい議論を

させていただきました。そのときに、何が問題

なのかという点は、医師会の皆さんですから、

医師会の皆さんの立場というのを明確に私ども

にもお話しをいただいたところでした。

行政が各医療機関の研修プログラムまで立ち

入るということは、確かに困難なことだと思い

ますし、医師確保対策というのは、県と宮崎大

学と宮崎県医師会で構成される地域医療対策協

議会で検討を進めるというふうになっておりま

す。私は、ここでの議論を、もっと率直な議論

をしていただけたらなというふうに思います。

それぞれはそれぞれの立場によって、同じ問題

を追及しているにもかかわらず、それぞれの考

え方というか、課題というのが確かにあるとい

うふうに思うんですね。ただ、少なくとも宮崎

県の県民全体に関して言えば、もしかして宮崎

の自治体病院である県立病院が、勤務医が大変

なことによって、勤務医が不足することによっ

て本来の機能を果たせなくなってきたときに

は、県民に与える影響というのはすごく大きい

ものがあるというふうに思います。ですから、

本来は、宮崎県医師会の皆さんのお力もかり

て、もっと当直の数を減らしていくとか、地域

にある医療資源と、現在ある、中心になってい

ます自治体病院とが一緒になって、ここをどう

にかして変えていくということをしない限り

は、なかなか現状というのを打破することはで

きないのではないかというふうに思っていま

す。率直な議論が―これを求めたからといっ

て答弁というのは非常に苦しいものがあるかも

しれませんが、地域医療対策協議会においての

検討がもっともっと具体的に、もっともっと真

摯な議論がされることを望みたいというふうに

思っています。そのことによって宮崎県が克服

するべき課題と、宮崎県が意外に医療資源をた

くさん持っているという場合もあり得るという

ふうに思っています。もっと細かな分析と率直

な議論を要望しておきたいというふうに思いま

す。

次に、エコクリーンプラザみやざきのことに

ついてお尋ねしていきたいと思います。

この問題の経過につきましては、今議会開会

日に環境農林水産常任委員会の委員長の報告が

あり、そのとおりだと私は認識をしておりま

す。また、これまで登壇された各議員の質問に

よって問題点が明らかにされてきたことも事実

です。知事に、再三答弁の中で出てきます外部

調査委員会、この役割とはどのようなものなの

かをまずお尋ねしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会で

は、エコクリーンプラザみやざきの浸出水調整

池の安全性の検証や工法の検討、機能不全の原

因究明などについて、客観的・専門的立場か

ら、事実の調査、問題点の摘出・整理などを行

うとともに、責任の所在についても徹底的に明

らかにしていただくこととしております。

○井上紀代子議員 責任の所在が明らかになっ
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た場合はどのような対処をされるおつもりなの

か、お伺いしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 関係職員の処分等の

責任の追及につきましては、外部調査委員会の

調査結果を踏まえて、公社及び県、市等で判断

するものと考えております。

○井上紀代子議員 これが知事に対しては最後

だと思いますが、調整池の修繕とか補強につい

て、関係市町村と財政負担等、意見交換された

のか、また今後、運営のあり方について議論さ

れるおつもりなのかについてもお聞きしておき

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） ５月22日に、副知事

を議長とする連絡調整会議を開催いたしまし

て、関係11市町村長等とこれまでの経緯の説明

や今後の対応について協議を行ったところでご

ざいます。また、引き続き、関係市町村長との

意見交換の場において、一刻も早く工事をして

ほしいとの意見がある一方、費用負担について

は、住民や議会の理解を得るために、原因を究

明して責任の所在を明らかにする必要があると

の意見がありました。また、今後の公社運営の

あり方につきましては、設立の経緯等もありま

すが、公社、関係市町村等と協議を行っていく

必要があるのではないかと考えております。

○井上紀代子議員 このエコクリーンプラザの

問題というのは、単に宮崎市周辺の市町村の問

題だとはとても思えないんですね。宮崎県内の

問題だというふうに私自身は思っています。知

事は最初、新聞の報道か何かで知事の顔が見え

ないということを言われて、非常に怒っていら

したのを私も覚えておりますが、実は私もブロ

グに書いてしまった経過があるわけです。とい

うのは、どなたからか出ましたが、やはりこの

問題というのは、本当に敏感に対応してほし

かった一番大きな問題なんですね。私は、そう

いう課題だというふうに思っています。という

のは、私どもが生活していくのに、ごみを出さ

ずに生活できれば、それが一番いいんですけれ

ども、私たちは本当にごみを出しながら生活を

していくというような実態にあります。ですか

ら、エコクリーンプラザみやざきは、私たちに

とっては本当に必要な施設なんです。そして、

それと同時に、このエコクリーンプラザみやざ

きの稼働がとまるようなことがあっては―一

番そこを心配しているわけです。ですから、そ

ういうことが決してないというふうであってほ

しいと思っています。実は、知事が本部長を務

められる対策本部にも大変な期待をしているん

です。それと同時に、副知事が議長を務められ

る関係市町村や地元の対策協議会、公社との意

見調整等を行う連絡調整会議、この連絡調整会

議の役割というのは、とても大きなものがある

というふうに思っています。失った住民からの

信頼を取り戻すのに、どうやったら取り戻せる

のか、そしてこの稼働がずっと続いていくよう

なことにどうやったら取り組めるのか。そし

て、各市町村がそのことについてどう自分の責

任と役割というのを果たしていただけるように

なるのか、そのことはこの場所に非常に求めら

れると思います。そして、この会合がすべて情

報公開の対象になるということが大変重要では

ないかと思いますが、副知事の御見解をお伺い

したいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） 大変重要な指摘でご

ざいます。この問題の解決に当たりましては、

連絡調整会議におきまして、公社を構成する県

と11市町村が一堂に会しまして、これまでの反

省を踏まえ、十分に情報交換、また意見交換を

しながら進めていくこと―とりわけ、地元の
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対策協議会の代表の方にも入っていただいてお

ります。今回の問題では地元の方に大変御心配

をおかけしているわけでございますが、地元の

皆様の声、不安というものにしっかり耳を傾け

ながら、率直に関係者が意見交換を行っていく

と。外部調査委員会と連携を図りながら、問題

究明、そして今後の施設の円滑な運営のために

努力してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ率直な議論、そしてお

互いが、本当にエコクリーンプラザみやざきを

ずっと稼働させていくための努力というのをお

願いしておきたいと思います。常に行政の中で

起こってくる、社会の中で起こってくる問題に

ついては過敏にありたいというふうに思ってい

ます。敏感で、そして、それに向けて対処を心

を一つにやっていく。だれかに責任をなすりつ

けることで、それで過ぎていけるものはないと

いうふうに思っています。これからは、そうい

う意味では市町村と一体となって、これからの

すべての問題に取り組んでいけたらというふう

に思っています。ぜひ市町村も、県のいい施策

は地域で自分たちがやるぞという思いでやって

いただけるようになれるといいなというふうに

思っております。

以上ですべての質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 一般質問も

４日目、皆さん、大変お疲れさまです。通告に

従いまして質問を行います。

まず、鉄道の高速化についてであります。

私ども、民主党３名の議員団ではあります

が、このほど６月10日から11日にかけまして、

新幹線着工で気勢の上がる長崎県と、県境議連

活動で連携を深めております大分県を訪問し、

新幹線やフリーゲージトレインの調査研究をし

てまいりました。

長崎県の場合は、鉄道・運輸機構の確約を得

たものではなさそうですが、フリーゲージの技

術確立を２～３年以内に終えるとの前提のも

と、長崎新幹線を次期国体開催に向けて総力を

挙げて推進したいという意気込みが感じられま

した。ただし、在来線供用区間の新鳥栖―武雄

温泉区間51キロメーターと諫早―長崎区間の25

キロメーターは在来線供用区間であり、その中

でも特に肥前山口―武雄温泉区間は、まだ単線

のようであります。今後10年間は、法定上の地

元負担金310億円（18.3％）と言われますが、そ

の他の地元負担金257億円はもとより、建設には

かなりの試練が伴うものと思います。しかし、

説明する担当者からも、昭和48年の新幹線計画

が政府承認されて以来、昭和63年の国鉄民営化

を経て35年ぶりに、とにもかくにも今日ゴーサ

インを得るに至ったこと、さらには、久保、高

田、そして現・金子知事と３代にわたって努力

を重ね、やっと本事業が日の目を見る段階に来

たことなど、力のこもった説明を聞くことがで

きました。

また、大分県では比較的冷静で、フリーゲー

ジによる整備構想は、ある程度現実的な検討が

進み、今後は、フリーゲージの技術確立等を見

守りながら実施計画の検討に入っていくのかな

という印象を持ちました。特に新幹線から在来

線への乗り入れ部分（アプローチ部分）の北九

州市付近の地元自治体の理解と協力が費用対効

果の面等から得られるのか、事業費試算にして

も、小倉駅の西側を通過する場合260億円前後、

同駅の東側を通過する場合560億円前後と試算さ

れていること。さらには、私は、大分市までは

複線化が完了していると理解していましたが、
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立石―中山香間の5.2キロ、杵築―日出間の８キ

ロは単線のようです。また、大分市―佐伯市間

は単線であるが、複線化できる用地購入は約100

億円を投入して既に終えていること、平成14

年10月15日にフリーゲージトレインの日豊本線

の試験走行のイベントとして、別府―大分―佐

伯間の披露式を行ったことなどが今回の調査で

わかり、認識を新たにしたところであります。

また、帰りは大分市から電車で帰ってきまし

たが、所要時間は３時間21分かかりました。梅

雨前線の接近で窓からの雨漏りのプレゼントが

つきまして、車両についてもＪＲに苦情の一つ

も言いたい心境でありました。

以上のような調査結果でありますが、いずれ

も、県の取り組みや県民への説明や理解という

意味で、本県との温度差を感じたところであり

ます。本県においては、７月に鉄道高速化の期

成同盟会総会を控えておりますが、内容は例年

どおり、どこからどう攻めるのか、課題も方向

性も見出せないのが現実であります。これはだ

れを責めるとか、だれが悪いのかという問題よ

りも、歴史的な事実があるわけですから、私

も、知事だけを責めることにはならないかなと

思います。しかし、もう少し何とか県民に対し

て明快な説明ができるよう道筋をつけてほしい

と思います。

特に2011年度からは福岡―鹿児島間の新幹線

が開通し、約１時間20分で福岡まで結ばれ、鹿

児島―福岡の航空便も廃止になるやに聞いてお

ります。歴代の知事職は、鉄道高速化の会長と

東九州新幹線推進の会長職を昭和42年から兼務

する形になっております。新幹線やフリーゲー

ジの実現がそう簡単でないことは、県民もある

程度わかっているとは思いますが、今日までの

状況や本県のＪＲ利用の実態、さらには高速化

推進の課題やステップ等を説明すべき時期が近

づいているのではないかと考えます。知事の現

状認識と所感を伺います。

次は、エコクリーンプラザみやざきの問題に

ついて伺います。

知事は今議会開会の冒頭にも県民や地元民に

陳謝されましたが、私ども宮崎市に籍を持つ地

元議員としては、もっと深刻に受けとめていま

す。当時の建設反対の激しい運動や、協議会と

の改善事項を丹念に遵守しながら信頼を一つ一

つ築いてやっと建設にこぎつけた経緯が、きの

うのことのように思い出され、今回の事件発覚

で一挙に足げにされた感がして残念でなりませ

ん。この点について、知事は実感として理解し

にくいかもしれませんが、地元民や県民感情は

大変難しいものがあると思っております。

さらには、異例とも言える５回にわたる環境

農林水産常任委員会の開催と調査・審議は感謝

するところでありますが、私は、当時の経緯か

らして、環境整備公社の最高責任者は副知事で

あり、もっと県の姿勢や責任が追及されるべき

であり、竣工検査までの責任と経過は、書類の

紛失も含めて公社だけが矢面に立っています

が、県のほうがもっと責任は重いのではないか

と思います。知事の考え方を伺います。

また、契約上の解釈からしても、公社に委託

して県費を投入し、あるいは11市町村に分担し

てもらって、348億円を投入して建設した貴重な

県民の財産であります。重大な欠陥や瑕疵が

あったとすれば、資産を公社が運転し始める時

点で大きな問題であったと思いますし、何のた

めに理事長に副知事が就任し、県の職員が多数

出向していたのか、複雑な思いであります。ま

た、故意に情報や資料を隠して会計検査院の検

査をくぐり抜け、胸をなでおろした行為、さら
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には施設の欠陥を隠し続けたことは、公社の当

時の副理事長だけでできたことではないと判断

せざるを得ません。つまり、必ず理事長である

副知事への報告と協議は行われたものと推察い

たします。当時にさかのぼって責任を追及すべ

きと考えますし、時系列的に少し立場は異なり

ますが、現在の副知事はいかが考えるか伺いま

す。

次は、医師不足問題について知事に伺いま

す。

全国に170ある都道府県立病院の３分の１以上

に当たる61病院で、この４年間に診療科48が休

診し、診療日を減らすなど診療を縮小した診療

科も55に上ったことが、共同通信社の調査で明

らかになっています。本県においても、県立延

岡病院の医師の欠員８名を初め、宮崎市郡医師

会病院の内科医３名の大学からの派遣中止、県

立こども療育センターの医師不足等、枚挙にい

とまがありません。

このような現状を打破するため、県も入学定

員に地域枠を設けたり、奨学資金制度を充実し

たりと、四苦八苦しております。しかし、私

は、この問題の根源は、４年前に改められた新

医師臨床研修制度と、卒業後の研修先を研修医

自身が選べるようになった結果だと断じても間

違いではないと思うのであります。そこで、知

事に伺います。私は、全国知事会は最も国の政

策決定に強い影響力を持つと思うのであります

が、このような問題解消のための正攻法といい

ますか、医師の定員増の論議は出なかったの

か、余り報道されない気がいたしますが、少し

はやってこられたのでしょうか、知事に伺いま

す。

次は、入札制度改革について伺います。

県発注公共工事の入札・契約制度の改革は、

本県においては、全国知事会の改革案1,000万円

以上の一般競争入札より厳しい250万円以上の導

入を、本年１月より実施しております。しか

し、この間、国の急激な公共工事の予算縮減対

策と入札制度改革による過当競争等により、県

内の土木・建設業者は倒産や自主廃業に追い込

まれる事態となりました。業界の混乱に対応し

て、県も最低制限価格の見直しや総合評価方式

の拡大など、工夫を重ねて業界の実態に対応し

てきました。人間の行う改革でありますから、

当然、試行錯誤もあっていいわけであります

が、１年余にわたる本制度改革を振り返って、

現在の知事の印象をお尋ねします。

次に、雇用と産業振興について伺います。

昨年からことしにかけて、電機・半導体大手

メーカーが相次いで九州の生産拠点の売却・撤

退に踏み切り、評価の高かった国内有数の半導

体や先端産業の集積地は、業界再編や合理化の

主舞台となったと、マスコミは警鐘を鳴らして

います。昨年10月にソニーの大分市と長崎県諫

早市のゲーム機用半導体設備を東芝に約1,200億

円で売却することが公表され、ことし４月に入

り、ルネサステクノロジ熊本工場を三菱電機が

買収、パイオニア鹿児島工場は来年１月に閉鎖

予定と発表されました。本県においては、こと

し４月に富士通・日立プラズマディスプレイの

国富工場から富士通が撤退することが、また沖

電気は本年10月にローム社に売却予定と、５月

末に公表されています。これまで1970年～1980

年代に進出し、1,000人規模の先端企業として、

また県内の有力企業として地域を代表する生産

拠点を築いてきました。民間ベースの、しかも

企業メリットを求めての離合集散とのさめた見

方もあるかもしれませんが、我々は、一人でも

多くの職場や企業を追い求める立場から、大変
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心配しております。そこで、商工観光労働部長

に、本県の経済や雇用面からどのような問題意

識を持って見ておられるか伺います。

通告しております中国木材関連と雇用対策に

ついては、自席から行います。

次に、教育長に伺います。全国都道府県教育

長協議会が３月末にまとめた「学校危機管理の

ための都道府県教育委員会のあり方」につい

て、教育長に伺います。

同調査によりますと、地震や台風などの自然

災害について、都道府県教育委員会と都道府県

立学校の連絡体制は整っているものの、学校と

地元の市町村との連絡体制が十分に整備されて

いないことなどがまず指摘されています。ま

た、都道府県立学校が避難所になった場合、教

職員の役割についても定めている都道府県教委

は３割にとどまっていると指摘しております。

また、不審者侵入以外のテロ行為、新型インフ

ルエンザなどの感染症については、ほとんどの

都道府県教委が対応計画を持っていないことも

明らかになっています。この背景には、災害の

際に避難所としての学校の役割がクローズアッ

プされていることがあり、一方では、海外で起

きているゲリラやテロなどから国民を守ること

を定めた国民保護法の制定や、新型肺炎（ＳＡ

ＲＳ）や鳥インフルエンザなど新型感染症の世

界的流行などを受け、学校が対応すべきものの

一つとして位置づけられたことが注目されてい

ます。そこで、本県が今回の調査に応じた時点

の内容をお尋ねします。

以後の質問は自席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

鉄道高速化の現状認識等についてでありま

す。日豊本線は、東九州を縦貫する唯一の幹線

鉄道であり、本県産業の振興や地域の活性化は

もちろん、九州が一体となった発展を図る上で

も大変重要な交通基盤だと考えております。そ

のような中で、九州の西側地域では、2011年春

に九州新幹線鹿児島ルートが全線開業の予定で

あり、また、長崎ルートもこの４月に着工され

たところであり、九州内での東西間の格差がま

すます拡大する状況にあることは十分認識いた

しております。本県では、日豊本線の鹿児島、

大分両県との県境区間の高速化やフリーゲージ

トレインの導入、さらには東九州新幹線の建設

といった高速鉄道の整備が長年の課題になって

おりますが、いずれも多額の費用を要し、昨今

の国、地方の厳しい財政状況、ＪＲ九州の経営

実態、さらに、今後ますます求められる費用対

効果の視点やコスト意識の中で、具体化の見通

しが立たない状況であります。このような状況

を踏まえますと、私は、今後の鉄道整備のあり

方や、県としての取り組みの方向性などについ

て、具体的な戦略を固める時期に来ているので

はないかと考えておりますが、いずれにいたし

ましても、鉄道の整備は本県の重要課題の一つ

でありますので、積極的に対応してまいりたい

と考えております。

続きまして、エコクリーンプラザみやざきの

一連の問題につきましては、地元の皆様の不安

解消と一刻も早い施設の機能回復が大変重要で

あると考えております。今後、外部調査委員会

において、客観的・専門的立場から徹底的な原

因の究明を行うとともに、責任の所在も明らか

にしていただくこととしております。県といた

しましては、リーダーシップを発揮し、一日も

早い問題解決に向け、公社や関係市町村と連携

の上、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考
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えております。

続きまして、医師不足についての全国知事会

での取り組み状況についてであります。医師不

足への対応につきましては、まさに全国の知事

が抱える共通の課題であり、知事会の場でも活

発な議論がなされております。また、知事会と

して、国に対し、あらゆる機会を通じて要望を

行っているところであります。具体的に申し上

げますと、毎年行っております国への要望活動

に加えまして、政府主催の全国知事会で、総理

を初め関係閣僚に対し、医師不足の抜本的対策

を要望するとともに、厚生労働大臣との意見交

換会におきましても、直接、深刻な状況に陥っ

ている医師不足の現状を訴えておるところでご

ざいます。このような中、国において、医師数

の抑制方針の転換に向けて検討がなされている

と聞いておりまして、全国知事会等の活動も、

大きな影響を与えたものと考えております。

最後に、入札・契約制度改革についてであり

ます。本県では、一昨年の談合事件により失わ

れた県政に対する信頼を回復するため、一般競

争入札の拡大など、より公正、透明で競争性の

高い入札・契約制度の確立に、スピード感を

持って取り組んできたところであります。ま

た、並行して改革の検証も随時行い、最低制限

価格の見直しも行ったところであります。もと

より、社会資本整備の担い手である建設産業

は、災害時の緊急対応などに大きな役割を果た

すとともに、地域経済と雇用を支える重要な産

業の一つでもありますので、建設産業が健全に

発展することも大変重要であります。したがい

まして、今後、技術と経営にすぐれた業者が伸

びていけるよう、建設業者の実情に応じたきめ

細かな支援にも努めてまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○副知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいた

します。

エコクリーンプラザみやざき問題の責任追及

についてであります。この問題につきまして

は、外部調査委員会において、計画策定時から

設計、施工、施工管理並びに検査に至るすべて

の過程において、当時の技術的な知見に基づく

判断のあり方でありますとか、組織内部におけ

る意思決定の過程のあり方といった観点から、

徹底した調査、検証を行うとともに、責任の所

在等について明らかにしていただくこととして

おります。関係職員の処分等責任の追及につき

ましては、この委員会で客観的、専門的な立場

から整理していただいた調査結果を踏まえて、

公社及び県、市等で判断することになるものと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

企業の事業再編等についてであります。経済

のグローバル化に伴うさまざまな競争の激化

や、目まぐるしく変化する消費者ニーズへの対

応など、企業を取り巻く経営環境は大変厳しい

状況にございます。このような中、産業界にお

きましては、事業の維持拡大を図るため、再

編、統合等が行われており、御質問にありまし

た県内２社の動きも、このような企業行動の一

部であると伺っております。なお、沖電気工業

半導体事業のロームへの売却に関連いたしまし

ては、本県に立地しております宮崎沖電気及び

沖マイクロデザインの事業体制は維持されると

聞いております。県といたしましては、今後と

も、関係自治体や県外事務所等と連携しなが

ら、企業立地に対するフォローアップに努め、

雇用や事業の維持拡大を働きかけてまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降
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壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

学校危機管理についてであります。全国都道

府県教育長協議会では、全国の危機管理に関す

る状況等について調査を行い、本年２月に「学

校危機管理のための都道府県教育委員会のあり

方」として報告書を取りまとめております。本

県の状況についてでありますが、まず、県立学

校と県教育委員会の連絡体制につきましては、

宮崎県教育委員会防災計画において定められて

おります。次に、県立学校と地元市町村との連

絡体制及び県立学校が避難所になった場合の教

職員の役割につきましては、県教育委員会での

定めは設けておりませんが、市町村地域防災計

画の中で避難所として指定された県立学校にお

いては、校長など管理職が避難所の連絡責任者

等としての役割を担うことが定められておりま

す。さらに、テロ行為及び新型インフルエンザ

などの感染症につきましても、県教育委員会独

自の対応計画はございませんが、宮崎県国民保

護計画及び新型インフルエンザ対応指針におき

まして、教育委員会や学校現場を含め、全庁的

に対応することとされております。以上であり

ます。〔降壇〕

○権藤梅義議員 鉄道高速化について引き続き

質問させていただきます。私は、新幹線やフ

リーゲージをどう考えていくのか、例えば、い

つになるのかわかりませんが、道州制の実現後

に東九州への社会資本の集中した投入を促すと

か、そういうタイミングはあると思います。私

は時々考えるのでありますが、明治や昭和の国

策の偉大さは、国として統一した考え方があっ

て、例えば、全国に鉄道を今日まで敷設してこ

られた。今はどのように予算を削減して切り詰

めるか、こういう時代になったことは理解をい

たしますけれども、高速道路や鉄道は限界的に

どこまで延ばして、どれだけの収入や採算があ

るかという考え方が、本当に国家の大計として

正しいのだろうかと考えます。

漏れ聞いた話でありますが、国会議員レベル

の話でも、鹿児島県ではＯ代議士がリーダー的

に日豊本線のフリーゲージ導入を唱えていると

か、大分県ではＥ代議士から同じ話を聞いたと

指摘され、宮崎はと反問され、返事に困りまし

た。宮崎は高速道路で頭がいっぱいなんだろう

と答えざるを得ませんでした。

また今回、大分県からもらった資料に、昨

年11月８日付の大分県知事と大分県議会議長名

の、国や政府、ＪＲ等への要望文があります

が、日豊本線の佐伯―延岡間の高速化検討結

果、最高時速110キロメーターの早期実現が第１

項目に掲げてあります。私はこれを、宮崎さん

もしっかり頑張りましょうという気持ちで拝見

をいたしましたが、本来、相手先に物事を要望

するときには、当方としても、ある程度諸条件

を大まかにでも検討し物を言わないと、迫力が

ないと思うのであります。重ねて、知事の高速

化への考え方を伺います。

○知事（東国原英夫君） 私も、九州知事会で

鹿児島に行ったときに日豊本線を使わせていた

だいたんですが、帰り、最終の西鹿児島―

今、鹿児島中央駅ですか―からの鉄道に乗っ

たんです。国分あたりまでは人がたくさん乗っ

ているんですが、それを越えて、つまり県境を

越えたあたりから愕然とするほど人が少なくな

るんですね。このまま費用対効果だけが前面に

出るのはいかがなものかと思いますが、ＪＲは

民営化しておりますから、費用対効果というの

は非常に重要なことだと思うんですけれども、
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やっぱり乗ってふやす、乗って高速化を目指す

というような活動も、重点的に進めていかなけ

ればいけないと考えております。

日豊本線の佐伯―延岡間の高速化につきまし

ては、本県も、国やＪＲ九州に対して再三にわ

たり要望を行っておるんですが、宗太郎峠の地

形の問題からでしょうか、莫大な費用がかかる

ということで、具体化に至っていない状況であ

ります。今後、具体的な戦略を含め、大分県等

との関連も強化しまして、この問題には取り組

んでまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 私の先ほどの例示の中で、鹿

児島県が空の福岡便をとめるという話がありま

した。本県は、観光客等の足が鹿児島でとまる

ことがないように願うわけでありますが、本県

は、一方では空港のアクセスが全国でも最もよ

い条件にあるわけですが、例えば、高速道路を

経由したバス便やレンタカー利用を徹底して研

究し、鹿児島や熊本と結んだ観光やビジネスの

魅力あるルートを確立することが大変大切だと

思います。例えば、旅行を鹿児島ルートで考え

ている人が、宮崎まで足を延ばすかどうか迷う

ことが今後多くなると思います。そのとき、旅

行会社の担当者から、「鹿児島から宮崎への

ルートは見どころがたくさんあり、決して行っ

てみて後悔しませんよ」という言葉が出るよう

な、特別な努力が必要ではないかと思います。

そのような意味では、台北―宮崎、ソウル―

宮崎便の推進等は、今は鹿児島に遠慮した形で

という感じもしますが、今後は、有力な陸上

ルートの確立をしていけば、宮崎からの帰り便

の有利性が逆に出てくるのではないかとも考え

ます。今後の高速化以外の点で補強すべき点

を、知事にお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおり、

鹿児島から福岡までの新幹線が開通しますと、

鹿児島から福岡までの航空便が減少あるいは廃

止に至るのではないかという考え―それは認

識しております。そういった意味で、鹿児島か

ら福岡までこれまで航空便を使っていらっ

しゃった方、例えば北諸、西諸あたりの方たち

は、鹿児島の空港から乗っていらっしゃった方

が、宮崎から乗っていただくことなども考えら

れますね。ですから、宮崎―福岡間が多くなる

可能性もあるということでございます。

そして、御指摘の観光なんですが、当然、観

光ルートというのは、南九州あるいは九州全域

で考える時代だと考えております。特に台湾、

ソウル線等々の定期便が就航しましたので、そ

ういったお客様たちも含めて、新幹線と高速道

路の組み合わせ―それは鹿児島なのか、八代

なのか、熊本なのか、そういったきめ細かい多

面的な視野に立って、観光ルートの開発に努め

ていかなければいけないと考えております。

○権藤梅義議員 次に、エコクリーンプラザみ

やざきの問題です。私は、本庁の担当課という

組織は、公社ができてもあったと思います。私

が想定する本庁の機能というのは、副知事は両

方にまたがっておりましても、そこに環境の部

長がおり、担当課があったというふうに思うわ

けであります。建設が進むに従って、事業の進

捗の打ち合わせとか、そういったもの等は逐次

行われていたのではないかというふうに思うん

ですが、環境森林部長に実情の御説明をお願い

いたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県では平成13

年12月に、環境対策推進課に担当主幹等を配置

しまして、地元や関係市町村との調整を行うと

ともに、公社との事業の進捗などにつきまし

て、適宜、協議を行ってきたところでありま
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す。また、当時、財団法人宮崎県環境整備公社

に出向していました複数の職員からの聞き取り

を行っておりますが、「ごみ処理施設は特殊な

工事であったことから、技術的な協議は公社の

技術職員と委託業者で行い、県の建設部門との

協議は行っていない」とのことでありました。

○権藤梅義議員 250億の投資をお願いするのに

―公社にはもちろん副理事長とか県の職員と

かが出向しておりますが―公社は公社、本庁

は本庁、そして、さっきも言いましたが、そこ

の両方の責任者として一方で副知事が理事長で

公社におり、さらには副知事の下には環境の部

長がおり、担当課、環境対策推進課、そういう

ところがあって、そこは対等にものを述べ合

い、また発注者としては、むしろ公社よりも注

文をつけたり、かんかんがくがくやる立場に

あって進行していたという理解をしておったん

ですが、もう公社任せだったという理解をして

よろしいわけですね。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 工事の中身に

つきましては、環境対策推進課につきまして

は、技術職員等は配置されておりませんでした

が、例えば基本計画等の変更ですとか、進捗状

況については随時、適宜、公社のほうと協議は

行っていたということでございます。

○権藤梅義議員 それでは、国からの348億円に

対する補助金は県が申請したのか、公社が申請

したのか。国は、県ではない公社に直接補助を

するのでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、その前

提となります事業計画書の変更につきまして

は、公社から県を経由して進達という形でやっ

ております。

○権藤梅義議員 進達という言葉を使われまし

たが、結局、県は書類をすっと本庁に出した

と、責任も吟味もしておりませんと、そういう

理解でいいんですね。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 進達に当たっ

ては、内容については当然協議し、それを了解

した上で国のほうへ提出しているということで

ございます。

○権藤梅義議員 その時点での盛り土方式―

３つの方式から盛り土方式を選んだとか、そう

いったこと等については県も納得ずくという解

釈でよろしいんですね。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 17年の８月か

ら10月にかけて補強工事等を行っております

が、それ以前のいろんな協議等、具体的な内容

については、県のほうでは協議、報告は受けて

いないというふうに理解いたしております。

○権藤梅義議員 報告を受けていないというこ

とそのものがおかしいと思うんですね。問題意

識があり、同等であるならば、報告とかそうい

うことじゃなくて、最善の方法が盛り土方式な

のか、そういう議論をして納得をしたと、そう

いうことになるんじゃないかと思います。これ

はもう、水かけ論じゃないけれども、部長と議

論しても結論は出ないと思いますから、先に進

みます。

このような場合に、故意に行った書類の紛失

や証拠隠滅ということであれば、犯罪性がある

んじゃないか、条件がそろえば背任や証拠隠滅

の罪に問われると、私は思いますが、総務部長

はどのように考えているのか伺います。

○総務部長（山下健次君） 今後、外部調査委

員会の調査・検証によりまして、意思決定過程

等に関する事実関係、あるいは責任の所在が明

らかにされることとなっております。その結

果、関係職員について、罪に問われるような重

大な法令違反等があれば、大変遺憾なことであ
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り、県としても厳正に対応する必要があると考

えます。

○権藤梅義議員 これについても、まだひっか

かれば前に進みませんので、調査結果等を見守

りたいと思います。

次に、一部質問と重複いたしますが、理事会

や理事の任命等については、設備が補修され、

ある程度完全な形に戻された後には、11市町村

の利用者重視の運営会社となるほうが望ましい

のではないか。今回の地元説明や協議会等との

情報交換についても、例えば、８割の受益者と

なる宮崎市がもっと実質的に指導力を持つ形が

望ましいのではないかと考えますけれども、知

事のお考えを伺います。

○知事（東国原英夫君） 宮崎県環境整備公社

の運営のあり方につきましては、その設立の経

緯等も、もろもろありますけれども、今後、公

社及び宮崎市などの関係市町村と十分な協議を

する必要があると考えております。

○権藤梅義議員 この問題は、調査委員会の調

査や環境調査の結果を見ながら、我々も今後、

行動してまいりますが、常に県民や地域住民主

体の機敏な判断を求めて、次に進みます。

再度、医師不足について知事に伺います。つ

い先日、６月17日に、福田総理と舛添厚労大臣

が国の方針の一部を変更する旨の報道もなされ

ておりますが、これまでの医師不足に対する国

の施策は医療費削減が最重要テーマであり、医

師不足問題は地域間、診療科間の偏在であると

の立場をとり、医師を大幅にふやすのではな

く、調整するとの考えのようであります。

このたび県医師会の会長に就任された稲倉正

孝先生は、「日州医事」の中で、「週40時間労

働の守られていない勤務医の平均労働時間は64

～66時間との調査結果があり、勤務医16万人

を40時間労働に置き直すと、10万人の医師不足

となる。また一方、ＯＥＣＤ加盟30カ国の平均

医師数は人口10万人当たり290人、日本は27番目

の210人であるので、日本の医師総数は26万人で

ＯＥＣＤベースに置き直すと約36万人となり、

こちらも10万人の医師不足が指摘される」と述

べておられます。また、別の指摘として、ＮＰ

Ｏ法人医療制度研究会代表理事の本田宏医師

は、約14万人の医師が不足していると試算して

おられます。

今日の混乱を招いた最大の要因とも言われま

す新医師臨床研修制度についても、時代的に高

度医療が求められる以上、当然の改正かもしれ

ません。また、個人の人権を認める以上、研修

医個人の希望を拡大することも否定しません。

しかし、全国の調整を国や大学が放置したまま

の制度変更は、混乱を招き、もう限界に来てい

るものと考えます。もっと大学で研修医等を多

く持てるような改正や、国の医師定数増を目指

すことは当然ではないかと思います。全国知事

会での具体的かつ積極的な発言や提言を知事に

お願いしたいと思いますが、再度、御答弁願い

ます。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、現

在の医師不足というのは医師の偏在でございま

すが、それは新医師臨床研修制度によるところ

が大きいと認識をしております。国としまして

は、医師数をこれから多くするという、医師不

足を抑制するような方針で考えられていると思

いますが、なお一層、医師の絶対数をふやすと

ともに、医師の偏在をなくすような施策に積極

的に取り組んでいただくよう、これからも国に

対して、全国知事会等々を通じて働きかけてま

いりたいと考えております。

○権藤梅義議員 また、同じ「日州医事」の中
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で、副会長の河野雅行先生は、宮崎県医療計画

の医師確保対策の中で、「宮崎大学の入学者地

域枠の増員が決定されて、朗報ではあるが、卒

業後、本県に残る保証はない。残留率を上げる

為に、魅力ある充分な職場や研究環境が準備出

来るか否かが問われている。入り口のみでな

く、出口の整備・対策も必要と思われる」と述

べておられます。これらの指摘に対しまして、

知事は一部取り組んでおられますが、どのよう

に感じておられるか伺います。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおり、

医師修学資金の貸与システムでございますが、

一応これまで10名の方たちに貸与させていただ
※

いているんですけれども、卒業してから進路を

確定する、あるいは地域を確定されるというこ

とに対して、非常に抑圧感みたいなことを考え

ていらっしゃる学生さんが多いと聞いておりま

す。保護者の方にはおおむね評判がいいんです

が、学生本人はちょっとしり込みをしていると

いうような状況もございます。これは今後の課

題だと思っています。それは、自治医科大学の

学生さんのマッチング率の本県の低さなんかも

考えて、やはり医師の方が本県にとどまりたい

と、本県で働きたいというような職場環境をつ

くっていくということも重要だと認識しており

ます。

○権藤梅義議員 時間の関係で一部入れかえま

して、中国木材の件であります。昨年から話題

となっております中国木材が、今月に入り進展

があったと聞きますので、お二方、部長にお伺

いします。

私ども民主党県議団３名は、期せずして６

月10日に、政務調査で佐賀県の伊万里事業所を

訪問し、工場を視察させてもらいましたが、そ

の意見交換の中で藤村所長本人から、あした日

向市に出張するということを聞きまして、内容

は触れられませんでしたが、明るい表情に接し

たところであります。工場は、８万坪の中に木

材市場、製材関係、集成材工場、こういったも

のが整然と近代的な設備で設置をされておりま

して、焼却灰以外は出ないというようなもので

あり、配送センターも所狭しと製品が積まれて

おりました。中国木材の進出が決まれば、こう

いう工場が日向にできるんだなというふうに感

じたところであります。

そこで、環境森林部長に伺いますが、本県の

原木供給面への影響と、現地日向市の業者間の

協議が進展したポイント等を、県の森林・林業

行政の立場からどのように受けとめているか。

また、私どもに対する藤村所長の説明でもあり

ましたが、細島港を控えて、将来的には東アジ

アを向いているとのことであります。今後の耳

川流域や製品供給の面からどのようなことが期

待できると考えているか、伺います。

また、商工観光労働部長には、操業当初は何

割かでしょうが、最大限４組３交代で400名の雇

用が期待できるとの計画でありますが、企業誘

致や雇用の面からの県行政の立場を伺います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 中国木材の進

出につきましては、先般、地元の関係者から成

る会議が、林業３団体による検討会に対しまし

て、進出条件を取りまとめた提言書を提出する

など、大きな進展が見られたところでありま

す。今後、進出が容認され、大型工場が稼働す

れば、安定的な木材需要が生まれるなど、林業

・木材産業の活性化や、森林資源の循環利用の

促進が期待されるところであります。また、地

元耳川はもとより、県内全域におきまして、伐

採や植栽、育林等における就労機会の増加が見

込まれますとともに、これまで利用の少なかっ
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た曲がり材の活用が進み、森林所有者の所得向

上につながるものと考えております。さらに、

会社は専用船を持っておりまして、この専用船

による製品出荷を行うこととしておりますこと

から、県産材製品の大量かつ安定的な県外出荷

が期待されるところであります。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中国木材

の状況につきましては、ただいま環境森林部長

がお答えしたとおりでございますけれども、雇

用情勢の大変厳しい県北地域にとりましては、

新たな雇用の創出が見込まれる企業の立地は、

地域経済の活性化にもつながるものと考えてお

ります。このため、引き続き環境森林部と情報

を共有しながら、話し合いの推移を見守ってま

いりたいというふうに考えております。

○権藤梅義議員 次に、本県の雇用対策につい

て商工観光労働部長に伺います。

本県の有効求人倍率は４月が0.58と、全国

の0.93を大きく下回るなど、厳しい雇用状況が

続いております。既に、世界経済や日本の景気

は、アメリカのサブプライム問題や重油価格の

高騰などにより、後退局面に入ったと言われて

おります。本県においては、大方の業種で好況

感を味わわないままの景気後退であります。そ

のような中、雇用対策で大変困難な問題が多い

ことも重々わかっておりますが、一方、若い人

を中心とした労働力の活用問題も大変注目され

ているところであります。このような状況を踏

まえまして、改正後の雇用対策法に基づき、各

都道府県の労働局では、知事の意見を十分取り

入れた雇用対策の運営方針を作成していると言

われております。今回設置された県北や県南の

５ブロックでの地域別雇用対策連絡会議では、

国と県、地域が一体となって雇用対策に取り組

んでいくと聞いておりますが、その取り組み内

容や期待される効果を伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 地域別雇

用対策連絡会議につきましては、地域の雇用情

勢の的確な把握とか、雇用関連施策の円滑な推

進を図ることを目的として、国や県、市町村な

どの関係機関が一体となりまして、雇用情勢の

厳しい地域から順次設置したものでございま

す。現在、県北、県南、西都児湯の各地域の連

絡会議におきましては、国の委託事業でありま

す地域雇用創造推進事業、いわゆる新パッケー

ジ事業と申しておりますけれども、これの構想

提案に向けた検討を行っており、北諸県・西諸

県地域においても準備が進められております。

このうち延岡市におきましては、既に製造業や

情報サービス業等における雇用拡大をテーマと

した事業構想を国に提案中であり、県といたし

ましても、早期採択に向け、働きかけを行って

いるところであります。また、その他の地域に

おきましても、この事業を活用して、市町村の

自立的な取り組みを促しながら、地域の特性を

生かしたきめ細かな雇用対策の強化を図ってま

いりたいと考えております。

○権藤梅義議員 ちょっと時間の調整を間違い

まして、入札制度については全部聞けないかも

しれませんが、お許しいただきたいと思いま

す。

知事にお伺いしますが、３月31日に、入札参

加資格者の県内業者は2,723社と公表されまし

た。知事は、県内の業者が多過ぎるという持論

を持っておられますが、この数値をどのように

見ておられるか伺います。

○知事（東国原英夫君） 入札参加資格認定業

者数は、手元の資料によりますと、平成20年４

月１日で、建設工事、建設関連、合計が2,723社

あるというデータでございます。ちなみに、人
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口1,000人当たりの建設業許可業者数は、福岡

が1,0 00人当たり4.5社、大分県4.0、佐賀

県4.0、長崎県3.9、熊本県3.9、沖縄県3.6、鹿

児島県3.6、九州平均が4.1、全国平均4.0、宮崎

県は4.7となっております。以上です。

○権藤梅義議員 総工事量が減少する中で生き

残りをかけた新分野進出というものに、県土整

備部長、汗を流していただいておるわけであり

ますが、これらの現在の実態と指導内容をお尋

ねいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 建設業は、今

後も建設投資の伸びが見込めず、また大変厳し

い経営環境に直面しておりますことから、経営

基盤の強化が求められており、新分野への進出

が一つの方策となっております。このため県で

は、経営相談窓口を開設いたしますとともに、

建設業の現状や経営基盤強化策等をカリキュラ

ムとした講習会や、さらには新分野進出を検討

している経営者向けのセミナーを県内各地で開

催したところ、多数の相談や参加があったとこ

ろでございます。また、昨年度創設いたしまし

た新分野定着促進のための助成金を11業者に助

成したところであり、このような状況から見ま

すと、新分野進出に対する取り組みの機運が高

まっているのではないかと考えております。県

といたしましては、今後とも、新分野進出等経

営革新に取り組まれる業者の方々を、関係部局

と連携の上、重点的に支援していくこととして

おり、本年度は、助成金の大幅な拡充や新たな

貸付制度の創設も行ったところでございます。

○権藤梅義議員 一般的には、予定価格が下が

れば品質も下がるのではないかとの懸念もある

わけでありますが、実際にはどのように検証

し、確認されようとしているか伺います。

○県土整備部長（野口宏一君） 良質な社会基

盤を整備していくためには、工事の総合的な品

質を確保することが重要でございまして、250万

円以上の工事について、県におきまして工事成

績評定を行い、企業の技術力向上に対する意欲

を高めることとしております。その結果でござ

いますけれども、平成18年度と19年度に県土整

備部が発注した工事の平均点を見てみます

と、18年度が78.2点、19年度が79.2点となって

おります。なお、19年度発注工事につきまして

は、繰り越し工事がまだ残っているということ

から、今後とも、落札率との関係等も含め、引

き続き検証を行っていきたいと考えておりま

す。今後とも、総合評価落札方式の拡充ですと

か、工事監督検査の充実強化を図りながら、公

共工事の品質確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

○権藤梅義議員 時間が参りました。ありがと

うございました。これで終わります。（拍手）

○坂口博美議長 知事から発言の申し出があり

ますので、発言を求めます。

○知事（東国原英夫君） 先ほど答弁の中で、

医師修学資金の貸与制度でそれを適用されてい

る人数を10名と申し上げましたが、平成20年度

で９名の間違いでございました。訂正しておわ

びをさせていただきます。

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あしたの本会議は、午前10時開会、本日に続

いて一般質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時52分散会
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平 成 2 0 年 ６ 月 2 4 日 ( 火 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これから本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、濵

砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） きょうは一

般質問５日目、私が17番目であります。きのう

まで各議員さんの一般質問を聞かせていただき

ました。それぞれ住んでおるところも違います

し、周辺の環境も違いますから、いろんな立派

な質問を聞かせていただきました。私も自分の

立場で、また視点を変えて質問をさせていただ

きたいと思います。

きょう来るときに車の中でちょっと考えてい

たんですが、この一般質問というのは議員だけ

に与えられた機会であります。そして、これだ

け、知事を初め執行部の幹部の皆さんや議員の

皆さん方が、こうしてそろってこの時間を費や

すというのは、換算するとどのくらいの金額に

なるのかなと、そう考えましたら、これは時間

を大事に使って質問せないかんと。そういう気

持ちで質問をさせていただきます。

それでは、通告に従いまして順次質問をして

まいります。特に今回、私は、新しい知事体制

になって初めての一般質問であります。今まで

代表質問しかしておりませんから、初めてであ

ります。どうぞよろしくお願いをいたします。

まず初めに、知事にお伺いをいたします。

知事は、本県の平成20年度当初予算編成に当

たり、行財政改革大綱2007の財政改革プログラ

ムを着実に実行することにより、財源の捻出に

努め、収支不足の圧縮を図るとともに、本県が

抱える政策課題に的確に対応するため、選択と

集中の理念のもと、新みやざき創造戦略に基づ

く施策のうち、中山間地域・植栽未済地対策、

子育て・医療対策、建設産業対策を、特に重点

的に推進すべき施策として取り組むと発表をさ

れました。これを聞いて手をたたいて心から喜

んだのは、過疎と高齢化が進む中で衰退する中

山間地域で今日まで頑張って生活している人た

ちや、社会環境や経済的に苦しい生活の中で、

必死の思いで子育てや子供の教育に頑張ってい

る世代、行財政改革の中で、公共投資の大幅削

減、一般競争入札制度の導入で、相次ぐ倒産や

失業者がふえ続けている建設業関係者の方たち

であります。この３つの基本方針は、紛れもな

く本県の直面する重要な課題であり、まさに的

を射た視点であると、敬意を表するものであり

ます。関係する多くの県民は、かたずをのんで

県政を見守り、この対策に大きな期待を寄せて

おります。平成20年度も、はや３カ月が過ぎよ

うとしておりますが、現在の知事の感想をお聞

かせいただきたいと思います。

次に、地方分権改革についてであります。

日本国憲法第８章に定められている地方自治

は、地方自治体に一定の権能を認め、住民の総

意と責任において、みずからの行政運営を行わ

せるものであり、国民主権を支え、戦後の民主

主義を具体化するものでありました。しかし、

実際には、中央省庁による機関委任事務制度や

補助金行政など国の細かな関与によって、中央

集権的な運営が行われてきました。それを変え

たのが、地方分権一括法による第一期の地方分

権改革であります。機関委任事務制度は廃止さ

れ、国と地方の関係は上下・主従から対等・協

力に変わりました。しかしながら、三位一体改

革では、税源移譲が中途半端に終わってしま
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い、逆に国の財政再建を優先する地方交付税の

一方的な削減などによって、自治体の財政的な

自立は一層厳しくなり、地方自治制度そのもの

が大きな転換点に立たされております。地方分

権改革推進委員会の第１次勧告では、地方が主

役の国づくりに向けた改革を行うとなっており

ます。住民に身近な行政は地方で担い、それぞ

れ地域の実情に応じて自由度の高い行政運営が

行われるべきであり、遠く離れた東京・霞が関

で考えるべきものではないと思います。そこ

で、先般、５月28日、この地方分権改革推進委

員会が出した第１次勧告、生活者の視点に立つ

地方政府の確立について、どのような感想を

持っておられるのか、知事にお伺いいたしま

す。

また、第二期地方分権改革に取り組んでいる

政府の地方分権改革推進委員会に対しては、地

方の自治と財政の自立に向けた道筋をしっかり

と描くことが強く求められております。我が国

が一律に地方の発展を計画する時代は終わって

いると感じます。これから必要なことは、地域

住民の将来を考え、それぞれの地域に応じたも

のを、各自治体が独自の権限で地域経営ができ

るようにするため、権限と財源を移譲すること

であります。そもそも地方分権改革とは、本

来、国が行っている事務・権限とそれに伴う責

任の主体を、大きく国から地方自治体へ切りか

えていこうとする取り組みであります。しかし

ながら、報道によりますと、特に国の出先機関

の改革については、各省庁ともそれぞれ省益を

守るというか、ほとんどがゼロ回答に近い主張

であり、全く話にもなりません。今後、第二期

地方分権改革が進められる中で、権限だけでな

く、当然財源も含めた形で、真に地方の自主自

立につながる改革となるように、知事には、全

国知事会や国に対し、積極的な意見を述べてい

ただきたいと存じます。知事のお考えをお聞か

せください。

次に、本年４月に始まった後期高齢者医療制

度について伺います。

国民医療費は、急速な高齢化や医療の高度化

に伴い、国民所得の伸びを上回るペースで増加

しており、現在の年間医療費34兆円が、20年後

には65兆円規模になるという試算があるほどで

あります。この観点から、我が国が世界に誇れ

る国民皆保険制度を将来に向けて充実強化して

いくためには、国民医療費の適正化を図るため

の制度改革は必要不可欠であります。しかしな

がら、今ここにある混乱は目を覆いたくなるほ

どであります。平成18年６月の法改正から２

年、その間の準備期間は一体何だったのか。国

は昨年の参議院選挙後に、この制度を含む高齢

者医療制度の軽減措置を急遽講じることにしま

した。また、その後の世論、地方における補欠

選挙などの結果から、さらに見直しが検討され

ております。先週12日に与党・政府の改善案が

公表されました。その努力には敬意を表するも

のであります。しかしながら、制度そのものは

既に４月から動き出しております。まさに泥縄

と言わざるを得ません。収入がない人や扶養家

族として免除されてきた人を含め、全員が保険

料を支払わなければならない制度設計は、果た

して妥当であったのでしょうか。一部肩がわり

納付が認められるようでありますが、年額18万

円以上の年金受給者の全員が自動的に保険料を

天引されることの是非を含め、国民に不評であ

ることは明確であります。

これまでの論議では、国が講じる軽減措置を

含め、高齢者や市町村の不安・不満にこたえる

ものにはなっておりません。保険料の軽減措置
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では、新保険料が適用される従来からの保険加

入者と、今回新たに適用されるはずだった被扶

養者との間に新たな不公平が生ずることとなり

ます。こうした混乱をさらに増幅するかのよう

な措置ではなく、今、国民の意識が高まったこ

のときにこそ、高齢者医療について、利点は適

切に評価してさらに磨き、欠点を敏速に改めて

いくべく、しっかりと議論をし直すべきと考え

ますが、知事の所見を伺います。

また、厚生労働省は、新制度では担当医を決

め、薬の重複をなくし、在宅での「みとり」を

ふやす方針と聞きますが、あなたは高齢だから

治療・検査はここまでですよということでは納

得がいきませんし、年齢で、受ける医療に差が

あってはなりません。この制度では、団塊の世

代が75歳を過ぎるまでふえ続ける保険料に対す

る不安と、予想される、受ける医療の質の低下

に、高齢者はおそれを持って見ております。こ

の制度について、知事のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

次に、電波法の改正に伴うデジタル化への対

応について伺います。

まず、テレビの地上デジタル放送への切りか

えについてであります。2011年７月には、すべ

てのテレビ放送がアナログから地上デジタルに

切りかわります。テレビを見るには、デジタル

対応のものへの買いかえか、専用チューナーの

取りつけなどが必要となり、視聴者は経済的負

担を強いられることになります。総務省では、

経済的理由によりテレビが視聴できなくなる世

帯に対する具体的な支援を今年夏までに検討す

るとしていますが、本県においての取り組みは

どうなっているのか、県民政策部長にお伺いを

いたします。

次に、未来への投資、少子化対策と子育て支

援であります。

日本は、第２次ベビーブーム以降の少子化傾

向に歯どめがかからず、全国では05年（平成17

年）に合計特殊出生率1.26、宮崎県では1.48と

過去最低を記録しております。平成19年には全

国で1.34、宮崎県では1.59と微増はしたもの

の、長期的な少子化傾向は変わっておりませ

ん。ちなみに本県の出生数は、昭和30年が２

万6,740人、昭和50年が１万8,123人となり、平

成17年には戦後初めて１万人を下回り、9,738人

になりました。06年、国立社会保障・人口問題

研究所は、この状況が続くと、50年後の2055年

には日本の人口は9,000万人を切り、高齢化率は

現在の22％から40％になると予測をしておりま

す。

こうした急速な少子化が進行する中で、平

成15年７月、国における次世代育成支援対策推

進法の制定に伴い、本県においても翌年６月に

次世代育成支援対策推進本部が設置され、行動

計画が策定されております。また、平成19年７

月には、東国原知事を本部長とする宮崎県子育

て応援本部に名称を変更し、さらには民間団体

で構成する子育て応援みやざき県民会議も名を

改めて設置されております。このように、表面

的にはすばらしい体制整備がなされております

が、実際には、いま一つその効果があらわれて

いないように思います。本県においては、具体

的にはこれまでどのように取り組んでこられた

のか、そして、その効果はどのような形であら

われているのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

平成19年４月に児童手当制度が改正され、小

学校６年生以下の子供を対象に児童手当が支給

されております。３歳未満の乳幼児には一律に

月額１万円、３歳以上の子供には第１子と第２
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子に月額5,000円、第３子以降に月額１万円の支

給であります。しかしながら、１歳の乳幼児と

３歳児と５歳児の３人の子供を持つ家庭を例に

とってみれば、貴重な税金ではありますが、わ

ずか月額２万円の児童手当が支給されるだけで

あります。しかも小学校６年生までで打ち切り

です。若い夫婦が夫一人の収入と２万円の児童

手当で子供３人を育てていくと仮定すれば、か

なりの無理があると思いますが、福祉保健部長

はどうお考えでしょうか、お聞かせください。

子供を産む産まないは、もとより個人の自由

ではありますが、社会は次世代を担う子供なく

しては存続し得ません。しかも、自分自身は子

育てをしなくても、だれかが育てた子供が成長

して社会を支えていくことになります。そし

て、いつかは、子供を育てていない人も、そう

いう次世代の働きによって支えられる立場にな

ることは間違いない事実であります。少子化

は、もはや社会全体の問題として、物心両面か

らの環境づくりを実現しなければならない時代

が到来しております。近年、子育て支援策とし

て、各都道府県では、保育料の軽減措置や公営

住宅入居費の助成、出産祝い金などさまざまな

試みがなされているようであります。本県及び

県内市町村においてはどのような取り組みがな

されているのか、福祉保健部長にお伺いをいた

します。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後は

自席から質問をさせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

重点施策に関する感想についてであります。

平成20年度予算の重点施策につきましては、県

内の実情や県民の皆様からの生の声などを踏ま

え、県政が抱える課題のうち、緊急な対応を要

する重要課題として、中山間地域・植栽未済地

対策、子育て・医療対策、建設産業対策の３つ

を掲げたところであります。あわせて、組織体

制の見直しも行い、ことし４月に、中山間・地

域対策室やこども政策局を設置し、現在、部局

横断的な推進会議の開催や関連施策の展開な

ど、全庁的な対策の推進に取り組んでいるとこ

ろでございます。いずれも一朝一夕には解決困

難な課題であり、腰を据えてじっくりと取り組

むためには、これからがまさに正念場だと考え

ておりますが、一方で、いずれも待ったなしの

状況にあることも十分認識しておりますので、

スピード感を持って全力で取り組んでまいりた

いと考えております。

続きまして、地方分権改革についてでありま

す。政府では、今回の１次勧告、国と地方の役

割分担を初め、今後予定されている国の出先機

関や税財政制度の見直しなど、一連の勧告を受

けて地方分権推進計画を策定し、来年度中には

新分権一括法案を国会に提出する予定でありま

す。しかしながら、今回の勧告に盛り込まれた

農地転用許可権限の移譲や福祉施設の設置基準

の撤廃等、見直し項目の多くが関係省庁の抵抗

に遭い、政府の地方分権改革推進要綱では後退

したものになっているところであります。ま

た、一級河川の管理権限をめぐって、国から県

へ移管すべきかどうかといった議論もなされて

おりますが、住民にとっては、管理主体がどこ

であるかということより、生活の安全・安心が

いかに確保されるかが重要なのであり、もう少

し生活者の視点に立った検討がなされるべきだ

とも考えております。私は、今回の地方分権の

議論が、単に国と地方との綱引きに終わること

なく、権限や財源が十分に担保され、真に住民
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の利益につながるものとなるよう、今後の行方

を注目しながら、あらゆる機会を通じて、さら

なる地方分権の推進に向けて積極的に意見を申

し上げてまいりたいと考えております。

続きまして、後期高齢者医療制度についてで

あります。この制度は、これまでの老人保健制

度にかわり、４月から開始されましたが、今

後、医療費がますます増加すると見込まれる中

で、長期的に国民皆保険制度を維持していくた

めに創設された制度であり、公費と現役世代と

高齢者の皆さんで負担し合い、国民全体で制度

を支えていく仕組みであると認識しておりま

す。この制度については、制度がわかりにくい

といった声や、制度に対する不安の声を数多く

聞いており、ある程度見直しが必要だと考えて

おります。国民みんなが納得できるような制度

になるよう、国は国民に対してしっかり説明を

し、議論していく必要があると考えておりま

す。

次に、保険料や医療の質についてでありま

す。この制度では、医療の提供につきまして

は、これまでの老人保健制度と同様、原則とし

て窓口での１割負担で、必要な医療は十分に受

けられることになっておりますが、保険料につ

いては、国の試算でも将来的には上がっていく

ことが見込まれております。今後は、終末期医

療や担当医制度を含め、すべての医療保険制度

や負担のあり方について、十分議論をしていく

必要があると考えますので、国の動きを注意深

く見守っていきたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 経済

的理由によりましてテレビが視聴できなくなる

世帯に対する本県の取り組みについてでありま

す。地上デジタル放送への移行は、国の政策と

して推進されているものでありまして、国及び

放送事業者において、円滑な移行のための措置

がなされることが大前提であると考えておりま

す。県といたしましては、県内の地上デジタル

放送を円滑に推進することは、都市部との情報

通信格差の拡大を防止する上でも大変重要なこ

とであると認識をいたしております。したがい

まして、国に対する「みやざきの提案・要望」

におきまして、経済的弱者については、受信機

の普及に向けた財政支援措置を講ずることを要

望しているところであります。現在、国におき

ましては、生活保護世帯など経済的弱者に対す

るチューナーの無償配付などの対策を検討され

ていると伺っておりますので、県といたしまし

ては、国の支援措置の内容等も注視しながら、

今後も効果的な要望活動に取り組んでまいりた

いと考えております。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

子育て支援対策の具体的取り組みとその効果

についてであります。子育て支援対策につきま

しては、平成17年３月に策定しました次世代育

成支援宮崎県行動計画等に基づき、総合的に施

策を推進しております。具体的な取り組みとし

ましては、子育て家庭の経済的負担の軽減を図

るため、乳幼児医療費助成事業を拡充するとと

もに、多様化するニーズに対応するために、延

長保育の充実などに取り組んでいるところであ

ります。また、地域における子育て支援の観点

から、地域子育て支援センターや放課後児童ク

ラブの設置促進などに努めてきております。さ

らに、社会全体での機運醸成を図る「みんなで

子育て応援運動」を展開するとともに、関係部

局におきましても、子育てと仕事の両立支援、

子供の安全の確保や生きる力をはぐくむ教育の
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推進など、幅広い観点からの対策が実施されて

いるところであります。なお、これらの取り組

みの効果につきましては、合計特殊出生率の上

昇などは見られますが、その検証につきまして

はなかなか難しいと考えております。

次に、若い夫婦の子育てについてでありま

す。平成19年の賃金構造基本統計調査によりま

すと、本県の30歳から34歳の男性の月平均給与

額は約26万8,000円となっており、一般的に、夫

一人の収入と児童手当で子供３人を育てていく

ことに対しましては、負担感を持たれる方も多

いかと存じます。

次に、子育て家庭への支援についてでありま

す。子育て家庭に対する経済的支援策につきま

しては、県、市町村ともに厳しい財政状況にあ

る中、それぞれ独自の事業や取り組みを実施し

ているところであります。まず、県におきまし

ては、乳幼児医療費助成事業の拡充に加えまし

て、県営住宅への優先入居や、子育て家庭に対

し商品の割引や特典などのサービスを提供する

「みんなで子育て応援運動」などの取り組みを

行っております。また、市町村におきまして

も、17市町で第３子以降の児童の保育料を無料

とするなどの負担軽減措置が実施されており、

さらに、出産祝い金として、12市町村で金額や

条件はさまざまですが、現金の支給が行われる

など、地域の実情に応じた子育て支援策に取り

組んでおります。今後とも、これらの取り組み

により、安心して子供を生み、健やかに育てら

れる環境づくりを進めてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○濵砂 守議員 それでは、自席から質問をさ

せていただきます。

まず、後期高齢者医療制度について、福祉保

健部長にお伺いいたします。本県の後期高齢者

医療制度の対象者ですが、これは何人おられる

のか。75歳以上の被保険者数と75歳以下の対象

になっている障がい認定者数をそれぞれ教えて

ください。また、19年度に無受診者数、１年間

病院にもかからず、介護給付も受けなかった人

はそのうち何人おられたのか、教えてくださ

い。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ただいま数字

を持ち合わせておりませんので、後ほど調べて

報告させていただきます。

○濵砂 守議員 通告だけしかしておりません

ので、よろしくお願いいたします。

後期高齢者医療制度で、全国９つの都道府県

が、加入者の、いわゆる75歳以上の負担を軽減

するために、一般財源、税金から補助金を投入

しているということを新聞報道で知りました。

東京都を初め９都道府県ということであります

が、どのようにとらえていらっしゃるのか、福

祉保健部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 後期高齢者医

療制度につきましては、制度上、県もかなりの

額を広域連合に対して負担をしております。こ

れに加えてまた新たな個別の支援をするという

のは、なかなか困難ではないかと考えておりま

す。

○濵砂 守議員 佐賀県の唐津市は75歳以上の

医療制度、いわゆる医療費抑制のためのご長寿

健康手当というのを支給しております。１年間

一度も病院に行かなかった75歳以上の健康管理

に気をつけていらっしゃる高齢者、いわゆる18

万円以上年金をもらっている人はすべて対象に

なって、今回の後期高齢者医療費を払ってい

る、保険料を払っている。払っておるんです

が、全く給付を受けていない人もいる。ですか

ら、本来は受益者負担というのが、この制度の
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中には入っていないんです。全員が払う。そし

て、全く利用しなかった人も払いっ放し。単年

度予算ですからね。ですから、一回も使ってい

ない人には払い戻しをしようという、いわゆる

健康管理をしていただいたその奨励金を出そう

という考えが、この佐賀県の唐津市の考えなん

ですが、どのようにお考えですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 後期高齢者医

療制度、あるいは他の医療保険もそうでありま

すけれども、医療にかかる経費を国民全体で支

えていく仕組みでありまして、仮に１年間医療

等を受けない場合でも、それぞれの所得に応じ

て公平に保険料を負担していただく制度であり

ます。そういう形での保険制度であります。そ

ういう制度でありますので、今おっしゃったよ

うな健康手当、こういったものにつきまして

は、制度の趣旨からすると若干ずれているのか

なというふうに考えております。

○濵砂 守議員 従来の保険、国民健康保険に

しても、所得割合とか、均等割があります。人

数割合があります。均等割、それに人数割、資

産割、所得割ですよね。この場合は所得割だけ

なんですよ。人数割が入っていないんです。個

人に対して、今まで２人、いわゆる、だんなさ

んが年金をもらって国民健康保険を払ってい

た。奥さんは払っていなかった。ところが、別

々にいきなり来たんですね。きのうの答弁によ

ると、保険料が少なくなったという人が７割と

かいう話でしたが、どういう家庭の人たちが少

なくなったのか、部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） きのうもお話

ししましたが、県内の30市町村ごとに12のモデ

ルケースをつくりまして、従前の制度と今回の

後期高齢者医療制度とを比較したわけですけれ

ども、県内で360の中の７割程度ということでご

ざいます。

○濵砂 守議員 ですから、例えば国民健康保

険で最高額の納付者、大体年間に、介護保険と

合わせると、最高が65万ぐらいですね。この方

たちの扶養になっておった高齢者、この方たち

は免除だったんですね。この人たちは全部取ら

れるように―取られるといいますか、保険料

を払うようになります。それと、先ほど話しま

したように、御主人がおって、奥さんが扶養に

なっておられた。この方たちも新たに保険料が

天引されるということなんですよ。ですから、

その12のケースがどういうふうになっているの

か、詳しくわからないんです。それを聞いてい

るんですよ。だから、どういう人たちがふえ

て、どういう人たちが減ったのか、部長、お答

えください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 細かいあれで

……。後ほど整理して、また御説明をさせてい

ただきたいと思います。

○濵砂 守議員 では結構です。それで、宮崎

県の保険料、１人当たりの老人医療費は80万な

んです。年間80万、老人医療費を使っているん

ですね。私が最初に話をしましたのは、佐賀県

の唐津市は、全くかからなかった人に１万円返

しているんです。１万円。このかからなかった

人がふえるほど、大体80万前後ですから、80万

円の医療費抑制につながるという趣旨なんです

よ。部長は今、趣旨に反するような話をされま

したが、これからの医療制度は、本当に悪い人

は十分にかかっていただかなくちゃいけない。

団塊の世代というのは、あと17～18年後にずっ

とふえてくるわけですね。このままいくと、医

療費はだんだんふえますから、保険料を抑えよ

うとすれば、一般財源から繰り入れるしか方法

はないわけで、その辺を、健康な方は元気に生
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活をしていただく、本当に悪い方は、みとりと

かそういうものじゃなくて、十分にお医者さん

にかかっていただいて、やはり人間として最後

まで最高の医療を受けていただきたいという気

持ちからすると、私はそっちのほうがいいん

じゃないかと思うんですよ。知事、そういう制

度というのはどうでしょう、どうお考えです

か。

○知事（東国原英夫君） この後期高齢者―

後期と言ってはいけないんですか―の医療制

度というのは、基本的には現役世代の方たちが

４割で、国が５割で、お年寄りの方たちに１割

を負担していただくと。全員が支えるという基

本姿勢というのは、これまた正しいと思うんで

す。おっしゃるように受益者負担をどうするか

ということなんですが、基本的に前提が、全員

が、現役世代も、国も、そして高齢者の方々も

全員で支えるというのが前提でございますの

で、そこの受益者負担で、交通事故の保険制度

と似た感じですね。それは、交通事故を起こさ

なければ、だんだん保険料が安くなるというよ

うなところでございますので、興味深い制度で

あるとは思いますが、やはり高齢の方たちも全

員が支えるという基本前提に立ったときに、

もっと低所得者の方々に対する軽減措置とか、

そういったものを重点的に見直す必要があると

考えております。ただ、その制度は非常に検討

に値するのではないかというような感想は持ち

ました。

○濵砂 守議員 今のは、全員で負担するけ

ど、その中で全く使わなかった人には健康奨励

金をという意味ですから、よろしくお願いいた

します。

次に、少子化対策と子育て支援について、福

祉保健部長に伺います。日本の子育て支援策に

投じられている経費、児童・家族関係給付費と

いうんでしょうか、本県の予算額と国の予算額

は、大体どのくらいか教えてください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 大まかな数字

でありますが、国の児童・少子化対策関係予算

の総額が１兆6,000億ぐらいであります。それか

ら、本県の次世代育成関係の関連予算が約200億

円でございます。

○濵砂 守議員 本県にことし新たにこども政

策局が設置をされました。子育て支援に向けて

本格的に取り組むという体制であろうと思いま

すが、18年までは児童家庭課ですね。職員が何

名増員になったのでしょうか。そしてまた、ほ

かの都道府県でもこういう体制を敷いていると

ころがあるのかどうか教えてください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 職員につきま

しては、今、数字を持っておりません。ただ、

新しい業務が加わっておりますので、その分は

人数がふえております。それから、こども政策

局的な一元化した組織をつくっている他県の状

況についても十分把握しておりませんので、後

ほど答えさせていただきます。

○濵砂 守議員 通告だけしかしておりません

から申しわけありませんが、話は進めさせてい

ただきます。今回質問するに当たって、全国の

関係資料も随分集めて調べてみました。本県の

次世代育成支援行動計画、進捗状況とかを見る

と、他県に劣っておるようなことはありませ

ん。十分にやっておられると思うんです。た

だ、ここはというところが、独特な宮崎県バー

ジョンがないんです。これだけは日本一の施策

だというものがもしあれば教えてください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） おっしゃるよ

うに、他県にぬきんでてという制度が、今、私

のほうでは思い浮かぶところがございません。
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○濵砂 守議員 せっかくこども政策局ができ

ましたから―今までの18年度体制はほかと一

緒なんですよ。今回新たに３つの基本指針とし

て、こういうものをつくり上げました。新しく

人材も投入されていると思います。費用対効果

が金額であらわれてきませんから、行政サービ

スがどれだけ高まったか、その辺をまた１年後

に聞いてみたいと思います。ぜひ日本一のこど

も政策局ができるように頑張っていただきたい

と思います。職員にも激励をしながら、日本一

の子育て支援県になれるように、ひとつよろし

くお願いをいたします。

それから、先ほど壇上で伺いましたが、本県

の20年度の保育料の軽減状況は、30市町村のう

ち17市町村なんです。それで、全国のものを見

ると、大体57～58％ぐらいが保育園の軽減措置

をしているんです。詳しく資料を見ればわかる

んですけれども。若い世代の子育てしている人

に、一番負担になるのは何かと聞くと、アンケ

ートでは、保育園の保育料、それから住宅の入

居費なんです。保育料の軽減について、もっと

推進していかれるつもりはないでしょうか、部

長、お伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 保育料の軽減

につきましては、市町村の事業として行われて

いるものであり、県としては、そういった支援

策について、市町村の財政事情が許せばぜひ

やっていただきたいと考えております。

○濵砂 守議員 市町村なんですよ、もちろ

ん。ところが、市町村が率先して進めていくべ

きなんですが、半分は県が措置するとか、そう

いうものがないと、市町村単独ではようやり切

らぬ。だから、部長に答弁を求めているんで

す。市町村によって違うんですよ。第２子から

無料のところは、宮崎県でも２カ所あるでしょ

う。２町あるんです。第２子から無料というの

は結構あるんですよ、ほかの県にも。だから、

こども政策局を今度つくっていただきましたか

ら、そういうところはぜひ調べていただいて、

まず積極的に調査をして、検討していただきた

いと思います。

それから、住宅の入居費なんですが、この住

宅の入居費もかなりの負担になっているようで

す。保育料と住宅の入居費で約10万なんです。

２人の子供を持っている人は。２人子供を育て

る人は。だから、この辺の何か手助けができな

いか。産みなさい、産みなさいと言っても、生

活ができなければ子育てできませんよ。ぜひひ

とつ検討いただきますように……。知事、どう

お考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） こども政策局の機能

性についてでありますけれども、今回、乳幼児

医療費助成をさせていただいて、就学前の方た

ちに助成させていただくだけで１億数千万の予

算が必要なんです。そこに保育園なり何なり助

成ということは、また予算が絡んだ話になって

くると思いますので、十分な検討が必要だと思

います。いずれにしろ、子を生み育てる環境

で、宮崎は日本一を目標にしておりますので、

合計特殊出生率等々も含めまして、それは十分

考えていかなきゃいけないというような考えで

おります。

○濵砂 守議員 子育ての支援なんですが、今

言われましたように、日本一子育てのしやすい

宮崎県の創出ということですが、他県も、いろ

いろふるさと納税の関係で目的税をつくって

やっているんです。子育てというのは、三重県

でしたか、どこかやっています。甲子園を守ろ

うといったものとか、結構いろんな目的税にし

ているようなんですが、宮崎県も、寄附と、い
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わゆるふるさと納税、こういったものの中で子

育て基金というものを考えてみたらいかがで

しょうか、知事、お願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 子育て支援のための

独自の財源確保につきましては、九州の地方知

事会等でも検討された経緯がありますが、県民

の理解が得にくいということなどから、長期的

な視点からの調査研究が必要との結論と、今の

ところはなっております。県といたしまして

は、今後とも研究していく必要があろうかと考

えております。ふるさと納税制度につきまして

は、「ふるさと宮崎応援寄付金」として現在募

集しておりますので、その収入につきまして

は、子育て対策など、平成20年度の重点施策の

財源として使っていくつもりでおります。

○濵砂 守議員 県ももちろんなんですが、国

に対しても、知事、子育て支援基金、目的税、

財源はどういう形になるかというのは難しいと

ころなんでしょうけど、ぜひ提言をしていただ

きたいと思います。フランスは出生率が1.65か

ら２を超しましたね。これは、日本のお金に換

算すると11兆円ぐらいの経費を投入している。

国民総生産のうちの大体３％ぐらい投入してい

るそうなんです。日本は0.8％です。ですから、

ぜひ全体の取り組みとして申し入れをしていた

だきたいと思います。

次に移ります。中山間地域の振興についてで

あります。

まず、中山間・地域対策室を設置されており

ますし、私どもにとっては、知事がきのうの答

弁でおっしゃいましたように、「中山間地域が

滅びれば日本が滅びる」、非常にありがたいこ

とで、その熱意も十分伝わってまいりました。

そこで、県民政策部長に伺いますが、この言

葉、「中山間地域」の定義というのはどのよう

に考えておられますか。

○県民政策部長（丸山文民君） 「中山間地

域」という言葉ですけれども、これは全国的に

統一されたものはございません。ほかの県など

の状況を見ますと、過疎法を初めとして、条件

不利市町村の振興を図ることを目的とする地域

振興５法、いわゆる過疎法、山村振興法、特定

農山村法、離島振興法、半島振興法、この５法

地域や、あるいは農林統計上の区分、中間農業

地域、山間農業地域、これらをさまざまに組み

合わせて定義している県もありますけれども、

大体多くの県ではこういう定義づけはされてい

ないのが現状であります。私ども宮崎県におき

ましては、既存事業における中山間地域の対象

範囲としての整合性も勘案し、また、中山間地

域を、今申し上げました主に地域振興法の指定

地域を基本として、地理的条件に加え、さらに

生産、経済的条件が不利で各種振興が必要な地

域というふうに、私どもは考えておるところで

あります。以上です。

○濵砂 守議員 中山間地域というのは、「平

野の周辺部から山間地に至るまとまった平たん

な耕地が少ない地域で、我が国の骨格部分を形

成する地域」ということだけで、定義されてい

ないんです。中山間地域というのはかなり広範

囲にわたります。都市部から離れたら中山間地

域だよと。準山間地域もあるんです。準山間地

域。だから、やっぱりこの辺の区分が必要じゃ

ないかと思うんですが、いかがですか、部長。

○県民政策部長（丸山文民君） 事業を進める

上でもある程度の区分といいますか、そういう

区分は必要かと思いますけれども、御存じのよ

うに、地域における中山間地域の実情、集落の

実情、そういうものは地域におきましていろい

ろであります。そのあたりを勘案して、今後の
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中山間地対策も進めていく必要があるのではな

いかと考えております。

○濵砂 守議員 せっかく中山間・地域対策室

を設置されて、今後取り組んでいかれるわけ

で、さっきのこども政策局と一緒なんですが、

やはりある程度定義を絞って、区分しながらそ

の政策をつくり上げていかないと、田園地帯も

中山間地域、山の真ん中も中山間地域というこ

とでは、政策の立てようがないと思うんです

が、皆さんは職員ですけど、知事は政治家です

から、その辺のところをどう考えられますか。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域というの

は、明確な定義というか、概念化がされていな

いということなんですけれども、私の中では、

中山間地域対策といったときに、やはり―こ

の言葉はいけないんでしょうか―限界集落と

言われている、いわゆる維持存続が危ぶまれる

地域というのがイメージされますね。

○濵砂 守議員 限界集落は決して悪い言葉

じゃないと思うんです。私は、高齢者の方がそ

こで死にたいという地域がたくさんあると思う

んですよ。実は、私は旧東米良村というところ

の出身なんですが―今、西都市ということで

隠れていますけど―もう皆さん御承知なんで

すけど、昭和37年に西都市と合併をしました。

その当時の人口が4,700人。木城町に編入合併し

た中之又地区というところを入れると、5,000人

を超した集落だった。今は400人なんです。そし

て、その点在する集落の中の人たちは、ここで

死にたいと言われるんです。もう10年もたな

い、集落そのものが。やっぱりそういうところ

にこそ、何とか最後に、医療も福祉もまともに

受けられるようなものが必要だと思うんです。

だから、くり割りをして政策をつくってくださ

いという話をしているんですが、知事、いかが

ですか。

○知事（東国原英夫君） 維持存続が危ぶまれ

る集落ですが、そういったところが県内に至る

ところにあるんですが、その場その場に応じ

て、ケースによって違うと思うんですね。そう

いったものを県としては十分に把握して、その

集落に対してどういうことが、この集落の維持

存続、あるいは活性化につながるのかというの

を十分調査した上で、一つ一つそれにきめ細か

い対応をしていくべきだと私は考えておりま

す。

○濵砂 守議員 そういうところがたくさん県

内にも点在していると思います。せっかく今

回、こどもと中山間の対策室をつくっていただ

きました。やっぱりそれぞれ小さく分析して、

これからスタートですから、ぜひいろんな宮崎

県独自の政策をつくり上げていただきたいと思

います。

それからもう一点、ボランティアグループ、

あるいはそういったボランティアの気持ちを持

つ福祉法人等で、そこに施設をつくって、その

人たちの最期を自分たちの手で見てやりたいと

いう人たちがいるんですが、そういった人たち

に対する支援というものについてはどのように

お考えですか、知事。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域対策を推

進するには、行政、地域あるいはＮＰＯ、ボラ

ンティアの方々、大勢の方々に協力していただ

いて連携しなきゃいけないと考えてはおりま

す。そのような観点から、企業の社会貢献活動

による森林づくりや、集落住民による都市との

交流事業への支援など、民間主体による中山間

地域活性化の取り組みの推進を図ってきたとこ

ろであります。今後とも、中山間地域が果たす

役割等について、都市住民等に広くＰＲするな
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どして興味を持っていただき、各種主体の参画

を促進していくとともに、これらの多様な主体

による取り組みを支援していきたいと考えてお

ります。

○濵砂 守議員 ありがとうございます。私

は、実は平成13年、松形知事のときに同じよう

なことを言ったことがある。そのときは、制度

上無理だと言われました。だから、「知事、あ

なたは政治家じゃないですか。制度がだめなら

政治判断があるじゃないですか」という話をし

たんですが、そのときはできませんでした。事

情が変わっています。あれは、いわゆる行政で

やってくれというお願いでした。今回は民間が

入る、その支援をしてくださいということで、

知事にお願いをいたします。そういったところ

もありますので、知事の政治判断を―明るい

ところだけじゃなくて、末端の行政の手が届い

ていないところにこそ政治の力が必要ですか

ら、ぜひこれからの御検討をよろしくお願いい

たしまして、私の質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○坂口博美議長 ここで、福祉保健部長に、先

ほどの答弁の追加をお願いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 先ほど御質問

いただきましたいろんな数字について申し上げ

ます。

まず、後期高齢者医療制度の対象者でありま

すが、平成20年４月１日現在で15万238人であり

ます。このうち、74歳以下の障がい認定者

が5,322人であります。それから、平成19年で医

療機関を全く受診されなかった方、これは国民

健康保険に限ってでありますが、4,534人であり

ます。

２番目に、今回の後期高齢者医療制度で負担

がふえた世帯についてでありますが、負担がふ

えた世帯は、簡単に申し上げますと、75歳以上

の高齢者とその子供夫婦が同居している世帯、

このケースではかなりのモデルで負担がふえて

おります。一方、高齢者だけの夫婦世帯とか高

齢者だけの単身世帯の場合には、負担がふえて

いるケースは非常に少なくなっております。

次に、こども政策局の人員についてでありま

すが、平成20年度が25名―これは局長も含ん

での数字でありますが―平成19年度に比べま

して９名の増となっております。それから、他

県の似たような少子化対策の組織につきまして

は、今後調査をさせていただきたいと思いま

す。

○坂口博美議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。通告に従って一

般質問をいたします。

まず最初に、エコクリーンプラザみやざき問

題について伺います。

県の進める廃棄物処理の広域化のもとで、一

般廃棄物と産業廃棄物を公共関与で処理すると

して環境整備公社が設立され、事業が行われて

きました。今回の浸出水調整池の破損問題は、

開業前の試験段階で発覚しながら、その時点で

公表されず、さらなる事態を招き、ましてや安

全・安心を担保して地元との信頼関係抜きには

成り立たない廃棄物処理事業で、公害防止協定

を結んでいる地元への報告が全くなされていな

かったなどなど、本来考えられないことが起

こってきました。今回明らかにされた一連の問

題を見て、資料の紛失も含め、余りにもずさん

な内容に、驚きを通り越して憤りさえ覚えるも

のです。原因の解明はもちろんのこと、改修の

ための費用負担も含め責任の所在など、検討す

べき課題が提起をされたと思いますが、知事の
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御見解を伺いたいと思います。

次に、後期高齢者医療制度についてです。

４月１日から始まったこの医療制度に対し

て、国民の怒りや批判の声はますます大きく

なっています。年を重ねてきたことを理由に差

別医療を行い、命を差別する非人道的なこの後

期高齢者医療制度は廃止以外にないと思います

が、知事の率直な御見解を伺いたいと思いま

す。

次に、国民健康保険証の取り上げ問題につい

て伺います。

現在も保険税の滞納を理由に、各市町村での

保険証の未交付や取り上げが行われています。

この保険証の取り上げは、命にかかわる重大問

題を引き起こしています。宮崎県民主医療機関

連合会の調査によると、昨年、宮崎市で、保険

証がないため病院に行けず、容体が悪化して救

急車で搬送されたものの、手おくれで死亡され

た方が３名おられました。これほど悲惨なこと

はありませんし、御本人の無念さを思うと胸が

痛みます。本来、住民の健康と福祉の増進に責

任を負うことが地方自治体の使命です。保険証

の取り上げは直ちに改めることが重要であると

考えます。県から各自治体への指導を求めたい

と思いますが、知事の答弁を求めます。

次に、新田原基地の米軍基地化問題について

伺います。

今回、初めて新田原基地に米軍のための施設

建設が行われることが明らかになりました。４

月８日、九州防衛施設局は、新田原基地内に建

設予定の食厨施設―食堂や厨房のことですが

―これは米軍専用の施設であると説明してい

ます。こういうことになれば、米軍基地化の第

一歩ではないかと思いますが、知事はどのよう

に認識しておられるか、お伺いをいたします。

最後に、下請代金未払いに関する特定建設業

者の元請責任について伺います。

県の特定建設業許可を受けている企業が元請

となっている工事の一部を、２次下請の業者が

施工をしたものの、その工事を発注した１次下

請企業の倒産により、工事代金が全く支払われ

ないという事態が起きています。下請業者保護

の点でも、特定建設業者である元請企業が建設

業法に基づいて立てかえ払いを行うよう、県は

行政指導をすべきと思いますが、県土整備部長

に御答弁をいただきたいと思います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席で続けさせていただきます。(拍手)〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

エコクリーンプラザみやざき問題についてで

あります。この問題につきましては、外部調査

委員会において、客観的・専門的立場から調査

・検証を行うことにより、徹底的に原因を究明

するとともに、責任の所在についても明らかに

していただくこととしております。

続きまして、後期高齢者医療制度についてで

あります。後期高齢者医療制度におきまして

は、これまでの老人保健制度の老人医療と同様

に、原則75歳以上の高齢者が対象であります。

これらの高齢者の多くの方々には、生活習慣病

を原因とする疾患を中心に、入院による受療が

増加するなどの特性があり、今後、高齢化が進

む中で、医療費の増嵩が懸念されますので、75

歳以上の高齢者にも１割の保険料を負担してい

ただくことで、国民皆保険制度を維持しようと

されたものと認識しております。しかし、多く

の方々から、制度がわかりにくい、制度への説

明や低所得者への軽減措置が十分ではないと

いった声があります。それを受けて、国は国民
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にしっかり説明し、議論をしていく必要がある

と考えております。

続きまして、国民健康保険証の取り上げにつ

いてであります。国民健康保険は、相互扶助の

精神で運営されており、被保険者間の公平を図

る観点から、市町村においては、災害、病気、

失業等の特別な事情がない１年以上の国保税滞

納者には、被保険者証の返還を求め、これにか

わる資格証明書を交付することとされておりま

す。しかしながら、市町村は、滞納者に対し、

機械的に被保険者証の返還を求めるものではな

く、事前に納税相談等を行い、滞納者の生計状

況や納付状況等を十分に考慮した上で、適正に

対応しているところであります。県といたしま

しては、今後とも国保事業の円滑な運用が図ら

れるよう、市町村に対し適切な助言指導を行っ

ていきたいと考えております。

次に、新田原基地についてであります。米軍

再編に基づく訓練は、日米両国の政府レベルの

合意に基づくもので、国の責任で適切に対応さ

れるものと考えております。新田原基地を初め

とした訓練移転対象基地の施設は、米軍が一定

期間を限って使用する施設であり、その区域や

使用条件についても、随時、閣議決定して、日

米合同委員会で協定を締結することとされてお

りますので、今後とも米軍が常駐化することは

ないものと認識しております。今回の新田原基

地の改修は、訓練が円滑に行えるよう必要な整

備を行うものであり、基地の強化につながる整

備ではないと、九州防衛局から説明を受けたと

ころでございます。しかしながら、今後とも、

県民の生命・財産を守る県の責務から、新田原

基地の騒音対策や安全対策について、国に対し

て万全を期すよう、機会あるごとに申し入れを

行ってまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

特定建設業者に対する指導についてでありま

す。建設業法により、特定建設業者には、下請

業者が起こした工事代金の不払い等について、

その解決の責任が道義的に求められており、県

は、必要がある場合には、立てかえ払い等の勧

告を行うことができるようになっております。

ただし、この措置は、ほかに解決手段がなく、

行政運営上救済する必要がある場合に適用され

るものであり、本来は支払い義務のない元請業

者に代金の二重払いを求めることになるため、

極めて限定的に実施するべきものとされており

ます。しかしながら、適正な元請・下請関係及

び下請業者の保護は不可欠であることから、県

では、毎年、建設業者研修会を開催しているほ

か、建設業者相談窓口を設け、下請トラブル等

の相談に応じており、また、新たに建設業法違

反などの情報を収集する「建設業者ホットライ

ン」も設置いたします。今後とも、元請業者と

下請業者の適正な関係が確保されますよう、さ

らに適切な指導に努めてまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それでは、引き続き質問さ

せていただきます。

まず最初に、エコクリーンプラザみやざきの

問題についてです。原因解明のための専門家に

よる外部調査委員会が設置をされて、設計・施

工、施工管理、予算執行や工法決定の意思形成

過程などについての調査を行うことが示されて

おります。その結果をもって具体的な対応策が

提起をされるというふうに思っております。し

かし、私は、この調査内容に示された事項は、

いずれも県環境整備公社の理事会に、随所で最
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終的判断が求められたものであったというふう

に思っています。しかし、その理事会そのもの

が機能していなかったことが決定的な問題で、

責任は重大だと思います。私は、この組織の抜

本的な改革なしに再生の道はないと考えており

ますが、知事の御見解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 環境整備公社のあり

方につきましては、設立の経緯等もあり、今

後、公社、関係市町村等と協議を行っていく必

要があると考えております。

○前屋敷恵美議員 組織のあり方そのものにつ

いても検討がなされるということでしょうか。

○知事（東国原英夫君） その必要があると考

えております。

○前屋敷恵美議員 また、広域化による大規模

なごみ処理のあり方は、今後の課題としても問

題提起がされたのではないかと思いますが、こ

の点についても知事の御見解をいただきたいと

思います。

○知事（東国原英夫君） 市町村が行うごみ処

理につきましては、ダイオキシン類の排出削減

やごみ処理経費の節減等を図るため、各市町村

と協議の上、平成10年度に、県内を７ブロック

に分けたごみ処理広域化計画を策定して、広域

的なごみ処理施設の整備を進めてきたところで

あります。この計画では、全体35施設のうち、

平成19年度までに22施設が整備され、平成30年

度までの計画期間において13施設が整備される

予定であります。現在、延岡・西臼杵ブロック

では、平成21年度からの供用開始に向けて、焼

却施設の整備が進められております。県といた

しましては、今後とも、情報提供や連絡調整に

努めるなど、関係市町村と十分な連携を図りな

がら、広域的なごみ処理施設の整備を進めてま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 私は、この広域的なごみ処

理というものには問題があるんじゃないかとい

うふうに思っています。このごみ処理は、一般

廃棄物についてはそれぞれの自治体での排出者

責任のもとで行われることで、本来いろんな問

題が起きたときにすぐ対処ができる。そのこと

も含めて責任が負えるというふうに思っていま

す。ですから、広域化については、今後、検討

課題だというふうに思っているところです。い

ずれにしましても、今、毎日出されているごみ

の処理をとめるわけにはいかないわけですか

ら、安全性の確保とともに、地元や関係自治体

を含めて納得がいく解決を図っていただき、今

回のこの問題を今後の廃棄物処理行政の教訓に

していくことが必要だということを申し上げ

て、次に移りたいと思います。

次は、後期高齢者医療制度についてです。制

度が始まりまして２カ月余りが経過をいたしま

した。各自治体への怒りや苦情、その声は殺到

しています。１日に数百件もの問い合わせが

あったり、苦情があったりということを聞いて

おりますが、知事はこの怒りの原因は何だとい

うふうにお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） この後期高齢者医療

制度に対する、国の国民に対する説明不足、あ

るいは75歳というようなライン引きをされたこ

と、あるいは低所得者に対する軽減措置が十分

ではないこと、制度の難解さ、わかりにくさ等

々の原因による国民の皆様の不平不満があるも

のだと認識しております。

○前屋敷恵美議員 私は、若干、認識不足じゃ

ないかなというふうに思います。まず、やはり

年齢で線を引くといいますか、差別をすること

自体、特に高齢者の皆さん方にとっては耐えが

たい苦痛が―経済的な問題も含めてですけれ
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ども―あるというふうに思っています。

福祉保健部長に伺いますが、広域連合や県内

自治体に寄せられた、こういった苦情や―要

望もあるかもしれませんけれども―県内の自

治体の実態を把握しておられますか。もしそう

いう実態を把握しておられれば、どういう状況

だったのか、お聞かせいただきたいというふう

に思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 直接には特に

聞いておりません。

○前屋敷恵美議員 ぜひ把握をしていただきた

い。この制度そのものに対して今、国民的な規

模で問題が提起されているわけですから、ぜひ

県内の状況を把握していただきたいと思いま

す。今、私が申し上げましたように、この後期

高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を健康保

険の対象から強制的に外すやり方で、年齢によ

る命の差別そのものだというふうに思います。

お年寄りにかかる医療費をいかに減らすかとい

う発想で、長生きが悪いことのように思わせる

やり方に、私は日本に未来はないというふうに

思います。これまでの日本を築いてこられた方

々、日本の未来を築いてこられた方は、まさに

今、75歳以上の後期高齢者と一方的に言われ

る、こういう方々だったというふうに私は思い

ます。私は、こうした高齢者の方々から、「戦

中・戦後、青春を奪われながら必死に頑張って

きた。今この年になって何でいろんなこんな仕

打ちを受けなければならないのか」と、声を震

わせて訴えられる。こういう局面に、私はたび

たび出会います。本当にそのとおりだというふ

うに思います。

通常国会が閉会をいたしましたが、私ども日

本共産党は、野党４党で参議院に廃止法案を提

出して可決させ、衆議院に送りましたが、国会

の会期切れの中で継続とされました。次期臨時

国会で、国民の立場での徹底審議で可決・成立

させて、高齢者差別法を撤廃させていきたいと

いうふうに思っているところです。今、県内で

も、県の医師会や保険医協会なども、命を預か

る医療者の立場から明確に反対を表明されてい

ます。また、これまでに13の市町村議会で制度

の見直しを求めて意見書を採択するなど、理不

尽な制度への批判も高まっています。新聞報道

によって、高齢者の皆さん方や県の医師会の会

長さんがコメントを寄せておりますので、少し

紹介させていただきますが、県老人クラブ連合

会の会長さんは、「だれだって病状に合った治

療を受けたい。医療は年齢に関係なくすべての

人に公平であるべきだ」、このように言われて

います。また、稲倉県医師会会長は、「75歳以

上の医療レベルを下げるという根本は変わって

いない」、これは今、若干の手直しが行われる

ということを取り上げて、全く変わっていない

んだと、75歳以上の医療のレベルを下げるとい

うことを指摘しております。そして、「日本の

平均医療費は、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

の先進国と比べて５兆円も少ないという試算も

ある」というふうに言われています。「制度そ

のものが非常に不安を感じさせるもので、最低

限の健康な生活を保障している憲法25条にも違

反をする」と言われ、「これらが改善されない

のなら廃止にすることだ」、このようにコメン

トをされています。

私は、高齢者の皆さん方が本当に今、この制

度に対する憤りを持って、この制度の撤廃に向

けて、全国的にもいろんな運動、署名の運動な

ども進んでいるゆえんだというふうに思いま

す。私は、先ほども申しましたが、これまで戦

中・戦後、県勢発展に尽くしてこられた高齢者
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の方々の命と健康を守ることを使命とする自治

体の長として、その立場からも、この制度の中

止、撤廃を国に対して求める考えはないのか、

改めてお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 世界がかつて経験し

たことがない超少子高齢化の中で、この国の形

をどのようにしていくかというのが今、問題に

なっているところだと思います。その中で、こ

の医療制度、社会保障関係費の問題が喫緊の課

題になっている現状だと認識しております。社

会保障費が年々増大する中で、高齢者に対する

医療費をどうするかということの議論の中で、

高齢者の方々の医療費を、例えば極端にただに

するということになりますと、医療費がかさ

む、医療現場がサロン化したり、コンビニ化し

たりという現状もあった。国民皆保険制度をど

う維持するかということの中で、皆さん平等に

御負担を願おうという大前提のもとに、この医

療制度というのは始まった制度だと私は認識し

ております。その中で、この制度の不備な点が

あったということは、国の説明が十分ではな

かった、あるいは制度が複雑である、あるい

は75歳というような線引きをされた、あるいは

所得の低い方々に十分な軽減措置がないといっ

た、つまり、きめ細かい、心温かい制度になっ

ていないというところが不備な点だと私は認識

しております。その辺は、国に対して、国民に

対する説明を求めるとともに、国民に対して優

しい保険制度のできるようなことを、国に対し

て要望はしていきたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 高齢化社会の中で、国は

今、毎年2,200億円ずつ社会保障費を減らしてい

ます。まさにそれは逆行するやり方だというふ

うに思うんですね。今、温かい制度と言われま

した、説明不足があったと言われましたが、そ

んなもので片づく問題じゃないというふうに

思っています。ですから、私は、この制度は撤

廃して、改めて、国民が安心してかかれる医療

制度はどうあるべきか、財源の問題も含めて国

民的な議論が必要だというふうに思っていると

ころです。

では、次に移ります。新田原基地の米軍基地

化問題について伺います。新田原基地に、新た

に隊舎、駐機場、通信施設、滑走路の補修・補

強など、基地の整備拡充が計画されていること

は、昨年の11月議会でも明らかにいたしました

が、今回見過ごせない新たな問題は、新田原基

地が開設されて以来初めて、米軍施設として米

軍専用の食厨施設の建設が進められていること

が明らかになったことです。まさにこのこと

は、新田原基地の米軍基地化の第一歩になると

いうことは明白だというふうに思っています。

しかも、このことは、新田原基地を米軍基地化

しないとして結んだ九州防衛局との覚書にも違

反をするもので、日米共同訓練が始まった当

初、地元住民の方々の抱いていた「米軍基地化

されることだけは許されない」、そういう不安

が現実のものになろうとしているというふうに

思います。さらに問題は、今回の現滑走路の補

強・補修中に使用するためにつくられる仮滑走

路の建設に排水対策が全く講じられていないこ

とや、仮滑走路がそのまま残される―結局滑

走路が２本残されるということになるんですね

―こういうことも明らかになっておりまし

て、地元では、「緊急時にこの仮滑走路の米軍

使用があるのではないか」「今でさえ騒音に苦

しめられているのにどうなるんだ」といった心

配が広がっています。こうした点での知事の認

識を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 新田原基地の改修に
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ついては、滑走路等の舗装改修等を行うとのこ

とですが、Ｆ４機によるアラート待機に支障が

あるため、暫定的に仮滑走路を整備するもので

あり、この仮滑走路は、本滑走路整備後は使用

しないこととすると聞いております。このこと

から、今回の改修は、現有機能を維持しながら

整備するものであり、九州防衛局からも、「訓

練実施に必要な整備で基地強化とは考えていな

い」ということの説明を受けておるところでご

ざいます。

○前屋敷恵美議員 私は非常にそれは甘い、単

純な考えじゃないかと思います。滑走路があっ

てそれを使用しないから、もうそれは使われな

いのだというふうに言われますけれども、実際

そこに使える滑走路があって、いつでも緊急時

というのはアメリカのほうが特定をするわけで

すから、使える状態にある滑走路がいつまでも

使われなくて済むという保証はどこにもないわ

けです。そんな簡単なことで、この滑走路を認

めるわけにはいかないというふうに私は思って

おります。それから、こういった問題は国政間

で決めていく問題だ、国の責任で対処をすると

言われましたけれども、実際、基地周辺で生活

をされる住民の皆さん方にとっては、耐えがた

い苦痛を強いられるということですから、人ご

とのようなそういう言い方は、私は非常に無責

任だというふうに思うんです。やはり県民の問

題、宮崎県の問題としてとらえて、率直に住民

の声も政府・防衛省にも上げていく。そして、

私は、この基地の拡充については明確に反対を

すべきと考えますが、改めて知事の答弁を求め

ます。

○知事（東国原英夫君） 人ごとのようには

言っておりません。私は、地域住民の方々の安

全・安心が第一だと思っております。そういっ

た意味で、今回、九州防衛局からも、「訓練実

施に必要な整備で基地強化とは考えていない」

というような説明を受けております。重複しま

すけれども、国防、日米の関係については、政

府レベルで適切な対応をしていただいているも

のと考えております。今後とも、県民の生命・

財産を守る県の立場、その責務から、新田原基

地の周辺住民に対する騒音問題とか安全対策に

ついては、国に対して強く要望していきたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ自分の問題としてとら

えていただきたい。郷土の平和と安全を守る、

これがやはり地方自治体本来の役割ですから…

…。そして、基地強化とは考えていないという

ことですが、これだけの補強が行われれば、基

地の整備強化であることは、もう言うまでもな

いというふうに思っています。さらなる基地強

化には反対するという立場も、私はさらに求め

ていきたいというふうに思っています。

次に、国民健康保険証の問題について質問を

させていただきます。県内の国保税滞納状況、

滞納を理由に保険証を渡されていない世帯、ま

た、病院窓口で医療費の10割を払わなければな

らない資格証明書が発行されている世帯、有効

期限の短い短期保険証が発行されている世帯、

それが今、県内ではそれぞれ何世帯あるのか、

また、短期保険証の内容はどうなっているの

か、福祉保健部長にお答えいただきます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 短期証等の交

付状況についてでありますが、19年６月１日現

在の数字でありますけれども、国民健康保険加

入世帯26万5,000世帯余りありますが、うち、短

期証が１万4,772世帯、資格証明書が3,496世帯

にそれぞれ交付されております。

○前屋敷恵美議員 滞納世帯の状況はどうで
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しょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今、滞納世帯

の数字を持っておりませんので、後ほどお答え

させていただきます。

○前屋敷恵美議員 あわせて、短期保険証の内

容、１カ月であるのか、２カ月であるのか、そ

ういう中身もあわせてお願いをしたいと思いま

す。私は、宮崎市を例にとって少しお話をいた

しますが、宮崎市の現状を見ますと、07年度滞

納世帯は２万4,526世帯、国保加入世帯の実に３

割を占めています。深刻なのは、滞納世帯のう

ち44％を国民健康保険税の課税所得なしの世帯

が占めていることで、滞納問題は低所得世帯ほ

ど深刻になっています。保険証がないとどうな

るのか。2006年の宮崎市の調査によりますと、

資格証明書の発行世帯の１世帯当たりの受診件

数は年間0.07件、一方、国保全体では１世帯当

たり17.47件ですから、資格証明書という世帯は

国保全体に比べて250分の１しか受診をしていな

い、受診できないという結果が示されておりま

す。資格証明書の発行世帯数は、この５年間で

約３倍にもふえているというのが、今の宮崎市

の状況です。ほかの自治体もこれと同じとは言

いませんけれども、やはり同じような傾向にあ

るのではないかというふうに思うところです。

病気になっても病院に行けない、治療できない

という極めて深刻な事態で、これは人道的にも

許されないことだというふうに私は思います。

特に、子供さんを抱えた世帯ではなおさらのこ

とです。

この滞納世帯がふえている背景には、格差と

貧困の広がりがありますが、もう一つの要因

に、国民健康保険税が高過ぎるという問題があ

ります。この６月議会で、いずれの自治体でも

国保税が確定をいたしますが、どこでも所得は

減っているのに負担はふえているという状況が

示されております。国保税引き下げのために

も、国の国民健康保険の補助金をもとに戻すよ

う要求することと同時に、県からの財政支援が

必要ではないかと思いますが、知事の答弁を求

めます。

○知事（東国原英夫君） 保険税の滞納の背景

にはいろいろな要因があると考えますが、保険

税につきましては、それぞれの市町村における

収支見通しや財政事情に基づき、市町村の判断

により条例で定めているものであります。県に

おきましては、これまでも財政調整交付金や保

険基盤安定事業、さらには高額医療費共同事業

等により、毎年100億円を超える多額の財政支援

を市町村に対して行ってきたところでございま

す。このような状況の中で、県としましては、

新たな公費負担を行うということは、県の財政

状況等から判断して、非常に難しいものがある

と考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ今後の検討課題にもし

ていただきたいということを、再度お願いをし

たいと思います。

また、各自治体においては、法に基づく減免

制度を十分に機能させることも重要だというふ

うに私は思います。減免制度には「法定減免」

と市町村が定める「申請減免」があります。そ

の法的根拠は、地方税法に基づく申請減免にな

るわけですけれども、この地方税法の中に、水

利地益税の減免というのも含まれます。これ

は、風水害に遭ったときにいろいろ減税ができ

るということのほかに、経済的にも厳しい世帯

への免除もあわせてできる、公費の扶助を受け

ているような世帯にこの減免ができるという制

度なのですけれども、こういった減免制度が各

自治体で有効に使われ、機能しているのか、そ
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の辺のところを把握しておられれば、お聞かせ

いただきたいというふうに思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 保険税等の減

免制度についてでありますが、市町村におきま

しては、今おっしゃった災害とか、事業の廃

止、こういったことで特別な事情がある場合に

は、条例の規定に基づいて保険税の減免、それ

から、法の規定に基づいて窓口の一部負担金の

減免措置が行えるようになっております。ま

ず、保険税の減免につきましては、平成18年度

の実績では、県内全体で550世帯、3,563万8,000

円を減免しております。また、窓口一部負担に

つきましては、同じく18年度で276件、703

万4,000円を減免しております。こういった窓

口、それから保険税の減免によって、低所得者

あるいは災害等に遭われた方の救済がされてい

るものと考えております。

○前屋敷恵美議員 この自治体が定める申請減

免の点ですが、今言われましたように、条例が

ないとこの制度は使えませんので、すべての自

治体で今、この制度はつくられて対応されてい

るのでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） それにつきま

しては調べてみたいと思います。

○前屋敷恵美議員 もし設定されていなけれ

ば、ぜひ、条例をつくるということの指導や、

その取り扱いも含めて十分に機能が果たせるよ

うに、県から積極的な指導を行って、保険証未

交付世帯をいかに少なくするかということで、

県の努力を、行政指導を含めてお願いをしたい

というふうに思います。

次に、子供さんのいる世帯で、保険証のない

世帯がどのくらいあるか、把握しておられたら

お聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今おっしゃっ

た、子供がいる世帯で資格証明書が交付されて

いる世帯数につきましては、そういったデータ

がございません。そういうことでお答えできま

せん。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、この点についても把

握する努力をしていただきたい。各自治体に

も、その状況をつかむこともあわせて指導いた

だくようにお願いをしたいというふうに思いま

す。

病気の子供を病院にすぐ連れていけない親の

つらさは、どなたもおわかりだというふうに思

います。親が失業中であったり、低所得であっ

たりという、親の貧困のために子供が医療さえ

まともに受けられないという現実の中で、家庭

が不安定だと子供の心も不安定になり、学習も

ままなりません。健康権や教育権という子供の

基本的人権までもが侵害されることになってい

ます。病気になったらまずは病院にかかれるよ

う、少なくとも子供さんのいる世帯へ保険証は

直ちに交付するよう、市町村への指導を行うべ

きと思いますが、知事の御見解をいただきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 子育て支援乳幼児医

療費助成事業……。済みません、もう一度質問

を、いいですか。

○前屋敷恵美議員 保険証がなくて子供さんが

病院にかかれないという状況をなくすために

も、子供さんのいる世帯には無条件に保険証を

交付する、このことを各自治体に指導をしてい

ただきたいということです。

○知事（東国原英夫君） 国民健康保険につき

ましては、市町村は滞納者に対して一律に被保

険者証の返還を求めるのでなく、事前に納税相

談等を行って、滞納者の生計状況とか納付状況

を十分に考慮した上で、子供がいる世帯につい
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ても個別に適正に対応していると聞いておりま

す。御質問の内容は、子供がいる世帯に対して

保険税等々を免除しろ、してはいかが、それを

検討してはいかがということでございましょう

が、財政上厳しい等、勘案した上で、財政的に

は非常に厳しいかなという感じはしておりま

す。県といたしましても、個々の事情を考慮の

上、適切に対応するよう、今後とも市町村に対

して、助言指導はしてまいりたいと考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 ぜひ自治体への助言指導を

徹底していただいて、子供たちが病気になって

も病院にかかれないという事態だけは避けるこ

とが必要だというふうに思っています。また、

前議会で、県の単独事業で、乳幼児医療費助成

制度についての拡充が行われました。この制度

は拡充されて非常に喜ばれております。しか

し、保険証が未交付の世帯の子供さんは、この

乳幼児医療費助成制度からはじかれるというこ

とを聞いておりますが、そうなのでしょうか。

もしそうだとすれば、知事はこのことをどうお

思いになりますか。

○知事（東国原英夫君） 乳幼児医療費助成制

度については、所得制限等々も含まれておりま

すし、そういった場合は対象外となることは認

識しております。しかし、所得制限なりで対象

外となられる方についての医療費助成制度は、

財政上は非常に厳しいのかなという感じはして

おります。

○前屋敷恵美議員 やはり結果的には、保険証

がない世帯では、子供さんに乳幼児医療費助成

制度は適用されないということになるわけです

ね。もう一度確認を……。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 乳幼児医療費

助成制度そのものは、所得制限にかからないと

思いますので適用ができますが、助成制度の対

象になっていない、いわゆる保険負担の部分、

８割の部分については、お支払いをしていただ

かないといけないということになります。

○前屋敷恵美議員 結局、滞納している世帯に

ついては、十分に乳幼児医療費助成制度を活用

できないという結果になってくるというふうに

思うんですね。しかし、児童福祉法はもちろん

御存じだと思いますが、その第２条で、「国及

び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児

童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」

というふうにうたっているんですけれども、こ

の立場から見て、子供たちの医療の状況をどの

ように思われますか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 滞納の要因と

いうのはいろんなものがあろうかと思います。

真に経済的に困窮している方、あるいはそうで

ない方がおられると思いますが、真に経済的に

困窮されている方につきましては、いわゆる最

低生活を保障する生活保護制度、こういったも

のが用意されているわけでありまして、そう

いったセーフティーネットを使っていただくと

いうことかと考えております。

○前屋敷恵美議員 このセーフティーネットが

なかなか使えないという状況が今ございます。

先ほど私は例を示しましたが、この宮崎市で、

この５年の間に３倍、資格証明書を発行すると

いう数が３倍に上っているんです。それぞれ機

械的に取り上げはしないということもありまし

たけれども、懇切丁寧に、それぞれ対応が違っ

て当然だというふうに思うんです。そういうふ

うなきめ細かな対応をすれば、これほどまでの

資格証の発行にはならないというふうに私は思

うんです。ですから、これは滞納世帯全体にか

かわる問題でもありますけれども、とりわけ私
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がここで問題にしたいのは、子供さんを抱える

世帯で同じようにそれがかかってくるのでは、

子供たちには何の責任もないし、親が責任を負

えない部分は行政がその役割を果たすというこ

とも法的にうたわれているわけですから、そこ

のところを十分加味していただいて、最低、子

供たちのいる世帯の保険証はしっかり交付をし

ていく、こういう立場で、県から各自治体への

行政指導を含めてお願いをしたいというふうに

思います。知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 市町村にどれだけ助

言できるかわかりませんけれども、あるいは市

町村がどれだけの財政的な負担を得られるかわ

かりませんけれども、できるだけ住民福祉の充

実については、今後、前向きに検討していきた

いと思います。

○前屋敷恵美議員 ぜひその方向で当たってい

ただきたいというふうに思います。よろしくお

願いいたします。

最後になりますけれども、下請代金未払いに

対する元請責任の問題についてです。先ほど県

土整備部長からも御答弁をいただきましたが、

最近の事例で、１次下請の企業が倒産をして、

その企業の下請で仕事をした、いわゆる２次下

請の中小業者が、具体的に言いますと、計４件

の工事を請け負って代金が438万円だったんで

す。これが仕事はしたけれども、全く未払いに

なってしまったという問題が起こりました。こ

の４件の工事の中には、小学校や森林管理署と

いった公共事業の一部も含まれておりました。

しかも、倒産をした企業は、前日まで全くその

様子はなく、疑う余地はなかったというふうに

聞いています。こうした下請被害は仕方のない

ことなのでしょうか。再度、県土整備部長の見

解をいただきます。

○県土整備部長（野口宏一君） 宮崎県といた

しましては、公共事業費等が減っているとか、

あるいは入札改革の関係で競争性が非常に高

まっているということで、実質的に倒産等がふ

えているというような状況になっております。

この倒産という状況、建設業者の皆さんが県土

基盤の建設のために一生懸命やっていただいて

いる、あるいは災害時にも一生懸命やっていた

だいている、地域の雇用力の受け皿にもなって

いるということでございますので、建設業者の

体力を強くするということが必要であると思っ

ております。今年度も、建設産業の対策という

ようなことで、例えば他業種への転換のためと

か、あるいは融資関係の施策というものもさせ

ていただいております。そういうことを総合的

に行いまして、より健全な業界の保護に向け

て、建設業界を発展させていきたいと考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 そういう努力もしていただ

くのは当然のことだというふうに思います。私

が今回事例に出しました、直接施工した業者に

１円の工事代金も支払われないというのは、余

りにも不合理だというふうに思うんです。その

業者も零細企業で、従業員も抱え、その従業員

の人件費であり、資材、材料費に充てられるわ

けですから……。こうした被害者を出さない、

救済するために、法的に建設業法で特定建設業

者の責任、元請責任がうたわれているわけで

す。今回の事例は、公共事業も絡んでおりまし

て、建設業法の規定に沿って、県が元請を指導

すべきではないか、再度、部長の見解を求めた

いと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 確かに議員が

おっしゃるように、建設業法に規定されている

ということでございますが、先ほど申し上げま
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したけれども、ほかに解決手段がない場合に適

用されるものでございまして、現行では極めて

限定的に実施させていただいているということ

でございます。建設業者相談窓口等もございま

すので、そういうところも活用して、きめ細か

く業者さんの相談に対応させていただきたいと

思います。

○前屋敷恵美議員 きめ細かな相談に乗ってい

ただくことは大変重要なことですけれども、こ

の建設業法の趣旨が生かせるように、県は責任

を負うべきだというふうに思うんです。いろん

なケース・バイ・ケースがあろうかと思います

けれども、それぞれの状況に応じて相談も受け

ていただきながら、やはり基本的には、この建

設業法の趣旨が生かせる形で、被害に遭われた

業者の方々を救済するという立場で責任を果た

していただきたいというふうに思うところで

す。知事の御見解はいかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 建設業法に基づきま

して、適正な元請・下請関係の確保及び下請業

者の保護に、引き続き、きめ細かい対応をさせ

ていただきたいと思っております。

○前屋敷恵美議員 特に今、宮崎県は入札制度

改革の真っただ中で、公平な一般競争入札と言

われながら、工事を受注するには大変な厳しさ

が現実問題としてございます。法的にも行政指

導がゆだねられております下請工事代金の支払

いなどに関して、行政がその役割を指導的立場

で果たしていただく。このことは、より一層、

今は重要だというふうに思っています。今後も

起こり得る問題であります。基本的に県が被害

者救済の立場で、繰り返し言いますけれども、

ぜひ親身に相談に乗って、窓口も開設されてい

るということでありますけれども、ぜひそうい

う立場で対処をしていただきたい、このことも

強く要望して、この質問は終わりたいというふ

うに思います。

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時42分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

ここで、午前中の前屋敷恵美議員の質問に対

する福祉保健部長の答弁を求めます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 午前中の前屋

敷議員の御質問に、追加でお答えいたします。

まず、国民健康保険税の滞納世帯数でありま

すが、４万9,233世帯であります。それから、短

期保険証の期間、一月、二月という区分ごとの

数値でありますが、期間ごとの数値は現在ござ

いません。それから、保険税減免に係る条例で

ありますが、この条例は県内全市町村で制定さ

れております。以上です。

○坂口博美議長 次は、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

３番バッターの松田勝則でございます。来る８

月８日、アジアでは20年ぶりの北京オリンピッ

クが開催されます。これまで県内からは、柔道

の井上康生選手がかなり頑張ってくださいまし

た。今回のオリンピックでは、県北からは水泳

で松田丈志選手、そして県南からはバレーで津

曲勝利選手が、日本国民の期待を背負って北京

へ向かっていただきます。きょう私も、おいで

の皆様、それから県民の皆様の期待を一身に背

負って頑張りたいと思います。一生懸命頑張り

ます。よろしくお願いいたします。

さて、知事の政治姿勢についてお伺いいたし
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ます。

東国原知事の誕生と活躍ぶりは、地元宮崎県

民にとどまらず、全国的な評価と期待を受けて

おります。これまでの国の制度や政策に従って

事業を遂行する限りでは、知事という存在は調

整能力にすぐれた管理者であればよかったので

しょう。しかし、これからは経営能力を持つ者

がトップに立たなければ地方の発展はあり得な

い、そのことをひしひしと感じております。そ

のような中で、次代を担うにふさわしい知事の

あるべき姿や将来への期待を込めて、先日、Ｐ

ＨＰ研究所が出版する雑誌「Ｖｏｉｃｅ」の６

月号にこのような特集が組まれました。「知事

が日本をだめにする」という見出しでワースト

ランキングが出されました。ワーストという言

葉に少なからず不安感を抱いてページをめくり

ましたが、この中で東国原知事は25点満点中

の19点、宮城県の村井知事、埼玉県の上田知

事、愛知県の神田知事とともに、ダブルＡの高

い評価を得ておられました。我々県民といたし

ましても、うれしく思い、また誇りに感じてお

ります。しかし、その詳細分析の中では、意外

なことに、知事の構想力や決断力は３点という

評価がなされています。これらについての知事

の所見を伺います。

次に、またこの雑誌のほかの特集、「知事は

地域を繁栄させる経営者たれ」という特集の中

で、８ページにわたり持論を展開されておりま

す。道州制トップの経営ビジョンや政治家とし

ての「腹を切る覚悟があるのか」の項目に、私

は賛同を超えて大きな感銘を受けたところで

す。ところで、この中で、本県の日照時間や晴

天日数などを考慮した世界最大級の太陽光発電

所の建設、それから中山間地域・植栽未済地対

策など、「太陽と緑の国みやざき」のイメージ

を活用した全国一の環境先進国を目指そうとし

ておられます。総論として、あるいは方向性と

しては理解できるのですが、そのことと雇用の

確保や企業の誘致が私にとってリンクせず、い

ま一つ具体的に結びついておりません。知事の

提案される環境関連産業による経済振興策をぜ

ひお聞かせください。

次に、環境問題につきまして、私のほうから

提案を申し上げます。焼酎瓶のリユースに関し

てです。申し上げるまでもなく、本県は日本に

冠たる焼酎王国です。2005年から2007年までの

総務省統計局のランキングによりますと、都市

別の焼酎消費量では、宮崎市が２万2,214ミリ

リットルで鹿児島市を抜いて第１位、生産量で

は鹿児島県に次いで第２位と、精彩を放ってお

ります。焼酎の一升瓶は、ビール瓶と並んでリ

サイクルあるいはリユース瓶の優等生ですが、

おなじみの五合瓶はメーカーによりサイズが違

うため、回収された後は洗って使わずに破断さ

れてつくりかえられるケースが多いようです。

日本酒業界が廃棄物問題への取り組みを一層強

めるとの観点から、Ｒ瓶という規格統一の回収

再使用瓶をつくり、活用しております。九州で

は、熊本、鹿児島でその利用が大変盛んです。

宮崎県内の大手焼酎メーカーに伺いますと、現

在、県内では使用されておらず、自社の瓶を回

収して再利用しているという程度にとどまって

おると聞いております。瓶の再利用を進めるこ

のＲ瓶活動、資源保護の観点からも、宮崎ＰＲ

に一役買うことは受け合いかと存じますので、

普及を提唱されたらいかがかと思います。知事

のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

次に、知事はスーツに、北朝鮮に拉致された

被害者を救出するためのシンボルであるブルー

リボンのバッジをよくつけていらっしゃいま
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す。また、テレビ出演される場合にも着用され

ており、県民の多くもその姿を見ております。

このことは、拉致被害者の家族や関係者を勇気

づけていることと思います。本県も事件現場の

一つとされており、特定失踪者が４人おりま

す。東国原知事も拉致問題に理解が深いことと

思いますけれども、今回の日朝協議での北朝鮮

側の回答と日本政府の経済制裁の一部緩和の姿

勢について、どのような認識をされているのか

お伺いします。

以下につきましては、自席のほうから質問さ

せていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

雑誌「Ｖｏｉｃｅ」における知事の評価につ

いてであります。この記事につきましては、私

は全国の知事の中で、よいほうから２番目とい

う、ありがたいのかありがたくないのか、そう

いう評価を受けたわけであります。この評価基

準の中で、構想力と決断力がともに３点―５

点満点中３点でございます。これはまことに遺

憾でございます。この評価基準の中に、多選と

いう条項がないんですね。項目がないんです。

こういったこともいかがなものかという感じで

ございます。この種の評価は、その考え方に

よって異なった結果になることが多くあります

ので、私といたしましては、その結果に一喜一

憂することなく、みずからを省みる材料とし

て、慢心することなく、県民の皆様に満足いた

だける県政運営に、今後も全身全霊を傾けたい

と考えております。

環境に対する認識についてであります。地球

温暖化を初めとする環境問題は、人類にとって

喫緊で重要な課題であり、生活や産業などあら

ゆる分野において、その対応は必須のテーマだ

と考えております。このような中、本県は、全

国トップクラスの日照時間、そして豊かな水資

源、森林資源など、すぐれた条件を備えている

ことから、将来、生活や産業分野を含めた地球

環境保全のモデル的な地域として発展する可能

性を秘めていると考えております。このような

ことから私は、本県がこれから進むべき方向と

して、全国一の環境先進県を目指した取り組み

が必要であると考えております。現在、本県に

は、太陽電池産業が立地しておりますが、私が

先般提案した世界最大級の太陽光発電所の建設

なども含め、今後、環境関連産業の集積を図る

ことにより、「太陽と緑の国みやざき」という

イメージに合った、本県らしい活性化策を推進

してまいりたいと考えております。

続きまして、リターナブル瓶の利用促進につ

いてであります。焼酎の五合瓶につきまして

は、一升瓶と異なり、回収ルートが確立されて

いないことや強度の面等から、県内で再利用さ

れている例は少なく、また、強度の高いリター

ナブル瓶は、コストの面等から利用している事

例はないとお聞きしております。しかし、この

リターナブル瓶は、何回も使用できることか

ら、使い捨ての瓶や紙パックを使用する場合に

比べ、資源の節約や環境保全などの点から大変

有効でありますので、利用促進について、今

後、業界団体とも協議してまいりたいと考えて

おります。

続きまして、日朝実務者協議に関する認識に

ついてであります。今回の日朝実務者協議にお

いて北朝鮮は、日本側の要求を受け入れ、拉致

問題の解決に向けた再調査の実施を約束したと

ころでありますが、このことは、「拉致問題は

解決済み」というこれまでの立場を変更したも

のであり、一定の前進はあったものと認識して
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おります。また、日本政府の経済制裁の一部緩

和につきましては、今後の再調査に関する協議

の中で、双方が合意した場合に制裁の一部解除

が行われるとのことであります。北朝鮮による

拉致問題は、我が国の国家主権と国民の生命・

安全にかかわる極めて重大な問題であると認識

しており、一刻一日も早い拉致被害者全員の帰

国が実現するよう、今後の日朝協議の動向に注

目してまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○松田勝則議員 それぞれ力強い答弁、ありが

とうございます。胸がいっぱいになるようなお

言葉をいただいたんですけれども……。さて、

日本政府の経済制裁の一部緩和措置の姿勢に対

しては、国に対して宮崎県は何らかの行動を起

こすべきじゃなかろうかという思いも私どもは

持っておりますが、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 今回の日本政府の経

済制裁の一部緩和につきましては、日朝協議の

中で慎重に行われるものと考えており、今後の

動向を見守りたいという姿勢でおりますが、折

に触れて全国知事会等を通じて、宮崎県の立場

として、拉致問題の解決に向けて声を大に働き

かけていきたいと思います。

○松田勝則議員 追ってまた質問させていただ

きます。

報道によりますと、アメリカでは、テロ支援

国家指定解除の動きが具体的に出ております。

解除されますと、拉致事件の解決が一層難しく

なるかと考えますが、アメリカ大使館に制裁解

除反対の意見書を送るとか、そのようなお考え

はお持ちではございませんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 今のところ、そうい

う行動は念頭にございませんが、今後とも、全

国知事会等々を通じまして、適切な対応をとっ

てまいりたいと思っております。

○松田勝則議員 たくさんの拉致被害者の家族

の方々、支援者の方々も、今のお言葉をうれし

く受けとめておると思います。

では、次の質問に移らせていただきます。私

が用意したほとんどの質問を、先に出られた議

員の方々が質問されましたので、重複したとこ

ろは割愛しながら進めてまいりたいと思いま

す。

まず、県立延岡病院対策について伺います。

延岡病院の医師確保、いや来ていただくので

すから、医師の招聘と言ったほうが適切かと思

われますが、この問題につきまして病院局長に

お伺いします。

研修医が研修先を自由に選べる新臨床研修制

度の導入により、若い医師が都市部に集中して

いることに起因して、医師不足が、県内はもと

より全国で深刻化しております。中でも、県北

住民が県病院と呼び親しみ、また一番頼りにし

ている県立延岡病院では、この春、循環器科の

医師５人のうち３人が相次いで退職し、これが

延岡市に大変大きなショックを与えました。過

去にもこの延岡病院では、麻酔科の医師５人が

退職したために全身麻酔の手術に影響が出たこ

とは、市民の記憶に新しく、また現在、19診療

科のうち眼科と精神科は、医師の補充がされぬ

まま休診が続いております。医師が減った分、

当然、医師の負担も増加いたします。延岡病院

は県北唯一の第３次救急医療施設であり、本来

の役割は重症患者への対応ですが、延岡市の夜

間急病センターは、金曜日を除いて診療が午

後11時で終了いたしますので、軽症の救急患者

も多く延岡病院を利用し、俗に言うコンビニ診

療の体をなしていました。当直医師は２人、看

護師３人の５人体制ですが、平日の時間外患者
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は20人近くにもなることが多く、当直医は仮眠

もとれないという状態が長く続いておりまし

た。

このような医療スタッフの多忙さに加え、相

次ぐ医師の退職に、このままでは県北の医療は

崩壊してしまう、このような危惧を抱きました

延岡市は、「皆様へのお願い！危ない!!県北救

急医療」と銘打って、延岡病院の窮状を広報誌

やチラシなどで訴え、また４月には、東国原知

事と首藤延岡市長がマスコミを通して、病院で

の安易な受診を控えるようにと呼びかけをいた

しました。これらのキャンペーンが奏功し、夜

間診察の忙しさは軽減されたやに聞き及びま

す。その後も県は県立延岡病院の医師確保に尽

力されておりますが、具体的にどのような努力

をされているかお聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 現在の延岡病院

の医師の状況でございますが、今、議員の御指

摘のとおりでございます。今の状況でございま

すが、今、御指摘いただきましたけれども、実

はこの全面改築後―９年に改築しております

けれども―の平成10年度以降につきまして

は、定数・現員ともに50名前後で推移しており

ましたけれども、平成17年度に、診療体制のさ

らなる充実等を目指して、定数を11名増員いた

しまして、現在の定数である66名ということに

いたしたところでございます。それ以来、この

医師確保に努めました結果、近年では一応60名

程度で推移しているというような状況にござい

ます。このような状況にありますけれども、医

師の確保につきましては大変重要でございま

す。このようなことから、私もこの４月に就任

して以来、宮崎大学や熊本大学など、病院長と

ともに既に数回にわたり訪問いたしまして、各

大学医局への派遣要請を行うとともに、県出身

の医師あるいは臨床研修医への個別の働きか

け、こういったことをしながら医師の確保に最

善の努力をしているというところでございま

す。

○松田勝則議員 最善の努力をしていただくと

伺っておりますけれども、市民の目から見まし

たら、延岡病院は県内でも医師が、お医者様が

来づらいんじゃなかろうか、集まりにくいん

じゃなかろうかという声も多数上がっておりま

す。確かに、医師が忙しいなというのは実感と

してわかるんですが、巷説言われております、

延岡病院は医師が集まりにくいとの見方、その

理由はどの辺にあるのかお聞かせをいただきた

いと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 特に県立延岡病

院に医師が集まりにくいのではないかという御

指摘でございますけれども、先ほど申し上げま

したとおり、この10年間、医師の一定の確保と

いうものは図られているのではないかなという

認識をいたしておりますが、近年の全国的な医

師不足の中で、県立延岡病院に限らず、医師の

確保につきましては非常に厳しくなっているの

は事実でございます。このようなことでござい

まして、延岡病院につきましては、特に今お話

にもございましたけれども、救急の患者さんが

大変ふえ続け、昨年度では9,000名を超えまし

て、医師への過重な負担となっているのではな

いかなという感じを持っております。このこと

が、やはり医師確保への障害になることがあ

り、懸念をしているところでございます。そこ

で、この４月から、今、議員御指摘のとおり、

それぞれ地元の県会議員さん、あるいは医師会

の皆さん、それから県北の行政の皆さん、そう

いった方の御協力をいただきまして、「延岡病

院支援キャンペーン」に取り組んでおりますけ
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れども、その結果、軽症の患者さんを中心に救

急患者さんが３割ほど減少するなど、一定の成

果が得られたのではないかなという感じがいた

しております。今後とも、医師の確保のため

に、地道ではございますけれども、こうした活

動を継続してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○松田勝則議員 集まりにくいという客観的な

資料はなかなかないかと思うんですけれども、

他の県内の３病院の中で比較いたしますと、県

立延岡病院の医療スタッフの勤務状態、そう

いった現状はどうか、比較をした上でお聞かせ

いただきたいと思います。病院局長、よろしく

お願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 医療スタッフの

忙しさといいますか、他の県立病院と比較して

ということでございますけれども、この医師の

勤務につきましては、診療の内容によっても差

がありますことから、一概に病院間での比較と

いうのはなかなか困難でありますが、いずれの

病院におきましても、夜間あるいは休日の集中

治療室での対応、あるいはオンコール体制とし

て交代で自宅待機制をとりながら、救命救急セ

ンターからの呼び出しというものも頻繁に行わ

れています。こういう実態がありまして、医師

等の負担感、こういったものにつながっている

のではないかなというふうに認識をいたしてお

ります。

○松田勝則議員 医師確保に関しましては、大

変努力をされており、他県でやっているほとん

どのことは延岡病院でも尽力されておると伺っ

ております。その中で、やはり県立延岡病院の

医師、医療スタッフへの処遇の改善は考えられ

ないものかと思うのですが、いかがでしょう

か。病院局長、お願いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立延岡病院に

おける医師の処遇の改善ということでございま

すけれども、県立病院の医師の給与改善につき

ましては、御承知のとおり地方公務員でありま

すから、法律上一定の制約がありますので、こ

の制度の枠内での検討ということになってまい

るというふうに考えておりますけれども、給与

以外の処遇あるいは労働環境等の改善を含めま

して、医師の意見等も参考にしながら、総合的

に検討していきたいというふうに考えておりま

す。

○松田勝則議員 そうはいいましても、宮崎と

延岡を比較しましたときに、宮崎は空港もあれ

ば高速道路もある、文化や娯楽のインフラも十

分に整っている。家族のことを含めて考えまし

たらば、宮崎と延岡を一列に考えるのはちょっ

と無理があるんじゃなかろうかなと思います。

であれば、そこにこの都市格差を処遇で是正す

るというような考え方もあってしかるべきでは

なかろうか。日本じゅうを見渡しますと、大和

市とか八戸市の市民病院では、そういった処遇

に対してアップを図ったり、あるいは兵庫県の

県病院局は、全面的に医師不足に対応して新た

なる手当を支給するなどの策を設けています。

十分に御検討いただきたい、このように思って

おります。

続きまして、県内の防災について県土整備部

長にお伺いいたします。

防災関係、かなり項目があったのですが、ほ

とんど重複しておりますので、北川ダムの水利

権契約更新についてお伺いをしたいと思いま

す。北川ダムは、大分県が管理を行う県営ダム

で、大分県佐伯市に位置しております。北川流

域の治水と水力発電を目的に、昭和37年に完成

した多目的ダムですが、大分県にあるとはいえ
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ども、下流域の延岡市民への影響力も大きい施

設でございます。このダムの発電水利権の更新

が迫るに当たりお聞きをいたします。

ことしも大雨が大変心配されておりますが、

平成９年９月の台風19号で、北川流域は未曾有

の大洪水に襲われました。一気に増水した北川

は、地元の方々の証言によりますと、それこそ

津波のように勢いを増した川の水が、旧北川

町、そして下流域の延岡市東海地区をのみ込

み、大きな傷跡を残しました。とうとい人命も

失われました。各地で床上・床下浸水が相次

ぎ、北川町では約700世帯もの家が災害に遭いま

した。その後、激特工事により河川改修は進み

ましたが、いまだ、かさ上げ工事などで仮設住

宅の暮らしを送る人々も存在しております。50

年に一度と言われる大規模な災害に見舞われた

流域の住民たちは、北川ダム放流のあり方を疑

問視し、住民の一部は災害補償についての裁判

を行いました。ダム放流と水害には因果関係は

ないとの判決が下されたわけですが、平生はア

ユのすむ清流である北川、しかし、豪雨の後の

ダム放水では、やはり濁りが確認され、昨年は

本川の濁りが１カ月も続くなど、依然、北川ダ

ムが流域に及ぼす経済的あるいは環境的な影響

は大きいものがあると言えます。地元では、こ

れを機会に大分県側とダムのあり方や洪水対策

などを検討しようと、平成18年４月に北川ダム

対策検討委員会まで設置されました。交渉の相

手先が大分県であります。戸惑いながらも忍耐

強く活動を続けてまいりました。先日、委員会

は報告書をまとめ、延岡市のほうに提出したと

聞いております。そのような多くの地元住民の

意見を、ぜひ県土整備部長にお受け取りいただ

きたいと思いまして、お聞きいたします。

まず、国と大分県との北川ダム発電水利権

の50年ごとの―これは初めての更新ですが

―許可更新が来年３月30日に迫っていること

について、本県はどのような認識をお持ちでご

ざいましょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 議員からお話

ございましたように、北川ダムの発電に係る水

利権の許可更新は、大分県が申請いたしまし

て、国が許可するものでございますが、許可更

新に際し、平成９年に激甚な災害を受けた地元

の皆様方からは、さまざまな要望があると承知

しております。

○松田勝則議員 今回の北川ダムの水利権の許

可更新に際しまして、本県はどのようなかかわ

り方ができるのでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 北川ダムの発

電に係る水利権の許可更新に際しまして、本県

に対して意見聴取というものがございますの

で、県では、地元延岡市に意見を照会した上

で、国へ回答するという形になります。

○松田勝則議員 では、宮崎県は、意見聴取の

場合、国へ対して意見を述べることができると

いうわけですね。では今、宮崎県はどのような

意見をお持ちか、お聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 県といたしま

しては、地元住民の皆様の不安解消が最重要と

考えておりますので、延岡市からの意見も踏ま

えて、しっかりと国に伝えてまいりたいと考え

ております。

○松田勝則議員 延岡市からというお答えがあ

りました。北川ダムの水利権の許可更新に関し

まして、地元からは今どのような要望が届いて

おりますでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 県に対して現

段階で要望はございませんが、先ほど議員がお

話しされたように、地元では、大分県などに対
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する要望をまとめ、延岡市のほうに報告したと

聞いております。

○松田勝則議員 では、延岡市のほうから、い

ずれ県のほうに要望書が上がってくるというふ

うに考えてよろしいかと思います。北川ダムの

管理者、これは大分県企業局ですが、県は今後

どのような協議を進めていかれるのか、お聞か

せください。

○県土整備部長（野口宏一君） 現在、延岡市

が国、大分県、宮崎県、延岡市、そして関係団

体で構成します、仮称北川流域防災会議という

ものの設立を準備しているところでございまし

て、この防災会議の場を通じて、さまざまな意

見調整を行いまして、地元住民の皆様の不安解

消に努めてまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 北川ダムに関しましては、地

元住民、大変な努力と苦労をしております。さ

まざまな住民の声を受けて、北川ダムの管理者

である大分県に対して、宮崎県は、ふるさとの

安全なまちづくりを願う住民の民意をしっかり

尊重されてお伝えいただきたい、このように思

います。

続きまして、農林水産業の振興と地産地消に

ついて伺います。

農林水産業の中の農林業の振興につきまして

は、質問が出尽くしました。また、地産地消に

つきましても質問をされましたので、私は、漁

業の分野についてのみ質問させていただきたい

と思います。

農水省の平成18年度の食料自給率レポートに

よりますと、我が国の食料自給率は、カロリー

ベースで39％、生産額ベースで68％、宮崎県の

自給率は、カロリーベースで62％、生産額ベー

スで256％、まさに日本一の自給率を誇り、かつ

また、農業産出額では全国第５位を占める我が

国屈指の食料供給県であることは言うまでもあ

りません。さて、漁業生産高ですが、日本は中

国に次いで世界第２位を誇る水産王国、一方で

また世界最大の水産物輸入国であり、世界の貿

易金額の約３割を輸入しております。その中に

おいて本県は、22年連続日本一の生産量を誇る

近海カツオ一本釣り漁業、また沿岸マグロはえ

縄漁業のほか、底びき、きんちゃくなどの網漁

業、そして養殖業も盛んな全国有数の水産県で

す。九州農政局宮崎農政事務所の発表によりま

すと、昨年の宮崎県は豊漁でした。県全体の漁

獲量は前年比4.5％増の10万7,639トン、過去５

年間で平成15年に次ぎ２番目に多い結果となり

ました。中でもまき網漁のイワシ類の豊漁が目

立ちましたが、理由として、昨年２月にカタク

チイワシが千葉・三重県沖から多く南下したこ

とが、宮崎の海にこんな恵みをもたらしたとい

うことであったようです。

ところが、その海にことしは変化が起きてい

ます。県南の油津ではクロマグロの水揚げが激

減、県北の島浦や北浦では、まき網にかかるヒ

ラゴやウルメといったジャコ類の水揚げが減り

ました。県北につきましては、３月以来、不漁

の日々は続き、もう４カ月に入ろうとしており

ます。このような日向灘の不漁とは反対に、鹿

児島では豊漁とのことですから、潮目が変わっ

た、環境が変わったとしか言いようがないと思

うんですが、地元の漁業従事者は本当に苦労し

ております。先ほどの島浦で聞きましたら、こ

の５月までの収入は、平均で月５万円というこ

とです。月に５万円。給料が出ない日もある。

どうもこうもならぬというのが現状でありま

す。水揚げに関しましては、昨年に比べて、北

浦が３分の２、島浦が半分以下にまで落ち込ん

でおります。このままでいきますと、大切な盆
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の支払いにも事欠くありさまだと、口をそろえ

て言っております。こんな長期の不漁は経験が

ない。全国で、イカ釣り船の休漁を初め、漁船

の一斉休漁が提唱されておりますけれども、回

遊魚を相手にするきんちゃく漁の場合は、いつ

魚が戻ってくるかわかりませんから、２日ない

し３日の一斉休漁に相乗りということもなかな

かできないという現状だと伺っております。

このような、かつてない不漁が続く中で、漁

業者は、漁獲量の減少、産地価格の低迷、魚離

れ、燃料の高騰後の高どまり、後継者の減少な

ど本当に厳しい状況の中にあって、宮崎の漁業

を守るために一生懸命頑張っております。ま

た、海の暮らしにすべてをゆだねる、人口1,300

人のほとんどが漁業に従事している島浦の住民

は、ほかの仕事につくこともままならず、大変

苦しい生活を強いられております。このような

深厚深刻な不漁の事態に対し、県としてはどの

ように対応されるのか、ぜひお聞かせくださ

い。よろしくお願いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県北のまき網

漁業における、ことし１月から５月までの水揚

げ実績は、先ほど議員が数値をお示しになりま

したが、過去３カ年の平均と比べまして、漁獲

量で約４割、金額では２割強減少しており、経

営への影響を非常に懸念しております。この不

漁の原因を特定することは困難でございますけ

れども、黒潮の接岸によって、日向灘海域にお

けるイワシ、アジ、サバ等の漁場が形成されに

くい状態が続いたことが一つの要因ではないか

と考えられます。現在、黒潮は離岸傾向に移り

つつあるということですので、今後の水揚げ回

復に期待しておるところでございます。県とい

たしましては、水産試験場が運営いたします高

度漁海況情報サービスシステム等による、水

温、海流の情報とともに、魚群の分布の調査結

果を漁業者や漁協へ提供することなどにより、

今後とも、まき網漁場の選択が容易にできるよ

うに努めてまいりたいと考えております。な

お、基本的な経営コストを下げるため、国の事

業の活用に向け、運搬船の一部を運休させ、効

率的な操業の実証を行う漁業者の取り組み等

を、県としても支援しているところでございま

す。以上です。

○松田勝則議員 御存じのように、不漁に加え

まして、漁村はダブルパンチを食らっておりま

す。オイルショックより危機的状況と皆が口に

します燃油の高騰ですが、Ａ重油の標準的な小

売価格は、2003年の平均で１キロリットル当た

り約３万9,000円でした。それが2007年に約６

万9,000円、約1.8倍に上昇しました。ことしに

入って値上がりがますます加速し、６カ月で約

３割方上昇しております。６月は約10万5,000円

になっております。また、漁網や発泡スチロー

ル製のトロ箱も値上がりをしております。市場

や小売関係者の間では、燃料価格の高騰が、魚

の供給量減少と価格上昇につながる可能性を指

摘する声も出ております。県レベルの支援には

限界がありましょう。国が原油価格安定に強力

に取り組むなど、抜本的な対策が必要かと思い

ますが、まずは県は一斉休漁を考えるまでに追

い込まれた漁業者に対してどのような対応をさ

れるか、ぜひお聞かせください。農政水産部

長、よろしくお願いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 燃油高騰の影

響を受けるカツオ・マグロ漁業につきまして

は、平成17年度と18年度に、国、県の事業によ

る操業の効率化、省エネルギー化を推進した結

果、燃油使用量が６％から10％程度抑制された

ところでございます。その後も燃油価格の上昇
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が続きましたために、本年２月に、国が水産業

燃油高騰緊急対策として102億円の基金を設けた

ところでございまして、この事業を活用した省

エネルギー化の早急な実現が必要となっており

ます。県といたしましては、国の事業の実施に

向けた漁協に対する指導助言を行うとともに、

県の新規事業であります「地域漁業経営改革対

策事業」等により、操業の効率化や付加価値向

上等による漁業経営の安定化に努めてまいりた

いと考えております。さらに、本年度に入りま

しても、御指摘のとおり燃油高騰が続いており

ます。団体では一斉休漁も検討されるなど、漁

業経営は大変厳しい状況にございますことか

ら、関係団体と連携しながら、さらなる緊急対

策等の充実につきまして、国に働きかけを行っ

てまいりたいと考えております。以上です。

○松田勝則議員 燃油高騰に対しましては、漁

業者だけじゃなく、農業、林業、また運送業、

すべてがひとしく苦しんでおるわけであります

けれども、特に弱小と言われる県内の漁業者に

対して、鳥取県では、燃油価格の高騰に対応す

るため、経営安定資金を拡充したなどとも聞い

ております。また、そういった分野にも目を向

けられまして御努力を賜りたい、このように思

います。

続きまして、県北の道路整備につきまして、

再び県土整備部長に伺います。

去る４月６日に、東九州自動車道、九州横断

自動車道の早期整備が待たれる中、九州横断道

延岡線の舞野―北方間の6.4キロが開通いたしま

した。山腹を貫く真っすぐな新しいアスファル

トを走ったときに、陸の孤島と呼ばれたこの県

北にも着実に高速道路時代が到来したことを実

感いたしました。また、北方町の住民の方々の

県立延岡病院までの所要時間が15分短縮できる

との歓喜の声を聞き、本当にインフラ整備の重

要さを実感したところです。一方、この路線の

開通によりまして、延岡市南部の延岡南道路の

通行量も増加いたしました。ところが、相変わ

らず短区間の料金をいとうがゆえか、料金所手

前の伊形インターでほとんどの方がおりてしま

いまして、一般道路を抜ける車が増加したのも

また事実です。地元の伊形、土々呂、一ヶ岡は

通行車両がふえ、子供や高齢者が安心して道路

を歩けないといった事態も起こっております。

国土交通省延岡河川国道事務所が管理運営する

西日本高速道路株式会社に対しまして、南イン

ター料金値下げ実験の実施促進を、議会ではこ

れまでも提案してまいりました。さて、県民の

生活に密着する一般の道路でありますけれど

も、県北に関しましては、なかなか改良の成果

が見えてこないという声があります。特に国

道10号の中でも混雑度の高い土々呂町の渋滞は

どうなっているのか、そこのところを県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 国道10号の当

区間におきましては、特に朝・夕の通勤時等を

中心といたしまして、慢性的な渋滞が発生して

いると認識しております。このため、国では現

在、歩道設置とあわせまして、県道の遠見半島

線との交差点に右折レーンを設置するため、用

地買収が進められているところでございます。

さらに、現在事業中の東九州自動車道、国道10

号延岡道路、国道218号北方延岡道路が開通しま

すと、国道10号の渋滞緩和に大きく寄与するも

のと考えております。県といたしましては、引

き続き、国等に対しまして、整備中箇所の早期

完成を働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○松田勝則議員 おっしゃったように、整備中
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の東九州自動車道、国道10号延岡道路、国道218

号北方延岡道路が開通しますと、通行量もふえ

ますが、国道10号の渋滞緩和につながるかどう

か、甚だまだ疑問なところがあります。再三申

し上げておりますように、南インターの料金値

下げ、こちらのほうをぜひお取り組みいただき

たい、このように思います。

続けて質問いたします。国道10号の中で特に

混みますのが、今申し上げました土々呂なんで

すけれども、延岡市塩浜町から門川町加草区

間、こちらは４車線化が進まずに、大きな渋滞

の原因ともなっております。この延岡市塩浜町

から門川町加草区間の４車線化の可能性につい

て伺いたいと思います。また、４車線化が困難

であれば、当区間の渋滞対策について県はどの

ように考えていらっしゃるのか、県土整備部

長、お聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 現在、国にお

きまして、東九州自動車道の大分県境から北川

間、さらに国道10号延岡道路ですとか国道218号

北方延岡道路の早期完成を目指して、鋭意整備

に取り組んでいるところでございまして、当

面、当区間の４車線化を求めることは困難な状

況にございます。県といたしましては、当区間

の渋滞緩和を図るためにも、東九州自動車道、

延岡道路、北方延岡道路などの早期完成につき

まして、引き続き国等へ訴えてまいりたいと考

えております。

また、当区間の渋滞緩和のためにどういう政

策があるかということでございますけれども、

これは先ほど議員のほうからお話があったこと

でございますけれども、延岡南道路の料金割引

等が考えられると思っております。門川―日向

間が、公表されております平成22年度に供用さ

れれば、東九州自動車道と一体的に利用できる

ようになりますことから、今後とも、例えば当

区間をＥＴＣ料金割引の対象区間としていただ

くよう、引き続き関係機関に要望していきたい

と考えております。

〔発言する者あり〕

○松田勝則議員 今も大変力強い声が後ろから

参りましたけれども、ぜひ前向きに取り組んで

いただきたい、このように思います。また、10

号線の渋滞に関しまして一つ関連なんですが、

土々呂町に、国道10号の下を流れている浦上川

という川がございます。延長1.3キロの大変小さ

な川なんですが、年に１回は必ず増水いたしま

して、その都度、それがもとで国道10号が通行

ストップになるという事態が起こっておりま

す。この浦上川の河川改修の予定につきまして

お聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 浦上川につき

ましては、昭和59年度から改修を進めており、

延岡市が整備を行った都市下水路との合流点か

ら下流約500メートルの区間が整備を完了してい

るところでございます。しかし、残りの区間に

つきましては、用地買収が困難な箇所があった

り、あるいは予算確保の問題などから、現在、

改修が進められない状況にございます。現在、

川の流れを阻害する土砂の掘削、あるいは地域

の皆様の御協力を得ながら草刈りを行って、で

きるだけ水の疎通をよくするということを行っ

ているところでございます。

○松田勝則議員 今、おっしゃいました土砂の

掘削、大変地元の方たちも憂慮しております。

こういった地方の小さい川にも目を向けていた

だきたい、このように思っております。

続きまして、国道10号、大分視点を変えま

す。延岡市北川町の市棚から佐伯市間、これが

ちょうど区間にいたしますと、10号線と326号線
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の交差点から佐伯市の217号、それから10号線の

交差点まで43.2キロメートル、時間にして約52

分かかるんですが、登坂車線といいますか、追

い越し車線ですね、登坂車線が一カ所もござい

ません。こちらのほうの登坂車線の整備はどの

ようなものであるか、県土整備部長、お聞かせ

ください。

○県土整備部長（野口宏一君） お尋ねの国

道10号の区間でございますけれども、急峻な地

形となっておりますが、国が現在、国道10号延

岡道路並びに東九州自動車道を鋭意施工してい

るところでございますので、これらの道路が整

備されますと、現在、国道10号を利用して大分

―宮崎県境間を往来する車両の大部分が高速道

路のほうに転換すると考えられますので、登坂

車線の設置は困難と考えております。県といた

しましては、国道10号延岡道路並びに東九州自

動車道の早期整備を、国に対して引き続き強く

要望してまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 どのみち県北は今、インフラ

に関しましては、国道10号延岡道路あるいは東

九州自動車道の整備にかかっているという形に

なろうかと思います。こちらのほうの要望ある

いは支援のほうを力強くお願いしたいと思いま

す。

続きまして、県内の治安対策についてお伺い

をしたいと思います。

サイバー犯罪、サイバーパトロールにつきま

しては質問が出尽くしましたので、私の場合、

子供と携帯電話の関係について教育長にお伺い

いたします。

あの秋葉原の無差別殺傷事件から３週間が過

ぎました。しかし、携帯電話サイトへの犯罪を

ほのめかす書き込みは後を絶ちません。身近な

ところでは、今月14日、「あす、九州のある駅

で歴史に残る大量殺人をする」との書き込みが

ありました。主要駅や空港などの警備に大変尽

力されたということを聞いております。また、

携帯電話を利用しての爆破予告、殺害予告とい

うものが取りざたされ、逮捕されるケースが毎

日のように報じられております。今書き込みを

したら必ず捕まるということは常識になりつつ

あるほどです。膨大な量の迷惑な広告メール、

出会い系サイト、悪質なチェーンメールなど、

違法・有害情報が携帯電話を通して子供たちに

雪崩のように押し寄せております。そして、携

帯電話が子供たちに与える影響は、今まで以上

に大きいとの認識が深まっています。その中

で、政府の教育再生懇談会は５月26日、これま

での審議をまとめた第一次報告書を決定し、福

田康夫首相に提出いたしました。特筆されるの

は、「必要がない限り小中学生に携帯電話を持

たせない」と明記されていることです。そこ

で、教育長に伺います。この教育再生懇談会の

提案にあるように、子供たちを有害情報から守

るため、携帯電話所持に関する小中学校、高等

学校、そして教育委員会の取り組みはどのよう

にお考えか、お聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 今お話にありまし

た、教育再生懇談会の第一次報告にあります小

中学生の携帯電話の使用制限のことであります

けれども、この件につきましては、国も法規制

の検討を含めた議論の途中であることから、私

どもとしては、重大な関心を持ってその動向を

注視してまいりたい、このように考えておりま

す。県の教育委員会といたしましては、有害情

報から子供たちを守るということは大変大事な

ことでありますので、学校と家庭との協力によ

り、携帯電話の正しくて安全な使い方が徹底す

るように今後も取り組んでまいりたい、このよ
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うに考えております。以上です。

○松田勝則議員 携帯電話を持たせないという

ことに対しては、県の教育委員会としては、

「持たせない」と明確に明言するわけじゃない

ということでございますね。

○教育長（渡辺義人君） 子供たちに携帯電話

を持たせるか持たせないかというのは―当

然、子供たちは未成年者でありますから、保護

者の保護監督下にあるわけです。したがって、

それを持たせるか持たせないかというのは、保

護者の判断になるわけです。したがって、そう

した場合には、保護者が持たせたことによって

何らかの一定の結果が必然的に生ずる場合があ

ります。こういった場合は、当然のことながら

基本的には親が責任をとるべきだ、このように

思っております。

○松田勝則議員 わかりました。ありがとうご

ざいます。

最後の質問になります。エコクリーンプラザ

みやざきの問題に関してでございます。

21日に行われました外部調査委員会の現地調

査に副知事は立ち会っておられますが、さまざ

まな問題箇所をごらんになって、どのような感

想をお持ちになったか、お聞かせください。

○副知事（河野俊嗣君） 土曜日に行われまし

た外部調査委員会の調査に同行いたしまして、

私も実際に浸出水調整池の第１水槽、第２水槽

の中に入って現状を見てまいりました。その中

には、プレキャストコンクリートのつなぎ目に

ずれが生じているものでありますとか―その

ずれは防水テープで補修されておるんですが、

一番ひどいところは、その防水テープにほころ

びが生じておるようなもの、また、前日来から

の大雨の影響かと思いますが、雨水が内部に漏

れ出している箇所も何カ所かございました。こ

ういった現状を見るにつけ、やはり地元の皆様

の不安解消、さらには一刻も早い機能回復のた

めに、外部調査委員会の先生方にも工法を検証

いただきながら、早期の補修工事に取り組む必

要があると考えたところであります。

○松田勝則議員 今回の事件に関しましては、

再三質問しておりますように、結論として外部

調査委員会にすべてをゆだねるというふうに私

たちは考えておるんですけれども、外部調査委

員会が明確にすると提起しております。その責

任の所在をもとに、県はさらにどのような形で

責任の追及を行っていくのか、副知事、お聞か

せください。

○副知事（河野俊嗣君） 外部調査委員会にお

きましては、計画の策定時から設計施工、施工

管理、検査に至るすべての過程について、当時

の技術的知見に照らした判断がどうだったのか

という問題でありますとか、組織内部における

意思決定過程のあり方がどうだったかという問

題、また、そういったものを公社並びに県なり

関係市の間でどういうふうに情報共有している

のか、そういったところをすべてチェックいた

だくことにしております。そういった問題の全

体像を踏まえた上で、県、公社、それから各市

になりますが、任命権者がそれぞれの職員の責

任のあり方というものを整理いたしまして、必

要に応じて処分を行ってまいるということでご

ざいます。

○松田勝則議員 今のところ外部調査委員会に

すべてをゆだねている形になろうかと思うんで

すが、知事にお伺いいたします。知事は、外部

調査委員会の委員長とも当然お会いになり、さ

まざまな議論を交わしておられますでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） まだ議論は交わして
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おりません。

○松田勝則議員 今後、お会いになる御予定は

おありでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 当然ございます。

○松田勝則議員 予定がありましたらお聞かせ

ください。

○知事（東国原英夫君） 具体的な予定はスケ

ジュールとして把握しておりませんが、近々、

恐らく議論あるいは対面する予定であると思い

ます。

○松田勝則議員 これだけ大きな問題、その原

因解明をも一任しておる外部調査委員会でござ

いますので、ぜひさまざまな議論を交わしまし

て、これからの調査に資するべきであると考え

ます。また、外部調査委員会の情報公開に関し

てですけれども、外部調査委員会は、年度内に

最終報告をまとめるとなっておりますが、中間

報告等のじきじきの報告を情報公開されるかど

うか、その辺のことはどうお考えかを知事にお

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） それも含め、外部調

査委員会の御意見等も含めまして、今後検討さ

せていただきたいと思っております。

○松田勝則議員 では、情報公開に関しては、

まだここでは何とも言えないということでござ

いましょうか。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会の調

査、検証等や意見も含めまして、今後、検討の

対象となると思いますが、基本的には情報公開

というのはなされるべきだと考えております。

○松田勝則議員 中間報告でありますとか、議

事録等々の公開あるいはホームページ上の公開

等々も県民は待っているかと思います。その検

討をぜひお願いいたしまして、私の質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 一般質問２

日目に登壇された黒木正一議員が、「鳥獣害対

策、３回目です」と言われました。諸塚村、そ

ういった山村部を代表する議員として、どうし

ても言っておかなければならぬという思いで

あったのだと思います。私も、北郷村という諸

塚村にも似たすばらしい村で少年時代を過ご

し、長ずるに及んで工都延岡という働く者の町

に転校いたしました。農村部と都市部それぞれ

の光と影を見た思いがします。ですから私は、

「働く」ということに関して、どうしても言っ

ておかなきゃならぬということがあります。

前知事から数えて５回目になりますけれど

も、派遣労働に関して伺いたいと思います。

実は３年ほど前の話になりますが、ある高校

の補導の先生から、次のような話を聞きまし

た。その高校の女子生徒が自転車で通学中、交

差点で高齢者のおばあちゃんとぶつかったそう

です。そのとき、この高校生が、このおばあ

ちゃんを「このくそばばあ」となじったそうで

あります。このことを伝え聞いたその補導の先

生は、非常に残念に思い、すぐに全校朝礼を開

き、全校生徒の前でこう訴えたそうです。「こ

ういう言葉を使ったら、もう幸せにはなれん

ぞ。正直に申し出なさい」と訴えたそうであり

ます。お年寄りになれば視野が狭くなったり聴

力が衰えてくることが、この少女には理解でき

なかったのでしょうか。これからという17歳の

少女がこんな言葉を使うようでは、この子の将

来の姿が暗示されているようで、補導の先生が

言ったとおり、こういう言葉を使ったら、もう

幸せにはなれないと思うのです。そしてまた、

その社会も幸せになれないと思うのです。また
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一方、その補導の先生が、高校教育の中で勉強

のことだけでなく、「こういう言葉を使った

ら、もう幸せにはなれんぞ」と、子供の将来の

幸せを願い、切に訴えられたことに、教師とし

ての姿、本分を見る思いがしました。

もう一つの話は、30年ほど昔の話になります

が、私が市役所に勤めていたころ、コンピュー

ターもない時代、ある定型的な大量の事務が発

生し、高校生をアルバイトとして募集し、日曜

日に作業してもらうことになりました。１日だ

けの作業でしたので、申しわけないくらい本当

に安い賃金でした。作業当日、私の上司が集

まった高校生を前に、作業手順の説明の後、

「本当に安い賃金で申しわけない」と頭を深々

と下げられました。私は当時、20歳代でした

が、その上司から、お互いに「働くというこ

と」への思いやりを教えられたように思いま

す。そしてまた、職場にあっては、職場にいる

臨時職員に対して、きっと正職員になろうと励

ましたり、職員採用試験に向けての心構えを教

えている風景も見られました。

さて、今日、労働者派遣法というものが制定

され、それが社会にもたらす影響、弊害などに

ついて、私はこれまで数回にわたって質問をし

てきました。この国の成り行きを見ると、何か

いたたまれない思いがあったからです。派遣労

働、この新しい労働形態の存在によって何がも

たらされたのか。それは、働くということの中

に、第３の身分がつくられたことであると思い

ます。これまで正規職員、そして臨時職員とい

う２つの階層、２つの身分だけがあったもの

が、労働者派遣法の制定により、その間に第３

の身分、しかも固定的な身分がつくられたので

あります。いやむしろ、正規職員と臨時職員の

間に派遣労働者が固定的な第２の身分として分

け入り、臨時職員を第３の身分に追いやったと

言えるかもしれません。人間が生物学的にもお

かしくなってきているのではないかと思われる

今日、派遣労働の存在というものが、県内にお

いても、教育や福祉、警察行政など、さまざま

な分野に少なからず負の影響を与えているので

はないでしょうか。そのことは、直近に起こっ

たあの秋葉原の事件が物語っていると思いま

す。今日の社会事象とも重ね合わせ、派遣労働

に対する知事の所感を伺います。

後の質問については、質問者席にて行わせて

いただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

派遣労働についてであります。労働者派遣制

度につきましては、制度創設から20年以上が経

過し、事業所数、派遣労働者数ともに年々増加

する中で、偽装請負や二重派遣などの違法派遣

や、不安定で低賃金であることなどが指摘され

ている日雇い派遣の問題など、さまざまな問題

が生じている今日でございます。このような状

況を踏まえ、現在、国においては、日雇派遣指

針に基づき、指導監督の強化を図るとともに、

労働政策審議会等において、派遣労働者の保護

や制度のあり方等に関する議論がなされており

ます。私は、働く人々が経済的に自立し、将来

に希望が持てるような社会づくりを進めること

が大変重要であると考えております。このた

め、全国知事会を通じまして、国に対し、正規

・非正規労働をめぐる問題に対処するため、法

的な整備等の必要な取り組みを進めるよう要望

しているところでございます。また、県といた

しましては、今後とも機会あるごとに、企業や

事業主団体に対して、正社員としての採用につ

いて配慮されるようお願いするなど、安定した
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雇用の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。〔降壇〕

○太田清海議員 わかりました。法的な整備等

を図っていきたいということであります。いろ

んな報道を見たりすると、そのコメントの中

に、派遣労働で転々として30代、40代になっ

て、どこも雇うところがないという人たちが、

生きている意味がないという感想を漏らされた

りするときに、何か今、私たちが対応しておる

自殺の問題とか、そういったものに関連するん

じゃないかなと思っています。知事も一般質問

の中で答弁されておりましたが、負けた側がま

た頑張る、そう思える社会にしたいということ

でありますので、１年以上長期にわたって派遣

労働する場合は、正規にしていただくとか、ぜ

ひそういった法整備、また、総合評価落札方式

の中で、そういった正規職員の多いところを優

遇するとかいうことも必要ではないかなと思っ

ております。

次に、教育長に質問をいたします。関連でも

ありますが、実は、学校現場にこういった臨時

的任用講師―派遣労働ではないんですが―

という人たちがいらっしゃいます。その辺の確

認をしたいと思いますが、高等学校の教員定数

の中で、正規の教員と同じ条件で働いている臨

時的任用講師は何人いらっしゃるのか、確認い

たします。

○教育長（渡辺義人君） 正規の教員と同じ条

件で働いている臨時的任用講師ということであ

りますが、県内に県立の高等学校は43校ござい

ますけれども、このうち定数内の臨時的任用講

師の数は、本年４月１日現在、195名でございま

す。

○太田清海議員 そのほかに、正規職員の育児

休業等による後補充として勤務している、そう

いった身分の方というのはいらっしゃいます

か。

○教育長（渡辺義人君） 今の後補充というこ

とでありますけれども、52名であります。その

内訳は、研修、産前産後休暇、育児休業等であ

りますが、このうちで最も多いのは、育児休業

の30名でございます。

○太田清海議員 本年度の高等学校の新規採用

教員は何人だったのでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 12名でございます。

○太田清海議員 学校によって、臨時的任用講

師の人数に偏りがないのかどうか。私は、学校

である程度均一にあらねば、いろいろ問題が出

るんじゃないかと思いまして……。その辺はど

う把握しておられますか。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師の配

置につきましては、さまざまな理由から、学校

間でその人数に差が生じているところでありま

す。例えば、少人数指導や中途退学の対応等

で、一部の学校に係る国の定数措置が一時的で

あるといったことから、臨時的な任用講師で対

応している事例があります。それから、特に定

時制におきましては、これらの定数措置に加え

て、４年の修業年限を３年で修了できるように

するための定数措置がございまして、この関係

で臨時的任用講師が多い学校もございます。ま

た、建築環境科を初めとした学科の再編により

まして、特定の学科の教員減等が見込まれると

いうこともございますので、特定の学校に臨時

的任用講師を多く配置しているという状況もご

ざいます。今後とも、学校の状況をそれぞれ踏

まえながら、適正な教員の採用と配置に努めた

い、このように考えております。

○太田清海議員 わかりました。いろんな統計

を見てみると、少し偏りがあったりするのかな
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という気がしまして……。というのは、実は、

この正規職員の先生たちが物を頼んだりすると

きに、彼は臨時講師として、将来先生になりた

いと思って夜は一生懸命勉強しよるという思い

をいたすと、無理に頼んだらいかんなとか、こ

れは正職員の側でやるべきかなという、お互い

の思いやりでの負担も、ややあるわけですね。

悪いという意味じゃないんですが……。だか

ら、そういう意味では、偏りがない学校であっ

てほしいなと思います。ただ、今言われた政策

的なそういうものがあるとするならばやむを得

ないと思いますが、今後の配慮をお願いしたい

と思っています。また、不安定な身分でもあり

ますし、ぜひ将来、先生として頑張っていただ

くような採用をお願いしたいと思っておりま

す。

次のテーマに移りますが、「みやざきの提案

・要望」というのが、ことし５月30日に国のほ

うに提案されております。これを読ませていた

だくと、本当に宮崎県内の縮図と言っていいほ

ど、いろんな問題が要望されています。これで

本当に勉強になったところもあります。ただ、

私が感じたのは、国に求めるということであり

ますが、財政的な支援を講ずることとか、中に

は、ある程度中に食い込んで、国のあり方につ

いても少し入っているかなというところもあり

ます。私は、この要望が実現するためには、ど

うしても税制の問題を考えないといかんと思い

まして、今回上げてみました。

資料を渡していると思いますが、資料２から

いきましょう。これまでの国の所得税の税率構

造の推移を挙げてみました。昭和49年当時、最

高税率は75％掛けられた人たちも―そういう

税制であったわけですね。現在、平成19年で

は40％が高額所得者に対する税率です。平成11

年は37％というところまで引き下げられておる

わけです。もう一つの資料として資料１があり

ますが、これは2004年の高額納税者の上位100人

のランキングです。この高額納税者公示制度と

いうのは、この2004年で終わりましたので、後

はわかりません、それ以降は……。いわゆる個

人情報保護法の関係で終わったと言われていま

す。それからまた、こういう情報公開をするこ

とによって、犯罪に巻き込まれるという事件も

あったそうです。

それで、この順位１番の方、載っておりまし

たけれども、名前は省きました。この所得税の

税額のところ、36億というふうになるんです。

これは納税額、所得税額ですから、課税所得、

いわゆる所得と言われるものは、逆算していく

と99億というふうになります。この11年度の税

率を逆算して掛けると、99億の課税所得があっ

たということなんですね。ですから、このと

き36億税金として取られても、あと60億近くは

残っているということの説明なんです。ちょう

ど100番目が３億1,000万の税金を納められた方

ということなんです。そういう高額の納税者が

いらっしゃるわけですね。これを税務課の方に

も多少根拠を確認しながら計算をしてみたんで

すが、この100人の方に、75％も掛けておったあ

の時代に戻って税率を掛けたとしたらどうなる

かということで計算しましたら、上位100人

で550億、これは大ざっぱですけれども、最低で

もこのくらいになるのではないかなと。それか

ら、１億円以上の高額納税者が、この当時869人

いたということであります。これに75％の税率

を掛けると、1,500億の追加の税金がいただける

ということなんですね。合わせて2,000億です。

実は、こういう額が税率を戻せば取れるんだ

がなという思いがあると、どうもこの宮崎県の
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提案・要望という夢を実現するためには、この

辺にまで自治体として、ぜひ最高税率あたりを

少し考えてもらいたいなというような要望を

やっていかないと、この国は成っていかないの

じゃないかと私は思うんです。私たちもいろん

な人と接すると、本当に皆さん方が、財源がな

いということなんですよね。ところが、こんな

ところに優遇されているんではないか。しか

も、こういう高額所得者というのは、働く人た

ち、もしくは物を買ってくださる方がいらっ

しゃるから、こんなにもうけができるわけで、

それはお互い持ちつ持たれつの共存の関係だろ

うと思うんですね。そして、掛けても、30億

円、１人では使い切れません。ですから、その

辺が75％であっても成立した時代があったとい

うことだと思います。考えてみれば、ワーキン

グプアというのは年収200万、ここのところで生

活しているんですね。ですから、このあたりは

国の形としてどうなのかなと。ぜひこういう要

望の中に、この辺も―知事はこれまでの説明

の中で、水平的な税制、何かそういう水平的な

改革よりか垂直的な改革をやっていったらどう

かという、地方消費税という言葉も使われて説

明されましたが、この高額所得者に対するお互

いの助け合いということで、この辺まで踏み込

んでもらえんかなというふうに思っています。

加えて言うと、話を短くしますが、日本の億

万長者と言われる人が141万人いると言われま

す。億万長者というのは、資産形成をした方

が141万人ということなんですね。だから、日本

の人口の100人に対して１人はおるということな

んですね。ここに大体100人おりますから、この

中に億万長者が１人はおるはずなんです。それ

は、東京とかそういったところに密集している

んだろうと思います。これはメリルリンチ日本

証券とかアメリカの経済誌フォーブスというと

ころがきちっと統計を出していますので、間違

いない数字だろうと思います。このあたりのい

わゆる格差が広がっておるという意味でも、ぜ

ひ今後の知事の活動の中に、こういった問題も

組み込んでほしいと思うわけですが、知事の御

見解をよろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） この中に１人だけ億

万長者がいるということで、私ではないことは

確かでございます。その税負担のことについ

て、平等で公正で公平で中立でかつ簡素である

というのが税の基本かなと記憶しております。

その中で、累進税がいいのか、それは逆進性に

ならないのか、あるいは一律のほうがいいの

か、それは議論されるべき問題だと考えており

ます。いずれにしろ、我が国の税制について

は、消費税の導入とか個人所得課税の累進緩和

等、幾度かの改革を重ねまして、その時々の社

会経済情勢に応じた、あるべき税制を目指す取

り組みが行われてきたものと認識しておりま

す。また、政府の税制調査会が昨年11月に出し

ました答申におきまして、所得税の税率構造に

ついては、所得再分配機能が適切に発揮される

よう、他の税制に関する議論とあわせて見直す

ことが課題であるとされていることも認識して

おります。税制度のあり方につきましては、基

本的には国におきまして十分議論されるべきだ

と考えておりますが、いま一方で、地方税財源

の充実確保の問題等もございますので、これは

地方六団体津等とも十分に連携を図りながら、

国に要望等をしていきたいと考えております。

○太田清海議員 この辺は国の形の問題もあり

ますので……。ただ、地方からこういうことを

言っていくべき時代ではないかなと思っており

ます。この100人の中には―実はこの当時は、
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みんながあからさまになるということで、最初

だけ1,000万ぐらいの納税に仮にしておって、公

示が終わった後、４月１日以降にどっとランク

インした人たちもいらっしゃいますが、これは

もう載らないんです。だから、これ以上の人た

ちがいらっしゃるということで考えていいだろ

うと思います。

次に、コミュニティバスについてでありま

す。

廃止路線代替バスの補助金が、ことしの10月

からカットされるということであります。これ

は、私たち宮崎県に住んでおる者としても、観

光都市である、そして、それにどうネットワー

クを、交通機関をつくっていくかということ

は、県としても大きな課題だろうと思います。

今回、補助金を廃止してコミュニティバスを入

れるということでありますが、国のガイドライ

ンとか法律的な解釈をすると、既存の公共交通

機関がない空白地帯で、こういったコミュニ

ティバスが認められるというふうに、私たちは

解釈をするんですが、県民政策部長、そのあた

りどうでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 市町村等が運

営するコミュニティバスの導入基準は、国が示

されているガイドラインの中で、１つ目には、

バス等の公共交通機関が不在の場合となってお

ります。これには、今、質問にございました、

市町村が交通空白地域の対策として、廃止路線

代替バスを運行している場合でも、この不在の

場合に該当するというふうに、国の解釈を聞い

ております。それから、２つ目でありますけれ

ども、既存の公共交通機関のみでは、地域にお

ける十分な輸送サービスの確保が困難な場合に

それらを補完する手段として運行される場合。

以上の２つがガイドラインで示されておりま

す。

○太田清海議員 これも資料を上げましたが、

資料３、これは宮崎市の場合の実例なんです。

コミュニティバスが導入されたところで、これ

は水色が既存の宮交のバス停になるんですが、

ここに赤いマークのコミバスというのが、コ

ミュニティバスが隣接して、お互いにお客を取

り合うかのような形で置かれてあるこの黒い丸

のところが、これでは14ですが、15カ所あると

いうふうに聞いております。写真も載せており

ますが、宮交のバス停が向こうにかすかに載っ

ておりまして、手前に巡回バスという形で、完

全に競合しているわけですね。今、部長も言わ

れましたように、既存のバス会社、そういった

事業所と、そういう今までつくったネットワー

クに補完するようにつないでいって、お互いが

共存し合って、地域の皆さんが喜んでいただけ

るというのが巡回バスの基本的な考えだろうと

思うんですが、こういう実態が出てきておるの

をどう思われるでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 今お示しされ

ている木花地区の話ですけれども、ここの地区

のバスについては、民間の交通事業者さんが国

の許可を受けて運行されている形態でありま

す。このバス停の重複等につきましては、ほか

の交通空白地域と地区の中心部を結ぶルート設

定のための最小限のもの、こういう理解で、地

域内の交通需要に対応するために、既存のバス

路線を補完する形で運行されていくことで許可

されたものと理解しております。

○太田清海議員 言葉で言えば、補完をすると

いうことでありますよね。私にはどうしてもこ

れは補完に見えなくて、競合というふうに見え

るんですよね。こういうふうにバス停も近くに

あって、こんなに人が住んでいるところにある
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とするならば、なぜ、そういう既存のバス事業

者と話し合いをしながら、うまく法の解釈どお

りの形ができなかったのかなという心配をする

んです。こうなった場合に、既存のバス会社が

やせ細ったりすると、またこれは大もとがやら

れちゃいますので、そういう意味で、この辺は

やっぱり法の解釈どおり各自治体に助言なりし

ていくべきではないかと私は思うんです。その

あたりが一番問題なんですね。どうでしょう

か。

○県民政策部長（丸山文民君） コミュニティ

バスの導入につきましては、地域住民あるいは

市町村長さん、あるいはバス事業者等を構成員

とした「地域公共交通会議」を、国のガイドラ

インに沿って設置・運営されているところであ

ります。この中で事業計画等を協議されまし

て、国の登録等を受けた上で、コミュニティバ

スを運行されるということになっております。

現在、市町村等が運営するコミュニティバスに

つきましては、このような適正な手続にのっ

とった上で運行されていると理解しておりま

す。

○太田清海議員 適正な運行がされておればい

いんですが、私たちが現場のほうに行って担当

者の話を聞いたりすると、ガイドラインという

ものをどうも知らなかったのではないかという

ところも感じられたりとか、非常に危うい感じ

がするわけです。私は、国のガイドラインとか

法律の趣旨に沿って、できるだけそれに近づけ

ていこうとするのを、県の指導助言としてやっ

ていかないかんだろうと思うのです。特に、い

わゆるコンプライアンスとかいうことをずっと

この間、言ってきたわけですね。その辺からず

れると、やっぱりまずいんじゃないか。特に事

故があったりすると、これは新聞記事でありま

すけれども、埼玉県のふじみ野市で市営プール

事故がありまして、現場の係長と管理職の方が

懲役―執行猶予はつきましたけれども、子供

を死なせたことに対して、発注側の市のほうの

責任だということになって、それと同じような

ことが起こる、同じなんだよということを、私

たちは弁護士のほうからも聞いております。そ

ういう意味では、きちっとその辺をしておかな

いと大変だと思うんですね。そういう安全対

策、そういった事故の責任体制とか、その辺は

どうでしょうか、指導のぐあいは。

○県民政策部長（丸山文民君） コミュニティ

バスの導入に当たりましては、地域公共交通会

議で合意が得られること、これも一つの条件で

あります。それから、２つ目には、運行管理責

任者を置くこと、そしてその体制を整備するこ

と、３つ目には、整備管理責任者を配置するこ

と、そしてその体制を整備すること、そしても

う一つ大きなものとしましては、事故が起こっ

た場合の責任者の配置と連絡体制の整備、ここ

らあたりを協議されて初めて国の登録が受けら

れるということになっていますので、それはそ

れで、その協議の中で、適宜そういう問題の解

決のための協議がなされた上で、コミュニティ

バスは運行されているというふうに思っており

ます。

○太田清海議員 国の許可を受けたからという

のも確かに一つの口実にはなるんですよね。し

かし、今、この国の許可といいますか、国と地

方は対等の関係ということで、いろんな書類上

きちっとそろったものについては、自治を認め

るという立場でちょっと控えておくというよう

な動きもあるようです。そういう地方分権のそ

ういったものもあるのではないか。ただ、県と

しては、各自治体が取り組んでおる、そこに法
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的な漏れがないかどうか、扱いの漏れがないか

どうか、きちっと見ておくべきだろうと思いま

す。陸運局が許可したからオーケーだというこ

とにはならない部分を、県がきちっと見ておく

必要があると思います。このコミュニティバス

については、地元の人とか事業者とかいろんな

方が集まって、十分合意をした上で導入すると

いうことなら、私は文句は言いません。ただ、

どうも既存の事業者とかそういったところとの

十分な相談がなく、安ければいいということ

で、ぽんとコンサルタント会社に経営判断して

もらったりとか立案してもらったりというとこ

ろもあるようです。宮崎県の交通を守るという

意味では、その辺をきちっとしないといけな

い。だから、私たちは、このコミュニティバス

導入については、ちょっと話し合い期間を置い

ていろんな意見を聞いてください、そして現場

をきちっとすべきだったらやっていただきたい

という思いで、９月いっぱいで切るんじゃなく

て、ちょっと考慮期間、そういう話し合いの期

間を置きましょうということで申し入れもした

ことがあるんですが、それについてはいかがで

しょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 県におきまし

ては、市町村に対して、コミュニティバスな

ど、より効率的な交通手段の導入を促す一方

で、今、御質問にありましたように、単一市町

村内の廃止路線代替バスに係る補助を段階的に

縮小・廃止するということにしております。現

在、９つの市町村で、ことし10月までのコミュ

ニティバスの導入を目指して準備を進められて

おるところであります。県といたしましても、

引き続き、これらの取り組みを支援しますとと

もに、国のガイドライン等を踏まえた適正な運

営が図られるよう、助言をしてまいりたいとい

うふうに考えております。今後は、こうした地

域が主体となった新たな交通システムと、宮崎

交通さんのように、バス事業者等が運行する路

線との効率的な連携を促しながら、県民の暮ら

しを支える地域交通ネットワークの形成に向け

て努力してまいりたいと考えております。

○太田清海議員 長くは申しませんが、私たち

は、この宮崎県でこういうコミュニティバスを

導入するということが失敗策になってはいけな

いという思いもあります。それと、こういった

中山間地の問題とかいろんなことを抱えて、バ

スが将来やっていけないということになっても

いけないものですから、できたら超党派で何か

その辺を考えてもらうといいかなという思いも

いたします。９月いっぱいということでありま

すが、まだ時間も残されております。ぜひそう

いった話し合いの場をつくってほしいと思って

おります。いかがでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） コミュニティ

バスあるいは交通事業者等が運行される路線バ

スについて、将来的に安定的な確保をどうする

かということで、一方におきましては、ただい

ま申し上げましたように、新たな交通システム

としてコミュニティバスの運行、そして、それ

をバス事業者等の交通網と効率よく連携させる

ことによりまして、地域の公共交通のネットワ

ークを形成していくということが基本でありま

す。県といたしましても、引き続き、宮崎交通

を初め交通事業者の方や、市町村と十分な連携

をとってまいりたいと考えております。

○太田清海議員 交通事業者ともっと話した

い、話し合いをしてみるということであります

が、ぜひその話し合いの場を残しておいてほし

いと思います。ぜひ、そういうお互いの情報交

換をしながら、何かいい方法を考えていきたい
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と思います。そういう話し合いの場をよろしく

お願いします。よろしいでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 検討させてい

ただきます。

○太田清海議員 では、次に行きます。実は、

延岡わかあゆ支援学校高千穂校のことでありま

す。

私はこれまで、県立の普通科高校に共生科と

いう、いわゆる知的障がい者の人たちが一緒に

通って学び合う、そういう学校をつくったらど

うだろうかというふうに申し上げてきました

が、日章学園がそういう共生コースというのを

設けられました。２年か３年たったのかなと思

いますが、その辺の評価といいますか、お考え

はどうでしょうか、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） ただいまお話にあり

ました日章学園高等学校の取り組みであります

が、障がいのある生徒の自立性や社会性の育成

のみならず、障がいのない生徒の障がいに対す

る正しい理解や認識を深める上でも、意義のあ

る取り組みであると思っております。また、障

がいのある生徒にとりましても、中学校卒業後

の進路を広げる取り組みでありまして、多様な

教育ニーズに柔軟に対応するための選択肢の一

つである、このようにとらえております。以上

であります。

○太田清海議員 延岡わかあゆ支援学校高千穂

校の取り組みでありますが、私も開校式に行か

せていただきました。知事も来られましたし、

教育長も来られました。私も初めてああいうの

を見て感動したわけです。私は、共生コースと

いうことだけを考えておったんですが、こうい

う余裕教室を使ってやる方法もあるのかなとい

うふうに思ったんです。この高千穂校について

どういうふうに思われますか、教育長。

○教育長（渡辺義人君） 延岡わかあゆ支援学

校高千穂校は、高等学校内の余裕教室を活用し

た分校としては、九州で初めての取り組みでご

ざいます。現在、延岡わかあゆ支援学校高千穂

校と高千穂高等学校、この両校の生徒の間には

―まだ開校して２カ月ちょっとにしかなりま

せんけれども―茶摘み体験ですとか部活動な

どで、日常的かつ自発的な交流が行われている

ところでありまして、思いやりや連帯感が日々

はぐくまれているというふうに聞いておりま

す。また、延岡わかあゆ支援学校高千穂校は、

西臼杵地区における特別支援教育のセンターと

して、その専門性を生かした教育相談や研修な

どを実施し、地域の小中学校等を積極的に支援

しているところであります。これらの取り組み

によりまして、共生社会を目指した相互理解が

図られますとともに、地域の特別支援教育が一

層推進されているものと考えておるところであ

ります。

○太田清海議員 実は、開校式に行ったとき

に、隣の高千穂高校の生徒会長さんが歓迎のあ

いさつをしました。その一節にじいんときたも

のですから、ちょっと紹介しますと、「学校名

は違いますが、同じ敷地内にある姉妹校のよう

なもので、お互いに頑張っていきたいと思いま

す。授業での交流や体育大会、文化祭など、行

事面での交流も行っていきたいと思いますし、

楽しみでもあります。また、本校は階段などの

段差も多く、大変不便な点もありますが、そん

なときでも支え合える仲になりたいと思ってい

ます」ということで、この段差と聞いたとき

に、本当に精神がぐらっときましたけれども、

そういう思いやりがあっていいなという思いで

あります。こういった余裕教室を利用したやり
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方を、今後、教育長として、何かこういう手法

をとっていきたいというようなことでも、計画

としてあるのでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 高等学校等の余裕教

室を活用した分校の設置は、両校の生徒が自然

な形で触れ合い、ともに学び、ともに活動する

ことで、互いの理解を深め合うという意味で、

そういった教育環境を整備するものでありまし

て、共生社会を構築するという観点から、その

教育的効果も高いものがあると考えております

ので、今後の特別支援学校の整備のあり方を示

す「宮崎県特別支援学校総合整備計画」を策定

する中で、全県的、総合的な視点から検討を

行ってまいりたいと考えております。以上であ

ります。

○太田清海議員 わかりました。

次に、太陽光発電についてお尋ねをいたしま

す。

これは、前回もやらせていただきましたが、

「みやざきの提案・要望」の中にも、太陽エネ

ルギーを利用してということで、17ページに書

いてあります。知事も一般質問の答弁の中で

も、環境立県というような言葉を使いながら答

弁されていますが、今、県も太陽光発電の企業

誘致とかに一生懸命頑張っておられます。そし

て、洞爺湖サミットという環境を考える、そう

いう国の行事もあります。宮崎県が、日照条件

も全国でもトップクラスというこの県の形とし

て、こういった太陽光発電を個人が導入する場

合に、それを触発するような、要はどんどん取

り入れてくれと言えるように何か支援を―こ

れは質問は知事じゃなくて県民政策部長であり

ました―促進するような政策を打ち出したら

どうかということでありますが、どうでしょう

か。

○県民政策部長（丸山文民君） 何とかしたい

のはやまやまでございますけれども、本県は日

照条件に非常に恵まれておりまして、豊かな太

陽エネルギー、知事も申し上げましたように、

それが全国に誇り得る地域資源であります。そ

の活用策としての太陽光発電でありますけれど

も、積極的に進めていかなければならないと考

えております。一般家庭への太陽光発電の設置

に対しましては、平成17年度まで国の支援制度

がございまして、県もその普及促進に努めてま

いりました。その結果、全国でもトップレベル

の普及率となっておりますけれども、この制度

の廃止以降は、設置件数が減少傾向にございま

す。地球規模で環境問題が深刻化する中にあり

まして、温暖化対策としての太陽光発電の重要

性が今後ますます高まってくることは、論をま

たないと考えております。現在、国におきまし

て、来年度へ向けて新たな普及促進策の検討が

なされているやに伺っております。それらの動

きをまた注視してまいりたいと考えておるとこ

ろであります。

○太田清海議員 わかりました。私の家は山陰

にあるものですから光が当たらんで、「あなた

のところはだめだ」と言われました。ただ、そ

の他の人たちはいいと思うので、ぜひそういう

のができるといいなと思っています。導入した

ところの家族の話を聞くと、どんどん家の電気

を消して売電のほうに持っていこうと一生懸命

節電に努力するということが、いい意味、生ま

れているんですね。これはいいんじゃないかな

と思っております。

次に、ＮＰＯ法人の監査体制についてお伺い

したいと思います。

県内にＮＰＯ法人はどのくらいあるのでしょ

うか。これも県民政策部長でございます。
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○県民政策部長（丸山文民君） まず前提とし

て、権限移譲もやっておりまして、現在まで、

認証権限を、昨年４月に宮崎市と都城市、それ

から、ことし４月に延岡市と日南市、この４市

に権限移譲しております。現在、県及び今の４

つの市が所管するＮＰＯ法人の数は、ことしの

５月31日現在で、合計250となっております。

○太田清海議員 県は特定非営利活動法人の監

査をどのようにやっているのかというのを、

ちょっと確認させていただきたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） そもそも、い

わゆるＮＰＯ法人制度といいますのは、簡易な

手続で法人格が取得できる仕組みでありまし

て、自由な法人の運営を尊重するということが

前提でございます。したがいまして、行政が監

査するものではありませんで、法人の自主・自

律的な運営のもとに、監事による監査を行うと

ともに、事業報告書等の情報を公開することに

よりまして、社会的信用を得るというスタイル

になっているところであります。

○太田清海議員 新聞報道でも、ＮＰＯ法人の

方が一生懸命頑張っておられるというのはわか

るんですが、時々不祥事が起こったりもするも

のですから、その注意喚起のためにも質問して

おきたいなと思ったわけです。例えば、介護保

険事業所、県内にＮＰＯ法人というのはどのく

らいあるのでしょうか。福祉保健部長、どうぞ

よろしくお願いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ＮＰＯ法人が

運営する介護保険事業所は、平成20年６月現在

で84事業所となっております。

○太田清海議員 新聞報道にも、不祥事でＮＰ

Ｏ法人が指定取り消しを受けたということがあ

りますが、県内で過去に指定取り消しを受けた

事業所がどのくらいあって、ＮＰＯ法人はその

中でどのくらいあるのかというのを確認させて

ください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 指定取り消し

処分を行った事業所数でありますが、介護保険

制度が施行されました平成12年度以降現在ま

で、13事業所であります。このうち、ＮＰＯ法

人が運営する事業所に係るものは、平成18年度

に同じ法人が運営する２事業所を取り消してお

ります。

○太田清海議員 指定取り消し処分に至るよう

な実地調査がどのように行われているのか、内

部通報か何かあるのか、その辺はどうでしょう

か。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 介護保険事業

所等に対する実地調査は、一定の周期で定期的

に行う実地指導と、情報提供に基づいて随時行

う実地指導がありまして、それらの中で、著し

い基準違反等が認められた場合には、指定取り

消し等の行政処分を行うことがございます。こ

れまで指定取り消し処分を受けた13事業所のう

ち、定期的な実地指導による指定取り消し処分

が８件、情報提供に基づく実地指導による取り

消し処分が５件であります。

○太田清海議員 わかりました。本当にＮＰＯ

法人の人たちも頑張っているところです。ぜひ

不祥事がないような指導も、またよろしくお願

いしておきたいと思います。一生懸命頑張って

おるところを見るだけに、そういう残念な思い

で質問させてもらいました。

次に、長浜海岸の侵食対策について伺いま

す。

実は昨年度、延岡新港のしゅんせつ土砂を長

浜海岸に戻してはどうかということで、戻して

もらったんですが、その実績と評価はいかがで

しょうか。そしてまた、これは永遠に続くこと
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であって、本当に心の痛む思いであります。た

だ、その新港に、港に積もった砂をどこか遠い

ところに持っていったら、長浜海岸がどんどん

削られていくということですから、やっぱり基

本的には戻さざるを得ないと思うんです。それ

と、何かいいものがあれば、そういうものがと

まるような何かがあればいいのですが、基本的

にはしゅんせつ土砂をきちっと戻してもらいた

いという思いからです。県土整備部長、いかが

でしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 県では、延岡

新港のしゅんせつ土砂を、長浜海岸の侵食対策

といたしまして、ことし４月に約7,300立方メー

トルを搬入させていただきました。その評価で

ございますが、継続的な観測が必要となってま

いります。現状では、台風などによる波浪での

流出は見られないという状況でございます。今

後、延岡新港で発生いたしますしゅんせつ土砂

につきましては、有効利用の観点から、地元関

係団体等とも調整を図った上で、侵食されてい

る海岸への活用に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 わかりました。

最後の質問になりますが、高千穂鉄道につい

てであります。

この高千穂鉄道は、平成17年12月に高千穂鉄

道としての経営を断念して、そのレールとかト

ンネルとか陸橋、そういったものを沿線の自治

体に無償で譲渡するということになっておりま

す。例えばこの橋梁とかトンネル、そういった

ものをどう取り扱うのか。この後、全部取っ払

わないかんのか。それから、その撤去にかかる

費用、これはどのくらいで見ておられるのか。

県民政策部長、よろしくお願いいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 高千穂鉄道の

物件でありますけれども、トンネルや橋梁など

の施設につきましては、今、御質問にありまし

たように、沿線自治体に無償で譲渡するという

ことにしております。譲渡した後については、

今後、譲渡を受けた沿線市町村のほうで有効活

用を図っていかれるということになっておりま

す。中でも、最終的には不要物件ということで

撤去しなければならない物件等も当然あると思

います。それらにつきましては、現時点で調査

もしておりませんし、額も特定されていないと

いうところであります。

○太田清海議員 額もまだ確定していないとい

うことでありますが、私たちは、この高千穂鉄

道はどうか残してくれんかと、30億、40億か

かってでもどうだろうかという思いで、これま

で言ってきたことがあります。ところが、この

撤去費用に同じような額がかかっちゃったら、

これは最初から再建したほうがいいんじゃない

かということにもなるわけですね。そういうこ

ともあります。残念な思いがあるわけです。も

し撤去するときに何億かかかった場合、そう

いった場合の国の補助というのがあるのかどう

か、どうでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 路線等の撤去

を対象とした国の補助制度はないところであり

ます。

○太田清海議員 今度で最後になります。補助

制度がないということであれば、負の財産を受

け取った地元が非常に苦しむことになるわけで

すね。その辺に不安があるわけです。これに対

して、一緒に株式会社をつくって運営してきた

わけですから、県としても、何らかの支援と

いったものが……。市町であろうとも、何億と

いう金をそれぞれの自治体が負の財産としても

らうというのはつらいことであると思います。
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そういう意味で、県の支援といいますか、どう

いうお考えを持っておられるでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 先ほど申し上

げましたように、寄附を受けた沿線市町は、有

効活用を図るということが第一でございますけ

れども、撤去に要する費用につきましては、既

に県と沿線１市２町の間におきまして、共同で

負担するという確認をとっているところであり

ます。では、撤去をいつどこから始めるかとい

う議論になると思うのですが、これにつきまし

ては、県や沿線市町の負担が平準化されるよう

に、中長期的に長いスパンで対応していくこと

が必要であろうかと考えております。今後、そ

の具体的な費用負担の仕組み等について、県と

沿線市町で協議をしてまいりたいと考えている

ところであります。

○太田清海議員 わかりました。これですべて

の質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第10号から第12号まで採決

○坂口博美議長 ここで、さきに提案のありま

した、公安委員会委員及び収用委員会委員の任

命の同意についての議案第10号から第12号まで

の各号議案を議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第10号から第12号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第９号まで及び

報告第１号から第３号まで並びに

請願委員会付託

○坂口博美議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第９号まで、及び報告第１号から

第３号までの各号議案について、質疑の通告は

ありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

明日からの日程をお知らせします。

あす25日から30日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、７月１日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会

平成20年６月24日（火）
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平 成 2 0 年 ７ 月 １ 日 ( 火 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（45名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 高 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 浜 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

50番 坂 元 裕 一 （ 同 ）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 高 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 高 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 江 藤 利 彦

教 育 長 渡 辺 義 人

公 安 委 員 長 田 代 知 代

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 田 原 新 一

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 桑 山 秀 彦

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 日 高 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 常任委員長審査結果報告

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

議案第１号から第９号まで及び報告第１号か

ら第３号までの各号議案、並びに請願第７号か

ら第９号まで及び継続審査中の請願を一括議題

といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、外山衛委

員長。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件及び新規請願２件の計７件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願２件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定をいた

しました。なお、請願第６号につきましては賛

成多数により、その他の議案及び請願について

は全会一致により決定いたしております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、中山間地域対策についてであります。

当局より説明のあった「集落の現状に関する

調査結果」に対して、委員より、「以前も同様

の調査が行われている。まずは、その調査結果

や、集落再編を含めたこれまでの県議会等での

議論がどのように施策に反映され、効果があっ

たのか、具体的に検証を行うべきである」との

意見がありました。また、他の委員から、「県

議会の意見が中山間地域対策にどう生かされて

いるのか見えてこず、当局との意識の乖離を感

じている」との意見があり、さらに別の委員か

ら、「中山間地域における一番の問題である所

得対策に的を絞るなど、実態に合った施策の展

開を図ってほしい」との要望がありました。こ

れに対して当局より、「中山間地域対策は、県

政の最重要課題であり、中山間・地域対策室及

び中山間地域対策推進本部を設置して、重点的

に対策を講じることとしている。今後、県議会

とも議論しながら、中山間地域に暮らす方々が

少しでも満足感を得られ、幸福を実感できるよ

うな施策を展開していきたい」との答弁があり

ました。

次に、元気な集落づくりに取り組む集落に対

する新たな呼称についてであります。

この新たな呼称については、中山間地域の活

気と地域住民の意欲を高め、新たな希望を喚起

するとともに、中山間地域に対する都市住民の

理解と関心を高めることを目的に募集されてい

るものであります。このことについて複数の委

員より、「新たな呼称の募集については、「限

界集落」に対する抵抗感から行われているもの

と理解しているが、中山間地域の厳しい実態

や、国・県に対して切実な状況を伝えることを

考慮した場合、「限界集落」を使用するほうが

よいのではないか」との意見がありました。こ

れに対して当局より、「新しい呼称は、決して

「限界集落」を呼びかえるものではなく、「限

界集落」が中山間地域の代名詞のごとく使用さ

れ、マイナスイメージばかりが強調されている

ことから、地域に活力を与えるような別の呼称

を定めるために行うものである。今後、新しい

呼称を旗印として、元気な集落づくりに取り組

む集落を全県的に広げていきたいと考えてい

る」との答弁がありました。

平成20年７月１日（火）



- 291 -

次に、国際定期便宮崎―台北線についてであ

ります。

６月に開設された宮崎―台北線の搭乗率を上

げる取り組みに関する委員の質疑に対して、当

局より、「宮崎・台湾がお互いに双方向で誘客

・送客対策に取り組むことが重要である。本県

としては、南九州全体で取り組むことを重視し

ており、熊本、鹿児島の行政機関・各種団体に

対しても積極的に協力を呼びかけていきたいと

考えている。また、旅行エージェントに対して

も、九州内を周遊する安くて魅力ある旅行プラ

ンの開発に取り組んでいただくよう働きかけた

い」との答弁がありました。これに対して他の

委員より、「旅行エージェントへの対応につい

ては、県民政策部と商工観光労働部がお互いに

協力して取り組んでほしい」との要望がありま

した。

次に、入札・契約制度改革についてでありま

す。

このことについて、委員より、「県内建設業

者の厳しい経営実態や今後の公共事業のあり方

を見据え、県土整備部と、現行の入札・契約制

度の改善について協議を行う予定はないのか」

との質疑があり、当局より、「入札・契約制度

の改革については、その透明化・公正化の確保

や、公共事業の地域経済に占める位置、県民生

活に与える影響などを考慮し、制度の検証が行

われる過程で、県土整備部とも十分議論した

い」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、現行の入札・契

約制度の検証に当たっては、総務部としても、

その立場から積極的に発言を行い、制度の改善

が図られることを要望いたします。

次に、指定管理者の第二期指定についてであ

ります。

このことについて、委員より、「第二期指定

により、指定管理者が変更となるケースも考え

られるが、施設で働く労働者の雇用や労働条件

を守るよう、協定書等に条件を付すことはでき

ないか」との質疑があり、当局より、「基準価

格の設定に当たっては、民間の同種業態の人件

費水準を勘案するようにしている。雇用等につ

いて協定書等に条件をつけることは困難である

が、新たな指定管理者に対して、必要に応じ、

業務経験者の情報を提供するなど、側面的支援

を行うことは可能である」との答弁がありまし

た。これに対して委員より、「県として、施設

で働く労働者にも十分配慮してほしい」との要

望がありました。

次に、「北方領土返還要求についての意見

書」についてであります。

日本固有の領土である北方領土の返還の実現

は、全国民の長年の悲願であります。ところ

が、戦後63年を経た今日もなお、北方領土は返

還されず、日露両国間に平和条約が締結されて

いないことは、まことに遺憾なことでありま

す。

このような中、７月に北海道で主要国首脳会

議が開催されますが、主要国首脳が一堂に会す

る全体会議において北方領土問題を取り上げ、

二国間でいまだに領土問題が存在することを改

めて提起し、日本の強い意思を国際的に発信す

ることは、問題解決を推し進めるまたとない機

会であります。

このため、国に対して、北方領土の返還を求

める人々の総意と心情にこたえるよう、主要国

首脳会議の場で北方領土問題を取り上げ、問題

解決に向け、強い意思を持って臨むことを要望

するものであります。

以上、意見書の提出につきましては、全会一

平成20年７月１日（火）
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致で決定したところでありますので、議長にお

いてよろしくお取り計らいいただくようお願い

をいたします。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外「県民政策及び行財政対策に関する調査」

につきましては、地方自治法第109条第９項の規

定により、閉会中の継続審査といたしたいの

で、議長においてその取り扱いをよろしくお願

いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。(拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、厚生常任委員会、権藤

梅義委員長。

○権藤梅義議員〔登壇〕(拍手) 御報告いたし

ます。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第２号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の請願１件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり決定いたしました。なお、このうち

請願第５号については賛成多数により、その他

の議案については全会一致により決定しており

ます。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第６号「宮崎県小児科専門医師研

修資金貸与条例」についてであります。

このことについて、委員より、「小児科医師

の確保は重要であるが、今回の取り組みによ

り、県内における小児科医の地域偏在は解消さ

れるのか」との質疑があり、当局より、「小児

科医の偏在是正もねらいの一つなので、強制は

できないが、資金貸与時に指導はしていかなけ

ればならない」との答弁がありました。さらに

別の委員より、貸与される資金が所得となる時

期について質疑があり、当局より、「研修資金

は、返還免除が確定した時点で所得となる」と

の答弁がありました。

次に、真空採血管ホルダーの再使用の中止に

ついてであります。

当局より、「平成17年１月４日に出された厚

生労働省の通知について、製造業者に対して再

使用の禁止を説明書に記載すること、あわせ

て、医療機関への説明については製造業者に義

務がある」との説明がありました。

このことについて、複数の委員より、「安全

性を求めて使い捨てで使用するとした厚生労働

省の通知が、製造業者に対しての通知であるこ

と、また、今回、県当局が調査したのは所管の

医療機関のみであり、民間の医療機関が調査の

対象となっていないことについて疑問がある」

との質疑があり、当局より、「現時点では感染

のリスクは非常に低いということで、調査は

行っていないが、全国的な問題になっており、

調査の実施が必要という意見があることを厚生

労働省には伝えたい」との答弁がありました。

当委員会としては、県立病院への相談や再検

査依頼があるなど、各種報道等により県民の関

心が高いことから、これ以上県民へ不安を与え

ないためにも、今後、安全性を高めるための対

応を徹底していただくよう要望いたします。

次に、県立延岡病院支援キャンペーンについ

てであります。

このことについて当局より、「延岡病院にお

ける５月の救急患者総数が、前年と比べ30％程

度減少しているが、入院患者数はそれほど減っ

ていないことから、軽症者の救急患者数が減っ

ていると考えられるため、キャンペーンの効果

が出ている」との説明がありました。

このことについて、複数の委員より、「今後
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の広報については、来院時間帯別の重症患者数

の推移の公表や、医師会の宿直当番医等、患者

やその家族が自発的に判断できるように、医師

会等とも連携しながら具体的なＰＲを丁寧に

行ってはどうか」との質疑があり、当局より、

「市町村には繰り返し広報をお願いしたい。ま

た、各医療機関に掲示依頼をしているチラシに

ついては、一定期間経過後、内容をリニューア

ルして掲示をお願いしていきたい」との答弁が

ありました。

さらに、複数の委員より、「延岡をモデルケ

ースとして、他の医療圏や地域に取り組みを広

げていく考えはないのか。重症患者への対応や

医師確保にもかかわることなので、当局として

も、市町村や地元医師会への働きかけ等、地元

の意識啓発に取り組んではどうか」との質疑が

あり、当局より、「新しい医療計画では、医療

機能の分担、連携を強調している。１次救急体

制、２次・３次医療に対する地元の意識が高

まってこないと難しい面もあるが、地元市町村

や医師会等の協力も得ながら、地域医療の実態

に即して取り組んでいきたい」との答弁があり

ました。

次に、「宮崎県障がい者工賃倍増５か年計

画」についてであります。

障がい者が、住みなれた地域で自立して安心

して暮らすことができる社会の実現を目指すた

め、障害者自立支援法が平成18年４月に施行さ

れました。国におきましても、「成長力底上げ

戦略」に基づく「「福祉から雇用へ」推進五か

年計画」の一環として、産業界等の協力を得な

がら、官民一体となって、障がい者の工賃向上

に取り組むこととしたところであります。こう

した中で、本県においても、就労継続支援Ｂ型

事業所等で働く障がい者の工賃の倍増を図るた

めの具体的方策を盛り込んだ「工賃倍増５か年

計画」を策定したところであります。

このことについて、複数の委員より、「計画

策定や具体的な実現に向けた取り組みについて

は、事業所のみの努力では難しい面もあると思

う。国、県からの事業所への運営費助成はもと

より、具体的な企業との契約等、計画実現に向

けて、厳しい経済社会における実現可能な土壌

づくりや、事業所の取り組みに対する企業の理

解等が重要であるので、事業所の運営状況を把

握しながら、計画の実現に向け取り組んではど

うか」との質疑があり、当局より、「事業所経

営者も含めた研修事業において、工賃向上のた

めに必要な経営的視点や経営基礎知識の習得、

マーケティング、事業計画の策定・実践等の具

体的方法等を内容とする研修を行い、事業所の

工賃向上に対する意識の醸成を図っていきた

い。また、商工団体、中小企業診断士等から成

る工賃向上支援チームが、売れる製品の企画

力、販売力についてのノウハウの提供を行うこ

とで、実効性のある計画の策定・実践を支援し

ていきたい。これまでの福祉的な就労から一歩

踏み出して、工賃を向上させようとする取り組

みは大きな転換点であると考えており、計画の

実現に向け、しっかり取り組んでいきたい」と

の答弁がありました。

次に、指定管理者制度第二期指定についてで

あります。

このことについて、委員より、「特に宮崎県

青少年自然の家については、平成18年度の指定

管理者制度導入を契機に、利用団体、研修延べ

人数、収入のすべての点で増加しており、制度

導入のメリットが顕著にあらわれている」との

意見があり、当局より、「指定管理者になり、

年中無休等、利用者へのサービス向上が図られ
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たもので、民間活力による効果が発揮されたも

のである」との答弁がありました。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外「福祉保健行政の推進並びに県立病院事業

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。(拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、商工建設常任委員会、

十屋幸平委員長。

○十屋幸平議員〔登壇〕(拍手) 御報告いたし

ます。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第２号外３件及び新規請願１件の計５件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第２号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

これは、建築基準法の一部改正により、建築

確認審査・検査に要する事務量が増加したこと

から、建築物の確認及び検査に係る申請手数料

の改定を行うものであります。

次に、議案第９号「損害賠償の額の決定につ

いて」であります。

これは、平成19年１月17日、県道大戸野清武

線上を自転車で通行中、バイパスから旧道への

取りつけ道路に進入した際に、段差部分から転

落した事故に対して、その損害賠償の額を7,209

万1,820円に決定するものであります。当局よ

り、「このような事故が発生したことを受け、

県内すべての土木事務所において、同様の箇所

について調査を行い、その対応を進めた」との

報告がありました。

次に、新規雇用創出１万人についてでありま

す。

このことについて、当局より、新規雇用創出

の基本的な考え方について説明がありました

が、委員より、「新規雇用創出の範囲につい

て、正社員、パート、派遣、工場の場合の季節

労働者など、さまざまな労働形態があるが、ど

こまで目標の数字に含めるのか。雇用期間が決

まっているものについても数に含めた場合は、

毎年、新規雇用にならないか」との質疑があり

ました。このことに対して、当局より、「新み

やざき創造計画に明確には定義されていない。

労働局等の統計データを収集中である」との答

弁があり、委員よりさらに、「新規雇用に含ま

れる労働の定義について、県民にわかりやすく

明示してほしい」との要望がありました。

次に、指定管理者の第二期指定についてであ

ります。

第一期の指定期間が平成21年３月31日で終了

する施設の第二期募集について、商工観光労働

部で１施設、県土整備部で９施設の説明があり

ました。それぞれの施設の指定管理者制度導入

後の状況は、利用者増やサービスの向上などが

図られているとのことであります。

このことについて、複数の委員より、「第二

期の指定期間が３年間の施設については、期間

を５年間などに延ばしたほうが、指定管理者も

利用者サービスの向上などにじっくり取り組め

るのではないか」との要望がありました。ま

た、委員より、「県が管理している他の公の施

設についても指定管理者制度が導入できないか
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検討してほしい」との要望もありました。

次に、「県内の経済浮揚を図るために入札・

契約制度の早期改善を求める決議」についてで

あります。

当委員会では、これまでも入札・契約制度改

革について、昨年９月の委員会発議の決議や各

定例会の委員長報告等により、その積極的な検

証・改善を求めてきたところであります。本定

例会の委員会においても、委員より、最近の建

設業の倒産件数等の状況について質疑があり、

当局より、「本年４月から５月までの倒産件数

は13件、その従業者数は102名であり、前年度の

４月から５月までの倒産件数は８件、その従業

者数は88名である」との答弁があったところで

あり、現在も建設業を取り巻く環境は厳しいも

のがあります。

そこで、当委員会では、決議案の提出を全会

一致で決定したところでありますので、議長に

おいてよろしくお取り計らいいただきますよう

お願いいたします。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第９項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてそのお取り

扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。(拍手)〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、環境農林水産常任委員

会、宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第２号及び報告第２号の計２件でありま

す。慎重に審査をいたしました結果、お手元に

配付の議案・請願委員会審査結果表のとおり、

いずれも全会一致で決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第２号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

これは、「温泉法」の一部改正により、温泉

の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる

災害防止が法の目的に追加され、新たな許可や

確認等の手続が必要となったことから、その申

請に係る手数料を新設するものであります。

次に、報告第２号「専決処分の承認を求める

ことについて」であります。

これは、産業廃棄物税基金と森林環境税基金

の積み立てについて、地方自治法第179条第３項

の規定により、専決処分の承認を求めるもので

あります。

次に、繰越明許費のあり方についてでありま

す。

このうち、環境森林部所管の事業で明許繰り

越しがなされたのは、12事業、79カ所で、繰越

金額は24億3,200万円余となっております。この

ことについて、委員より、「繰越額は、環境森

林部の公共事業費の何割程度になり、例年と比

較するとどのようになっているのか」との質疑

があり、当局より、「公共事業費のうち、林道

事業についてはおおむね25％程度であり、昨年

度は45％程度であった。繰り越しをしないよう

な箇所ごとの予算配分や、１年間休止するなど

の方法で減少している。今後とも繰越額の減少

に努めてまいりたい」との答弁がありました。

これに対し委員より、「さまざまな事情から

繰り越しが出ることも理解できるが、繰越額の

占める割合が大きく、厳しい業界の現状からも

繰り越しとならないよう努力していただきた
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い」との要望がありました。

繰り越しについては、農政水産部の繰り越し

を合わせると、毎年数百カ所の繰り越しが行わ

れており、委員からは、「報告であるため、実

際に正当な理由で繰り越されているかのチェッ

クがなされないまま了としている。議会として

十分なチェックをすべきではないか」など、繰

越明許費のあり方について意見が出されまし

た。

次に、エコクリーンプラザみやざき問題につ

いてであります。

このことについて、当局より、外部調査委員

会において了承された今後の進め方や、梅雨・

台風対策などについて説明がありました。

これに対し、委員より、「飛灰を袋に詰めて

埋め立てるなど応急的な対応をしているが、そ

のまま放置されると非常に危険である。処理策

についてはどのように考えているのか」「廃棄

物処理システム全般にわたる検討を行うとなっ

ているが、プラントの検証などについて、現在

の外部調査委員会のメンバーで対応できるの

か」等の質疑や、「落札額が低かったため不備

が出たのではないかという点についても、調査

いただきたい」等の要望があり、当局より、

「必要がある場合は他の専門家に意見を聞くな

ど、外部調査委員会において徹底的に検証して

いただくこととしている」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、将来にわたって

影響が出ることがないよう、外部調査委員会に

おいては十分な調査検討をいただくよう、強く

要望をいたします。

次に、重油価格高騰対策についてでありま

す。

このことについて当局より、「耕種・畜産・

水産の各部門ごとに、関係団体と一体となって

対策会議を設置し、状況把握や影響調査及び検

討を行っている。また、農政水産部の本庁各課

と出先機関等から成る連絡会議等を設置し、緊

急対策等に関する総合的な検討や、現行制度を

活用した対策等を実施している」との説明があ

りました。

このうち、省エネ効果の高い内張二層カーテ

ンへの補助について、委員より、「今の予算で

は十分な対応ができない。品種改良することに

より燃料費を削減するなど、ほかに対応できる

ことがないか、知恵を絞って取り組んでいただ

きたい」との要望がありました。また、国の水

産業燃油高騰緊急対策事業について、委員よ

り、「漁業者からは、非常に基準がわかりづら

く使いづらいとの声を聞く。十分な助言をお願

いしたい」との要望がありました。さらに他の

委員からは、「このままでは、宮崎の農林水産

業は壊滅する。抜本的な緊急対策を講じる必要

があるのではないか」との質疑があり、当局よ

り、「県あるいは一事業体で解決するには難し

い問題が多いが、金融支援や助成制度に加え、

コスト高に耐えられる産業構造に変えていくよ

うな中長期的な展望を持ちながら対策を検討し

ていきたい」との答弁がありました。

次に、農業農村整備事業独自の総合評価の試

行についてであります。

土地改良事業などの農業農村整備事業につい

ては、事業費に対し一部農家負担を伴うこと

や、事業完了後は土地改良区など地元みずから

がその造成施設を管理することとなるなどの特

性を踏まえ、総合評価落札方式において独自の

評価項目等の設定を行うものであるとの説明が

ありました。

このことについて、委員より、「地域内にお
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ける本支店の有無を地域貢献としている根拠は

何か」との質疑があり、当局より、「工事終了

後は、地元の土地改良区や農家等が管理するこ

とになるが、農家の減少や高齢化など厳しい状

況もあることから、さまざまな事態に即応でき

るなどの点を考慮し、地域貢献としている」と

の答弁がありました。また、別の委員より、

「地域貢献をしたことについては自己申告なの

か」との質疑があり、当局より、「協力を受け

た団体から、内容についての書面や写真を提出

してもらうなど、簡便な証明で確認ができる方

法を考えている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、地域貢献の評価

項目については、試行の結果を十分に検証し、

地域が必要としている内容を積極的に反映して

いただくよう要望いたします。

次に、県内産ウナギの信頼回復への取り組み

についてであります。

このことについて、当局より、「養鰻業界が

中心となって発足したウナギの安全・安心推進

委員会から、本年３月に安全・安心なウナギを

生産するためのルールを定めた、いわゆるＧＡ

Ｐの取り組みなどの提言を受け、現在、シラス

ウナギ協議会を中心に取り組みが進められてい

る」との説明がありました。

このことについて、委員より、「昨年の産地

偽装問題後、宮崎独自のトレーサビリティーが

できると期待していたが、なかなかできない。

何が問題なのか」との質疑があり、当局より、

「業界全体が共通認識を持ち、自主的にＧＡＰ

の基準を守っていけるようなしっかりした体制

をつくることが大事であり、現在、一部で試行

的に取り組みが行われている。県としては、取

り組みの過程においてさまざまな助言を行って

いる。できるだけ早くこの取り組みが県民に対

して公表できるよう、引き続き指導していきた

い」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、消費者の安全・

安心の確保や、県内の生産者が安心して生産で

きるよう、県内産ウナギの信頼回復に積極的に

取り組んでいただくよう要望いたします。

最後に、「環境対策及び農林漁業振興対策に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第９項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、文教警察企業常任委員

会、押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第４号及び報告第２号の２件であります。

慎重に審査をいたしました結果、いずれも全会

一致により、お手元に配付の議案・請願委員会

審査結果表のとおり決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第４号「警察関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」についてで

あります。

これは、自動車運転免許に係る取消処分者講

習及び初心運転者講習を実施する公安委員会指

定の自動車教習所の名称が変更されたこと等に

伴い、所要の改正を行うものであります。

次に、報告第２号「専決処分の承認を求める

ことについて」であります。

これは、退職手当の確定に伴い、３月31日に

専決処分された「平成19年度宮崎県一般会計補
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正予算（第６号）」について報告し、承認を求

めるものであります。

次に、「平成19年度宮崎県公営企業会計（電

気事業）予算繰越計算書」についてでありま

す。

これは、事業主体である県土整備部において

事業を繰り越すため、事業費の一部を負担して

いる企業局においても繰り越すものでありま

す。

次に、平成20年６月１日施行、改正道路交通

法についてであります。

当局より、「高齢運転者標識並びに聴覚障害

者標識の表示が義務化された」との説明があり

ました。

当委員会といたしましては、高齢運転者にか

かわる交通事故が増加傾向にある中、高齢者の

割合が高い本県において、高齢運転者標識等を

表示することで、みずからの安全を確保すると

いう趣旨を高齢者等に対して明確に伝え、指導

を徹底することを要望いたします。

次に、不審者、声かけ事案等への対応につい

てであります。

このことについて、委員より、「地域の皆さ

んにも協力をいただき、不審者情報等の広報を

行ってほしい」との要望があり、当局より、

「広報について重点的に取り組んでいる。あわ

せて、ボランティア団体、学校、教育委員会な

どとも連携し、地域の警戒を強化する活動も

行っている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、関係者だけが連

携を密にするのではなく、地域の協力をいただ

きながら、今後も地域の人々が安心・安全に暮

らせるよう一層の努力を要望いたします。

次に、自転車の通行方法についてでありま

す。

このことについて、委員より、「中高生の車

道上での左側通行が守られていない状況が見ら

れる。特に通行量の多い箇所では事故が起こる

危険性も少なくない。交通安全についての警察

及び学校の指導はどのようになされているの

か」との質疑があり、当局より、「自転車交通

安全教室等を開催し、指導を行っている。今後

もさらに警察と学校が互いに連携しながら、今

回の道路交通法の改正点の指導・啓発を含め、

中高生の交通マナーの向上を図ってまいりた

い」との答弁がありました。

次に、県立高等学校の旧通学区域外からの合

格状況等についてであります。

このことについて当局より、「通学区域撤廃

に伴う旧通学区域外からの合格者は100名程度と

見られ、既に通学区域を撤廃した他県の初年度

の合格状況と比較してもほぼ同様の結果であ

る。また、全県的に見ると、交通の便のよい近

接した地域間での移動が多い」との説明があり

ました。

このことに関連して、委員より、「通学区域

を撤廃したことにより、県内の高校間で学力の

偏在が出てくるのではないか」との質疑があ

り、当局より、「学力の変動については把握す

るのは難しいが、今回の通学区域撤廃により、

中学生が、自分の興味・関心のある高等学校を

選択する幅が広がったと考えられる」との答弁

がありました。

また、委員より、「通学に要する時間が長く

なり、家庭・地域にいる時間が短くなる。家族

・地域との関係が希薄になるとの危惧もある。

そのほかにもさまざまな影響が出てくることも

考えられるため、今後、通学区域撤廃の影響等

について検証を進めてほしい」との要望があり

ました。
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最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○坂口博美議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、発言を許可しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 今議会に提出をさ

れました議案に対する討論を行います。

まず、議案第８号、報告第２号に反対の立場

から討論をいたします。

議案第８号「市町の配置分合について」、同

議案は、日南市、北郷町、南郷町を合併し、新

たに日南市を設置するというものです。私は、

市町村合併について全面否定するものではあり

ません。そこに住む住民の利益につながり、必

要なものであれば、住民の意思に沿って合併等

の措置が図られることはあってしかるべきと考

えます。

本県では既に、これまで44あった自治体は30

に統合され、さらに少なくなろうとしていま

す。しかし、果たしていずれの合併も、住民の

側からの自発的な行為であったのか、徹底した

論議の中で十分に住民の意思が反映されたの

か。少なくとも住民投票による意思確認は必須

条件だと思います。

政府は、三位一体の改革で地方交付税を大幅

に削減しながら、税源移譲は不十分、こうして

地方財政の危機感をあおりながら、さまざまな

特例策を設けて強力に合併推進を推し進めてき

ましたが、果たしてこうした合併が本当に住民

の利益につながるのでしょうか。

今回、日南市、北郷町、南郷町の合併が決ま

れば、人口約６万人、面積536.12平方キロメー

トルという大きな自治体になります。しかし、

今、大きくなった自治体の弊害が、岩手・宮城

地震で不幸にも現実問題として浮き彫りになっ

ています。合併して職員が本庁機構に集中し、

総合支所となった旧町村の役場では、地元の職

員が大きく減った中で、被災者が、生活再生支

援を受ける基準となる罹災証明の発行や、被害

調査のおくれで、住民生活は不安と混乱の中に

置かれている状況が伝えられています。

本県でも、既に合併をした自治体で、本庁に

行かなければ受け付けられない事務手続がふえ

るなど、住民サービスの低下や税負担の増加な

ど、「こんなはずではなかった」との声が寄せ

られています。住民にとっては、小さくても行

政の顔が見える、物が言える関係を保つことが

住民自治の鉄則ではないでしょうか。

今回の日南市、北郷町、南郷町の合併を判断

するに当たっては、いずれの自治体も、住民の

意思を明確に把握するための住民投票すら行っ

ていない状況の中で、住民の意思は十分に反映

されていないと言わざるを得ません。まして

や、財政難を口実にするのであれば、そもそも

政府の責任によるものであって、地方にそれを

押しつけるやり方こそ、改めさせるべきことで

はないでしょうか。

よって、今回、日南市、北郷町、南郷町を廃
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し、新たに日南市を設置するとした同議案を認

める立場にないことを表明するものです。

次に、報告第２号、平成19年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）の「専決処分を求めるこ

とについて」です。

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ10

億9,535万5,000円を追加し、予算総額を5,489

億9,980万8,000円とする予算専決です。

本来、予算を定めることは議会の権限であっ

て、予算の専決はごく限られております。災害

時の緊急な支出で議会を開けない場合や、地方

交付税、国庫支出金の確定など税制上やむを得

ない場合です。しかし、今回、県民税や事業所

税など17億500万円の追加をしておりますが、本

来、税収などについては的確な把握を行い、予

算化しておくべきであり、２月補正以降の増収

については、決算であらわし、翌年度の予算編

成に生かすことが本来のあり方であると思いま

す。今後の改善を求めたいと思います。

最後に、請願についてです。

継続審査となりました請願第５号「後期高齢

者医療制度の充実を求める請願」及び第６号

「保険業法の制度と運用を見直し、自主的な共

済を保険業法の適用除外へと求める請願」につ

いて、採択を求めるものです。

いずれの請願も、前回に続いて継続審査と

なっていますが、後期高齢者医療制度は、４月

の実施以来、ますます国民の怒りが広がる中、

政府も見直しをせざるを得ない事態となってい

ます。制度が運用されている以上は、高齢者の

だれもが安心して医療が受けられるよう、制度

の充実を求める請願者の意思を尊重し、また、

保険業法の見直しについても、構成員の相互扶

助を図るために自主的につくられた団体共済を

企業型保険と同列に扱うこと自体、道理のない

ことであり、団体共済を保険業法の適用から外

すよう求めた同請願も、速やかに採択すること

を強く求めるものです。

また、採択となりました第８号「北方領土返

還についての意見書提出を求める請願」につい

ては、歯舞・色丹を含め、千島列島そのものが

日本の固有の領土であり、返還を求めることは

国民的な立場からも当然です。しかし、過去に

日本政府がサンフランシスコ条約で千島列島を

放棄した経過があり、この問題も含め、話し合

いによる道理ある説得で解決を図ることが重要

だと思います。

さらに、同意見書案でも指摘しているよう

に、問題解決に向けて、日露両国間の平和条約

締結は重要であると思います。こうした立場で

の日本政府の真摯かつ積極的な外交努力を求

め、同意見書案に賛成するものです。

以上、討論といたします。〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第８号及び報告第２号採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

まず、議案第８号及び報告第２号について、

一括お諮りいたします。

両案に対する委員長の審査結果報告は可決ま

たは承認であります。委員長の報告のとおり決

することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、両案は委

員長の報告のとおり可決または承認されまし

た。

◎ 議案第１号から第７号まで及び第９号

並びに報告第１号及び第３号採決

○坂口博美議長 次に、議案第１号から第７号
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まで及び第９号、並びに報告第１号及び第３号

の各号議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決または承認であります。委員長の報告のとお

り決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決また

は承認されました。

◎ 請願１件採決

○坂口博美議長 次に、請願第８号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第５号及び第６号について一括お

諮りいたします。

両請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の

継続審査とすることに賛成の議員の起立を求め

ます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、両請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続審査及び調査については、各委員長

の申し出のとおり決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続審

査及び調査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、議員及び委員会から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成20年７月１日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議会運営委員長 丸山 裕次郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

宮崎県議会会議規則の形式の左横書きの実

施に関する規則

議員発議案第２号

地方分権改革の確実な取組みを求める意見

書

議員発議案第３号

過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う

新たな法律の制定を求める意見書

議員発議案第４号

嫡出推定に関する運用の見直しを求める意

見書

議員発議案第５号
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教育予算の拡充を求める意見書

議員発議案第６号

原油価格高騰に関する対策を求める意見書

議員発議案第７号

地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進

を求める意見書

平成20年７月１日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 総務政策常任委員長 外山 衛

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第８号

北方領土返還要求についての意見書

平成20年７月１日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 商工建設常任委員長 十屋 幸平

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号

県内の経済浮揚を図るために入札・契約制

度の早期改善を求める決議

平成20年７月１日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 緒 嶋 雅 晃

星 原 透

井 上 紀代子

水 間 篤 典

外 山 衛

徳 重 忠 夫

満 行 潤 一

新 見 昌 安

黒 木 正 一

松 田 勝 則

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第10号

森林・林業・木材産業施策の積極的な展開

を求める意見書

平成20年７月１日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 丸 山 裕次郎

徳 重 忠 夫

新 見 昌 安

権 藤 梅 義

宮 原 義 久

濵 砂 守

図 師 博 規

松 村 悟 郎

外 山 衛

山 下 博 三

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第11号

北朝鮮に対する制裁解除に反対する意見書

◎ 議員発議案第１号から第11号まで

追加上程

○坂口博美議長 ただいま朗読をいたしました
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議員発議案第１号から第11号までを日程に追加

し、議題とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 議員発議案第９号提案理由説明

○坂口博美議長 まず、議員発議案第９号を議

題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。商工建設常任委員会、十屋幸平委員長。

○十屋幸平議員〔登壇〕(拍手） それでは、

「県内の経済浮揚を図るために入札・契約制度

の早期改善を求める決議」の提案理由を説明さ

せていただきます。

地方に暮らす我々の生活と大都市圏との地域

間格差並びに所得格差はますます広がっており

ます。特に、高速道路を初めとする社会インフ

ラ整備がおくれている本県において、社会資本

整備の担い手である建設産業は、地域経済及び

県民の雇用を支え、本県経済を牽引する主要な

産業であります。また、台風などの災害が多い

本県においては、被災箇所の迅速な復旧という

観点からも、大きな役割を果たしております。

しかしながら、公共事業の大幅な縮減、急激

な入札・契約制度改革によって、建設産業及び

関連産業は瀕死の状態であります。このまま建

設産業の倒産が続けば、県全体の経済がより一

層衰退するとともに、雇用の場も失われていく

のは自明の理であり、県当局においても、この

現実を真摯に受けとめ、対策をとるべきであり

ます。

よって、知事を初めとする県当局に対し、情

報漏えいの防止などコンプライアンスの徹底を

図りながら、県内経済の全体的な浮揚、雇用の

安定を目指し、地域経済への貢献及び波及効果

の高い建設産業の保護・育成を求めるべく、地

域要件の拡大など、入札・契約制度の早期改善

を講じるよう強く訴えるものであります。

何とぞ議員諸賢の御理解と御賛同をいただき

ますようお願い申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 議員発議案第９号採決

○坂口博美議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、質疑及び委員会の付託を

省略して直ちに審議することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第９号についてお諮りいたしま

す。

本案は、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 討 論

○坂口博美議長 次に、議員発議案第１号から

第８号まで、第10号及び第11号の各号議案を議

題といたします。

お諮りいたします。

平成20年７月１日（火）
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各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。まず、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 議員発議案第11号

「北朝鮮に対する制裁解除に反対する意見書」

について、反対の立場から討論いたします。

北朝鮮の核開発計画の申告書の提出により、

米政府は、北朝鮮をテロ支援国家から解除する

手続に入りましたが、このことは、６カ国協議

の合意に基づいた朝鮮半島の非核化に向けた第

一歩として、中国、韓国、ロシアもこの一連の

動きへ強い支持を表明しました。また、日本が

議長を務めた主要８カ国外相会合（Ｇ８）で

も、北東アジアで生起しているこの動きを一致

して支持することが確認されました。

今、こうした国際的に支持が広がる流れの中

で、北朝鮮の非核化に向けて段階的解決が図ら

れようとしています。このようにして核問題が

道理ある形で解決が図られるならば、拉致問題

の早期解決の新しい条件が開かれることになる

と思います。

また、経済制裁について、段階的措置を否定

するものではありませんが、今必要なことは、

日朝平壌宣言や６カ国協議に基づいて、核問

題、拉致問題、過去の清算の問題などを包括的

に解決するために、日本政府としての主体的な

外交戦略を持って当たることではないでしょう

か。

とりわけ、核問題で日本政府が積極的姿勢を

とることは、拉致問題に対する国際的理解と支

援を高める上で有効かつ重要であり、この方向

が強く求められていると思います。真の拉致問

題解決に向けて、他国任せではなく、日本政府

が道理ある主体的な方策を持って粘り強く臨む

ことが必要であることを強調したいと思いま

す。

以上申し述べ、本意見書案に反対であること

を表明して討論といたします。〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 議員発議

案第11号に賛成の立場から、宮崎県北朝鮮拉致

問題解決促進議員連盟を代表して討論をいたし

ます。

北朝鮮による拉致は、幸せに暮らしていた被

害者はもとより、家族、関係者を一瞬にして悲

劇に陥れる、残酷かつ卑劣きわまりない国家的

犯罪であるのは周知の事実であります。

平成14年９月、北朝鮮が初めて日本人拉致の

事実を認め、被害者５名の帰国が実現して以

降、６カ国協議を含め、拉致問題は解決済みと

主張し、いまだこの問題に対して誠実な対応を

見せておらず、一方で、核問題を交渉材料とし

て、我が国を欺く態度に終始していると言わざ

るを得ません。

本県においても、過去に日向灘沖で工作船と

思われる不審船事件が発生し、現に拉致被害者

１名が青島海岸から拉致され、また、拉致被害

者と疑われる特定失踪者が４名存在するなど、

まさに他人事では済まされないものでありま

す。

このような中、政府は、６月11日、12日の日

朝実務者協議において、北朝鮮が拉致問題の再

調査を行う姿勢を示したことに対して、経済制

平成20年７月１日（火）
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裁を一部解除するとの方針を発表しました。基

本的には、再調査の進展を見きわめながら、経

済制裁解除を検討するとの態度でありますが、

政府が具体的な判断基準を示さないまま制裁解

除に言及することは、北朝鮮との交渉を有利に

進める上で非常に危険な選択と言わざるを得ま

せん。

本来であれば、北朝鮮が真摯な調査を実施

し、すべての拉致被害者の帰国が実現した段階

で制裁解除を検討すべきであります。このよう

な政府の対応は、拉致被害者の御家族、関係者

にとって到底納得できるものではなく、議員連

盟を結成し、拉致事件の早期全面解決に努力し

てきた本県議会にとっても、非常に憂慮すべき

事態であります。

このようなことから、本県議会として、政府

に対して、拉致問題で具体的な進展がない限り

制裁解除を行わないという従来の方針を堅持す

ることを強く求めると同時に、この問題に対す

る国際連携のかなめであるアメリカに対して、

テロ支援国家の解除を見直すよう最大限の外交

努力を尽くすことを求めるものであります。

テロ支援国家指定の解除については、アメリ

カが今まさに手続を開始したところであり、事

態は急を要します。

議員各位におかれましては、以上の趣旨を十

分御理解の上、御賛同賜りますよう、よろしく

お願い申し上げまして、私の賛成討論を終わり

ます。ありがとうございました。(拍手)〔降

壇〕

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第11号採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第11号についてお諮りいた

します。

本案は、原案どおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第１号から第８号まで及び

第10号採決

○坂口博美議長 次に、議員発議案第１号から

第８号まで及び第10号の各号議案を一括お諮り

いたします。

各号議案は、原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○坂口博美議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

これをもちまして、平成20年６月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時６分閉会

平成20年７月１日（火）



資 料
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平成２０年６月定例県議会日程

１９日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

６．１３ 金 本会議 会期決定
環境農林水産常任委員長中間報告
議案上程
知事提案理由説明

１４ 土
（ 閉 庁 日 ）

１５ 日

１６ 月 一般質問通告締切 12:00
休 会 （ 議 案 調 査 ）

１７ 火

１８ 水 議会運営委員会 9:30

１９ 木 本会議 一 般 質 問 請願締切 12:00

２０ 金

２１ 土
（ 閉 庁 日 ）

２２ 日

２３ 月 一 般 質 問
議員発議案締切 17:00

本会議
（会派提出）

２４ 火
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

２５ 水

常 任 委 員 会
２６ 木 休 会 議員発議案締切 17:00

（会派提出を除く）

２７ 金 特 別 委 員 会 議会運営委員会

２８ 土
（ 閉 庁 日 ）

２９ 日

３０ 月 休 会
特 別 委 員 会
（ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告、質疑 議会運営委員会 9:30
７． １ 火 本会議 討論、採決

閉会
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平成２０年６月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割
６月１８日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 萩原 耕三 １０：００～１１：００

２ 社 会 民 主 党 満行 潤一 １１：００～１２：００ 休憩

３ 公 明 党 新見 昌安 １３：００～１４：００

４ 公 明 党 河野 哲也 １４：００～１５：００

６月１９日（木）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

５ 愛 み や ざ き 武井 俊輔 １０：００～１１：００

６ 自 由 民 主 党 福田 作弥 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 黒木 正一 １３：００～１４：００

８ 愛 み や ざ き 図師 博規 １４：００～１５：００

６月２０日（金）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 松村 悟郎 １０：００～１１：００

１０ 自 由 民 主 党 押川修一郎 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 自 由 民 主 党 中野 一則 １３：００～１４：００

１２ 社 会 民 主 党 鳥飼 謙二 １４：００～１５：００

６月２３日（月）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１３ 自 由 民 主 党 山下 博三 １０：００～１１：００

１４ 自 由 民 主 党 十屋 幸平 １１：００～１２：００ 休憩

１５ 民 主 党 井上紀代子 １３：００～１４：００

１６ 民 主 党 権藤 梅義 １４：００～１５：００

６月２４日（火）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１７ 自 由 民 主 党 濵砂 守 １０：００～１１：００

１８ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １１：００～１２：００ 休憩

１９ 愛 み や ざ き 松田 勝則 １３：００～１４：００

２０ 社 会 民 主 党 太田 清海 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間３０分以内
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２０年６月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第４号 高鍋土木事務所存続に関する請願

請願第６号 保険業法の制度と運用を見直し、自主 慎重な審査
総務政策常任委員会 的な共済を保険業法の適用除外へと求 ・調査を要

める請願 するため

請願第７号 串間土木事務所存続に関する請願

県民政策及び行財政対策に関する調査

請願第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める
請願 慎重な審査

厚 生 常 任 委 員 会 ・調査を要
福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関する調査 するため

請願第９号 ｢宮崎県中小企業振興基本条例(仮称)｣
の制定を求める請願 慎重な審査

商工建設常任委員会 ・調査を要
商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査 するため

環 境 農 林 水 産 環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査 調査を要す
常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に関 調査を要す
常 任 委 員 会 する調査 るため

円滑な議会
議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正 ７月１日・可 決

する条例

〃 第２号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第３号 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第４号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第５号 退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第６号 宮崎県小児科専門医師研修資金貸与条例 〃

〃 第７号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第８号 市町の廃置分合について 〃

〃 第９号 損害賠償の額の決定について 〃

〃 第10号 公安委員会委員の任命の同意について ６月24日・同 意

〃 第11号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第12号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ７月１日・承 認

〃 第２号 専決処分の承認を求めることについて 〃

〃 第３号 専決処分の承認を求めることについて 〃

議員発議案 第１号 宮崎県議会会議規則の形式の左横書きの実施に関す ７月１日・可 決

る規則

〃 第２号 地方分権改革の確実な取組みを求める意見書 〃

〃 第３号 過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法 〃

律の制定を求める意見書

〃 第４号 嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書 〃

〃 第５号 教育予算の拡充を求める意見書 〃

〃 第６号 原油価格高騰に関する対策を求める意見書 〃

〃 第７号 地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める 〃

意見書

〃 第８号 北方領土返還要求についての意見書 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

議員発議案 第９号 県内の経済浮揚を図るために入札・契約制度の早期 ７月１日・可 決

改善を求める決議

〃 第10号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める 〃

意見書

〃 第11号 北朝鮮に対する制裁解除に反対する意見書 〃



意見書、決議文、その他



宮 崎 県 議 会 会 議 規 則 の 形 式 の 左 横 書 き の 実 施 に 関 す る 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 宮 崎 県 議 会 会 議 規 則 （ 平 成 十 年 宮 崎 県 議 会 規

則 第 一 号 。 以 下 「 会 議 規 則 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正

す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 形 式 の 変 更 ）

第 二 条 会 議 規 則 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正

す る 。

一 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 会 議 規 則 （ 以 下 「 改 正 前 の 会 議 規 則 」

と い う 。 ） に お け る 右 方 は こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 会 議 規 則 （ 以

下 「 改 正 後 の 会 議 規 則 」 と い う 。 ） に お け る 上 方 と し 、 改 正 前

の 会 議 規 則 に お け る 上 方 は 改 正 後 の 会 議 規 則 に お け る 左 方 と す

る 。

二 改 正 後 の 会 議 規 則 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ）

の 配 置 は 、 改 正 前 の 会 議 規 則 に お け る 文 字 の 配 置 と す る 。

（ 用 字 の 整 理 ）

第 三 条 会 議 規 則 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 章 名 及 び 条 名 に 用 い ら れ て い ア ラ ビ ア 数 字

る 漢 数 字

二 号 名 の 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア

ラ ビ ア 数 字

三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 ア ラ ビ ア 数 字

く 。 ）

ア 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が

薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の

表 現 が み ら れ な い も の

イ 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る

も の

２ 前 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 議 長
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が 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 議 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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地方分権改革の確実な取組みを求める意見書

２００６年１２月に「地方分権改革推進法」が制定され、現在、地方交付税、

国と地方の税源配分等の財政上の措置のあり方を含めて、地方分権改革推進委員

会で議論されているところである。

しかしながら、地方分権改革推進委員会が昨年１１月の「中間的な取りまとめ」

で求めた「個別の行政分野・事務事業の抜本的見直し・検討」に対して、関係府

省は、国の出先機関の見直しを始め、統一性の確保、広域調整の必要性といった

抽象論や論理のすり替えに終始し、ゼロ回答を続けているところである。

地方分権改革推進委員会が示した第１次勧告における一般国道の維持管理権限、

農地転用許可制度、福祉施設に関する基準など、各行政分野・事務事業にわたる

見直し・検討項目の多くは、地方からの問題提起を受け、これまでもさまざまな

場面で議論されてきたものである。

今後、第二期地方分権改革に向けたこれらの事務事業等について、国から地方

へ権限を移譲し、国の関与を廃止・縮小する方向で、真摯な検討及び確実な取組

が行われなければならない。

よって、国においては、真に自立的な地方行財政運営を実現するため、みずか

らの権益にとらわれることなく、国から地方への権限移譲等を進めるとともに、

２０１０年春までの「新分権一括法案」の提出に向け、必要な法制上の措置及び

地方への税財源の移譲につながる税財政制度の抜本的改革などに全力で取り組ま

れるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

総 務 大 臣 増 田 寛 也 様

財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様
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過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書

過疎地域は、豊かな自然や歴史・文化を有する地域であり、水源の涵養、

食料・人材の供給など多面的な機能を担っているところである。

しかしながら、若者の流出による人口の減少や高齢化が急速に進行してお

り、耕作放棄地の増加や森林の荒廃により基幹産業である農林水産業の停滞

を始めとし、公共交通の縮小、地域を担う医師の深刻な不足など基礎的な集

落を維持することさえ困難な地域も拡大している。

このような中、平成１２年に施行された現行の過疎地域自立促進特別措置

法は平成２２年３月末を持って期限切れを迎えるが、その後、新たな過疎対

策が講じられなければ、財政基盤や地域経済が脆弱である過疎の市町村が山

積する様々な課題に取り組むことがきわめて困難となる。

よって、国においては、こうした実情を踏まえ、失効する同法にかわる新

たな法律を制定し、実態に即した地域の指定を含め、過疎地域に対する総合

的な対策を引き続き行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

総 務 大 臣 増 田 寛 也 様

財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様

農林水産大臣 若 林 正 俊 様

国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 様
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嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書

民法第７７２条第２項は、「婚姻の解消若しくは取消しの日から３００日以内

に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と、嫡出推定の規定を定め

ている。しかし、制定から１００年以上が経過した今、社会情勢の変化や医学的

進歩を背景に、この規定が実態に合わなくなり、裁判などを通して「無戸籍児」

が存在する事例が多数明らかになり、社会問題となっている。

こうした中、国においては、平成１９年５月に通達を出し、離婚後妊娠の場合

に限り、医師の証明書を添付することで、現在の夫の子として出生届を認める特

例救済措置が実施されている。

しかしながら、この特例で救済されるのは全体の１割程度であり、離婚交渉が

長引く今日、離婚前妊娠による「無戸籍児」の根本的解決に至っていないのが現

状である。

よって、国におかれては、子どもの人権を守るため、離婚前妊娠であっても社

会通念上やむを得ないと考えられるものについては、現在の夫の子として出生届

を認めるなど、嫡出推定の救済対象を拡大するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

法 務 大 臣 鳩 山 邦 夫 様
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教育予算の拡充を求める意見書

子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとってきわめ

て重要である。

しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が２分の１から３分の１に縮小され

たことや、地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体独自

に少人数教育を推進することは限界にあり、学校施設などを含めて教育条件の地

域間格差も拡がりつつある。

教育は、未来への先行投資であり、子どもたちがどこに生まれ育ったとしても、

等しく良質な教育が受けられる必要がある。そのためには、教育予算を国全体と

してしっかりと確保し、充実させる必要がある。

よって国においては、下記事項について特段の措置がなされるよう強く要望す

る。

記

１ 義務教育費について、国の責務として必要な財源を確保すること。

２ 学校施設整備費、就学援助・奨学金など教育予算の充実のため、地方交付税

を含む必要な予算を確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

総 務 大 臣 増 田 寛 也 様

財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様

文部科学大臣 渡 海 紀三朗 様



- 327 -

原油価格高騰に関する対策を求める意見書

世界的な需要拡大や大量の先物投資などを背景に、昨今の原油価格は史上最も
高い水準にあり、現在も依然として高価推移すると予測されている。
このため、石油依存度が高く十分な価格転嫁を行い難い農林漁業、運送業や中

小企業、医療・福祉関連業者などの経営を直撃し、地域経済にも深刻な影響をも
たらし、県民生活を直撃している。
こうした状況を踏まえ、国におかれては、国民生活の安全・安心、産業の活力、

地域の活性化を確保するためにも、関係省庁間連携により総合的な対策を早急に
講じられるよう、下記の事項について強く要望する。

記

１ 石油製品の価格の適正化及び安定供給の確保について万全の対策を講じると
ともに、不透明な価格設定が行われないよう、国内の石油元売各社に対し調査
・監視・指導を強化すること。

２ 農林業用の燃油をはじめとした燃油高騰が続いており、価格安定対策を講じ
るとともに、燃油使用量抑制のため、農林業者の省エネ設備・機械の導入に対
する支援措置を講じること。

３ 漁業は他産業に比べ経費に占める燃料費の割合が高いことから、漁業用のＡ
重油・軽油・ガソリンの価格の低減化を図る措置を講じるとともに、漁業経営
を安定化させる措置を広く漁業者に対して講じること。

４ 運送業、建設業、医療・福祉関連業、生活衛生関連業などの業種についても
その厳しい経営状況に配慮し、各業種別に実情を調査の上、価格安定対策や金
融支援策など適切な対策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様
財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様
農 林 水 産 大 臣 若 林 正 俊 様
経 済 産 業 大 臣 甘 利 明 様
国 土 交 通 大 臣 冬 柴 鐵 三 様
内閣府特命担当大臣

大 田 弘 子 様
( 経 済 財 政担当 )



地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書

近年、乾燥地域の拡大や氷河の後退、異常気象の頻発、海面上昇等、地球温暖
化の影響によるものと指摘される事象が地球規模で顕在化している。２０世紀の
間に地球の平均気温は０.６℃上昇し、わが国の平均気温も１℃上昇した。
最悪の場合、２１００年には１９９０年と比較して５.８℃気温が上がり８８

㎝海面が上昇するとの予測もあり、地球温暖化防止に向けた取組が喫緊の課題で
あることは誰の目にも明らかである。
このような中、本年７月には、環境・気候変動問題等を主要テーマに、日本を

議長国として北海道洞爺湖サミットが開催されるが、｢環境立国｣を目指すわが国
が、サミット開催国として積極的に議論をリードするとともに、地球温暖化防止
に向けた国民的取組を、より一層推進する責務があることは論を俟たない。
よって、国におかれては、サミット開催初日の７月７日を｢クールアース・デ

ー｣として定めたことについて広く周知を図り、国民が地球温暖化防止のために、
ＣＯ２の削減など具体的に行動できる機会の創出に取り組むとともに、その普及
促進を図るよう、下記事項について強く要望する。

記

１ 毎年７月７日の｢クールアース・デー｣においては、電力の使用を一定時間控
えるライトダウン運動等の啓発イベントを開催するなど、地球温暖化防止に向
けた実効性の伴う国民的運動を創出し、その普及促進に努めること。

２ クールビズやウォームビズのさらなる浸透を図り、地球温暖化防止に配慮し
た室内の適正な温度調節等の実施率を高めること。

３ 協賛企業の拡大やエコポイント制度の普及促進に努めることなどにより、
｢チーム・マイナス６％｣などの国民的プロジェクトの一層の普及促進を図るこ
と。

４ 商品の料金の一部が温室効果ガス削減事業に充てられる仕組みとなるカーボ
ンオフセット（温室効果ガスの相殺）については、関係者による協議体を創設
し、その信用性を高めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様
環 境 大 臣 鴨 下 一 郎 様
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北方領土返還要求についての意見書

我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島などの北方領土の

返還の実現は、我々に課された国民的課題であり、全国民の長年の悲願である。

ところが、戦後６３年を経た今日もなお、北方領土は返還されず、日露両国間

に平和条約が締結されていないことは、まことに遺憾なことである。

奇しくも本年７月、北方領土の属する北海道にて主要国首脳会議が開かれる。

主要国首脳が一堂に会する全体会議で北方領土問題を取り上げ、主要国メンバー

の２国間で未だに領土問題が存在することを改めて提起し、北方領土問題の解決

に向けた我が国の強い意思を国際的に発信することは、問題解決を推し進めるま

たとない機会である。

よって国におかれては、北方領土の返還を求める人々の総意と心情にこたえる

ため、７月の主要国首脳会議の場で北方領土問題を取り上げ、問題解決に向け強

い意思をもって臨むよう、切に要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様

外 務 大 臣 高 村 正 彦 様

内閣府特命担当大臣
岸 田 文 雄 様

（沖縄及び北方対策担当)
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県内の経済浮揚を図るために入札・契約制度の早期改善を求める決議

地方に暮らす我々の生活においては、ますます大都市圏との地域間格差並びに

所得の格差が認められる状況である。

奇しくも日本銀行宮崎事務所が今年６月に発表した宮崎県金融経済概況によれ

ば、最近の宮崎県の景気は回復の動きが鈍っていると報告されている。

言うまでもなく、建設産業は本県経済を牽引する主要な産業であり、県民の雇

用の場として大きな受け皿となっているところである。

また、高速道を始めとする社会インフラの遅れている本県にとっては、建設産

業は社会資本整備の担い手であるとともに、中山間地域等における地域経済及び

雇用を支える重要な産業であり、かつ台風等の災害が多い本県において、被災箇

所の迅速な復旧という観点からも大きな役割を果たしている。

しかしながら、近年の公共事業の大幅な縮減に加え、入札・契約制度改革によ

る一般競争入札の急激な拡大やそれに伴う県外企業等との競合激化により、平成

１９年度の倒産件数は５２件（従業者数では６２０名）と、昨年度比１．６倍に

まで増加しており、県内の全業種の倒産件数の５１％をも占めている。これは、

全国の倒産件数の建設業の占める割合（約３割）をみてもはるかに高い数字であ

る。

また、建設機材の売却などにより、企業存続を図るような危機的状況であり、

災害復旧に駆けつけることも出来ない業者が増えつつあるのが現状である。

このまま、建設業の倒産が続けば、県全体の経済がより一層衰退するとともに、

雇用の場も失われていくのは自明の理である。

県当局においては、この現実を真摯に受け止め、早急な対策を取るべきである。

よって、本議会は知事を始めとする県当局に対し、情報漏洩の防止などコンプ

ライアンスの徹底を図りながら、県内経済の全体的な浮揚、雇用の安定を目指し、

地域経済への貢献及び波及効果の高い建設産業の保護・育成を求めるべく、地域

要件の拡大、最低制限価格の見直し、予定価格の公表のあり方など、入札・契約

制度の早期改善を講じるよう、強く訴えるものである。

以上、決議する。

平成２０年７月１日

宮 崎 県 議 会
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森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める意見書

我が国の国土の３分の２を占める森林は、国土の保全や水源のかん養など多様
な機能を有しているが、北海道洞爺湖サミットにおいて地球温暖化対策が主要な
テーマとなる予定であるなど地球温暖化が世界的に深刻な問題となっている中
で、森林が環境資源として果たす役割に対しても強い期待が寄せられている。
一方、林業を取り巻く厳しい状況の中で、森林経営は弱体化し、その担い手で

ある山村は崩壊の危機に立っている。
このような中、森林整備を適切に推進していくためには、森林所有者の森林経

営意欲を向上させるための施策の推進はもとより、民間による整備が困難な水源
林等公益性の高い森林の整備に対する公的機関の役割の強化、さらには、過疎化
・高齢化が進む中で、森林・林業の担い手である山村の再生に向けた積極的な取
組が極めて重要となっている。
よって、国におかれては、下記事項について特段の措置を講じ、森林吸収源対

策の推進はもとより、依然として厳しい状況にある林業・木材産業の再生、国有
林の適切な管理運営体制の確保を図るなど、森林・林業・木材産業施策を積極的
に展開されるよう強く要望する。

記

１ 森林吸収源対策を着実に推進するため安定的な財源を確保するとともに、林
業・木材産業の振興施策の推進と森林所有者の負担軽減措置による森林経営意
欲の向上を図ること。

２ 緑の雇用担い手対策事業など森林・林業の担い手対策の拡充を図るととも
に、施業の集約化、路網の整備・機械化の推進等による効率的・安定的な木材
の供給体制の確保や木質バイオマス利用の促進等による間伐材を含む地域材の
需要拡大対策の推進による地域林業・木材産業の振興を図ること。

３ 水源林造成事業を含めた公益性の高い森林の整備を推進するための組織体制
の確保を図るとともに、施業放棄林など民間による森林整備が困難な地域にお
ける国の関与の下での森林整備制度の創設を図ること。

４ 国民共有の財産である国有林の適正な管理を通じて、公益的機能の一層の発
揮を図るとともに、地域における森林・林業担い手の育成と地域活性化に寄与
すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成２０年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内閣総理大臣 福 田 康 夫 様
財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様
農林水産大臣 若 林 正 俊 様
経済産業大臣 甘 利 明 様
環 境 大 臣 鴨 下 一 郎 様



北朝鮮に対する制裁解除に反対する意見書

北朝鮮による拉致は、それまで何の落ち度もなく幸せに生活していた被害者本

人、そして御家族・関係者を一瞬にして悲劇に陥れる残酷で卑劣極まりない国家

的犯罪である。
平成１４年９月、北朝鮮が初めて日本人拉致の事実を認め、拉致被害者５名の

帰国が実現して以降、北朝鮮は、６カ国協議を含め、いまだにこの問題に対して
誠実な対応を見せておらず、一方で国際社会の批判が強い 「核」 問題を交渉材

料とするなど我が国を欺く態度に終始していると言わざるを得ない。

この問題は、本県においても、県内に拉致被害の疑われる特定失踪者が４名存
在するなど、県民ひいては国民の安全・安心に影を落とす深刻かつ重大な問題と

して、日本政府はもとより、国際社会が一致団結して、全力で全容解明と早期解

決に取り組むべきものである。
このような中政府は、再開された日朝協議において、北朝鮮が拉致問題の再調

査を行う姿勢を示したことに対して、経済制裁を一部解除するとの方針を発表し

た。
基本的には再調査の進展を見極めながら、制裁解除を検討するとの態度である

が、政府が具体的な判断基準を示さないまま制裁解除に言及することは、北朝鮮

との交渉を有利に進める上で、非常に危険な選択と言わざるを得ない。本来であ
れば、北朝鮮が真摯な調査を実施し、すべての拉致被害者の帰国が実現した段階

で制裁解除を検討すべきであり、このような政府の対応は拉致事件の早期全面解
決を願う本県議会にとって誠に憂慮すべき事態である。

よって本県議会は、政府に対して、拉致問題で具体的な進展がない限り制裁解

除を行わないという従来の方針を堅持することを強く求めると同時に、この問題
に対する国際連携の要である米国に対して、テロ支援国家指定の解除を見直すよ

う最大限の外交努力を尽くすことを求めるものである。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２０年７月１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

外 務 大 臣 高 村 正 彦 様
内閣官房長官 町 村 信 孝 様
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（十屋、河野哲也両議員）

議会運営委員長審査結果報告

６月13日 金 本 会 議 会期決定

環境農林水産常任常任委員長報告

議案第１号～第９号及び報告第１号～第３号上程

知事提案理由説明

６月14日 土

６月15日 日

６月16日 月
休 会 （議案調査）

６月17日 火

議案第10号～第12号追加上程

６月18日 水 知事提案理由説明

本 会 議 一般質問（萩原、満行、新見、河野哲也各議員）

６月19日 木 一般質問（武井、福田、黒木正一、図師各議員）

６月20日 金 一般質問（松村、押川、中野一則、鳥飼各議員）

６月21日 土

６月22日 日

６月23日 月 一般質問（山下、十屋、井上、権藤各議員）

本 会 議
一般質問（濵砂、前屋敷、松田、太田各議員）

６月24日 火 採決（議案第10号～第12号）（同意）

議案・請願委員会付託

６月25日 水
常任委員会

６月26日 木 休 会

６月27日 金 特別委員会

６月28日 土

６月29日 日

６月30日 月 休 会
特別委員会

（議事整理）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

常任委員長審査結果報告

討論（議案第８号、報告第２号に反対、請願第５号、第６号

の継続審査に反対、請願第８号に基づく意見書に賛成）（前

屋敷議員）

採決（議案第８号、報告第２号）（可決または承認）

採決（議案第１号～第７号、第９号並びに報告第１号、第３

号）（可決または承認）

採決（請願１件）（採択）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申し出のとおり決

７月１日 火 本 会 議 定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第11号追加上程

議員発議案第９号提案理由説明（十屋議員）

採決（議員発議案第９号）（可決）

討論（議員発議案第11号に反対）（前屋敷議員）

討論（議員発議案第11号に賛成）（丸山議員）

採決（議員発議案第11号）（可決）

採決（議員発議案第１号～第８号、第10号）（可決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 坂 口 博 美

宮 崎 県 議 会 副 議 長 星 原 透

宮 崎 県 議 会 議 員 十 屋 幸 平

宮 崎 県 議 会 議 員 河 野 哲 也


